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主 文 

１ 被告らは，別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」から同１－３「原告

等目録（第３次原告）」の「認容額」欄に金額の記載のある各原告に対し，

各自，各原告に係る同別紙の同欄記載の金員及びこれらに対する平成２３

年３月１１日から各支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 5 

２ 原告番号１３８７，同１３８８，同１４８０，同１４９４，同１４９７，

同１４９８，同１６５３，同１６８３，同１６８８，同１７６７，同２０

９４，同２１５５，同２１６２，同２１６６～同２１６９，同２１８８，

同２２１３，同２２５７，同２３７４，同２３８１，同２４００，同２４

４５，同３０２７，同３０７０，同３０９１，同３１４８，同３１４９及10 

び同３１６７（以下主文の項において，「原告番号１３８７ら」という。）の被告ら

に対する各請求並びに原告番号１３８７らを除く原告らの被告東電に対す

る主位的請求及び被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は， 原告番号１３８７らと被告らとの間においては，原告番号

１３８７らと被告らとの間に生じた費用は原告番号１３８７らの各負担と15 

し，原告番号１３８７らを除く原告らと被告らとの間においては，原告番

号１３８７らを除く原告らと被告らとの間に生じた費用の１３分の１を被

告らの連帯負担とし，その余は原告番号１３８７らを除く原告らの各負担

とする。 

４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 20 

  ただし，被告らが，別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」から同１－

３「原告等目録（第３次原告）」の「認容額」欄に金額のある各原告に対し，

同「認容額」欄記載の各金員の担保を供するときは，当該担保を供した被

告は，当該原告との関係において，その仮執行を免れることができる。 

事 実 及 び 理 由 25 

第１ 請求 
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１ 被告らは，連帯して，別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」から同１－３

「原告等目録（第３次原告）」の「分類」欄が「Ｄ原告」及び「Ａ原告」の各原

告に対し，各２５万円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みま

で年５％の割合による金員を支払え。 

２ 被告らは，連帯して，別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」から同１－３5 

「原告等目録（第３次原告）」の「分類」欄が「Ｃ原告」の各原告に対し，各５

０万円及びこれに対する平成２３年３月１１日から支払済みまで年５％の割合

による金員を支払え。 

３ 被告らは，連帯して， 

(1) 別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」の「分類」欄が「Ａ原告」の各原告10 

に対し，各２８５万４１８０円及びこれに対する内１８９万４１８０円につい

ては平成２５年３月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を，内９６

万円については平成２６年３月１日から支払済みまで年５％の割合による金員

を支払え。 

(2) 別紙１－２「原告等目録（第２次原告）」の「分類」欄が「Ａ原告」の各原告15 

に対し，各３４９万４１８０円及びこれに対する内２５３万４１８０円につい

ては平成２５年１１月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を，内９

６万円については平成２６年１１月１日から支払済みまで年５％の割合による

金員を支払え。 

(3) 別紙１－３「原告等目録（第３次原告）」の「分類」欄が「Ａ原告」の各原告20 

に対し，各４５３万４１８０円及びこれに対する内３５７万４１８０円につい

ては平成２６年１２月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を，内９

６万円については平成２７年１２月１日から支払済みまで年５％の割合による

金員を支払え。 

４ 被告らは，連帯して， 25 

(1) 別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」の「分類」欄が「Ｂ原告」の各原告
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に対し，各１２８万円及びこれに対する内３２万円については平成２５年３月

１日から支払済みまで年５％の割合による金員を，内９６万円については平成

２６年３月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

(2) 別紙１－２「原告等目録（第２次原告）」の「分類」欄が「Ｂ原告」の各原告

に対し，各９６万円及びこれに対する平成２６年１１月１日から支払済みまで5 

年５％の割合による金員を支払え。 

(3) 別紙１－３「原告等目録（第３次原告）」の「分類」欄が「Ｂ原告」の各原告

に対し，各９６万円及びこれに対する平成２７年１２月１日から支払済みまで

年５％の割合による金員を支払え。 

５ 被告らは，連帯して， 10 

(1) 別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」の「分類」欄が「Ｄ原告」及び「Ｃ

原告」の各原告に対し，各１０７万０３０７円及びこれに対する内７１万０３

０７円については平成２５年３月１日から支払済みまで年５％の割合による金

員を，内３６万円については平成２６年３月１日から支払済みまで年５％の割

合による金員を支払え。 15 

(2) 別紙１－２「原告等目録（第２次原告）」の「分類」欄が「Ｄ原告」及び「Ｃ

原告」の各原告に対し，各１３１万０３０７円及びこれに対する内９５万０３

０７円については平成２５年１１月１日から支払済みまで年５％の割合による

金員を，内３６万円については平成２６年１１月１日から支払済みまで年５％

の割合による金員を支払え。 20 

(3) 別紙１－３「原告等目録（第３次原告）」の「分類」欄が「Ｄ原告」の各原告

に対し，各１７０万０３０７円及びこれに対する内１３４万０３０７円につい

ては平成２６年１２月１日から支払済みまで年５％の割合による金員を，内３

６万円については平成２７年１２月１日から支払済みまで年５％の割合による

金員を支払え。 25 

第２ 事案の概要（本件の訴訟物と前提事実） 
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１ 原告らの被告東電に対する請求 

  原告らは，被告東電に対し，主位的に不法行為（民法７０９条），予備的に原

賠法３条１項に基づく損害賠償の一部として，各原告の属性（本件事故当時，１

８歳未満であったか，又は本件事故当時胎児であり，本件事故後に出生したＡ原告（平成

２３年１２月３１日までに出生した原告），本件事故当時胎児ではなかったが，本件事故5 

後に出生したＢ原告（平成２４年１月１日以降に出生した原告），本件事故当時，妊娠し

ていたＣ原告，これらの原告以外のＤ原告）に応じて，①Ａ原告及びＤ原告について

本件事故直後の慰謝料各２５万円及びこれに対する本件事故日から支払済みま

で民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を（請求の趣旨第１項），②

Ｃ原告について本件事故直後の慰謝料として各５０万円及びこれに対する本件10 

事故日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を

（請求の趣旨第２項），③Ａ原告について本件事故日から被告らが福島県いわき

市全域において空間放射線量が毎時０．０４μＳｖとなる原状回復措置を行い，

かつ，本件原発において各原子炉の廃止措置すなわち廃炉措置（以下これらの各

措置を「原状回復措置等」という。）の終了まで１か月当たり本件事故継続分慰謝15 

料各８万円及びこれに対する各支払日（毎月末日）の翌日から支払済みまで民法

所定の年５％の割合による遅延損害金の内の一部の支払を（請求の趣旨第３項），

④Ｂ原告について本件事故継続分慰謝料各３２万円及びこれに対する平成２５

年３月１日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金並びに

同日，平成２６年３月１日（別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」の「分類」欄が20 

「Ｂ原告」の各原告につき），平成２５年１１月１日，平成２６年１１月１日（別

紙１－２「原告等目録（第２次原告）」の「分類」欄が「Ｂ原告」の各原告につき）又は

平成２６年１２月１日，平成２７年１２月１日（別紙１－３「原告等目録（第３次

原告）」の「分類」欄が「Ｂ原告」の各原告につき）以降原状回復措置等の終了まで

１か月当たり本件事故継続分慰謝料各８万円及びこれに対する各支払日（毎月25 

末日）の翌日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の内
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の一部の支払を（請求の趣旨第４項），⑤Ｃ原告及びＤ原告について本件事故日

から原状回復措置等の終了まで１か月当たり本件事故継続分慰謝料各３万円及

びこれに対する各支払日（毎月末日）の翌日から支払済みまで民法所定の年５％

の割合による遅延損害金の内の一部の支払を（請求の趣旨第５項），それぞれ求

めている。 5 

  なお，請求の趣旨第３項，同第４項，同第５項の各請求は，本件事故日から

「原状回復措置等」の終了まで毎月生じる慰謝料の累積額のうち，請求の趣旨

第３項及び同第５項については本件事故日から各訴訟提起日の１年後までの期

間に生じた慰謝料を，請求の趣旨第４項については各訴訟提起日からその１年

後までの期間に生じた慰謝料（ただし，平成２５年（ワ）第４６号事件に係るＢ原告10 

については，その出生後，訴訟提起日までに生じていた３２万円の慰謝料も併せて請求し

ている。）を，一部請求しているものである。 

原告番号１００１，同１０３１，同１０３７，同１０４７，同１１０３，同

１１０８，同１１１５，同１１３７，同１１３８，同１１４５，同１１５９，

同１１６２，同１１６３，同１１６９，同１２１３，同１２１４，同１２１８，15 

同１２１９，同１２２９，同１２４２，同１２６７，同１２７３，同１２８４，

同１２８５，同１３０５，同１３１３，同１３２２，同１３６９，同１３８９，

同１４３１，同１４４５，同１４５９，同１５１５，同１５１６，同１５２３，

同１５２５，同１５６６，同１５９３，同１５９４，同１５９９，同１６１４，

同１６７０，同１６７５，同１６７６，同１６８９，同１７２４，同１７４７，20 

同１７７２，同１７９３，同１８０２，同１８１６，同１８２２，同２０１０，

同２０１５～同２０１８，同２０２５，同２０５０，同２０５１，同２０５７，

同２０５９～同２０６３，同２０８１，同２０９８，同２１１６，同２１７５，

同２１７８，同２１７９，同２２２０，同２２２８，同２２４８，同２２５６，

同２２６９，同２２７８，同２２８７，同２２８８，同２３０３，同２３２０，25 

同２３２２，同２３４８，同２３４９，同２３５９，同２３６２，同２３８４，
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同２３８５，同２３９１，同２４０１，同２４０３，同２４７６，同２５１５，

同２５２２，同２５４８，同２５４９，同２５７２，同２５７３，同３０１７，

同３０６１，同３０９３，同３１１２，同３１２５及び同３１４２の各原告に

ついては，訴えの取下げにより終了した。 

２ 原告らの被告国に対する請求及び被告らに対する共同請求 5 

  原告らは，被告国に対し，国賠法１条１項に基づく損害賠償の一部として，

上記１記載の各原告の属性に応じて，上記１①～⑤と同じ賠償金等の支払をそ

れぞれ求めている。 

  なお，原告らは，被告らが共同不法行為（民法７１９条）による責任又は原賠

法上の責任と国賠法上の責任とが連帯するものとして，被告らの責任が不真正10 

連帯債務であると主張している。 

３ 前提事実（争いがない事実） 

(1) 原子力発電の仕組み 

ア 原子力発電は，原子炉（核分裂をコントロールしながら，核分裂によって発生す

る熱エネルギーを取り出す装置であり，燃料，減速材，冷却材，制御材等から構成され15 

る。）で発生する熱で，蒸気を作り，その蒸気でタービンを回して発電を行う。 

  原子炉には「軽水炉」と呼ばれるタイプの原子炉が存在する。軽水炉のう

ち，原子炉で直接蒸気を発生させるのが沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）である。軽

水炉では，通常，ウラン２３５が数％程度含まれるウランを酸化物にして焼

き固めたもの（ペレット）が，燃料として使用される。 20 

イ ＢＷＲには，減速材（次の核分裂反応を引き起こしやすくするために，核分裂によ

って生じる高速中性子を速度の遅い熱中性子にするもの）及び冷却材（核分裂によっ

て発生した熱を炉心から外部に取り出すもの）として，普通の水（軽水）が使用さ

れる。原子炉は，制御棒（核燃料の核分裂する量を調節するために使用される制御

材を，ペレットを被覆管と呼ばれる長さ４ｍほどの金属製のさやに密封した燃料棒の間25 

に挿入できるようにしたもの）を挿入して核分裂の連鎖を止めることにより停止
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する。制御棒挿入後も崩壊熱が生じるため，原子炉を冷却し続ける必要があ

る。ＢＷＲの通常運転時には，核分裂が行われる炉心の出力すなわち核分裂

の数が中性子を吸収する制御棒の位置の調整と炉心を流れる冷却水の流量の

調整により一定となるよう制御されている。 

(2) 本件原発の概要等 5 

ア 本件原発は，福島県双葉郡双葉町及び同県同郡大熊町（以下福島県内の市町

村について，県名及び郡名を省略する。）にまたがり，いわき市の北約４０ｋｍに

位置し，東側は太平洋に面している。本件原発は，昭和４２年９月に１号機

の建設に着工して以降，順次増設を重ね，６基の原子炉（いずれもＢＷＲ）が

ある（以下，本件原発の各原子炉を単に「１号機」，「２号機」などという。）。 10 

  １号機から４号機は大熊町に所在し，その敷地は，海側エリア（取水のため

の海水ポンプが設置されている領域）がＯ．Ｐ．＋４ｍ，主要建屋エリア（使用済

み燃料プールなどが収納されている原子炉建屋や，タービン発電機，復水器，給水ポン

プなどが設置されているＴ／Ｂなどがある領域）がＯ．Ｐ．＋１０ｍであった。５

号機及び６号機は双葉町に所在し，その敷地は，海側エリアがＯ．Ｐ．＋４15 

ｍ，主要建屋エリアがＯ．Ｐ．＋１３ｍであった。 

イ 本件原発には，原子炉と一時冷却材ループ（炉心を通る水の系統），使用済み

核燃料プールなどが収納されている「原子炉建屋」（Ｒ／Ｂ），タービン発電機

や復水器，給水ポンプなどが設置されている「タービン建屋」（Ｔ／Ｂ）など

の設備のほか，地震などの災害が発生した際に緊急対策室を設置するための20 

「免震重要棟」（震度７クラスの地震が起きても初動対応に支障がないよう，緊急時

対策室や通信設備，電源設備，空調設備などを備えた免震構造の建物）が設置されて

いた。 

  なお，本件原発の施設の概要図は，別紙４－１「福島第一原子力発電所 配

置図」のとおりである。 25 

ウ 本件原発には，事故等に備えて炉心を冷やし続けるための非常用冷却系統，
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温度や機器の状況を監視したり，同冷却系統のポンプを動かしたりするため

の電源が用意されていた。非常用冷却系統は，高圧冷却系，低圧冷却系，デ

ィーゼル発電機（ＤＧ）などを冷やすための冷却系の三つに大別される。 

  高圧冷却系は，圧力容器内の圧力が高い場合でも冷却水を注入できるもの

であり，注入量は少ない。低圧冷却系は，圧力容器内の圧力が低い場合に使5 

用されるものであり，高圧冷却系と比較してより多量の冷却水を注入できる。

ＤＧの冷却系は，非常時に使うＤＧやポンプのモーターを冷やすためのもの

である。 

  本件原発では，通常時，発電所の外から引かれている送電線の電気を使用

して原子炉の運転や監視を行っている（外部電源）。この外部電源が，何らか10 

の原因によって停止した場合，非常用ＤＧが起動するように設計されている。

これは，軽油又は重油を使って発電する装置であり，原子炉１基につき，二，

三台が設置されている。外部電源と非常用ＤＧが供給する電源は交流電源で

あり，電源盤を通じて発電所内の各設備に配電される。 

  原子炉が何らかの原因によって停止すると，電源や冷却系統に異常がなけ15 

れば，通常の給水系（タービンを回した後の蒸気を復水器に水で戻し，ポンプで圧力

容器に送り込む系統）を使って冷却し，冷温停止の状態とする。仮に外部電源

が失われてしまった場合，非常用ＤＧを起動して冷却を行う。 

(3) 本件地震及び本件津波の発生 

  平成２３年３月１１日午後２時４６分，三陸沖（宮城県牡鹿半島の東南東約１３20 

０ｋｍ付近）において，深さ２４ｋｍを震源としてＭ９．０の地震（本件地震）が

発生した。震源域は，岩手，宮城，福島，茨城の各県沖にわたり，震源の長さ

は約５００ｋｍ，幅は約２００ｋｍとされ，双葉町及び大熊町では最大震度６

強が観測された。 

  本件地震により，東日本太平洋岸の広範囲にわたり大津波（本件津波）が襲来25 

し，遡上高（津波が内陸に駆け上がった結果，斜面や路面上に変色部や漂着物等の痕跡
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を残すが，その痕跡の平常潮位からの高さ）は最大４０．１ｍに及び，被告東電によ

れば，本件原発の検潮所設置位置における津波の高さは約１３ｍと推定された。 

(4) 本件地震による本件原発への影響 

    本件地震発生当時，１～３号機は運転中であったが，本件地震のためいずれ

も自動停止した。４号機は定期検査中であったため，本件地震発生当時，停止5 

していた。 

    本件地震により，送受電塔が倒壊等し，本件原発の外部電源は全て喪失した

ため，１～４号機の非常用ＤＧが起動した。 

(5) 本件津波による本件原発への影響 

  平成２３年３月１１日午後３時２７分頃及び同日３時３５分頃，本件原発に10 

津波が到来し，その後も断続的に津波が到来した（本件津波）。本件原発におけ

る浸水高は，Ｏ．Ｐ．＋１１．５ｍ～１５．５ｍであり，局所的にはＯ．Ｐ．

＋１６ｍ～１７ｍと推定された。 

  本件津波は，本件原発において主要建屋エリアまで遡上したため，本件原発

の海側エリア及び主要建屋エリアはほぼ全域が浸水した。これにより，１～４15 

号機の非常用ＤＧは全て被水又は水没し，同日午後３時４１分頃までにいずれ

も停止し，ＳＢＯに至った。  

(6) 放射性物質の飛散 

    本件原発において発生した炉心溶融又は水素爆発の結果，原子炉圧力容器，

格納容器，原子炉建屋が損傷したため，放射性物質が大気中に放出され，放射20 

性物質を含んだ雲（プルーム）となって拡散した。 

  保安院は，平成２３年４月１２日，本件事故について，ＩＮＥＳに基づき，

「レベル７」（深刻な事故）と評価した。 

  また，保安院は，同年６月６日，海洋汚染を含まない大気中に放出された放

射性物質の総量を７７万テラベクレルと推計した。被告東電は，平成２４年５25 

月２４日，大気中に放出された放射性物質の総量を９０万テラベクレルと推計
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した。 

(7) 関連規定 

  別紙５「関連規定（抜粋）」のとおりである。 

第３ 争点 

１ 本件継続給付の適否（争点１） 5 

２ 本件事故についての民法７０９条の適用の有無（争点２） 

３ 被告国の規制権限不行使の違法の成否等（争点３） 

４ 被告東電の責任非難の成否（争点４） 

５ 相互保証の成否（争点５） 

６ 賠償すべき損害及びその額（争点６） 10 

７ 被告らの連帯責任の成否（争点７） 

８ 弁済の抗弁の成否（争点８） 

第４ 争点についての当事者の主張 

   別紙６「当事者の主張」のとおりである。 

第５ 当裁判所が認定した事実 15 

   以下の各事実が，前提事実及び後掲証拠（各項末尾に引用）により認められる。 

１ 地震・津波に関する一般的知見等 

(1) 地震発生のメカニズム，地震地体構造論等 

ア プレートテクトニクス 

  地球内部のうち，物質の流動のしやすさで地球内部を見ると，マントル内20 

部の柔らかく流動しやすいアセノスフェアと呼ばれる部分があり，このアセ

ノスフェアの上を固く流動しにくい大地すなわちリソスフェアが覆っている。

このリソスフェアは，海洋で１０～１５０ｋｍ，大陸で１００～２００ｋｍ

の厚さがあり，十数枚のプレート（玄武岩でできた板状の層）に分かれている。

それぞれのプレートは，年数ｃｍ程度別々の方向に動いている（プレート運動）。 25 

  プレートの境界について，プレート同士が遠ざかる発散境界（海嶺，地溝帯），
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近づいて重なりあったりぶつかりあったりする収束境界（海溝すなわちトラフ，

大山脈）などがある。この収束境界のうち，海洋プレートと大陸プレートがぶ

つかり合うと，相対的に地殻が薄く重い海洋プレートが大陸プレートの下に

沈み込み，海洋プレートが沈み込む場所で大きく下に曲げられ，その沈み込

み口が海溝となる。 5 

  日本列島は４枚のプレートの収束境界にあり，日本列島東部を構成する北

海道，東北，関東の各地方はほとんど動いていない北米プレートの上に載り，

その下に年９ｃｍほど動く太平洋プレートが日本海溝で沈み込んでいる。そ

の結果，例えば，東北日本の北部から南部まで同じように東から西へと陸側

に押し込まれていることがＧＰＳによる水平変動のベクトル図から確認でき10 

る（以上，甲Ａ１３９の１・６～９頁，甲Ａ１４０の１・４頁，甲Ａ１４１の１・２頁，

甲Ａ１８０・７，８頁，甲Ａ１８５・４頁）。 

イ 地震発生のメカニズム等 

(ｱ) 地震は，断層面と呼ばれる面を境に大地が急激にずれ，揺れを作り，その

揺れ（地震動）が地震波となって地球の内部を伝わる現象である。 15 

  震源での大地の動きすなわち断層運動は，正断層（断層面上を滑り落ちる向き

の断層運動を持つ断層），逆断層（断層面上をのし上がる向きの断層運動を持つ断層）

などに分類できる。海溝では，海洋プレートが大陸プレートに沈み込み，逆

断層が起きる。断層は地震を発生させる源すなわち震源域であり，震源域の

広がりが大きいほど断層のずれの量も大きい。断層面は地震発生時にいった20 

ん破壊されるが，その後再び固着する。しかし，ゆがみが蓄積されれば，過

去の断層面が最も弱い面となっているので，同じ面が再び破壊され地震を発

生することが予想される。 

  震源域の規模は，Ｍ（マグニチュード）によって表され，地震計で観測され

る地震波の最大振幅に基づいて計算する。この場合，震源は点として扱われ25 

るが，地震の規模が大きくなると，点として扱うことができなくなり，計算
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されるＭの値が飽和し真の地震の大きさが表現されない。その飽和を避ける

ため，実際の岩盤のずれの規模（ずれた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）を基

にして計算するＭｗ（モーメントマグニチュード）が用いられる。 

  地震によるある場所での揺れの大きさは震度で表され，震源に近いほど揺

れは大きくなる（以上，甲Ａ１３９の１・１０頁，甲Ａ１８０・７頁，甲Ａ１８５・5 

５頁，甲Ａ１８６・２～４頁，甲Ａ２３５・３５頁，甲Ａ３４０・１４，１６頁，丙Ｂ

１０４の１・３～９頁，丙Ｂ１０４の２・４～１０頁）。 

(ｲ) 海溝では，上記(ｱ)のとおり，海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込

み，両プレートの境界面で地震が起こる。この海溝に沿って起こる地震の多

くは，大陸プレートが地球表面に残る一方，海洋プレートが地下に沈み込み，10 

両プレートの境界面が破壊しずれることにより発生する。この時の地震は，

プレートが動くことによる軋みである。 

  プレートの境界面の岩塊は普通数十ｋｍにわたって固く結びつき，このよ

うな広い範囲の固着域をアスペリティと呼ぶ。プレートが沈み込む境界では，

この大きなアスペリティのずれによりＭ９となるような巨大地震が発生する。15 

大きなアスペリティがずれると，そのずれは周辺の固着していない部分をも

同時にずらし，更にその周辺の固着域にも力が及び，同時にずれて，境界上

の広い面積が同時にずれて巨大地震となる。固着域が広いほど大きな力を支

えることができ，この大きなアスペリティすなわち広い固着域にかかる力が

限界に達するには長い時間がかかる。よって，巨大地震の発生間隔は長く，20 

１００～数百年となる。 

  他方，孤立した小さなアスペリティがあると，小繰り返し地震が発生する。

プレートの境界上の狭い地域が固着していると，数年程度でその部分に加わ

る力が限界に達し地震が起こる。狭い固着域の周辺は固着せず，少しずつゆ

っくりずれている。周辺で大きな地震が起こるとこの狭い固着域にも力が及25 

び，同時に又は遅れてずれる（以上，甲Ａ１３９の１・１０～１３頁，丙Ｂ１０４
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の１・９～１４頁，丙Ｂ１０４の２・１３～２２頁）。 

ウ 地震地体構造論 

(ｱ) 地震地体構造論とは，地震と地体構造の関係を扱う研究分野であり，日本

列島の地震の起こり方（規模，頻度，深さ，震源モデルなど）に共通性のある地域

ごとに区分し，それと地体構造との関係を明らかにするものである。 5 

  地震地体構造は，①地震の起こり方の共通している地域は，地体構造にも

共通の特徴があること及び②地体構造が似ている地域内では地震の起こり方

も似ていることが前提となる（以上，甲Ａ３４０・２頁）。 

(ｲ) 過去の地震地体構造の研究としては，主に歴史地震活動から将来を予測す

る試みに関する研究，地体構造に注目してその区分けを試みた研究，活断層10 

資料に重点を置いた研究がある。 

  昭和５０年頃以降，大学及び国立機関において微小地震観測網が整備され

ており，定常的にデータ処理が施され，微小地震まで含めた詳細な震源分布

が示された。気象庁の全国観測網で求められた震源分布と合わせて，総体的

に最近１０年（昭和５０年頃からの１０年）間の短期間の微小地震活動が長期間15 

の地震活動をかなりよく表していることが分かってきた。これを踏まえた地

震分布によるプレートの形状の詳細，微小地震観測網から得られるデータに

よる三次元的な地下構造の推定等，微小地震活動に基づく地体区分，地震発

生時に地震の原因となるゆがみを生じさせていた主応力軸方向に支配される

発震機構を調べることによりプレート相互の運動方向，その地域に予測され20 

る地震の大きさ，発生機構などを推定する発震機構に基づく地体区分，微小

地震の震源分布と活断層分布などの研究成果が現れている。地形・地質学的

な観察による活断層の調査も広く行われている（以上，甲Ａ３４０・３７，５７，

５９，６６，７２，７６，８１，１７８頁）。 

(ｳ) 以上のような成果・データの長さは，数百年程度に限られ，その間のデー25 

タとしては信頼がおける歴史地震や，同様に活動履歴が限られるが，１８０
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万年前まで遡ることができる活断層の活動履歴に加えて，地球物理学的諸量

の相関を踏まえた総合的地震地体構造のマップ（以下「萩原マップ」という。）

の作成試案が提示された。 

  この「実用的地震地体構造マップ作成のための地体構造区分」すなわち萩

原マップにおいて，日本海溝付近は，Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３に区分され，Ｇ１に5 

おける主な地震としては，昭和２７年の十勝沖地震（被害地又は震央地名十勝沖）

及び昭和４８年の根室沖地震などが，Ｇ２における主な地震としては，明治

三陸地震，昭和三陸地震及び昭和４３年の十勝沖地震（被害地又は震央地名青森

県東方沖）などが，Ｇ３における主な地震としては，昭和１３年の福島県沖地

震及び昭和５３年の宮城県沖地震などが，それぞれ示されている（以上，甲Ａ10 

３４０・１７８，１９０，１９２頁）。 

(ｴ) また，主として，地殻内地震の規模の地域差を考慮し，併せて地震の頻度

や発震機構とも調和のとれた区分となるように，日本列島の各地域に予想す

べき最大地震の規模を示し，その内部で地震活動が共通と見なせる地域を，

種々の地学的根拠に基づき区分したものとして，垣見マップがある。平成１15 

５年に公表された垣見マップ（平成６年の垣見マップを修正したものであり，以下

「垣見マップ」という場合には，平成１５年の修正後のものを指す。）においては，

「東北日本弧」の日本海溝大陸斜面を，四つに区分し，そのうち「三陸沖大

陸斜面」（８Ａ２），「常磐沖大陸斜面」（８Ａ３），「房総沖大陸斜面」（８

Ａ４）があり，８Ａ２の主な地震（プレート境界付近の大地震域）として明治三20 

陸地震や慶長三陸地震などが，８Ａ３の主な地震（プレート境界付近の大地震域）

として昭和１３年の福島県沖地震などが，８Ａ４の主な地震（プレート境界付

近の大地震域）として昭和３８年の房総沖地震など（延宝房総沖地震は不確実であ

る。）が，それぞれ示されている（以上，丙Ｂ１７・３９０～３９２，３９４，３

９５頁）。 25 

(2) 津波の発生の仕組み，数値化等 
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ア 津波のメカニズム等 

(ｱ) 津波とは，沿岸で異常な大きな潮の満ち引きが１０分から数十分で起こり，

短くとも数時間続く現象である。津波が押し寄せてから次に押し寄せてくる

までの時間（周期）は１０分～数十分と長く，それが数回から１０回程度以上

繰り返される。その高さは最初に来る第一波よりも，２～３回目の時に最高5 

となることが多い（以上，甲Ａ１３９の１・１５頁）。 

(ｲ) 津波の原因は，広い地域の海底の上昇（隆起）と下降（沈降）である。海底

の上昇又は下降によりその上の海水が上昇又は下降し，海面が水平面でなく

なり，これを回復する動きが生まれ，それが津波となって伝わる。大地震が

海底下で発生すると，断層の動きにより広域の海底が上昇又は下降し津波が10 

発生する。 

  水深が深い沖合で発生した津波が陸に近づくと，水深が浅くなり，伝わる

速度が遅くなる。このため，後から来る波が追いつくようになり，波長が短

くなるとともに，波が高くなる。また，伝わる速さが変化すると，反射，屈

折等を起こす。 15 

  津波の高さは，津波がない場合の平常潮位（天文潮位）から津波により海面

が上昇したときの高さの差である。 

  陸に達する津波の高さは，通常，浸水高と遡上高とによって表される。海

岸に柱を立てた場合にその柱のどこまでが水に浸かったかを示すのが浸水高

（平常潮位から津波痕跡までの高さ）である。なお，地表面を基準に測った津波20 

痕跡までの高さ，すなわち津波襲来時の地表上の水の厚さが浸水深である。 

  遡上高は，津波が陸上を這い上がって到達した高さのことであり，陸地の

地形によって変化する。遡上高により限界が画される，津波による浸水した

範囲が浸水域である。浸水高及び遡上高の基準面は，本件原発においては小

名浜港工事基準面（Ｏ．Ｐ．）が用いられ，日本地形図の標高の基準である東25 

京湾平均海面（Ｔ．Ｐ．）の下方約０．７２７ｍである。 
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  水深が非常に浅くなると，海底面が津波の動きを邪魔するので，その邪魔

の度合いを考慮しなければならない。陸上に遡上した津波の挙動は，陸上の

地形，構造物などは無論，地表の状態にも依存し，複雑になる（以上，甲Ａ１

３９の１・１５頁，甲Ａ１８０・１１，２３，２４頁，甲Ａ１８１・１２頁，甲Ａ１８

５・７頁）。 5 

(ｳ) 津波は陸地に近づき，水深が浅くなると急激に盛り上がり，垂直の壁とな

って海岸を襲い，その衝撃で物が壊れることがある。津波それ自体のエネル

ギーに加えて，大量の漂流物を抱えるため漂流物の衝突で陸上の被害が拡大

する。また，引き波による被害も起こる。 

  津波による破壊力の大きさに関しては，木造家屋に対して，ほぼその場所10 

での地上冠水厚さで表すことができるとの研究がある。冠水厚さが１ｍ以下

の場合，木造家屋は浸水するものの，ほとんど破壊されないが，１ｍを超え

２ｍ以下の場合，壁の剥落損傷等が生じ，２ｍを超えると全壊家屋が生じ始

め，３ｍ以上となると，土台だけ残して家屋が完全流失し始め，５，６ｍで

街区の家屋の大部分が流失し，８ｍ以上では土台も流され，痕跡も残らない15 

（以上，甲Ａ１８０・１５～１８頁）。 

(ｴ) 津波が陸上に到達し岸壁を超えると，その厚さはほぼ岸壁の高さ分減じる

が，流速は変わらないため，減じた分の水の厚さに不相応な速すぎる流速と

なる。このような波を射流というが，射流は建造物に打ち当たると非常に強

い衝撃的な力を及ぼす。 20 

  津波は，海岸線部に到達するまで，海水が平均海面標準潮位を超えて盛り

上がっている位置エネルギーと津波の進行方向に流れるという運動エネルギ

ーを有する。陸上への遡上過程における護岸への衝突や地盤等との衝突によ

り前進を阻まれた運動エネルギーの一部は強制的に位置エネルギーに変えら

れ津波の高さは高くなる。また，陸上の複雑な地形，障害物の影響によりそ25 

の流れの方向が変わり，流れ同士がぶつかり合い，更にその高さが高くなる
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などする。その結果，陸地に達した津波は，洪水の流れのように陸地に流れ

込み，地形や構造物などにより更に高くなることがある。 

  しかも，津波の波長は長く，その周期も長いため，ｋｍ単位で極めて広範

囲に盛り上がった海水面が全体として陸に押し寄せ，長時間にわたり陸上に

流れ込むものとして理解されるべきである。 5 

  以上のとおり，平坦な地形が陸地の奥まで続くような場合を除き，津波の

陸上における浸水高や浸水域の限界点の高さは，本来の津波の高さを超える

（甲Ａ１８０・１８～２０頁）。 

(ｵ) Ｍｔ（津波マグニチュード）は，津波の振幅に基づいて地震の規模を推定す

る尺度である。本来，Ｍｔは，津波の振幅から地震の規模を推定する公式で10 

あるが，Ｍｗと等しくなるよう設定されていることから，Ｍｗが分かれば，

Ｍｔと等しいと仮定し，沿岸での津波の高さを推定できる（以上，甲Ａ１８５・

６頁，甲Ａ１８６・３，４頁，甲Ａ１８７・３頁）。 

イ 津波の数値シミュレーション 

(ｱ) 沿岸での津波の高さや到達時間を求めるためのシミュレーションは，大別15 

すると，海底地殻変動計算と津波伝播計算の二段階に分かれる。 

    海底地殻変動計算は，地下の断層が動いたとして理論的に計算できるが，

この場合，断層パラメータすなわち①断層の水平位置（緯度，経度）と深さ，

②断層の大きさ，③断層の向き，④断層の傾き，⑤すべりの方向・大きさを

定める必要がある。①②の断層の水平位置・深さ・大きさと⑤のすべりの大20 

きさはＭから換算でき，どのような場所でどのような大きさの地震が発生し

ても対処できるよう，多数のシミュレーションを行う。④の断層の傾きと⑤

のすべりの方向は，最も大きく津波を発生させるような設定である傾き（４

５°）の逆断層とする。 

  すなわち，断層は水平方向に約１５００か所，深さは約０～１００ｋｍの25 

間で６通り，またＭは４通りを考えて，これらの断層一つ一つに海底の地殻
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変動を求める（以上，甲Ａ１８５・８頁，甲Ａ１８６・１０頁，丙Ａ１２１・２，３

頁）。 

(ｲ) 一般に津波を発生させるような海底地殻変動は，数十ｋｍ以上の広がりを

持ち，津波が広がり始める前に地殻変動が完了するため，海底地殻の上下変

動がそのまま地震発生直後に海面に生じる凹凸になると考えられる。このよ5 

うに得られる凹凸パターンを津波の初期波源とし，これが四方八方に伝わっ

ていく様子を計算する。数値計算の方法として，計算領域を縦横の格子状に

細かく区切り，各々の格子における津波の高さと速度について，津波伝播の

方程式に従って時間を追って計算する。全ての断層に対してこのような計算

を行い，沿岸に出現する津波の時間的変化の様子を再現する（以上，甲Ａ１８10 

５・８，９頁，丙Ａ１２１・３，４頁）。 

(ｳ) 津波警報の基準となる沿岸での津波の高さの予測について，シミュレーシ

ョンで計算された沿岸における高さをそのまま使用するものではない。計算

格子の大きさは一定にしているため，海岸近くの水深が浅く地形も複雑にな

ってくる場所では，津波の再現精度が落ちてくると考えられる。これを解決15 

し，かつ，迅速に計算をするため，誤差がまださほど含まれていない沖合で

の津波の高さから，グリーンの法則（沖合の津波が沿岸の水深の浅い場所に来ると，

津波の速度が遅くなり，前の波と後ろの波との間隔が短くなるが，一波に蓄えられたエ

ネルギーは同じであることから，波面が海岸線に並行して入射する場合には，波と波の

間隔が短くなった分，結果として，波の高さが高くなる。）を用いて，海岸での高さ20 

を推定している（グリーンの法則は，波高が水深の半分を超えると適用できない。）。 

  例えば，水深１００ｍの地点の津波高さが１ｍなら，沿岸地点の推定津波

高さは約３．１６ｍとなる（以上，甲Ａ１８０・１２，１３頁，甲Ａ１８５・７，

８頁，丙Ａ１２１・４頁）。 

２ 本件原発の設置許可と平成１１年頃までの地震・津波の知見の状況等 25 

(1) 本件原発の設置許可，当時の指針，被告東電における当時の津波対策等 
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ア 当時の安全審査の指針と１～３号機の設置許可処分等 

(ｱ) 原子力委員会は，原子炉の設置許可に関する審査の指針として，昭和３９

年５月２７日，「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやす」（以

下「立地指針」という。）を策定した。 

  立地指針には，原則的立地条件として，万一の事故に備えて公衆の安全を5 

確保するため，「大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかっ

たことはもちろんであるが，将来においてもあるとは考えられないこと」と

定められ，これに基づき津波に関する安全性審査を行っていた（以上，甲Ａ３

６８・１頁，丙Ａ１４０・５頁）。 

(ｲ) 被告東電は，昭和４１年７月１日，当時の内閣総理大臣に対し，本件原発10 

１号機の設置許可の申請をした。同申請書には，原子炉の型式，熱出力及び

基数などが記載され，そのうち主要な施設である「原子炉建家」は鉄筋コン

クリート造で，建物の基礎は直接岩盤に支持され，同敷地の整地面は標高約

１０ｍであると記載されていた。また，その添付書類６に，敷地南方約５０

ｋｍの小名浜港における潮位として，最高潮位Ｏ．Ｐ．＋３．１２２ｍ，最15 

低潮位Ｏ．Ｐ．－１．９１８ｍ（チリ津波）と記載されていた。 

  本件原発の建設予定地は，元々の地形が切り立った崖であり，津波の高さ

を考慮した安全の確保を前提に，コスト面や利便性なども考慮し，海水ポン

プ等が設置されているＯ．Ｐ．＋４ｍが最適で，建屋は同１０ｍ以上の敷地

高さとなっていた（以上，甲Ａ３０・６頁，甲Ａ３１１・１～３頁，乙Ａ４の１・２20 

８頁，丙Ａ１４０・３頁）。 

(ｳ) 昭和４１年１１月２日に原子力委員会に報告された,上記(ｲ)の申請に係る

原子炉安全専門審査会の審査結果を見ると，①原子炉建設用地として整地さ

れる標高１０ｍ付近は，固結度の低い砂岩層であるが，「原子炉建家」等の

主要建物は標高－４ｍ付近の泥岩層に直接設置され，岩質は堅硬で支持地盤25 

として十分な耐力を有すること，②敷地南方約５０ｋｍの小名浜港における
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観測記録は，チリ地震津波時の最高３．１ｍ，最低－１．９ｍであったこと，

③過去の記録によると，福島県近辺は会津付近を除いて全国的に見ても地震

活動性（サイスミシティ）の低い地域であり，特に原子炉施設付近は地震によ

る被害を受けたことがなく，敷地の地盤条件も良好であるので，地震が建物

等に与える影響は小さいものと推定されること，④非常用電源として，原子5 

炉施設に必要な電力は，主発電機又は２７５ＫＶ母線から供給されるが，予

備電源として６６ＫＶ系送電線から受電でき，これらの電源が全て喪失して

も，原子炉施設の安全確保に必要な電力は，ディーゼル発電機及び所内バッ

テリ系から供給できるようになっていること，⑤常用所内電源が全て喪失し

た場合には安全系も停電し，原子炉はスクラム（自動停止）され，その後の原10 

子炉の冷却は非常用復水器により行われるが，安全上重要な機器の操作に必

要な電力はＤＧ及び所内バッテリ系から供給されることとなっていた（以上，

丙Ａ６７・１，２，６，９頁，丙Ａ１４０・４頁）。 

(ｴ) その後，順次，被告東電から２号機及び３号機の設置許可申請がされ，昭

和４３年３月～昭和４５年１月，これに対する許可処分がされた（丙Ａ１４０・15 

４頁）。 

イ 各指針の策定と４～６号機の設置許可処分等 

(ｱ) 原子力委員会は，昭和４５年４月１８日，同委員会の諮問に応じ，原子炉

安全専門審査会が原子炉設置許可の際に行う安全設計審査に当たり審査の便

となる指針として取りまとめた「軽水炉についての安全設計に関する審査指20 

針について」（丙Ａ７）の報告を受け，同月２３日，同指針を定めた。 

  その中で，原子炉施設の敷地の自然条件に対する設計上の考慮として，①

当該設備の故障が安全上重大な事故の直接の原因となる可能性のある系及び

機器（重大事故，仮想事故として評価の対象となる原子炉冷却材喪失事故の直接の原因

となる原子炉圧力容器及びその付属物，原子炉冷却回路を構成する機器，配管などであ25 

る原子炉冷却材圧力バウンダリに属する機器，配管をいう。丙Ａ７・６，８頁）は，そ
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の敷地及び周辺地域において過去の記録を参照にして予測される自然現象

（敷地の自然環境をもとに「地震，洪水，津浪，風（または台風），凍結，積雪等」か

ら適用されるものをいう。丙Ａ７・８頁）のうち最も苛酷と思われる自然力（対象

となる自然条件に対応して過去の記録の信頼性を考慮の上，少なくともこれを下回らな

い苛酷なものを選定して設計基礎とすることをいう。丙Ａ７・８頁）に耐え得る設計5 

であること，②事故による結果を軽減又は抑制するために安全上重要かつ必

須の系及び機器（例えば，周辺公衆の安全確保のための最終防壁となる原子炉格納容

器等をいう。丙Ａ７・８頁）は，その敷地及び周辺地域において，過去の記録を

参照にして予測される自然現象のうち最も苛酷と思われる自然力と事故荷重

を加えた力（例えば，原子炉格納容器に関して地震力と原子炉冷却材喪失事故直後の10 

内圧による荷重を加算して設計検討を行うことなどをいう。丙Ａ７・８頁）に対し，

当該設備の機能が保持できるような設計であることを求めていた（丙Ａ７・３

頁）。 

(ｲ) その後の昭和４７年１２月までに，順次４～６号機の設置許可申請がされ，

これに基づく許可処分がされた。 15 

  ４号機の許可申請の際，原子炉，「原子炉建家」等の機能喪失が原子炉事

故を引き起こすおそれのある施設及び周辺公衆の災害を防止するための緊要

な施設をＡクラスとし，その耐震設計は基盤における最大加速度が少なくと

も０．１８ｇ（ガル）の地震波により動的解析を行って求められる水平震度及

び建築基準法に示された水平震度（地域による低減は行わない。）の３倍を下回20 

らない値によること，Ａクラスの機器・配管類は，運転時の応力と地震力に

よる応力を加え合わせた場合に，応力集中及び材料の弾性・塑性等を考慮し

た解析により耐震設計が行われること，Ａクラスのうち原子炉格納容器，制

御棒駆動機構等のように安全対策上特に緊要な施設は，基盤における最大加

速度が少なくとも０．２７ｇの地震波に対して，全体として機能が保持され25 

ることとしていた。 



 

22 

 

  また，津波に関して，上記ア(ｳ)と同様にチリ地震津波による潮位を基準と

していた（以上，甲Ａ３０・３１頁，乙Ａ４の１・１３頁，丙Ａ９７，丙Ａ９８の８枚

目，丙Ａ１４０・４頁）。 

(ｳ) 昭和５２年６月１４日，原子力委員会は，「発電用軽水型原子炉施設に関

する安全設計審査指針」を定めた。 5 

  その中の指針２「自然現象に対する設計上の考慮」として，①安全上重要

な構築物，系統及び機器は，地震により機能の喪失や破損を起こした場合の

安全上の影響を考慮して，重要度により耐震設計上の区分がなされるととも

に，敷地及び周辺地域における過去の記録，現地調査等を参照して，最も適

切と考えられる設計地震動に十分耐える設計であること，②安全上重要な構10 

築物，系統及び機器は，地震以外の自然現象に対して，寿命期間を通じてそ

れらの安全機能を失うことなく，自然現象の影響に耐えるように，敷地及び

周辺地域において過去の記録，現地調査等を参照して予想される自然現象の

うち最も苛酷と考えられる自然力及びこれに事故荷重を適切に加えた力を考

慮した設計であることとされていた（丙Ａ９９・４頁）。 15 

ウ 本件原発の設置許可処分当時の被告東電の津波対策等 

(ｱ) 本件原発に係る各許可処分がされた当時，上記イの指針なども含めて，津

波に関する定量的な設計基準は存在せず，上記イ(ｲ)のとおり，既知の津波の

痕跡すなわちチリ地震により小名浜港で観測されたチリ津波が既往最大津波

に基づく設計がされていた。 20 

  被告東電は，地形などにより増幅の幅が大きく津波が高くなる三陸と異な

り，本件原発建設予定地の浜通りの相馬以南について地形が平坦でそのよう

な増幅が起きない上，地震も同様に仙台から南は大きくないため，チリ津波

と比較し，近場の地震による津波の方が小さいものと考えていた。 

  そこで，本件原発は，昭和３５年のチリ地震による小名浜港の観測潮位で25 

あるＯ．Ｐ．＋３．１２２ｍを基準として，これに基づく設計がされ，かつ，
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上記ア(ｳ)の原子炉安全専門審査会の審査にあるとおり，Ｏ．Ｐ．＋３．１２

２ｍとして「安全性は十分に確保されている。」ものとして設置許可処分を

受けた（以上，甲Ａ３０・３１頁，乙Ａ４の１・１３，２８頁）。 

(ｲ) 本件原発の建設に関する記事を掲載した昭和４６年７月１日発行の専門誌

「土木施工」（１２巻７号，甲Ａ３１２）には，本件原発の地盤高について，波5 

浪及び津波などに対する防災的な配慮とともに，原子炉及びＴ／Ｂ出入口の

高さ，敷地造成費，基礎費，復水器冷却水の揚水電力量などが最も合理的で，

しかも経済的となるように決定する必要があること，本件原発付近の高極潮

位は小名浜港におけるＯ．Ｐ．＋３．１２２ｍ（チリ地震津波）であり，潮位

差を加えても防災面からの海水ポンプ等を設置する敷地地盤高はＯ．Ｐ．＋10 

４．０ｍで十分であること，他方，地質条件により原子炉建屋の敷地地盤を

Ｏ．Ｐ．－４．０ｍ（復水器天端高Ｏ．Ｐ．＋９．８ｍ）と決めたため，原子炉

建屋の出入口との関係から，主要建屋が設置されていた発電所敷地地盤高は

１号機ではＯ．Ｐ．＋１０．０ｍが好ましく，２号機以降分は基礎地盤高を

調整すれば，１号機の敷地地盤高にＴ／Ｂ出入口を揃えることができること，15 

主要建屋が設置される発電所敷地エリアの敷地造成に必要な掘削費，Ｏ．Ｐ．

－４．０ｍの基礎地盤までの建物基礎掘削費及び進入道路の掘削費の合計額

が経済的になるのは，Ｏ．Ｐ．＋１０．０ｍ付近になることが記載されてい

た。昭和４２年９月号の「土木技術」の「福島原子力発電所土木工事の概要

(1)」には，敷地の地盤高は基礎の地質状況，土木費及び台風時の高波及び津20 

波に対しても十分安全な高さなどを総合勘案してＯ．Ｐ．＋１０．０ｍと決

定したと記載されている。 

  このように，本件原発の立地点は，海岸段丘地帯に位置し，元来の地表面

はＯ．Ｐ．＋３０ｍ程度の高さにあったが，上部は比較的崩れやすい砂岩で

あり，確固たる建屋基礎を得るための安定した地層としては，Ｏ．Ｐ．－４．25 

０ｍに位置する砂岩層となっており，安定した基礎を得るためには掘り下げ
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る必要があった。このように，津波高さ，作業スペース，出入口，掘削費な

どの諸問題を総合的に勘案して敷地高さが決定された（以上，乙Ａ４の１・２

８，２９頁）。 

エ 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」 

(ｱ) 原子力安全委員会は，発電用原子炉施設の耐震設計の安全審査を行うに当5 

たっての設計方針の妥当性を評価するために，昭和５６年７月２０日付けで，

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」すなわち耐震設計審査指針

を決定した（丙Ａ１０の１・６２頁）。 

(ｲ) その中で，耐震設計上の重要度分類として，機能上の分類には，Ａクラス

について，自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関10 

係し，その機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの，

これらの事態を防止するために必要なものなどと定義し，Ａクラスの施設と

して，原子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉停止後炉心から崩壊熱を除去す

るための施設などを示し，そのうち特に重要なものをＡｓクラスの施設とし

ている。 15 

  Ａクラスの施設は，基準地震動Ｓ１（過去に発生したとされる歴史地震及び活動

性が高く過去１万年の間に活動した活断層による地震を対象に揺れの周期及び強さを

評価し，これらを全て上回る地震動）をもたらす地震（設計用最強地震）の地震力

等に耐えること，さらにＡｓクラスの施設は，Ｓ２（過去５万年の間に活動した

活断層による地震などから考えられる最大の地震を対象にそれぞれの揺れの周期及び20 

強さを評価し，さらに直下地震による地震動も考慮して，これらを全て上回る地震動）

をもたらす地震（設計用限界地震）の地震力に対して安全機能が保持できるこ

とが求められ，本件原発の該当施設も，耐震設計に基づく耐震安全性が確保

されているものとされていた（以上，乙Ａ４の１・１３頁，丙Ａ１０の１・６３，

６４頁）。 25 

(2) 平成６年頃までの各原発事故，当時の指針等 
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ア 海外における原発事故の発生 

(ｱ) スリーマイル島原発事故 

  昭和５４年３月２８日，米国のペンシルバニア州スリーマイルアイランド

原発の２号機において，運転員のミスや設計上の不備により炉内の一次冷却

材が減少し，炉心が露出して，燃料の損傷，炉内構造物の一部溶融に至り，5 

周辺に放射性物質が放出され，住民の一部が避難するスリーマイル島原発事

故（ＩＮＥＳレベル５）が発生した（甲Ａ３０・３４頁，乙Ａ４の１・３９頁）。 

(ｲ) チェルノブイリ原発事故 

  昭和６１年４月２６日，旧ソ連のウクライナ共和国キエフ市北方約１３０

ｋｍにあるチェルノブイリ原発４号機において，設計上の欠陥や複数の運転10 

規則違反により出力が急上昇し燃料の破損，水素爆発，黒煙火災に至り，建

物の一部が吹き飛んで放射性物質が放出されるチェルノブイリ原発事故（Ｉ

ＮＥＳレベル７）が発生した。同事故の死者は３１人であり，２０３人が急性

放射線障害で入院し，同原発から半径３０ｋｍ以内の１３万５０００人もの

住民が避難する結果となった（甲Ａ３０・３４頁，乙Ａ４の１・３９頁）。 15 

(ｳ) 事故の影響等 

  これらの事故はいずれもＳＡであり，ＳＡ対策への関心が世界中で高まっ

た。これを受け，原子力安全委員会は，昭和６２年７月，共通問題懇談会を

設置し，同懇談会において，ＳＡの安全上の位置付け等に関する検討を開始

した（乙Ａ４の１・３９頁）。 20 

イ 昭和６３年のＩＡＥＡのＳＡに関する指針 

  「ＩＡＥＡ ＩＮＳＡＧ３」（西暦１９８８年版，以下「西暦」の表記は省略す

る。）は「既存の原子力発電所については，技術的安全目標に対応する安全目

標は，重大な炉心損傷の発生する可能性が１炉年あたり約１万分の１以下で

あることである。将来の原子力発電所においては，すべての安全原則の適用25 

により，１炉年あたり１０万分の１程度を上回らないまでという，改善され
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た目標の達成がされるであろう。」としていた（甲Ａ１１２・１頁）。 

ウ 安全評価審査指針及び安全設計審査指針 

原子力安全委員会は，平成２年８月３０日付けで，発電用軽水型原子炉施

設の設置許可申請（変更許可申請を含む。）に係る安全審査において，その安全

評価の妥当性を判断する際の基礎を示す目的で，「発電用軽水型原子炉施設5 

の安全評価に関する審査指針」すなわち安全評価審査指針を決定するととも

に，設計の妥当性を判断する際の基礎を示す目的で「発電用軽水型原子炉施

設の安全設計に関する審査指針」すなわち安全設計審査指針を決定した。 

安全評価審査指針及び安全設計審査指針の内容は，それぞれ別紙５「関連

規定（抜粋）」第１の３及び同第１の４のとおりである（以上，丙Ａ９，丙Ａ７10 

１）。 

エ 平成３年溢水事故 

(ｱ) 平成３年１０月３０日，本件原発の１号機において，補機冷却海水系配管

から海水漏えいが生じる平成３年溢水事故が発生した。Ｔ／Ｂ地下１階南側

の電動駆動原子炉給水ポンプ周りの床面から湧水（海水）があり，電線管ピッ15 

トから電線管を通じ，Ｔ／Ｂ補機冷却系熱交換器エリア，シャワードレン受

タンクエリア，Ｒ／Ｂ三角コーナー及び１，２号機共通非常用ＤＧ発電機室

などに海水が浸入し，非常用ＤＧが浸水により機能喪失し，工場に持ち出し

修理が必要な状態となった。 

  その原因として，電動駆動原子炉給水ポンプ付近の床下の補機冷却水系海20 

水配管に異物による傷ができ，これが徐々に拡大し海水が局部的に浸透した

ことにより，腐食減肉が同海水配管の内面から進行し，配管の一部が局所的

に貫通して，海水の漏えいに至ったものと推定される。 

  その結果，１号機は，再起動まで２か月を要する結果となった（以上，甲Ａ

３０・３４頁，丙Ａ９０添付の平成４年３月付け報告書１，２，６頁）。 25 

(ｲ) この事故を教訓として，被告東電は，同時期に発生した米国における事故
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（タービン駆動主給水ポンプ用復水器の冷却用に湖から取水している循環水配管が破

断し，タービン建屋と補助建屋が浸水したためにアラートが宣言されたもの）も踏ま

えた検討を行った。その上で，内部溢水対策として，原子炉建屋階段開口部

の堰の設置，原子炉最地下階の残留熱除去系機器室等の入口扉の水密化，原

子炉建屋１階電線管貫通部トレンチハッチの水密化，非常用電気品室エリア5 

の堰のかさ上げ，非常用ＤＧ室入口扉の水密化，復水器エリアの監視カメラ・

床漏えい検知器設置等のプラントの対策工事を実施した（乙Ａ４の１・３８頁）。 

(3) 平成６年頃の津波に対する被告東電の対策の検討状況等 

ア 通産省資源エネルギー庁の指示と被告東電の対応等 

  通産省資源エネルギー庁は，平成５年１０月に発生した北海道南西沖地震10 

を踏まえ，被告東電を始めとする電気事業者に対し，同月１５日付けで，既

設発電所の津波に対する安全評価を指示した。これを受けて，被告東電は，

平成６年３月，「福島第一・第二原子力発電所 津波の検討について」を提

出した（甲Ａ２７，乙Ａ４の１・１７頁，丙Ａ２０，丙Ａ２７４）。 

イ 上記報告の内容，被告東電の対応等 15 

(ｱ) 上記報告の内容は，以下のとおりである。 

ａ 文献調査により抽出された，本件原発に影響を及ぼす可能性がある慶長

三陸地震（Ｍ８．１，Ｍｔ８．５）及び延宝房総沖地震（Ｍ８．０，Ｍｔ８．３）

が示されているが，その予測高は，２．４４ｍ又は２．５９ｍであり，い

ずれも最大２．６ｍを超えるものではなかった。 20 

  これらの地震以外にＭが大きなものとして貞観地震が指摘されるが，同

地震に関する歴史史料は限られ，また同津波が多賀城下まで来襲し溺死者

が千人ほどになったとの記述があるのみである。他の研究論文において，

貞観津波による仙台平野の痕跡高を考古学的所見等により検討した結果，

痕跡高は河川から離れた平野部では２．５～３．０ｍ，浸水域は海岸線か25 

ら３ｋｍぐらいの範囲であったと推定され，慶長三陸地震及び昭和三陸地
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震の津波と比較して，昭和三陸地震の１．０～２．４ｍよりも大きく，慶

長三陸地震の６．０～８．０ｍよりは小さかったと考えられ，貞観津波は，

慶長三陸地震の津波を上回らなかったと考えられる（以上，甲Ａ２７・１，２，

６，８頁）。 

ｂ 数値シミュレーション対象地震の選定について，本件原発の敷地周辺の5 

津波記録及び予測式による敷地での津波高さを推定した結果，同敷地に比

較的大きな影響を及ぼした可能性のある地震として，慶長三陸地震，延宝

房総沖地震とチリ地震があると考えられる。 

  三陸沖では，慶長三陸地震による津波のほかに比較的規模が大きかった

津波として，明治三陸地震及び昭和三陸地震による津波がある。これらの10 

津波は，研究論文による津波の数値シミュレーションに基づく痕跡高の推

定から，予測式による検討結果と同様に，慶長三陸地震の津波を上回らな

かったものと考えられ，慶長三陸地震の津波を数値シミュレーションの対

象地震として選定した。延宝房総沖地震について，予測式により比較的大

きな予測高が得られていることなどから，数値シミュレーションの対象地15 

震として選定した。 

  チリ地震について，敷地周辺に３ｍ程度の痕跡高が残されていること，

本件原発の設置許可申請時において，この津波による小名浜港での検潮記

録の最大値及び最小値がそのまま本件原発の最高潮位及び最低潮位として

採用されていることから，数値シミュレーションの対象地震として選定し20 

た（以上，甲Ａ２７・２頁）。 

ｃ 数値シミュレーションの対象地震として選定した三つの地震について，

津波の検証結果に基づき波源モデル等を設定し，津波の数値シミュレーシ

ョンを行った結果，本件原発の護岸前面での最大水位上昇量は約２．１ｍ

となり，朔望平均満潮位時（Ｏ．Ｐ．＋１．３５９ｍ）に津波が来襲すると，25 

最高水位は，Ｏ．Ｐ．＋３．５ｍ程度になるが，護岸の天端高がＯ．Ｐ．
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＋４．５ｍであり，主要施設の整地地盤高は，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ以上であ

ることから，津波が遡上したり，主要施設が津波による被害を受けたりす

ることはない。 

  本件原発の取水口（護岸）前面での最大水位下降量は約２．２ｍとなり，

朔望平均干潮時（Ｏ．Ｐ．＋０．０２１ｍ）に津波が来襲すると，最低水位は5 

－２．２ｍ程度となるが，取水系構造物の最高敷高は，Ｏ．Ｐ．－３．５

ｍ以下でポンプベルマウスの下端レベルはＯ．Ｐ．－２．９５０ｍ以下で

ある。最高水位はＯ．Ｐ．＋３．５ｍ程度になるが，ポンプモーターの設

置レベルはＯ．Ｐ．＋５．５８０ｍ以上であり，取水の安全性を十分確保

できる（以上，甲Ａ２７・４，５頁）。 10 

(ｲ) 以上の数値シミュレーションの結果，被告東電は，上記対象地震の津波が

本件原発に影響を与えることはないものと判断して，特に対策をとることも

なかった（丙Ｂ１１４の１・４頁）。 

(4) ４省庁報告書，７省庁手引とそれに対しての被告東電の津波対策の対応等 

ア ４省庁報告書 15 

(ｱ) 阪神淡路大震災などを受け，総合的な津波防災対策を進めるための手法を

検討すべく，太平洋沿岸部を対象に過去に発生した地震・津波の規模及び被

害状況を踏まえ，想定し得る最大規模の地震を検討しそれにより発生する津

波について概略的な把握を行ったものとして，平成９年３月に４省庁報告書

が公表された。 20 

  その中で，今回行われた津波数値解析計算が，震源断層モデルや津波の初

期波形（海底で起きた地震の断層運動により決まる。丙Ｂ１２３・２７頁），津波先

端部の挙動などの設定の段階において様々な仮定を設け，それらの仮定に基

づき計算されたものである旨，広い範囲を対象に津波高の傾向を把握するこ

とを主眼とし，各地域における正確な津波の規模及び被害予測を行うために25 

は，地形条件等をよりきめの細かな情報の下に実施する詳細調査の実施が別
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途必要となる旨指摘している。また，数値誤差が発生しやすく，津波数値解

析計算の結果は幅を持った値として理解すべきである上，津波による想定被

害の評価を行うに当たっては，地形条件や土地利用の状況等から陸上を遡上

する津波がどのように広がるかなど，より詳細な検討が必要であると指摘す

る。 5 

  想定津波が高い傾向を示した地域でも，上記計算手法の特性を考慮し，よ

りきめの細かな情報の下に詳細調査を行う必要があるほか，比較的想定津波

が低い傾向を示した地域でも，想定を上回る津波が発生する可能性があるた

め，津波に対する備えは必要である旨指摘している（以上，甲Ａ２５の１の「は

じめに」）。  10 

(ｲ) 「対象沿岸域の概要」は，以下のとおりである。 

ａ 太平洋沿岸に影響を及ぼした近地津波及び遠地津波について，地震断層

諸元・沿岸津波推移（痕跡高）・被害状況を把握した。また，既往の近地津

波に関して太平洋の各プレート境界に区別して整理し，各プレート境界で

発生する津波特性を取りまとめた。 15 

  １６００年以降３９５年の被害地震は５６１個であり，そのうち津波を

伴ったものは１００個，津波の被害があったと考えられる津波規模階級「１」

（津波の高さが２ｍ程度，被害程度は海岸及び船の被害とされる。甲Ａ２５の１・４

頁）以上のものは５５個となり，回数のみでは被害地震の１０回に１回は

津波による被害が発生する（以上，甲Ａ２５の１・４，５，９７頁）。 20 

ｂ 既往津波の発生場所について，近地津波に関して，被害をもたらした津

波のほとんどはプレートの沈み込みに伴う大地震によって発生し，三陸沖

では地震の規模の大きいものは陸からかなり離れた日本海溝付近で発生し，

このため，地震被害は比較的小さいが，津波が大きい例が多い。 

  既往被害津波一覧表（東北日本太平洋）には２９件の既往被害津波がまと25 

められている。 
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  そのうち貞観津波は，Ｍ８．６で，津波規模階級が「４」（津波の高さが

３０ｍ以上，被害程度は５００ｋｍ以上の海岸線に顕著な被害，甲Ａ２５の１・４頁）

であり，発生域・名称が三陸はるか沖で，日本沿岸における最大津波高の

詳細は不明となっている。慶長三陸地震は，Ｍ８．１で，津波規模階級が

「３」（津波の高さが１０～２０ｍ程度，被害程度は４００ｋｍ以上の海岸線に顕5 

著な被害，甲Ａ２５の１・９３頁）であり，発生域・名称が三陸はるか沖で，

日本沿岸における最大津波高が田老で２０ｍとなっている。延宝房総沖地

震は，Ｍ８．０で，津波規模階級が「３」であり，発生域・名称が房総半

島南東沖で，日本沿岸における最大津波高が外房沿岸で８ｍとなっている。

明治三陸地震は，Ｍ６．８で，津波規模階級が「４」であり，発生域・名10 

称が「三陸はるか沖／明治三陸津波」で，日本沿岸における最大津波高が

三陸沿岸２４ｍとなっているが，別の文献では「吉浜２４．４ｍ，綾里３

８．２ｍ，田老１４．６ｍ」となっている（以上，甲Ａ２５の１・５，９４頁）。 

ｃ １６００年以降の地震津波の規模別回数を地域別に整理すると，太平洋

プレートの沈み込み境界及びその内陸に発生すると考えられる太平洋側北15 

の領域では，Ｍ６以上の地震が１１２回，そのうち津波規模階級「１」の

ものが２１回，同「２」（津波の高さが４～６ｍ程度，被害程度は若干の内陸ま

での被害や人的損失とされる。甲Ａ２５の１・４頁）のものが１３回，同「３」

のものが３回となっている（甲Ａ２５の１・７頁）。 

ｄ 既往最大津波の沿岸津波高について，１６００年以降を対象に沿岸別の20 

最大津波高を整理した結果，三陸海岸では，過去３９５年間に高さ１０ｍ

以上の大津波が３回来襲しているほか，高さ５ｍ程度の津波は６回来襲し，

被害津波の来襲頻度が高い。 

  既往津波による被害状況について，太平洋沿岸北部では，人的被害はお

おむね全域で発生し，相対的に三陸北部及び南部における被害が大きいこ25 

と，同一の地震津波により広域（複数の沿岸）で被害が発生することが多い。
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太平洋沿岸北部と南部の両方に被害をもたらした津波として，延宝房総沖

地震がある。 

  このうち「常磐」における津波の人的被害（沿岸別水死者数）は，慶長三

陸地震，延宝房総沖地震及びチリ地震による各津波のいずれにおいても

「Ｄ：１０～９９人」とされ，同沿岸別家屋流失数は，慶長三陸地震にお5 

いて「Ｆ：多数（戸数不明）」となっている（以上，甲Ａ２５の１・８，１０９，

１１８，１１９，１２２頁）。 

ｅ 既往津波高の沿岸別最大値（太平洋沿岸北部）において，「常磐」におい

て，慶長三陸地震の津波が６ｍ（各沿岸における津波の最大値であり，ｍ単位で

四捨五入）であり，延宝房総沖地震の津波が４ｍ（上記同）である（甲Ａ２５10 

の１・８，１１０頁）。 

(ｳ)「想定地震の検討」には，以下の記載がある。 

ａ 津波数値解析を行う想定地震の設定に当たり，①その設定規模は歴史地

震も含め既往最大級の地震規模を用い，②その地域区分は地震地体構造論

上の知見に基づき設定し，③その発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を15 

網羅するように設定するとの方針に従い，検討がされた。 

  地震地体構造論による地体区分には種々の区分案があるが，萩原マップ

を用いる（以上，甲Ａ２５の１・９，１２５，１２６頁）。 

ｂ 地震地体構造論上の知見に基づき，その地体区分ごとに既往最大のＭを

想定地震のＭとした。地体区分別最大地震規模として，地体区分Ｇ１にお20 

いては，昭和２７年の十勝沖地震（Ｍ８．５，津波規模階級「２」）が，三陸

沖を含む地体区分Ｇ２においては，明治三陸地震（Ｍ８．５，津波規模階級「４」）

が，福島県沖を含む地体区分Ｇ３においては，延宝房総沖地震（Ｍ８．０，

津波規模階級「３」）がある。 

  福島県沖の既往地震津波については，昭和１３年の６件の群発地震及び25 

昭和３４年の２件の地震があり，そのＭは６．８～７．４，津波規模階級
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「－１」（津波高さ５０ｃｍ以下，被害程度はなし，甲Ａ２５の１・９３頁）又は

「０」（津波高さ１ｍ程度，被害程度は非常にわずかの被害，甲Ａ２５の１・９３

頁）であった（以上，甲Ａ２５の１・１０，１３２，１３６頁）。 

ｃ 想定地震の震源断層モデルは，震源断層パラメータ（そのパラメータによ

り初期波形が決まる。丙Ｂ１２３・２７頁）で定義され，このうち，断層長（Ｌ），5 

断層幅（Ｗ），すべり量（Ｕ）及び地震マグニチュード（Ｍ）の値に相似形

が成立し，その他のパラメータは地体区分ごとに平均的な値が存在する。

この震源断層パラメータ相似則を用いて，地体区分別最大Ｍに対応する震

源断層パラメータ（下記(ｴ)ｃのとおり）を求め，これを想定地震の断層モデ

ルとし，既往地震について想定地震と併せて検討するものとして，主要な10 

既往地震の抽出をした。 

  主要な既往地震の断層位置の設定（Ｇ１が既往地震数３，Ｇ２が同６，Ｇ３が

同１）がされ，各地体区分において想定地震の断層位置の設定（Ｇ１が想定

地震数３，Ｇ２が同３，Ｇ３が同４）がされている。留意事項として，特定の

沿岸において想定地震を設定する場合には津波の指向性等を考慮して断層15 

位置を設定する必要がある（以上，甲Ａ２５の１・１１～１５，１５７頁）。 

(ｴ) 「津波傾向の概略的把握」として以下の記載がある。 

ａ 既往地震による再現性の検討として，北海道納沙布岬から鹿児島県佐多

岬までの太平洋沿岸部を対象に，各沿岸で高い津波水位を記録したものと，

痕跡値データの多い既往地震津波について再現計算対象として選定し，数20 

値解析モデルの再現性の検討をした（甲Ａ２５の１・１７頁）。 

ｂ その既往地震の震源断層パラメータには，Ｇ１において昭和２７年の十

勝沖地震が，Ｇ２において慶長三陸地震，明治三陸地震，昭和三陸地震及

び昭和４３年の十勝沖地震が，地体区分ごとの代表的地震としてそれぞれ

示されている。ただ，慶長三陸地震は，年代が古く史料の確実性が低いか，25 

痕跡データ数が少ないために，重み付け平均値の算定や津波水位の比較対
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象としていない。 

  Ｇ３においては，昭和１３年の福島県沖地震（Ⅱ），同年の福島県沖地

震（Ⅴ）及び昭和５３年の宮城県沖地震が示されているが，上記各福島県

沖地震（以下，まとめて「福島県東方沖地震」という。）についても慶長三陸地

震と同様に扱われている。 5 

  既往地震による津波高の傾向（数値解析結果）としては，福島県沿岸は２．

０ｍ以上～５．０ｍ未満である。既往津波に関する実態調査だけでは津波

高の個数が十分ではないため，既往津波に対する数値解析結果で補うが，

数値解析にも初期波形の不正確さなどの様々な問題があり，必ずしも真の

値であるとは限らない（以上，甲Ａ２５の１・１８，１９，１８９，２０５，２０10 

８頁）。 

ｃ 各地体区分ごとに設定した想定地震について津波数値解析を実施し，そ

の結果，想定地震による津波高の傾向をみると，福島県沿岸は５．０ｍ以

上～１０．０ｍ未満である（甲Ａ２５の１・２０，２１，２０２，２１０頁）。 

(ｵ) ４省庁報告書の「参考資料」には以下の記載がある。 15 

ａ 津波数値解析に関する資料関係の図表について，個々の値の大小を把握

するためには不十分な場合が予測され，あくまで全体的な概略分布を示す。

従って，今回の津波数値解析の結果が幅を持ったものであることも踏まえ，

分析・検討に際して，概略的に実施した津波数値解析によって得られた市

町村ごとの津波高の平均値を用いる（甲Ａ２５の２・２枚目）。 20 

ｂ 津波傾向の概略的把握に関する資料として，想定津波（計算値），既往津

波（計算値又は痕跡値）などの津波高や海岸保全施設の天端高などに関する

情報を市町村単位で整理した表が付けられている。 

  その表には，双葉町において，想定地震津波計算値６．８ｍ，既往地震

津波の計算値２．９ｍ（明治三陸地震），既往地震津波の実態調査結果４．25 

４ｍ（チリ地震津波），大熊町において，想定地震津波計算値６．４ｍ，既
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往地震津波の計算値３．０ｍ（明治三陸地震），既往地震津波の実態調査結

果４．４ｍ（チリ地震津波）と，富岡町において，想定地震津波計算値６．

０ｍ，既往地震津波の計算値３．２ｍ（明治三陸地震），既往地震津波の実

態調査結果４．４ｍ（チリ地震津波），楢葉町において，想定地震津波計算

値５．４ｍ，既往地震津波の計算値３．０ｍ（明治三陸地震），既往地震津5 

波の実態調査結果４．４ｍ（チリ地震津波），広野町において，想定地震津

波計算値５．４ｍ，既往地震津波の計算値２．９ｍ（明治三陸地震），既往

地震津波の実態調査結果４．４ｍ（チリ地震津波），いわき市において，想

定地震津波計算値６．２ｍ，既往地震津波の計算値２．５ｍ（１７０３年の

元禄関東地震，Ｍ８．２，津波規模階級「３」），既往地震津波の実態調査結果10 

４．４ｍ（チリ地震津波）とされていた（以上，甲Ａ２５の２・１４５，１４８

頁）。 

イ ７省庁手引 

(ｱ) 同手引は，当時の国土庁，農林水産省構造改善局，同省水産庁，運輸省，

気象庁，建設省及び消防庁という防災に携わる行政機関が，沿岸地域を対象15 

として地域防災計画における津波の対策強化を図るため，津波防災対策の基

本的な考え方，津波に係る防災計画の基本方針並びに策定手順等について取

りまとめたものである（甲Ａ２３・３頁，甲Ａ２５の１の「はじめに」）。 

(ｲ) その中で，対象津波として，地震地体構造論，既往地震断層モデルの相似

則等の理論的考察や地震観測技術の進歩を受けて，信頼できる資料の数多く20 

得られる既往最大津波とともに，現在の知見に基づいて想定される最大地震

により起こされる津波をも取り上げ，両者を比較した上で常に安全側になる

よう，沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定するとしている（甲

Ａ２３・３０頁）。 

(ｳ) 津波挙動の想定に関して，近年，既往地震の震源断層モデルを用いて津波25 

数値解析計算を行う場合が多く，特に過去の津波の記録が十分に残っていな
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いような地域では，津波数値解析計算を用いて，過去の津波挙動を再現し，

記録の不十分さを補うことができる。ただ，津波数値解析計算は技術的には

開発途上であり，精度あるいは費用の点においてもその汎用性には限界があ

ることも踏まえ，絶対的な判断を下すにはまだ問題が残されていることを十

分考慮しなければならない（甲Ａ２３・３１頁）。 5 

(ｴ) 津波数値解析計算の利用上の留意点として，具体的には，①計算格子の大

きさによる誤差（時間的・空間的に連続した津波波形を得るため，１波長の間にでき

るだけ多くの格子を設定することが必要である。），②線形性と非線形性による誤

差（津波の挙動を再現しようとする場合，その物理モデルにおいて非線形性と波数分散

性が重要なパラメータとなる。），③初期条件による誤差（津波数値解析計算の出10 

発点である津波の初期波形は，対象となる震源断層モデルの設定に大きく依存し，その

モデルの選定いかんによって計算結果が異なることになる。），④海底地形による誤

差（海底地形や海岸地形による津波高さへの影響は自動的に計算に含まれているが，計

算に用いられる海底地形データは，浅い場所では比較的精度が良いが，深い場所では信

頼性が低いため，計算結果に誤差が発生しやすい。），⑤津波の共振現象による誤15 

差（湾内に浸入した津波は，湾地形や湾，港が持つ共振特性により津波高が増大する可

能性があり，漁港程度の小地形が考慮されていないと誤差の原因となる。）などがあ

る（甲Ａ２３・３１～３３頁）。 

ウ  電事連の４省庁報告書に対する対応等 

(ｱ) 電事連の下に置かれている津波対応ＷＧは，４省庁報告書を踏まえ，本件20 

原発における津波高さを検討し，平成９年７月２５日，その検討結果をまと

めている。すなわち，施設高さＯ．Ｐ．＋１０ｍ，モーターの高さＯ．Ｐ．

＋５．５８０ｍ，ポンプ吸い込み口レベルＯ．Ｐ．－２．９５ｍ以下（１，２

号機），同－３．４７０ｍ以下（４号機），同－３．５５０ｍ以下（３，５，６

号機）であること，津波調査による計算値は平均Ｏ．Ｐ．＋６．４～＋６．８25 

ｍ，最大同＋７．０～＋７．２ｍであり，朔望平均満潮位Ｏ．Ｐ．＋１．３
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５９ｍ，朔望平均満潮位及び同干潮位を考慮した上記調査による津波高は平

均Ｏ．Ｐ．＋７．８～＋８．２ｍ，最大同＋８．４～＋８．６ｍであること，

事業者による数値シミュレーションの結果として，最高Ｏ．Ｐ．＋４．８ｍ，

最低Ｏ．Ｐ．－２．８ｍ（１号機），同－２．９ｍ（２，３，５号機），同－３．

０ｍ（４，６号機）となり，上昇側及び下降側のいずれも評価値を超えない結5 

果となっている（丙Ａ５８の添付資料１・１枚目，丙Ｂ１１４の１・７，８頁）。 

(ｲ) もっとも，その検討結果の中では，数値解析結果等の２倍値につき，本件

原発のＯ．Ｐ．＋９．５ｍ（朔望平均満潮位及び同干潮位を考慮した「上げ」）に

対し，同Ｏ．Ｐ．＋４ｍの位置の非常用海水ポンプが水没し，同Ｏ．Ｐ．－

５．２ｍ（朔望平均満潮位及び同干潮位を考慮した「下げ」）に対し，取水口敷高10 

又はポンプ吸込口敷高がＯ．Ｐ．－２ｍの位置にあり，非常用海水ポンプの

取水が不可能となるとの結果も得られた。その対応案として，「上げ」の場

合に水密モーターを採用する旨，「引き」の場合に津波が減衰するまでＳ／

Ｐ保有水で残留熱を除去し，津波時の水位に合わせて海水ポンプを間欠運転

するなどの対応案が考えられていた（以上，丙Ａ５８の添付資料１・３，４枚目）。 15 

(ｳ) また，上記検討の中で，４省庁報告書における津波検討に関する懸案事項

として，安全設計審査指針に基づく津波に対する安全評価として，歴史上最

大の津波を考慮し，海域活断層による津波を検討対象としているが，４省庁

報告書が指摘する，想定できる最大規模の地震による津波を直接取り扱って

いない（上記検討対象とする津波を考慮することにより評価できている。）こと， 津20 

波予測手法の限界があること，想定できる最大規模の地震による津波につい

て，そのばらつきを考慮する手法が示されているが，このようなばらつきを

加えた津波が現実に起こるとは考えられないほど発生の可能性が小さいと判

断されることも指摘している（丙Ａ５８・２頁）。 

(ｴ) 津波対応ＷＧの方向性の検討としては，今後整備される津波評価指針に，25 

地震地体構造上最大規模の地震を考慮する地震動評価と同様に，必要に応じ
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て，地震地体構造上最大規模の地震津波も検討条件として取り入れる方向で

検討調整を行っていくこと，指針制定までの過渡期には自主保全の観点から

想定し得る最大規模の津波に対して既設プラントのバックチェックを行って

いくこと，４省庁報告書における津波数値計算について，原子炉冷却系の機

能検討に用いる津波水位について十分な精度で予測することは可能と考えら5 

れるが，想定し得る最大規模の津波を考慮した上で更にばらつきを考慮する

ことは工学的には現実的でないことから設備の検討条件として考慮しないこ

となどが示されている。 

  また，検討結果の公表に当たっての４省庁に対する要望事項として，①十

分な精度といえない検討結果に基づく想定し得る最大規模の津波の具体的な10 

数値の公表は，社会的に混乱が生じるから避けてほしいこと，②断層モデル

の設定方法には４省庁報告書以外の手法もあるから，検討の一例と位置付け

ること，③対象津波の発生確率，施設の重要度に応じて対象津波を設定して

いくよう検討してほしいこと，④実際には津波予測手法は十分な精度が得ら

れてきているから，精度に限界があることを必要以上に強調しないでほしい15 

ことが示された（以上，丙Ａ５８・２～４頁，同添付資料２，３）。 

エ 電事連の７省庁手引に対する対応等 

(ｱ) また，７省庁手引の公表の予定を受け，電事連がその対応等を検討し，平

成９年１０月１５日にも，その検討結果をまとめている。 

  その中では，上記ウのとおり，地震地体構造的見地から想定されるプレー20 

ト境界の断層モデルを用い，数値解析を実施したところ，本件原発の冷却水

取水ポンプの機能は確保されているものの，余裕がない状況となっているこ

と，断層パラメータのばらつき等を考慮し，数値解析結果の２倍の値により

評価した場合には本件原発において水位低下により冷却水取水ポンプモータ

ー吸込口レベル以下になるとともに，水位上昇によって同ポンプモーターが25 

浸水することとなること，水位低下時には貯留水等で対処可能であるが，水
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位上昇時には同ポンプモーターの浸水後の機能喪失のために対処が困難とな

ることなどの結果が得られていた（以上，甲Ａ２５７・１頁）。 

(ｲ) そこで，考えられる方向性として，①津波評価の考え方の指針等を取りま

とめる際に，必要に応じて地震地体構造上の地震津波を検討条件として取り

入れる方向での検討，整備が求められること，②津波評価に際しての計算誤5 

差，ばらつきについて，数値解析上対処可能又は低減可能な項目は既に採用

し十分な精度で予測しており，最大規模の地震津波を想定した上でばらつき

を考慮することは，その発生の可能性が小さく，工学的には現実的でないこ

とを指摘していた。 

  また，通産省は，現状の学問レベルでは自然現象の推定誤差は大きく，予10 

測できないことが起きることがあるので，最終的な安全判断に際して理詰め

で考えられる水位を超える津波が来る可能性があることを考慮して更に余裕

を確保すべきであるが，余裕高さの見込みを合理的に示すことはできないの

で，工学的判断として，安全上重要な施設のうち，水に弱い施設については

耐水性を高めるための検討が重要であると指摘していた（以上，甲Ａ２５７・15 

２頁）。 

(ｳ) その上で，①電事連側で，７省庁手引との整合性を問われた場合，これま

での津波予測の考えからの基本的には整合すると回答するが，地震地体構造

的見地から想定される地震津波が取り扱われる等の最近の新しい考え方も示

されていることから，今後十分に検討し，必要に応じて参考とすること，②20 

７省庁手引における津波高さが公表された場合，同手引における津波高さが

概略的な検討であるのに対し，これより精度の高い詳細な検討が実施されて

おり，原発は十分安全であること，③３年程度の中長期的な対応として，津

波評価の指針がないため，新規に指針を策定していく必要があること，④通

産省から指摘を受けた合理的な評価が難しい安全裕度やばらつきの議論につ25 

いて，電力共通研究の実施により技術的検討をすること，以上の対応がまと
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められていた（甲Ａ２５７・２，３頁）。 

オ 被告東電の４省庁報告書に対する対応等 

(ｱ) 被告東電は，平成１０年６月，４省庁報告書における地震地体構造上想定

される津波の検討を踏まえ，同想定津波に対する本件原発の安全性を検討し，

「津波に対する安全性について」と題する資料をまとめた。その内容は，以5 

下のとおりである（甲Ａ２９・１頁）。 

(ｲ) ４省庁報告書の参考資料によれば，津波高の平均値は，双葉町で６．８ｍ，

大熊町で６．４ｍ，富岡町で６．０ｍ，楢葉町で５．４ｍとされている（甲Ａ

２９・１頁，なお，上記ア(ｵ)ｂ）。 

(ｳ) 福島地点で影響を及ぼすと考えられるＧ２領域（三陸沖）及びＧ３領域（福10 

島～房総沖）には，それぞれ三つ及び四つの想定地震の断層モデルが設定され

ており，断層モデルの規模及び位置から，福島地点に比較的大きな影響を与

える断層モデルとして，Ｇ２－３，Ｇ３－２，Ｇ３－３について検討する。

Ｇ３－１について，断層モデルが平面的にみてより規模が大きいＧ２－３に

ほぼ包絡されていることなどから，その影響はＧ２－３を下回ると判断した15 

（甲Ａ２９・１頁）。 

(ｴ) 上記三つの断層モデルによる解析を行い，各評価地点における津波水位を

検討したところ，本件原発においては最大水位上昇量，最大水位下降量とも

にＧ２－３が最大となった。すなわち，最大水位上昇量は，１号機及び２号

機において＋３．２ｍ，３～６号機において＋３．３ｍとなり，最大水位下20 

降量は，１号機において－２．７ｍ，２号機，３号機及び５号機において－

２．８ｍ，４号機及び６号機において－２．９ｍとなった。これに朔望平均

満潮位Ｏ．Ｐ．＋１．５ｍ，同干潮位Ｏ．Ｐ．－０．１ｍを考慮すると，最

高水位はそれぞれＯ．Ｐ＋４．７～＋４．８ｍ，最低水位はそれぞれＯ．Ｐ．

－２．８～－３．０ｍとなる（以上，甲Ａ２９・１，４頁）。 25 

(ｵ) 本件原発の安全性は，水位上昇側について，屋外に設置されている非常用
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海水ポンプの据付レベルを超えるが，同ポンプモーター下端レベルには達し

ないため，安全性への影響はない。水位下降側についても，非常用海水ポン

プによる安全上重要な機器の冷却が可能であるため，安全性への影響はない。

すなわち，非常用海水ポンプモーター下端レベルは，Ｏ．Ｐ．＋５．６ｍ以

上であり，上昇側の最高水位を上回り，同ポンプの吸込レベルは，１号機及5 

び２号機でＯ．Ｐ．－３．０ｍ以下，３号機，５号機及び６号機でＯ．Ｐ．

－３．６ｍ以下，４号機でＯ．Ｐ．－３．５ｍ以下であり，下降側の最低水

位を下回る。 

  以上の結果を踏まえ，被告東電は，本件原発において，新たな対策を必要

としないものと判断した（以上，甲Ａ２９・２，５頁，丙Ｂ１１４の１・１１頁）。 10 

(5) 「ＩＡＥＡ ＩＮＳＡＧ３」の平成１１年改訂版 

  上記技術的安全目標（上記(2)イ参照）に変更はないが，これに対応する安全目

標の記述を拡大し，「２７．既存の原子力発電所については，技術的安全目標

に対応する安全目標は，重大な炉心損傷の発生する可能性が１炉年あたり約１

万分の１回以下であることである。シビアアクシデントの管理，緩和対策によ15 

り短期的な敷地外対応策を必要とするような大規模放射能放出の可能性は，少

なくとも１０分の１に減少されるであろう。将来の原子力発電所においては，

すべての安全原則及び段落２５の目標の適用により，重大な炉心損傷事象の発

生が１炉年あたり１０万分の１程度を上回らないまでという，改善された目標

の達成がなされるであろう。これらの将来の発電所に対するもう一つの目標は，20 

大規模かつ早期の放射能放出に至る可能性のある事故シーケンスを事実上排除

するとともに，格納容器の後期破損を伴いうるシビアアクシデントについては，

設計段階で現実的な想定と最適評価手法による解析を用いて考慮することによ

り，防護対策が限定された地域及び期間内でしか必要とされないようにするこ

とである。」としている。従前との変更点は，将来の原子力発電所に対する安25 

全目標の説明が増えたことにあり，特に，段落２５の目標（設計段階から多重故
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障やＳＡの考慮がより体系的かつ完全な形でなされるであろうこと）が適用されること

により，より高い目標が達成されるという指摘が挿入された。なお，大規模放

出に関する記述はより具体的となっているが，定性的なものであった（甲Ａ１１

２・１，２頁）。 

(6) 津波浸水予測図 5 

ア 意義等 

  当時の国土庁が平成１１年３月付けで公表した津波浸水予測図は，気象庁

から発表される量的津波予報における津波高さに対応した浸水域及び浸水状

況を知ることができる資料である。 

  津波浸水予測図は，現実に発生する可能性が高く，その海岸に最も大きな10 

浸水被害をもたらすと考えられる地震を想定しているが，実際には同じ津波

高さでも，津波の周期，震源の方向等により浸水状況が異なることがある。 

  津波浸水計算は，格子間隔が１００ｍであり，それ以下の地形規模が表現

されていないこと，基準面はほぼ平均海面に相当し，満干潮は考慮されてい

ないこと，防潮堤等の港湾構造物は１００ｍ以上の規模のものを海岸地形と15 

して考慮したが，標高を０ｍとしており，防潮堤等の津波の遮へい効果が十

分表現されず，構造物上の浸水深が過大評価されていることなどに注意すべ

きとしている（以上，丙Ａ１２０・２枚目）。 

イ 福島県沿岸部の浸水域及び浸水状況等 

(ｱ) 同予測図の「双葉町南部，大熊町（福島県２）３／４」の設定津波高８ｍ20 

の図面には，本件原発の防波堤の一部等が最大７～８ｍ浸水し，各号機の建

屋の敷地部分や取水ポンプ室などの一部が，少なくとも０～１ｍから最大４

～５ｍ浸水すると表示されていた（丙Ａ１２０・１２枚目，なお，丙Ａ１２２）。 

(ｲ) 同予測図の「双葉町南部，大熊町（福島県２）３／４」の設定津波高６ｍ

の図面には，本件原発の防波堤の一部等が最大４～５ｍ浸水し，各号機の建25 

屋の敷地部分や取水ポンプ室などの一部が，少なくとも０～１ｍから最大３
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～４ｍ浸水すると表示されていた（丙Ａ１２０・１６枚目，なお，丙Ａ１２２）。 

(ｳ) 同予測図の「双葉町南部，大熊町（福島県２）３／４」の設定津波高４ｍ

の図面には，本件原発の防波堤の一部等が最大３～４ｍ浸水し，各号機の建

屋の敷地部分や取水ポンプ室などの一部が，少なくとも０～１ｍから最大３

～４ｍ浸水すると表示されていた（丙Ａ１２０・２０枚目，なお，丙Ａ１２２）。 5 

(ｴ) 同予測図の「双葉町南部，大熊町（福島県２）３／４」の設定津波高２ｍ

の図面には，本件原発の防波堤の一部等が最大２～３ｍ浸水し，各号機の建

屋の敷地部分の前部や取水ポンプ室などが，少なくとも０～１ｍから１～２

ｍ浸水すると表示されていた（丙Ａ１２０・２４枚目，なお，丙Ａ１２２）。 

３ 津波評価技術，長期評価の成立，公表等とそれに対する被告らの対応等 10 

(1) 津波評価技術の成立と被告東電の対応状況等 

ア 土木学会原子力土木委員会津波評価部会における検討状況等 

(ｱ) 土木学会とは，１９１４年に社団法人として設立され，土木工学の進歩及

び土木事業の発達並びに土木技術者の資質の向上を図ることを直接の目的と

する社団法人であり，土木工学に関する調査，研究などの事業を行い，その15 

会員としては，土木事業に関する学識経験者等のほか，土木に関連する業種

の事業を行う法人などからなる。 

  土木学会には，幾つかの小委員会が置かれているが，平成１１年～平成２

７年にかけて，その小委員会である原子力土木委員会に置かれた津波評価部

会（以下「津波評価部会」という。）が津波評価手法の高度化などの調査研究を行20 

っていた（以上，甲Ａ１１１，丙Ａ２７０，丙Ａ２７３）。 

(ｲ) 平成１２年３月３日開催の第３回津波評価部会において，以下の資料（甲

Ａ５２１）に基づく検討がされた。 

ａ 既往津波の分布として，大規模な津波は太平洋プレート等のプレート境

界に集中しており，遠地津波の発生域もプレート境界に集中している。 25 

  地震タイプと発生領域について，日本列島周辺では，沈み込むプレート
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内の地震（正断層，昭和三陸地震），プレート間地震（低角逆断層，昭和４３年

（１９６８年）の十勝沖地震や南海トラフ沿いの地震など），陸域の浅い地震など

の様々なタイプの地震が発生する。プレート間地震のうちの津波地震は，

海溝のすぐそばの柔らかいプレート境界近く（付加体）で発生するが，断層

運動はゆっくりしており，地殻変動は大きいとする研究論文（谷岡・佐竹論5 

文，丙Ｂ２１）がある。 

  断層運動は一様ではなく，断層面上に滑り量が局所的に大きなアスペリ

ティが存在し，断層運動の不均質性が津波にも影響し，津波波形のインバ

ージョンにより断層運動の不均質性を求める研究が，従来から行われてい

る。痕跡高を用いたインバージョンの方が検潮記録に対するインバージョ10 

ン結果よりもすべり量が大きく，また，Ｍｔ，痕跡高などの考え方も踏ま

え，津波波源モデル（断層モデル）の計算結果と痕跡高との対比等が行われ

ている（以上，甲Ａ５２１・１～６頁）。 

ｂ 同資料は，萩原マップなどの地震地体構造マップの地域区分を前提に，

日本海溝沿いの津波波源に関する特徴として，北部と南部の活動に大きな15 

相違があり，北部では海溝付近に大地震の波源域が集中しているが，南部

では延宝房総沖地震を除き，海溝付近に大津波の波源域がみられず，比較

的陸域に近い領域で発生していること，日本海溝付近の北部では明治三陸

地震のような津波地震や昭和三陸地震のようなプレート内正断層地震が発

生するが，繰り返し間隔は明瞭ではないこと（谷岡・佐竹論文（丙Ｂ２１）に20 

基づき，滑らかなプレート境界は柔らかい堆積物が沈み込んで無地震地帯となるが，

粗いプレート境界の場合，正断層型の地震が起こり，地塁，地溝構造を発達させて沈

み込んだ地塁が海溝近くでゆっくり地震を起こすという見解に依拠している。），慶

長三陸地震は津波地震の可能性もあること，他方，日本海溝付近の南部で

は，その福島県沖の記録されている大地震は福島県東方沖地震のみである25 

こと，房総半島沖の海溝付近の津波地震として延宝房総沖地震が発生して
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いることを指摘している（甲Ａ５２１・８，１２～１４頁）。 

ｃ また，同資料は，既往津波の断層モデルに基づく数値シミュレーション

や，津波波源として用いる断層モデルのスケーリング則（断層パラメータ同

士の大きさに関する経験則をいう。甲Ａ１８５・１５頁）などの検討をしている

（甲Ａ５２１・１６～１８頁）。 5 

(ｳ) 平成１２年５月１９日開催の第４回津波評価部会（首藤伸夫主査（東北大学名

誉教授，以下「首藤主査」又は「首藤名誉教授」という。），阿部名誉教授，今村委員，

佐竹委員らが出席）において，想定津波の断層パラメータの設定方法，波源の

不確定性によるばらつきの評価例について，議論された。 

  その質疑応答の中で，太平洋プレートの沈み込みに関係した海域において，10 

断層幅の質問が出たが，津波地震とプレート内断層地震については断層幅に

限界を設定したなどの説明があった。 

    波源の不確定性によるばらつきの評価例として，計算例を元にした説明が

あり，その際にＭｗの０．１の増大に応じすべり量のみを１．４１倍変化さ

せた際に計算最高水位が必ずしも１．４１倍とならないことについて，遡上15 

計算も行っているので，非線形性の影響が出ているとの説明があった上で，

パラメータスタディにより相当安全側の断層モデルを選定しているが，パラ

メータスタディによりどの程度の安全性を担保できるかについては次回以降

の部会で審議するとの回答があった。 

  また，主査から，地震動から求められるすべり量について津波を説明する20 

ために補正する必要があるケースが存在するが，こうした補正分を津波評価

法にどのように織り込むのかについて，次回審議までに考え方を整理するよ

うにとの指示が出された（以上，甲Ａ３２・４，６，７頁）。 

(ｴ) 平成１２年１１月３日開催の第６回津波評価部会（首藤主査，阿部名誉教授，

今村委員，佐竹委員らが出席）において，設計津波水位の評価，津波高と痕跡高25 

の比較，想定津波の補正係数の提案などの議論がされた。 
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  その中で，津波高と痕跡高の比較について，現在想定津波が痕跡高を下回

っている場所については，格子間隔をできるだけ細かくして計算し，それで

も下回る場合には遡上計算まですべきであり，計算値が全ての痕跡高を上回

った場合にはじめて設計津波水位の考え方が合理的になるとのコメントがあ

った。 5 

  想定津波の補正係数の提案について，同係数を１．０としたいとの提案に

対し，パラメータスタディの精度について，スケーリング，時間差，位置な

どもっと細かく振ることが可能であるが，とりあえずこの程度のやや粗いや

り方で痕跡との比較により把握したところ，平均的には２倍程度になったと

のコメントがあった。現在想定できる津波に対しては補正係数１．０で妥当10 

と思うが，想定を上回る津波が将来起きる場合を考慮する必要はないかとの

質問が出て，原子力施設の安全性評価の視点からは，想定を上回る津波が来

襲する場合の対処法も考えておく必要があると思うが，補正係数を１．０と

しても工学的に起こり得る最大値として妥当か否かを議論すべきといった説

明があった。 15 

  その上で，首藤主査から，提案された方法で痕跡高をほぼ１００％上回る

ことがわかっており，想定津波波源の洗い出し方法としてはこれでよいこと，

補正係数の値としては議論もあると思うが，現段階では，とりあえず１．０

としておき（その趣旨としては，津波は過去の例が少なく，補正係数を出す根拠が弱

いこと，補正係数を用いる代わりにパラメータスタディにより補完できることがあった。20 

丙Ｂ１２３・５６，５７頁），将来的に見直す余地を残しておきたいとのコメン

トがあった（以上，甲Ａ３１・３，５，６頁）。 

(ｵ) 平成１３年１月２６日開催の第７回津波評価部会（首藤主査，阿部名誉教授，

今村委員，佐竹委員らが出席）において，想定津波高と痕跡高との比較に関する

考察，想定津波の補正係数，既往津波の評価方法について議論がされた。 25 

  その中で，想定津波高が過去の痕跡記録の津波高を下回る３地点を対象に，
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痕跡記録の信頼度に関するさらなる調査が行われ，そのうちの２地点につい

て，データそのものの信頼度が乏しいため，想定津波高との比較対象から除

外すること，信頼度が高いと判断できた１地点の３８．２ｍという痕跡記録

を比較対象とし，想定津波の遡上計算結果がこの記録を上回ったことから，

本検討の範囲内で想定津波高が過去の痕跡記録の津波高を下回るケースは皆5 

無となったことの報告があった。主査から，上記２地点以外にも信頼度が乏

しい痕跡記録は存在するが，制約時間の範囲内で検討を実施する必要があり，

今回の検討では，第一段階の評価で想定津波が痕跡記録を下回った地点のみ

について痕跡記録の信頼度や遡上地形の詳細を検討したと理解できるとのコ

メントがあった。 10 

  想定津波の補正係数について，上記結果も踏まえ，１．０とすることが了

承された。ただ，補正係数を１．０とすることについて，結果的にはパラメ

ータスタディのみを実施し補正係数を持ち込まないことと等価になること，

補正係数を導入した現提案以外にも最初からこれを導入しない検討方法もあ

ると思うが，これらの方法について審議したいとの意見があり，これに対し，15 

既往津波の補正係数をどのように考えるかを明確にしてから，改めて考える

ことにしたいとの発言があった。 

  既往津波の評価方法について，議論の上で，既往津波，想定津波の双方と

も評価するが，検討手順，両者の位置付け等について今後検討すること，既

往津波に対しては現在最高の技術レベルの精度を保って再現し，断層モデル20 

の補正を実施すること，想定津波に対しては「詳細パラスタ」（パラメータス

タディの趣旨）を実施し，想定津波高が痕跡高を全て上回るかどうかを確かめ

ながら，サイトに最も不利となる津波を設定し，その際，痕跡高データのう

ち信頼性が疑わしく，かつ，想定津波を上回ってしまうものは，出典等に立

ち戻って痕跡精度の再検討を実施し，場合によっては除外してよいこと，こ25 

のように設定した想定津波高をそのまま採用し，念のため，既往津波高と比
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較し両者のうち大きい方を設計値として用いることといった意見もあった。 

  想定津波水位では，どの程度のばらつきまで考慮できるのかという確率論

的検討結果についての質疑応答があった。その中で，補正係数を１．０倍と

することの意味について，補正係数を１．０にすると，プレート境界付近の

想定津波高の平均超過確率が３０％に相当するが，海域活断層では想定津波5 

高の平均超過確率が８％に相当すること，ただ，この検討は，発生し得る全

ての津波に対して超過確率が３０％であるわけではなく，最大規模の地震を

評価地点に対して最も厳しい位置に固定した上で，パラメータスタディを行

うという条件の下での評価であるとの説明があった。 

  また，既往津波と想定津波を対象とする７省庁手引との関係についての質10 

疑応答もあり，既往津波と想定津波を検討し，双方を比較して，想定津波は

痕跡高記録の平均的に２倍かつ全ての記録を上回ったゆえに想定津波で評価

するという筋立てが無難であり，既往津波を完全に無視してしまう場合には

その理由付けが難しく，原発を対象とすることを明記しない場合には７省庁

手引の評価方法との関連で誤解を招くおそれがあるなどといった意見もあっ15 

た（以上，甲Ａ３３・１～３，６，７頁）。 

イ 津波評価技術の考え方に基づく被告東電の検討等 

(ｱ) 被告東電が作成した平成１３年１２月１９日付け「土木学会「原子力発電

所の津波評価技術」に係わる影響評価：福島第一・第二原子力発電所」には，

基本方針として，津波評価技術に従い，プレート境界付近に想定される地震20 

断層モデルのパラメータスタディを実施すること，対象津波波源につき，三

陸沖の位置についてＭｗ８．３及び８．６の，宮城沖の位置についてＭｗ８．

２の，福島沖の位置についてＭｗ８．０の，房総沖の位置についてＭｗ８．

２の，各近地津波を想定し，概略パラメータスタディを行い，上昇側・下降

側のそれぞれについて最大となったケースにおいて詳細パラメータスタディ25 

を実施したこと，その検討結果について，各地点の朔望平均満・干潮位を考
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慮し，設計津波を設定したことが記載されている（甲Ａ３４）。 

(ｲ) 上記各サイトにおける最大値を与える波源によるプラントごとの評価の値

（上昇側）としては，１号機及び２号機がいずれもＯ．Ｐ．＋５．４ｍ，３号

機及び４号機がいずれもＯ．Ｐ．＋５．５ｍ，５号機がＯ．Ｐ．＋５．６ｍ，

６号機がＯ．Ｐ．＋５．７ｍとなっていた（甲Ａ３４）。 5 

ウ 津波評価技術 

(ｱ) 意義等 

  上記アの検討を経て，津波評価部会は，平成１４年２月，「原子力発電所

の津波評価技術」すなわち津波評価技術を公表した。 

  その中で，津波評価技術は，上記津波評価部会の１年半にわたる活動の成10 

果を取りまとめたもので，津波の波源や数値計算に関する知見を集大成し，

原発の設計津波水位の標準的な設定方法として，津波予測の過程で介在する

種々の不確定性を設計の中に反映でき，７省庁手引を補完するものであり，

原子力施設のみならず，他の沿岸津波防災に利用すべき内容であるとしてい

た。 15 

  ただ，津波数値計算結果を実用設計に用いる場合，津波初期波形の推定の

精度，補正の程度や不確定性の考慮といった問題，津波数値計算技術の精度，

特に局所的な津波の挙動全体の解明やそれに足るだけの地形情報の整備の問

題，計画対象とすべき津波・地震の条件等の問題などに留意しなければなら

ないとも指摘していた（以上，甲Ａ２６の１・ⅰ～ⅲ，丙Ｂ１２３・２２，２３頁）。 20 

(ｲ) 津波の発生源等 

  津波評価技術が対象となる津波の発生源は，断層運動（地震），火山噴火，

陸域からの土砂・土石流の海中への突入などの津波の発生原因のうち，断層

運動を直接の原因とするものとしている。 

  既往津波災害の最大の原因は，浸水，冠水等の水位上昇にあり，原子力施25 

設への津波の影響という視点から，重要度の高い安全機能を持つ設備や取水
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に対し支障を来さない設計のために最高水位と最低水位の評価が最も重要で

あるとして，その対象を津波の水位変化現象のみとしている（以上，甲Ａ２６

の２・１－２頁）。 

(ｳ) 設計津波水位の評価 

  設計津波水位（設計に使用する津波水位をさし，設計想定津波の数値計算結果に適5 

切な潮位条件を足し合わせたものと定義する。甲Ａ２６の２・１－１４頁）の評価に

当たり，①その対象について，評価地点に最も影響を与える想定津波（プレー

ト境界付近等に想定される地震に伴う津波と定義する。甲Ａ２６の２・１－１４頁）を

設計想定津波（想定津波群のうち，評価地点に最も大きな影響を与える津波とする。

最も大きな影響を与える津波の波源が上昇側と下降側で異なる場合，それぞれを設計想10 

定津波（上昇側），設計想定津波（下降側）と呼ぶ。甲Ａ２６の２・１－１４頁）とし

て選定し，それに適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める，②

想定津波の波源の不確定性（波源の不確定性，数値計算上の誤差，海底地形・海岸

地形等のデータの誤差等，甲２６の２・１－６頁）を設計津波水位に反映させるた

め，基準断層モデル（各海域における自身の特性等を踏まえて適切に設定された想定15 

津波の数値計算を行うための断層モデルで，下記(ｴ)ｂのパラメータスタディを実施す

る際の基準となる断層モデルと定義する。甲Ａ２６の２・１－１４頁）の諸条件を合

理的範囲内で変化させた数値計算を多数実施し，その結果得られる想定津波

群の波源の中から評価地点について最も影響を与える（その地点で一番大きい

津波の高さを与えるという趣旨である。丙Ｂ１２３・２８頁）波源を選定する，③設20 

計想定津波の妥当性の確認は，評価地点において設計想定津波の計算結果と

既往津波の計算結果を比較すること及び評価地点付近において想定津波群の

計算結果と既往津波の痕跡高を比較することによって行うが，その結果，設

計想定津波は，平均的には痕跡高の約２倍となる，④上記①～③に先立ち，

既往津波の痕跡高の再現計算を実施することにより数値計算に基づく評価方25 

法の妥当性の確認を行う，ということを全体方針としている（甲Ａ２６の２・
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１－４，１－７頁）。 

(ｴ) 津波評価技術の本編（体系化原案）第３章の基本的事項 

ａ 既往津波の対象は，近地津波及び遠地津波とする。過去，日本沿岸に被

害をもたらした津波には，近地津波だけではなく，チリ地震のように外国

の沿岸で発生し日本沿岸に伝播した遠地津波も多数あるから，いずれも対5 

象とする（甲Ａ２６の２・１－１０，１－１１頁）。 

ｂ 想定津波の対象は，近地津波とすることを基本とし，プレート境界付近

等に想定される地震に伴う津波を考慮する。近地津波は，パラメータスタ

ディ（想定津波の不確定性を設計津波水位に反映させるため，基準断層モデルの諸

条件を合理的と考えられる範囲で変化させた数値計算を多数実施することをいう。甲10 

Ａ２６の２・１－１４頁）によって評価地点の水位が非常に大きな影響を受け

る。他方，遠地津波は，その影響が近地津波より小さいと考えられる。そ

こで，想定津波の波源として，大部分の沿岸では近地津波を対象としてお

けば基本的に十分である（甲Ａ２６の２・１－１０，１－１１頁）。 

ｃ 太平洋側のプレート境界付近等に想定される地震の最大Ｍｗは，原則と15 

して，各海域における既往最大の地震規模とする。その考え方について，

地震地体構造マップで一般的に採用されており，萩原マップも海域につい

ては各構造区分における既往最大のＭをその構造区分において想定する最

大Ｍとしている。そのため，既往最大の津波の痕跡高を説明できる断層モ

デルに基づくＭｗをもとに，想定津波を起こす地震のＭｗとしてこれと同20 

等以上の値を設定することとしている。Ｍｗの不確定性は，パラメータス

タディによりカバーする（甲Ａ２６の２・１－１０，１－１１頁）。 

ｄ 海域活断層に想定される地震のＭｗについて，原則として，断層長さと

地震規模との関係式に基づき算定する（甲Ａ２６の２・１－１０，１－１１頁）。 

ｅ パラメータスタディにより想定津波の波源の不確定性については設計津25 

波水位に反映する。基準断層モデルの諸パラメータのうち，より支配的と
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考えられる因子（その因子としては，基準断層モデルの位置，断層面上縁深さ，走

向，傾斜角，傾斜方向，すべり角，セグメントの組合せ等から，各海域の特性に応じ

て適切に選定する。）に関するパラメータスタディを行った後，評価点に最

も影響を与えたパラメータを持つ断層モデルを用いて，その他の従属的な

因子に関するパラメータスタディを行うことを基本とする。これにより効5 

率的にパラメータスタディを実施することが可能となり，不確定性が小さ

いと判断される因子を除くことができる（甲Ａ２６の２・１－１０～１－１２

頁，丙Ｂ１２３・２５～２７頁）。 

ｆ 最大水位上昇量及び最大水位下降量は，数値計算によって求めることを

基本とする。数値計算により設計津波水位を評価することを基本とし，評10 

価地点における最大水位上昇量と最大水位下降量が精度よく計算できる適

切な数値計算方法を用いる（甲Ａ２６の２・１－１０，１－１２頁）。 

ｇ 設計津波水位の評価に当たっては，上昇側には朔望平均満潮位を，下降

側には朔望平均干潮位を，それぞれ足し合わせる（甲Ａ２６の２・１－１０，

１－１２頁）。 15 

(ｵ) 津波評価技術の本編（体系化原案）第４章の津波波源の設定 

ａ 原発の津波評価において，評価対象とする津波波源には，既往津波と想

定津波がある。既往津波は，設計想定津波の妥当性及びその波源の断層モ

デル，数値計算等を含む津波水位評価法の妥当性の確認用と位置付けられ

る。 20 

  最終的に設計津波水位を設定する対象となるのは，種々の不確定性を考

慮した想定津波であり，プレート境界付近等に想定される地震に伴う津波

などに区分される。地震の発生する地域として，太平洋プレートの沈み込

みに関連した海域の周辺などであり，地震の発生様式として，典型的なプ

レート間地震，津波地震，プレート内正断層地震及びプレート内逆断層地25 

震である。 
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  地震規模の表現は，モーメントマグニチュード（Ｍｗ）で表現する。 

数式としては，ＬｏｇＭｏ（Ｎ・ｍ）＝１．５Ｍｗ＋９．１となり，ま

た，Ｍｏ＝μＬＷＤとなる。 

  μは剛性率，Ｌは断層長さ，Ｗは断層幅，Ｄはすべり量である。震源付

近の媒質の剛性率μは，媒質の密度にＳ波速度の二乗を乗じることにより5 

算定される。 

  津波マグニチュードは，検潮儀記録による津波の振幅又は痕跡高及び観

測点から震央までの距離により与えられ，太平洋側では，Ｍｔ＝Ｍｗとな

る。 

  断層運動による永久変位に着目した場合，すべり量が一様な矩形断層モ10 

デルは，Ｌ，Ｗ，Ｄなどの九つのパラメータ（Ｌ，Ｗ，Ｄのほか，基準点位置，

断層面上縁深さ，走向，傾斜角，すべり角）で記述されるが，これらのパラメー

タのうち，Ｌ，Ｗ，Ｄの三つは，地震モーメントＭｏと関連付けられる（以

上，甲Ａ２６の２・１－１７～１－２３頁）。 

ｂ 対象津波の選定に当たっては，文献調査等に基づき，評価地点に最も大15 

きな影響を及ぼしたと考えられる既往津波を選定する。痕跡高の記録の信

頼性に当たり，明治三陸地震の津波より古い津波の痕跡高は，古記録文献

等を基に研究者が推定したものであり，記録の信頼性を吟味する必要があ

る。それ以降の比較的新しい時代の津波の痕跡高についても，個々の文献

における痕跡高の調査方法とその信頼性に留意する。痕跡高の信頼性が疑20 

わしいものについて，出典等に立ち戻り痕跡高記録の精度の再検討を実施

し，信頼度が低い場合には適合度の評価においてそれらを除外できる（甲

Ａ２６の２・１－２３頁）。 

ｃ 既往津波の断層モデルについて，沿岸における津波の痕跡高をよく説明

できるように断層パラメータを設定する。一般に地震動を説明できる断層25 

モデルと，津波の痕跡高を説明できる断層モデルは必ずしも整合しない。
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津波評価技術においては，津波の評価に主眼を置くから，既往津波の断層

モデルを設定するに当たり，沿岸における津波の痕跡高をよく説明できる

ように断層パラメータを設定することが重要である（甲Ａ２６の２・１－２６

頁）。 

ｄ 想定津波の波源の設定に当たり，津波をもたらす地震の発生様式を考慮5 

する。日本列島周辺で発生する津波を伴う地震の発生様式は，プレート境

界付近で発生する地震と陸域（地殻構造的に大陸型の地殻がある地域であり，陸

側のプレートのうちプレート境界やそのごく近くを除いた範囲であって，地理的な

陸・海の区分とは異なる。）の浅い地震に分類でき，プレート境界付近で発生

する地震は，プレートの沈み込みによるプレート間地震と沈み込むプレー10 

ト内の地震とに分類できる。プレート間地震は，典型的なプレート間逆断

層地震と津波地震（海溝のすぐそばの柔らかいプレート境界近くで発生し，断層運

動がゆっくりしており，地殻変動が大きいプレート間逆断層地震）に分類できる（甲

Ａ２６の２・１－２８，１－２９頁）。 

ｅ プレート境界付近に想定される地震に伴う波源の設定に関して，その評15 

価対象は，プレート境界付近に将来発生することを否定できない地震に伴

う津波とする。プレート境界型の地震が歴史上繰り返し発生している沿岸

地域について各領域で想定される最大級の地震津波を既に経験していると

も考えられるが，念のため，プレート境界付近に将来発生することを否定

できない地震に伴う津波を評価対象とし，地震地体構造の知見を踏まえて20 

波源を設定する。 

  津波をもたらす地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に

基づき，基準断層モデルを設定する。津波評価技術では，既往津波の痕跡

高を説明できる断層モデル及び各地震学的知見に関する検討から得られた

地震・断層モデルの特徴を反映できるよう，海域ごとに異なる断層パラメ25 

ータ設定方法を採用する。日本海溝沿い等では，過去に繰り返し津波が発
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生しており，また，プレート境界形状等に関する知見が比較的豊富である

ため，既往津波の痕跡高を説明できる断層モデルにスケーリング則を適用

することにより，海域ごとの特徴を反映した基準断層モデルを設定する。 

  波源設定のための領域区分は，地震地体構造の知見に基づくものとする。

過去の地震津波の発生状況を見ると，各構造区の中で一様に特定の地震規5 

模，発生様式の地震津波が発生しているわけではないことから，実際の想

定津波の評価に当たり，基準断層モデルの波源位置は，過去の地震の発生

状況等の地震学的知見等を踏まえ，合理的と考えられるさらに詳細に区分

された位置に津波の発生様式に応じて設定できる。その参考資料１をみる

と，領域５（宮城県東方沖）において，既往最大Ｍｗ８．２（「Ｌ」２１０ｋ10 

ｍ，「Ｗ」７０ｋｍ，「Ｄ」４．０ｍ，対応する既往津波１７９３年）が，領域６

（宮城県東方沖であり，領域５よりも沿岸部に近い。）において，既往最大Ｍｗ

７．７（「Ｌ」２６ｋｍ，「Ｗ」６５ｋｍ，「Ｄ」２．０ｍ，対応する既往津波１９

７８年）が，領域７（福島県及び茨城県の東方沖）において，既往最大Ｍｗ７．

９（「Ｌ」１００ｋｍ，「Ｗ」６０ｋｍ，「Ｄ」２．３ｍ，対応する既往津波１９３15 

８年）が，それぞれ示されている（以上，甲Ａ２６の２・１－３１～１－３３，

１－５９頁）。 

ｆ パラメータスタディは，断層モデルの諸条件のうち不確定性が存在する

主要な因子について，最大水位上昇量及び最大水位下降量の各々について

行う。また，パラメータスタディの範囲について，不確定性の程度を考慮20 

して適切に定める。基準断層モデルを基に，断層モデルの諸条件のうち不

確定性が存在する因子についてパラメータを変動させて数値計算を実施し，

想定津波群を評価する。想定津波群の評価に当たり，パラメータスタディ

を実施する因子を適切に選定するとともに，その範囲を合理的に定めるこ

とが重要である（甲Ａ２６の２・１－３９頁）。 25 

(ｶ) 津波評価技術の付属編 
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ａ 津波波源の地域別特徴をみると，日本海溝沿い海域では，北部と南部の

活動に大きな違いがある点が特徴である。北部では，海溝付近に大津波の

波源域が集中しており，津波地震，正断層地震も見られる。一方，南部で

は，延宝房総沖地震を除き，海溝付近に大津波の波源は見られず，陸域に

比較的近い領域で発生している。 5 

  日本海溝付近では，明治三陸地震のような津波地震や，昭和８年の昭和

三陸地震のようなプレート内正断層地震が発生している。谷岡・佐竹論文

（丙Ｂ２１）は，津波地震や正断層型地震（二つのプレートの沈み込む側のプレ

ートが沈み込んだ後に折れて生じる地震，甲Ａ１８３・８０頁）の発生する場所の

限定を示唆している。慶長三陸地震については，正断層地震モデルを提案10 

する文献（相田勇「三陸沖の古い津波のシミュレーション」東京大学地震研究所彙

報，Ｖｏｌ．５２，ｐｐ７１－１０１）があるが，複数の文献（甲Ａ１９７の都司

嘉宣「歴史上に発生した津波地震」月刊地球，Ｖｏｌ．１６，Ｎｏ．２，ｐｐ７３－

８５，渡辺偉夫『日本被害津波総覧〔第２版〕』東京大学出版会，２３８ｐ）が，津

波地震の可能性を指摘している。 15 

  日本海溝沿いの南部海域に着目すると，宮城県沖では陸域に非常に近い

領域で発生する地震と，その沖側で発生する地震とがある。福島県沖で記

録されている大地震は，昭和１３年の福島県東方沖（塩屋沖）の群発地震す

なわち福島県東方沖地震のみである。福島県東方沖地震には，逆断層地震

とともに正断層地震も存在する。房総半島沖では，海溝付近の津波地震と20 

考えられる延宝房総沖地震が発生している（以上，甲Ａ２６の３・２－２６～

２－３０，２－１０１，２－１０９頁）。 

ｂ 想定津波の波源設定方法について，将来発生することを否定できない津

波（想定津波）を合理的に想定することを目的とした波源モデルの設定方法

を提示する。具体的には，発生位置とＭｗに対応して，津波の数値シミュ25 

レーションに必要な断層パラメータを設定する方法を提示する。この際，
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津波をもたらす地震の発生様式が考慮される。プレート境界付近等では，

各海域でこれまでに発生した津波の痕跡高を説明できる断層モデルを基準

として，与えられたＭｗに対する断層モデルを設定する。その際，各種地

震学的知見や既往地震の発震機構を考慮する（甲Ａ２６の３・２－５１頁）。 

ｃ 日本海溝沿い海域において，津波痕跡高との比較を実施している断層モ5 

デルは，慶長三陸地震（プレート内正断層地震又はプレート間津波地震の双方の

可能性が指摘されているが，付属編の原案では津波地震としている。），延宝房総

沖地震（プレート間津波地震），明治三陸地震（プレート間津波地震）などが示

される（甲Ａ２６の３・２－２７，２－５３頁）。 

ｄ 想定津波の基準断層モデルに関して，日本海溝沿い海域では，津波地震，10 

プレート内正断層地震，プレート間逆断層地震などが特定の場所に発生し

ており，それぞれが断層パラメータに特徴を持っている。したがって，想

定津波の断層モデルの設定に際しては，既往津波の痕跡高を最もよく説明

する断層モデルを基に，既往最大Ｍｗを考慮し，地震の発生様式を反映し

た適切なスケーリング則を適用する。海域区分３と８が津波地震を想定す15 

る海域である。海域区分７のＭｗは，検潮儀記録と痕跡高の関係などを考

慮して，地震モーメントを２倍した値である（以上，甲Ａ２６の３・２－５８

頁）。 

エ 被告東電の津波評価技術に基づく検討等 

(ｱ) 被告東電は，平成１４年３月に「津波の検討－土木学会「原子力発電所の20 

津波評価技術」に関わる検討－」を作成し，津波評価技術により想定される

津波に対する本件原発の安全性を検討した結果をまとめている。具体的には，

津波評価技術に基づき得られる想定津波群の中から評価地点に最も影響を与

える想定津波を設計想定津波として選定した上で，評価地点において設計想

定津波の計算結果と既往津波の計算結果を比較するととともに，評価地点付25 

近において想定津波群の計算結果と既往津波の痕跡高を比較することによっ
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て設計想定津波の妥当性を確認している（甲Ａ３５・１，２頁）。 

(ｲ) 想定津波の検討結果について，近地津波に関しては，波源モデルを，領域

３（Ｍｗ８．３），４（Ｍｗ８．６），５（Ｍｗ８．２），７（Ｍｗ８．０），８（Ｍ

ｗ８．２）に波源を設定し，これを用いて概略パラメータスタディとして，位

置又は走向に関して３９ケースの数値シミュレーションを実施し，本件原発5 

の護岸前面の最大水位上昇量は＋４．２１１ｍであり，同最大水位下降量は

－２．３０６ｍとなっている。 

  詳細パラメータスタディとして，本件原発の上昇側最大ケースについては

位置，上縁深さ，傾斜角及びすべり角に関して４３ケースの数値シミュレー

ションを，同下降側最大ケースについては上縁深さ及び傾斜角に関して９ケ10 

ースの数値シミュレーションをそれぞれ実施し，設計想定津波による本件原

発の護岸前面の最大水位上昇量は＋４．４４６ｍ（遡上域＋４．２８８ｍ）であ

り，同最大水位下降量は－２．３６８ｍとなっている。 

  また，設計想定津波の護岸前面における最大水位上昇量は，既往津波の最

大水位上昇量を上回り，パラメータスタディを実施した想定津波群の敷地周15 

辺における計算水位は既往津波の痕跡高を全ての地点で上回っている（以上，

甲Ａ３５・４～６，８，１６頁）。 

(ｳ) 津波に対する敷地の安全性について，津波の数値シミュレーションの結果

によれば，最大水位上昇量に朔望平均満潮位（本件原発のＯ．Ｐ．＋１．３５９

ｍ）を考慮した設計津波最高水位は，本件原発では近地津波においてＯ．Ｐ．20 

＋５．４～５．７ｍであるが，６号機非常用ＤＧ冷却系海水ポンプ（屋外設置）

において，電動機据付レベル（Ｏ．Ｐ．＋５．５８ｍ）を上回っている。 

  ６号機について，エアフィンクーラー付きＤＧを有し，また，ＤＧの不作

動を想定しても，隣接プラントからの電源融通により電源を確保できるから，

現時点でも安全確保は可能であるが，信頼性確保の観点から，同ポンプ電動25 

機に軸を長尺化し，下側軸受設置レベルをかさ上げした構造への変更を計画
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していることから，実施可能な時期において速やかに対応する（以上，甲Ａ３

５・９頁）。 

(ｴ) 津波に対する取水の安全性について，最大水位下降量に朔望平均干潮位（本

件原発Ｏ．Ｐ．＋０．０２１ｍ）を考慮した設計津波最低水位は，近地津波でＯ．

Ｐ．－２．１～－２．４ｍ，遠地津波（チリ津波）でＯ．Ｐ．－３．５～－３．5 

６ｍである。このうち条件として支配的な遠地津波水位は，１号機及び４号

機の除熱に資する非常用海水ポンプの渦流吸込レベル（１号機Ｏ．Ｐ．－３．３

３ｍ，４号機Ｏ．Ｐ．－２．９４ｍ）を下回っている。また，外部電源は確保さ

れるものの，全号機非常用ＤＧ冷却海水系ポンプの渦流吸込レベル（最高Ｏ．

Ｐ．－２．６９ｍ）を下回っている。 10 

    そこで，遠地津波に対して，本件原発の非常用ＤＧ冷却海水系ポンプ，原

子炉格納容器スプレイ海水系ポンプなどを対象として一時停止する。これら

の除熱に資する海水ポンプを全台停止（停止時間２時間程度）しても，原子炉隔

離時冷却系などの系統により原子炉の冷却は可能（ＳＢＯにおける炉心冠水維持

可能時間－４号機８時間－を下回っている。）であると結論付けている（以上，甲15 

Ａ３５・１０，１１頁）。 

(ｵ) この結論（津波水位をＯ．Ｐ．＋５．４～５．７ｍと評価した。）を踏まえ，被告

東電は，機能維持対策として，６号機の非常用ＤＧの海水系ポンプの電動機

部分の据付け高さを２０ｃｍ，同じく高圧炉心スプレー用の海水ポンプの電

動機部分の据付け高さを２２ｃｍかさ上げするとともに，建屋貫通部等の浸20 

水防止措置を講じた（甲Ａ１１５の１・Ⅲ－２９頁，甲Ａ５１５，乙Ａ４の１・１７，

１８頁）。 

(2) 長期評価の成立等 

ア 推進本部の意義 

(ｱ) 平成７年１月１７日に発生し，６４３４名の死者を出し，１０万棟を超え25 

る建物が全壊するという被害をもたらし，我が国の地震防災対策に関する多
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くの課題を浮き彫りにした阪神淡路大震災を受けて，同年７月，全国にわた

る総合的な地震対策を推進するために地震防災対策特別措置法が成立した。 

  同法に基づき行政施策に直結すべき地震に関する研究の責任体制を明らか

にし，これを政府として一元的に推進するために，当時の総理府に設置（その

後に文科省に設置）された政府の特別機関として，推進本部が置かれた（以上，5 

甲Ａ２４の１・１頁，甲Ａ３４２）。 

(ｲ) このように，推進本部は，地震防災対策の強化，特に地震による被害の軽

減に関する地震調査研究の推進を基本的な目標とし，本部長（文部科学大臣）

と本部員（関係府省の事務次官等）から構成され，その下に関係機関の職員及び

学識経験者から構成される政策委員会と地震調査委員会を設置している（甲10 

Ａ２４の１・１頁，甲Ａ３４２）。 

(ｳ) 上記地震調査委員会の下には，長期評価部会，地震動評価部会などが置か

れている（甲Ａ２４の１・２頁）。 

イ 長期評価部会等における検討状況等 

(ｱ) 海溝型分科会における議論の状況等 15 

  平成１３年３月に長期評価部会の下に海溝型分科会が設置され，その後，

海溝型地震に関して，以下のような意見交換が行われた（甲Ａ１８１・２２頁，

丙Ｂ１０３の１・２５頁）。 

ａ 平成１３年１２月７日開催の第８回海溝型分科会（主査として，島崎元部会

長のほか，阿部名誉教授，海野徳仁東北大学助教授（当時，以下「海野助教授」とい20 

う。），笠原稔北海道大学教授（当時，地球表面観測の専門家である。以下「笠原教授」

という。丙Ｂ１０３の１・２１頁）のほか，佐竹委員，都司委員らが出席していた。

丙Ｂ１０３の３・資料１８）において，以下のような意見交換があった。 

  三陸沖・福島県沖の地震の長期評価について，三陸沖では慶長三陸地震

と貞観地震が過去にあり，最近では明治三陸地震，昭和三陸地震など，い25 

ずれも１０ｍ超の大地震が数百年に一回発生し，周期もメカニズムもよく
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わからないが，大津波が発生している。福島県沖について福島県東方沖地

震が発生しているが，その時まとめて起きただけで歴史上そのような現象

は一度も発生していないから，将来いつ起こるかはわからない。明治三陸

地震のタイプはそれしか知られていないし，昭和三陸地震も同様である。

慶長三陸地震と貞観地震は全然わからない。 5 

  プレート進化論から，カムチャッカ半島から青森県東方沖までプレート

のカップリングが強くＭｗ８クラスの地震が起こる。その南に進むとカッ

プリングが弱くなり，福島県沖では，まれに福島県東方沖地震のようなも

のを起こすが，更に南に進むと伊豆マリアナではＭ７クラスより大きいも

のは起きなくなると考えていた。しかし，グアムでＭ８の地震が起こって10 

驚いている。ただ，南に向かうほど固有地震がなくなるという見解では，

固有地震説に基づく議論ができなくなると思う。延宝房総沖地震は津波地

震の可能性が高い。 

  事務局から，北から南まで一連に扱う方が特徴の変遷が分かりやすいこ

と，特に意見がなければ茨城県沖までを整理の対象とすること，また明治15 

三陸地震のような一回限りのまれな現象の地震をどのように扱うかなどの

検討も進めることが述べられた（以上，甲Ａ１９２の１・７～９頁，丙Ｂ１０３

の１・７０～７３頁）。 

ｂ 平成１４年１月１１日開催の第９回海溝型分科会（島崎元部会長，阿部名誉

教授，海野助教授，笠原教授，佐竹委員，都司委員らが出席，丙Ｂ１０３の３・資料20 

２０）において，三陸沖，福島県沖南部について，津波地震がどこでも起き

るかという問題が提起された。 

  事務局が，明治三陸地震と慶長三陸地震の間に被害のある津波地震はな

かったと考えてよいかとの質問を提起したのに対し，貞観地震の頃は記録

があるが，その後の鎌倉時代の記録はなく，よくわからないこと，慶長三25 

陸地震はメカニズムのわからない津波地震であるが，被害はわかっている
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こと，慶長三陸地震は明治三陸地震と同じ場所としても矛盾はないことな

どの意見があった。 

  引き続き，どこでも津波地震が起こるという考え方と明治三陸地震の場

所で繰り返しているという考え方のいずれがよいかという質問があり，慶

長三陸地震がよくわからない以上，明治三陸地震と同じとみるしかないの5 

ではないかといった意見のほか，延宝房総沖地震を含めるかどうかについ

て，陸寄りの地震という見解もあるが，仙台，八丈島での津波被害がある

から，太平洋の沈み込みと考えてもよいとの意見があった。 

  また，明治三陸地震，延宝房総沖地震及び慶長三陸地震の三つの地震が，

日本海溝沿いの津波地震と考えるかどうかについて，引き続き検討される10 

こととなった（以上，甲Ａ１９２の２・５，６頁，丙Ｂ１０３の１・７４～７８頁）。 

ｃ 平成１４年２月６日開催の第１０回海溝型分科会（島崎元部会長，阿部名誉

教授，海野助教授，佐竹委員，都司委員らが出席，丙Ｂ１０３の３・資料２３）にお

いて，Ｍ８クラスのプレート間地震について，事務局から慶長三陸地震，

明治三陸地震及び延宝房総沖地震が過去４００年で知られているものと15 

し，ポアソン過程で評価したとの説明があった。津波地震は４００年で３

回知られているというと，まるでプログラムされているようであるが，実

際の起き方は偶発的であり，そのことは結果に反映されているのかとの質

問があり，その点を踏まえてポアソン過程を用いたとの回答があった。 

  延宝房総沖地震を日本海溝沿いのプレート間大地震としたことについて20 

問題ではないかという指摘もあったが，津波の分布から見ると，太平洋プ

レートのものと思われ，津波の被害が宮城県に及んでいることは確かであ

るとの意見があった。 

  その後に，慶長三陸地震の取扱いについての議論がされ，その上で，三

陸沖について過去２回としてポアソン分布（過程）にしてよいかとの質問が25 

あり，事務局は，三陸沖だけ高い値を入れて全然起きていないところを０
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とするのはおかしいなどと述べた。また，昭和三陸地震とほぼ同じ場所で

発生するプレート内正断層地震でないかという意見もあったが，それが正

しいとしたら正断層型地震が２回起きたことになってしまい，要するに江

戸時代だからわからないといった意見も出て，結局，分からないという前

提で，全体としては事務局の見解によるとの意見も出た。 5 

  なお，北海道に津波堆積物が若干見られるとの指摘について，データが

集まった段階でまた検討するという意見もあった。 

  その後も，慶長三陸地震を津波地震と見るかどうかといった議論やその

周期などに関する議論などの議論，意見交換が行われた（以上，甲Ａ１９２

の３・５～７頁，丙Ｂ１０３の１・７９～８３頁，丙Ｂ１０３の２・７～１０頁）。 10 

ｄ 平成１４年３月８日開催の第１１回海溝型分科会（島崎元部会長，阿部名誉

教授，海野助教授，笠原教授，佐竹委員らが出席，丙Ｂ１０３の３・資料２４）にお

いて，事務局が示した資料には，陸寄りと日本海溝寄りの区分けは示され

ておらず，三陸沖北部，同中部，宮城県沖・宮城県東方沖，福島県沖，茨

城県沖，房総沖という区分けがされ，津波地震の発生領域は「三陸沖中部15 

から房総沖にかけて」とされていた。 

  意見交換の際，津波地震の発生領域から三陸沖北部を除いたのはなぜか，

津波地震が起こらないということかという質問に対し，事務局は，そうで

はなく，三陸沖北部は更新過程の中に津波地震も含まれるという理解の下

にまとめたと回答した。また，上記区分けについて，三陸沖北部，中部と20 

あるのに南部がないのはおかしいのではないか，気象庁の区分けによった

ものかという質問に対し，事務局は，そうではなく，単に作業の便宜上の

区分けであると回答した。 

  東北でハルマゲドン（天変地異と評価されるような地震）を考える人がいる

が，そこまでコメントするのは難しいとの意見に対し，伊豆マリアナでは25 

大きな地震は一度も起きていないので発生しないと思われていたのに，グ
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アムのＭ８地震が起きたこと，これに似たまれな例として，茨城，福島沖

に考えるのかといった意見があった。 

  また，現在の地震学のレベルで評価できることを示せばいいのではない

かといった意見について，現在持っている地震のデータすなわち過去の地

震の有無により判断しようとしているが，分からないことが非常に多いた5 

め，具体的評価は困難といった応答があり，事務局からは，海溝であり，

地震発生の蓋然性が高いこと，起こり得る地震の具体的なイメージなどを

示す限度にとどめるという意見もあった。 

  日本海溝沿いのプレート間のカップリングの強弱について示すべきとの

意見もあったが，広い範囲での構造探査をしていないこと，北部と中部で10 

カップリングの状況が異なる可能性があるが，カップリングの強弱と地震

発生の有無との関係は明確ではないといったことが指摘された。 

  三陸沖北部で起きた地震を三陸沖中部，南部，房総沖に持っていくこと

はできないという意見や，慶長三陸地震及び明治三陸地震は日本海溝沿い

で発生しており，どこでも起こり得るが，三陸中部に特有なものではない15 

という書きぶりには理由が必要という意見があった。事務局は，カップリ

ングが小さいことを理由として一定の間隔で起こる可能性が低いとしたい

としたが，将来を判断できないので可能性がないとはいえないとの意見が

あり，事務局は，評価本文で触れることにするとした（以上，甲Ａ１９２の

４・２～４頁，丙Ｂ１０３の１・８３～８５頁，丙Ｂ１０３の２・１０～１５頁，丙20 

Ｂ１０３の３・資料２４，２５の通し２７５～２７８頁）。 

ｅ 平成１４年５月１４日開催の第１２回海溝型分科会（島崎元部会長，阿部

名誉教授，海野助教授，笠原教授，佐竹委員，都司委員らが出席，丙Ｂ１０３の３・

資料２７）において，福島県沖は大丈夫か，江戸時代に本当にないのかとい

う意見が出て（佐竹委員），福島県沖には，過去４００年，Ｍ７．５やＭ７．25 

６という地震はないとの説明があり（阿部名誉教授），重ねて江戸時代に福島
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沖にはなく，房総沖にあるかもしれないという根拠は何かという質問（佐

竹委員）に対して，江戸時代に負傷者が３名くらいの地震はかなりの数ある

が，福島県沖にはそういったものがなく，福島県沖に被害はないといった

回答（島崎元部会長）があった。 

  津波地震として，延宝房総沖地震を入れるかどうかが問題となるが，慶5 

長三陸地震の位置についても分からないという意見（佐竹委員）があり，こ

れに対し，正断層の地震を別にしてすごい津波の地震が３回あったとの意

見（島崎元部会長）があったが，そもそも三陸沖に入るのか，千島の可能性

もあるとの意見（佐竹委員）もあり，事務局は，含む場合と含めない場合と

を記述すると回答した。その後の議論を経て，事務局から，メカニズムは10 

分からないが，３回大きな津波が発生して三陸に大きな被害を発生させて

いるから，警告として３回というようにしたいとの回答があった。これに

対し，震源の位置の議論を議論しているとの意見（佐竹委員）があって，事

務局から千島よりも三陸の方が可能性は高いのではないかという趣旨の質

問が出た。それに対しては，そうとはいえない，北海道の記録がないから15 

千島沖かもしれないといった意見（佐竹委員）や次善の策として三陸に押し

付けており，あまり減ると確率が小さくなり警告の意がなくなって正しく

反映しないというおそれがあるし，千島沖とするだけの証拠があるのかと

いった意見（島崎元部会長）があり，その後に，北海道で発見された津波堆

積物などから三陸沖から千島沖に移すという選択肢が出てきたとか（笠原20 

教授），津波地震としたときに三陸沖であることは確かかといった意見（佐

竹委員）もあった。最終的には，宮古における歴史記録など（都司委員）も踏

まえて，異なる可能性（慶長三陸地震の波源が三陸沖ではなく千島沖である可能

性）があるとのコメントを残し（島崎元部会長），慶長三陸地震の波源につい

て三陸沖とすることとした。 25 

  その後，事務局作成資料の区分け（海溝寄りと陸寄りを区分けするが，日本海



 

66 

 

溝寄りの領域について，三陸沖北部と三陸沖中部～房総沖の海溝寄りとを区分けす

る。）の根拠について，地震活動と海底地下構造とかに基づくものか，三陸

沖北部は含まないのかという質問が出て，事務局との議論をしているとこ

ろ，十勝沖の震源はもっと東まで寄っているが，一案として，もう少し狭

くして三陸沖北部まで達するようにすることもあり，事務局と議論中であ5 

ること，正断層地震は海溝よりも東側にも起こるから，別にもう一つ作っ

た方がよいことといった説明（島崎元部会長）があった。その上で，東西の

区切りに関する議論があり，北部まで海溝寄りの線を引くかどうかという

質問（島崎元部会長）に対し，事務局は，北部まで伸ばすことにすると回答

し，再び，延宝房総沖地震が津波地震であるかどうかの議論がされ，最終10 

的に，津波地震が合計３回であるとの前提に立って，確率計算をすること

となった（以上，甲Ａ１９２の５・１，２，４～８頁，丙Ｂ１０３の１・８５～９

２頁，丙Ｂ１０３の２・１８～２８頁，丙Ｂ１０３の３・資料２７・２８の通し２８

４，２８８～２９３，２９９頁）。 

ｆ 平成１４年６月１８日開催の第１３回海溝型分科会において，事務局か15 

ら，海溝寄りの地震は三陸北部でも起こりうるという前回の議論を受けて，

海溝寄りのエリアを広げたとの説明があった。 

  その際，慶長三陸地震，延宝房総沖地震及び明治三陸地震を三つの津波

地震とすることや三陸沖北部から房総沖の海溝寄りを一つの領域として区

分けすることについての議論は特にされなかった（以上，甲Ａ１９２の６・１20 

頁，丙Ｂ１０３の１・９２頁，丙Ｂ１０３の３・資料３０の通し３０６頁）。 

(ｲ) 長期評価部会等における検討等 

ａ 平成１４年６月２６日開催の長期評価部会において，長期評価に関する

討議が行われたが，その際，同年７月３１日付けで公表される予定の長期

評価について，海溝寄りのプレート間大地震が４００年に３回ということ25 

だが，慶長三陸地震と明治三陸地震の震源がほとんど重なりあっていると
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か，気になるのは無理に割り振ったのではないのかといった意見が出た。

これに対し，島崎元部会長は，慶長三陸地震が昭和三陸地震と同じという

説もあるとか，北海道で津波が大きいため千島沖ではないかという指摘も

海溝型分科会ではあったし，４００年に３回と割り切ったこととそれが一

様に起こるとしたところは問題が残りそうだなどと述べた上で，最終的に5 

は文章を直すところがあるが，一応確定とすると述べた（丙Ａ１２３・６，

７頁，丙Ｂ１０３の１・９２～９５頁，丙Ｂ１０３の２・２８～３４頁，丙Ｂ１０３

の３・資料３１の通し３１４，３１５頁）。 

ｂ 平成１４年７月１０日開催の地震調査委員会において，長期評価に関す

る討議が行われた。その際，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りは北から南10 

に長く伸びており，将来の検討課題として，三陸沖北部の海溝寄りとか，

福島県沖海溝寄りとか考えた方がよいとかといった意見があったほか，以

前に発表した宮城県沖地震の長期評価に関して宮城県沖の比較的近いとこ

ろの発生確率がかなり高いとされており，それがそのうち沖合に行くかも

しれず，三陸沖南部海溝寄りの確率が高いことを考えると，次に発生する15 

ものが連動する場合は防災上の影響があるとの意見に対し，その点はやや

複雑で，同じ年に発生しても別々に発生することもあるから必ずしも一緒

に動くわけではないとの意見もあり，事務局としては，連動したときだけ

被害があることを強調していきたいと回答した（丙Ａ１２４・８頁，丙Ｂ１０

３の１・９５頁，丙Ｂ１０３の３・資料３２の通し３１９頁）。 20 

ウ 長期評価の意義 

(ｱ) 上記イの議論などを経て，地震調査委員会は，平成１４年７月３１日，長

期評価を公表した（甲Ａ２４の２・１頁，丙Ａ１１９・１頁）。 

(ｲ) その意義について，「全国を概観した地震動予測地図」の作成を当面推進

すべき地震調査研究の主要な課題とし，また「陸域の浅い地震，あるいは，25 

海溝型地震の発生可能性の長期的な確率評価を行う」こととした推進本部の
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平成１１年４月２３日の決定を踏まえ，地震調査委員会では，これまでに，

海域に発生するプレート間大地震（海溝型地震）として，宮城県沖地震及び南

海トラフの地震について評価を行い，公表してきたところ，これに続いて，

過去に大地震が数多く発生していることが知られている，三陸沖から房総沖

までの太平洋沿岸を含む日本海溝沿いの地域の地震活動について，現在まで5 

の研究成果及び関連資料を用いて調査研究の立場から評価して，長期的な観

点で地震発生の可能性，震源域の形態等について取りまとめられたものが長

期評価であるとしている。 

  このように，現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる

手法により行われたが，データとして用いる過去地震に関する資料が十分に10 

ないことなどの限界があることから，評価結果である地震発生確率や予想さ

れる次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり，防災対策の検討など評価

結果の利用に当たり，この点を十分に留意する必要があるとしている（以上，

甲Ａ２４の２・１，２頁）。 

エ 長期評価における地震の発生領域及び震源域の形態 15 

(ｱ) 過去の日本海溝沿いの震源域について，三陸沖北部において１６７７年以

降現在まで４回の津波（最大の高さ約６ｍ）が襲来したと推定された大地震が

発生したと考えられる。 

  三陸沖北部以外の三陸沖から房総沖にかけては，同一の震源域で繰り返し

発生している大地震がほとんど知られていないため，三陸沖北部から房総沖20 

の海溝寄りにおいて４回（昭和三陸地震を含む。），三陸沖南部海溝寄りで２回，

福島県沖で１回（昭和１３年１１月５日から６日にかけて発生した福島県東方沖地震，

Ｍ７．３～７．５）発生しているといった各地震等を根拠に，三陸沖北部から

房総沖の評価対象領域について，三陸沖北部，三陸沖中部，三陸沖南部海溝

寄りと宮城県沖，福島県沖，茨城県沖，房総沖のほか，三陸沖北部から房総25 

沖の海溝寄りの領域に分けて，震源域を設定した（以上，甲Ａ２４の２・２，８
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頁の表１，１６頁）。 

(ｲ) 三陸沖北部以外の三陸沖から房総沖にかけては，上記(ｱ)の各地震の発生

状況を踏まえ，震源域を特定できないものの，上記(ｱ)に示したそれぞれの領

域内のプレート境界付近で発生する可能性が高いと考えた（甲Ａ２４の２・２

頁）。 5 

オ 長期評価における地震活動 

(ｱ) 歴史地震の記録や観測成果の中に記述された津波の記録，震度分布等に基

づく調査研究の成果を吟味し，三陸沖北部から房総沖の大地震を整理した（甲

Ａ２４の２・２，３頁）。 

(ｲ) 日本海溝付近のプレート間で発生したＭ８クラスの地震は，１７世紀以降，10 

慶長三陸地震，延宝房総沖地震及び明治三陸地震が知られており，津波等に

よる大きな被害をもたらした。よって，三陸沖北部から房総沖全体では同様

の地震が約４００年間に３回発生しているとすると，１３３年に１回程度，

Ｍ８クラスの地震が起こったと考えられる。これらの地震は，同じ場所で繰

り返し発生しているとはいい難いため，固有地震（個々の断層又はそのセグメン15 

トからは，基本的にほぼ同じ（最大もしくはそれに近い）規模の地震が繰り返し発生す

るという固有地震モデルを踏まえ，長期評価においてその領域内で繰り返し発生する最

大規模の地震と定義した。）としては扱わなかった（以上，甲Ａ２４の２・３頁）。 

(ｳ) 三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）の発生領

域，震源域の形態，発生間隔等について，①地震の発生領域の目安として，20 

三陸沖北部から房総沖の海溝寄りであり，②震源域の形態として，陸側のプ

レートと太平洋プレートの境界面，低角逆断層型である。③震源域として，

日本海溝に沿って長さ２００ｋｍ程度の長さで幅５０ｋｍ程度の幅であるが，

具体的な地域は特定できない。④震源域の根拠として，明治三陸地震につい

てのモデルを参考にして，同様の地震は三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの25 

領域内のどこでも発生する可能性を考えた。⑤発生間隔等として，三陸沖北
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部から房総沖の海溝寄り全域の平均発生頻度は４００年に３回程度，同海溝

寄りのうち特定の２００ｋｍの領域（以下「特定の海域」という。）の平均発生

頻度は５３０年に１回程度であり，その根拠としては，三陸沖北部から房総

沖の海溝寄りにかけて顕著な津波被害を伴ったＭ８クラスの地震の発生は，

江戸時代以降には，１６１１年，１６７７年，１８９６年の３回（延宝房総沖5 

地震の震源がやや陸寄りという考え方もあるが，２件の引用文献から津波地震であるこ

とは明らかなので評価対象に含める。）と判断し，また，特定の海域の発生頻度

は明治三陸地震の断層長（約２００ｋｍ）と三陸沖北部から房総沖の海溝寄り

の長さ（約８００ｋｍ）の比を考慮して求めた（以上，甲Ａ２４の２・３，１０，

１６頁）。 10 

(ｴ) これを前提とする次の地震について，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの

プレート間大地震（津波地震）について，Ｍ８クラスのプレート間大地震は，

過去４００年間に３回発生していることから，この領域全体では約１３３年

に１回の割合でこのような大地震が発生すると推定される。ポアソン過程（ポ

アソン過程を用いた場合，地震発生の確率はいつの時点でも同じ値となり，本来時間と15 

ともに変化する確率の「平均的なもの」になっていることに注意する必要がある。）に

より，将来の地震発生確率等について，今後１０年以内の三陸沖北部から房

総沖の海溝寄り全体での発生確率７％程度（特定の海域では２％程度），今後２

０年以内の同全体での発生確率１０％程度（特定の海域では４％程度），今後３

０年以内の同全体での発生確率２０％程度（特定の海域では６％程度），今後４20 

０年以内の同全体での発生確率３０％程度（特定の海域では７％程度），今後５

０年以内の同全体での発生確率３０％程度（特定の海域では９％程度）となる。

次の地震の規模は，Ｍｔ８．２前後（なお，長期評価においては，推定のばらつき

を示すために「程度」及び「前後」の用語を使用しているが，「程度」は「前後」より

ばらつきが大きい場合に使用される。）と推定される（以上，甲Ａ２４の２・５，６，25 

１４，１５頁）。 
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カ 地震の発生位置及び震源域の形態に関する長期評価の説明 

  地震の発生位置及び震源域の評価作業に当たっては，過去の震源モデルを

参照し，微小地震等に基づくプレート境界面の推定に関する調査研究成果及

び当該地域の速度構造についての調査研究成果を参照して，三陸沖北部から

房総沖にかけての領域について推定した。 5 

各領域の区域分けについては，微小地震の震央分布を参照し，過去の大地

震の震央，波源域，震源モデルの分布，バックスリップモデルの研究成果を

考慮して，上記エ(ｱ)のように行った。 

三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）について，

過去に知られている慶長三陸地震及び明治三陸地震は，津波数値計算等から10 

得られた震源モデルにより海溝軸付近に位置することが判明している。これ

らからおよその断層の長さは約２００ｋｍ，幅は約５０ｋｍとし，南北に伸

びる海溝に沿って位置すると考えた。しかし，過去の同様の地震の発生例は

少なく，このタイプの地震が特定の三陸沖にのみ発生する固有地震であると

は断定できない。 15 

  そこで，同じ構造を持つプレート境界の海溝付近に，同様に発生する可能

性があるとし，場所は特定できないとした（以上，甲Ａ２４の２・１８，１９頁）。 

キ 地震活動に関する長期評価の説明 

(ｱ) 過去の地震のうち，三陸北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津

波地震）について，この領域で，Ｍ８クラスの津波地震は，１７世紀以降，三20 

陸沖で慶長三陸地震及び明治三陸地震の２例と房総沖における延宝房総沖地

震の１例が知られているのみである。 

  慶長三陸地震が津波地震とされる根拠は，「三陸地方で強震。震害は軽く，

津波による被害が大きかった。伊達政宗領内では死１，７８３人。南部・津

軽で人馬死３，０００余という。宮城県岩沼，刈田郡にも津波が押し寄せ，25 

岩沼辺では家屋残らず流出した。宮古でも一軒残らず波にとられる。津波の
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波源は昭和８年の三陸地震の波源とほぼ一致する。Ｍ≒８．１」とする文献

があり，地震調査委員会の見解もほぼ同趣旨である。また，他の文献によっ

ても，「山田・大槌でｅ（震度２～３），無感の所もあり，地震動は非常に

小さい」とか，「津波の高さは，岩手県田老や小谷鳥で１５～２０ｍに達し

ている」とか，「資料の検討から地震動を感じてから津波の到来までの時間5 

は４～６時間程度と推定され，大きな地震動をもたらした地震と津波をもた

らした地震と別の地震としている。したがって，１６１１年の地震は津波地

震と考えられる。」とか指摘されている。なお，津波の高さの推定値は「田

老２１」ｍとされ，マグニチュード（Ｍ）は，７～８．１程度と推定され，Ｍ

ｔ８．４とする文献もある。 10 

  延宝房総沖地震が津波地震とされる根拠は，「磐城・常陸・安房・上総・

下総。磐城から房総にかけて津波襲来。小名浜・中作・薄磯・四倉・江名・

豊間などで家流倒約５５０，死・不明１３０余。水戸領内，房総，奥州岩沼

領でも津波の被害記録あり。」，「八丈島や尾張も津波に襲われたという。

確かな地震記事は房総と江戸に限られる。」，「陸に近いＭ６クラスの地震15 

という説もある。」などの文献があり，地震調査委員会の見解もほぼ同趣旨

である。他の文献でも，「銚子，一宮および江戸で弱い揺れ（ｅ：震度２～

３）があった程度。平藩の原史料には地震のことはまったく書かれていない。

被害記事に『潰家』や『倒家』とあるが，これらは津波によるもの。したが

って，明らかに津波地震である。」，「津波の高さは，外房沿岸で４～８ｍ20 

に達したと考えられ，津波の最も激しかった地域のようである。」とされて

いる。なお，マグニチュード（Ｍ）は，約８．０程度と推定され，Ｍｔ８．０

とする文献もある。 

  明治三陸地震について，「震害はなく，地震後約３５分で津波が三陸沿岸

に来襲した。津波来襲直前に鳴響のあったところが多く，第２波が最大だっ25 

た。波高が最も高かったのは岩手県綾里村（３８．２ｍ）で，被害の大きか
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った山田町では，戸数８００のうち１００戸ばかりが残り死者１０００人を

算した。津波は襟裳岬で高さ約４ｍ，室蘭・函館で溢水があり，父島で波の

高さ約１ｍ。ハワイでは全振幅は２．５～９ｍで多少の被害があった。この

地震は地震の規模に比べて津波が大きく，かつ海水の干退が比較的小さかっ

たのが特徴である。」とする文献があり，地震調査委員会の見解は「逆断層5 

型のプレート間地震。死者２６３６０名。津波の高さは岩手県三陸町綾里で

３８．２ｍ」，地震動は「最大でも震度４程度であったとされているが，津

波の高さは非常に高く，通常の地震より断層がゆっくりとずれる津波地震で

あったと考えられている。」とされる。また，「津波の波源域を断層モデル

から推定すると，日本海溝沿いに長さ２００～２２０ｋｍ，幅５０～７０ｋ10 

ｍとなる。検潮記録による津波の最大全振幅は鮎川２１５ｃｍ，花咲９４ｃ

ｍ，銚子７６ｃｍである。」とする文献もある。なお，マグニチュード（Ｍ）

は，約６．８と推定され，Ｍｔ８．２とする文献もある（以上，甲Ａ２４の２・

２０，２１，２９，３０頁）。 

(ｲ) 地殻変動の現状について，三陸沖北部から房総沖にかけては，東側から，15 

太平洋プレートが陸側のプレートの下に沈み込んでおり，房総沖付近につい

ては，南側から，フィリピン海プレートが陸側のプレートの下に沈み込んで

いる場所である。これらのプレート運動に伴う陸上における地殻変動の様子

を最近の国土地理院によるＧＰＳ観測結果で示すと，東北地方から房総半島

付近では西向きへの移動が卓越し，最近５年間程度は引き続き太平洋プレー20 

トの移動に伴う動きを示していることが分かる（甲Ａ２４の２・２２，２３頁）。 

(ｳ) プレート運動との整合性に関しては，日本海溝付近の平均的なカップリン

グ率は２０％から３０％とされている。比較的研究がされている三陸沖北部

から宮城県沖の領域のうち，①三陸沖北部について，その高いカップリング

率の値がこの地域で繰り返し大地震が発生していることと矛盾しないこと，25 

②三陸沖中部について，そのカップリング率の低いことは同中部で大地震が
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発生していないことと整合すること，③三陸沖南部海溝寄りにおいて，１８

９７年のＭ７．７の地震による平均的なずれの量（推定約５．６ｍ）が，年間

８ｃｍというプレートの相対運動速度と前回の１７９３年の地震から１０４

年程度経過していることから期待されるずれの累積値（８．３ｍ）と比較する

と，有意に小さく，このことは，この地域のカップリング率が１００％より5 

小さいことを考慮するとプレートの相対運動と矛盾しないことが指摘される。 

  なお，日本海溝沿いで今までに知られている規模以上の巨大地震が発生し

た可能性があることを指摘する他の文献もあるが，このような地震について

は，三陸沖から房総沖において過去に実際に発生していたかどうかを含め未

解明の部分が多いため，長期評価では評価対象としなかった（以上，甲Ａ２４10 

の２・２３頁）。 

ク 長期評価の公表の直後における被告ら関係者の対応等 

(ｱ) 平成１４年８月，保安院の担当者は，被告東電に対し，①長期評価の公表

を踏まえた原発の安全性と②津波評価技術が福島沖及び茨城沖における津波

地震を想定していない理由を尋ねた。被告東電の担当者は，上記①について，15 

津波評価技術に基づいて原子力発電所の安全性を確認しているために問題が

ない旨回答するとともに，上記②について，谷岡・佐竹論文などを示して，

福島沖及び茨城沖において，有史以来津波地震の発生が確認されておらず，

かつ，三陸沖で発生した津波地震はプレート境界の結合の強さや滑らかさな

どの特殊な条件下で発生したものであると回答した。 20 

  保安院の担当者は，重ねて，長期評価の見解の根拠を確認するよう，被告

東電の担当者に対し求め，同担当者は，同月７日，海溝型分科会の委員であ

り，かつ，津波評価部会の委員でもある佐竹委員に対し，メールでの確認を

した。同日中に，佐竹委員は，メールでの返信により，海溝型分科会におい

て明治三陸地震以外の慶長三陸地震及び延宝房総沖地震を津波地震とみなし25 

（佐竹委員は反対した。），４００年間に３回の津波地震が起きているというデ
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ータから確率を推定したこと，津波地震について海溝寄りの海底下浅部で起

きるという点では谷岡・佐竹論文を採用したが，海溝沿いのどこで起きるか

はわからないとした旨，今後の津波地震の発生を考えた時にいずれが正しい

かはよくわからない旨回答した。そこで，被告東電の担当者は，上記佐竹委

員の回答を踏まえ，保安院の担当者に対して，長期評価の津波地震の見解に5 

ついて異論がある中で，過去に日本海溝沿いで発生した三つの地震を津波地

震として取り扱ったことから出されたものである旨，それ以上に具体的な理

学的根拠があるものではなく，津波地震のデータも不十分で更なる研究・検

討が必要なものである旨，それ故に，被告東電としては決定論の中に取り込

めるような話ではなく，今後，確率論に基づく安全対策の中で取り入れてい10 

く方針である旨伝え，保安院の担当者は被告東電の方針を了承した（以上，甲

Ａ５１９・２，３，５～１０頁，丙Ｂ６７・４～１２頁，丙Ｂ１１４の１・１９，２０

頁，丙Ｂ１１４の３・３，４頁，丙Ｂ１１５の１・１４４，１４５頁）。 

(ｲ) 平成１４年８月８日，大竹政和東北大学教授（当時，また日本地震学会会長で

もあった。以下「大竹教授」という。）は，地震調査委員会に対し，書簡で，長期15 

評価について，①慶長三陸地震を津波地震とした根拠，②三陸沖南部海溝寄

りに関して，長期評価に用いた２個の地震には，連動型と単独型が混在して

おり，これにＢＰＴモデルを適用し固有地震的な評価を行うことの当否，③

将来の地震の発生確率を「％」で示すことにより，以前（平成１２年）に公表

した「宮城県沖地震の長期評価」と比較して，今回の評価の信頼度が高いと20 

の誤解を生じさせることの適否等を尋ねた。 

  これを受けて，同月２１日，上記委員会の津村委員長（当時）は，書簡で，

上記①について引用文献を示して，地震動を感じてから津波の到来までの時

間が相当長かったことから津波地震と判断されること，上記②について，単

独型と連動型を合わせて対数正規分布を用いた平成１２年の宮城県沖の領域25 

に対する評価と同様のものであり，宮城県沖の評価との整合性からＢＰＴモ
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デルを適用したこと，上記③について，地震調査委員会として「長期的な地

震発生確率の評価手法について」を公表し，その中で妥当な統計モデルとし

てＢＰＴ分布等を当面採用することとしたことによるものであること，長期

評価の結果に含まれる不確実性について地震調査委員会としてもその問題点

を認識しており，今後その取扱いや表現方法について検討する予定であるこ5 

とを回答した。 

  その後の同月２６日，大竹教授は，上記の回答を受けて，津村委員長に対

し，上記①に関して，１６１１年１２月２日の慶長三陸地震について午前の

地震と午後の津波地震とを別個のものとする説明がなく，誤解を与えること，

上記②に関して，ＢＰＴモデルの採用の可否ではなく，１７９３年の地震と10 

１８９７年の地震を固有地震の繰り返しとして取り扱うことの適否，その根

拠等を確認したいこと，上記③に関して，今後の検討を注視したいが，「わ

からないところは，わからないとして残すべきではないか。」という考え方

を採用することの是非等を尋ねたのに対し，同年９月２日，津村委員長は，

上記①について，誤解を与える可能性があることを認め，一部修正し，強震15 

動をもたらした地震と津波をもたらした地震とは別の地震と考えられること

を明示すること，上記②について，固有地震の定義の問題であるが，長期評

価における固有地震の定義は個々の領域内において繰り返し発生する最大規

模の地震としており，一般的な固有地震の定義との違いを説明していること，

１７９３年の地震と１８９３年の地震はいずれも「三陸沖南部海溝寄り」の20 

領域を破壊した最大規模の地震であると判断し，今回の評価では固有地震と

して取り扱ったこと，上記③について，不確実性の取扱いについて長期評価

部会等での議論を始めたところであり，「わからないところは，わからない

として残す」ことも選択肢の一つとして議論していきたいと回答した（以上，

丙Ａ２３６・添付資料１～４）。 25 

ケ 長期評価の信頼度 
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  地震調査委員会は，長期評価において用いられたデータの質及び量におい

て一様でなく，そのためにそれぞれの評価結果についても精粗があり，その

信頼性に差があるとして，平成１５年３月２４日付け「プレートの沈み込み

に伴う大地震に関する長期評価の信頼度について」を公表した（丙Ａ２５・１

頁）。 5 

(ｱ) 評価の信頼度について，Ａ（信頼度が高い。），Ｂ（中程度），Ｃ（やや低い。），

Ｄ（低い。）の４段階とされている（丙Ａ２５・１頁）。 

(ｲ) 発生領域の評価の信頼度については，Ａは，過去の地震から領域全体を想

定震源域とほぼ特定でき，ほぼ同じ震源域で大地震が繰り返し発生しており，

発生領域の信頼性が高い。Ｂは，過去の地震から領域全体を想定震源域とほ10 

ぼ特定できる。ほぼ同じ震源域での大地震の繰り返しを想定でき，発生領域

の信頼性は中程度である。又は，想定地震と同様な地震が領域内のどこかで

発生すると考えられる。想定震源域を特定できないため，発生領域の信頼性

は中程度である。Ｃは，発生領域内における大地震は知られていないが，ほ

ぼ領域全体若しくはそれに近い大きさの領域を想定震源域と推定できる（い15 

わゆる海溝型地震など，プレート境界で発生する大地震は，その震源域がほとんど重な

らず，大地震が起こっていない領域を埋めるように次々と起こってゆく傾向が見られる。

このように大地震の発生する可能性がある領域において，隣接する領域で大地震が発生

しているにもかかわらず，まだ大地震が発生していない領域を地震空白域と呼ぶ。）。

過去に大地震が知られていないため，発生領域の信頼性はやや低い。または，20 

想定地震と同様な地震が領域内のどこかで発生すると考えられる。想定震源

域を特定できず，過去の地震データが不十分であるため発生領域の信頼性は

やや低い。Ｄは，発生領域内における大地震は知られていないが，領域内の

どこかで発生すると考えられる。ただし，地震学的知見が不十分なため発生

領域の信頼性は低い。 25 

  その評価の信頼度のランク分けにおける分類条件の詳細としては，想定地
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震と同様な地震が発生すると考えられる地域を一つの領域とした場合（Ａの

場合はない。），Ｂは想定地震と同様な地震が領域内で４回以上発生しており，

今後も領域内のどこかで発生すると考えられる。発生場所を特定できないた

め，発生領域の信頼性は中程度である。Ｃは，想定地震と同様な地震が１～

３回しか発生していないが，今後も領域内のどこかで発生すると考えられる。5 

発生場所を特定できず，地震データも少ないため，発生領域の信頼性はやや

低い。Ｄは，領域内で発生した大地震は知られていないが，大地震発生のポ

テンシャルはあると考えられる。地震学的知見が不十分で震源域を特定でき

ず，発生領域の信頼性は低い（以上，丙Ａ２５・１～３頁）。 

(ｳ) 規模の評価の信頼度について，Ａは，想定地震と同様な過去の地震の規模10 

から想定規模を推定した。過去の地震データが比較的多くあり，規模の信頼

性は高い。 

その評価の信頼度のランク分けにおける分類条件として，Ａは，想定地震

と同様な地震が３回以上発生しており，過去の地震から想定規模を推定でき

る。地震データの数が比較的多く，規模の信頼性は高い（以上，丙Ａ２５・２，15 

５頁）。 

(ｴ) 発生確率の評価の信頼度について，Ａは，想定地震と同様な過去の地震デ

ータが比較的多く，発生確率を求めるのに十分な程度あり，発生確率の値の

信頼性は高い。Ｂは，想定地震と同様な過去の地震データが多くはないが，

発生確率を求め得る程度にあり，発生確率の値の信頼性は中程度である。Ｃ20 

は，想定地震と同様な過去の地震データが少なく，必要に応じ地震学的知見

を用いて発生確率を求めたため，発生確率の値の信頼性はやや低い。今後の

新しい知見により値が大きく変わり得る。Ｄは，想定地震と同様な過去の地

震データがほとんどなく，地震学的知見等から発生確率の値を推定したため，

発生確率の値の信頼性は低い。今後の新しい知見により値が大きく変わり得25 

る。 
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  その評価の信頼度のランク分けにおける分類条件として，想定地震と同様

な地震が発生すると考えられる地域を一つの領域とした場合，ポアソン過程

を適用し，Ａは，想定地震と同様な地震が領域内で１０回以上発生しており，

地震回数をもとに地震の発生率から発生確率を求めた。発生確率の値の信頼

性は高い。Ｂは，想定地震と同様な地震が領域内で５～９回発生しており，5 

地震回数をもとに地震の発生率から発生確率を求めた。発生確率の値の信頼

性は中程度である。Ｃは，想定地震と同様な地震は領域内で２～４回と少な

いが，地震回数をもとに地震の発生率から発生確率を求めた。発生確率の値

の信頼性はやや低い。Ｄは，想定地震と同様な地震は１回以下で，地震回数

又は地震学的知見をもとに地震の発生率から発生確率を求めた。発生確率の10 

値の信頼性は低い（以上，丙Ａ２５・２，６頁）。 

(ｵ) 以上を前提に，三陸北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波

地震）については，①発生領域の評価の信頼度はＣであり，②規模の評価の信

頼度はＡであり，③発生確率の評価の信頼度はＣ（地震数３回，ポアソン）であ

るとされた（丙Ａ２５・８頁）。 15 

コ その後の長期評価に関する保安院等の対応方針等 

  平成１５年９月８日に原子力安全委員会事務局が保安院との打合せを行っ

た際に，推進本部による活断層評価に対する対応方針については，以下のと

おりとされていた（甲Ａ３６・３９頁）。 

(ｱ) 推進本部による活断層評価は，地域防災の観点から行われており，特定の20 

活断層評価の妥当性を評価したものではない。しかしながら，推進本部が評

価対象とする活断層には，既に設置されている原子力施設の耐震安全性に関

係するものが含まれることから，その評価に対する原子力施設設置者として

の扱いを検討する必要がある。 

(ｲ) 耐震設計に関する新見解に対する電力会社の対応方針については，平成９25 

年に電事連にて取りまとめられ，通産省にも報告されており，現時点で，こ
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の電力対応方針を改める理由はなく，今後も踏襲されるべきものと考えてい

る。 

  電力対応方針は，以下のとおりである。①「新見解」のうち，原子力施設

の耐震安全性の観点から採用することが適切なものを「確認された知見」と

位置付ける。ただし，「確認された知見」は，原子力安全委員会での議論を5 

経るなどの確認行為が必要となる。②「確認された知見」に対しては，これ

に基づき既設プラントの安全評価を行う。③「確認された知見」として確定

しない段階は，「新見解」に対して電力会社自らが技術的検討を行い，対応

を判断する。 

(ｳ) また，推進本部の評価に対して，原子力施設の設置時の活断層評価の妥当10 

性が否定されるものではないが，その検討が有識者によって行われており，

その公表内容に基づく評価を必要とするとのポジションをとることも考えら

れる。 

  しかしながら，このポジションは，推進本部の評価が「新知見」であるか，

「確認された知見」であるかが不明確であり，実施する安全評価の位置付け15 

も不明確となるため，今後，推進本部が評価を公表する都度，「確認された

知見」であることの確認がされないまま安全評価の実施が必要となる上，安

全評価を実施しなければ明確に既設プラントの安全性を示すことができない

ものとみなされる（今後の推進本部の評価結果次第で設備評価及び改造まで必要とな

る可能性もある。）などの弊害が発生する。 20 

  そこで，推進本部の評価が公表される都度，「新知見」であるか，又は「確

認された知見」であるかを明確にする必要がある。しかしながら，過去の電

力対応方針のとおりに推進本部の評価内容を「確認された知見」とするか否

かを原子力安全委員会等で議論することは，今のところその要求もなく，現

実的でもないことから，評価内容について電力会社自らが技術的検討を行い，25 

経産省（ＭＥＴＩ）の審査課と協議を行い判断するのが適当と考える。検討の
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結果，対応が不要と判断された場合，安全評価不要（規制側としての確認も不要）

とのポジションを確認する必要がある。 

  推進本部の評価の趣旨から，原子力施設の活断層評価との関連付けは不要

とする考え方もあるが，原子力施設の耐震安全性の観点から知見として採用

するべきか否かの判断は，個別の評価内容を基に行われるべきであり，都度5 

検討するとの方針が適当と考える。 

(3) 中央防災会議における検討状況等 

ア 「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会」の発足等 

  平成１５年５月の宮城県沖を震源とする地震，同年７月の宮城県北部を震

源とする地震，同年９月の十勝沖地震の発生を踏まえ，東北・北海道地方に10 

おける地震防災対策強化の必要性が認識され，中央防災会議（災害対策基本法

１１条１項に基づき，内閣府に設置された機関）において，当該地域で発生する大

規模海溝型地震対策を検討するため，１４人の専門家からなる「日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会」（以下「日本海溝等専門調査会」と

いう。）が平成１５年１０月に設置され，また，平成１６年４月の「日本海溝・15 

千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が

成立し，日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に著しい被害が

生じるおそれがある地域を，日本海溝・千島海溝周辺海溝型防災対策推進地

域として指定し，国・地方公共団体・民間事業者等が，各種防災計画を策定

し，地震・津波被害の防止・軽減のための防災対策を推進していくこととな20 

った（丙Ａ２６の１・４頁）。 

イ 平成１６年２月１９日の日本海溝等専門調査会の検討状況 

(ｱ) 最初に，座長から，日本海溝・千島海溝の周辺で発生する地震に関する前

回の議論を踏まえ，今後，地震の揺れや津波の高さについての検討対象とす

べき地震と強震動・津波等の推計手法について議論をしてほしいとの話があ25 

り，事務局から，資料を示して，検討対象地域に関する説明がされた（甲Ａ１
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１８・１，２頁）。 

(ｲ) 千島海溝，日本海溝沿いの地震と言っても，東海，東南海，南海などと異

なり，領域により非常にバラエティに富んだ地震が発生しているため，防災

の対象としてどのくらいの地震，どういった素性の地震まで検討対象とすべ

きかについて，事務局の議論が紹介された。その中で，対象の候補となる地5 

震として，①繰り返しが確認されている固有地震的な地震，近い将来その場

所でほぼ同じような規模で起こる蓋然性が非常に高い地震，②繰り返しは確

認されていないが，少なくとも歴史的にここで大きな地震が起きて被害が発

生したことが確認されている地震，③繰り返しが確認されていない地震であ

るが，起こるかもしれない，現在われわれが得ている知見では発生が確認さ10 

れていないが，科学的に完全にそこで絶対そういう地震が起きないとは言い

切れない地震の三つがあること，③の地震は，①及び②の地震と比較してそ

こで起きる蓋然性が非常に低いため，検討の対象から当面外し，今後の調査

検討による知見の進展を待って必要に応じて検討の対象に含めることが示さ

れた（甲Ａ１１８・３，４頁）。 15 

(ｳ) 次いで，「検討対象となる地震について」という資料に基づき，以下の説明

がされた。 

ａ まず,地域ごとの説明がされ，①千島海溝沿いでは，Ｍ８クラスの地震が

大体繰り返しほぼ決まった領域で発生し，その間隔も比較的短く，地震に

よる強震動及び大きな津波が発生していること，領域を超えた連動の可能20 

性，例えば，津波堆積物の解析から十勝沖から根室沖にかけての二つの領

域をまたぐ巨大地震が５００年間隔で発生している可能性が指摘されてい

ること，②日本海溝沿いでは，海溝に近いプレートで沈み込んですぐのと

ころと，より陸域のところで二つの領域に分けて各々特徴を有すること，

海域の方の地震は地震動がそれほどでもないが，津波の発生が極めて甚大25 

であり，より陸域の近いものについて津波はそうでもないが，地震動が非
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常に強いという特徴があること，③各々の領域別の分析として，陸域から

遠い領域について，三陸沖ではＭ８クラスの地震が発生し，房総沖でもＭ

８クラスであったと考えられている地震があるが，その中間領域である福

島県沖から茨城県沖にかけての海溝に近い領域では巨大な地震の発生は歴

史上知られていないこと，④陸域の近くになると，宮城県沖では，Ｍ７．5 

５程度のプレート間地震が繰り返し発生し，１７９３年に海溝寄りの領域

と連動したＭ８クラスのプレート間地震と考えるのが妥当な地震が発生し

ていること，福島県沖では特異な例として昭和１３年にＭ７クラスの地震

が連発するという活動が知られ，Ｍ７．５程度のプレート間地震の後にＭ

７程度のプレート内の正断層地震が幾つか起きていることが説明された。 10 

  これまで触れられていなかった中に貞観地震があり，詳細は明らかでは

ないが，地震の被害が顕著で，津波による被害も非常に激甚であったと説

明されている。 

  また，各領域の場としての特徴として，福島県沖から茨城県沖にかけて

の海溝軸に非常に近い領域，すなわち歴史上もあまり巨大地震の発生が知15 

られていない領域にはサイスミシティも低いという特徴がみられるとの指

摘がある（以上，甲Ａ１１８・４～７頁）。 

ｂ 各々ＧＰＳや測地測量などによる地殻活動，地殻変動のデータの解析か

ら得られたプレート間のカップリングの強弱を解析すると，三陸沖，昭和

４３年の十勝沖，昭和５３年の宮城県沖に対応する部分について，カップ20 

リングが強い，すなわち固着の度合いが強いと考えられる領域について，

非常にいい対応が示されていること，また，地震の波動を用いた解析とし

て，アスペリティの位置が時間的に普遍であって，そこが繰り返し破壊さ

れ，地震の最大規模が何個かのアスペリティの連動によって規定されると

いう地震動をとらえる上での新たな知見があることが示され，これらのア25 

スペリティ分布と上記地殻変動で得られたプレート間のカップリングの強
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い領域がいい対応を示していること，最近，「繰り返し地震」と呼ばれる，

ほぼ同一場所・同一規模で時間的に等間隔で発生している地震が数多く発

見されており，その分布を見ると，これらの地震は，比較的独立した，他

からの干渉を受けない小規模なアスペリティの繰り返し破壊であると考え

られること，このような繰り返し地震が発見されている領域によってある5 

程度大地震が起きる領域であるかどうかという識別が可能であるとの知見

が得られつつあることなどが指摘された。 

  また，一つの考え方として，プレートの曲がりが非常に大きいところで

は陸側のプレートとのカップリングが弱くなって，通常のサイスミシティ

が低くなり，巨大地震も起きにくいという解釈があるということが紹介さ10 

れた。 

  津波地震について，慶長三陸地震，延宝房総沖地震が津波地震であった

可能性があるとの指摘がされていること，日本海溝について，主に津波の

被害を伴ったものが割と海溝寄りの地震であるが，福島県沖から茨城県沖

にかけて被害を伴う津波を発生させるような地震は知られていないことな15 

どが説明された（以上，甲Ａ１１８・８～１０頁）。 

ｃ 以上の整理を踏まえ，対象とする地震の考え方として，将来，地震の発

生のおそれがある領域を地震の震源域として対象とする，すなわち，繰り

返しが確認されている固有地震的に扱ってよいものに加えて，繰り返しは

必ずしもはっきりしないが，実際にそこで発生し，発生させるポテンシャ20 

ルがある領域であることが判明している場合にはそれも検討対象とする

が，大地震発生の過去の事例がなく，近い将来，地震の発生のおそれがあ

るとは肯定できないが，可能性を否定もできないものについては，今後の

調査研究の成果を踏まえて，必要な時点で適宜追加及び見直しをするとい

う考え方が提案された。 25 

  その上で，日本海溝について，陸域近くと海溝軸付近という形に二つに
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分けて，三陸沖北部では参照すべき地震がかなりあるため，それを踏まえ

て強震動と津波を考えること，三陸沖中部は陸域では被害になるような地

震を想定する必要はなく，沖合には昭和三陸地震や明治三陸地震などの津

波の被害を発生させた地震があるので，これらを対象とすべきこと，福島

県沖については，昭和１３年の事例が知られており，プレート内，プレー5 

ト間の各々について強震動の対象とすることなどが示された（以上，甲Ａ１

１８・１１，１２頁）。 

 (ｴ) 上記(ｳ)の報告を受けて，審議が行われた。 

ａ 中央防災会議においては過去に起きた地震を対象に検討したいというの

が基本的な方針であり，それはそれでよいが，他方，推進本部が，まれに10 

起こる地震，例えば昭和三陸地震といった正断層地震や明治三陸地震のよ

うな特異な津波地震について，非常にまれなケースで繰り返し起こること

は全く保証されていないものの，それらに似たタイプの地震が別の場所で

起こるのではないかということを考慮しており，過去の事例に重点を置く

ことによって過去に経験のない福島県，茨城県沖で巨大津波が起こるとい15 

う事態を一切切ってしまってよいかという指摘があった。これに対し，事

務局から，まれに起こる可能性のある地震と繰り返しが確認されている地

震とを同じ防災対策として取り込むのはいかがなものかと考え，一定の線

引きをしたという趣旨の回答があった。 

  これに追加して，防災対策を立てる際の重点付けについて，どのように20 

考えるべきかという質問があり，科学的な知見を基礎に議論されるべきで

あるが，政治の世界つまり人間生活や財産といったものについての影響を

考えると，およそ起こりそうにもないということであれば，それは重点の

置き方として近々に大きなものが起こる方を優先するとは思うが，その整

理ができるところまで議論が深められているのかといった発言があった。 25 

  また，あらゆる地震を想定し，実際には起きないかもしれないが，この
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ぐらいを覚悟すべきとして予防対策用のシナリオを考えるに際して，過去

に起きたものだけを考えて作るとすると，まれであるが起こる可能性があ

るものを排除することになること，多くの研究者は明治三陸地震が繰り返

すとは思っていないし，昭和三陸地震が繰り返すとも思っていないが，そ

の程度のことは隣の領域で起こるかもしれないということは考えており，5 

それが予防対策から排除されることについて覚悟しなければならないとの

意見もあった（以上，甲Ａ１１８・２１～２４頁）。 

ｂ 続けて，まれに起こる現象というのはわかっていないだけで，繰り返し

間隔が長いので見ていないだけと考えるのが科学的には合理的であるこ

と，便宜的に我々が知っている地震に基づき被害想定をする考え方に反対10 

しないが，その場合，国民に対してそのようにしたことを強調する必要が

あるという趣旨の発言があった。 

また，地質学的資料からの検証にも配慮された形となっているが，歴史

時代に起こった地震をある地域だけの代表と見るのではなく，もう少し広

いプレートテクトニックな枠組みで見た場合の領域の共通性も踏まえて15 

より広い範囲で評価すべき場合もあるのではないか，それを同じように切

ってしまうのは少し問題ではないかという趣旨の発言があった（以上，甲Ａ

１１８・２４～２６頁）。  

ｃ 地震学や地質学の立場から，日本の北の方の歴史的な地震が記録上どの

程度わかっているのかとの質問があり，東北地方ではおよそ４００年程度20 

との回答があったのに対し，この程度の期間で議論してよいのかという感

じがあるとの意見があった。 

  また，貞観地震等に関して，その規模とメカニズムは分からないが，被

害が大きかった事実はあり，最近，堆積学的な根拠が出つつあり，福島県

沖に非常に大きな影響を与えることもあり，切り捨てないでほしいといっ25 

た意見もあった。 
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  事務局からの資料に関して，実際に過去に起こった地震をベースに考え

ていきたいため，福島県沖，茨城県沖の巨大津波を起こすような地震につ

いてどう考えるかといったところは今回対象にしない形としたが，その理

由をもう少し整理すべきとの意見があり，これに対し，事務局は，時間を

いただき整理したいと回答した。 5 

また，非常にまれな地震で，ある領域で繰り返すことがないと思われる

ものを対象とするのではなく，それと同じような地域が隣にあり，むしろ

そちらで次に起こると思っているのであるから，先手必勝でそちらを対象

とすべきではないかといった意見があった。これに対し，防災対策として，

人，時間，金を投資する以上，過去に起こったことをベースにする方が一10 

般的合意を得られやすいという事実があり，まだ起こっていないが隣の方

が起こりやすいということについて，一般の人が納得できる理屈や根拠を

教えてほしいとの意見が出された。それに続き，昭和三陸地震はプレート

が曲がって折れたことにより発生したものであるから，その隣の領域のプ

レートが折れていなければいつか折れるという考え方が普通であり，正断15 

層は昭和三陸地震よりもむしろ南を考える方が将来の予防の点で意味が

あるし，津波地震も同様であるとの意見があった。また，既に水掛け論に

なっているので，先手必勝のためには津波調査の抜けている福島県沖とか

の特定の場所を調査するなど，必要な調査研究を積極的に推進することが

重要であるとの意見もあった（以上，甲Ａ１１８・２６，２７，２９～３１頁）。 20 

ｄ 防災対策を立てる際の基本的考え方として，これまで，東海・東南海，

首都直下になり，今日本海溝・千島海溝ということで検討しているが，全

体を通してどう考えるのかという質問について，事務局から，防災の基本

としては，財政的な面や人口の高齢化などを踏まえ，そういった中での地

震の活動期に備えて，効果的に人や金の配分を考えるということになるこ25 

と，今回の提示は，有効的・効率的なものとするために過去の地震に相当
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のウエイトを置く方がよいのではないかということであるが，そうではな

いとの見方も示されたので，上記基本を踏まえて，どう考えていくのかを

時間をかけて検討したいという趣旨の回答があった（甲Ａ１１８・３１，３２

頁）。 

ウ 北海道ＷＧ報告書 5 

(ｱ) 北海道ＷＧ（委員は，座長笠原教授，佐竹委員，谷岡勇市郎北海道大学助教授（当

時，谷岡・佐竹論文の共著者，以下「谷岡准教授」という。），今村委員などである。）

は，日本海溝等専門調査会の付託を受け，北海道周辺で発生する海溝型地震

について防災対策の検討対象とすべき地震の判定に必要な事項として，繰り

返し発生が知られている千島海溝・日本海溝のプレート間地震の規模・震源10 

域などのほか，明治三陸地震，昭和三陸地震等による津波についての検討を

行ってきており，これらの知見に基づき，日本海溝周辺の地震による津波な

どについて，防災対策の観点から今後検討すべきと考えられる地震像（断層モ

デル，強震動，津波高さ）を，プレート間地震及びプレート内地震別に，領域ご

とに整理し，平成１７年６月２２日，上記報告書を取りまとめた（甲Ａ３４１・15 

１頁）。 

(ｲ) 津波の検討として，領域ごとに過去の発生事例を整理し，繰り返しの可能

性を検討するとともに，津波を発生させる断層領域の推定を行った。津波を

発生させる断層領域は，強震動を発生させる断層領域を基本とし，プレート

間地震では海溝軸付近まで広げた領域について検討した。津波を発生させる20 

断層モデルの推計に当たり，インバージョン手法を主体として計算した。 

  このうち，特に大きな津波をもたらしたプレート間地震としては次のとお

りである。 

  明治三陸地震（津波概要として，Ｍ８．５，Ｍｗ８．４～８．５，Ｍｔ８．２，津

波高さは綾里白浜２１．９ｍ，越喜来吉浜２４．４ｍ，田野畑羅賀２２．９ｍ，三陸海25 

岸（青森～岩手）３～１０ｍ以上，（宮城）２～５ｍ以上，石巻０．６～１．８ｍ）に
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ついて，推定した断層モデルは海溝軸付近での変異が大きい断層で，Ｍｗ８．

６とした。 

  慶長三陸地震（史料から推測される津波高さは，山田小鳥谷２２．５ｍ，田老２１

ｍ，浦河２．５ｍ。宮古・津軽石７．５ｍ，船越１１ｍ，岩沼７ｍ，相馬４．５ｍ，そ

の地震像はこれまで解明されていない。）について，津波データが少ないが，陸前5 

高田市以北における津波高さが明治三陸地震のものとほぼ同程度と考えら

れ，断層モデルの北側の領域は明治三陸地震の断層モデルと同じものを用い，

南側の領域は陸側のやや深い領域に一様な断層変位を設定したモデルで津波

計算を行ったところ，おおむね史料からの津波高さを説明できるものとなっ

ている。陸前高田市より南側の津波データが少なく，全体像としての断層モ10 

デルを確定できなかった。 

  延宝房総沖地震（史料から推測される津波高さは，塩釜４ｍ，岩沼４ｍ，小名浜４

ｍ，銚子から九十九里４～７ｍ，安房勝浦（新官）８ｍ。八丈島８～１０ｍ，その地震

像はこれまで解明されていない。また，この地震の繰り返しは確認できていない。）に

ついて，史料の調査の結果，松島湾塩釜及び安房勝浦のものについて信ぴょ15 

う性に問題があり，これを除き検討することとし，津波データが少ないこと

から，幾つかの断層モデルを想定して津波の試算を行ったが，確定的なもの

は得られなかった。しかし，福島県沖・茨城県沖の海溝側及び房総沖に断層

変位を持つ断層モデルは，茨城県から千葉県の津波の高さをおおむね説明で

きるものとなっている。 20 

  貞観地震（大きな津波が仙台平野を襲い，１０００名が溺死したとの史料があるが，

それ以外の史料はほとんどなく，地震像は解明されていない。）について，史料がな

いため，断層モデルの検討は行わなかった（以上，甲Ａ３４１・３，８～１０頁）。 

(ｳ) 防災対策の検討対象とする地震について，三陸沖北部，宮城県沖等におい

て繰り返し発生が確認されており，影響も大きいことから，これらの領域の25 

プレート間地震については防災対策の検討対象とすべきであるが，福島県沖・
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茨城県沖の領域については繰り返しが確認されておらず，影響も小さいこと

から，防災対策の検討対象から除外してよいと考える。 

また，特に大きな津波をもたらしたプレート間地震の留意点として，明治

三陸地震と同タイプの地震は確認されていないものの，慶長三陸地震は明治

三陸地震と同様の海溝軸付近の領域を破壊した可能性が高いことが分かり，5 

このことから，繰り返し周期について不明であるが，この領域は同様の地震

が繰り返して発生するものとして取り扱うことが適切と考える。発生した場

合の被害が甚大であることも踏まえ，防災対策の検討対象とすべきである。 

  慶長三陸地震は，その全体を説明する断層モデルを得ることができず，防

災対策の検討対象としないが，この地震の北側の領域について，明治三陸地10 

震の断層モデルの津波により防災対策の検討が行われることとなる。ただ，

陸前高田市以南さらに福島県北部沿岸において津波が大きかったという史料

があり，これらの地域の防災対策の検討を行うに当たり，留意する必要があ

る。 

  延宝房総沖地震の繰り返し発生が現時点において確認されておらず，防災15 

対策の検討対象から外してよいと考える。断層モデルについて，史料は少な

いものの，茨城県から千葉県の津波高さの過去史料をおおむね再現できるモ

デルが得られており，過去大きな津波が来たことを考慮し，これらの地域に

おいて防災対策の検討を行うに当たり，この結果を参考とすべきである。 

  貞観地震について断層モデルの検討を行っていないが，この地震により仙20 

台平野で１０００人が溺死したという記録があり，地域における防災対策の

検討を行うに当たり，留意する必要がある。最近の仙台平野を中心としてこ

の津波堆積物に関する調査の事例があり，更なる研究の発展を期待したい（以

上，甲Ａ３４１・１１，１２頁）。 

(ｴ) 特に切迫性が高いと考えられる地震として，上記(ｳ)の地震は指摘されて25 

いないが，今後の調査研究の課題として，資料が十分ではない貞観地震，慶
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長三陸地震及び延宝房総沖地震については，北海道から房総沖の津波堆積物

の調査等により地震像の解明が進展することが強く望まれる（甲Ａ３４１・１

３頁）。 

エ 平成１７年６月２２日の中央防災会議の審議状況等 

(ｱ) 同日付けの「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会」に5 

おける資料の中で，延宝房総沖地震の津波を発生させる断層モデルの推定に

ついて，千葉，茨城についておおむね説明できる形となっているが，福島県

内のデータがなく，小名浜から四倉まで再現できているかどうかが不明であ

ることなどが示された。 

  明治三陸地震と慶長三陸地震とを合わせて，そのデータをみると，従前の10 

説明と同様に明治三陸地震の領域そのものが繰り返すと整理できること，貞

観地震について完全に検討できていないこと，明治三陸地震の津波の再現計

算，慶長三陸地震について，明治三陸地震の断層域を南側のやや深いところ

につけるとおおむね再現できること，明治三陸地震及び慶長三陸地震につい

て，慶長三陸地震を最初にして繰り返していること，延宝房総沖地震につい15 

て，プレート間地震と考えられるが，現時点でその繰返し発生が確認されて

いない地震として区分したこと，Ｍｗについて，明治三陸地震は８．６とし

て求めたことなどが説明された。 

  また，繰り返し性があるかどうかについて，今回の防災対策の対象から外

れたものについても，今後の調査研究に委ねること，その一つに津波堆積物20 

の調査があり，貞観地震，慶長三陸地震，延宝房総沖地震など，資料が十分

ではないきらいがあるので，津波堆積物の調査の進展が望まれることが説明

された（以上，丙Ａ１７６・３，４，６，１０～１４頁）。 

(ｲ) その審議の中で，日本海溝・千島海溝について，完全に繰り返しているが，

様々な地震があり，その間隔は，歴史資料が十分ではないこともあり，東南25 

海などほど周期的ではないこと，その中で一番よくわからないものが明治三
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陸地震の領域であり，慶長三陸地震と同じ領域で繰り返しているとすると，

約３００年であり，今１００年しかたっておらず，後２００年あるのか，１

００年なのか，何年という風にとらえると明治三陸地震は評価が難しいこと，

５００年間隔地震は少なくとも３００年から６００年のばらつきで見ると，

４００年たっているとすると，見方によっては切迫していると見えるといっ5 

たことがあること，検討してきた地震の中で，周期的にはっきりしているも

のは４０年間隔で発生している宮城県沖地震があること，この地震は連動す

るかもしれない心配があるので，津波も含めて連動タイプを計算したことが

指摘された。 

  また，北海道ＷＧ報告書における切迫性が高いことの意味について，長期10 

的な評価としての切迫性だけでなく，社会に対する影響度という問題も含め

て理解したこと，この点，いわゆる千島海溝・日本海溝の基本的なＭ８クラ

スの地震は，１００年以下の繰り返しで起きているから，どの場所もある意

味ではかなり切迫しており，この「特に」と言っている意味の切迫性には，

時間的な問題と影響の問題ということで，何かもう少し説明が必要となるこ15 

とといった指摘があった。 

  続けて，現在の学問の進展として，ゆっくりすべりが分かってきており，

例えば，十勝沖地震の後かなり広域に東西に広がり，西では三陸沖北部があ

って，切迫性が非常に高いこと，Ｍ８を超えると確率は低いというのが長期

評価であるが，小さいＭ７．１か７，６なら非常に確率が高いこと，他方，20 

西側の領域についてゆっくりすべりが非常に気になることが指摘された。 

  その後に，切迫性が高いというだけで二つの例示がされると，誤解を招く

こと，三陸沖北部は切迫性が高くないと言われると，地震学者の中でも異論

のある人が結構いると思われること，もう少し限定的に言うなどする必要が

あることが指摘された。また，この作業の狙いとして，先手必勝型の手が打25 

てるかどうか，多少の批判のリスクはあるとしても，ある程度具体的に書け
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るところは事例を特化してもいいから書き，ほかはわからないと言ってもい

いのではないかという意見もあり，続けて，長期評価においては確率という

ことで公表しているが，中央防災会議においては意識的に確率の数字を出さ

ないで同じようなことを言うことに無理があり，それなら確率の数字を出し

たほうがよいが，意識的に確率という言葉を出さないなら非常に説明が難し5 

いこと，ただ，三陸北部までここで追加して言うかどうかはどのような切り

口で議論をまとめるのかによるとの意見もあった。 

  続けて，確率性から言うと，長期評価は，宮城県沖のように繰り返しの事

例が多くある場合と，そうではなくある手順をとるとある値が出たというも

のと全部一緒になっていること，それが防災に直結することは推進本部自体10 

がおそらく相当ちゅうちょすること，防災行政を行う上で長期評価をどのよ

うにみるかはそれを評価しながら取捨選択し，その中をくみ取りつつ，具体

的な施策を調査の中に組み込んでいくべきであること，今後も観測を続ける

といろいろな事例が出てくるかもしれない地域であるが，長期評価の確率論

は，信ぴょう性のあるものからないものまで全くの玉石混交で，もう少し整15 

理しないと防災にすぐ取り入れるにはいささか問題があると理解しているこ

とといった指摘もあった。 

  その上で，事務局から，切迫性をどう考えるか，遡って地震に対する防災

がどうあるべきかという議論がされ，確率評価をどうとらえるかなど，根源

的な議論だと思うとの応答があった（以上，丙Ａ１７６・３５～４０頁）。 20 

オ 中央防災会議における取りまとめ 

  日本海溝等専門調査会は，平成１８年１月２５日付け「日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」をまとめた。すなわち，これま

での検討を踏まえ，防災対象とすべき地震を選定し，その上で対象地震によ

る揺れの強さや津波の高さを評価し，この評価結果をもとに被害想定を実施25 

し，予防的な地震対策及び緊急的な応急対策などについて検討し，地震対策
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の基本的事項などの検討成果を公表したものである（丙Ａ２６の１・４，５頁）。 

(ｱ) その中では，調査対象領域の分類については，長期評価による分類を基本

としている。 

  プレート間地震のうち，三陸沖の海溝寄りで発生した明治三陸地震はいわ

ゆる津波地震であるが，慶長三陸地震は明治三陸地震の震源域を含んだ領域5 

で発生したものと推定されるから，明治三陸地震の震源域の領域は，このタ

イプの津波地震が繰り返し発生する領域と考えられる。 

  延宝房総沖地震の領域では，震源域を同じくする同タイプの地震の繰り返

しの発生は現時点では確認されていない（以上，丙Ａ２６の１・６，８，９頁，丙

Ａ２６の２・５４頁）。 10 

(ｲ) 津波の推計のうち，津波を発生させる断層領域について，繰り返し地震が

発生している領域では，その領域で発生した主たる津波の高さを重ね合わせ

たものを再現する「津波を発生させる断層モデル」を検討した。繰り返しの

発生が確認されていない地震については，その地震による津波の高さを再現

する「津波を発生させる断層モデル」を検討した。この検討においては，津15 

波の高さ等の資料を用い，インバージョン手法により津波を発生させる断層

モデルを推定した。津波は，強震動を発生させる断層領域（震源域）での急激

な断層の変位のみではなく，それよりもやや緩やかな断層の変位に伴う海底

の地殻変動によっても発生するため，津波を発生させる断層領域は，震源域

よりも広いことがあり，津波の断層モデルを推定するに当たっては，強震動20 

を発生させる断層領域よりもやや外側に拡張した領域を対象とした（丙Ａ２６

の１・１３頁）。 

(ｳ) 大きな地震が繰り返し発生しているものについては近い将来発生する可能

性が高いと考え，防災対策の検討対象とする。三陸沖北部の地震，明治三陸

タイプ地震，宮城県沖等の地震が検討対象となる。他方，福島県沖・茨城県25 

沖のプレート間地震は除外される。なお，延宝房総沖地震は，プレート間地
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震と考えられるが，それ以前の同じタイプの地震の発生は，現時点において

確認されておらず，繰り返し発生が確認されていない地震として区分する。

今後，津波堆積物等の調査の進展を待って取り扱いを検討する（丙Ａ２６の１・

１３，１４頁）。   

(ｴ)貞観地震により仙台平野で１０００人が溺死したという記録があること，5 

慶長三陸地震について，宮城県陸前高田市以南さらに福島県北部沿岸におい

て津波が大きかったという史料があること，延宝房総沖地震により宮城県か

ら千葉県及び八丈島に至る広範囲で津波が大きかったという記録があること

から，これらの各地域において防災対策の検討を行うに当たっては，これら

の地震に留意する必要がある。昭和三陸地震による津波は明治三陸地震に匹10 

敵する規模であり，三陸沿岸の広い地域で３ｍを超える大きな津波があり，

唐桑笹浜（宮城県気仙沼市），綾里白浜（岩手県大船渡市）などでは２０ｍを超え

るものであり，また，三陸南部に歴史資料上最大の津波をもたらしたことに

留意する必要がある。 

  検討に当たり比較の対象とした過去の地震の震度や津波の分布は，当時の15 

史料を基にしたものであり，十分な精度があるとは限らない。また，シミュ

レーションによる想定は，地震発生のメカニズム等を背景にしたものではあ

っても，パラメータ等の取り方でかなり震度や津波の数値が異なる。今後，

各機関が具体的な防災対策を検討するに当たっては，これらに留意し，ここ

での検討結果にはある程度幅があることを念頭に置く必要がある（以上，丙Ａ20 

２６の１・１５，１６頁）。 

(ｵ) 津波浸水に伴う広域的な被害の発生のうち，建物被害について，大きな被

害発生が予測される地震として明治三陸地震が示され，特にスマトラ沖地震

によるインド洋大津波において，津波浸水に伴う船舶，車両，倒壊家屋など

の漂流物により津波の破壊力が増大することが広く認識されており，建物被25 

害の想定に当たって，このような漂流物による被害の増大を加味することと
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した（丙Ａ２６の１・２０頁）。 

(ｶ) 巻末の資料には，検討対象地域の領域区分として，長期評価と同様，三陸

沖北部から房総沖の海溝寄りの領域区分が示され，津波の断層域の模式図に

は，同領域区分に明治三陸タイプ地震や宮城県沖（陸側・海溝側）の地震など

が示され，青森～千葉の海岸での津波高さ（ｍ，ＴＰ基準）の最大値を見ると，5 

明治三陸タイプ地震で福島県沿岸がおおむね５ｍを超えない（一部地域で５ｍ

を超えるが，１０ｍを超えるものはない。）旨記載されていた（丙Ａ２６の２・５４，

６２，６５頁）。 

４ 確率論的安全評価，溢水勉強会，耐震バックチェック（中間報告まで）等 

(1) 平成１５年～平成１６年頃の確率論的安全評価等 10 

ア  安全目標に関する中間とりまとめ 

(ｱ) 原子力安全委員会は，原子力分野の専門家のみならず，他技術分野におけ

るリスク管理・評価の専門家，マスコミ関係者など幅広い分野の専門委員か

ら構成する安全目標専門部会を設置し，安全目標の概念や具体的な安全目標

案などについて調査審議等を進め，その審議状況の中間とりまとめとして，15 

平成１５年１２月，「安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ」を公

表した（甲Ａ６２４・１～４頁）。 

(ｲ) 安全目標は，公衆に放射線被ばくによる悪影響を及ぼす可能性のある原子

力利用活動を広く対象とし，原子力安全規制活動の下で事業者が達成すべき，

事故によるリスクの抑制水準を示す定性的目標と，その具体的水準を示す定20 

量的目標とで構成する。定量的目標の指標は，客観的であり，健康被害が生

じる可能性が完全には否定できない様々な活動に伴うリスクに共通するもの

であることが望ましいことから，これらの条件を満たす，公衆の平均的個人

の死亡リスク（最も高いリスクを受けると考えられる公衆すなわち原子力施設の敷地

境界付近の公衆の平均的急性死亡リスクを第一の指標とし，敷地境界からある距離の範25 

囲の公衆の平均がん死亡リスクを第二の指標とする。）を用いる（甲Ａ６２４・５，６
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頁）。 

(ｳ) 定量的目標が対象とする事故による影響の発生の可能性の原因事象として

は，機器のランダムな故障，運転・保守要員のミス等の内的事象と，地震及

び津波，洪水等の外的事象の両者とする。 

  上記定量的目標案の具体的内容として，原子力施設の事故に起因する放射5 

線被ばくによる施設の敷地境界付近の公衆の個人の平均急性死亡リスクを，

年当たり１００万分の１程度を超えないように抑制するべきである。また，

原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによって生じ得るがんによる施設

からある範囲の距離にある公衆の個人の平均死亡リスクは，年当たり１００

万分の１程度を超えないように抑制するべきである。 10 

  原子力利用活動の分野ごとの性能目標案としては，安全目標と直接比較可

能な個人の死亡リスクが環境に放散された放射性物質による健康影響まで評

価するレベル３ＰＳＡの結果として得られる。しかしながら，原子炉施設の

運転などの安全確保には深層防護の考え方が採用されていることを踏まえる

と，原子炉であれば炉心の大規模な損傷事象の発生確率を評価するレベル１15 

ＰＳＡ及び格納容器から大量の放射性物質が放散する事象の発生確率まで評

価するレベル２ＰＳＡの結果について，安全目標に適合していることの判断

の目安となる水準が性能目標として検討，提示されることが合理的である。

また，原子力施設の災害防止機能は深層防護の考え方に基づいて整備されて

いることが多く，このため，外側の層にある防護機能についてその性能を適20 

切に仮定すれば，施設固有の重大な事故事象の発生確率について安全目標に

対応する性能目標を定めることができる（以上，甲Ａ６２４・６，７，１０，２

０，２１頁）。 

イ 保安院の対応等 

  平成１６年６月１４日付け保安院作成の「リスク情報を活用した原子力安25 

全規制の検討状況」において，近年の原子力利用がもたらすリスクを，系統
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的手法で定量評価するＰＳＡの手法の整備が進み，評価結果である「リスク

情報」の安全規制や安全管理への利用が可能となっていることが指摘されて

いる。 

  リスク情報の活用の将来のイメージとしては，原発を対象に，レベル１Ｐ

ＳＡの結果得られるリスク情報について，設計・建設分野において新知見等5 

による設計変更の要否等の判断，事故・トラブルの評価等に活用する一方，

その活用の基盤として，ＰＳＡ手法の確立，データの整備等が必要となり，

これらの内容や確立の程度については，リスク情報を活用しようとする分野

等に応じて異なるものとなる。このため，今後の検討に当たっては，それぞ

れの活用分野や内容ごとに，適用方法と同時に，そのために必要なＰＳＡ手10 

法，例えば，地震時などの外的事象起因のＰＳＡ手法の確立等について検討

することが必要であるとされている（以上，丙Ａ１９１・１～４，１０，１２，１

７頁）。 

(2) 津波評価部会における確率論的評価の検討状況等 

ア 確率論的津波ハザードに関する津波評価部会の検討状況等 15 

(ｱ) 津波評価技術の成立後，津波評価部会において，確率論的津波ハザードに

関する研究や津波の波力に関する検討等が開始された。 

  平成１５年８月４日開催の津波評価部会（首藤主査のほか，佐竹委員，今村委

員などが出席した。）において，津波ハザード解析におけるモデル設定法の検

討として，確定論（決定論と同意義と解される。以下「確定論」という場合には，決20 

定論と同意義とする。）的に評価する部分と確率論的に評価する部分との適切

な仕分けや確率論の結果を設計に用いるのかといった議論がされた。 

  被告国の方で現在検討中の問題であるが，原発の安全性評価では，当面確

定論を用いるべきである。港湾分野では確率論を取り入れておらず，津波ハ

ザードマップは過去に津波を経験していない箇所に対して注意を促す目的で25 

使用するものであり，確率論を導入して設計の合理化をするのは時期尚早で
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あるといった意見が出た（以上，甲Ａ５２３の１・３枚目，丙Ｂ１１４の１・１７，

１８頁）。 

(ｲ) 平成１５年１１月２８日開催の津波評価部会において，津波ハザード解析

における大地震（固有地震）のモデル化方法の検討について議論された。その

中で，福島県沖のように，１回の地震しかない場合にどのように設定するの5 

かという点について，ポアソン的な評価と固有地震的な評価を組み合わせた

評価を行っているが，多様な判断が可能であり，ユニークには決まらないこ

と，貞観津波の取扱いについて，津波地震であるか，正断層地震であるかに

よって取扱いが変わるが，その点は未解明であること，確率論的評価として，

地震ＰＳＡが既に実施されているし，非常冷却用の施設の安全性を議論する10 

場合に津波の確率論的評価が重要であること，しかし，出てきた数値の意味

をよく把握し，その取扱いに十分注意する必要があることなどが指摘され，

日本を含めて世界的に安全目標を定量的に評価しようとしているところ，地

震ＰＳＡは１０年以上かけて現在の実用レベルに到達しており，津波ＰＳＡ

もすぐに実用に供するものではないが，今後，必要となるから，是非体系化15 

の実施をしたいことなどが意見として出された（甲Ａ５２３の２・３頁）。 

イ ロジックツリー分岐等 

(ｱ) 平成１６年３月９日開催の津波評価部会において，確率論的評価方法の検

討がされた。その検討の中で，ロジックツリーの分岐の重み付け方針と調査

票に関する説明がされ，これに基づく調査が実施された。なお，調査票の配20 

布先は，津波評価部会の委員及び幹事３１名及び外部専門家５名（地震学者の

島崎元部会長，阿部名誉教授，都司委員，海野助教授，谷岡准教授）であった（甲Ａ２

０７・１枚目，甲Ａ５２３の３・３，４頁，丙Ｂ１１４の４・資料１２４）。 

(ｲ) 上記(ｱ)の調査の結果は以下のとおりである。 

ａ 調査票は，認識論的不確定性に由来するロジック分岐の重み付けの妥当25 

性を高めるためには，複数の専門家の意見を集約することが必要であると
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していた。 

  回答するに当たっての前提として，各専門家の専門事項についてのみ回

答すること，その「重み」欄に，項目ごとに合計が１となるよう，小数又

は分数による現状での判断を記入すること，「より確からしい」と考える

見解の重みが大きくなるよう数値を配分することとしていた。 5 

  また，津波ハザード解析（地震の位置，規模，発生頻度，発生様式等を確率分

布として表現することにより将来発生する津波による水位の超過頻度を求めるため

の解析である。知識やデータ不足による見解の相違すなわち認識論的不確定性につい

て，ロジックツリーを用いて異なる見解を結果に反映させる。津波ハザード解析の結

果は，多数の専門家のうち同意する者の割合を表すフラクタイルごとのハザード曲線10 

として得られる。）及びロジックツリー（認識論的不確定性が存在する場合，異な

る見解を分岐で表示したものである。ロジックツリーを用いることにより，見解を一

つに絞り込むのではなく，多数の異なるシナリオを想定できる。分岐ごとの重みを設

定する必要があり，適切な重み付けのために専門家の意見を集約することが望まし

い。）の意義を説明し，地震規模について，津波高の確率分布を求めること15 

を目的としているため，過去及び将来の地震規模Ｍｗすなわち「津波モデ

ルのＭｗ」を設定すること，「津波モデルのＭｗ」の検討経緯は津波評価

技術のとおりであること，Ｍ範囲の考え方について，記録が残っている地

震の既往最大規模が，「それ以上大きい地震は起きない上限か」，「それ

を超える地震が将来起きえるのか」という判断と「将来発生する地震規模20 

はどの程度の範囲で振れるか(不確実性大のとき０．５の幅，不確実性小の

とき０．３の幅とした)」という視点から５通りの分岐を設定したこと，活

動域区分について，津波評価技術で検討した確定論的津波評価のための海

域区分を基に長期評価の研究成果を加味して設定していること，想定対象

期間としては超長期にわたる，すなわち１万年オーダーの地質学的時間を25 

想定し，大地震の平均的な発生状況を推定することを基本とすることなど
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が説明されている（以上，甲Ａ２０７・１枚目，１～３頁，丙Ｂ１１４の４・資料

１１１）。 

ｂ このうち，三陸沖～房総沖海溝寄りのプレート間大地震に関する質問に

おいて，その前提として，慶長三陸地震（津波地震とする説とプレート内正断

層地震とする説がある。）を津波地震としたときの津波モデルにおけるＭｗは5 

８．３，明治三陸地震においては同８．３，延宝房総沖地震においては同

８．２であり，既往最大について，明治三陸地震及び慶長三陸地震はＭｗ

８．３，延宝房総沖地震は同８．２であり，長期評価においては，いずれ

もＭｔ８．２前後であることとしている。 

  最初の質問（Ｑ１‐６‐１）として，三陸沖～房総沖の日本海溝寄りプレ10 

ート間の領域で超長期の間のＭｔ８級の津波地震の発生可能性について，

分岐１①（過去に発生例がある三陸沖海溝寄り及び房総沖海溝寄りは活動的である

が，発生例のない日本海溝中部寄りは活動的でない。）の重みが「０．５０」，

分岐１②（三陸沖～房総沖の海溝寄りは一体の活動域で，活動域内のどこでも津波

地震が発生する。）の重みが「０．５０」となっていた（後記(ｳ)のとおり，４15 

倍の重みとされた５人の地震学者の見解は，分岐１①が「０．３８」であり，分岐１

②が「０．６２」であった。阿部名誉教授及び島崎元部会長は，分岐１①「０」，分

岐１②「１」としており，島崎元部会長はプレートの沈み込みによって必然的に発生

する地震と考えるとコメントしていた。都司委員は，分岐１①「０．５」，分岐１②

「０．５」としており，判断難しいとコメントしていた。谷岡・佐竹論文の共著者で20 

ある谷岡准教授及び海野助教授は，分岐１①「０．７」，分岐１②「０．３」として

おり，海溝より外側の海底地形の相違（海山の相違など）などか，プレート境界の固

着状況を支配している可能性がある（海野助教授），現時点では津波地震の発生域は

限られている可能性の方が高い（谷岡准教授）とコメントしていた。なお，外部の専

門家ではないが，津波評価部会の委員でもあり，長期評価の策定にも関与した佐竹委25 

員は，都司委員と同じく，分岐１①「０．５」，分岐１②「０．５」としており，津
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波地震の発生領域が限られているか否かについては議論が分かれるところであり，ど

ちらかが優勢とも言えないとコメントしていた。甲Ａ５９７・資料１，丙Ｂ１１４の

４・資料１２４，丙Ｂ１１５の３・弁護人提示資料１４－１）。 

  ３番目の質問（Ｑ１‐６‐３）として，慶長三陸地震の津波の成因につい

ては，分岐３①（慶長三陸地震は，三陸沖海溝寄りのプレート間で発生した津波地5 

震である。）の重みが「０．７０」，分岐３②（慶長三陸地震は，三陸沖のプレ

ート内正断層地震である。）の重みが「０．３０」となっていた（以上，甲Ａ２

０７・１０，１１頁，丙Ｂ１１４の１・３９～４１頁，丙Ｂ１１４の４・資料３５～

３７）。 

ｃ 以上を前提に，三陸沖～房総沖の海溝寄りの津波地震の地震規模に関し10 

ては，分岐１②，同３①を前提（既往津波３個）としたとき，「既往最大を

上回る地震が発生する」という重みが「０．６５」（合計）であり，「既往

最大を上回る地震は発生しない」という重みが「０．３５」（合計）であり，

分岐１②，同３②を前提（既往津波２個）としたとき，「既往最大を上回る

地震が発生する」という重みが「０．６０」（合計）であり，「既往最大を15 

上回る地震は発生しない」という重みが「０．４０」（合計）である（甲Ａ

２０７・１３頁）。 

(ｳ) 平成１６年６月２２日開催の津波評価部会において，上記(ｲ)のアンケー

ト調査の結果を踏まえて検討がされた。 

  その中で，アンケート回答者の確信度が保たれているとすると，あとはど20 

う取り扱うのかという議論となった。地震学者の回答の重みとその他の回答

者の重みを１：１とするか，４：１とするかについて議論され，地震学者の

意見を尊重することに賛成するとの意見が多く出されるなどして，地震学者

の重みを４倍とすることとなった（甲Ａ５２３の４・１，２頁）。 

(ｴ) ロジックツリー分岐のアンケートの結果に基づいて，確率論的津波ハザー25 

ド解析を行った結果，本件原発の津波ハザード曲線としては，６号機で，１
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０ｍを超える確率（年超過率）が１０－４～１０－５年となっていた（丙Ｂ１１４

の１・９５，９６頁，丙Ｂ１１４の４・資料１１２，丙Ｂ１１５の２・４４，４５頁）。 

(3) 性能目標等 

ア はじめに 

  原子力安全委員会は，平成１８年３月２８日，「発電用軽水型原子炉施設5 

の性能目標について」を策定した。その内容は以下のとおりである。 

(ｱ) 上記(1)アの中間とりまとめにおいては，定性的目標案として「原子力利用

活動に伴って放射線の放射や原子力施設から放出される放射性物質の放散に

より公衆の健康被害が発生する可能性は，公衆の日常生活に伴う健康リスク

を有意には増加させない水準に抑制されるべきである」を提示し，定量的目10 

標案として「原子力施設の事故に起因する放射線被ばくによる，施設の敷地

境界付近の公衆の個人の平均急性死亡リスクは，年あたり百万分の１程度を

超えないように抑制されるべきである。また，原子力施設の事故に起因する

放射線被ばくによって生じ得るがんによる，施設からある距離にある公衆の

個人の平均死亡リスクは，年あたり百万分の１程度を超えないように抑制さ15 

れるべきである」をそれぞれ提示している。 

  さらに，原子力施設では多重防護の考え方が安全確保の基本的考え方とし

て採用されていることから，施設が安全目標に適合しているかどうかを判断

する目安となる水準，例えば重大な炉心損傷が発生する確率や大量の放射性

物質が放出される事象が発生する確率等を性能目標として検討し，示してお20 

くことが合理的であるとしている。 

  この提案を受けて安全目標専門部会に設置された性能目標検討分科会にお

いて，性能目標についての調査審議が行われ，その検討に当たり，まず定量

的なリスクを評価するＰＳＡ手法の整備が進んでおり，活用の実績もある発

電用原子炉施設を対象として性能目標として検討することとした。この報告25 

書は，その調査審議の結果に基づき，性能目標案と今後の課題と取組をまと
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めたものである（以上，甲Ａ１１４・１，２頁）。 

(ｲ) 具体的な性能目標案の内容は以下のとおりである。 

ａ 指標の選定に当たり，発電用原子炉の公衆のリスクは炉内の大量の放射

性物質の環境への放出に起因することから，性能目標として用いる指標は，

炉心の健全性すなわちレベル１ＰＳＡや格納容器の閉じ込め機能の健全性5 

すなわちレベル２ＰＳＡに関連し，施設の性能をよく代表するもの，かつ，

定義が明瞭で，適切に定量化できるものを選ぶ必要がある。 

  具体的には，リスクの源となる炉心に内蔵される放射性物質の放出をも

たらす炉心損傷の発生確率すなわち炉心損傷頻度（ＣＤＦ，原子炉施設のＳＡ

の発生頻度の目安となる。甲Ａ１１４・１３頁）を性能目標とすることは合理的10 

（ＣＤＦは，事故後の燃料被覆管の温度で定量的に定義され，燃料被覆管の損傷を目

安にしているので，多量の放射性物質の放出の対象になる燃料溶融に対しては余裕が

ある。甲Ａ１１４・１６頁）と考えられる。また，原子炉格納容器等の発電炉

の最外層の防護機能が確保されていれば，環境への放射性物質の放出を極

めて低いレベルに抑制することが可能であることから，格納容器の防護機15 

能喪失の年当たりの発生確率すなわち格納容器機能喪失頻度（ＣＦＦ，放射

性物質閉じ込め機能の健全性の目安となる。甲Ａ１１４・１４頁）を性能目標とす

ることは合理的（格納容器の内圧上昇に伴う破損の態様は大規模な破損ではなく，

格納容器ハッチなどからの漏えいであることが試験で確認されている。このため，大

規模放出の頻度はかなりの余裕を見込んだ値となる。甲Ａ１１４・１６頁）と考え20 

られる。 

  以上のことから，発電用原子炉の安全確保の水準を表し，安全目標への

適合性を判断するための性能目標の指標として，ＣＤＦ（指標１）とＣＦＦ

（指標２）を併用することとした（以上，甲Ａ１１４・４頁）。 

ｂ 指標値案を導出するに当たっては，発電用原子炉に関する，国・研究機25 

関・事業者等によって実施された炉心損傷発生確率，事故の事象進展解析，
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放射性物質放出に関するソースターム（環境中に放出される核分裂生成物すな

わちＦＰは，環境側から見ればプラントから発生するものであり，この放出ＦＰを，

「ソースターム」すなわち発生項と呼ぶ。丙Ａ８７・７頁）解析，公衆への放射線

影響による個人リスクの評価等のＰＳＡ及びそのレビューを通じた多くの

知見のほか，米国等におけるＰＳＡ結果等を参考に，個人の平均死亡リス5 

クで示された定量的安全目標値案に対応するＣＦＦについて，事故が発生

したとした場合の条件付平均死亡確率の分析を行った。そのために具体的

には，発生確率は極めて低いが，発生した場合には周辺公衆に急性あるい

はがん死亡をもたらすような格納容器機能喪失を伴う大規模な事故のソー

スタームを仮定した。さらに，仮想サイトの気象，人口分布データを用い，10 

施設の外側の層にある防護機能としての防災対策については控えめな仮定

を設けてその効果を評価し，上限に相当するような保守的な条件死亡確率

をまず推定した。一方，既に得られている我が国における代表的プラント

及びサイトにおけるレベル３ＰＳＡ結果から推定される条件付死亡確率か

らその保守性を確認した。このように得られた条件付死亡確率（余裕を見込15 

んだ条件付死亡確率の上限を１０－１として，性能目標としての格納容器機能喪失頻

度ＣＦＦの目標案として年当たり１０－５を用いれば，安全目標の定量的目標案であ

る年当たり１０－６を満たすことが確認できる。甲Ａ１１４・２３頁）を基に，ＣＦ

Ｆに対する指標値案１０－５／年程度を導出した。 

  また，格納容器機能喪失頻度は，炉心損傷頻度と炉心損傷事故時の条件20 

付格納容器機能喪失確率（ＣＣＦＰ）の積で表され，前者は炉心損傷の防止

機能を表し，後者は格納容器の閉じ込めに関する性能を表すと考えること

ができる。公衆へのリスクが同じであれば，炉心損傷に至る事故の発生頻

度は低い方が望ましいため，格納容器に過大な期待を置かないようにする

との考え（ＣＦＦが１０－５／年程度であるならばＣＤＦの値によらずに安全目標は25 

達成できるが，多重防護の重要な構成要素である炉心損傷防止機能に対する性能目標
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も必要と考えられ，格納容器機能喪失頻度は，炉心損傷頻度と炉心損傷事故時の条件

付格納容器機能喪失確率ＣＣＦＰの積であるところ，上記のとおり，炉心損傷に至る

事故防止に重点を置くべきことなどを考慮すると，ＣＣＦＰへの配分は控えめとして，

ＣＣＦＰが評価上０．１以下になることは期待しない。甲Ａ１１４・２６頁）から，

ＣＤＦに対しては１０－４／年程度（ただし，崩壊熱除去機能喪失を伴う事故の5 

一部で炉心損傷に至る前に格納容器が破損する場合があること，地震リスク評価にお

いて機器の復旧や内的事象を対象にして整備されたＡＭ対策が期待し難いとした場

合など，ＣＣＦＰが１に近い値になることに留意すべきである。甲Ａ１１４・２６頁）

を指標値案とする。 

  以上の検討結果から，発電用原子炉の性能目標の定量的な指標値として， 10 

  指標値１．ＣＤＦ：１０－４／年程度 

  指標値２．ＣＦＦ：１０－５／年程度 

 と定義し，両方が同時に満足されることを発電用原子炉に関する性能目標

の適用条件とする。 

  なお，中間とりまとめに指摘されているように，リスク評価で扱うデー15 

タや事故による影響が発生する過程には，我々の知識不足などによりその

結果には不確実さが伴う。そこで，定量的目標又は性能目標とリスク評価

結果の比較には，原則として，この不確かさの大きさを評価した上で得ら

れる平均値を使用することとする。（以上，甲Ａ１１４・５，６頁） 

ｃ ＰＳＡの結果を性能目標と比較する際に考慮すべき事項としては，①安20 

全目標の定量的目標案は，施設周辺の公衆の個人の受けるリスクの目標を

提示しているので，複数基の発電用原子炉が立地するサイトにおいては，

性能目標を用いる際，安全目標との対応の観点から基数の影響を適切に考

慮すべきである，②発電用原子炉を対象とするＰＳＡにおいては，一般的

には施設内に発生する設備の故障や誤操作を起因とする事象のＰＳＡと比25 

較して，地震等の自然現象に起因する事象のＰＳＡでは，施設へのインパ
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クトの大きさとその発生頻度の関係を評価するハザード評価に必要な知識

の不足等のため，より大きな不確実さが伴うとされ，また，これらのＰＳ

Ａについてはまだ適用の経験が限られているから，性能目標を実際に活用

するには，こうした要因も考慮する必要がある，③ＰＳＡ手法は，我が国

においては，発電用原子炉のＰＳＲや内的事象に対するＡＭ対策の評価な5 

どに既に活用されている技術であるが，外的事象に対しては，今後評価実

績の積み重ねが必要とされる技術であるところ，提示する性能目標案は最

新のＰＳＡ知見に基づくものであるが，今後の更なるＰＳＡ技術の進展に

伴い必要に応じて改訂するなど段階的に取り組む必要がある，といった点

が指摘されている（甲Ａ１１４・６頁）。 10 

ｄ 今後の課題と取組としては，性能目標を安全規制において適切に使用す

るための枠組みの整備について，今後検討すべきであり，性能目標の試運

用の促進により，ＰＳＡ解析評価手法の整備や評価対象である原子力施設

に関するリスクデータの蓄積などを介して標準化，高度化を図り，リスク

情報活用技術の品質を確保し，より高度な水準での原子力安全規制への活15 

用を目指すことや，今回提示する性能目標案は，安全目標に関する安全水

準を発電用原子炉の特性を踏まえて表現したものであり，現存する発電用

原子炉と今後建設される発電用原子炉とを区別していない一方，国内外の

動向を勘案すると，将来設計される発電用原子炉については技術の進歩に

より合理的により高い安全水準の達成の可能性があると考えられ，事業者20 

に対しては今後も最新の技術を取り入れて，より一層安全性の高い発電用

原子炉の開発に努めることを期待することが示されている（甲Ａ１１４・７

頁）。 

イ リスク情報の活用 

(ｱ) 保安院は，平成１８年４月付けで，「原子力発電所の安全規制における「リ25 

スク情報」活用の基本ガイドライン（試行版）」を取りまとめた（丙Ａ１８９）。 
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(ｲ) リスク情報活用における基本原則として，ＰＳＡにより得られるリスク情

報を活用した安全規制においては，リスク情報が決定論的安全評価（原子力施

設の安全審査において用いられる安全評価であり，施設で起き得る様々な事象の中から

幾つかの代表事象を選定し，これらの各事象が起きたと想定して保守的な手法で事象の

進展解析を行い，全ての解析結果があらかじめ用意した判断基準を満たせば，施設全体5 

として十分安全であると判断するもの，丙Ａ１８９・４頁）によって得られる情報に

置き換わるものではなく，それで得られない情報を加えることによって，規

制上の判断の科学的合理性をより高め得るものと位置付けることが適当であ

る（丙１８９・８頁）。 

(ｳ) 安全規制にリスク情報を活用する場合でも，現行の安全規制の考え方を満10 

足しなければならない。各指針の考え方との関係を明確にすること，深層防

護（異常発生の防止，発生した異常の拡大防止，異常拡大を想定した影響の低減対策）

の堅持，安全余裕の確保（系統，機器等にかかる温度，圧力等の許容基準に照らし

た余裕，許容基準それ自体が有する余裕，これらを評価する安全解析における手法，デ

ータ等の有する余裕等がある。例えば，系統の多重性又は多様性及び独立性を十分に確15 

保することも安全余裕の確保の一つである。）などが求められる。 

  また，リスク情報を安全規制に活用するに当たって用いる指標としては，

幾つかの活用項目があるが，格納容器機能喪失頻度，炉心損傷頻度等のよう

な絶対値としてのリスクの大きさを表す指標として，ＣＤＦについて１０－４

／年程度，ＣＦＦについて１０－５／年程度，公衆の個人の平均死亡リスク１20 

０－６／年程度とされている（以上，丙１８９・８，９，１１～１３頁）。 

(4) マイアミ論文 

ア マイアミ論文の公表 

  被告東電原子力技術・品質安全部所属の従業員らは，平成１８年７月１７

日から同月２０日までに米国フロリダ州のマイアミで実施された原子力工学25 

国際会議において「日本における確率論的津波ハザード解析法の開発」と題
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する（邦題）論文を発表した（丙Ｂ１１５の２・７８頁）。 

イ マイアミ論文の内容等 

(ｱ) 設計基準の津波高さを設定したとしても，津波に関して不確かさがあるた

めに津波高さが設計津波高さを超過する可能性があるから，確率論的津波解

析ハザードの手法を適用し，津波高さと超過確率の関係である津波ハザード5 

曲線を推定するためのロジックツリー手法を取り入れ，日本についての適用

例を紹介する（甲Ａ４１の２・「要旨」）。 

(ｲ) 自然現象の不確かさを考えるに当たっては，偶然的不確定性（地震発生とそ

の影響のランダム性）と認識論的不確定性（地震プロセスに関する知識やデータの不

十分さによる。）の２種類があり，偶然的不確定性の統合によりハザード曲線10 

は求められ，ロジックツリー法を用いて認識論的不確かさを示したモデルパ

ラメータの組合せにより多数のハザード曲線が求められる（甲Ａ４１の２・２

頁）。 

(ｳ) 津波波源モデルは，広く使われている萩原マップによる地震地体構造のセ

グメント区分図を用いる。 15 

  日本の東北地方沿岸の津波波源域は，主に大津波を起こした歴史的な大地

震の断層モデルから特定した。福島県沿岸の評価について，その位置とマグ

ニチュードから，近地津波波源域の分布のうち，支配的となる「ＪＴＴ系列，

ＪＴＮＲ系列，ＪＴＳ１，ＪＴＮ２，およびＪＴＮ３」を，近地津波の波源

域として考慮する（以上，甲Ａ４１の２・３，４頁）。 20 

(ｴ) 明らかとなっているＪＴＴ１の既往津波が明治三陸地震による津波（Ｍｗ

８．３），ＪＴＴ３の既往津波が延宝房総沖地震による津波である。ＪＴＴ系

列はいずれも似通った沈み込み状態に沿って位置しているため，日本海溝沿

いの全てのＪＴＴ系列において津波地震が発生すると仮定する余地もあるが，

他方，ＪＴＴ２では既往津波が確認されていないことから，津波地震はＪＴ25 

Ｔ１とＪＴＴ３のみで発生すると仮定する余地もある。 
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  ＪＴＴ１における既往津波の最大Ｍは明治三陸津波のＭｗ８．３であるが，

既往最大ＭｗがＪＴＴ１における潜在的最大Ｍｗではない可能性があるため，

Ｍｗのバンド幅を０．５（Ｍｗ８．１から８．５）又は０．３（Ｍｗ８．２から８．

４）とする分岐を設定し，その可能性を取り入れた（潜在的最大Ｍｗは８．５と

なる。）。 5 

  現時点における津波ハザードを評価するため，ＢＰＴ分布を用いて再来間

隔をモデル化する。慶長三陸地震による津波を逆断層によるものと仮定し，

過去４００年にわたる記録がそろっているとの前提で，ＪＴＮＲ１における

既往津波である明治三陸地震及び慶長三陸地震による各津波の発生間隔は，

２８５年となり，再来間隔の分岐は２１０年，２８５年，３８０年と設定で10 

きる（甲Ａ４１の２・３～５頁）。 

 (5) 溢水勉強会等 

ア スマトラ沖地震等と溢水勉強会の立ち上げ 

(ｱ) 平成１６年１２月２６日，スマトラ沖地震が発生した。スマトラ島周辺は

プレートのぶつかり合う世界有数の地震多発地域であり，１００～１５０年15 

の周期で大きな地震が発生することが知られていた。スマトラ沖地震は，Ｍ

９．１であり，１０００ｋｍ以上の範囲でずれが生じ，巨大エネルギーが解

放された。 

  スマトラ沖地震の際，インドのマドラス原発の２号炉において，低位置に

あった非常用海水ポンプに浸水被害が発生し，運転不能となった（ＩＮＥＳは，20 

安全上重要でない事象すなわちレベル０と評価された。）。 

  また，米国のキウォーニ原発では，低耐震クラス配管である循環水系配管

の破断を想定すると，Ｔ／Ｂの浸水後，工学的安全施設及び安全停止機器が

故障する可能性があることが判明し，フランスのルブレイエ原発では，給水

配管の開放されたままのドレン弁から水が漏えいし，建屋内に浸透した結果，25 

電気機器の絶縁不良により原子炉が自動停止し安全注入系が作動する事象が
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発生した（以上，甲Ａ３９の２・１頁，甲Ａ２３９，乙Ａ４の１・３７頁，丙Ａ２９・

４，６頁）。 

(ｲ) これらを含めた内部溢水，外部溢水に関する事例なども踏まえ，平成１７

年９月以降，ＪＮＥＳにおいて溢水に関する検討が数回実施され，同年１２

月にＪＮＥＳで安全情報部，規格基準部，解析評価部が集まり第１回の総合5 

的な勉強会が実施された。その後の平成１８年１月以降，ＮＩＳＡ，ＪＮＥ

Ｓ及び電気事業者で構成する内部・外部溢水勉強会が立ち上げられ，その調

査検討が開始された。 

    溢水勉強会においては，共通実施事項として，海外の溢水に関する指針等

の調査，内部溢水として，①米国キウォーニ事象等の海外の原発の内部溢水10 

事象の調査，②代表プラント（４号機等）の評価を踏まえ評価手法の確立，③

ＰＳＡの確立が示され，外部溢水として，津波評価技術による想定を超える

津波に対する安全裕度等について，本件原発などの代表プラントを選定し，

①津波ハザード評価，②津波ＰＳＡシステム評価手法の開発，③津波ハザー

ドの高度化研究等のスタディが示されていた（以上，甲Ａ３９の２・１頁，甲Ａ15 

４２・３０枚目，甲Ａ５８３・１～３頁，丙Ａ２９・４頁）。 

イ 平成１８年５月１１日開催の第３回溢水勉強会 

  同日開催の第３回溢水勉強会において，本件原発の５号機を対象に，「１

Ｆ－５想定外津波検討状況について」と題する書面に基づいて検討がされて

おり，同書面には以下の内容の記載がある（甲Ａ５８３・添付資料３）。 20 

(ｱ) 津波評価技術に基づき，過去最大の津波はもとより発生の可能性が否定で

きないより大きな津波を想定していることから，津波に対する本件原発の安

全性は十分に確保されている。念のためという位置付けの下，想定外津波に

対するプラントの耐力を検討する。対策の立案について，リスクとコストの

バランスを踏まえた検討が別途必要である（甲Ａ３９の１・２枚目）。 25 

(ｲ) 仮定水位をＯ．Ｐ．＋１０ｍ又は＋１４ｍとし，仮定水位の継続時間を考
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慮せず（長時間継続と仮定）に，機器影響評価をみると，①いずれの水位であっ

ても，屋外設備のうち非常用海水ポンプ（ＲＨＲＳポンプ，ＤＧＳＷポンプ）が

津波により使用不能な状態となり，Ｏ．Ｐ．＋１４ｍの津波に対しては海側

に面したＴ／Ｂ大物搬入口，同ＤＧ給気ルーバー，Ｓ／Ｂ入口が流入口とな

り，各建屋に浸水する可能性がある，②Ｔ／Ｂ大物搬入口，Ｓ／Ｂ入口から5 

流入すると仮定した場合にはＴ／Ｂの各エリアに浸水し電源設備の機能を喪

失する可能性がある，③浸水による電源の喪失に伴い，原子炉の安全停止に

関わるＲＨＲポンプ，ＲＣＩＣ（原子炉蒸気を用いたタービン駆動のポンプにより

主に復水貯蔵タンク水を原子炉に供給するシステムである。甲Ａ１１６・１０頁），炉

心スプレイポンプ，非常用ＤＧが機能を喪失する（甲Ａ３９の１・２枚目，甲Ａ10 

５８３・８，９頁，添付資料３）。 

(ｳ) その際，ＪＮＥＳの担当者から，ＡＭ対策として機器の水没を避ける方策

や波力などの検討が必要となるといった指摘がされた（甲Ａ５８３・９，１０頁，

添付資料４）。 

ウ 平成１８年６月の現地調査等 15 

(ｱ) 保安院は，ＪＮＥＳとともに，平成１８年６月８～９日，本件原発の現地

調査を行った。 

  その結果，５号機に関して，Ｔ／Ｂ大物搬入口及びＳ／Ｂ入口について水

密性の扉ではなく，非常用ＤＧ給気ルーバーについても敷地レベルからわず

かの高さしかないこと，非常用海水ポンプは敷地レベル（Ｏ．Ｐ．＋１３ｍ）よ20 

りも低い取水エリアレベル（Ｏ．Ｐ．＋４．５ｍ）に屋外設置され，津波評価技

術による津波評価の水位は＋５．６ｍであり，非常用海水ポンプ電動機据付

レベルは＋５．６ｍと余裕がないこと，仮に海水面が上昇し電動機レベルま

で到達すれば１分程度で電動機が機能を喪失することが指摘された（以上，甲

Ａ５８３・１０～１３頁，添付資料５，丙Ａ１６２・１２頁，別紙１５）。 25 

(ｲ) 平成１８年６月２９日付けで，保安院の担当者は，「内部溢水及び外部溢
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水の今後の検討方針（案）」をまとめ，その中で，津波評価技術による津波

高さの評価の保守性の程度等の確認を行い，また，仮定津波水位に基づき，

屋外の機器，建屋及び構築物並びに建屋内への浸水による機器への影響等の

把握を踏まえて，その影響防止策を検討することとしていた。具体的には，

想定外津波対策としての津波ＰＳＡの評価手法の確立に長期間を要すること5 

から，津波評価技術による津波評価の１．５倍程度を想定し，ＡＭ対策とし

てその措置を講じていくこと，耐震バックチェックの対応事項に盛り込むこ

とにより２年以内の対応を求めることなどが想定されていた（甲Ａ５８３・１

３，１４頁，添付資料６）。 

エ 平成１８年８月２日開催の安全情報検討会における検討状況等 10 

(ｱ) 同日開催の上記安全情報検討会（保安院とＪＮＥＳの連携により原子力施設に関

する国内外の安全情報を収集し，その情報を分析し，必要な安全規制上の対応を検討す

る会合）において，「外部溢水勉強会検討結果について」と「確率論的津波ハ

ザード解析による試計算について」などの資料の提出がされ，その報告等が

された（甲Ａ５８３・１４，１５頁，添付資料７，丙Ａ３５の１）。 15 

(ｲ) 「外部溢水勉強会検討結果について」には，まず，津波評価技術に基づき，

津波に対する原発の安全性は十分に確保されているが，この想定を大きく上

回る仮定の津波水位に対して，想定外津波に対するプラントの耐力について

検討を実施したと記載されている。 

  その上で，代表プラントである５号機などを対象に，敷地レベル＋１ｍの20 

範囲と仮定（本来考慮すべき津波継続時間を考慮しない，すなわち継続時間∞と仮定）

すると，屋外設備について浸水の可能性が否定できず，その結果の妥当性は，

５号機（敷地レベルＯ．Ｐ．＋１３ｍ）の現場調査により確認された。 

  具体的には，津波水位Ｏ．Ｐ．＋１０ｍでは屋外設備である非常用海水ポ

ンプ（ＲＨＲＳポンプ，ＤＧＳＷポンプ）が機能を喪失し，これにより非常用炉25 

心冷却系（ＥＣＣＳ）及び非常用ＤＧが機能喪失するが，Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂ，Ｓ
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／Ｂの浸水は免れ，建屋内の機器への影響はない。他方，同Ｏ．Ｐ．＋１４

ｍでは，上記屋外設備に加えて，Ｔ／Ｂ大物搬入口，Ｓ／Ｂ入口から流入し，

Ｔ／Ｂの各エリアに浸水し電源設備にも津波の影響が及ぶ可能性があり，こ

れによりＥＣＣＳ及び非常用ＤＧに加えて，ＲＣＩＣが機能喪失する可能性

がある（津波継続時間を考慮しない。）という結果であった（以上，丙Ａ３５の２・5 

１，２頁）。 

(ｳ) 上記検討会において，「確率論的津波ハザード解析による試計算について」

に基づく検討が行われた。 

  その中で，①検討実施中の確率論的津波ハザード解析の手法は，一通りの

評価モデルと評価手順が構築され，試計算が可能となったこと，②津波ハザ10 

ード評価のためのモデルは，津波発生域モデルと津波高さ推定モデルから構

成され，津波発生域モデルとして，日本海溝沿い（プレート境界）の地震など

の地震による津波を対象とし，既往最大マグニチュード（Ｍｗ）を上回る地震

規模も想定し，数値計算に用いる標準的な断層モデルの設定は津波評価技術

に準拠すること，津波高さ推定モデルについて，津波高さの中央値の推定に15 

数値計算を用い，数値計算により推定した中央値の回りの分布は打ち切りの

ある対数正規分布によりモデル化などすること，③津波ハザードの計算方法

と５号機の評価例について，上記②のモデルを結合し多数の津波ハザード曲

線を計算すること，それぞれのハザード曲線に重みを設定し，主に判断の違

いに基づく分岐に関しては，アンケート調査（地震・津波の専門家を含む３５人）20 

により重みを設定し，主にデータによる推定誤差に基づく分岐（平均発生間隔

に関する分岐等）に関しては，推定誤差に基づき重みを設定することとしてい

た。 

  具体的な例としては，本件原発５号機についての試計算の結論（甲Ａ４２・

２９枚目の図－５「福島第一原子力発電所５号機における算定例」）として，近地津25 

波の津波高さが１０ｍとなる確率が，１０－４～１０－５／炉年の範囲内であり，
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同１０ｍを超える確率は，これよりも低くなっている。 

  今回の課題として，提示したモデルは完成したものではなく，新しい知見

の反映などの再検討を含めた津波高さ推定モデルの改善やロジックツリー設

定手順の標準化などの手法の改良が必要であるとしている（以上，甲Ａ５８３・

添付資料７，丙Ａ１６４）。 5 

(ｴ) 上記資料に基づく検討の際に，経産省の審議官から，土木学会手法（すなわ

ち津波評価技術や確率論的津波ハザード解析）についてどのようなパラメータの組

合せを考えているかという疑問が出され，これに対し，既往津波を説明でき

る断層について，位置・方向をパラメータとして導入し，マグニチュードは

不変とすること，確率論の方はマグニチュードの変動まで想定していること，10 

土木学会手法（津波評価技術）は，設置許可における既往最大値に比べ平均約

２倍の余裕があることといった回答がされていた。 

  また，同省の主席から，耐震指針バックチェックでは土木学会手法のよう

な決定論的な評価でＯＫであったとしても，ハザード評価結果から残余のリ

スクが高いと思われるサイトでは念のため個々に対応を考えたほうがよいと15 

いう材料が集まってきたとのコメントがされたのに対し，海水ポンプへの影

響では，ハザード確率≒炉心損傷確率であること，津波ハザードの精度は低

く，ＪＮＥＳ解析評価部でも安全研究を進めているところである旨回答がさ

れた（以上，丙Ａ３５の１）。 

オ 平成１９年４月の溢水勉強会のとりまとめと被告東電の対応等 20 

(ｱ) 平成１９年４月，溢水勉強会の調査結果が取りまとめられ，その中で，津

波による環境評価について，自然現象であることに由来する不確実性や解析

の保守性の観点から，設備対策では一定の裕度を確保する必要があること，

溢水勉強会では津波対策に係る勉強会を進めてきたが，耐震設計審査指針の

改訂に伴い，地震随伴現象として津波評価を行うことから，外部溢水に係る25 

津波の対応は耐震バックチェックに委ねることとしたこと，ただ，溢水勉強
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会では，引き続き津波ＰＳＡについて，調査検討を進めていくことが記載さ

れていた（甲Ａ３９の２，丙Ａ１６２・１頁）。 

(ｲ) 平成１９年４月４日，被告東電は，保安院に対し，「津波に対するプラン

ト安全性の向上について」と題する文書を提出し，これに基づき，津波評価

技術に基づく想定津波に対して余裕の小さいプラントを対象として，押波の5 

際に非常用海水ポンプへの冠水により機器損傷のおそれがあるプラントにつ

いて，代替海水ポンプの使用や水密化などの対策を検討するなどの方針が示

された。 

  同日，津波バックチェックに関する打合せが行われ，保安院の担当者は，

津波評価技術に基づく設計値を超えた場合に備え，被告東電が本件原発につ10 

いて対策をとる方針を示したことはよいことである旨述べたが，それ以上，

特に協議することはなかった。 

  上記担当者は，異動に際して，後任者に対し，津波時の安全性裕度の評価

について，耐震バックチェックにおいてこれが実施されるよう引き継いだ（以

上，甲Ａ５８３・１８～２１頁，添付資料８～１０）。 15 

(6) 耐震設計審査指針の改訂，耐震バックチェックの実施（中間報告）等 

ア 耐震指針検討分科会における検討状況等 

  原子力安全委員会の下に置かれた耐震指針検討分科会の地震・地震動ＷＧ

において，耐震設計審査指針の改訂に関する検討が行われていた。 

(ｱ) 平成１５年３月２０日開催の上記地震・地震動ＷＧの会合において，地震20 

随伴事象としての津波に対する評価について討議が行われた際，津波に対す

る原発の安全確保について，事務局から，①津波による影響を受けない「止

める機能」について，地震の発生の際に制御棒の挿入により自動的に行われ

るために地震と重畳しても安全機能が確保されること，②「閉じ込める機能」

について，原子炉格納容器は原子炉建屋内に設置されており，津波の影響が25 

及ばないようになっていること，③「冷やす機能」について，熱除去に必要
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なポンプが標高の低い位置となるため，その影響を評価する必要があること

が指摘され，また，③について，津波による最大水位があった場合にポンプ

室のところから水が入ってくるのを防止するため，水密扉を付ける施策をし

ている発電所があるとの例が示された（丙Ａ１７５・３枚目）。 

(ｲ) その後の質疑の中で，安全審査に当たり，原子炉設置許可申請書や各添付5 

書類に各原発における具体的な対策については記載がないのではないかとい

う質問があり，これに対し，事務局は，具体的な対策については，設置許可

の添付資料にはなく，いわゆる詳細設計の審査の中で検討されていること，

例えば，取水塔の構造について，設計詳細段階の工事計画認可のときにその

構造等について問題がないかどうかの審査を受けていることについて説明が10 

あった。その後の応答の中でも，基本設計については行政庁及び原子力安全

委員会の両方が審査するが，詳細設計についてはそういうシステムではなく，

必要があれば原子力安全委員会の意見を聴取できること，津波に対する安全

審査指針を作ること自体に問題はないが，そのような指針が原子力安全委員

会として必要であるかどうかであって，必要ならここでの検討の中に入れれ15 

ばよいし，津波については今のところ行政庁に任せて詳細設計の中で見てく

れればいいということなら，今慌ててやる必要はないと思うといった意見が

あった（丙Ａ１７５・５，６枚目）。 

イ 平成１８年耐震設計審査の策定と耐震バックチェックルール等 

(ｱ) 原子力安全委員会は，平成１８年９月１９日，耐震設計審査指針策定以降20 

現在までの地震学及び地震工学に関する新たな知見の蓄積並びに発電用軽水

型原子炉施設の耐震設計技術の著しい改良及び進歩を反映し，耐震設計審査

指針を全面的に見直し，平成１８年耐震設計審査指針を決定した。 

  その内容は，別紙５「関連規定（抜粋）」第１の５のとおりである。 

  なお，原子力安全委員会は，原子力施設の特徴を踏まえた耐震安全性に関25 

して，行政庁において，その詳細な評価の実施を原子炉設置者に求めてその
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結果を確認することの重要性と，これに関連し，平成１８年耐震設計審査指

針における「残余のリスク」について定量的な評価の実施は将来の確率論的

安全評価の安全規制への本格的導入の検討に活用する観点からも意義があり，

安全審査とは別に，行政庁において「残余のリスク」に関する定量的な評価

を実施することを原子炉設置者に求め，その結果を確認することの重要性と5 

ともに，これらの評価の実施に際してＰＳＡに代表される最新の知見に基づ

いた評価手法を積極的に取り入れていくことが望ましいとしていた（以上，丙

Ａ１０の２，丙Ａ６５）。 

 (ｲ) 平成１８年９月２０日，保安院は，耐震バックチェックルールを策定し

た。その中で，基準地震動Ｓｓの策定，建屋基礎地盤の安定性評価，安全上10 

重要な建物等の耐震安全性評価などのほか，地震随伴事象に対する考慮とし

て周辺斜面の安定性や津波に対する安全性を，評価手法及び確認基準の項目

として示した。また，同日，経産省は，被告東電を始めとする電力事業者ら

に対し，耐震バックチェックルールに基づく既設発電用原子炉施設の耐震安

全性の評価，同施設の「残余のリスク」についての最新の知見及び手法に基15 

づく定量的評価を指示するとともに，その報告を求めた。 

  その具体的な評価方法について，既往の津波の発生状況や最新の知見等を

考慮し，施設の供用期間中に極めてまれであるが発生する可能性がある津波

を想定し，数値シミュレーション（津波の断層モデル，波源，海底地形等について

適切にモデル化するなど，津波評価技術と同様の評価手法によることとしていた。）に20 

より評価することを基本とし，想定津波の数値シミュレーションに当たって

は，既往の津波の数値シミュレーション（想定津波の発生域において，過去に敷

地周辺に大きな影響を及ぼしたその痕跡高の記録が残されている既往の津波の数値シ

ミュレーションを行う。同シミュレーションについて，痕跡高の再現性の検討を行い，

同シミュレーションに用いた断層モデル及び計算手法の妥当性を確認する。）を踏ま25 

え，想定津波の断層モデルに係る不確定性を合理的範囲で考慮したパラメー
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タスタディを行い，これらの想定津波群による水位の中から敷地に最も影響

を与える上昇水位及び下降水位を求め，これに潮位を考慮したものを評価用

の津波水位とすることとしていた（以上，甲Ａ１２５・２，３頁，乙Ａ５，丙Ａ３

７・３頁，丙Ｂ１１４の４・資料２４）。 

(ｳ) 平成１９年７月１３日に原子力安全委員会事務局が作成した「各検討事項5 

に関する検討方法等について（案）」には，耐震バックチェックに関する事

項として，基準地震動策定等の基本設計に係る事項の評価に関することを重

点的に検討すること，行政庁からバックチェック全般の説明と行政庁の評価

結果の説明を聴取し，事業者から具体的事項に係る補足説明を聴取した上で，

重要な論点について，必要に応じ外部専門家からのヒアリングや現地調査を10 

実施し，また，推進本部などから，最新知見の適用に係る説明を聴取するな

どして，最新知見の検討を実施するとしていた（丙Ａ５９）。 

ウ 耐震バックチェックに関する新たな指示と中間報告書の提出まで 

(ｱ) 平成１９年７月１６日，新潟県中越沖地震が発生し，柏崎刈羽原発におい

ては想定を超えた地震動が観測された。そのため，同月２０日，経済産業大15 

臣は，被告東電を始めとする電力会社等に対し，「平成１９年新潟県中越沖

地震を踏まえた対応について（経済産業大臣の電力会社等に対する指示）」

を発し，被告東電自らが行う消火活動に迅速さを欠いたこと，今回の地震動

が設計時の想定地震動を大きく上回ったことなどを踏まえ，自衛消防体制の

強化などともに，新潟県中越沖地震から得られる知見を耐震安全性の評価に20 

適切に反映すること及び耐震安全性評価の実施計画の見直しを検討し，その

検討結果を報告することなどを求めた。 

  これを受けて，被告東電は，本件原発において耐震設計上考慮している双

葉断層について，南限付近においてボーリング調査などを実施済みであり，

更に北方延長部の地表地質調査を実施するほか，周辺陸域の反射法地震探査，25 

海域における海上音波探査などの追加調査を行うとともに，代表プラントと
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して，本件原発の５号機及び福島第二原発の４号機を選定し，新たな中間報

告を平成２０年３月末までに行うよう計画を見直し，平成１９年８月２０日，

見直した実施計画書を保安院に提出した（以上，乙Ａ４の１・１３頁，丙Ａ３７・

４頁，丙Ａ５０，丙Ａ５１・１～３，６頁，丙Ｂ１１５の１・４頁，丙Ｂ１１５の３・

資料１）。 5 

(ｲ) また，被告東電は，新潟県中越沖地震で確認された地震観測記録を用いた

本件原発の主要設備に関する耐震安全性の概略評価を行い，耐震設計上重要

な施設の機能が維持されることを確認することとし，その結果を平成１９年

９月２０日に公表した（乙Ａ４の１・１３頁）。 

(ｳ) 平成１９年１２月２７日，保安院は，「新潟県中越沖地震を踏まえ原子力10 

発電所等の耐震バックチェックに反映すべき事項の中間とりまとめについて」

を発し，これに基づき，被告東電を含む各電力会社等に対し，耐震バックチ

ェックに反映させることを求めた。 

    被告東電は，海底下の地下構造を推定するための海上音波探査等を実施し

たが，更に耐震設計上考慮すべき活断層と評価される双葉断層に関する調査15 

を追加実施したため，同年３月に完了予定としていた調査を，平成２０年３

月完了に変更し，同月３１日，上記保安院が指示した，本件原発の５号機の

耐震安全性評価結果に関する中間報告書を保安院に提出した。 

  その中では，長期評価に関して，三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの

領域で発生した最大規模の地震である昭和三陸地震においても地震による被20 

害は少なかったとされることから，本件原発の敷地に及ぼす影響は小さいと

考えられ，その他の地震についても敷地周辺に大きな影響を及ぼすものとは

認められないとして，日本海溝付近で発生する，沈み込む海洋プレート内の

地震が敷地に及ぼす影響は小さいとしている（以上，甲Ａ３３７，乙Ａ４の１・

１４頁，丙Ａ３７・４頁）。 25 

(7) 本件試算実施までの経緯等 
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ア 被告東電内での検討等 

  平成１９年１１月頃以降，被告東電内では，耐震バックチェックにおける

津波の評価に関し，従前，確率論的安全評価によるとしていた長期評価（三陸

沖から房総沖の日本海溝沿いにおいてどこでも地震が発生する可能性がある。）につい

て，具体的にどのように扱うかが検討されていた。 5 

  被告東電の子会社である東電設計株式会社（以下「東電設計」という。）は，

被告東電の委託を受け，同月１９日付けで「福島第一・第二原子力発電所に

対する津波バックチェック」をまとめた。その中で，津波バックチェックに

おける実施項目として，中央防災会議による延宝房総沖地震の津波（すべり量

１．２倍）に係る断層モデルの検討，推進本部の確率論的地震動予測地図によ10 

る三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの津波地震と正断層地震の検討，貞

観地震等の検討などが示された。また，同月２１日付けの東電設計作成の資

料には，長期評価による津波地震を前提とする検討モデルでは，本件原発の

各号機において，朔望平均潮位をＴ．Ｐ．＋１．５ｍとすると，最大Ｔ．Ｐ．

＋７．７ｍ（６号機，なお，１～５号機では，Ｔ．Ｐ．＋６．２～６．９ｍ，ただし，15 

いずれも「Ｔ．Ｐ．」は「Ｏ．Ｐ．」の誤記と考えられる。）となる旨記載されてい

た（以上，丙Ｂ１１４の１・３３～３６頁，丙Ｂ１１４の４・資料３０～３３）。 

イ 日本原電における検討状況や電力各社の打合せ状況等 

(ｱ) 茨城県は，地域防災計画の一環として，独自の津波評価（延宝房総沖地震を

波源とするが，建物被害率から痕跡高さを独自に評価した今村委員らの調査結果に基づ20 

き評価された最大痕跡高に合うように波源モデルを設定しており，今村委員が関与して

いる。）を行い，平成１９年１０月，「茨城県津波浸水想定図」を公表した（以

上，丙Ｂ３０・４５，４６頁，丙Ｂ１２１・添付資料４３，丙Ｂ１２２）。 

(ｲ) 日本原電は，原発の建設，運転操作及びこれに伴う電気供給を目的とする

株式会社（被告東電を始めとする電力会社各社の出資）であり，同社は茨城県東海25 

村に東海第二原発を設置し稼働させていたが，耐震バックチェックの中の一
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環として，上記想定図なども踏まえて，津波の対策に関する検討を行ってい

た。 

  平成１９年１２月４日に，日本原電がまとめた同社内の検討資料には，長

期評価（Ｍｔ８．２の津波地震が３０年以内に２０％（特定海域では６％程度）の確率

で起こる等）について，これまで確率論での評価としていたが，確定論での扱5 

いとする必要がある可能性があるなどとして，茨城県の津波評価も踏まえ，

その取扱いとして以下の四つの案が挙げられている。 

①バックチェック報告書には，従前の津波評価技術での評価のみを記載し，

その対策としては，茨城県の評価を考慮した対策を実施する，②バックチェ

ック報告書にも，茨城県の波源を用いた津波評価技術に基づく解析を記載し，10 

その対策としては，上記①と同じとする，③バックチェック報告書に茨城県

の痕跡高に基づく津波評価技術による解析を記載し，これに基づく対策を実

施すること，④長期評価を確定論で反映させた津波評価技術の解析を記載（茨

城県の痕跡高に基づく津波評価技術による解析結果は包含すると考えられる。）し，こ

れに基づく対策を実施する。検討の進め方としては，一番厳しい上記④につ15 

いて，長期評価の既往結果についてＲ／Ｂ等の主要建屋位置に津波が達して

いるかどうかを確認するなどし，その結果も参考に長期評価の取扱いを判断

する（ただし，被告東電等とも調整する必要がある。）こと，これまでのように長

期評価を確定論で取り扱わないと判断できる場合，次に厳しい上記③による

ことなどが記載されていた（以上，丙Ｂ１２１・２，３，５，１４，１５頁，添付20 

資料８）。 

(ｳ) 平成１９年１２月１０日，被告東電の担当者は，日本原電の担当者と打合

せを行い，その際，被告東電の担当者は，長期評価についての同社のスタン

スとして，従前確率論で取り扱ってきたが，確定論で取り扱わざるを得ない

と考えていること，長期評価を明確に否定できない以上，耐震バックチェッ25 

クにおいて取り入れざるを得ないことなどを述べていた。 
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  同月１１日，被告東電を含む電力会社の担当者らは，長期評価に関する打

合せを行ったが，その際，被告東電から，長期評価に関する明確な否定材料

がない以上，耐震バックチェックにおいて取り込まざるを得ないとの意見が

出て，また，上記４(2)イの平成１６年のロジックツリー分岐のアンケートに

おいて最終的には三陸沖～房総沖の日本海溝寄りプレート間の領域で超長期5 

の間のＭｔ８級の津波地震の発生可能性について「どこでも起こり得る」が

５０％となり，特に，島崎元部会長，阿部名誉教授が「１０：０」で起こる，

今村委員も「６：４」で起こるとしていること，津波評価技術に基づき，長

期評価を取り込むと，逆断層ではＭｗ８．３，正断層ではＭｗ８．６の両者

がどこでも起きると考えるべきであることが指摘された。他の電力会社から10 

は，Ｍｗについて８．３，８．６は過大であり，Ｍｗ８．２を用いるといっ

た意見もあったが，全体として長期評価自体は具体的に否定できないという

意見が大勢であった。これを踏まえて，今後，断層モデルの設定方法やバッ

クチェックに取り込む方法などについて各社が検討することとなった（以上，

丙Ｂ１１４の１・４５～４８頁，丙Ｂ１１４の４・資料４３，４４）。 15 

(ｴ)日本原電の平成２０年３月１０日付け常務会報告書の添付資料には，長期

評価について耐震バックチェックにおける評価結果を求められる可能性が高

く，その場合には規模の大きい地震津波を東海第二原発前面で考慮すること

となり，従来評価よりも厳しくなる旨，具体的には，Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂ付近で

は３０ｃｍ程度の浸水が生じ，その対策としては，現在の護岸背後に津波用20 

の防波壁を設置すること，浸水を防ぐ範囲を主要施設に限定し津波の防波壁

を設置すること，建屋側で水密性を確保すること等があるなどと記載されて

いた。 

  その後に日本原電が作成した資料の中では，対策工事を同年７月から開始

すると記載されていた（以上，丙Ｂ１２１・２９～３２頁，添付資料１８，１９）。 25 

ウ 本件試算の実施決定等 
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(ｱ) 平成２０年１月１１日，上記イの日本原電などとの打合せ等も踏まえ，被

告東電は，東電設計に対し，本件原発における想定津波及びその水位を評価

し，安全性評価のための基礎資料の作成を委託する旨決定した。 

  同年２月上旬頃までに，被告東電内の担当者のレベルでは，長期評価に基

づく海溝沿いの震源モデルについてＳｓ策定に関する検討において，長期評5 

価を無視できないとして確定論で取り扱うこととしたため，津波の検討にお

いても同震源モデルを考慮する必要がある旨，同震源モデルの位置に津波の

波源モデルを設定すれば，概略検討の結果としても，６号機の取水口前面で，

約Ｏ．Ｐ．＋７．７ｍとなるなど，これまでの想定津波の高さを上昇側は上

回り，下降側は下回る可能性が高い旨の認識が共有され，関係個所への提示，10 

対応の検討が必要（津波の評価が「ＮＧ」ならプラントの停止を余儀なくされるおそ

れもある旨）という認識に至り，同月１６日には，被告東電の役員も出席する

会議において，上記認識に関しての報告もされた（以上，乙Ａ４の１・２０，２

１，２６頁，丙Ｂ１１４の１・４８～５８頁，丙Ｂ１１４の４・資料４５～５９，丙Ｂ

１１５の１・１３～２８頁）。 15 

(ｲ) また，平成２０年２月２６日，被告東電の担当者は，今村委員と面談し，

長期評価を決定論評価に取り込むべきかどうかについて相談した。今村委員

は，初期の推進本部の議論に参加していないため長期評価自体にはコメント

できない，中央防災会議においては繰り返し性及び切迫性がないことを理由

に福島県沖海溝沿いにおける大地震の発生についての結論は出ていないが，20 

同地震の発生は否定できないから波源として考慮すべきであると考える，既

往津波の発生がないため，波源モデルとしては，津波地震に関しては明治三

陸地震及び延宝房総沖地震のものを，正断層地震に関しては昭和三陸地震の

ものを使うなどと回答した（丙Ｂ１１４の１・５９～６２頁，丙Ｂ１１４の４・資

料６１～６３，丙Ｂ１１５の１・３４～３６頁）。 25 

５ 貞観津波の知見状況，本件試算，第４期津波評価部会等 
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(1) 津波堆積物調査等に基づく貞観地震等の研究状況等 

  推進本部は，平成１７年に「今後の重点的な調査観測について」を公表し，

その中では，①地殻活動の現状把握の高度化等地震発生前・後の状況把握，②

長期的な地震発生時期，地震規模の予測精度の向上，③強震動の予測精度の向

上，④津波の即時的な予測精度の向上を目的として，海溝型地震を対象とした5 

重点的調査観測を行うこととしていたところ，その調査対象域の一つである日

本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震については，宮城県沖地震，根室沖地震，

三陸沖北部の地震を，当面取り組むべき重点的調査観測対象の優先的な候補と

していた。文科省は，宮城県の地震について，平成１７年度から平成２１年度

まで研究機関に委託して調査観測を実施した（以下，同調査観測を「宮城県沖地震10 

重点調査観測」ということがある。）。同調査観測に係る研究の中に，「津波堆積物調

査にもとづく地震発生履歴に関する研究」，「地震調査・津波シミュレーション

に基づく地震発生履歴に関する研究」がある。（丙Ａ４０・１，２枚目）。 

ア 津波堆積物調査にもとづく地震発生履歴に関する研究 

(ｱ) 業務の目的，５か年計画，成果の要約等 15 

ａ 地震のアスペリティと海溝付近に存在する別のアスペリティとの複合破

壊すなわち連動型タイプの地震（１７９３年の宮城県沖地震がそのタイプと考え

られる。）については，その発生頻度が低いため，歴史資料などの調査結果

からだけではその活動の評価が十分ではないことなどから，三陸海岸地域

から常磐海岸地域に至るまでの東北地方の太平洋側の海岸地域において過20 

去の津波堆積物を検出し，それらの規模，発生時期・発生間隔など，津波

堆積物の時空間分布を解析する。特に，貞観津波に関して，その証拠を地

形学的・地質学的手法によって検証し，この津波の及んだ範囲を特定し，

連動型タイプの地震発生の解明のための基礎資料とすることを目的とする

（丙Ａ４０・１５２頁）。 25 

ｂ ５か年計画及びその実施状況について，平成１７年度には，三陸海岸地
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域の宮古地区等における津波堆積物の採取，音波探査による海域の広がり

の調査を行い，採取された試料の年代測定などが行われた。平成１８年度

には，三陸海岸地域の南部地区などに対象を広げて津波堆積物調査が実施

され，平成１７年度の成果との比較照合のための年代測定や，津波堆積物

の空間的な広がりと年代から，連動型地震と考えられる宮城県沖地震との5 

同定及び発生時期の特定を進め，連動型地震の活動履歴の推定が行われた。

平成１９年度には，平成１８年度に明らかとなった歴史地震と対応可能な

新しい津波堆積物が保存されている可能性が高い三陸海岸地域の一部地区

を中心として，常磐海岸地域までの津波堆積物の調査が行われ，調査結果

を総括し，上記と同様に連動型地震の活動履歴の推定が行われた。平成２10 

０年度には，平成１９年度と同様の調査が福島県常磐海岸地域（浪江地区，

いわき地区など）で行われ，平成１９年度までの調査結果をもとに，連動型

宮城県沖地震の活動履歴を推定した。 

   平成２１年度において，上記期間中の研究成果をとりまとめ，一部地区

での補足調査が行われ，その結果も加えて，連動型宮城県沖地震の活動履15 

歴を推定した（以上，丙Ａ４０・１５２，１５３頁）。 

ｃ 常磐海岸地域における成果の要約としては，仙台平野以南の常磐海岸地

域では，相馬市松川浦地区，浪江町請戸地区において，貞観津波と見られ

る津波堆積物が確認され，これらの地区では，過去約５０００年前以降に

も数枚の津波イベント堆積物が採取された。いわき市四倉・藤間地区でも，20 

同様の調査が行われたが，数枚の津波イベント堆積物が確認できたものの，

年代測定の結果，貞観津波堆積物は特定されなかった。常磐海岸地域と三

陸海岸地域等において，それぞれの調査地域で確認された津波イベント堆

積物の年代値をそれぞれ比較検討し，特に貞観津波の堆積物は，これまで

歴史記録には記されていなかった常磐海岸地域の請戸地区でその存在が明25 

らかとなり，少なくともこの場所から石巻平野まで連続して確認された（丙
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Ａ４０・１５３～１５５頁）。 

(ｲ) 業務の実施の成果等 

ａ 常磐地域の調査は，平成１７年度～平成１９年度実施の三陸海岸地域の

調査結果を踏まえながら，主として，同年度～平成２１年度に，相馬市松

川浦地区，浪江町請戸地区及びいわき市四倉・藤間地区の３か所を対象に5 

行われた。この間，石巻平野と仙台平野等で実施された調査結果も参考に

された（丙Ａ４０・１５７，１６８頁）。 

 ｂ 松川浦地区においては，平成７年及び平成１４年の各文献において，地

表下の十和田火山灰とその直下にある津波堆積物が歴史記録にある貞観津

波の堆積物の可能性が高いと指摘されていた。これを前提に平成２０年度10 

及び平成２１年度に調査が行われ，その結果，年代から，上記文献のとお

り，火山灰直下の砂層が貞観津波のイベント堆積物である可能性が極めて

高いことが明らかになった（丙Ａ４０・１６８～１７０頁）。 

ｃ 請戸地区においては，貞観津波の到達域として歴史記録に常磐地域から

三陸海岸地域までの広い範囲で記述があるが，常磐海岸地域の浪江地区で15 

は知られていない。同地区の各対象地点における地表下２ｍ程度までの断

面を作成し，それぞれの採取資料から津波イベント堆積物の検出を行った

ところ，同地区における平成２０年度の調査結果である津波堆積物とこの

地域における堆積速度曲線から，約４５００～５０００年前頃に噴出した

と見られる沼沢湖火山灰以降，津波イベント堆積物が少なくとも５枚確認20 

でき，そのうち最新の堆積物が，その上下の地層の年代測定の結果から，

貞観津波の時期に特定された（丙Ａ４０・１７５～１７７頁）。 

ｄ 四倉・平藤間間のいわき地区においては，各地層を採取し，年代測定を

実施した結果，貞観津波以降のイベント堆積物が採取されたものと考えら

れるが，これらのイベントが，常磐地域の北部や仙台平野での結果と整合25 

するかどうかは今後の検討課題である。また，再堆積した試料などが含ま
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れている可能性があり，イベント堆積物の年代値が逆転していることもあ

るため，新たな調査地点も含めて再検討する必要がある。特に，茨城県大

洋村以北である本地域が，歴史記録上貞観津波が到達したと記されている

場所であるため，その検証が貞観津波の南限を判断する上で重要である（丙

Ａ４０・１７８頁）。 5 

ｅ 以上のように，これまで歴史記録になかった福島県常磐地域のうち浪江

地区で平成１９年度及び平成２０年度の調査で貞観津波を含めた数枚の津

波イベント堆積物が確認でき，これらのうち最も新しいイベント堆積物が

貞観津波堆積物である可能性が最も高いことが明らかとなった。 

   他方，常磐海岸地域南部のいわき地区では，貞観津波以降とみられる津10 

波イベント堆積物が検出できたが，貞観津波堆積物の特定には至らなかっ

た。今回の調査で，歴史記録にある貞観津波が，南は福島県・常磐海岸地

域中部までその存在が地質学的に確かめられたことになるが，それぞれの

場所での遡上規模などについては，それぞれの場所で更に面的な調査が必

要となる。 15 

   また，仙台平野以南の貞観海岸地域において，貞観津波に伴うイベント

堆積物が見いだされた場所では，約４０００年前以降少なくとも４回のイ

ベント堆積物が共通して認められ，貞観津波以降の時期においても，仙台

平野・石巻平野や相馬市松川浦地区などの低地では，少なくとも２回のイ

ベント堆積物が共通しているが，このようなイベント堆積物が，貞観津波20 

のように三陸海岸地域から仙台平野－常磐海岸地域で広く対比できるのか

どうか，古い津波イベント堆積物の年代の特定と津波の影響範囲を地質学

的に検証するために更なる調査が必要である。 

   以上のように，詳細な地質学的調査による津波堆積物の検出をし，最近

及び過去の歴史的津波の発生時期，発生間隔，津波の範囲などを特定する25 

ことを目指して調査をした結果，常磐海岸地域では，歴史上伝承がない浪
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江地区において，初めて貞観津波堆積物を地質学的に発見した。これらの

調査結果は，宮城県の沖合の海溝で発生する地震に伴う津波の規模を検討

する上で重要な指針を与えると見られる。しかし，来襲する津波がどの程

度の規模になるのか，海岸地域への広がりやそれぞれの場所での遡上範囲

等については十分な結論を得るには至らず，貞観津波のような津波につい5 

ても各地で過去に繰り返し発生していることは地質学的に検証できたが，

このような津波が，三陸海岸地域～仙台平野～常磐海岸地域で広く対比で

きるのかどうか，古い津波イベント堆積物の年代の特定とそれらの発生間

隔，津波の影響範囲などを地質学的に検証するためには更なる調査が必要

となる（以上，丙Ａ４０・１７８，１８２頁）。 10 

イ 地質調査・津波シミュレーションに基づく地震発生履歴に関する研究 

(ｱ) 仙台平野及び石巻平野における過去約６０００年間の平野内に浸入した津

波の履歴と浸水範囲を，津波堆積物の調査から明らかにするとともに，地震

と地殻変動との関係解明を試み，それらの成果を基に津波の波源モデルを構

築し，平野への浸水範囲を説明できる津波シミュレーションを行うことを目15 

的とする（以上，丙Ａ４０・１８６頁）。 

(ｲ) ５か年の年次実施計画に基づく結果としては，仙台・石巻平野における貞

観津波が当時の海岸線から少なくとも２～４ｋｍ遡上していることが分かっ

た。常磐海岸（相馬市，南相馬市及び富岡町）での調査については，南相馬市小

高区では，津波襲来時と現在の海岸線の位置がほぼ同じと仮定した場合，貞20 

観津波の遡上距離は少なくとも１．５ｋｍと考えられたが，相馬市，南相馬

市鹿島区及び富岡町では，明瞭な津波堆積物が確認できず，浸水範囲の復元

に至らなかった。 

  また，貞観津波をシミュレーションで再現するため，石巻平野，仙台平野，

南相馬市小高区及び浪江町請戸における津波堆積物の分布域と複数の断層モ25 

デルに基づいた津波シミュレーションによる浸水域を比較した結果，プレー
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ト間地震によるモデルで，断層の長さが２００ｋｍ，幅が１００ｋｍ及びす

べり量が７ｍ以上の場合に浸水域が大きくなり，全ての地域において津波堆

積物の分布域を再現できた（以上，丙Ａ４０・１８７，１８８頁）。 

(ｳ) 詳細として，南相馬市小高区に着目すると，断層の長さが２００ｋｍ，す

べり量が７ｍの二つの断層モデルは津波堆積物の位置まで浸水する。浪江町5 

請戸においても同じ二つの断層モデルによる浸水域が津波堆積物の分布をよ

く説明し，また，石巻平野や仙台平野での津波堆積物の位置との関係も矛盾

しないものとなっている。二つの断層モデルすなわち断層の長さが２００ｋ

ｍ，幅が１００ｋｍ及びすべり量が７ｍのモデルにより計算された津波浸水

域は，石巻平野，仙台平野，南相馬市小高区及び浪江町請戸における津波堆10 

積物の分布をよく説明することが分かった。 

  なお，上記モデルにおける福島県沿岸北部（松川浦から請戸まで）の最大浸水

深は最大６ｍ以上であるが，同県沿岸南部（富岡以南から小名浜付近まで）では，

１～２ｍ程度にとどまる（以上，丙Ａ４０・２５０，２５８～２６２頁）。 

(ｴ) 結論としては，プレート間地震で，断層の長さが２００ｋｍ，幅が１００15 

ｋｍ，すべり量が７ｍのときに，石巻平野，仙台平野及び浪江町請戸での津

波堆積物の位置まで津波がおおむね浸水することが分かったが，これらの結

果は，北は宮城県石巻平野から南は福島県請戸にかけての津波堆積物の分布

のみから判断されており，それより北側あるいは南側の情報は考慮されてい

ない。貞観津波の北限と南限を決めるためには，請戸以南や三陸海岸での津20 

波堆積物の有無を確認する必要がある（丙Ａ４０・２６４，２６５頁）。 

ウ 結び 

(ｱ) 今回の業務は，推進本部が平成１２年に公表した宮城県沖地震の長期評価

を受け，発生が迫りつつある宮城県沖地震について，長期評価の高度化，連

動型地震の実体解明などを目標として実施された（丙Ａ４０・３８８頁）。 25 

(ｲ) 宮城県沖地震の発生履歴からは，巨大な津波を伴う大きな地震すなわち連
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動型地震がまれに発生することが知られている。しかし，連動型地震に該当

し得るような大津波を伴った既知の地震は，貞観地震，慶長三陸地震及び寛

政５年の地震だけであり，こうした地震に関する記録が限られ，その実体は

よくわかっていない。巨大津波襲来の際の津波堆積物の調査により津波の遡

上時期と範囲の特定を図るとともに，岩手県から福島県の太平洋沿岸部の地5 

質調査により，貞観津波の到達した範囲の概略が明らかとなった。その結果，

宮城県から福島県の沿岸がおおよその貞観津波の到来範囲と考えられ，また，

貞観津波による浸水範囲を地質調査から明らかにし，これを説明できる津波

波源モデルを数値シミュレーションにより推定し，断層の長さが２００ｋｍ，

幅が１００ｋｍ，すべり量が７ｍのプレート境界型地震が励起した津波とし10 

て説明可能であることが分かった。また，地質調査の結果，貞観津波のよう

な巨大な津波が過去４０００年間に繰り返し発生していたこと，貞観津波の

前には２８０年～５６０年頃と紀元前７００年～４６０年頃に巨大津波が襲

来していたことが推定され，こうした巨大津波の再来間隔が４５０年～８０

０年程度の幅を持っているようであることが分かった。他方，明らかとなっ15 

た貞観津波の波源モデルの位置や空間的な広がりは，連動型地震であったと

評価されている１７９３年（寛政）の地震の推定震源域とは異なっており，連

動して破壊するアスペリティの組合せの違いによる多様性があることが示唆

される（丙Ａ４０・３８８，３８９頁）。 

(ｳ) 地質調査から，貞観津波以外にも幾つかの大津波を伴うイベントが地質時20 

代にあったことが明らかとなっているが，年代の決定精度が十分でなく，連

動型地震の信頼性の高い発生履歴は十分解明されていない。沿岸域での地質

調査は，津波堆積物の検出だけでなく，過去の地殻上下変動に関する情報も

含んでいる（丙Ａ４０・３９０頁）。 

(2) 本件試算等 25 

ア 本件試算の実施～その後の被告東電における検討状況等 
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(ｱ) 東電設計は，平成２０年４月１８日までに「新潟県中越沖地震を踏まえた

福島第一・第二原子力発電所の津波評価委託」を作成し，本件試算を実施し

た。 

  これに先立つ同年３月１８日には，その内容については被告東電にも報告

されており，同年４月１８日の上記資料はその内容を一部訂正したものであ5 

るが，想定津波の最大水位に関しての変更はなかった（以上，甲Ａ２１６，丙Ｂ

１１４の１・６９～７２，８３～８５頁，丙Ｂ１１４の４・資料７５～７９，９８～１

０３）。 

(ｲ) 本件試算の内容は，以下のとおりである。 

ａ 日本海溝寄りのプレート間地震すなわち津波地震モデルとプレート内地10 

震すなわち正断層モデルの活動域を想定し，それぞれ津波評価技術に従い，

試算した。具体的には，津波地震は明治三陸地震の断層モデルを，プレー

ト内地震は昭和三陸地震の断層モデルを，それぞれ想定していた（甲Ａ２１

６・１～３頁）。 

ｂ この地震モデルについて，津波評価技術に基づく概略及び詳細パラメー15 

タスタディを実施した。 

  上昇側の最大となるケースでは，朔望平均満潮位Ｏ．Ｐ．＋１．４９０

ｍにおいて計算した場合，本件原発の敷地南側（敷地高Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）に

おいてＯ．Ｐ．＋１５．７０７ｍとなり，浸水深が５．７０７ｍとなる。

敷地北側（敷地高Ｏ．Ｐ．＋１３ｍ）においてＯ．Ｐ．＋１３．６９５ｍとな20 

り一部浸水する。 

  取水ポンプ位置（Ｏ．Ｐ．＋４ｍ）における最大津波高さは，５号機にお

けるＯ．Ｐ．＋１０．１８２ｍ（１～６号機で，８．３１０～１０．１８２ｍと

なる。）であり，その浸水深は，６．１８２ｍとなる。 

  この場合の津波の敷地における第一波到達時間は，約４７分後である。 25 

  また，下降側（取水口前面）では，その最大下降量は，－３．５８０ｍと
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なり，朔望平均干潮位を考慮し換算すると，Ｏ．Ｐ．－３．５５９ｍとな

る（以上，甲Ａ２１６・７，９，１６，１９，２０頁，乙Ａ４の１・２０，２１，２

６頁）。 

ｃ 上記ｂの想定から，本件原発の敷地南部の取水口付近から同敷地（Ｏ．Ｐ．

＋１０ｍ）に津波（津波高さＯ．Ｐ．＋１５．７ｍ）が遡上し最も浸水深（５．5 

７ｍ）が大きく，取水口前面（Ｏ．Ｐ．＋４ｍ）からも遡上するが，同敷地高

さには達せず，同敷地北部からも敷地（Ｏ．Ｐ．＋１３ｍ）に津波が遡上する

が，浸水深（０．７ｍ）は小さいこととなった。 

  そこで，その対策として，鉛直壁の設置が検討され，敷地Ｏ．Ｐ．＋１

０ｍ及びＯ．Ｐ．＋１３ｍに，高さＯ．Ｐ．＋２０ｍの防潮壁（鉛直壁）を10 

設定すること，すなわち，真ん中に防波堤があり，前面から押し寄せるこ

とはそれほどないとしても，防潮堤の基部に当たる南側及び北側に津波が

集中するので，そこから敷地に遡上してきた津波に対して鉛直壁のみで対

応するとした場合には１０ｍ盤のところに＋１０ｍの鉛直壁を設置するこ

とにより対応することとした場合には，想定津波の遡上に伴って生じる反15 

射波の高さは，南護岸前面で最大１９．３６３ｍとなっていた（以上，甲Ａ

２１６・１４，１５頁，丙Ｂ１１４の１・８４，８５頁，丙Ｂ１１４の４・資料１０

１～１０３，１０９の３枚目，丙Ｂ１１５の１・６２頁）。 

(ｳ) 平成２０年４月２３日，被告東電内の関係部署において，本件試算を踏ま

えた対応が検討された。その際，想定津波高さが１０数ｍとなる見込みであ20 

り，本件原発のＲ／Ｂ，Ｔ／Ｂ，Ｃ／Ｂ等の主要な建物への浸水が致命的で

あるとの観点から，津波の浸入方向に対する鉛直壁の設置を考慮した解析結

果が提示されたが，鉛直壁設置の場合に１９ｍ程度の水位を想定しているこ

とは対外的にインパクトが大きいと考えられ，大きなレイアウトの変更など

（ＤＲ，デザインレビュー）を要し，被告東電の上層部の意見を聞く必要がある25 

などといった意見が出た。 
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  同年５月１６日の被告東電及び東電設計の打合せの際に，津波対策として，

本件原発の南側の防波堤の付根部分から主要施設敷地に遡上してくることか

ら，同部分に減勢工のような防波堤を設置し津波高さを軽減する対策工事（な

お，被告東電内部資料等では「対策工」とされ，対策工事の意味と解されるところ，こ

れ以降，対策工事の意味で「対策工」という表現を用いることがある。）の事前検討5 

を行うこと，その対策により放水路からの温排水による環境アセス及び漁業

権の問題が発生することが示された。 

  同年６月６日の被告東電及び東電設計の打合せの際に，本件原発の南側の

防波堤の付根部分に防波堤を設置した場合の効果として，主要施設敷地への

津波高さ約４ｍ程度の低減が見込まれるとの意見があった。同月９日，東電10 

設計は，被告東電に対し，沖合防波堤の設置により主要施設敷地への津波高

さが低減されるとの報告をした。 

  また，同日までに，被告東電は，佐竹委員に対し，長期評価を確定論設計

ベースで考えるべきかどうかの意見を聴取したが，同委員からは非常に難し

い問題であるとの回答を受け，同委員の意見が確定論で行うべきとのニュア15 

ンスではなかったものと受け止めた（以上，丙Ｂ１１４の１・８５～９１頁，丙Ｂ

１１４の４・資料１０４，１０６，１０７，１０８，丙Ｂ１１５の１・６０頁，丙Ｂ１

１６の１・４４～４６頁）。 

(ｴ) 平成２０年６月１０日，被告東電の当時の副社長も出席して協議が行われ

た。協議に先立って作成された資料には，現在の検討状況及び今後の検討内20 

容として，現在の波源モデルは，福島県沖の既往津波が得られていないため，

明治三陸地震の波源モデルを流用した計算結果であること，今後，長期評価

の波源モデル（Ｍｗが８．３～８．２となる。）や延宝房総沖地震の津波の波源

モデルを用いた場合には水位を低減できるが，領域内でどこでも起こるとい

う前提の場合に相対的に精度が高い明治三陸地震の波源を用いないことの説25 

明が困難であること，対策工の概略検討として，敷地への遡上を防ぐために
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防潮壁の設置が考えられるが，防潮壁のみではＯ．Ｐ．＋１０ｍ盤に１０ｍ

の壁が必要となること，沖合への防潮堤の設置も考えられ，敷地への遡上水

位を大幅に低減できるが，施工の成立性に関する検討や必要な許認可の洗い

出しが必要となること，検討スケジュールとしては，同年８月までに波源に

関する検討を行い，敷地遡上への津波の対策工について同年１０月までに概5 

略検討をすることなどが記載されていた。また，同資料には，今後の対応等

として，設備関係の対応策の検討，確定論で取り扱うことの現実性について

有識者説明を実施すること，津波ＰＳＡ評価技術の高度化，リスク評価に基

づいた対策の実施に前向きに取り組むこと，波力，漂流物に関する検討の実

施を行うことなども記載されていた。同資料に基づいて，担当者が説明を行10 

ったところ，副社長からは，①津波対策を実施するか否かの判断に関わるた

め，津波ハザードの検討内容について詳細に説明すること，②４ｍ盤への遡

上高さを低減するための概略検討を行うこと，③沖に防潮堤を設置するため

に必要となる許認可を調べること，④防潮堤や防波堤の検討と並行して，水

密化等の機器の対策についても検討することというコメントが出され，これ15 

らに対する検討結果をまとめて再度打合せを行うこととされた。なお，同日

頃までに，本件原発の津波対策について，従前海中又は海岸のエネルギーの

減衰のために構造物の設置などの構造物対策を検討していたが，結果的にサ

イトの津波高さが下がるものの，周辺集落への津波高さが高くなることから，

社会的に受け入れられないとの判断が被告東電ではされていた。 20 

  同年７月２３日，被告東電，東北電力，ＪＡＥＡ（日本原子力研究開発機構）

及び日本原電との連絡会において，津波評価に関する検討状況等に関する情

報交換が行われ，被告東電からの出席者は，対策工を実施する意思決定まで

には至っていないが，防潮壁，防潮堤やこれらを組み合わせた対策工の検討

を同年１０月までには終えたいこと，長期評価に基づく津波も考慮すべきで25 

あるとの社内調整を進めていることなどを述べた。なお，上記連絡会の中で，
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東電設計に対し，日本海溝の北部と南部を区分できる資料についての作成を

依頼することが決まり，同年８月１８日，同社からその報告資料が被告東電

に提出された。その資料には，確率論における海溝寄りの津波地震に関する

分岐案として，①これまでに発生した領域のみで発生するもの，②どこでも

発生するが北部に比べて南部の津波地震は小さい（南部には津波を大きくする低5 

速度くさび形堆積物がみられない。）とするもの，③どこでも発生し，南部も北

部も同程度の津波地震が発生するとするものが示されていた。なお，東電設

計は，確定論としては上記②の分岐を選択できるのではないかという結論で

ある旨述べていた（以上，丙Ｂ１１４の１・９２～１０４頁，丙Ｂ１１４の４・資料

１０９，１１４～１１７，１６３，丙Ｂ１１５の１・６３～６６，６８～７１頁，丙Ｂ10 

１１５の３・資料５９，６０，６３，６６）。 

(ｵ) 平成２０年７月３１日，被告東電内において，被告東電の当時の副社長も

出席して再度協議が行われた。上記(ｴ)の協議で副社長から示されたコメン

トも踏まえて作成された資料の中には，①対策工の追加検討として，沖合の

防潮堤の設置，既設防波堤の拡張の組合せを設定したところ，遡上水位を最15 

も低減する組合せでＯ．Ｐ．＋４ｍ盤の水位を１～２ｍ程度低減できるが，

Ｏ．Ｐ．＋１５ｍの長大な防潮堤の設置や既設防波堤の約Ｏ．Ｐ．＋２０ｍ

への拡張等のコスト，工期，施工の実現性を考慮しておらず，あくまでも試

算にとどまること，今後コスト・施工の実現性を考慮した上で，機器等の対

策コストとの組合せの検討が必要となるが，防潮堤建設費のオーダーとして20 

は数百億円規模となること，②沖合防潮堤の設置に必要な許認可等として，

水域施設建設届等の許認可申請が必要となるほか，海浜変形，温排水拡散範

囲，航行船舶への影響評価が必要となり，意思決定から防潮堤完成まで約４

年間（環境影響評価が必要な場合には，それに加えて約３年間）を要すること，③津

波水位の追加検討として，現状の津波水位は明治三陸地震の波源モデルを福25 

島県沖に設定し解析を実施しているが，海溝沿いには房総沖の波源モデルも
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設定されており，三陸沖とそれ以南で地震の発生様式が異なるとの説明がで

きれば，延宝房総沖地震の波源モデルを用いて水位を低減できる可能性があ

ること，④関係各社の対応として，日本原電が東海原発付近に３０ｃｍ程度

の遡上があるとして，盛土，建屋の止水扉による対策などを検討しているこ

と，東北電力が，今村委員らに対し，長期評価の波源を明示せずに意見を求5 

めた際，特に異論がなく，女川原発前面に同波源を設定せずに従来の津波評

価技術による津波評価を行うとの意思決定をしたこと，ＪＡＥＡが長期評価

の津波に対して建屋の周りを囲むなどの対策工を検討しているが，波源モデ

ルの設定方法によっては対策が不要となることを確認したことから，長期評

価の津波に対する取扱いは各社において統一されていないこと，⑤今後，長10 

期評価の津波の取扱い（確率論・確定論）について，学識経験者へ説明するこ

と，延宝房総沖地震の波源モデルの採用可否についての検討を進めるととも

に，学識経験者へ説明することなどが記載されている。なお，防潮堤の設置

に伴っての留意事項としては，取水口前面や沖合に防波堤を設置する場合に

温排水の拡散範囲が拡大し，漁業権消滅区域の拡張や追加の漁業補償が問題15 

となること，防波堤からの反射波による湾外への影響や周辺海域における海

浜変形・環境影響評価などの問題があることも示されていた。 

  これを踏まえて，被告東電の当時の副社長とともに検討を行った結果，長

期評価はあるが，これが原発の設計プラクティスとして設計・評価方針が確

定しているものではなく，土木学会などの検討を通じてどのように対応する20 

かを決定する旨，耐震バックチェックにおいては従前の津波評価技術に基づ

く評価とする旨，以上について有識者の理解を得る旨の方針が決定された（以

上，丙Ｂ１１４の１・１０６～１１１頁，丙Ｂ１１４の４・資料１１９，１２６，丙Ｂ

１１５の１・７８～８６頁，丙Ｂ１１５の３・資料６９，７２，７４，丙Ｂ１１６の１・

７５，７６頁）。 25 

(ｶ) 被告東電は，平成２０年８月６日，各電力会社に対し，上記(ｵ)の被告東電
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で決定した方針を伝えた。 

  また，被告東電は，三陸沖～房総沖の日本海溝寄りの北部と南部の構造の

違いを踏まえ，延宝房総沖地震の波源を使った津波の評価を東電設計に委託

し，同月２２日，東電設計から，その結果が報告された。その中で，上昇側

の最大となるケースでは，朔望平均満潮位Ｏ．Ｐ．＋１．４９０ｍにおいて5 

計算した場合，本件原発の取水口前面において６．７４７～８．７８４ｍと

なり，同敷地南側（敷地高Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）においてＯ．Ｐ．＋１３．５５２

ｍとなるとされていた。 

  被告東電は，同年９月１０日開催の電事連の土木技術委員会において，電

力共通研究として，津波評価技術後の長期評価，中央防災会議における波源10 

に関する新たな知見の提示や数値計算技術の進歩などを踏まえ，津波評価技

術の改訂のための研究を提案し，実施が了承された（以上，丙Ｂ１１４の１・１

１３，１１４頁，丙Ｂ１１４の２・１～４，６～８頁，丙Ｂ１１４の４・資料１２７，

１２８，１３１，１３５，１３６，１３８，１３９，丙Ｂ１１５の１・８９頁）。 

(ｷ) なお，ＪＮＥＳは，平成２０年８月に「地震に係る確率論的安全評価手法15 

の改良」を公表したが，その中では，地震ＰＳＡに基づく耐震バックチェッ

クにおける残余リスクの評価の実施・報告について指摘があるほか，地震時

の随伴現象である津波ＰＳＡのモデルを構築していく際の予備的な検討とし

て，津波時の基本的なシナリオを検討している。その内容は以下のとおりで

ある（甲Ａ２８）。 20 

ａ 津波時に考慮すべき検討事項としては，①津波到来時の状態，②プラン

トに対する津波の影響，③②に基づくシナリオの検討，④③に基づくイベ

ントツリー，⑤評価に必要な津波に対する機器等のフラジリティである（甲

Ａ２８・３－１頁）。 

ｂ プラントに津波が到来する場合の状態としては，津波遡上時と引き波時25 

の２種類がある。 
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  津波遡上時のプラントに対する影響としては，プラント内の海岸に近い

位置に設置されている機器，建屋構造物から順に影響を受けていくと予想

される。海岸線より沖合に取水塔が設置されているプラントでは，取水塔

が最初に津波の影響を受けて損傷等により海水取水が不可能となる。次に，

砂丘，堤防及び防波堤等を乗り越えて津波が遡上した場合，津波により海5 

水ポンプが損傷，機能喪失し，海水取水が不可能となる。さらに津波が遡

上すると，屋外変電設備，非常用ＤＧ燃料供給設備などが影響を受け，外

部電源喪失が発生するほか，ＤＧからの非常用電源の供給が不可能となる。

最後に，津波の遡上によって原子炉建屋内に海水が浸入した場合，建屋内

に設置されている炉心冷却に関連した機器系統が損傷・機能喪失し，炉心10 

を冷却できなくなることが考えられる（以上，甲Ａ２８・３－２，３－３頁）。 

ｃ 屋外に設置された起動変圧器の損傷・機能喪失が発生した際には外部電

源喪失となり，同時に，非常用ＤＧ燃料供給設備が津波により機能喪失し

ている場合はＳＢＯの発生となり，炉心損傷に至る。また，非常用ＤＧは

海水により冷却されて運転されるため，取水塔・海水ポンプの損傷・機能15 

喪失が発生していれば非常用ＤＧは利用できず，起動変圧器の機能喪失は

ＳＢＯとなる。ＳＢＯが発生した場合，短期的には蒸気駆動の炉心注水ポ

ンプにより炉心冷却を行うことが可能となるが，長期的には運転制御用機

器へ給電するバッテリーへの充電を行うための電源復旧等が必要である。 

  原子炉建屋内への海水の浸入が発生した場合，原子炉建屋内に設置され20 

ている各種の機器が溢水し，機能喪失する可能性がある。原子炉建屋の最

下層には非常時に原子炉に注水する高圧系・低圧系の電動及び蒸気駆動ポ

ンプ等が設置されており，それらが全て溢水し機能喪失することによって

炉心損傷に至る可能性がある（以上，甲Ａ２８・３－４～６頁）。 

ｄ 上記シナリオの解析には，津波の波高の堤防・防波堤の超過，津波によ25 

る屋外機器構造物の損傷・機能喪失，原子炉建屋への海水浸入，原子炉建
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屋の機器の溢水などの各現象及び各機器・構造物の津波時の損傷・機能喪

失の発生確率の評価結果が必要となる（以上，甲Ａ２８・３－６，７頁）。 

イ 中間報告後の耐震バックチェックの実施状況等 

(ｱ) 平成２０年４月１４日，経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギ

ー調査会傘下の原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会地震津波，地5 

質・地盤合同ＷＧ（以下「地質等合同ＷＧ」という。）の会合が開催され，本件

原発に係る地質調査結果，基準地震動Ｓｓの策定結果に係る妥当性の確認な

どを開始した。 

  また，同年４月から同年５月にかけて，保安院は，福島沖の海上音波探査

を実施し，同月１３日には，５号機の主要な設備の評価結果に係る妥当性の10 

確認を開始した（以上，丙Ａ３７・４，５頁）。 

(ｲ) 保安院は，平成２０年９月４日，「新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発

電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項について」を発し，被告東電に対

し，双葉断層についての状況等の確認を行った。 

  同月１０日，上記保安院の指示を受けて，被告東電は，耐震バックチェッ15 

ク説明会を開催し，耐震バックチェックにおける長期評価の取扱いについて，

「福島第一原子力発電所津波評価の概要（地震調査研究推進本部の知見の取

扱）」と題する資料に基づき，検討した。 

  同資料には，①平成１４年２月時点での津波評価技術に基づく評価結果と

しては，三陸沖，宮城県沖，福島県沖，房総沖及びチリ沖を波源として検討20 

した結果，本件原発における最高水位はＯ．Ｐ．＋５．４～＋５．７ｍ，同

最低水位はＯ．Ｐ．－３．６～－３．５ｍであり，水位下降時に一部の非常

用海水系ポンプについて吸い込みが不可能となるため，手順書を変更し，水

位上昇時に対して非常用海水ポンプの軸受設置レベルのかさ上げの対策を講

じたこと，②長期評価について，平成１５年度～平成１７年度の土木学会の25 

検討としては，福島県沖の海溝沿いを波源とした津波が起きたとする事実が
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得られていないことから，津波ＰＳＡで取り扱うこととした（確定論で取り扱

うべきとする意見はなし。）が，ロジックツリーの分岐に関するアンケートでは，

地震学者の平均がどこでも起きる方が高いとしていたこと，③平成１８年耐

震設計審査指針による耐震バックチェックにおいて，Ｓｓ策定における海溝

沿いの震源に関する検討として，不確かさの考慮として，福島県沖の海溝沿5 

いの地震を想定し，Ｓｓ策定に影響がないことを確認したこと，この点，専

門家の意見として，福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できず，

波源として考慮すべきであるという見解（平成２０年２月２６日付け今村委員）

と設計事象で扱うかどうかは難しい問題との見解（同年６月９日付け佐竹委員）

があり，津波の波源としては，不確かさを考慮すべきとする指針の精神，専10 

門家の意見を踏まえ，福島県沖の海溝沿いを波源とする津波の検討を実施中

であることなどが示されていた。 

  また，本件原発における最大浸水図として，１～４号機の敷地付近（海側）

の津波高さがＯ．Ｐ．＋９．３ｍとなり，敷地高さＯ．Ｐ．＋４ｍに対して

浸水深が５．３ｍとなり，本件原発の南側敷地付近（海側）の津波高さがＯ．15 

Ｐ．＋１５．７ｍとなり，敷地高さＯ．Ｐ．＋１０ｍに対して浸水深が５．

７ｍとなること，５号機及び６号機の北側敷地付近（海側）の津波高さがＯ．

Ｐ．＋１３．７ｍとなり，敷地高さＯ．Ｐ．＋１３ｍに対して浸水深が０．

７ｍとなり，５号機及び６号機敷地付近（海側）の津波高さがＯ．Ｐ．＋１０．

２ｍとなり，敷地高さＯ．Ｐ．＋４ｍに対して浸水深が６．２ｍとなること，20 

この想定の下に本件原発の敷地北部・南部から敷地への遡上及び港内からＯ．

Ｐ．＋４ｍへの遡上について対策が必要となることが示され，長期評価にお

ける波源モデルについて，今後２～３年以内に検討し，津波評価技術の改訂

を予定すること，電力共通研究の実施について各社の了解後，速やかに学識

経験者に長期評価の知見の取扱いについて説明，折衝を行うこと，改訂後の25 

津波評価技術によるバックチェックを実施すること，ただし，地震及び津波
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に関する学識経験者のこれまでの見解及び長期評価の知見を完全に否定する

ことが難しいことを考慮すると，現状より大きな津波高を評価せざるを得な

いと想定され，津波対策が不可避となることが指摘されていた（以上，甲Ａ３

５１の１及び２，乙Ａ４の１・１４頁，丙Ａ３７・５頁，丙Ｂ１１４の４・資料１４０，

１４１）。 5 

(ｳ) その後，被告東電は，新たな保安院の指示に対応すべく，同年１２月８日

に耐震バックチェックの実施計画を見直し，中間報告において上記代表プラ

ント以外のプラントも対象とすることとし，最終報告については提出時期を

未定とした（乙Ａ４の１・１４頁）。 

ウ その後の被告東電の対応等 10 

(ｱ) 平成２０年１０月，被告東電は，地震津波の複数の専門家の意見を聴取し

た。 

  津波評価技術の刊行後に長期評価などの様々な知見が出されていることか

ら，３年程度かけて津波評価技術の改訂を実施する必要があるとの被告東電

の説明を受け，各専門家はおおむね了承の意思を示した。その中で，①首藤15 

名誉教授（津波評価部会主査）は，原子炉の暴走といった重大事故は絶対にあ

ってはならず，常に冷却水を確保すること，制御系が水によって損傷を受け

ないようにすることを徹底し，津波の設計に対してもリダンダンシー（余裕）

を持たせる必要があると指摘し，②佐竹委員は，長期評価に関して，三陸沖

と福島沖～茨城沖を同視する趣旨ではなく，福島沖～茨城沖で場所の特定が20 

できないというものであり，三陸沖と福島沖以南において地震発生様式が異

なること，貞観津波に関する論文を準備中であり，その原稿を参考として交

付することを述べ，③高橋准教授（秋田大准教授，津波評価部会委員であり，津波

工学の専門家である。以下。「高橋准教授」という。）は，津波堆積物が重要な物

的証拠であり，これまでに分かっている情報を適宜使い，波源モデルを見直25 

す必要があること，長期評価がある以上，福島県沖で波源を設定しない理由
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をきちんと示す必要があることを指摘し，３年間の電力共通研究及び土木学

会での審議の結果，長期評価による波源設定が必要と判断され，津波評価技

術の改訂がされれば再度バックチェックを行うとの被告東電の担当者の繰り

返しの説明を聞き，津波研究者として，福島県沖～茨城県沖で長期評価のよ

うな地震津波が発生するとは思わず，被告東電の説明は理解するし，気持ち5 

も分かるが，長期評価がある以上，考慮しなくてもよい理由を一般の人に説

明しなければならないことを述べ，④今村委員は，長期評価について今回の

耐震バックチェックにおいて波源として考慮しなくてもよいこと，バックチ

ェックでは扱いにくく，かなり過大で非常に小さい可能性を追求するのはど

うかと述べていた。 10 

  また，佐竹論文（甲Ｂ３５，なお，本論文は，上記(1)の宮城県沖地震重点調査観

測の一環として実施された研究に基づく。）を踏まえた貞観津波の波源モデルの検

討も進め，同論文で示された二つの波源の数値シミュレーションを実施した

結果，本件原発の取水口前面における最大水位上昇量は，最大で７．６６７

ｍ（６号機，１～５号機で７．０７４～７．５９５ｍ，なお，平均潮位Ｏ．Ｐ．＋０．15 

８８９ｍを初期海水面として実施）となり，敷地まで遡上しないという結果とな

った。 

  これも踏まえ，被告東電は，貞観津波を耐震バックチェックにおいて取り

扱わない方針とした。 

  同年１２月１０日，被告東電は，阿部名誉教授に対し，今回の耐震バック20 

チェックにおいては津波評価技術でチェックすることとし，長期評価につい

て電力共通研究における３年間の研究後にその成果を土木学会で審議し，津

波評価技術を改訂し，改訂後にバックチェックをすることの当否を確認した

が，阿部名誉教授は，長期評価がある以上，事業者がどのように対応するか

を答えなければならず，対策をとるのも一つ，無視するのも一つであるが，25 

無視するためには積極的な証拠が必要となること，福島県沿岸で津波堆積物
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の調査を実施し，長期評価に対応するような津波が過去に発生していないこ

とを示すのがよいことを述べた（以上，丙Ｂ１１４の２・１２～２１，２５，２６

頁，丙Ｂ１１４の４・資料１４２～１４６，１４９，１５４，丙Ｂ１１５の１・９３，

１０７頁，丙Ｂ１２３・６０～６２頁）。 

(ｲ) 被告東電は，上記ア(ｵ)の方針の下，津波に関する最終報告に向けて，最新5 

の海底地形と潮位観測データを考慮し，平成２１年２月に津波評価技術に基

づき，再評価をした結果，本件原発について，Ｏ．Ｐ．＋５．４～６．１ｍ

という結論を得て，その津波高さに応じてポンプ用モーターのシール処理対

策等を講じた。また，前記４(6)ウ(ｳ)のとおり，平成２０年３月に，代表プ

ラントである本件原発の５号機についての中間報告書を，平成２１年６月に10 

本件原発の１～４号機及び６号機についての中間報告書を，それぞれ保安院

に提出した。この中間報告書において，新潟県中越沖地震の知見を活かした

調査に基づき，基準地震動Ｓｓを策定し，原子炉建屋や安全上重要な機能を

有する耐震Ｓクラスの主要な設備等について耐震バックチェックが実施され

たとの報告がされた（甲Ａ２本文編・３９０頁，甲Ａ３３７，乙Ａ４の１・15 

１４，１８，１９頁）。 

エ 地質等合同ＷＧにおける検討状況等 

(ｱ) 上記ウ(ｲ)の中間報告書の提出を受けた保安院は，地質等合同ＷＧにおい

てその妥当性等を審議した。 

  平成２１年６月２４日開催の上記地質等合同ＷＧにおいて，被告東電の担20 

当者が中間報告について説明をした際，同ＷＧの委員（上記(1)の貞観津波の津

波堆積物の調査研究に関与した産業技術総合研究所活断層研究センター（以下「産総研」

という。）の海溝型地震履歴研究チームの岡村行信委員）から，プレート間地震と

して福島県東方沖地震を考慮しているが，既に調査結果が出ている同地震と

全く比べ物にならない津波が起きたとされる貞観津波について触れていない25 

理由が尋ねられた。これに対し，被告東電の担当者は，貞観地震について地
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震動の観点から被害が見当たらず，地震動評価上，福島県東方沖地震で検討

すれば問題ないと考えていると述べた。上記委員が，津波堆積物が常磐海岸

まで来ており，これは，上記(1)の研究成果からもわかっているのに，そのこ

とに触れていない理由を重ねて尋ね，これに対し，保安院の担当者（事務局）

が，津波に関しては中間報告では提出されていないので評価していないが，5 

貞観津波の津波堆積物の調査結果なども踏まえた検討を最終報告において行

うなどと述べた（以上，甲Ａ６０の１・１６，１７頁，丙Ｂ１０８の１・５７～５９

頁，丙Ｂ１０８の２・資料４の１６，１７頁）。 

(ｲ) 平成２１年７月１３日開催の地質等合同ＷＧにおいて，被告東電の担当者

は，貞観地震の影響が福島県東方沖地震（塩野崎沖地震）の影響よりも小さい10 

とする趣旨の報告をしたが，複数の委員から，津波の波源モデルを地震動の

評価に用いることには無理があり，震源断層モデルとして考慮することの問

題点の指摘や，貞観地震と福島県東方沖地震との連動を考慮すべきといった

意見，そもそも佐竹論文が知見と呼べるのかなどの意見が出て，議論の収拾

がつかない状態となったことから，保安院の担当者が，そのような議論の状15 

況を踏まえて，貞観津波について新たな知見が得られた場合，設計用津波水

位の評価に貞観地震を考慮するよう求め，他の委員もこれに異論を述べなか

った。 

  同月２１日，保安院は，上記合同ＷＧの審議の結果として，被告東電が策

定した地震動が妥当であるとした上で，現在，研究機関等により貞観津波に20 

関する津波堆積物や波源等に関する調査が行われていることを踏まえ，電気

事業者が津波評価及び地震評価の観点から，適宜，当該調査研究の成果に応

じた適切な対応をとるべきと考えるといった意見を付し，保安院は，貞観津

波について調査研究の段階にあるとの見解を示していた（以上，甲Ａ６０の２・

３～８，１３～１５頁，甲Ａ１１５の１・Ⅲ－２９頁，丙Ａ３７・５，２４頁，丙Ｂ３25 

１・１２～１４頁，丙Ｂ３３・１頁，丙Ｂ８３・６～９，１２～１６，８８，８９頁，
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丙Ｂ１０８の１・５９～６２頁，丙Ｂ１０８の２・資料５の３～８，１３～１５頁）。 

オ 中間報告後の保安院，被告東電の対応等 

(ｱ) 平成２１年８月２８日，被告東電の担当者は，保安院の担当者と会い，波

源設定について津波評価技術に基づき行うこと，今後波源の合理的設定に関

する研究を土木学会等で行い，バックチェック最終報告に間に合わないが，5 

合理的に設定された波源に対して必要な対策は当然実施することなどを説明

し，保安院の担当者から，個人的見解として，その取扱いでよいが，貞観津

波の試算結果を教えてほしいとのコメントがあった。同年９月７日，被告東

電の担当者は，保安院に赴き，上記説明のほか，貞観津波の試算結果を説明

したところ，保安院の担当者は，貞観津波について正式に耐震バックチェッ10 

クの基本ケースで扱う必要はないが，何らかの形で安全性に言及できるのが

理想であると考えているなどと述べた（以上，丙Ｂ３１・１５～１７頁，丙Ｂ８

３・１６～１９頁，丙Ｂ１１４の２・３６～４０頁，丙Ｂ１１４の４・資料１６６～１

６８）。 

(ｲ) 平成２１年１１月１９日，原子力安全委員会は，保安院が付した上記エの15 

中間報告書の評価の妥当性を確認した（丙Ａ５３）。 

(3) 推進本部地震調査委員会の「日本の地震活動」〈第２版〉 

  上記委員会は，平成２１年３月に，上記資料を作成し，公表した。その内容

は，以下のとおりである。（丙Ａ２８） 

ア 沈み込むプレートと陸のプレートの間で発生する地震 20 

(ｱ) 太平洋プレートが沈み込む日本海溝等の付近では，Ｍ７～８程度の規模の

大きな地震が発生することがある。このような大地震は，太平洋プレートの

沈み込みに伴って陸側プレートの端が引きずり込まれ，それが限界に達した

ときに陸側のプレートが跳ね上がるという断層運動により生じる。このよう

な地震をプレート間地震又はプレート境界型地震という（丙Ａ２８・２０頁）。 25 

(ｲ) 太平洋プレート，フィリピン海プレートの沈み込む場所では，まれに特に
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規模の大きな地震と津波が発生することがわかってきている。この地震は，

通常のプレート間地震の震源域が幾つか同時に連動して破壊することで発生

すると考えられる。例えば，１７０７年の宝永地震（Ｍ８．６）は，南海地震

と東南海地震が同時に発生した地震と考えられ，１７０３年の元禄地震（Ｍ

８．１）は，１９２３年の関東地震（Ｍ７．９）と比べて震源域が広いと推定さ5 

れており，このタイプの地震と考えられている。また，津波堆積物の調査結

果から，貞観津波（Ｍ８．３）がこれまでに知られていない巨大地震によるも

のであった可能性がある。海外の例では，チリ地震（Ｍｗ９．５）やスマトラ

沖地震（Ｍｗ９．１）がこのタイプの地震と考えられている（丙Ａ２８・２０頁）。   

(ｳ) このタイプの大地震に伴う海底の地殻変動（隆起や沈降）により，海水が持10 

ち上げられたり，引き下げられたりすることにより津波が発生することが多

くある。そのため，プレート境界に面した沿岸地域，特に震源に近い地域で

は，プレート間地震の発生により，強い揺れが生じるほか，その直後に津波

が来る（丙Ａ２８・２０，２１頁）。 

(ｴ) プレート境界の一部では，断層面でのずれがゆっくりと起こり，それによ15 

る海底での地殻変動（隆起や沈降）で津波が発生することがある。この場合，

ずれがゆっくり起こるため，生じる地震波（人が感じることができるような周期

の短い地震波）は比較的小さく，我々は弱い揺れしか感じない。しかし，津波

を引き起こす海底での地殻変動の大きさは，ずれの速さではなく，断層運動

の規模（ずれの量と広さ）などに依存する。したがって，感じた地震の揺れが20 

比較的弱くても，断層運動が大規模であれば大きな津波が発生する。このよ

うに，通常の地震から予想されるよりもはるかに大きな津波を引き起こすよ

うな地震を「津波地震」という。明治三陸地震がこの例である。地震の揺れ

の強さから求めたＭは７程度であったが，津波記録を用いて推定された断層

運動の規模から求めると，Ｍ８．２に相当する（丙Ａ２８・２１頁）。 25 

イ 東北地方の地震活動の特徴 
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(ｱ) 東北地方に被害を及ぼした地震には，太平洋側沖合で繰り返し発生してき

たＭ８クラスの地震や陸域で発生したＭ７クラスの地震などがある。明治三

陸地震がよく知られている。東北地方は，近畿地方などに比べて古い歴史資

料が不十分であるが，数多くの被害地震が陸域や海域で発生してきたことが

知られている（丙Ａ２８・８３頁）。 5 

(ｲ) 東北地方の地震活動は，太平洋側沖合の太平洋プレートの沈み込みに伴っ

て発生する地震や陸域の浅い場所で発生する地震などがある。 

  この中で発生する地震の数が多く，規模も大きいのが太平洋側沖合で発生

する地震である。 

  東北地方には，東南東の方向から太平洋プレートが年間約８ｃｍの速さで10 

近づいており，同プレートは日本海溝から東北地方の下に沈み込んでいる（以

上，丙Ａ２８・８３頁）。 

(4) 平成２１年～平成２２年の津波評価部会の活動状況等 

ア 平成２１年のロジックツリー分岐のアンケートの実施等 

(ｱ) 平成２１年２月に，土木学会の津波評価部会は，同部会の審議に使用すべ15 

く，認識論的不確定性に由来するロジック分岐の重み付けの妥当性を高める

ため，津波評価部会の委員及び幹事３４名並びに外部専門家５名に対し，確

率論的津波ハザード解析に適用するロジックツリー分岐の重み設定案の作成

のためのアンケートを実施した。 

  回答するに当たっての前提として，各専門家の専門事項についてのみ回答20 

すること，その「重み」欄に，項目ごとに合計が１となるよう，小数又は分

数による現状の判断を記入すること，「より確からしい」と考える見解の重

みが大きくなるよう数値を配分することとされていた。 

  また，津波ハザード解析及びロジックツリーの意義を説明し，地震規模に

ついて，津波高の確率分布を求める目的としているため，過去及び将来の地25 

震規模Ｍｗすなわち「津波モデルのＭｗ」を設定すること，「津波モデルの
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Ｍｗ」の検討経緯は津波評価技術のとおりであること，Ｍ範囲の考え方につ

いて，記録が残っている地震の既往最大規模が，「それ以上大きい地震は起

きない上限か」，「それを超える地震が将来起きえるのか」という判断と「将

来発生する地震規模はどの程度の範囲で振れるか（不確実性大のとき０．５

の幅，不確実性小のとき０．３の幅とした）」という視点から五通りの分岐5 

を設定したこと，活動域区分について，津波評価技術で検討した確定論的津

波評価のための海域区分を基に長期評価の研究成果を加味して設定している

こと，想定対象期間としては，超長期にわたる，すなわち１万年オーダーの

地質学的時間を想定し，大地震の平均的な発生状況を推定することを基本と

すること，「ＢＰＴ分布を用いた評価方法」という設問のみ，ＢＰＴ分布に10 

よる今後数十年間の発生確率に基づく設問であることなどが説明されている。

なお，アンケート調査の結果は，平成２１年２月２３日付けで集約され，調

査票（集計表）が同日付けで作成されている（以上，丙Ａ７６・１～５頁，丙Ｂ２

３・１９頁，丙Ｂ１１４の４・資料１７５）。 

(ｲ) このうち，三陸沖～房総沖海溝寄りのプレート間大地震に関する質問にお15 

いて，その前提として，津波モデルを，津波の痕跡高を再現できる一様モデ

ルとすると，慶長三陸地震，明治三陸地震及び延宝房総沖地震の各津波モデ

ルのＭｗはいずれも８．３，一様すべりモデルの既往最大Ｍｗは８．３（津波

モデルを不均質モデルとした場合，慶長三陸地震の津波モデルのＭｗは８．４，明治三

陸地震の津波モデルのＭｗは８．３，不均質モデルの既往最大Ｍｗは８．４。なお，検20 

潮記録が得られていない延宝房総沖地震については，信頼性の高い不均質モデルを作成

できない。）であり，長期評価による地震規模はＭｔ８．２前後であることな

どが示されている。 

  最初の質問（Ｑ１‐６‐１）として，分岐①（過去に発生例がある三陸沖及び房

総沖でのみ過去と同様の様式で津波地震が発生する。）の重みが「０．４０」，分25 

岐②（活動域内のどこでも津波地震が発生するが，北部領域に比べて南部ではすべり量
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が小さい。北部赤枠内では明治三陸地震の断層モデルを移動させ，南部赤枠内では延宝

房総沖地震の断層モデルを移動させる。）の重みが「０．３５」，分岐③（活動域

内のどこでも明治三陸地震タイプの津波地震が発生し，南部でも北部と同程度のすべり

量の津波地震が発生する。赤枠全体の中では明治三陸地震の断層モデルを移動させる。）

の重みが「０．２５」となっていた。また，補足として，上記分岐がいかな5 

る認識，根拠に基づくものかが説明されている。分岐①は，津波地震が発生

するのは特別な領域であるという認識に基づく。海溝寄りの津波地震が発生

している領域では，その陸側でＭ８クラスの典型的なプレート間地震が発生

しておらず，三陸沖中部，房総沖と茨城県沖南部ではＭ８クラスの典型的な

プレート間地震が発生していないことが指摘され，先行研究（丙Ｂ２１）では，10 

三陸沖に関してこの傾向を指摘し，プレート境界の性質（粗い，なめらか）に

よる説明をしている。分岐②は，巨大低周波地震としての津波地震はどこで

も発生する可能性があるが，南部では津波を大きくする低速度くさび型堆積

物が見られないため，北部の場合ほど大きな津波を生じないとの認識に基づ

く。このことは，延宝房総沖地震のすべり量が明治三陸地震のすべり量ほど15 

大きくないこととも整合する。分岐③は，巨大低周波地震としての津波地震

はどこでも同じように発生し，低速度くさび型堆積物の影響はそれほど大き

くないという認識に基づく。なお，地震学者及び津波工学者１１名の重み付

け（なお，地震学者について，都司委員を除く７名の地震学・地震工学の専門家につい

て，他の専門家の４倍の数値が割り当てられている。）を見ると，上記４倍としな20 

い状態では，分岐①「０．３５」，分岐②「０．３２」，分岐③「０，３３」

となっていた。 

  このうち，４倍の数値が割り当てられた地震学者の見解を見ると，谷岡准

教授は，分岐①「２」，分岐②「１．２」，分岐③「０．８」（４倍とする前

の数値は，分岐①「０．５」，分岐②「０．３」，分岐③「０．２」）と配分し，明25 

治三陸地震が世界でも類を見ない津波地震であったことを考慮し，分岐①の
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重みを大きくすべきとコメントし，平田直教授（当時東京大学教授）も谷岡准

教授と同じ重みを付け，藤原広行氏（当時防災科学技術研究所所属）は，分岐①

「０．４」，分岐②「１．２」，分岐③「２．４」（４倍とする前の数値は，分

岐①「０．１」，分岐②「０．３」，分岐③「０．６」）と配分し，海溝寄りの津波

地震に関しては不明なところが多いため，安全側の重みを設定したとコメン5 

トし，松澤暢教授（当時，東北大学教授であり，推進本部地震調査委員会の委員を務

めた。以下「松澤委員」という。）は，分岐①「０．８」，分岐②「２．４」，

分岐③「０．８」（４倍とする前の数値は，分岐①「０．２」，分岐②「０．６」，

分岐③「０．２」）と配分し，不確定性が大きく，過去と同じ場所だけとはい

い切れないが，頻度としては北部の方が高いと思うとコメントし，佐竹委員10 

は，分岐①「２」，分岐②「０．４」，分岐③「１．６」（４倍とする前の数値

は，分岐①「０．５」，分岐②「０．１」，分岐③「０．４」）と配分し，津波地震

が特定の場所で発生するか，どこでも発生するかは議論があるので，５０％

としたとコメントし，平田賢治氏（当時気象研究所所属）は，分岐①「０．８」，

分岐②「１．８」，分岐③「１．４」（４倍とする前の数値は，分岐①「０．２」，15 

分岐②「０．４５」，分岐③「０．３５」）と配分し，山中佳子教授（当時名古屋大

学准教授）は，分岐①「２．４」，分岐②「１」，分岐③「０．６」（４倍とす

る前の数値は，分岐①「０．６」，分岐②「０．２５」，分岐③「０．１５」）と配分

し，津波地震の発生場所はある条件を満たした特別な場所だと思うが，ここ

での区分けは大雑把なので分岐①と思わないが，分岐②，③のように南北二20 

つに分けての議論は無理とコメントした。 

  また，これ以外の学者を見ると，首藤名誉教授は，分岐①「０．８」，分

岐②「０．１」，分岐③「０．１」と配分し，都司委員は，分岐①「０」，

分岐②「０」，分岐③「１」と配分し，例えば貞観津波がそうであったと考

えられるとコメントし，今村委員は，分岐①「０．３」，分岐②「０．６」，25 

分岐③「０．１」と配分し，カップリングやスロー地震を考慮して分岐②の
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可能性が高いとコメントし，高橋准教授は，分岐①「０．２」，分岐②「０．

５」，分岐③「０．３」と配分し，海溝寄りの津波地震が発生している地域

では，その陸側でＭ８クラスの典型的なプレート間地震が「発生しない」の

か，それとも「発生したことは確認されていない」のかの判断は難しく，他

地域での津波地震の発生を否定するほどの根拠はないと考えられるし，プレ5 

ート境界の性状と津波地震の関係もまだ発生を否定するほどの知見には達し

ていないと認識しており，分岐①の重みを低くしたが，堆積物と津波地震の

関連性は強く，堆積物の分布についても物理的に確認できているならば，す

べり量を小さくすることは妥当と考えて，分岐②に比べて分岐③の重みは小

さくしたとコメントした。 10 

  次に，上記分岐①を前提とした場合に，三陸沖海溝寄り津波地震北部の津

波推定に用いる断層モデル（Ｑ１‐６‐２）は，明治三陸地震の津波に対する

一様すべりモデルを用いる（Ｍｗが変化する場合，幅に５０ｋｍの限界があるとい

うスケーリング則を適用しモデルを設定する。）との重みが「０．４５」，同津波

に対する不均質モデルを用いる（アスペリティを考慮する。Ｍｗが変化する場合，15 

断層面積は一定として，各小断層のすべり量に同じ倍率をかけることによりモデルを設

定する。）との重みが「０．５５」であった（以上，甲Ａ５９７・資料２，丙Ａ７

６・１８～２３頁，丙Ｂ１０４の３・資料７，丙Ｂ１１４の２・５５～５８頁，丙Ｂ１

１４の４・資料１７７）。 

(ｳ) 地震規模に関しては，上記分岐①を前提として，一様すべりモデルを用い20 

るとき，三陸沖～房総沖海溝寄りの津波地震活動域のうち，明治三陸地震の

波源域の地震規模（Ｑ１‐６‐３‐１）は，「既往最大を上回る地震が発生す

る」という重みが「０．８０」（合計）であり，「既往最大を上回る地震は発

生しない」という重みが「０．２０」（合計）である。また，不均質モデルを

用いる場合（Ｑ１‐６‐３‐２）も，同様の重みとなっている。 25 

上記分岐②を前提とする場合，三陸沖～房総沖海溝寄りの津波地震活動域
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北部海域において，一様すべりモデルを用いることとなり，その地震規模（Ｑ

１‐６‐３‐３）は，「既往最大を上回る地震が発生する」という重みが「０．

８０」（合計）であり，「既往最大を上回る地震は発生しない」という重みが

「０．２０」（合計）である。 

上記分岐③を前提とする場合，三陸沖～房総沖海溝寄りの津波地震活動域5 

全体において，一様すべりモデルを用いることとなり，その地震規模（Ｑ１‐

６‐４）は，「既往最大を上回る地震が発生する」という重みが「０．７５」

（合計）であり，「既往最大を上回る地震は発生しない」という重みが「０．

２５」（合計）である。 

  上記分岐①を前提として，一様すべりモデルを用いるとき，三陸沖～房総10 

沖海溝寄りの津波地震活動域のうち，延宝房総沖地震の波源域の地震規模（Ｑ

１‐６‐５‐１）は，「既往最大を上回る地震が発生する」という重みが「０．

８５」（合計）であり，「既往最大を上回る地震は発生しない」という重みが

「０．１５」（合計）である。 

  上記分岐②を前提として，一様すべりモデルを用いるとき，三陸沖～房総15 

沖海溝寄りの津波地震活動域南部海域の地震規模（Ｑ１‐６‐５‐２）は，「既

往最大を上回る地震が発生する」という重みが「０．８５」（合計）であり，

「既往最大を上回る地震は発生しない」という重みが「０．１５」（合計）で

ある（以上，丙Ａ７６・２４～２７頁）。 

(ｴ) 貞観型の津波（８６９年発生，津波モデルのＭｗ及び既往最大Ｍｗはいずれも８．20 

５）に関する質問もあり，仙台平野及び石巻平野でその津波堆積物が確認さ

れ，貞観地震の津波が明治三陸地震及び昭和三陸地震の各津波並びに慶長三

陸地震の津波よりも大規模であった可能性を指摘するとともに，約２７００

～２３００年前以降，少なくとも２回の巨大津波の堆積物が見られるとの研

究（澤井ほか）に加えて，佐竹論文（甲Ｂ３５）において，貞観地震の断層モ25 

デルについて，①長さ１００ｋｍ及び②長さ２００ｋｍのいずれのプレート
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間地震でも貞観地震の津波が説明できることを前提に，貞観型のプレート間

逆断層地震の断層モデルとして，長さ１００ｋｍのモデル①の方が適切であ

るとの重みが「０．４５」，長さ２００ｋｍのモデル②の方が適切であると

の重みが「０．５５」であった（Ｑ１‐８‐１）。また，モデル①の場合（Ｑ

１‐８‐２），「既往最大を上回る地震が発生する」という重みが「０．７０」5 

（合計），「既往最大を上回る地震は発生しない」という重みが「０．３０」

（合計）であり，モデル②の場合（Ｑ１‐８‐３），「既往最大を上回る地震が

発生する」という重みが「０．７５」（合計）であり，「既往最大を上回る地

震が発生しない」という重みが「０．２５」（合計）である（以上，丙Ａ７６・

３３～３５頁）。 10 

イ 確率論的津波ハザード解析の方法 

(ｱ) 津波評価部会は，平成２１年３月頃，「確率論的津波ハザード解析の方法」

の案をまとめている。その内容は，平成１５年６月～平成１７年９月及び平

成１９年１月～平成２１年３月における確率論に立脚した津波評価法に関す

る津波評価部会における検討，討議の内容をまとめたものである。なお，同15 

案は，その後，図面の不備等の修正を経て，平成２３年９月付けで正式に発

表されている（丙Ａ２０９・序文，なお平成２１年３月時点の案のものは丙Ａ２０７

である。）。 

(ｲ) その中では，ロジックツリーの分岐の分類及び重みの設定法について，理

想的には，目的を明確に把握した「事務局」の下に「専門家グループ」を組20 

織し「分岐案の提示→意見の集約→分岐案の再提示→意見の再集約→・・・」

というプロセスを繰り返して分岐案を作成し，その分岐案に対する重みを組

織した「専門家グループ」及びその他の「専門家グループ」に対するアンケ

ートに基づき設定するという手順が望ましいが，「専門家」の範囲の設定や

提供すべき共通資料の範囲などの問題があるほか，「専門家グループ」の組25 

織化にはかなりの労力がかかり，より現実的な方法として，目的を明確に把
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握した「事務局」が現状の研究成果のレビューに基づきできるだけの幅のあ

る分岐案を設定し，一定の数の「専門家」にヒアリングして最終的な分岐案

と重み案を作成する方法が考えられ，最近では，長期評価などの研究成果を

活用することができると記載されている（丙Ａ２０７・２９頁，丙Ａ２０９・２９

頁）。 5 

(ｳ) 確率論的津波ハザード解析を実際に行うことが可能な海域のモデルとして，

日本海溝沿い及び千島海溝（南部）沿い海域のモデルが挙げられ，同海域の大

地震の発生領域について，十勝沖，根室沖などのほか，三陸沖北部から房総

沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震），同海溝寄りのプレート内大地

震（正断層型），三陸沖北部プレート間大地震，福島県沖プレート間，貞観型10 

などの領域が示され，これに沿って，各波源モデルなどが示されている。 

  また，解析モデルに関する補足として，長期評価の領域区分を示した上で，

海溝付近が一括して「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」とまとめられてい

る点について，陸側の領域と同様に，より現実的な区分について検討する必

要があると指摘されている。 15 

  海溝寄りの津波地震の発生メカニズム（津波地震が海溝付近近傍の付加体下の

プレート境界を破壊する地震であることを前提に，海溝付近の浅いプレート境界は普段

ずるずる滑っていてほとんど地震を起こさないのに，なぜそこで津波地震が発生するの

か。）について，幾つかの見解が示され，その中には，非地震域プレート境界

での間隙水圧の極端な増加により不安定なすべりが生じるというモデルを提20 

案するもの，多数のアスペリティの連動破壊により非常に大規模な低周波地

震（津波地震）が生じるというモデルを提案するもののほか，海溝軸近傍の未

固結堆積物の影響を考慮するなどするものがある（以上，丙Ａ２０７・５０～６

７頁，丙Ａ２０９・５０～６７頁）。 

(ｴ) 日本海溝の北部地域と南部地域の違いについて，北緯３８度１０分を境に25 

北部と南部を分けた上で，北部では海洋プレートの海溝軸に平行な等間隔な
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地形起伏を持ち，ホルストグラベン構造で形成され，前弧地域はなめらかで

約５°の傾斜があるが，南部では，北部のような地形起伏が見られず，海山

があり，前弧地域は複雑な構造を持ち，沈み込んだ海山のトレースと考えら

れること，プレート間の堆積ユニットに２種類があり，北部ではくさび型ユ

ニットで，南部ではチャンネル状ユニットであり，北部と南部では低速度堆5 

積ユニットの厚さに大きな違いがあって，プレート境界でのカップリングの

変化を示唆することなどを示す研究論文が挙げられている。また，別の論文

（丙Ｂ１）として，微小地震の震央分布，繰り返し地震の発生割合，三陸沖に

発生する低周波地震の震央分布などの検討に基づき，「津波地震が巨大な低

周波地震であるならば，三陸沖のみならず福島県沖から茨城県沖にかけても10 

津波地震発生の可能性がある」こと，「ただし，海溝における未固結の堆積

物は三陸沖にのみ顕著であるため，三陸沖以外においては巨大低周波地震は

発生しても津波地震には至らないかもしれない」ことを指摘している。この

ことは，延宝房総沖地震による津波が明治三陸地震による津波に比べ小さい

ことに対応している（以上，丙Ａ２０７・６９～７３頁，丙Ａ２０９・６９～７３頁）。 15 

ウ 第４期津波評価部会 

  平成２１年１１月～平成２３年３月に実施された土木学会の第４期津波評

価部会において，以下のとおり検討がされた。 

(ｱ) 平成２１年１１月２４日開催の津波評価部会において，被告東電からの審

議依頼を受けて，貞観津波や長期評価の波源モデルについて協議されたが，20 

その際，貞観津波について，８６９年に発生したことよりむしろ１０００年

位の間隔で繰り返し発生していることが津波堆積物からわかってきたとの指

摘や，太平洋側については平成１４年以降に長期評価や中央防災会議での検

討があり，これらの知見を反映した検討が行われるべきであるとの指摘があ

った（乙Ａ４の１・２４頁，丙Ｂ１１８の１・２頁）。 25 

(ｲ) 平成２２年３月２日開催の津波評価部会において，アスペリティモデルを
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用いた津波評価手法の検討方針についての議論の中で，基本的には津波の痕

跡高を用いてアスペリティを求めるが，海底活断層について痕跡高がないの

で，地震動分野の知見を適用して求めるとの指摘，アスペリティの位置は痕

跡数の精粗に依存する可能性があり，アスペリティが確実であるといえる波

源はそれでよいが，そうではない場合にはアスペリティをランダムに設定し5 

て津波計算を行い，その包絡線を設計に用いるのがよいかもしれないといっ

た意見があり，包絡線を用いると過大設計になるかもしれないとの指摘には，

過大設計になるとしても原発は停止できないし，津波評価の分野だけがアス

ペリティを無視するわけにはいかないので，評価の詳細化による不確かさの

低減も含めて，適切な評価の体系を検討されたいといった意見があった。 10 

  また，水位に影響するアスペリティの大きさに関する議論の中で，海域に

より手法が異なるのは説明が付きにくいので，統一性のある手法を検討した

方がよいといった意見があった（以上，丙Ｂ１１８の２・１，２頁）。 

(ｳ) 平成２２年１２月７日開催の津波評価部会において，日本海溝を対象とし

た波源モデルに関する検討（アスペリティモデルを用いた津波評価手法）と15 

して，幾つかの質疑を経た上で，今回の検討の位置付けとして，最終モデル

は平均的に痕跡高を最も再現できるが，最終モデルの位置から少しずれる可

能性があり（今回，２０，４０ｋｍと設定），評価地点付近で水位が高くなれば

設計への反映を検討するが，全ての地点の痕跡を上回ったり，最終モデルよ

りも水位が高くなったりするからといって妥当性の評価項目にはならないと20 

理解したとの意見があったほか，波源モデルに関する検討（日本海溝沿い海域

の波源域について）として，ＪＴＮＲについて南部は正断層地震が発生してい

ないが，将来的な発生の有無は分からない，どのような条件で正断層地震が

発生しているのかなど，世界を含めて情報を収集しておくことが重要である

との意見があった。 25 

  また，上記部会において，同部会の幹事団から，三陸沖から房総沖の海溝
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寄りを北部と南部を分割し，南部は延宝房総沖地震を参考に波源モデルを設

定することが提案された。すなわち，平成１４年の津波評価技術の発表以降

の知見を反映し，必要に応じて基準断層モデル及びパラメータ範囲の見直し

を行うことを目的として，長期評価の見解や海溝の地質調査結果，貞観津波

に関する知見，平成２１年のロジックツリーの重み付けアンケートの結果等5 

を踏まえて，三陸沖から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）

について，北部と南部を分割し，各活動領域のどこでも津波地震は発生する

が，北部領域に比べ南部領域ではすべり量が小さいため，南部は延宝房総沖

地震を参考に波源モデルを設定するとの提案がされたところ，出席者から特

段の異論は出されず，事業者側の自主的な取組として，延宝房総沖地震の波10 

源モデルを「参考」にしつつ，福島県沖を含む日本海溝沿いの津波地震に関

する新たな波源モデルを構築するという方向で検討が進められることとなっ

た（以上，丙Ｂ７７の１・８４～８６頁，丙Ｂ１１４の２・５１～５９頁，丙Ｂ１１４

の４・資料１７３，１７４，丙Ｂ１１８の４）。 

エ 津波ハザード解析に関する東電設計からの報告 15 

  平成２１年１０月，被告東電は，上記イ(ｱ)の津波評価部会の新たな確率論

的津波ハザード解析の方法に基づく津波ハザード解析を東電設計に依頼した。

その報告書の提出は平成２３年３月１１日より後であったが，同報告書の中

で，４号機（本件原発の４号機前面位置方号機前面位置より大きくなる傾向にあるこ

とから，４号機を代表評価位置として選定した。）において，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを20 

超える津波高さの年超過確率が１０－５の範囲にはあったが，１０－４にかなり

近いものとなっていた（丙Ｂ１１４の２・４０～４３頁，丙Ｂ１１４の３・５５，５

６頁，丙Ｂ１１４の４・資料１８６～１８８，弁護人提示資料２１－１）。 

(5) その後の被告東電等の関係者の対応等 

ア 被告東電による津波堆積物の調査等 25 

  被告東電は，上記(2)ウ(ｱ)の阿部名誉教授の示唆も受けて，福島県沿岸の
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津波堆積物の調査を実施することとし，平成２１年７月１０日までに社内の

承認を経て，その委託を行った。 

  その結果，福島県沿岸部の５か所（相馬市松川浦南方地区，南相馬市小高区浦尻

地区，富岡町仏浜地区，広野町下浅見川地区，いわき市平下高久地区）を対象に，平

成２１年１２月～平成２２年３月，現地調査（浜堤背後の後背地などで深度２～5 

３ｍ程度の堆積物試料を採取し，その分析等を行った。）が実施され，上記松川浦

南方地区及び小高区浦尻地区において，貞観津波によると思われる津波堆積

物が確認され（松川浦南方地区において遡上高標高０．５ｍ以上，小高区浦尻地区に

おいて遡上高標高４ｍ未満），富岡町からいわき市にかけては紀元前１０００年

以降の津波堆積物の発見に至らなかった（乙Ｂ２，丙Ｂ１１４の２・２７～２９10 

頁，丙Ｂ１１４の４・資料１６１，１６２）。 

イ 保安院及び被告東電の対応等 

(ｱ) 保安院の担当審議官は，平成２２年３月１９日，メールで，保安院の審査

課の担当者に対し，手元の資料によると，３号機の敷地レベルＯ．Ｐ．＋５．

６ｍに対して，津波評価技術での評価が＋５．５ｍとなり，より大きくなる15 

可能性がある上，水位下降時も下回ることとなるが，被告東電がどのような

対策を考えているのかについて確認した。これに対し，上記担当者は，上記

審議官に対し，担当室長らが出張中であり，「上昇では大丈夫だが，引き波

では一定期間ポンプを止める必要がある」との情報しかなく，改めて確認し

ておくと返信した。 20 

  同月２３日，上記審議官と担当室長の打合せの中で，津波堆積物の調査結

果を踏まえて，近々シミュレーション解析結果が出るが，貞観津波は簡単な

計算でも敷地高を超える結果となっているから，防潮堤を作るなどの対策を

要すると思うから，その解析結果が出たら相談するとの報告がされた。 

  同月２４日，上記審議官は，各担当者に対し，メールで，保安院の上層部25 

（保安院長ら）に３号機の耐震バックチェックにおいては貞観地震の津波評価
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が最大の不確定要素であると報告したと伝えた。そのメールには，貞観地震

について地震動による被害よりも津波による被害が大きかったとの考えがあ

ること，貞観地震の研究はもっぱら仙台平野での津波堆積物を基に実施され

ているが，この波源をそのまま使うと本件原発に対する影響が大きいと思わ

れること，本件原発の敷地は余り高くなく，津波に対して注意が必要な地点5 

であるが，貞観地震は敷地高を大きく超えるおそれがあること，被告東電が，

地質等合同ＷＧの指摘も踏まえ，福島県での津波堆積物の調査を実施してい

ること，貞観地震に関する佐竹論文は，平成２２年度が最終年度であり，今

後推進本部での検討に移ると思われ，同年の夏から平成２３年にかけて貞観

地震の評価がある程度固まってくる可能性が高いこと，３号機について仮に10 

中間報告に対する保安院の評価が求められるとしても，貞観地震の検討が進

んでいる中で津波に対して評価せずに済むかどうかは疑問であること，津波

の問題に議論が発展すると厳しい結果が予想されるので評価にかなりの時間

を要する可能性が高く，結果的に対策が必要になる可能性も十二分にあるこ

と，被告東電は役員クラスも貞観津波を認識していること，そのため，バッ15 

クチェックの評価を行うと指示されても何が起こるかはわからないという趣

旨の報告をしたことが記載されていた。 

  同年５月２０日，被告東電は，保安院の担当者に対し，上記アの津波堆積

物の調査結果の内容を報告した。その中で，松川浦南方及び浦尻で貞観津波

の堆積物が発見されたこと，本件原発の北方１０ｋｍ付近で津波堆積物が発20 

見されたが，南の方では見つかっておらず，本件原発のサイトに貞観津波が

来たとははっきりいえないことを報告した。これに対して，保安院の担当者

は，被告東電が津波堆積物の出ないポイントを選定したのではないかという

疑いを持ち，被告東電に対し，貞観地震に対しての具体的な対応・対策をと

るべきである旨述べた（以上，丙Ｂ３３・４，５，７，８頁，資料２，３の各メール25 

文書，丙Ｂ８３・２０～２４頁）。 
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(ｲ) なお，保安院は，平成２１年５月８日に原子力事業者等に対して，原子力

施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見等の継続的な収集及び評

価への反映のための取組を行うことを求めていたところ，平成２２年４月２

７日，原子力事業者等から報告された上記知見等の収集結果等を公表した。

各原子力事業者等からは，原子力施設の耐震安全上の評価の観点から直ちに5 

反映が必要な新知見について報告はなかった。また，原子力施設の耐震安全

性の評価の観点から直ちに反映する必要はないが，耐震安全性における新た

な知見に関連する情報（新知見関連情報）として，推進本部が公表した「全国

地震動予測地図」（平成２１年度まで毎年更新されていた「全国を概観した地震予測

地図」を，最新の知見などを反映して高度化し，地震動予測手法の改良，地下構造モデ10 

ルの改良，主要活断層帯の震源断層モデルの構築等の検討を行い，これらの検討結果を

反映したもの）を挙げていた。 

  なお，津波に関しては，耐震安全上の新知見ではないが，引き続き確認が

必要と判断されるものとして，５件の参考情報があるとされていた（以上，丙

Ａ５４，丙Ａ５５，丙Ｂ８３・２６，２７頁）。 15 

(ｳ) 平成２２年１２月１６日に保安院が作成した「原子力施設の耐震安全性に

係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集及び評価への反映等のための

取組について（平成２１年度）」は，近年急速な科学的・技術的知見が得ら

れている地震関連分野について，最新の科学的・技術的知見を収集し，必要

なものを原子力施設の耐震安全性評価に反映するなどの耐震安全性の一層の20 

向上に向けた取組を継続すべく，平成２１年５月に，これらの知見の継続的

な収集及び評価への反映の枠組みを構築したが，これに基づく平成２１年度

に発表された文献等について知見の整理・抽出を行った結果の報告があり，

地質等合同ＷＧ等の審議を経て，保安院の報告書として取りまとめたとして

いる。 25 

  その中で，耐震安全性に係わる情報の主な収集対象として，推進本部，中
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央防災会議，地震予知連絡会，産総研などが，国の機関等として挙げられて

いる。 

  収集された情報は，新知見情報（国内原子力施設への適用範囲・適用条件が合致

し，耐震安全性評価及び耐震裕度への反映が必要なもの），新知見関連情報（原子力

施設の耐震安全性評価に関連する情報を含み，耐震安全性の再評価や耐震裕度の評価変5 

更につながる可能性のあるもの），参考情報（上記各情報以外に，耐震安全性評価に

関連する情報として報告されているもの）に分類されるが，保安院は，「新知見情

報」はないものと判断し，推進本部の全国地震動予測地図について「新知見

情報」ではなく「新知見関連情報」と位置付けている。 

  また，その付録を見ると，長期評価（平成２１年３月改訂後のもの）について10 

は，東北電力及び中部電力から「参考情報」として提出されるにとどまり，

その位置付けにも特段の異論は示されていない（以上，丙Ｂ３４・１，４，１１

頁，付録４，８頁）。 

ウ 被告東電内の津波対策工に係る検討状況等 

(ｱ) 平成２２年８月２７日，被告東電内で，第１回の福島地点津波対策ワーキ15 

ングが開催され，担当グループごとに，津波の対策工事の検討状況が示され

た。 

土木調査グループから，長期評価及び貞観津波の最新の知見を踏まえると，

本件原発の６号機において最高Ｏ．Ｐ．＋１０．２ｍとの評価となり，防潮

堤の設置を検討していたが，本件原発の設備を守れても周辺の一般家屋等に20 

影響があるのは好ましくないとの上層部の意向があり，検討が中断している

こと，機器耐震技術グループ（電計班）から，津波対策案の一つとして非常用

海水系電動機の水密化を検討中であり，バックチェックにおける津波評価技

術に基づくＯ．Ｐ．＋６．１ｍの津波に対して平成２１年１１月に対策が完

了しているが，長期評価に基づくＯ．Ｐ．＋１０ｍ以上の津波に対して既存25 

の非常用海水系電動機では機能を維持できないため，水密化電動機（水没時に
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停止し，水位が引いた後に運転再開）の開発について実現性の可否を含めて検討

中であること，ポンプ，制御盤，ラック等の電動機以外の周辺機器の改造・

対策も別途必要となるが，非常用海水系以外の機器については今回の検討対

象外であること，長期評価に基づくＯ．Ｐ．＋１０ｍの津波の衝撃力に対す

る電動機及びポンプの耐力評価を行った結果，衝撃力に耐えられないとの結5 

果が出ており，津波対策として水密化電動機を採用する場合には，防波堤，

防護壁，建屋等の津波衝撃力緩和策及び漂流物防止策も同時に実施すること

が必須となること（防波堤，防護壁，建屋等により津波を防げる場合には水密化電動

機への取替えは不要である。），建築耐震グループから，非常用ポンプはＯ．Ｐ．

＋４ｍに露出して設置してあり，建屋扉の水密化の対策が必要となること，10 

本件原発の１０ｍ津波に対して，屋外設置設備の建屋新設を以前検討したが，

新設建屋設置場所の下に取水路があるため，取水路を含めた大規模な改造工

事が必要になる見込みであることといった各意見が出された（以上，丙Ｂ１１

４の２・４７～４９頁，丙Ｂ１１４の４・資料１７０，丙Ｂ１１６の１・１０６～１０

８頁，丙Ｂ１１６の３・資料８９）。 15 

(ｲ) 平成２２年１２月６日，被告東電内で，第２回の福島地点津波対策ワーキ

ングが開催され，第１回に引き続き，担当グループごとに，津波の対策の検

討状況が示された。 

  機器耐震技術グループ（電計班）から，非常用海水系電動機の水密化の基本

構造検討において津波衝撃力を考慮した場合に電動機の基礎ボルト等が耐え20 

られないと考えていること，電動機だけでなく，現場計器，制御盤等が被害

を受けた場合にもポンプ電動機が運転不能となることが報告され，建築耐震

グループから，本件原発の津波対策として海水ポンプ群を格納する建屋の新

設について，現場状況を確認した結果，非常用海水ポンプ回りは他のポンプ，

機器・配管等が濫立し，非常用海水ポンプのみを格納する建屋の設置は困難25 

であること，取水路上に建屋を設置した場合に津波に耐えられるよう基礎を
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打つ必要があるから直下の取水路自体を改造する必要があること，非常用海

水ポンプの直前に津波による衝撃波吸収用の壁を設置する場合も取水路に強

固な基礎が必要となること，既存の防波堤を高くした場合には津波の反射波

により更に大きな波となる可能性があることが報告され，土木調査グループ

から，本件原発の沖合に防潮堤を設置した場合でも，１０ｍ級の津波が非常5 

用海水ポンプ付近では最大約６～８ｍとなり，ポンプ据付高さ約４ｍを超え

る結果となること，防潮堤の設置により周辺住民に影響を与えてはならない

という上層部からのコメントがあること，津波対策調査の検討結果を反映し

つつ，貞観津波に対する波源モデルの精度を高め，本件原発の津波の検討・

評価のスケジュールとして，津波評価技術の改訂が予定されている平成２３10 

年１０月までに上記検討・評価を行い，津波バックチェック報告書の提出を

計画していること，対策工の検討・実施スケジュールとして，工事の緊急度

に応じて，上記改訂時期である平成２３年１０月に対策工が着手されている

ように考慮したことが報告された。その報告を受けて，対策センター長から，

できないことを並べ立てるだけでなく，解決方法を考えるようにとの指示が15 

あった（以上，丙Ｂ１１４の２・５０，５１頁，丙Ｂ１１４の４・資料１７２，丙Ｂ１

１６の１・１０８～１１０頁，丙Ｂ１１６の３・資料９０）。 

(ｳ) 平成２３年１月１３日，被告東電内で第３回の福島地点津波対策ワーキン

グが開催され，第２回に引き続き，担当グループごとに，津波の対策の検討

状況が示された。 20 

  土木調査グループから，平成１４年以降の新たな知見のうち，本件原発へ

大きな影響を及ぼすものとして，貞観津波の波源と長期評価の波源の二つが

あり，長期評価に対応する波源として，日本海溝南部では，当初，明治三陸

地震の津波を波源として想定していたが，同海溝北部と同海溝南部の特徴が

異なることを踏まえて，延宝房総沖地震の津波の波源を用いることを津波評25 

価部会に提案し，特に異論がなかったこと，延宝房総沖地震の津波の波源に
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よる場合には本件原発の取水口前面の津波水位は明治三陸地震の津波の波源

を想定した場合の津波水位の７割程度となり，取水口前面では貞観津波が支

配的になる見込み（想定津波水位は，貞観津波において７．７～９．２ｍ，延宝房総

沖地震の津波において４．５～７．２ｍ）であること，ただし，この場合でも敷地

南部からの遡上について１１ｍ程度となることから，敷地高さの１０ｍを超5 

えてＴ／Ｂ等が浸水する可能性があること，取水口前面について貞観津波，

敷地南部からの遡上について長期評価の見解を考慮して対策工を検討する必

要があること，津波の浸入を防ぐため護岸上に壁を設置した場合，Ｏ．Ｐ．

＋９．０ｍ（地面から５ｍ程度）の高さが必要となること，設置に当たってはス

ペースの問題や取水路上への重量物の設置等の課題があること，貞観津波の10 

水位に関する検討は継続中であるが，現在検討されている水位から劇的に低

減する可能性は低いことが報告され，建築耐震グループ及び土木耐震グルー

プから，検討している非常用海水ポンプを収容する建物・構築物の設置案及

びスクリーンポンプ室における耐震安全性の再評価及び強化案について説明

があり，具体的には，建築耐震グループから，非常用海水ポンプを収容する15 

建物・構築物として，完全防水型・半防水型・非防水型の三つのケースを想

定し検討していること，津波バックチェックの報告を提出する平成２４年１

０月には工事着手又は工事設計に着手するスケジュールを検討していること，

いずれのケースにおいても建物だけではなく基礎部の構造，既設構造物の干

渉及び移設について検討が必要であり，また建物によっては工認や建築確認20 

申請が必要となる見込みであること，構造物を設置して囲んでしまうと現状

に比較して機器のメンテナンス性を悪くするため，スライディング式の防潮

堤等，メンテナンス時には移動できるような非常時のみに閉めるような構造

も視野に入れて検討すること，非防水型において開放されている側の角の強

化が難しいこと，ポンプ間が密集していることからポンプを個別に囲むこと25 

はできないことが報告され，土木耐震グループから，ポンプ室における基準
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地震動Ｓｓに対する三次元解析評価を実施した結果，せん断力における裕度

が小さく，更に新たな構築物の設置やポンプ仕様の変更をした場合，新たな

強化工事が必要となる可能性が高く，工事実施に当たり，工認変更，定検中

工事，干渉物対応・作業ヤードの制限等の課題があること，新たな構築物の

設置やポンプ仕様の変更，ポンプ室の強化工事を実施した場合にはポンプ室5 

の再解析評価が必要となること，海水配管トンネル等の開口部についての津

波対策の必要性についての検討が必要となることが報告され，機器耐震技術

グループ（電計班）から，電動機及び制御盤・ラック等における基本構造設計

について現状における課題と実現性結果を確認したこと，詳細構造検討及び

実証試験における具体的な検討内容について説明があり，津波衝撃力及び漂10 

流物の影響を除き，基本構造検討において「実現性なし」と判断される項目

はなく，「実現性不明」の項目は幾つかあり，今後の詳細構造検討及び実証

試験において実現性の確認を行っていくこと，電動機水密化に関する検討・

検証スケジュールは，津波バックチェックの報告時期を考慮し，平成２４年

度中の研究完了を目標に検討を進めていること，水密化電動機の実機適用に15 

は，ポンプ等の周辺機器の検討が別途必要となること，モーターの温度上昇

が致命的であり，原計画では最終段階での確認事項となっているが，オイル

シールの適用可能性と併せて来年度の検討において早期に可能性を検討する

ことが報告され，機器耐震技術グループ（機械班）から，非常用海水ポンプに

おける津波による影響について評価した結果として，ポンプ部において問題20 

となる部品はなく，摺動部は水潤滑であることから津波により水没してもポ

ンプ運転上影響はないこと，津波衝撃力に関してはポンプ取付ボルト等にお

いて耐えることができないから，防護壁設置等の津波衝撃力緩和策を講じる

必要があることが報告された（以上，丙Ｂ１１４の・６０～６２頁，丙Ｂ１１４の

４・資料１７８，丙Ｂ１１６の１・１１２，１１３頁，丙Ｂ１１６の３・資料９１）。 25 

(ｴ) 平成２３年２月１４日，被告東電内で第４回の福島地点津波対策ワーキン
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グが開催され，第３回に引き続き，担当グループごとに，津波の対策の検討

状況が示された。 

  土木調査グループから，平成２２年１２月７日の津波評価部会において，

長期評価に対応した断層モデルとして，延宝房総沖地震の津波の波源を設定

することで異論がなく，同波源の津波が発生した場合，本件原発の南側プラ5 

ント（１～４号機）において津波の遡上によりＲ／Ｂ及びＴ／Ｂまで浸水する

可能性があること，貞観津波に関して再現性が高い断層モデルが提示されて

いるが，今後更なる知見の拡充（津波堆積物調査等）が必要となることから，最

終的には貞観津波の断層モデルの確定には二，三年程度を要する見込みであ

ること，貞観津波の断層モデルは，成熟度が低く，津波評価技術の改訂にお10 

いて採用される可能性は低い（津波評価技術の改訂には，延宝房総沖地震の津波の

波源モデルが採用される見込みであること）こと，今後，土木学会において貞観津

波の断層モデルが採用される場合，不確実性を考慮して津波水位を設定する

と，試計算の津波水位から更に２～３割大きくなる可能性があることが報告

され，土木調査グループ及び土木耐震グループから，貞観津波及び延宝房総15 

沖地震の津波の各波源モデルにおける津波解析を実施し，解析結果を基に対

象構造物に作用する最大波力について模型実験を用いて更に精度よく評価し

ていくことについて紹介がされ，防波堤かさ上げ，防潮堤構築，スクリーン

ポンプ室の強化などの土木関係の津波対策工についても，効果，コスト，工

期といった工事の成立性を検討していくこと，現実的な津波の浸入方向や検20 

討中の津波対策工等を反映して実験を行い，詳細な津波による波力影響を確

認すること，実験の複数回の実施により既往の波力算定式（遡上水深静水圧の

３倍）よりも現実的な評価が得られることからバックチェックの審査に耐え

られると考えているが，専門家の意見を伺いながら実施していくこと，模型

実験について平成２３年４月～平成２４年３月の１年程度をかけて実施する25 

予定であり，その実験実施に当たり１億円程度の予算が必要な見込みである
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こと，防波堤かさ上げ，防潮堤構築といった津波対策工の実施により機器に

与える波力の低減は可能と思われるが，浸水を全て食い止める対策とはなら

ず，津波対策工実施による浸水イメージが明確になるのは平成２４年１月頃

となること，非常用海水ポンプや建屋等の浸水防止については，土木・建築・

機電の連携による検討が必要となることが報告された。 5 

  また，今後のスケジュールとして，機器耐震技術グループから，軸シール

部分検証について，平成２３年１０月末頃の完了を目標にメーカーと調整中

であるが，耐久試験の内容により完了時期が後ろ倒しとなる可能性があり，

上記完了の目標は近日中の着手を前提にしたものであるため，着手が遅れれ

ば完了時期も後ろ倒しとなる上，オイルシールの耐久性等から水密化電動機10 

の実現可能性がないとの結論になる可能性もあること，津波対策工次第では，

機器に水が入ってこない対策をとることで水密化電動機の実機適用を実施す

る必要がなくなるが，工事のコンセプトをこれから検討していくこともあり，

水密化の実現性を見極めるため，詳細構造検討以降の電動機水密化の検討に

ついても並行して継続実施していくこと，電動機水密化の実機適用には，周15 

辺機器の検討及び機器製作・工事が必要であり，初号機の対策完了は最速で

平成２７年度末，全号機の対策が完了するのは平成３０年頃を見込んでいる

こと（水密化に伴う改造範囲，定検工程等により，完了時期は更に後ろ倒しの可能性が

あること）が報告され，最終的に検討費用が二重になる可能性があるとしても，

軸シール部分検証を含む電動機水密化の詳細構造検討について委託発注する20 

ことが了承された。 

  今後の予定として，各グループ（建築耐震グループ，土木耐震グループ，土木調

査グループ，機器耐震技術グループ）で検討している津波に対する工事について

整理し，関係グループ間で工事の成立性を確認し工事のコンセプトを確定す

ること，Ｒ／Ｂ及びＴ／Ｂにおいても津波の遡上による浸水を防ぐ対策を検25 

討すること（敷地南側からの遡上を防ぐため，防潮堤の設置等）とされた（以上，丙
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Ｂ１１４の２・６２，６３頁，丙Ｂ１１４の４・資料１７９）。  

エ 日本原電の対応状況等 

(ｱ) 平成２０年５月に日本原電が作成した「東海第二発電所の津波影響評価及

び対策工について」には，これまでの検討経緯として，津波評価技術に基づ

く断層モデルのパラメータスタディを実施し，津波からの安全性を確認して5 

いたが，茨城県が公表した延宝房総沖地震に係る痕跡高が高くなっており，

これを新知見として津波評価技術に基づく評価をする必要がある上，耐震バ

ックチェックにおいては，長期評価について確定論での評価を求められる可

能性が高いことから，これらの全ての評価を行うとともに，安全性を確保す

る必要があると記載されていた。 10 

  津波影響評価について，茨城県の痕跡高の評価を前提とすると，東海第二

原発のポンプ室側壁レベル（Ｈ．Ｐ．（日立港工事用基準面，以下同じ。）＋５．

８ｍ）においてＨ．Ｐ＋７．８８ｍ，取水確保レベル（Ｈ．Ｐ．－３．０２ｍ）

においてＨ．Ｐ－３．５３ｍ，主要建屋敷地高レベル（Ｈ．Ｐ．＋８．８９ｍ）

においてＨ．Ｐ＋１０．２０ｍとなるとされ，長期評価を前提とすると，同15 

側壁レベル（Ｈ．Ｐ．＋５．８ｍ）においてＨ．Ｐ＋９．５４ｍ，取水確保レベ

ル（Ｈ．Ｐ．－３．０２ｍ）においてＨ．Ｐ－４．２２ｍ，主要建屋敷地高レベ

ル（Ｈ．Ｐ．＋８．８９ｍ）においてＨ．Ｐ＋１２．２４ｍとなるとされていた

（以上，丙Ｂ１２１・３２頁，添付資料１９）。 

(ｲ) 日本原電は，平成２０年５月以降，上記(ｱ)の検討を踏まえて，具体的な対20 

策工の検討を進め，東海第二原発の南敷地に防潮壁を設置した効果について

のシミュレーションを行い，津波対策とは別に実施していた耐震対策のため

の地盤改良工事の残土を用いて盛り土をして津波の低減を図ることなどを検

討した。その上で，津波影響のある全ての管理区域の建屋の外壁にて止水す

るという案を検討した。具体的には，Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂなどを対象範囲として，25 

一般扉のパッキン製の扉への改造，取替え，シャッターのパッキン製のシャ
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ッター等への改造，取替え，窓の閉鎖や換気口のガラリの改造，取替えなど

が対策工として検討されていた。他方，防護扉について，Ｒ／Ｂ機密性能で

性能が担保されているので対策を実施しないなどとされていたが，後記(ｳ)

のとおり，盛土による影響軽減も見込んでいた（丙Ｂ１２１・３３～４０，１０

７頁，添付資料２１～２３，４４）。 5 

(ｳ) 日本原電は，平成１９年８月２７日付けの「既設３プラントの耐震性向上

工事計画等への取組方針について」に基づき，耐震裕度向上工事を進めてい

たところ，平成２０年８月５日の常務会において，耐震裕度向上工事等の実

施状況の報告がされるとともに，工事の追加や工事内容の一部変更について

承認した。その際の資料には，平成２２年初め頃までに津波対策工事（押し波，10 

引き波）を完了させること，押し波の影響の低減のための盛土工事（地盤改良

工事の残土利用），管理区域建屋の水密化等の対策などが記載されていた。盛

土工事の目的は，上記のとおり，押し波の影響の低減にあり，越流があって

もその影響を軽減する効果を見込んでいた（丙Ｂ１２１・４３，４４，５８，５

９頁，添付資料２６，４０）。 15 

(ｴ) その後の平成２０年１０月及び同年１１月，日本原電は，引き波対策の工

事の費用の支出（８億３５００万円）を決定した。また，建屋津波対策工事とし

て，防水扉対策（２か所，エアタイト仕様扉に交換），防潮シャッター対策（１か

所，止水仕様に変更），防潮堰対策（６か所）の工事（約１億８６００万円），盛土

工事（約１０億５０００万円）などを実施し，平成２１年９月までにその施工を20 

完成させた。 

  なお，上記建屋津波対策工事は，設計の基本方針として，津波発生時の自

動・手動による防潮対策をせず，運用時においても特別な作業を必要としな

い対策とし，既存の特殊扉（気密扉等）はゴムパッキンが入っており，ある程

度水密性があると考えられることから，津波対策は実施せず，漏水試験によ25 

り浸水量を把握し，影響を確認するとされていた（以上，丙Ｂ１２１・４９～６
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３頁，添付資料３５～４６）。 

(ｵ) また，平成２０年１２月３日に日本原電が作成した「東海第二発電所の津

波評価と対策について」には，津波評価について，従前の津波評価技術に基

づくもの（ケース０），延宝房総沖地震の津波の波源を考慮し，茨城県が独自

評価した波源そのもの（ケース１）と津波評価技術に基づくパラメータスタデ5 

ィを実施したもの（ケース２），長期評価の波源を考慮し，南北で分けられる

としたもの（ケース３）と南北で分けられないとしたもの（ケース４）が示され，

それぞれの場合分けをした対策工が検討されていた。 

  その上で，まとめとして，耐震バックチェックとの関係から，他の電力会

社との調整も踏まえ，ケース１又はケース２でまとめること，長期評価への10 

対応について津波評価技術の改訂作業の中で検討されるが，最終的な取扱い

は見通せないから，引き続き長期評価を想定条件として検討していくこと，

しかしながら，海水ポンプ室の押し波対策に関して，長期評価に対する現実

的な対策案の立案が困難な状況であり，バックチェック報告との関連から，

まずケース２及びケース３を対象に対策を実施していくが，長期評価の津波15 

への対応を見据えた設計を行い，大規模な手戻りがないように努めておくこ

と，ケース２及びケース３を対象とした理由としては，谷岡・佐竹論文とそ

の後の研究結果を踏まえたことが記載されている（以上，丙Ｂ１２１・５９～６

３頁，添付資料４３）。 

オ 長期評価の改訂等に関する議論等と被告東電，保安院の対応等 20 

(ｱ) 推進本部から，平成２２年１１月２５日に「活断層の長期評価手法（暫定

版）」が公表されたことを受け，保安院は文科省に連絡を取り，平成２３年

２月２２日，文科省において，活断層の長期評価手法に関する意見交換が実

施された。この意見交換会の際，主たる話題である活断層評価の話のついで

に，三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価の改訂版が平成２３年25 

４月に公表されるとの話が文科省から出された。保安院の担当者は，長期評



 

172 

 

価の改訂版が公表されれば，耐震バックチェックの最終報告に少なからず影

響が出ると考え，被告東電の担当者に対して，長期評価の改訂版が４月に公

表されること，その中で貞観津波にも言及されること，その公表内容如何に

より保安院として事業者に何らかの指示を出す可能性もあることの説明がさ

れ，さらに被告東電の現状における対応状況について質問がされた。被告東5 

電の担当者は，これまで実施した津波堆積物の調査，電力共通研究及び津波

評価部会における審議の状況，社内での津波対策グループの検討状況などを，

同年３月３日に予定されていた文科省との打合せで得られる情報も加えて説

明する方針とした（丙Ｂ３３・８頁，丙Ｂ１１４の２・６３，６４頁，丙Ｂ１１４の

４・資料１８０）。 10 

(ｲ) 平成２３年３月３日，被告東電，東北電力らの電力各社は，文科省研究開

発局地震・防災研究課の担当者らと面談し，日本海溝長期評価の情報交換会

を行った。文科省が同年４月に公表を予定しているものとして示した「宮城

県沖地震の長期評価の改訂について（案）」には，「宮城県沖から福島県沖

にかけて」を対象領域として，地震動及び津波を伴い，死傷者を伴った貞観15 

地震があること，地質調査等から同地震は少なくとも宮城県沖と三陸沖南部

海溝寄りから福島県沖にかけての海域を含み，その地震規模はＭ８．３程度

と推定されること，宮城県中南部から福島県中部にかけての沿岸で巨大津波

による津波堆積物が過去２５００年間で４回堆積しており，そのうちの一つ

が貞観地震によるものと確認されたこと，最新は１５００年頃の津波堆積物20 

であり，貞観地震のものと同様に広い範囲で分布していることが確認された

こと，貞観地震以外の震源域は不明であるが，これらの地域では巨大津波が

複数回襲来していることに留意する必要があることなどが記載されていた。 

  その上で，文科省から，サイエンスに基づく評価であり，結論を大きく変

えることはできないが，表現の配慮などをする余地もあると考え，同情報交25 

換会を開催したこと，現在推進本部地震調査委員会で上記の案を審議中であ
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り，同年４月中頃の公表を予定していること，貞観津波の記載を追加するが，

繰り返しサイクルには触れていないことなどが説明された。被告東電は，貞

観地震があったこと自体について共通認識であるが，波源モデルの特定には

至らず，専門家も，波源モデルの確定にはあと２～３年かかると述べている

こと，津波堆積物調査について大学などの研究成果が公表されているが，被5 

告東電においても福島県内の調査を行い，その結果を論文として投稿してい

ることなどを説明した。また，被告東電は，文科省に対して，貞観地震の震

源はまだ特定できていないと読めるようにしてほしいこと，貞観地震が繰り

返し発生しているとは読めないように表現を工夫してほしいことを要望し，

文科省は，いずれも認識としては同じであるため，表現を検討したいとした。10 

その他の質疑の中で，文科省から，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの評価

に変更はないことが説明され，また，被告東電は，津波堆積物がないからと

いって津波が来ていないとはいい切れないが，少なくとも堆積物はなく，下

位の地層の浸食の度合いにより堆積物がない場合でも津波来襲の有無を議論

できるという研究が進められており，その成果を注視していることなどを説15 

明した（以上，丙Ｂ３３・８，９頁，同資料６，丙Ｂ１１４の２・６４～６６頁，丙Ｂ

１１４の４・資料１８１）。 

(ｳ) 平成２３年３月７日，保安院は被告東電に対するヒアリングを実施した。

その中で，被告東電は，推進本部事務局との打合せを実施し，同年４月中旬

に公表される長期評価の見直しの中で，貞観津波について触れられるとの情20 

報に接したが，推進本部において公表済みの論文以上の情報はなく，独自の

研究成果は持っていない模様であり，波源モデルが確定していないことが読

み取れるように記載を工夫してほしいと推進本部事務局に依頼したこと，土

木学会において平成２４年１０月に津波評価技術の改訂を予定しており，貞

観津波以外にも貞観津波と同レベルの津波を発生させるような日本海溝沿い25 

の波源の見直しがされるが，同月までに改造工事を完了することは無理であ
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ることを説明した。これに対し，保安院の担当者は，公表される長期評価の

見直しの内容によっては保安院からの指示が出ることもあり，また，近々予

定される女川原発のバックチェック最終報告の審議において貞観津波が話題

になることが予想され，その審議状況により本件原発に対する口頭での指示

が出ることもあるなどと述べた。 5 

  これを踏まえ，被告東電は，推進本部と連絡を取り，公表内容を事前に把

握できるようにすること，女川原発の報告内容や審議状況を的確に把握する

こと，津波対策工の検討を着実に実施する必要があり，社内の津波対策ワー

キンググループ事務局と相談して進めていくこととした（以上，丙Ｂ８３・２

８，２９頁，丙Ｂ１１４の２・６６～６９頁，丙Ｂ１１４の４・資料１８３）。 10 

６ 本件事故の発生状況等 

(1) 本件事故当時の本件原発の安全設備，機器配置等の状況等 

ア 各建屋の配置等 

(ｱ) 本件原発の各号機には，原子炉などが設置されているＲ／Ｂ，タービン設

備があるＴ／Ｂ，制御室などがあるＣ／Ｂ，その出入口となるＳ／Ｂが設置15 

されている。 

  Ｒ／Ｂには，原子炉本体，格納容器，事故時等に作動する非常系のポンプ

類などが設置され，Ｔ／Ｂには，発電のために原子炉で作られた蒸気によっ

て回すメインタービン，蒸気を冷やすための主復水器，冷やした水を循環さ

せるためのポンプ類などの設備が設置されている（甲Ａ５８４・２，３頁，添付20 

資料３）。 

(ｲ) １～５号機は，原子炉建屋付属棟を持たない原子炉棟のみの単独建屋であ

った。１～５号機の非常用ＤＧは，その駆動に給排気が必要となることから，

気密性の要求されるＲ／Ｂに設置することはできず，Ｔ／Ｂ地下階に設置さ

れていた。他方，６号機は，原子炉棟とその外側に付属棟を設置した複合建25 

屋方式のＲ／Ｂを採用し，６号機の非常用ＤＧは，気密性が要求されるＲ／
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Ｂではなく，外側のＲ／Ｂ付属棟の地下階に設置されていた（乙Ａ４の１・３

０頁，甲Ａ５８４・４頁）。 

イ 本件原発の安全設備等 

(ｱ) 本件原発の各号機はＢＷＲであるが，１号機はＢＷＲ－３，２～５号機は

ＢＷＲ－４，６号機はＢＷＲ－５と呼ばれる形式のものである。原子炉内に5 

はウランの核分裂により生じた強い放射能を持つ放射性物質が存在し，これ

が何らかの異常，故障等により原子炉施設外に漏出することを防ぐために，

各安全機能が備え付けられているが，異常を検出して原子炉を速やかに停止

する機能(自動停止，スクラム)のほか，燃料棒内に残存する多量の崩壊熱の除

去のために炉心の冷却を続ける必要があり，冷却のための複数の注水系が，10 

以下のとおり備え付けられている（前記第２の３(2)，甲Ａ２本文編・１２～１４

頁，甲Ａ１１６・７頁）。 

ａ １号機においては，原子炉冷却材喪失事故（原子炉冷却材喪失とは，原子炉

の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管等の破損等により原子

炉冷却材が系外に流出し炉心冷却能力が低下する事象をいう。丙Ａ９・２２頁）時に15 

おけるＥＣＣＳは，炉心スプレイ系（ＣＳ系）２系統，高圧注水系（ＨＰＣ

Ｉ系）１系統及び自動減圧系（ＡＤＳ，原子炉蒸気を強制的に逃がして低圧注水

機能を持つ系統が作動できる圧力まで原子炉の圧力を下げる。丙Ａ２）から構成さ

れている。原子炉冷却材喪失事故時には燃料の崩壊熱がＳ／Ｐに移送され

るので，Ｓ／Ｐ水の除熱と格納容器の冷却のため，ＣＣＳが２系統設置さ20 

れている。原子炉がタービン系から隔離された場合の原子炉の除熱（原子炉

隔離時の冷却）のために，ＩＣが２系統設置され，さらに原子炉を定期検査

時の燃料交換の際に冷温停止するため，原子炉停止時冷却系（ＳＨＣ系）が

設置されている。ＩＣ（炉心で生じた蒸気を復水器で除熱して凝縮し原子炉に戻

すシステムである。）の水量は，専用水源からの補給が必要になるまで，２系25 

統併せて８時間の冷却に十分であった（甲Ａ１１６・７，１０頁，甲Ａ１３７・
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２２頁，甲Ａ５８４・１６，１７頁，添付資料１０）。 

ｂ ２～５号機においては，ＢＷＲ－３からＢＷＲ－４への変更に伴い，残

留熱除去系（ＲＨＲ系）が設けられている。ＲＨＲ系は，ＣＣＳとＳＨＣ系

の機能を持ち，さらにＥＣＣＳとして低圧注水系（ＲＨＲ系のＬＰＣＩモード）

の機能をも有している。すなわち，２～５号機のＥＣＣＳは，ＣＳ系２系5 

統，ＨＰＣＩ系１系統，低圧注水系（ＲＨＲ系のＬＰＣＩモード）１系統（４

ポンプ）及びＡＤＳから構成されている。事故後の格納容器の除熱用にはＲ

ＨＲ系の格納容器冷却モードを用いる。原子炉隔離時の冷却水注入用にＲ

ＣＩＣ系を，ＢＷＲ－３のＩＣから変更して設置している。定期検査時の

原子炉の除熱には，ＲＨＲ系の停止時冷却モードを用いる。 10 

  ＲＣＩＣは，８時間程度，運転できるようになっていた（以上，甲Ａ４・

２４頁，甲Ａ１１６・７～９頁，甲Ａ１３７・２２頁，甲Ａ５８４・１８～２０頁，

添付資料１１，１２）。 

ｃ ６号機においては，ＢＷＲ－４からＢＷＲ－５への変更に伴い，原子炉

内に設置されているジェットポンプの効率を上げたことにより，少ない原15 

子炉再循環ポンプ容量で大きな炉心流量を得ることが可能となった。ＥＣ

ＣＳの統合化を進め，高圧炉心スプレイ系（ＨＰＣＳ系）１系統，低圧炉心

スプレイ系（ＬＰＣＳ系）１系統，ＲＨＲ系のＬＰＣＩモード３系統及び

ＡＤＳの構成とされている。原子炉隔離時のＲＣＩＣ系，定期検査時のＲ

ＨＲ系停止時冷却モードは，ＢＷＲ－４と同じであり，運転時間も同様に20 

８時間である（甲Ａ４・２４頁，甲Ａ１１６・９頁，甲Ａ１３７・２２頁）。 

ｄ 上記ａ～ｃのとおり，原子炉がタービン系から隔離された場合の原子炉

の冷却系は，電源として基本的に直流電源を使用し，高温待機の時間とし

ては８時間が可能なように，すなわち８時間のＳＢＯに耐えるように，電

源容量及び水源容量が定められていた。この点，ＩＡＥＡ報告書によれば，25 

原発は，一般に４～７２時間の限定的ＳＢＯに耐えるように，所内直流電
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源及び予備交流電源（ＤＧ等）を装備しており，対処期間は，主に原発への

交流電源の復旧に要する時間及び利用可能な措置の能力に基づき決定され

るものであり，この期間中，バッテリや予備的交流電源が使用されるもの

となっていた（甲Ａ１１６・９，１０頁，甲Ａ１３７・２８，２９頁の註３６）。 

(ｲ) ＥＣＣＳなどの安全上重要な設備は，基本的に非常用電源で運転される設5 

計となっている。非常用電源は非常用ＤＧから供給されるが，本件事故時に

は，１～６号機において，合計１３台設置されていた。非常用ＤＧは，非常

用金属閉鎖配電盤（Ｍ／Ｃ）に電力を供給し，外部電源が喪失した場合でも，

原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給する。 

  １～５号機の非常用ＤＧ１０台のうち，２号機Ｂ系及び４号機Ｂ系は，い10 

ずれも空気冷却式で，運用補助共用施設（共用プール）の地上１階に設置され，

その余の８台（１号機Ａ系及びＢ系，２号機Ａ系，３号機Ａ系及びＢ系，４号機Ａ系，

５号機Ａ系及びＢ系）は，いずれも海水冷却式で，各号機のＴ／Ｂの地下１階

に設置されていた。 

  また，６号機の非常用ＤＧ３台のうち，６号機Ａ系及び高圧炉心スプレイ15 

系（ＨＰＣＳ）用は，海水冷却式で，Ｒ／Ｂの地下１階に設置され，６号機Ｂ

系は，空気冷却式で，ＤＧ専用建屋の地上１階に設置されていた（以上，甲Ａ

２本文編・２７～２９頁，甲Ａ２資料編・７６，７７頁）。 

(ｳ) Ｍ／Ｃは，６９００Ｖの所内高電圧回路に使用される動力用電源盤で，遮

断器，保護継電器，付属計器等を収納したものであり，常用，共通及び非常20 

用の３系統から構成される。１～５号機の非常用Ｍ／Ｃ１２台のうち，２号

機Ｅ系と４号機Ｅ系は運用補助共用施設（共用プール）の地下１階に，１号機

Ｃ系及びＤ系はＴ／Ｂの地上１階に，その余の８台（２号機Ｃ系及びＤ系，３号

機Ｃ系及びＤ系，４号機Ｃ系及びＤ系，５号機Ｃ系及びＤ系）は各号機のタービン建

屋（Ｔ／Ｂ）の地下１階に設置されていた。 25 

  ６号機の非常用Ｍ／Ｃ３台のうち，６号機Ｃ系はＲ／Ｂの地下２階に，６
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号機Ｄ系はＲ／Ｂの地下１階に，高圧炉心スプレイ系（ＨＰＣＳ）用はＲ／Ｂ

の地上１階に設置されていた（以上，甲Ａ２本文編・３０，３１頁，甲Ａ２資料編・

７６，７７頁）。 

(ｴ) 非常用パワーセンター（Ｐ／Ｃ）は，Ｍ／Ｃから変圧器を経て降圧された４

８０Ｖの所内低電圧回路に使用される動力用電源盤で，遮断器，保護継電器，5 

付属計器を収納したものであり，常用，共通及び非常用の３系統から構成さ

れる。１～５号機の非常用Ｐ／Ｃ１２台のうち，１号機Ｃ系及びＤ系はＣ／

Ｂの地下１階に，２号機Ｅ系及び４号機Ｅ系は運用補助共用施設（共用プール）

の地下１階に，２号機Ｃ系及びＤ系並びに４号機Ｃ系及びＤ系はＴ／Ｂの地

上１階に，３号機Ｃ系及びＤ系並びに５号機Ｃ系及びＤ系はＴ／Ｂの地下１10 

階に設置されていた。 

  ６号機の非常用Ｐ／Ｃ３台のうち，６号機Ｃ系はＲ／Ｂの地下２階に，６

号機Ｄ系はＲ／Ｂの地下１階に，６号機高圧炉心スプレイ系（ＨＰＣＳ）用（Ｅ

系）は，非常用ＤＧ専用建屋の地下１階に設置されていた（（以上，甲Ａ２本文

編・３０，３１頁，甲Ａ２資料編・７７頁）。 15 

(ｵ) １号機，２号機及び４号機の直流主母線盤（ＤＣ盤）は，Ｃ／Ｂの地下１階

に設置され，また，３号機のＤＣ盤は，Ｔ／Ｂの中地下階に設置されていた

（甲Ａ５・４９頁）。 

(ｶ) このように，冷却機能を有する安全設備を維持するための電源設備の多く

は，地下階又は地上１階に設置されていた。他方，米国においては，非常用20 

ＤＧが設置されている建屋の多くは，岩盤に設置することを要求されていな

かったが，日本では，建屋の多くが耐震性から岩盤への設置が要求されるた

めに地下階を有している場合が多く，条件の違いのために，非常用ＤＧにつ

いては，大型機器としての耐震性や振動を考慮して建物の基礎の上（地下階）

に設置されていた（甲Ａ５８４・４頁，乙Ａ４の１・３０頁）。 25 

(2) 本件津波等の発生と本件原発への影響等 
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ア 本件地震の発生と本件原発に与えた影響等 

(ｱ) 平成２３年３月１１日午後２時４６分頃，Ｍ９．０の本件地震が発生した。

本件地震は，日本海溝沿いに太平洋プレートが北アメリカプレートの下に沈

み込む領域で発生した。世界の観測史上４番目の規模の地震であり，我が国

で観測された中では最大の地震である。その震源域は岩手県沖から茨城県沖5 

まで及び，その震源の深さは約２４ｋｍ，その長さは約５００ｋｍ，その幅

は約２００ｋｍとされ，最大すべり量は５０ｍ以上であったとされる。三陸

沖南部海溝寄り，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの一部で大きなすべり量

が観測され，三陸沖中部，宮城県沖，福島県沖，茨城県沖の複数の領域も震

源域として連動して発生した。 10 

    この地震に伴い発生した本件津波は，Ｍｔ９．１とされ，世界で観測され

た津波の中では４番目であり，我が国の観測史上では最大である。 

  本件原発と本件地震の震央との距離は約１７８ｋｍ，その震源との距離は

約１８０ｋｍとされている（以上，甲Ａ２本文編・１５頁，甲Ａ１３７・１９頁，

乙Ａ４の１・６，７頁）。 15 

(ｲ) 気象庁の第一報では，本件原発周辺地域の震度は５強～６強であった（丙

Ａ４の１・Ⅲ－４，１６頁）。 

ａ 本件地震発生時，１～３号機は，定格出力運転中であり，４～６号機は

定期検査のために停止していた。 

  ４号機は，シュラウド取替工事のため，原子炉圧力容器から使用済み燃20 

料プールに全ての燃料を移動し，保管・冷却された状態となっていた。な

お，５号機は，定期検査の終盤であり，原子炉圧力容器の中に燃料を装荷

し，健全性を確認するための水圧による漏えい試験を実施し，６号機も，

定期検査の終盤であり，原子炉圧力容器の中に燃料を装荷した状態であっ

た。 25 

  共用の使用済み燃料プールには，６３７５体の使用済み燃料が貯蔵され
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ていた（以上，乙Ａ４の１・８４頁，丙Ａ４の１・６頁）。 

ｂ 本件地震が本件原発に与えた影響としては，基準地震動Ｓｓを一部超え，

あるいはこれに匹敵するものであり，送電鉄塔の倒壊や遮断器の損傷など

の複数の箇所での故障が生じ，本件原発の外部電源が喪失する状態となっ

た。その結果，運転中の１～３号機は，全て自動停止（スクラム）した。定5 

期点検中の１機（４号機Ａ系）を除き，全１２機の非常用ＤＧが自動起動し，

電源が確保された。この段階では，原子炉水位，圧力，格納容器温度など

から，原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷が疑われる状況にはなく，運転

中の１～３号機は，いずれもスクラム動作により正常に自動停止し，外部

電源の喪失により原子炉保護系の電源がなくなるなどして，一部原子炉水10 

位が低下するなどしたが，いずれも非常用ＤＧ２台の自動起動により，そ

の電圧は正常に確立するとともに，運転員が作業手順書に従って必要な作

業を行い，安定的に制御されていた。また，定期検査中であった４～６号

機も，外部電源の喪失に伴い，非常用ＤＧが自動起動した（上記のとおり，

４号機Ａ系は起動していないが，４号機Ｂ系は起動した。）が，特に本件地震によ15 

る異常は見られなかった（以上，甲Ａ１１５の１・Ⅲ－２７頁，甲Ａ１１６・１

５，１６，２１，２５，２９，３２，３３頁，甲Ａ１３７・２０，２１頁，乙Ａ４の

１・６，７，８４～９２頁，丙Ａ４の１・Ⅲ－４，６，２７，Ⅳ－３６，３７，５０

頁）。 

ｃ 本件地震の観測データに基づいた原子炉建屋の地震応答解析を用いた解20 

析的検討においても，本件地震が耐震安全上重要な機器，配管系に影響を

与えた事実は確認されていない。本件地震に対して，原子炉を「止める」，

「冷やす」，放射性物質を「閉じ込める」に係る安全上重要な機能を有す

る主要な設備の耐震性評価の計算値は全て評価基準値以下であった。 

  自由地盤系の地震観測記録から地盤構造を特定し，はぎとり解析によっ25 

て再現した地震波を用いて代表機器の疲労評価（解析）を行ったが，その結
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果も，地震の揺れによる疲れ累積係数（材料の疲れ度合いを示す数値）は１０

－５のオーダーであり，基準値１に対して極めて小さく，本件地震による疲

労影響は無視できるものであった。 

  本件原発の１～６号機の目視の結果に関しても，安全上重要な機能を有

する主要な設備において地震による機能に影響する損傷はほとんど確認さ5 

れなかった（以上，乙Ａ４の１・９８～１０４頁）。 

(ｳ) 外部電源の具体的状況等 

ａ 原子炉の運転時，各号機において使用する電力は，運転中の主発電機か

ら受電するが，運転中の原子炉を停止する場合，停止や冷却に必要な電力

は，停止した当該号機の主発電機からは供給できないため，送電線を通じ10 

て電力系統から，または隣接号機の運転中の主発電機から供給できるよう

になっている。これらの電力系統に連系する送電線などの設備や隣接号機

の主発電機が「外部電源」と呼ばれる（乙Ａ４の１・９２頁）。 

ｂ 本件原発の外部電源は，新福島変電所からの送電線６回線（２７５ｋＶ大

熊線１Ｌ～４Ｌ及び夜の森線１Ｌ，２Ｌ）と，１号機に東北電力から供給される15 

１回線（６６ｋＶ東電原子力線）の計７回線で構成される。新福島変電所から

の送電線は，大熊線１Ｌ，２Ｌが１号機及び２号機に，大熊線３Ｌ，４Ｌ

が３号機及び４号機に，夜の森線１Ｌ，２Ｌが５号機及び６号機に，それ

ぞれの開閉所を経由し所内電源系に供給する。東北電力からの東電原子力

線は，１号機の常用Ｍ／Ｃに接続できる構成となっていたが，常時は使用20 

していない設備であった。併設号機の主発電機や送電線からも受電できる

よう，１～４号機又は５号機及び６号機の各号機間の常用Ｍ／Ｃは相互に

接続できる構成となっていたが，１～４号機と５号機及び６号機との間で

は接続されていなかった（乙Ａ４の１・９３頁，丙Ａ４の１・Ⅲ－３０頁）。 

ｃ 本件地震発生時，３号機は，大熊線３Ｌの受電設備が工事中で使用でき25 

なかったため，２号機と常用Ｍ／Ｃを相互に接続し，受電する構成として
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おり，本件原発において受電中の外部電源は大熊線３Ｌを除く５回線（大

熊線１Ｌ，２Ｌ及び４Ｌ並びに夜の森線１Ｌ及び２Ｌ）であったが，本件地震直

後に全回線が受電停止となった（乙Ａ４の１・９３頁）。 

ｄ 外部電源の喪失の原因について，１号機及び２号機超高圧開閉所の空気

遮断器・断路器についての損傷原因の分析の結果，本件地震の地表面地震5 

動が非常に大きく，その電気設備の耐震設計指針を超過したことが原因で

あり，２７５ｋＶ空気遮断器について耐震強化のために設置したステーが

緩み，遮断部の変位が増大して「がいし破損」に至ったと推定され，２７

５ｋＶ断路器について接続される空気遮断器倒壊時の荷重がリードを介し

て加わることによりがいし破損に至ったと推定された。 10 

  また，本件地震により，夜の森№２７の鉄塔が倒壊し，５号機及び６号

機への外部電源が停止した。同鉄塔の倒壊原因について，鉄塔脚部は土砂

や倒木に埋もれているが，鉄塔上部は土砂の上に倒れ，電線も土砂や倒木

の上に存在したことから，鉄塔隣接地の盛土が崩壊したことにより鉄塔が

倒壊したと判断された。盛土は，供用期間中に発生する確率は低いが大き15 

な強度を持つ地震動（レベル２地震動）に対する耐震性を有していたと考え

られた。 

  結果的に盛土が崩壊していることから，崩壊原因は，沢を埋めた盛土中

に地下水位が存在する状況の中で，史上まれにみる強くて長い地震動の繰

り返し応力が作用したことにより，地下水位内の地盤の強度が低下したこ20 

とによるものと推定される（以上，乙Ａ４の１・９５，９６頁）。 

イ 本件津波等の発生と本件原発への影響，被害等 

(ｱ) 本件津波の観測等 

  本件津波は，ＧＰＳ波浪計（ＧＰＳ衛星を用いて，沖に浮かべたブイであるＧＰ

Ｓ波浪計の上下変動を計測し，波浪や潮位をリアルタイムで観測する機器）などによ25 

れば，岩手県沖から福島沖において，緩やかな水位上昇に引き続き，急な水
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位上昇があった。 

  気象庁の観測津波水位（最大波）は，宮古地点で８．５ｍ以上，石巻市鮎川

地点で８．６ｍ以上，相馬地点で９．３ｍ以上であった。 

  津波水位は，佐竹委員によると，貞観地震のようなやや深部でのすべりに

よる長周期の波と明治三陸地震のような浅部でのものによる短周期の高い波5 

が重畳し，そのため，短周期での高い津波が沿岸域に到達・遡上した後に長

い周期の津波が長時間にわたり繰り返し押し寄せ，遡上域を増大させたと推

定されている（以上，乙Ａ４の１・８頁，丙Ａ４の１・Ⅲ－４，１７頁）。 

(ｲ) 本件津波の本件原発への襲来 

  本件原発に襲来した本件津波については，まず平成２３年３月１１日午後10 

３時２７分頃に最初の大きな波（水位約４ｍ，第一波）が襲来し，次に同日午後

３時３５分頃に大きな波（潮位計が損傷したため，水位不明，なお潮位計の測定範

囲は７．５ｍ，第二波）が到達した。 

  これらの津波のうち第一波は，海側エリア（敷地高Ｏ．Ｐ．＋４ｍ）全域に浸

水したが，最大高さ５．５ｍの津波から防護するように設計された本件原発15 

の防潮堤により防護された。第二波は，本件原発の南防潮堤の外側から主要

建屋設置エリア南東側（敷地高Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）に浸入し，同主要建屋設置エ

リアまで遡上し，同主要建屋敷地エリアほぼ全域が浸水した。 

  その津波の高さ（津波がない場合の平常潮位から，津波によって海面が上昇した高

さの差）は，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍの防波堤を乗り越えていくものであった。 20 

  その浸水高（建物や設備に残された変色部や漂着物等の痕跡の基準面（Ｏ．Ｐ．）

からの高さ）は，１～４号機のエリアではＯ．Ｐ．＋約１１．５～１５．５ｍ

であり，同エリア南西部では局所的にＯ．Ｐ．＋約１６～１７ｍに及んだ。

その浸水深（建物や設備に残された変色部や漂着物等の痕跡の地表面からの高さであ

る。浸水高から敷地高を減じる。）は，約１．５～５．５ｍ（上記エリア南西部では25 

局所的に約６～７ｍ）となる。 
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  ５号機及び６号機のエリアでは，浸水高は約１３～１４．５ｍである。そ

の浸水深は約１．５ｍ以下となる。 

  また，津波の再現計算であるインバージョン解析により波源を推定し，津

波高さを評価した結果としては，約１３ｍであった（以上，甲Ａ１１５の１・Ⅲ

－２８，２９頁，甲Ａ１３７・２６頁，甲Ａ２３４の１・４－１頁，甲Ａ２３４の２・5 

２頁，乙Ａ４の１・８，９頁，丙Ａ４の１・Ⅲ－２８，２９頁）。 

(ｳ) 本件津波による敷地の浸水，各建屋への浸水状況等 

  このように，本件原発の海側エリア及び同主要建屋敷地エリアほぼ全域を

浸水する津波が襲来した結果，本件原発の主要建屋（Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂ，非常用Ｄ

／Ｇ建屋，運用補助共用施設（共用プール建屋），Ｃ／Ｂ，廃棄物処理建屋，Ｓ／Ｂ及10 

び集中廃棄物処理室）の周囲は全域が津波の遡上により冠水した。冠水は，１

～４号機の周辺エリアで，一部地点を除き（最大Ｏ．Ｐ．＋１５．５ｍ程度（浸

水深５．５ｍ），最小Ｏ．Ｐ．約＋１０ｍ（浸水深０ｍ）以上），Ｏ．Ｐ．＋１４～

１５ｍ，浸水深４～５ｍであった。 

  これらの主要建屋について，外壁や柱等の構造躯体には津波による有意な15 

損傷は確認されていない。他方，建屋の地上の開口部に取り付けられている

建屋出入口のドアやシャッター，非常用ＤＧ給気ルーバー，地上機器ハッチ，

建屋の地下でトレンチやダクトに通じるケーブル，配管貫通部などは，津波

あるいは漂流物によると考えられる損傷が一部で確認された（１～４号機のＴ

／Ｂ東側すなわち海側，敷地南側の運用共用補助施設，６号機のＴ／Ｂ北東側で建具等20 

が変形するなどの損傷を確認した。）。また，上記損傷がない場合でも，津波に

よる浸水深が開口下端レベルを上回った際に，主としてハッチ開口やルーバ

ー開口からの浸水も考えられ，これらの地上開口部に加えて，地下の開口部

すなわち地下のトレンチやダクトに通じるケーブル，配管貫通部が建屋内部

への津波の浸水経路となった（トレンチやダクト部分にも一部損傷や浸水の痕跡が25 

確認された。）と推測される（以上，甲Ａ２３４の１・４－１４頁，甲Ａ３８５の２・
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５頁，乙Ａ４の１・１０５頁）。 

(ｴ) 海水冷却系の損傷状況 

  多くの非常用海水系ポンプ（格納容器冷却海水系ポンプ，残留熱除去海水系ポン

プ，ＤＧ海水ポンプ）は，海水を利用し崩壊熱の除去を行うために海側エリア

に設置され，津波の高さ５．４～６．１ｍに対して機能を確保できるよう対5 

策がされていた。 

  屋外海側エリアに設置されている非常用海水系ポンプについて，３号機の

残留熱除去海水ポンプに電動機冷却ファンのカバーの流出や変形が確認され，

設備点検用クレーンの倒壊により５号機の残留熱除去海水ポンプ，ＤＧ冷却

系海水ポンプ等が損傷を受けた。また，６号機において，取水路角漂流・激10 

突による海水ポンプ付属品の変形等の損傷が確認され，軸受潤滑油への海水

の混入も確認されたが，非常用ＤＧ（６Ａ）冷却系海水ポンプでは，津波によ

り被水したが，平成２３年３月１８日に特段の修理をせずに同ＤＧは起動で

き，同月１９日，同ＤＧの確認運転が行われた。 

  上記損傷以外には，点検中で取り外していた４号機の残留熱除去海水系ポ15 

ンプを除き，いずれも津波を受けた後も据付場所に自立しており，ポンプ本

体が流出したものはなかったなど，非常用海水系ポンプの躯体の機械的損傷

は限定的であった（以上，甲Ａ２３４の１・４－５７～４－６０頁，甲Ａ３８５の２・

５頁，乙Ａ４の１・１０６，１０７頁）。 

(ｵ) 非常用ＤＧの被害状況等 20 

  上記(1)イ(ｲ)のとおり，非常用ＤＧは，１号機，３号機及び５号機のＴ／

Ｂ地下１階，２号機及び４号機のＴ／Ｂ地下１階及び運用補助共用施設地上

１階，６号機のＲ／Ｂ地下１階及びＤＧ専用建屋地上１階に設置されている

が，本件津波による被害としては，５号機及び６号機の水冷式ＤＧ（５Ａ，５

Ｂ，６Ａ及び高圧炉心スプレイ系ＤＧ）本体は被水を免れたが，１～４号機の水25 

冷式のＤＧ本体は全て被水により停止した。被水しなかった５号機及び６号
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機の上記ＤＧも，非常用海水系ポンプ等が機能喪失した（ただ，上記(ｴ)のとお

り，６Ａは後から起動できる状態であったことが確認された。）ため，運転すること

ができず，結果，水冷式のＤＧは全て停止した。 

  他方，２号機のＤＧ（２Ｂ），４号機のＤＧ（４Ｂ）及び６号機のＤＧ（６Ｂ）

は空冷式のＤＧであり，これらは非常用海水系ポンプがないために津波によ5 

る冷却系への影響がなかった。２号機のＤＧ（２Ｂ）及び４号機のＤＧ（４Ｂ）

については，４号機のＳ／Ｂ南西にある運用補助共用施設地上１階に設置し

ており，非常用ＤＧ本体に浸水被害がなかったものの，後記(ｶ)のとおり，同

施設地下の電気品室が浸水被害を受け，Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃが被水し，機能を喪

失した。 10 

  この結果，１～５号機全ての非常用ＤＧが停止し，ＳＢＯに至った。６号

機の空冷式ＤＧ（６Ｂ）のみが運転を継続し，電源が維持された（以上，甲Ａ２

３４の１・４－５４～４－５６頁，甲Ａ３８５の２・５頁，乙Ａ４の１・１０７，１０

８頁，丙Ａ４の１・Ⅳ－３７頁）。 

(ｶ) 電源盤の被害状況等 15 

  上記(1)ア(ｳ)～(ｵ)のとおり，外部電源及び非常用ＤＧの電力は，電源盤（Ｍ

／Ｃ，Ｐ／Ｃ）を経由して各機器に供給され，交流電源喪失時には最低限の監

視機能等を確保するために直流主母線盤（ＤＣ盤）が用意されていた。 

  本件津波の浸水により１～５号機の全てのＭ／Ｃ（上記(1)ア(ｳ)のとおり，1

号機Ｔ／Ｂ地上１階の１Ｃ及び１Ｄ，共用プール地下１階の２Ｅ及び４Ｅ，各号機のＴ20 

／Ｂ地下１階の２Ｃ及び２Ｄ，３Ｃ及び３Ｄ，４Ｃ及び４Ｄ，５Ｃ及び５Ｄ）が被水

し，仮に，外部電源及び非常用ＤＧ本体が機能していても，電力を必要とす

る機器に供給できない状態となった。 

  また，Ｐ／Ｃについても全て被水し，被水後も機能に異常がなかった２号

機Ｐ／Ｃ２台（Ｔ／Ｂ地上１階の２Ｃ及び２Ｄ）及び４号機のＰ／Ｃ１台（Ｔ／Ｂ25 

地上１階の４Ｄ，なお４Ｃは取替工事中であった。）を除き，その機能を喪失した。 
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  他方，６号機のＭ／Ｃ及びＰ／Ｃは，いずれも被水を免れたが，上記(ｵ)の

とおり，水冷式の非常用ＤＧが給電不能となり，受電できない状況であった。 

  Ｃ／Ｂ地下１階に設置されていた１号機，２号機及び４号機のＤＣ盤は，

いずれも被水し，３号機，５号機及び６号機のＤＣ盤は被水していなかった。

３号機，５号機及び６号機のＤＣ盤は，Ｔ／Ｂの中地下階に設置され，浸水5 

被害が及ばなかったと推測される。 

  建屋への大規模な浸水が生じた施設では，建屋最地下階の浸水が顕著であ

り，電源盤の被害もこれに対応している。最地下階に設置してあった電源盤

は，被水の被害を受けているが，中地下階に設置してある電源盤は，一部を

除き，被水を免れている。また，最地下階に設置してあっても，建屋周囲の10 

浸水高に対して建屋への浸水経路となる非常用ＤＧ給気ルーバー等の最下端

が浸水高より上に設置され，浸水経路となるダクト，トレンチ等の貫通部も

ない５号機及び６号機においては，建屋への浸水がなく，５号機及び６号機

の非常用ＤＧや６号機のＭ／Ｃ，Ｐ／Ｃなどの設備は被水していなかった（以

上，甲Ａ２３４の１・４－５３～４－５６頁，甲Ａ３８５の２・５頁，乙Ａ４の１・１15 

０８頁）。 

(ｷ) まとめ 

  Ｔ／Ｂ内の非常用電源盤，非常用ＤＧ，直流母線盤への津波浸水による被

害については，別紙４－２「第４．１．４－１表 津波の浸水による非常用

電源盤（Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃ），非常用ディーゼル発電設備（Ｄ／Ｇ），直流主20 

母線盤（ＤＣ盤）への影響」のとおりである。 

  その他の津波被害の状況として，本件原発の海側エリアに設置されていた

№１の重油タンク（直径１１．７ｍ×高さ９．２ｍ，重量３２ｔ）が，本件津波に

より１号機Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂ北側の構内道路まで漂流するなど，多数の漂流物

が確認された。駐車中の車両も多数漂流した。 25 

  また，主要建屋設置エリアにおいては，津波によりダクトのハッチの蓋等
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が流失・損傷し，開口部となったのが１～４号機側で２０か所，５号機及び

６号機では５か所確認された（以上，甲Ａ２３４の１・４－５６頁，甲Ａ３８５の

２・５頁，乙Ａ４の１・１０８，１０９頁）。 

(3) 本件事故の発生 

  本件原発の各号機の状況は以下のとおりである。 5 

ア １号機 

  １号機は，本件津波による直流電源喪失の結果，ＩＣが冷却機能を喪失し，

原子炉圧力が上昇し，ＳＲＶ（主蒸気逃し安全弁）の安全弁機能が働き，蒸気が

Ｓ／Ｃ（圧力抑制室）に導かれて凝縮された。 

  平成２３年３月１１日午後６時過ぎ頃には，原子炉水位がＴＡＦ（有効燃料10 

頂部）を下回り，同日午後７時前には炉心損傷が始まったことが推定される。

同日午後８時頃の段階では，原子炉冷却時バウンダリは健全で，原子炉圧力

はＳＲＶの安全弁機能により７．０ＭＰａ近傍に維持されていたものと推定

される。 

  同日午後９時頃には，炉心の露出，損傷が開始し，同月１２日午前０時頃15 

には中央制御室においてＤ／Ｗ（ドライウェル）の圧力が０．６ＭＰａとなり，

最高使用圧力（０．５３１ＭＰａ）を超え，原子炉が異常な状態にあると推定さ

れた。これを受けて，格納容器ベントの準備に入るよう指示が出された。し

かし，同日午前２時３０分には，運転員による減圧操作がされていないにも

かかわらず，Ｄ／Ｗ圧力の計測値が上昇（０．８４ＭＰａ）する一方，原子炉20 

圧力がほぼそれと同じ値（０．８ＭＰａ）に低下したことから，原子炉冷却材

圧力バウンダリが破損したと考えられ，また既に炉心損傷が進み，原子炉内

の温度が高くなっていたと推測されることやその他の解析結果から，それよ

り前の同日午前２時頃には，原子炉圧力容器が溶融燃料の影響で損傷したと

される。 25 

  他方，格納容器圧力の測定値は０．７５ＭＰａ程度で維持されており，し
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かも同日明け方には正門付近のモニタリングカーでは線量率の上昇が見られ，

１号機の格納容器からの放射性物質の漏えいが生じていたものと考えられる。 

  同月１２日午前４時頃から，ＡＭとして整備されていた消防車による注水

が開始され，注水対応と並行して格納容器ベントが図られたが，高線量のた

めにベントの作業も順調にはいかず，格納容器ベント操作から１時間程度経5 

過した同日午後３時３６分頃に１号機のＲ／Ｂが爆発した。この爆発の原因

については，炉心損傷に伴うジルコニウム－水反応により発生した水素がＲ

／Ｂに移行し最上階で爆発したものと推定される（以上，甲Ａ１１６・１６～２

１頁，丙Ａ４の１・Ⅳ－３８頁） 

イ ２号機 10 

    ２号機は，本件津波により海水系冷却系のみならず，敷地高さ１０ｍにあ

る建屋への浸水もあり，ほとんど全ての電源盤の機能が失われ，直流電源が

喪失し，ＲＣＩＣの制御ができない状態となった。 

  そこで，平成２３年３月１１日午後９時頃からＡＭによる注水の準備が始

められたが，同日午後１０時頃の時点では，原子炉水位がＴＡＦ（有効燃料頂15 

部）よりも高いことが確認され，同月１４日昼近くまで，原子炉水位は高い

位置に保たれていた。また，原子炉の圧力がＳＲＶの逃し弁機能が働かない

状態であったにもかかわらず，効率の悪い状態でありながらもＲＣＩＣが作

動するなどしており，ＳＲＶ作動レベルよりも低い状態で原子炉の圧力がバ

ランスしていたものと考えられる。 20 

  ベントの準備も進められ，同月１３日午前１１時までにベントラインが開

かれた状態とされた。ＲＣＩＣの運転停止という事態に備えて，同日午後０

時頃には代替注水の構成が完了され，同日午後１時頃にはバッテリを中央制

御室のＳＲＶ制御盤につなぎ，減圧・注水ができる状態となっていた。 

  しかし，後記ウの３号機の爆発の影響で，ＡＭとして準備されていた消防25 

車，ホースが破損した。 
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  同月１４日昼頃から，原子炉水位が下がり始め，ＲＣＩＣの機能が低下し

ていると判断され，代替注水の再構成とベントの復旧が行われた。しかし，

同日午後５時頃には原子炉水位がＴＡＦを下回った。 

  同日午後６時過ぎには，ＳＲＶによる減圧に成功し，同日午後８時前に２

台の消防車による原子炉への注水が行われたが，解析の結果としては，同日5 

午後７時２０分頃には炉心損傷が開始されたと推測され，２号機は不安定な

状態となっていた。圧力容器にも損傷があり，溶融燃料の一部が落下して冷

却されている状態にあると推測された。 

  同日午後９時２０分に原子炉減圧のためＳＲＶが開いた状態とされた後， 

正門付近の線量率が一時的に上昇したことから，何らかのＦＰ（核分裂生成物，10 

甲Ａ１１６・４１５頁）放出があったことは間違いない。Ｄ／Ｗの圧力が急激に

上昇し，同月１５日午前６時頃に圧力抑制室付近で水素爆発と考えられる爆

発音が確認され，同日午前７時２０分まで高い圧力が計測されており，炉心

損傷に伴う水素爆発の影響と推定される。 

  同日午前１１時２５分の段階では，上記圧力は低下しているが，その間の15 

同日午前１０時には２号機から白い煙が放出され，正門付近の線量率が急上

昇していることから，この間２号機から大量の放射性物質が放出されたと推

定できる（以上，甲Ａ１１６・２１～２５頁，丙Ａ４の１・Ⅳ－５１，５２頁）。 

ウ ３号機 

  ３号機は，本件津波により海水冷却系のみならず，敷地高さ１０ｍにある20 

建屋への浸水もあり，多くの電源盤の機能が失われたものの，直流電源は残

っていた。このため，原子炉水位などの監視や，ＲＣＩＣやＨＰＣＩ系とい

ったタービン駆動であって直流電源で制御できる設備は使用可能な状態であ

った。運転員は，ＳＢＯ後にＲＣＩＣにより水位を制御した。 

  平成２３年３月１１日午前１１時３６分にＲＣＩＣが自動停止して原子炉25 

水位が低下し，ＨＰＣＩが自動起動した。ＲＣＩＣと同様，ＨＰＣＩも直流
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電源を節約するようにして連続的に運転され，原子炉水位を維持した。 

  同月１３日午前２時過ぎに運転員がＨＰＣＩ設備の損傷を懸念し，Ｄ／Ｄ

ＦＰ（ディーゼル駆動消火ポンプ）を原子炉容器のスプレイから原子炉への注水

に切り替えるよう人員を原子炉建屋に向かわせた後，同日午前２時４２分に

ＨＰＣＩを手動で停止した。同日午前２時４５分，ＳＲＶを開放しようとし5 

たが，開作動せず，原子炉圧力が上昇し，Ｄ／ＤＦＰによる注水ができない

状態となった。 

  同日午前９時頃に原子炉の圧力が急激に低下し，Ｄ／ＤＦＰと消防車によ

る注水が開始された。なお，解析によれば，同日午前９時過ぎに原子炉水位

がＴＡＦを下回り，同日午前１０時４０分頃に炉心損傷という結果となった10 

と考えられるが，実際の原子炉水位は解析より早い段階でＴＡＦを割り込み，

炉心損傷も解析より実際の方が早かった可能性がある。 

  なお，同日午前９時２０分頃，Ｄ／Ｗ圧力が低下し，格納容器ベントが機

能したと考えられる。このベントの直後に正門付近の線量率が毎時３００μ

Ｓｖ程度まで一時的に上昇しており，その後のベントではこのような線量率15 

の増加は見られず，２回目以降のＦＰ放出量は限定的であったと推測される。 

  １号機の爆発後，３号機でも同様の爆発が予見できたため，その対策が検

討されていたが，対策を講じる前の同月１４日午前１１時０１分，原子炉建

屋が爆発した。３号機の爆発は１号機と比較しても激しく，黒い煙が上がり，

鉄筋コンクリートの粉砕によるものと推測される。爆発の原因は，炉心損傷20 

に伴い発生した水素が原子炉建屋に移行し最上階にて爆発したものと推測さ

れる。３号機は炉心損傷から原子炉建屋爆発までの間に４回の格納容器ベン

トが実施され，初回のベントから爆発まで約１日経過し，４回目のベントか

らは４時間程度経過していた（以上，甲Ａ１１６・２５～２９頁）。 

エ ４号機ほか使用燃料プール 25 

  ４号機は定期検査中であり，使用済み燃料は全てＳＦＰ（使用済み燃料プー
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ル）にあった。本件津波により直流電源及び交流電源がいずれも喪失し，Ｓ

ＦＰの冷却機能及び補給水機能が喪失した。ただ，崩壊熱で水が蒸発し，燃

料が露出するのは平成２３年３月下旬頃と推測されたことから，より深刻な

状態にあった１～３号機の炉心冷却などの対応が優先された。 

  同月１４日午前４時頃のＳＦＰ水温が８４℃であると確認され，同月１５5 

日午前６時１２分大きな衝撃音と振動が発生し，原子炉建屋５階屋根付近に

損傷が確認された。燃料被覆管の露出に伴う水－金属反応による水素の発生

は考えにくく，爆発の原因は特定できなかったが，結論的には，３号機及び

４号機で共用されている格納容器ベント配管から３号機で発生した水素が逆

流したことが原因である可能性が高い。 10 

  ＳＦＰの下部２階エリアには漏水の痕跡が見られず，ＳＦＰを支持する構

造物に損傷が見られないことから，構造上の健全性は維持されていたと考え

られる。 

  また，使用済み燃料ラックに異常は見られず，取り出された新燃料の検査

でも燃料は健全であることが確認され，プール水の核種分析の結果，ヨウ素，15 

セシウムが検出されているものの，１～３号機よりも２桁以上低い濃度であ

り，系統的な大量破損は発生しておらず，確認されたＦＰは１～３号機の炉

心由来の可能性が高いと推定される。 

  同月１６日にヘリコプターから水面を確認した後，放水車やコンクリート

ポンプ車からの放水が実施された。水位が最も低くなった同年４月２０日頃20 

までは放水量が十分ではなかったが，同月２２日の注水でプールゲートが閉

じたと推定され，同月２７日に満水となったことが確認されている。 

  なお，１～３号機のＳＦＰでも同様の評価が実施されたが，４号機と比較

すると，崩壊熱は小さく，水位は十分に確保されていたとの結果となってい

る。１～３号機のＳＦＰ水のサンプリング結果としても，ＳＦＰ水の汚染は，25 

損傷した原子炉由来のものと推測される（以上，甲Ａ１１６・２９～３２頁）。 
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オ ５号機及び６号機 

  ５号機は，本件津波により高圧の電源盤，非常用の低圧電源の全てが機能

喪失しＳＢＯとなった。常用の低圧電源盤の一部は使用可能で，直流電源も

使用できた。原子炉は起動前で，新燃料も装荷されていたことから崩壊熱レ

ベルは小さく，原子炉圧力の上昇は緩慢であった。 5 

  平成２３年３月１４日以降，格納容器内に人員が立ち入り，ＳＲＶの窒素

ガス供給ラインを復旧し，断続的に原子炉の減圧操作をするようになった。

また，ＭＵＷＣ（復水補給水系）への電源の復旧により同日には原子炉注水が

開始され原子炉水位が維持された。同月１９日，ＲＨＲ（Ｃ）によるＳＦＰ

冷却が開始され，同月２０日にはＲＨＲ（Ｃ）により原子炉冷却が実施され10 

冷温停止となった。 

  ６号機は，本件津波の影響により一部の高圧電源盤が使用不能となったが，

直流電源は被水を免れ使用可能であった。非常用ＤＧのうち空冷式の１台は

機能を維持でき，ＳＢＯに至らなかった。同月１３日からＭＵＷＣによる原

子炉への代替注水が開始され，同月１４日にＳＲＶによる原子炉減圧がされ，15 

ＭＵＷＣによる注水が可能な原子炉圧力レベルが維持された。 

  同月１９日，ＲＨＲ（Ｂ）によるＳＦＰ冷却が開始され，同月２０日には

ＲＨＲ（Ｂ）により原子炉冷却が実施され冷温停止となった。 

  ５号機及び６号機とも，冷温停止以降，ＳＦＰと原子炉を交互に冷却する

運用がされた（以上，甲Ａ１１６・３２，３３頁）。 20 

(4) 本件事故を踏まえた知見，対応等 

ア 本件地震直後の同地震に関する推進本部の見解 

  本件地震に関して，平成２３年３月１１日付けで，推進本部地震調査委員

会は，「平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震の評価」において

「今回の地震の震源域は，岩手県沖から茨城県沖までの広範囲にわたってい25 

ると考えられる。地震調査委員会では，宮城県沖・その東の三陸沖南部海溝
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寄りから南の茨城県沖までの個別の領域については地震動や津波について評

価していたが，これらすべての領域が連動して発生する地震については想定

外であった。」との意見を公表した。現に，同年１月２２日に公表された推

進本部の長期評価においても今回の地震で見られた震源域の連動は示されて

いなかった（乙Ａ１，乙Ａ４の１・２７頁）。 5 

イ 中央防災会議における検討 

(ｱ) 平成２３年４月２７日開催の中央防災会議において示された「東北地方太

平洋沖地震－東日本大震災－の特徴と課題」（阿部名誉教授講演）の中で，本件

地震・本件津波災害の特徴として，想定をはるかに超えた大きな地震・津波

規模であり，広域で甚大な津波災害をもたらしたとされている。その津波高10 

を比較しても，福島県沿岸のいわき市～大熊町で浸水高が高いところで１０

ｍに達し，明治三陸地震による津波の想定高最大５ｍを大きく上回っている

としていた（乙Ａ２・８，１２頁，乙Ａ４の１・２７頁）。 

(ｲ) 平成２３年５月２８日開催の中央防災会議 

  同日，中央防災会議において，「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・15 

津波対策に関する専門調査会」が開催され，同会議において，本件津波等の

被害に関する分析が行われた。 

ａ まず，資料に基づき，本件地震の震源が宮城県沖であり，太平洋プレー

トと陸側プレートの境界で発生した逆断層タイプの超巨大地震であるこ

と，最大震度が７であり，震度６弱以上の揺れが岩手県から千葉県という20 

非常に広い範囲にわたって観測されたこと，Ｍが最終的に９．０とされた

こと，地震を起こした断層面上の滑り分布をみると，４５０ｋｍ×２００

ｋｍくらいの範囲にわたって滑り動き，その中で，海溝寄りのプレート境

界としては，最大で３０ｍ程度滑り動いたと解析されていることが説明さ

れた。 25 

  また，資料に基づき，本件津波について，潮位観測施設による津波の最
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大波の観測状況について，非常に広い範囲にわたって気象庁の注意報級以

上の津波が観測され，例えば，福島県相馬で９．３ｍ以上といった非常に

大きな，高い津波が観測されていること（ただ，上記観測施設の回線の断裂，

停電などにより一部の記録しか取れていない。），潮位観測の結果から逆算される

津波を発生させた領域の広がりすなわち津波の波源域について，滑りの大5 

きかった地域とほぼ一致していること，気象庁と大学連合の連携により，

津波の水位がどこまで来ているのかという痕跡高の調査が実施されたとこ

ろ，気象庁の観測では，大船渡付近で１６．７ｍであったが，大学連合等

では，遡上高３０ｍを超える高さが観測されていたこと，大きな津波を観

測したであろう宮古，大船渡，相馬などの地域では，停電若しくは回線ダ10 

ウン又は観測施設そのものの津波による流出により，データが得られてい

ないことが説明された。 

  本件津波の被害状況について，津波到達時の潮位から痕跡水位がどこま

で上がったというその高さを浸水高，そこから最高点にまでかけ上がった

ものを遡上高とした上で，太平洋沿岸では約５６０平方ｋｍ浸水し，特に15 

宮城県が３３０平方ｋｍにもなること，津波の陸域への浸入の状況等につ

いて，湾口防波堤の設置や水門の整備などにより浸水範囲がある程度軽減

されていることが説明された（以上，甲Ａ２２２・６～８，１０～１２頁）。 

ｂ その後の意見交換の中で，ある委員から，本件津波について，過去の昭

和三陸地震，明治三陸地震，慶長三陸地震などの各津波，貞観津波といっ20 

た過去の巨大津波と比較しても大きく，明治三陸地震による津波が余り大

きくなかった三陸海岸の南半分に関していえば，本件津波は明治三陸地震

の津波の倍にもなったといえること，仙台平野においては，過去の津波と

比較にならないほど本件津波は大きく，貞観津波に匹敵するものであった

こと，福島県に至ると，過去の比較できるような記録が得られていない状25 

況で，過去をすごく超えていたことがいえるといった指摘がされた。 
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  別の委員から，津波の規模，実態に関して，明治三陸地震との比較にお

いて，岩手県では若干本件津波の方が大きいが２倍にはなっていない程度

であるところ，宮城県，福島県においてはその差が非常に大きく，場合に

よっては，５倍，１０倍となっており，そのメカニズムを解明しなければ

ならないこと，津波の被害又は人的被害の実態を議論する上では，その高5 

さだけではなく，到達時間や避難時間といった時間的なもの，浸水範囲，

津波の波力なども考慮すべきことといった指摘があった（以上，甲Ａ２２２・

１９，２１頁）。 

ｃ 委員である島崎元部会長から，本件地震の予測が不十分で，多くの犠牲

者が出たことに対して責任を痛感していること，本件津波について，沖合10 

の津波波形に二つの特徴があり，台形のように下を支え，１５～２０分と

いう非常に長時間，高い水位が継続し，浸水域が非常に広くなる貞観型で

あるとともに，非常に高くて短時間にエネルギーが集中し，非常に破壊的

な津波となる津波地震型という，この両者が同時に発生したことが指摘さ

れた。 15 

  その上で，本件のような破壊的な津波が予測できなかった理由等につい

て，広い浸水域を生じさせる貞観型の津波に関しては，平成１７年に起き

た宮城県沖地震についての審議結果などを踏まえて，長期評価部会におい

て検討される予定であったが，結果的にその検討が遅れたこと，従前の比

較沈み込み学により，千島海溝では非常に密着しており巨大地震が起こる20 

が，南の伊豆・小笠原海溝ではほとんど地震が起きず，日本海溝は密着か

ら無地震への遷移域であるとの枠組みで捉えていたことが示された。 

  また，高い津波，この点に関して，明治三陸地震級の地震が日本海溝に

沿ってどの地域でも起こることは長期評価により予測されていたが，他方，

津波評価技術は，これと異なり，両者は矛盾する関係にあったこと，日本25 

海溝沿いでは４００年に３回の津波地震が発生し，沈み込み帯という共通
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の地学的枠組みで起きている地震であり，系統的に変わりがない以上，こ

の海域のどこでも同じタイプの地震が起こるのが地学的な知見から当然で

あるとの結論に立っていたこと，他方，土木学会において既往最大という

考え方によっていたこと，中央防災会議では，議論の結果，長期評価の考

え方が入れられなかったこと，本件津波は明治三陸地震による津波よりも5 

大きいが，明治三陸地震級がそのまま宮城県以南の海域にも適用されるべ

きであるとされていれば，津波被害の軽減や本件原発における見直しが図

られていた可能性があったことなどが述べられた（以上，甲Ａ２２２・２２～

２５頁）。 

ｄ 阿部名誉教授から，福島県沖に昭和１３年（１９３８年），茨城県沖で昭和10 

１１年（１９３６年）にＭ７クラスの地震があったが，それ以外には起きな

いものだと思い込んでいたが，過去に起きていないものは将来的にも起き

ないという考え方に誤りがあったこと，慶長三陸地震のような全く揺れを

感じなくても大きな津波が起き，想定を超えることもあること，できる限

り，想定を外れないようにするのが専門家の務めと考えるべきことが述べ15 

られた。 

  また，日本地震学会の会長を務める別の地震学者からは，本件地震は我々

がイメージできていないことがやはり起きたということであり，その点を

お詫びしたいとの発言があった。 

  さらに，地震津波に関する別の研究者から，本件津波等は，地震動や津20 

波に関して謎が多く，単にＭ９の地震と思えないこと，津波計の解析結果

から，海溝付近の，普段地震が起きないか，起きても津波地震となるとこ

ろで，５７ｍの滑りという結果が出てくること，本件地震は，普通の地震

が連動してＭ９より大きくなったというだけでなくて，加えて，海溝付近

のプレート境界の浅いところが大きく滑ったことも原因ではないか，普段25 

地震が起きないようなところが滑った理由を緊急に明らかにしなければな
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らないこと，明治三陸地震や延宝房総沖地震のように，日本海溝の南北で

地震が起き，だから今回も一緒に起きたのか，あるいはしばらく起きない

のか，海溝寄りは起きないと思っているけれども，実は頻繁に起きている

かどうかなど，これを緊急に見なければならないことといった意見があっ

た（以上，甲Ａ２２２・２８，２９，３５，３９頁）。 5 

(ｳ) 平成２３年９月２８日の中央防災会議における「東北地方太平洋沖地震を

教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告（平成２３年９月２８日）」

の中でも，「今回の津波は，従前の想定をはるかに超える規模の津波であっ

た。我が国の過去数百年の地震発生履歴からは想定することができなかった

マグニチュード９．０の規模の巨大な地震が，複数の領域を連動させた広範10 

囲の震源域をもつ地震として発生したことが主な原因である。一方，津波高

が巨大となった要因として，今回の津波の発生メカニズムが，通常の海溝型

地震が発生する深部プレート境界のずれ動きだけでなく，浅部プレート境界

も同時に大きくずれ動いたことによるものであったことがあげられる。」と

している。 15 

  また，その中では，これまで中央防災会議の下に設置された専門調査会で

は，本件地震の震源域を含む地域に発生する日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震等に対して，対象地震・津波の想定を行ってきており，当該地域で過去

数百年間に経験してきた地震・津波を再現することを基本とし，過去に繰り

返し発生し，近い将来同様の地震が発生する可能性が高く切迫性が高いと考20 

えられる地震・津波を，想定対象地震・津波と考え，地震動と津波の検討対

象としてきたが，本件地震のような地震を想定できなかったことは従前の想

定手法の限界を意味しているとしている。特に，過去に発生したと考えられ

る貞観地震，慶長三陸地震，延宝房総沖地震などを考慮の外においてきたこ

とは十分反省する必要があるとしている（乙Ａ３・３～５頁，乙Ａ４の１・２７，25 

２８頁）。 
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ウ 長期評価の改訂等 

(ｱ) 推進本部地震調査委員会は，平成２３年１１月２５日，本件地震について

現時点での知見をまとめ，東北地方太平洋沖型の地震として評価し，平成１

７年に宮城県沖で地震が発生したことや，最近の調査結果により過去の宮城

県沖及び貞観地震の新たな知見が得られたことから，宮城県沖地震の長期評5 

価の見直しを行い，これらをまとめて，「三陸沖から房総沖にかけての地震

活動の長期評価（第二版）」（以下「長期評価第二版」という。）を取りまとめた。 

  長期評価第二版の公表に際して，推進本部地震調査委員会は，東北地方太

平洋沖地震について，余震活動や余効変動が続いている上，調査研究もその

途上にあり，長期評価第二版は暫定的な結果にせざるを得ない部分がある旨，10 

今後この地震の調査観測等により知見が得られた後に長期評価第二版を再度

評価することとし，また，評価に用いられたデータは量及び質において一様

ではなく，そのためにそれぞれの評価の結果についても精粗があり，平成１

５年以降に発表した長期評価からは，評価の結果の信頼度を付与していると

指摘している。また，参考として，東北地方太平洋沖型地震の評価を踏まえ15 

て，本件地震の発生直前の確率を算出した結果が示されている。具体的には，

地震規模Ｍ９．０，地震発生確率１０年以内４～６％，３０年以内１０～２

０％，５０年以内２０～３０％とされ，集積確率（その時点までに地震が発生す

る確率）３０～６０％，平均発生間隔６００年程度，最新発生時期約５００～

６００年前としている（以上，丙Ａ１７・１，２頁）。 20 

(ｲ) 長期評価第二版は，地震活動について，歴史地震の記録や観測成果の中に

記述された津波の記録，震度分布等に基づく調査研究の成果を吟味し，東北

地方太平洋沖型の地震及び三陸沖北部から房総沖にかけて発生した大地震に

ついて，東北地方太平洋沖型の地震，三陸沖北部のプレート間地震（繰り返し

発生する地震として扱った地震），三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート25 

間地震（津波地震）などと分類している。 
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  過去の地震について，三陸沖北部から房総沖にかけての日本海溝沿いに発

生した大地震については，貞観地震まで遡って確認された研究成果があるが，

１６世紀以前については資料の不足により地震の見落としの可能性が高いこ

とを考慮したとしている。その上で，複数の領域を震源域とした過去の地震

として，上記東北地方太平洋沖型の地震（本件地震のように日本海溝のプレート5 

境界で発生し，東北地方の太平洋沿岸に巨大津波を伴う巨大地震）と１７９３年に起

きた三陸沖南部海溝寄りと宮城県沖で連動した地震を挙げている。 

  東北地方太平洋沖型の地震（地震規模，Ｍ９．０，Ｍｔ９．１～９．４，Ｍｗ９．

０）としては，本件地震以外に，紀元前３～４世紀，４～５世紀，貞観地震及

び１５世紀の地震の四つが示されている。このうち，貞観地震に関して，地10 

震動及び津波を伴い，多数の死傷者を伴った地震とされ，その震源域は少な

くとも宮城県沖と三陸沖南部海溝寄りから福島県沖にかけての領域を含み，

三陸沖まで達する可能性があるとされる。地震の規模は，Ｍ８．３，Ｍｗ８．

４程度又はそれ以上と推定され，宮城県から福島県にかけての太平洋沿岸で，

過去２５００年間で４回の巨大津波による津波堆積物が見つかっており，こ15 

れらの地域を広く浸水したと考えられ，これら４回のうちの一つが貞観地震

によるものとして確認されたとする。また，これらの４回のうち，貞観地震

及び４～５世紀の地震では，地震時に沿岸が沈降したと推定され，日本海溝

のプレート境界で発生した巨大地震である可能性が高いと考えられるとし，

他の２回については，その津波堆積物の分布から同様の地震である可能性が20 

あり，以上のことから，長期評価第二版において，東北地方太平洋沖型の地

震とみなしたとされている。東北地方太平洋沖型の地震の特徴の一つである

広い浸水をもたらす津波は，過去２５００年間で５回発生していたと確認さ

れ，これらの津波をもたらした地震が繰り返し発生したとする間隔は４００

～８００年程度で平均発生間隔は６００年程度であるとされる。 25 

なお，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間地震（津波地震）は，
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１６００年以降の約４１２年間において，本件地震も含めて４回発生したと

され，本件地震以外には，慶長三陸地震（地震規模，Ｍ８．１，Ｍｔ８．４），延

宝房総沖地震（地震規模，Ｍ８．０，Ｍｔ８．０），明治三陸地震（地震規模，Ｍ８．

１，Ｍｔ８．６～９．０）が示されている（以上，甲Ａ１４１の２・１３，１４頁，

丙Ａ１７・４，５，１６頁）。 5 

エ 経産省，保安院等の安全対策等の指示等 

(ｱ) 保安院は，平成２３年３月３０日，本件地震に随伴する本件津波により所

外電源が喪失するとともに緊急時の電源が確保できなかったことなどの本件

事故の拡大等をもたらした直接的要因を踏まえ，省令改正等を行い，本件原

発等を除く全原発について，規制上の要求として，津波により，全交流電源，10 

海水冷却機能及び使用済み燃料貯蔵プールの冷却機能の三つの機能を全て喪

失したとしても，炉心損傷や使用済み燃料の損傷を防止し，放射性物質の放

出を抑制しつつ冷却機能の回復を図ることなどの安全対策等を電気事業者等

に求めるとともに，これを検査等により確認することを公表した。 

  同日，経産省は，電気事業者に対し，上記指示に係る技術基準省令の解釈15 

の一部を改正する旨通知した（以上，甲Ａ１１９・２～４枚目，丙Ａ８２，丙Ａ８

４・１頁）。 

(ｲ) また，保安院は，平成２３年５月６日，上記(ｱ)の緊急安全対策として，津

波によるＳＢＯ等の対策，ＳＢＯ等の対策に使用される機器に津波の影響を

及ぼさないようにするための建屋への浸水対策を，各電気事業者等が実施し20 

ていることを確認するとともに，中長期対策として，原子炉の安全上重要な

機器に津波の影響を及ぼさないようにするため，より強化された水密化，防

潮堤，防潮壁などによる緊急安全対策の信頼性を一層向上するための適切な

計画となっていることを確認したと公表した（丙Ａ８３）。 

(ｳ) 保安院は，平成２３年７月，上記(ｱ)の技術基準省令の解釈の変更の位置付25 

けを明確化するため，技術基準省令及び同解釈を一部改正すると公表し，同
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年１０月７日，経産省は，技術基準省令の改正を行うとともに，その解釈を

改正した。その内容は，別紙５「関連規定（抜粋）」のとおり，技術基準省令

４条に列挙されている自然現象から「津波」を抜き出し，別の条として省令

に位置付け，本件事故を踏まえ，津波によるＳＢＯ等が生じてもその機能を

復旧できるよう適切な措置を講じることを規定するとともに，新設された津5 

波による損傷の防止に対応する解釈を新設し，上記(ｲ)の確認状況を踏まえ，

その具体的措置等を定めるというものであった（甲Ａ１２２，甲Ａ１２３，丙Ａ

８４）。 

オ 被告東電による本件事故の総括 

  被告東電は，平成２５年３月２９日に「福島原子力事故の総括および原子10 

力安全改革プラン」を示し，その中で，平成４年７月の通産省からのＡＭ整

備要請に基づき，平成６年から平成１４年にかけて，ＡＭ対策として，格納

容器ベントシステム，非常用ＤＧの号機間融通等のＡＭ策を整備していたが，

その後はＡＭ対策を取り入れてこなかったこと，また，従前，ＳＢＯは，外

部電源，非常用ＤＧ，直流電源の信頼性が高いことから発生するおそれが小15 

さいと認識し，交流電源を喪失してもＳＲＶとＲＣＩＣにより約３０分程度

原子炉の冷却が可能であることや多数基立地のメリットを生かし，隣接号機

から高圧・低圧の交流電源を融通するための設備及び手順を準備するなど，

ＳＢＯに対する一定の対策を講じていたが，今回の事故を踏まえ，ＳＢＯを

仮定し，それが生じないよう更に電源を強化するとともに，ＳＢＯが発生し20 

ても原子炉の冷却等の重要な安全機能は失われないよう対策を講じていくこ

と，事故初期に必要な高圧注水機能と冷温停止への移行に不可欠なＳＲＶの

長期にわたる機能維持について重点的に対策を講じることとしている（甲Ａ

３０・１０，５４頁）。 

(5) その他被告東電の不正事例等及び市民団体の申入れ等 25 

ア 被告東電の不正事例等 
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(ｱ) 平成１４年８月２９日，本件原発において，炉心シュラウド（原子炉内の冷

却水の流れを分離する仕切板の役割を果たす，原子炉容器内に燃料集合体を取り囲むよ

うに設置されている円筒形のステンレス構造物）等の自主点検記録の不正記載の事

実が発覚し，同年９月２０日，被告東電ほか２社における原発の原子炉再循

環系配管（燃料で発生した熱を効率よく取り出すため，原子炉圧力容器の中の冷却水5 

を循環させる系統であり，設定される温度変化・圧力に十分に耐え，配管破断により原

子炉冷却材の異常な漏えいを防ぐ機能が要求される。）のひび割れ等が発生した事

実も判明した。 

  その後の同年１０月２５日，１号機において格納容器の閉じ込め機能を確

認する格納容器漏えい率検査において，不正が行われていた事実が発覚した。 10 

  これを受けて，保安院は，被告東電に対し，１号機の運転停止命令を発し

た（以上，丙Ａ１５）。  

(ｲ) その後の平成１８年１０月３１日の中国電力株式会社における発電所のデ

ータ改ざんなどを受けて，保安院は，同年１１月３０日，被告東電を含む全

電力会社に対し，発電設備に係るデータ改ざん，必要な手続の不備その他の15 

問題についての総点検の実施を指示し，これに基づき，平成１９年４月６日

までに全電力会社から総点検結果報告書及び再発防止対策報告書の提出を受

けた。 

  被告東電は，本件原発１号機のデータ改ざん等とその原因究明，平成１４

年の総点検で確認できなかった原因，対策などについて保安院に報告した。20 

この中で，改正前炉規法及び電気事業法に基づく安全確保のための規制に抵

触し，同法が確保しようとする安全が損なわれたもの又は損なわれたおそれ

がある事例としては，本件原発に限っては，昭和５３年１１月の３号機の制

御棒引き抜けに伴う臨界状態の７日間の継続，運転日誌の改ざん等があり，

また，被告東電の原発の事故としてはほかに２件あった（以上，丙Ａ１４・１，25 

３，７，９，１０頁）。 
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イ 市民団体の申入れ 

  原発の過酷事故を回避するため，被告東電に対して地震・津波対策をとる

よう警告していた市民団体である「原発の安全性を求める福島県連絡会」は，

平成１７年５月１０日付けで，被告東電に対して，「チリ津波級の引き潮，高

潮時に耐えられない東電福島原発の抜本的対策を求める申し入れ」と題する5 

書面を提出し，津波評価技術に照らし合わせると，チリ津波級の引き潮の時，

福島第一原発の全機で炉内の崩壊熱を除去するための機器冷却用海水設備が

機能しないこと，冷却材喪失事故用施設の多くが機能しないことなどを指摘

し，抜本的対策を求めた。 

  また，平成１９年７月の新潟県中越沖地震によって被告の運営する柏崎刈10 

羽原発が被災したことを受け，上記原発の安全性を求める福島県連絡会は，

日本共産党福島県委員会，日本共産党福島県議会議員団と連名で，同月２４

日付けで，被告に対して，「福島原発１０基の耐震安全性の総点検等を求める

申し入れ」と題する書面を提出し，福島原発はチリ級津波が発生した際には

機器冷却海水の取水ができなくなることが明らかである旨改めて指摘し，そ15 

の抜本的対策をとるよう求めた。 

  さらに，上記原発の安全性を求める福島県連絡会は，同年１２月２０日付

けで，被告に対して，「中越沖地震による柏崎刈羽原発被災を真に踏まえた福

島原発の地質・地盤調査を求める申し入れ」と題する書面を提出し，かねて

から問題提起をしているチリ津波級の津波への対策がされていないとして，20 

その抜本的対策をとるよう求めた（以上，甲Ａ９２～甲Ａ９５，原告 a 本人２１～

２５頁）。 

７ 地震，津波に関する各専門家の見解等 

  各地震・津波の学者の意見のうち，本件事件と同種の本件事故に係る損害賠

償請求（国家賠償請求を含む。）事件及び被告東電の役員を刑事被告人とする刑事25 

事件において証人尋問を経た上での意見は，以下のとおりである。 
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(1) 島崎元部会長の見解 

    島崎元部会長（歴史地震，活断層の専門家で，日本地震学会会長なども務めた。丙Ｂ

１０４の１・１０５頁）は，概要，以下のとおり説明する。 

ア 津波地震のメカニズム等 

(ｱ) 地震に津波が伴う場合，地震の揺れから想定される津波よりも非常に大き5 

な津波を伴う特殊な地震があり，これを津波地震と呼ぶ。 

  津波地震を含む「ゆっくり地震」は，地震波を余り出さず，あるいは出す

ことなく，ゆっくり断層がずれる現象である。普通の地震よりもずれがゆっ

くり起こり，人が感じる強い地震の揺れがないか又は小さいが，地震計にゆ

っくりした低周波数（長周期）の地震波が記録されたり，ＧＰＳ観測網でゆ10 

っくりした動きとしてとらえられたりする。 

  津波地震は，長期評価において，ＭｔがＭより０．５以上大きいと定義さ

れているが，０．５は対数であるから，実際には津波の高さが３倍以上にな

るという趣旨である（以上，甲Ａ１３９の１・１６頁，甲Ａ１４１の１・２，３，８，

９頁）。 15 

(ｲ) このような特殊な地震は，いずれも海溝付近で発生し，古くは深海地震と

呼ばれていた。明治三陸地震を含む複数の地震の地震波や津波などの解析に

より，これらの津波地震が海溝付近のごく浅部で発生し，破壊の継続時間が

長かったことが確認されている。ただ，継続時間の長さだけでは津波地震の

性質を説明できず，破壊中にプレート境界から分岐した断層（傾斜角が大きく，20 

高角と呼ばれる。）が破壊したため，上下方向の海底の動きが津波を大きくし

たこと，震源の浅さや変形しやすい海溝付近の媒質なども寄与している（甲

Ａ１３９の１・１７頁）。 

(ｳ) 津波地震の発生メカニズムのうち，地震の揺れと津波の高さとが，震源の

どのような性質によって決まるかは次のとおりである。 25 

  震源の物理的な大きさは，地震モーメントと呼ばれる量により表される。



 

206 

 

地震モーメントは，剛性率，断層面積及び断層のずれの量の積で計算される。

剛性率や断層面積が時間的に不変と仮定すると，断層がずれる間に地震モー

メントは大きくなり，ずれが止まると以後一定値となる。 

  揺れの大きさは，地震モーメントの変化の速さすなわち時間微分に比例す

る。この場合，揺れの大きさは断層でのずれの速度に比例する。 5 

  他方，津波の高さは，地震モーメントに関連する。揺れが小さくても津波

が高い，あるいは地震モーメントの時間微分は小さくても地震モーメントが

大きい場合があり得る。ずれが長くゆっくり起これば，最終的なずれの量が

大きく，地震モーメントは大きいが，その時間微分は小さくなる。 

  また，断層面積の変化について，それぞれの時間変化を考える簡単な例で10 

説明すると，破壊はある場所から始まり，破壊域すなわち断層面積が広がっ

ていく。この破壊の伝わる速度（破壊伝播速度）が大きいと，断層面積の拡大

速度が大きくなり，地震モーメントの変化の速さすなわち時間モーメントの

時間微分は大きくなる。これと逆に，破壊伝播速度が小さいと揺れは小さく

なる。しかし，破壊が長く続けば，地震モーメントは大きくなる(以上，甲Ａ15 

１３９の１・１７，１８頁)。 

(ｴ) このように，地震モーメントが大きくても，ずれの速さや破壊伝播速度が

小さいと，揺れは小さくなり，津波地震の発生が説明できる。様々な周波数

での津波地震の観測の結果，長周期のゆっくりした揺れすなわち低周波数ほ

ど揺れが大きいことが分かったことがその根拠とされる。断層がゆっくりず20 

れるとは，ずれの速さや破壊伝播速度が小さいことを言い換えたものである。

地震モーメント（最終的な蓄積量）と地震モーメントの変化の速さ（一時的な蓄

積速度）とは，地震観測から通常比例関係にあるが，この比例関係が成り立た

ない特殊な地震が津波地震である。 

  また，地震モーメントの剛性率について，剛性率とは物質によって異なる25 

値をとる。固い物質では大きな値になり，柔らかい物質では小さな値になる



 

207 

 

(以上，甲Ａ１３９の１・１８頁)。 

(ｵ) 津波の高さは，地震前の海底の高さと地震後の海底の高さの違いとその水

平方向の広がりによる。高さの違いの絶対値を水平方向に積分した量に関係

し，地震モーメントそのものと関係するものではない(以上，甲Ａ１３９の１・

１８頁)。 5 

イ 津波地震のメカニズムの多様性等 

(ｱ) 津波地震の発生メカニズムについては，様々な発生メカニズムが考えられ，

①緩やかな変動，②浅部における二次的断層，③浅部における低角断層，④

巨大海底地滑り，⑤マグマの貫入，⑥プレート境界堆積物の破壊に分類する

見解がある。 10 

  また，断層のずれの速さや破壊伝播速度が小さく，地震波の低周波数成分

が卓越することになることは津波地震の特徴であるが，それだけでは津波の

大きさが十分に説明できないため，様々なメカニズムが提案され，複数の仮

説が存在する状態であった（以上，甲Ａ１３９の１・１９頁）。 

(ｲ) ただ，上記のような分類は，現在の知見に照らせば分類となっていないも15 

のもある。地震による海底の動きが津波の原因である場合，上記①の緩やか

な変動といえるかもしれないが，断層全体の動きがゆっくりしており，人が

感じる周期の短い地震の揺れは小さく，低周波数成分はそれより大きく，海

底の動きは更に大きいことが津波地震を発生させる。上記②の浅部における

二次的断層は主因ではなく，上記③の浅部における低角断層では津波が大き20 

くなることが説明できず，様々なメカニズムが提案されている。津波地震は

海溝付近のプレート境界すなわち低角逆断層で起こるが，低角逆断層が津波

を大きくする原因ではない。上記④の巨大海底地滑りが地震の引き金効果で

発生する場合には，津波地震が発生する。上記⑤のマグマの貫入も津波を発

生させるので，その際に小地震が発生すれば津波地震となる。上記⑥のプレ25 

ート境界堆積物の破壊は津波が大きくなることを説明しようとして導入され



 

208 

 

た仮説であるが，主因ではない。 

  現在の知見を前提とすると，上記①の海溝付近のプレート境界で発生する

断層のゆっくりした動き，上記④の巨大海底地滑り，上記⑤のマグマの貫入

が，津波地震の発生メカニズムと考えられるが，ただ，その発生メカニズム

は今なお明らかではない（以上，甲Ａ１３９の１・１９頁，甲Ａ１４１の２・５４5 

頁）。 

(ｳ) 地震による海底の動きによって津波が発生する津波地震の場合，津波地震

の発生域が海溝付近であることはほぼ確立している。例えば，津波が異常に

大きいのは，地震が海溝軸付近のプレート境界で発生することに原因がある

と考えられる。海溝付近の深海では，ゆっくりした揺れが長く続く，特殊な10 

地震があることが知られており，昭和２１年のアリューシャン，平成４年の

ニカラグア，平成８年のペルーの各津波地震が海溝付近で起こっている。 

  また，日本海溝付近の内側斜面域に低周波地震発生帯が存在することを明

らかにした研究もある。この低周波地震の大規模なものと考えられる津波地

震を指摘する研究もあり，この点からも津波地震の発生域が海溝付近である15 

ことが裏付けられている。（以上，甲Ａ１３９の１・１９，２０頁） 

ウ 地震・津波の予測とその限界 

(ｱ) 地震の揺れの源は，震源で起こる断層のずれすなわち破壊現象である。こ

の破壊現象によってそれまで震源に加わっていた力がほぼ解消されるため，

同じ断層が再びずれて地震を発生するには一定の時間を必要とする。 20 

  プレートの境界を長期間で見れば，境界上のどの位置も同じようにずれる。

これは，プレートテクトニクスの基本概念から明らかである。地震の繰り返

しの間隔や震源の規模などが境界上の位置によって異なることが実際のプレ

ート境界で観測されている。 

  もっとも，同一の震源規模を持つ地震が同一の場所で，一定の間隔で起こ25 

ることはほとんどなく，厳密にいえば，同じような地震が繰り返し発生する。
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これを固有地震と呼ぶ。固有地震はその地域で最大級の震源を持つ地震であ

る。この同じような地震が，同じような間隔で，ほぼ同じ場所で起こってき

たという観測事実があり，これを単純化したものが固有地震モデルである。 

    このことは，歴史資料による地震の研究によって明らかとされてきた。近

年，地形学的あるいは地質学的研究によって，より長期間の繰り返し間隔（千5 

年～万年）で，大地震がほぼ同一の場所で同様の震源規模で，繰り返し発生し，

その間隔にもある程度の規則性があるということが明らかとなっている（以

上，甲Ａ１３９の１・２０，２１頁，甲Ａ１４１の１・４，５頁）。 

(ｲ) 北海道を除けば，数十年から百年程度で繰り返す大地震については，歴史

資料に記録されており，地震・津波の予測には，歴史地震研究が重要な役割10 

を果たす。もっとも，歴史資料の欠落により歴史地震として知られていない

地震が過去に発生していても不思議ではない。特に，中世は資料の欠落が多

く，この時代から江戸時代まで特定の地域を除くと，ほとんどの地方で資料

が欠落しており，大地震がほぼ欠落せずに記録されているのは，北海道を除

く地域では，江戸時代以降の約４００年間にすぎない。 15 

  なお，古代は，中央集権化以降仁和三年（８８７年）まで記録があり，貞観

地震等も記録されている。 

  そこで，既往最大地震について議論をする際には，上記歴史資料の欠落状

況を考慮しなければならない。過去に発生しないと将来も発生しないという

考え方は，過去に発生しなかったことが確実であるかによる。本件地震と同20 

様な地震は過去にも起こっているが，本件地震の発生前の時点では，そのよ

うな地震が過去に起こったかどうかが記録上わからなかった。歴史地震記録

などから過去に発生しなかった地震であるとされても，実際には歴史記録に

残っていないだけであり，過去に発生していた可能性はあるのである（以上，

甲Ａ１３９の１・２１，２２頁，甲Ａ１４１の１・５，６頁）。 25 

(ｳ) 歴史地震データから繰り返し発生が確認できる場合には，固有地震モデル
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を用いた予測が防災，減災には有用である。しかし，あくまでも単純化され

たモデルであることに留意し，隣接した震源域の同時破壊によって震源規模

が増大する可能性があるなど，実際の地震発生が複雑であることには注意し

なければならない。例えば，歴史資料から少なくとも８回の繰り返しが知ら

れる南海地震においては，昭和２１年の昭和南海地震，１８５４年の安政南5 

海地震，１７０７年の宝永地震は，いずれも紀伊半島先端から四国西部及び

その沖合を震源域とするが，安政南海地震は昭和南海地震よりも大きく，宝

永地震は紀伊半島先端から御前崎までと，その沖合も震源域としていたし，

宝永地震は，東海地震と南海地震とが同時発生したものということもでき，

宝永地震より前の１６０５年の慶長の地震は津波地震とされ，このように南10 

海地震と一括りにしても，その一つ一つは異なる地震である。 

  また，プレートの境界を長期で見ると，境界上のどの位置も同じようにず

れるから，プレート境界で発生した地震の震源域を図上にプロットすると，

長期間には境界上を隙間なく震源域が埋めることになる。ある期間で空白と

なった地域すなわち空白域が存在しても，それは次の期間には埋められる。15 

例えば，千島海溝で空白域とされた根室沖が，昭和４８年の根室半島沖地震

の震源域で埋められたのが有名である。 

  なお，南海トラフにおいては空白域の存在が図示できるが，他方，日本海

溝沿いでは原理的には同じことがいえるものの，地震の位置がはっきりしな

いため，図示できるほどの空白域の指摘はできない（以上，甲Ａ１３９の１・２20 

２頁，甲Ａ１４０の１・５頁，甲Ａ１４１の１・６，７頁）。 

エ 長期評価の内容 

(ｱ) 三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間地震（津波地震）について

の地震の発生位置及び震源域の形態に関する評価について，その根拠は，過

去４００年に発生した慶長三陸地震，延宝房総沖地震及び明治三陸地震がい25 

ずれも津波地震であり，その発生頻度が１３３．３年に一回ということによ



 

211 

 

っている。Ｍｔは，明治三陸地震の値に基づいている。 

  慶長三陸地震及び明治三陸地震は，津波の数値計算から日本海溝付近で発

生したと推定される。延宝房総沖地震が津波地震であることは明らかであり，

遠方の宮城県岩沼で死者が出ていることから，日本海溝付近で発生したと推

定した。 5 

  日本海溝付近の津波地震は，太平洋プレートの沈み込みが引き起こしてい

るプレート境界地震である。上記三つの津波地震の正確な位置は，明治三陸

地震を除き不明であるし，明治三陸地震についても断層が南北でどの程度延

びていたかは不明である。津波被害の記録からは，慶長三陸地震及び明治三

陸地震の各津波は日本海溝の北部で，延宝房総沖地震の津波は日本海溝の南10 

部で発生したものと推定される。 

  三陸沖北部から房総沖の日本海溝は，プレート境界から陸に近づくにつれ

て同じような勾配，深さで沈み込んでいる。このようなプレートの沈み込み

が同じようになっていることからして日本海溝の北部と南部だけ津波地震が

発生し，中部だけは起こらないとは考えにくい。過去４００年間に中部では15 

発生しなかっただけと推定することが妥当であり，中部を空白域とするのは

プレートテクトニクスに基づく当然の結論である。 

  慶長三陸地震は，三陸地方で午前１０時過ぎに震度４程度の揺れが感じら

れたにもかかわらず，津波はその４時間後の午後２時頃に到達しており，当

時における時刻の誤差を見込むとしても，４時間という時間差は有意であり，20 

別の地震と考えて，強い揺れが感じられない津波地震が発生したものと判断

した。その発生位置は不明であるが，三陸に大きな被害をもたらしており，

日本海溝付近とした。 

  上記三つの津波地震のそれぞれの被害分布は異なるから，別々の場所で発

生したと考えて，ポアソン過程により確率を計算した（以上，甲Ａ１３９の１・25 

２６頁，甲Ａ１４０の１・８～１０頁，甲Ａ１４１の１・１１～１４頁，甲Ａ１４１の
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２・２５，２６，５６頁）。 

(ｲ) 日本海溝付近の津波地震の発生域に関しては，次の研究成果（甲Ａ１９４の

２の深尾良夫・神定健二「日本海溝内壁下方の低周波地震域」（邦題），丙Ｂ１０３の

３・資料１６，１７），なお，低周波地震について甲Ａ１９３）も背景にある。 

  津波地震の発生域が構造的にみて海溝付近であることはほぼ確立しており，5 

日本海溝の内側斜面域に低周波地震発生帯が存在することは，日本海溝に沿

う海域における昭和４９年～昭和５２年に発生した６１１の地震を調べた結

果などからも明らかである。この低周波地震の大規模なものが，津波地震で

あると上記研究成果が指摘していた。長期評価は，このような成果を基にし

て，日本海溝付近すなわち三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの海域を津10 

波地震の発生域とした。 

  このように，津波地震が日本海溝沿いの帯状地域で発生したことは歴史資

料から明らかである。これに基づき，日本海溝沿いの帯状地域が津波地震の

発生域としており，津波地震が同帯状地域で発生したからといって，同帯状

地域のどこでも津波地震が発生するとは限らないが，上記成果を踏まえて，15 

そのような結論を採用したのであり，長期評価は，このような背景がある。

なお，平成９年から平成１３年までの気象庁が公表した三陸沖から房総沖に

かけての震央分布及び断面図を見ると，青森県沖や岩手県沖の領域（Ｄ，Ｅ）

と福島県沖（Ｇ）の領域とでは，海溝軸付近の微小地震の発生回数には明らか

な違いがあり，ＤやＥでは，Ｇと比較すると，明らかに多いが，これは，あ20 

くまでも，限定された期間における結果にすぎず，このことから，海溝寄り

のどこでも津波地震が起きるという評価に影響するものではない。 

  以上のとおり，三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの南北を一つの領域

として区分けする考え方は，長期評価により初めて示された見解であり，そ

の後，このように海溝寄りを一つの領域として区分けする見解が一般的とな25 

った（以上，甲Ａ１３９の１・２７，２８頁，甲Ａ１４０の１・１３，１４頁，甲Ａ１
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４１の１・１５，１６頁，丙Ｂ１０３の１・３６，５６，６４～６７頁）。 

オ 長期評価の信頼度，異論等及び中央防災会議における審議状況等 

(ｱ) 長期評価における三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのプレート間地震

（津波地震）の発生領域の評価の信頼度がＣとされた理由は，その南北方向の

どの位置で発生するかが特定できず，想定震源域が特定できなかったこと，5 

また上記津波地震の発生が３回以下であったことによるものであり，むしろ，

どこでも起こり得るとしたことに注意すべきである。 

  上記発生確率は，震源域の特定ができなかったために，ポアソン過程を用

いて算出された。また，震源域が特定できても，最新活動時期が分からない

とＢＰＴ分布（長期評価におけるＢＰＴ分布は，最新活動時期の直後には次の地震の10 

発生確率が低く，時間が経過するにつれて確率が高くなる性質を持つ。ＢＰＴ分布は，

固有地震に適用される。）による確率が計算できず，ポアソン過程を用いる。 

  ＢＰＴ分布による確率は時間とともに変化するが，この値の長期間の平均

値がポアソン過程を用いた確率となる。 

  上記発生確率の評価の信頼度については，上記ポアソン過程を適用し確率15 

が求められたため，想定地震と同様な地震が領域内で何回発生しているかで

信頼度が変化し，１０回以上ならＡとなるが，この領域での津波地震の回数

は３回であったため，２～４回のＣとされた。その趣旨は，明治三陸地震の

震源域の位置が特定されないことなどから，発生の確率が動き得るというこ

とであり，発生の可能性があることを前提にその確率の計算値のあやふやさ20 

をいうものにすぎない。仮に，明治三陸地震の震源域が特定されていたとす

ると，その震源域付近の津波地震の発生の確率は下がるが，その震源域の南

部は４００年以上地震が発生していないのであるから，むしろその発生の確

率は高まることとなる（以上，甲Ａ１３９の１・２８，２９頁，甲Ａ１４１の１・１

７～２２頁） 。 25 

(ｲ) 長期評価部会での議論としては，津波地震の領域設定について，論理は一



 

214 

 

貫しているという意見と，４００年に３回とし，それが一様に起こるとした

点に問題が残るという意見とがあった。ただ，慶長三陸地震，延宝房総沖地

震及び明治三陸地震が，いずれも日本海溝寄りのプレート間地震としてポア

ソン過程で評価するとの方向で議論が進み，最終的には，いずれも津波地震

であり，同じ場所で発生しているとはいい難いため固有地震として扱わず，5 

同様の地震が，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りでどこでも発生する可能性

があるという結論に至った。特段の異論もなく，このような結論に至った。

特に，後記(ｳ)のような様々な仮説，見解もあり，付加体があるところで津波

地震が起こるという議論もあったが，強い異論も出ることはなく，プレート

テクトニクスという基本的な考え方に基づき，上記結論に至った（以上，甲Ａ10 

１３９の１・２９頁，丙Ｂ１０３の１・５８，１０８～１１１頁）。 

(ｳ) 長期評価に対する異論となる研究論文には，福島県沖から茨城県沖にかけ

ての領域でも大規模な低周波地震が発生する可能性があると指摘する一方で，

福島県沖で厚い堆積物が発見できておらず，大規模な低周波地震が起きても，

結果的に津波地震に至らない可能性を指摘するものがあった。 15 

  この研究論文（松澤暢・内田直希「地震観測から見た東北地方太平洋下における津

波地震発生の可能性」，丙Ｂ１）は，発生領域の細分化を試みたものであり，結

果的に津波地震に至らないという一つの可能性を示唆したにすぎない。津波

地震の発生域が海溝付近であることは確立した知見であり，長期評価はこれ

に従っている。長期評価の当時，海溝付近で発生する津波地震がどのような20 

メカニズムで大きな津波を起こすかは不明であり，様々な見解が並立してい

た。 

  上記研究論文は，未固結の厚い堆積物が津波地震発生には必要との仮説に

基づき，福島・茨城県沖には堆積物が比較的少ないことから，上記可能性の

指摘に至った。なお，別の研究論文では，堆積物が少ない地域でも津波地震25 

の発生を指摘するものもある。 
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  また，延宝房総沖地震についてＭ６．５程度の可能性があるとして，同地

震を慶長三陸地震及び明治三陸地震と一括して，三陸沖北部から房総沖の海

溝寄りのプレート間地震（津波地震）というグループを設定して評価すること

を疑問視する見解（石橋克彦「史料地震学で探る１６７７年延宝房総沖津波地震」，

丙Ｂ１０３の３・資料４１）もある。長期評価は，この見解も織り込み済みであ5 

り，この見解を踏まえた議論を交わし，結論に至っている。また，この見解

のように津波の被害に比べてＭが小さいことは津波地震であることを示して

おり，長期評価と整合する。この見解は揺れの源である震源の位置を陸寄り

に考えているが，長期評価では津波の被害域が広いことから，波源が沿岸寄

りではなく，海溝寄りと推定した。延宝房総沖地震の津波被害は，宮城県岩10 

沼にも及んでおり，このような被害も重視している（以上，甲Ａ１３９の１・２

９，３０頁，甲Ａ１４１の１・２３，２４頁，丙Ｂ１０３の１・１１１～１１４頁）。 

(ｴ) 中央防災会議においては，審議において長期評価と同様に日本海溝付近の

どこでも明治三陸地震級の津波地震が発生することを被害想定に含めるよう

主張したが，大勢に押し切られる形で受け入れられることはなかった。すな15 

わち，先手必勝ということでいうならば，１００年しかたっていない明治三

陸地震が近い将来に発生する可能性が高いとして津波被害の想定対象とした

中央防災会議の結論は不適当であり，むしろ南部の空白域を対象とすべきで

あった。それが過去４００年間という限られたデータで議論する以上，地震

学的には妥当な推論である。特に，防災に優先順位付けがあるならば，なお20 

さらその南の空白域を対象とすべきであった（甲Ａ１３９の１・３１，３２頁，

甲Ａ１４１の１・３０，３１頁，丙Ｂ１０３の１・１１５，１１６頁） 。 

カ 津波評価技術の評価 

(ｱ) 津波評価技術の基本的概念は，過去になかったことは将来もないとする点

で中央防災会議の決定と共通し，長期評価とは相容れないものである。 25 

  津波評価技術は，当時，推進本部地震調査委員会では特に議論の対象とな
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っていなかったが，仮に既往最大の津波を想定対象とするならば，前提とし

て，繰り返しの期間が４００年よりも短いこと，それが保証できるかどうか

が明らかにされることが必要である。既に指摘したとおり，長期評価の考え

方は，歴史資料が不十分であることを考慮し，繰り返しの間隔が長い場合に

は歴史に残らない可能性を考慮している（以上，甲Ａ１３９の１・３２頁）。 5 

(ｲ) 長期評価は，地震災害軽減を考慮しており，安全側の想定に立ったもので

はない。安全側に偏った想定をすると，評価全体を検証する場合に困難を生

じるからである。長期間のデータがなく，時間軸が限定されているため，空

間軸を拡大することによって標本数を増やし，統計的な検証を可能としてい

る（甲Ａ１３９の１・３２，３３頁） 。 10 

(ｳ) 長期評価は，津波地震の発生域として日本海溝付近の帯状域を設定したが，

このような設定はおそらくこれ以前には存在していなかった。他方，津波評

価技術の地震地体構造論は，過去の地震活動に基づき細かく区分した従前の

研究論文による。しかし，空間を細かく区分するならば，時間軸を広くとる

必要がある。そうしないと，十分なデータが得られないからである。また，15 

そもそも，地震地体構造論は，同じ地質構造を持っているところは同じよう

な地震の発生があるという基本的な考え方をしており，例えば，福島県沖を

含んだ領域では，延宝房総沖地震が発生している以上，これを既往最大地震

と捉えて，このような地震が福島県沖でも発生すると捉えるべきであるが，

津波評価技術はこれをさらに細分化して延宝房総沖地震を福島県沖の領域に20 

取り込んでいない。つまり断層の設定が恣意的にされている。津波評価技術

にはこのような問題があった（甲Ａ１３９の１・３３，３４頁，甲Ａ１４１の１・

２７頁）。 

キ 本件地震，本件津波と長期評価 

(ｱ) 本件地震は連動型地震であり，解析によると，その破壊は３段階に分かれ25 

る。 
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  最初の４０～６０秒程度の第一段階では，通常の海溝型地震であり，その

後の第二段階では，プレート境界の極浅部，海溝付近で大きなずれが起こり，

この異常に大きなずれに引きずられたように，８０～９０秒後の第三段階で

は，破壊が宮城県沖の南北，特に南に拡大したと考えられる。 

  その破壊は，まず三陸沖南部海溝寄りで始まった。長期評価では，Ｍ７．5 

７前後，３０年以内の発生確率が８０～９０％と推定されていた。破壊は，

その後プレート境界の深部に当たる宮城県沖に及んだ。長期評価では，Ｍ７．

５前後の地震の３０年以内の発生確率が９９％とされた海域である。これは，

上記二つの海域が連動した１７９３年の寛政地震のように，そのような連動

地震の発生自体は想定されていたが，規模はＭ８．０前後とされていた。こ10 

の段階での本件地震の規模はＭ８．４程度であった。 

  第二段階では，大きなエネルギーの放出と海溝付近での５０ｍに及ぶ異常

に大きな海底の動きを伴い，この破壊域には激しい揺れを生じる震源はなく，

明治三陸地震と同様の津波地震が日本海溝付近で発生したと考えられる。津

波の波形データ（甲Ａ１４０の１・２８頁）に照らして，５０ｍ近くの非常に大15 

きなずれが起き，高い津波が発生したこと，すなわち日本海溝沿いで津波地

震が発生したことがわかる。 

  破壊の最終段階では，三陸沖中部，福島県沖，茨城県沖への拡大が特徴づ

けられる。福島県沖と茨城県沖では，長期評価より規模の大きい破壊が発生

した。長期評価では，福島県沖におけるＭ７．４程度の地震の複数続発の３20 

０年以内の発生確率は７％程度以下であったが，本件地震に係る福島県沖で

の規模はＭ７．７相当の強い揺れを伴う破壊が起こったと推定される（以上，

甲Ａ１３９の１・３４頁，甲Ａ１４１の１・３２頁） 。 

(ｲ) 本件地震は，長期評価において想定した津波地震が，宮城県～福島県沖に

発生したと考えられる。多数の研究者が，地震の第二段階及びそれ以降にお25 

いて，津波地震が発生したことを示す解析結果を発表している。 
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  ただ，本件地震に係る津波地震は，本件原発にとって想定される最悪のケ

ースではなく，この津波地震が，海溝に沿っておよそ１００ｋｍ程度南にず

れると最悪のケースとなると考えられる。また，明治三陸地震と異なり，本

件地震は，海溝付近のみならずそれよりも西側の部分も破壊した。このため，

貞観地震と同様揺れが大きく，浸水域の広い津波を伴った（以上，甲Ａ１３９5 

の１・３４，３５頁）。 

(ｳ) 長期評価に基づき，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の到来は十分予測可能

であった。長期評価に基づき，明治三陸地震の断層モデルの位置を福島県沖

の海溝付近に移動して計算を行えば，津波評価技術に基づく本件試算と同様

の結果が，平成１４年時点に得られたはずであり，本件原発にＯ．Ｐ．＋１10 

０ｍを超える津波が襲う危険は十分に察知できたはずである。 

  明治三陸地震のＭｔを検討すると，その遡上高の区間平均最大値から求め

られるＭｔは９．０となり（ただ，阿部名誉教授の論文では，Ｍｔ９．０は過大評

価気味である一方，長期評価に記載したＭｔ８．２は小さく，外国の検潮所からＭｔを

求めると，正確には８．６となるとしている。丙Ｂ１０３の３・資料３６），区間の平15 

均遡上高は１５～１６ｍ，最大遡上高は３１～３２ｍとなり，本件津波の実

際の遡上高３４ｍとおおむね一致したものとなっている。 

  貞観津波については，長期評価に含まれておらず，長期評価では対策が不

十分であるとの議論もあるが，津波の高さが防潮堤の高さを超えるかどうか

の検討によって防災対策を進めるのが通常である。 20 

  また，地震空白域において地震津波を想定するときに過去に起こった地震

を調べてその断層モデルを用いることは地震学において極めて常識的な方法

であるし，今回の日本海溝沿いで断層モデルが確定しているのは明治三陸地

震だけであり，明治三陸地震の断層モデルを用いるのは当然のことであり，

これが，無理な仮定による試算などとすることはできない（以上，甲Ａ１３９25 

の１・３５，３６頁，甲Ａ１３９の２，甲Ａ１４０の１・３１頁，甲Ａ１４１の１・３
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３～３６頁，甲Ａ１４１の２・２，３頁，丙Ｂ１０３の１・１０３～１０５頁）。 

(2) 都司委員の見解 

  都司委員（地震，津波，特に歴史的な地震津波の専門家であり，長期評価の当時，地

震調査委員会の委員であった。丙Ｂ１０１の１・４７頁，丙Ｂ１０４の１・１０６頁）は，

おおむね島崎元部会長と同様の趣旨の見解を述べているが，その概要は次のと5 

おりである。 

ア 地震・津波予測の限界 

(ｱ) 我が国における歴史地震，津波の研究は，江戸自体以降の文献資料の豊富

さ等と昭和初め頃から精力的に収集された資料に支えられ，古記録による津

波被害の状況から津波高さの推定作業なども進むなど，世界的に誇る状況に10 

あるが，過去の歴史地震等に関する情報が必然的に一定の制約を受けている

限界がある。 

  すなわち，近代的な地震・津波の観測資料は，１３０年余りの期間であり，

特にその細密化はここ３０年位のもので極めて短いものしかなく，これを補

う歴史地震の研究も，記録の欠落や地域による資料の精粗もあり，特に東北15 

地方等は，江戸時代以前にはわずかな例外を除き，歴史記録が残されていな

いが，これは，東北地方等において過去に大きな地震，津波が発生しなかっ

たことを意味するものではない。 

  このように，時期，地理的要因その他の限界から，歴史地震として確認さ

れる既往最大の地震・津波が，将来において発生し得る最大の地震，津波と20 

限らないのは当然であり，地震学者にとっては自明のことである（以上，甲Ａ

１８０・２５～２９，３１～３５頁，甲Ａ１８１・１～３頁） 。 

(ｲ) 固有地震に関しても同様であり，歴史資料から固有地震と確認でき，かつ，

その中には，その繰り返し周期を相当明確に把握できるものもあるが，逆に，

固有地震として把握されていないものが繰り返さないということを意味する25 

ものではない。歴史記録の時間的射程を超える固有地震について，地質学的
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な調査研究により追認できるものもある。 

  地震発生の空白域について，特定の類型の地震が発生しない原因として，

実際には地震の発生のメカニズムから当該地域で当該類型の地震が発生しに

くい特殊な事情があることもあり得るものの，その空白域における地震の発

生が時間的ずれており，たまたま歴史的時間幅の中で空白域と見える領域で5 

地震の発生がなかった，あるいは記録に残されなかったにすぎないこともあ

り得る。 

  このように，明確に繰り返しが確認できる地震の性質の説明として，固有

地震の考え方は有益であるが，他方，固有地震といえないことから，同種の

地震が繰り返すとはいえないなどという結論を安易に導くことはできない。 10 

  また，中央防災会議における検討結果は，財政的な限界を踏まえた行政的

な割り切りとして検討対象を限定したと理解できるが，地震学の見地からは，

疑問を感じざるを得ない（以上，甲Ａ１８０・３５～３８頁） 。 

イ 長期評価の内容 

(ｱ) 長期評価における領域区分は，過去に発生したことが知られている主な地15 

震を整理し，これを根拠に「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」などの領域

分けを行った。すなわち，日本海溝沿いの過去に発生した，明治三陸地震，

延宝房総沖地震及び慶長三陸地震の三つの津波地震が日本海溝寄りで発生し

たとしている。 

  また，日本海溝は，太平洋プレートが，日本列島が載っている北米プレー20 

トに沈み込んで形成されているが，そのプレート境界の形状が北側から南側

にかけてほぼ同様であり，太平洋プレートの沈み込みによる日本列島の東日

本部分がほぼ同様の水平移動をしていることがＧＰＳにより確認されている。 

  このように，同様の構造のプレート境界の海溝付近でどこでも同じような

津波地震が発生する可能性があることからして，上記「三陸沖北部から房総25 

沖の海溝寄り」という領域が設定された。過去に同領域の一番北端において
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明治三陸地震，同南端において延宝房総沖地震，これら以外にも慶長三陸地

震，また，メカニズムは異なるが，正断層型の地震である昭和三陸地震とい

う四つの地震が発生していること，平成９年～平成１３年の気象庁が示した

震源断面図をみると，その断面図には微小地震の震源が示されているが，日

本海溝の位置からプレートが沈み込む角度が大きくなるところから非常にた5 

くさんの微小地震の震源が並んでおり，ここに応力が蓄積され，普段から微

小地震が非常によく起きていることがわかること，その微小地震の起こる頻

度について，日本海溝の北部から南部まで相違はなく，三陸北部，岩手県北

部の沖合，宮城県の沖合，金華山沖，福島県の沖合，房総の沖合までほぼそ

の構造が変わらないこと，他方，日本海溝からおよそ７０ｋｍの範囲内で微10 

小地震がほとんど起きておらず，地震学的に同じような性質をもった領域（た

だ，北部と南部で地質構造に違いがある部分もあって，全く同じではなく，起こる地震

の大きさとしても，北がやや大きく，南がやや小さい傾向にはある。）であることを

示していることが指摘される（以上，甲Ａ１８０・３９～４２，甲Ａ１８１・８，

９，１１，２７～２９頁，甲Ａ１８２・８～１２頁，甲Ａ１８３・５０～５２頁） 。 15 

(ｲ) 津波地震は，明治三陸地震による津波の解析を基に昭和４７年の研究論文

において初めてその用語が提唱されたが，従前から知られていた低周波地震

（昭和３年の研究論文（甲Ａ１９３）により初めて提唱された，周期が長く，人が弱く

しか感じられないが大きな津波を伴うことのある地震が海溝近くに発生するというも

の）が日本海溝からおよそ六，七〇ｋｍの幅でゆっくり起きること，その低20 

周波地震の大規模なものが津波地震であるとの見解（甲Ａ１９４の２）が提唱

され，それが有力となってきていた。 

  その後に，Ｍｔの概念が確定され，ＭｔがＭより０．５以上大きいものを

津波地震と定義し，その定量的な研究が行われるようになっていった。 

  また，海溝軸のすぐ近くで断層がずれると津波地震となる理由としては，25 

海溝軸付近では沈み込みの角度が比較的浅くても，プレート境界の断層に存
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在する付加体（固体になりきっていない部分）が断層のずれにより隆起し，これ

が海底面を上がることにより大きな津波が発生すると考えられる。 

  なお，付加体は，茨城県沖から福島県沖にかけても分布しており，津波地

震の発生の可能性を示唆している（以上，甲Ａ１８０・４２～４４頁，甲Ａ１８１・

２９～３３頁，甲Ａ１８３・７２，７３頁）。 5 

(ｳ) まず，明治三陸地震は，典型的な津波地震であり，三陸町綾里白浜で浸水

高３８．２ｍに達し，２万２０００人もの死者が出ている。震源については，

日本海溝軸付近と考えられる。 

  延宝房総沖地震は，歴史記録から，銚子において地震の揺れそれ自体は並

の揺れであり，水戸藩や平藩では地震動に触れられておらず，他方，津波被10 

害について豊富な記録が残っていること，特に宮城県岩沼と広範囲の津波被

害が発生し，海溝寄りのプレート間の津波地震であると考えるほかなく，海

溝型分科会においても議論の結果，そのような結論に達した。 

  慶長三陸地震も，歴史記録から，地震の揺れがあったものの，地震による

死者の記録はなく，他方，地震発生から津波襲来まで４～６時間が経過し，15 

大きな地震動をもたらした地震と津波をもたらした地震が別の地震であるこ

と，同津波の襲来により三陸沿岸では甚大な被害が発生し，その浸水高が２

１ｍに達する地点もあったと推測され，その被害範囲も北海道から三陸海岸

南部，福島県相馬市付近にまで及んでいるなど，広範囲であったことが確認

でき，その震源域は海溝寄りと推認されるなど，津波地震であったと考えら20 

れる（以上，甲Ａ１８０・４５～５４頁，甲Ａ１８１・３５～４５頁）。 

(ｴ) 長期評価における津波地震に関する結論については，海溝型分科会におけ

る島崎元部会長を含む，第一線の地震理学者らの議論により到達した。 

  第８回分科会において，カップリングに関する従前の議論が絶対視できず，

数百年間の津波の知見は限定的なものであるとの認識が共有され，第９回分25 

科会及び第１０回分科会において，慶長三陸地震や延宝房総沖地震の震源や
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波源域に関して議論がされたが，はっきりした結論には達せず，最終的に津

波地震三つをいずれも日本海溝沿いと考えるという方向性ができ，ポアソン

過程で評価する方向でも議論が進んでいったこと，第１２回分科会において

も，慶長三陸地震及び延宝房総沖地震について位置，メカニズムが不明の点

もあるが，大きな津波が発生して被害が生じた点は明治三陸地震と共通して5 

いること，慶長三陸地震に関して千島沖震源ではないかとの意見や延宝房総

沖地震の震源は陸寄りにあるとの見解の検討もされたが，議論を重ね，その

結果，慶長三陸地震，延宝房総沖地震及び明治三陸地震の三つの地震を津波

地震として確率を計算することとなった。 

  以上の議論の経過を踏まえて，最終的に上記三つの地震を津波地震として，10 

ポアソン過程を適用した確率評価がされ，三陸沖北部から房総沖の海溝寄り

のどこでも同様の津波地震が発生する可能性があるとの結論に至った（以上，

甲Ａ１８０・５４～５７頁，甲Ａ１８１・４２，４３頁）。 

(ｵ) 慶長三陸地震に関しては，歴史記録から，その津波の原因が地震そのもの

ではなく，これに誘発された大規模な海底地滑りの可能性も指摘できる。も15 

っとも，海底地滑りが原因であったとしても，長期評価における津波地震の

定義とは矛盾しない。その波源域については，歴史記録から考えられる宮古

に津波が到達した時間，約２０００～３０００人という伊達藩や南部藩にお

ける死者の数の記録などとともに，北海道の津波堆積物について年代がずれ

ている可能性も指摘されることから，千島沖ではなく，三陸沖と考えられる。 20 

現時点では，慶長三陸地震について，日本海溝の海溝軸よりも沖側（東側）

で生じた正断層型地震の可能性が，海底地滑りの可能性よりも考慮される。

正断層型地震とするならば，海溝沿いのプレート間地震すなわち津波地震と

発生メカニズムを異にするため，津波地震ではないこととなる。 

  延宝房総沖地震の波源域に関しては，日本海溝の近くに寄った位置に波源25 

があると考えられ，南は静岡県の伊東から北は宮城県岩沼と広範囲に津波被
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害がわたっているといった先行研究や津波の分布高から房総沖が波源域とみ

られるとの先行研究もある。他方，従前，陸寄りとの見解もあったが，現時

点で，津波が到達した範囲からＭ６ということはあり得ないと考えられてい

るし，長期評価の当時においても大部分の地震学者はそのように陸寄りとの

見解をローカルなものとして採っていなかったものと考えられる。 5 

  長期評価は，地震学者が，集団的議論を尽くして一定の結論に達したもの

であり，見解の相違からその重要性が否定されるべきものではない（以上，甲

Ａ１８０・５７，５８頁，甲Ａ１８１・４６，４７頁，甲Ａ１８３・２９，３０，３４

～３８，５４，５５，７４～７７頁，甲Ａ２０２）。 

(ｶ) 長期評価における信頼度について，発生領域の信頼性「Ｃ」というのは，10 

ある大きな領域の中で同じような地震が起きており，将来同じような地震が

この領域の中のどこかで起こることは確実に分かっている。ただ，その中の

どこかが分からないという趣旨であり，宮城県沖や福島県沖の日本海溝沿い

など，その領域内の特定の場所では津波地震が起こる可能性を否定するもの

ではない。 15 

  なお，周期性が明確である場合には，一つ前の地震が起きた直後の確率が

低く，年数がたつと確率が高くなるため，ＢＰＴ分布によるが，一定の期間

内に地震が起こるというその確率は分かっているが，直後にその確率が減る

とはいえないときはポアソン分布を用いている。三陸沖北部から房総沖の日

本海溝寄りの領域については，「Ｃ」ポアソンであり，１３３年に１回起こ20 

るが，直前に発生したから次に長く起きないとはいえないという趣旨であっ

て，明治三陸地震や延宝房総沖地震と同じような地震が，福島県沖や茨城県

沖で起こるということを意味する（以上，甲Ａ１８１・４８～５１頁）。 

ウ 本件津波の特徴等 

(ｱ) 本件地震は，北米プレートとその下に沈み込む太平洋プレートの境界面の25 

すべりによって生じた海溝型地震であり，我が国観測史上最大のＭ９．０を
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記録した超巨大地震であった。本件地震による本件津波は，千葉県以北から

青森県にかけての海岸を襲い，岩手県宮古市，大槌町，大船渡市，陸前高田

市，宮城県南三陸町，女川町などの三陸沿岸の市街地が完全に流失し，死者

行方不明者は１万９０００人に上り，明治三陸地震の津波の死者数２万２０

００人に迫る数字となった。 5 

  本件地震の震源断層面は，海溝に沿った方向の長さが約５００ｋｍ，沈み

込む方向に沿った長さが約２００ｋｍとされ，すれの量は平均で約１０ｍ，

最大で約５０ｍにも達した。 

  本件地震は「連動型超巨大地震」であったとされる。連動型超巨大地震と

は，地震が二つ以上の各プレートの境界型巨大地震の固有の領域にまたがっ10 

て起きる超巨大地震であり，我が国では，１７０７年の宝永地震がその例と

され，海外ではスマトラ沖地震がその例であったとされる（以上，甲Ａ１８０・

５８頁，甲Ａ１８１・６頁，甲Ａ１８３・４６，４７頁）。 

(ｲ) 本件津波は，連動型超巨大地震である本件地震により起こされた。ただ，

津波が大きい地震が常に連動型ということではない。例えば，明治三陸地震15 

の津波の最高浸水高は３８．２ｍに達したが，連動型地震ではない。 

  連動型ではないが巨大な津波が発生する地震は，狭いコア領域内で大きな

海底隆起量をもたらす海溝型地震である点に特徴がある。本件地震でもコア

領域があり，その内部では海底が約１５ｍも隆起したと推定される。 

  上記コア領域のサイズは東西約７０ｋｍ，南北約１００ｋｍであるが，こ20 

の領域から発せられた津波は巨大であり，三陸沿岸で地震発生後約３０分か

ら５０分後に見られた大津波は，このコア領域から発した津波である。 

  単独型の海溝型地震であっても，このコア領域に相当する狭い領域内での

大きな海底隆起量という現象が生じると，高い津波が発生する（以上，甲Ａ１

８０・５９，６０頁）。 25 

(ｳ) 本件地震や宝永地震のような７００年あるいは１０００年に一度の連動型
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巨大地震は，今回のように極めて高い津波を生じさせるが，これほどの規模

ではなくても，１００年に１回クラスの地震，例えば，明治三陸地震や昭和

三陸地震などによる津波であっても，その津波高さが約１０数ｍ～２０数ｍ

になることはある。 

  長期評価を踏まえると，明治三陸地震と同様の津波地震が三陸北部から房5 

総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性が指摘され，明治三陸地

震の津波で本件原発の敷地高を超えることは予測可能であった（以上，甲Ａ１

８０・６０，６１頁）。 

エ 本件原発への津波の影響等 

(ｱ) 津波が海岸に近づいた際の動きについて，海岸線が自然的地形又は人工的10 

地形のいずれであっても，①Ｖ字型をしていると，奥に行くほど湾の幅が狭

まり，津波の面積当たりのエネルギーが増えて津波の高さが高くなり，また，

②海岸線が直線的で沖に向かって浅いところが突き出ている場合も津波のエ

ネルギーが集中し津波の高さが高くなることが知られているが，本件原発の

敷地もいかなる理由にせよ，南防波堤と呼ばれる防波堤とそれと直角で交わ15 

る人工海岸線はＶ字型の地形に当たり，かつ，本件原発が面する東側の海底

の等深線から見ても，浅いところが突き出ており，津波が襲来した場合には

津波の高さが高くなるような地形となっていた（甲Ａ１８１・１３～１６，甲Ａ

１８２・１６～１９頁）。 

(ｲ) 陸上を遡上する津波について，建物に津波の先頭すなわち段波が真正面か20 

ら急に打ち当たると大きな衝撃を受ける。他方，建物の後方や側面などでゆ

っくり水位が上がる場合には水の圧力が徐々に増すだけであり，衝撃はそれ

ほどない（甲Ａ１８１・１８～２０頁）。 

(3) 佐竹委員の見解 

  佐竹委員（現長期評価部会部会長，地震やインバージョンすなわち逆解析による津波25 

発生メカニズム研究の専門家，丙Ｂ１０１の１・４７頁，丙Ｂ１０４の１・１０６頁）は，
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次のとおりの見解を述べる。 

ア 津波地震等 

(ｱ) 地震の中には，津波から決めたＭｔが地震波から決めたＭよりも異常に大

きいものがあり，これが津波地震である。推定Ｍ６．８～７．４に対し，推

定Ｍｔが８．２～９．０に及ぶような明治三陸地震が典型である。 5 

  自らの先行研究（谷岡・佐竹論文）において，津波地震のモデルについて，

三陸沖など起伏の大きなプレート境界の海溝近くでは，典型的なプレート間

巨大地震は発生せず，津波地震などのみが発生するというモデルを提案した。 

  すなわち，津波の原因は，断層運動による地殻変動が起き海底が上下する

ことによると考えられるが，一般的なプレート地震では，プレートのかなり10 

深いところで断層運動が起き，それによる地殻変動すなわち隆起・沈降はか

なり広い範囲に及ぶ。他方，津波地震は，海溝付近の付加体（沈み込むプレー

トすなわち下盤プレートの一部がはがされて上盤プレートの方に付加されたもの，一般

的には，最近付加した柔らかい堆積物などである。）の下で起こることが多く，非

常に狭い範囲で非常に大きな海底地殻変動が起き，これが津波の原因になる15 

と考えられる。 

  このモデルが正しければ，津波地震は三陸沖など特定の場所でしか発生し

ないこととなる。他方，プレート間巨大地震の海溝側で発生した余震が津波

地震であった例もいくつか報告されており，この場合，津波地震はプレート

間地震の発生する場所であればどこでも発生することとなるが，いつも余震20 

ということなら，その規模は本震を超えることはない。このように津波地震

のメカニズムや発生領域に関する理解は進んできているが，まだ完全には解

明されていない（以上，甲Ａ１８５・６，７頁，甲Ａ１８６・８，９頁，甲Ａ１８７・

４頁）。 

(ｲ) 検潮儀上の津波の振幅すなわち津波高さと震源から観測点までの距離から，25 

Ｍｔを計算でき，ＭｔとＭｗが等しいと仮定（調整係数を用いて等しくなるよう
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にする。）すると，Ｍｗと震源から観測点までの距離を用いて津波の高さを計

算できる。また，ある程度の震源域（波源域）の中では津波の高さは一定の値

になると頭打ちになることを踏まえることにより，Ｍｗの大きさから予測さ

れる津波高さの最大区間平均高（本件津波を例にとると，岩手県の区間平均高２０

ｍとなる。なお，最大区間平均高の約２倍が全域における津波高さの最高値となるとさ5 

れ，実際に本件津波の岩手県における津波の最高高さは約４０ｍである。）を求める

ことが可能となる。 

  このように，Ｍｗが判明している場合に津波高さを予測することができる

が，地震波に基づくＭｗが判明していない明治三陸地震のような場合におい

て，遡上高からＭｔを算出し，上記の計算を用いて津波高さを算出するよう10 

な方法は一般に行われていない。（以上，甲Ａ１８６・４～７頁，甲Ａ１８７・３

頁）。 

イ ４省庁報告書の位置付け 

(ｱ) ４省庁報告書の位置付けについて，もとより総合的な津波防災対策計画を

進めるための手法を検討する目的でその概略的把握を行ったという，同報告15 

書の記載からも明らかなとおり，具体的な津波対策の津波の想定を設計条件

に適用することまで想定したものではなかった。 

  例えば，４省庁報告書では，より多くの震源モデルの検討対象とすべく，

津波数値計算モデルを一部簡略化したモデルを使用している。海岸近傍の津

波の挙動の詳細を表すために当時既に理論化された計算式があったが，これ20 

を用いずに，より簡略なモデルを用いているため，日本全国の沿岸波高の概

略値の把握に役立った一方，その結果，概略値にとどまり，大きな誤差が生

じることもある（以上，甲Ａ１８５・１０，１１頁）。 

(ｲ) また，津波の数値計算には様々な不確定性が含まれ，計算結果をそのまま

利用できないため，計算結果を中央値とするカーブで当てはめて，計算力の25 

ばらつきを推定する。 
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  ４省庁報告書では，計算結果である計算値と既往津波の実測値の比を比較

しているが，その幾何分散が１．４９であったとされる。要するに，実際の

津波の高さが，計算値の１．４９分の１～１．４９倍の間に入る確率は６８％

であり，仮に９５％の確率で実際の津波高を推定する場合，計算値の１．４

９２分の（１～１．４９）２すなわち約０．４５～約２．２２倍までの範囲を5 

考慮する必要がある。 

  これを個別地点で見ると，１～４号機が所在する大熊町や双葉町における

津波高さ６．４～６．８ｍでは，実際の値を６８％の確率で表すには，４．

３（６．４÷１．４９）～１０．１（６．８×１．４９）ｍとなり，９５％の確率

で表すには，２．８８（６．４÷１．４９２）～１５．１（６．８×１．４９２）ｍ10 

となる。このように計算結果には不確かさがあり，それを考慮すると，津波

高さは幅を持った値でしか表現できない（以上，甲Ａ１８５・１１，１２頁，甲Ａ

１８６・１３～１５頁）。 

ウ 津波評価技術 

(ｱ) 津波評価技術は，将来発生することを否定できない地震に伴う津波を評価15 

対象として，地震の発生位置と規模（Ｍｗ）を設定し，断層パラメータ間のス

ケーリング則に基づき，各パラメータを推定し，基準断層モデルとする。 

  このうち，日本海溝沿いに関しては，過去に繰り返し津波が発生し，プレ

ート境界形状等に関する知見が比較的豊富であるから，既往津波の痕跡高を

説明できる断層モデルにスケーリング則を適用し，海域ごとの特徴を反映し20 

た基準断層モデルを設定することとなる。 

  また，波源位置に関して，地震地体構造区分図に基づき，過去の地震の発

生状況等の地震学的知見を踏まえ，合理的と考えられる更に詳細に区分され

た位置に津波の発生様式に応じて設定する（以上，甲Ａ１８５・１５頁）。 

(ｲ) 想定津波の予測計算における波源の不確定性，数値計算上の誤差，海底地25 

形・海岸地形等のデータの誤差を含めた評価のため，基準断層モデルのパラ
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メータを合理的範囲内で変化させた数値計算を多数実施することによりその

結果得られる波源群の中から，評価地点における影響が最も大きい津波を設

定想定津波として選定する（甲Ａ１８５・１５頁，甲Ａ１８６・１９頁）。 

(ｳ) 数値計算については，近海伝播を対象に基礎方程式として，移流項・海底

摩擦を含んだ非線形運動方程式である浅水理論を適用したものを選定し，空5 

間格子間隔の設定においては，波源域，伝播過程における海域，評価地点周

辺の海域，遡上域の各部分領域で精度の良い計算結果が得られるよう，それ

ぞれの海域の特性に応じて適切に設定する（甲Ａ１８５・１６頁）。 

(ｴ) 日本海溝沿いにおいては，主に過去に発生した地震に基づいて基準断層を

設定するが，福島県沖については，福島県東方沖地震に基づく基準断層モデ10 

ル（Ｍｗ７．９）が提示されている（甲Ａ１８５・１６頁）。 

(ｵ) このように，津波評価技術は，原発の設計基準として，どの程度の津波を

設定すべきであるかという観点から，原子力施設における津波対策に資する

目的で策定されたものであり，特定地点における津波高すなわち設計津波水

位を推定するものであるといえ，４省庁報告書と比較してより精緻な分析を15 

行っている（甲Ａ１８５・１７頁）。 

エ 長期評価 

(ｱ) 長期評価における領域区分は，過去に発生した地震に基づいて行われてい

る。三陸北部から房総沖の日本海溝寄りの領域について，そのプレートの沈

み込みの角度は北部と南部で異なるところはないが，海溝軸付近の詳細な地20 

形や堆積物の厚さなどに違いがあり，それが津波地震の発生の有無に影響す

る可能性がある。 

  すなわち，明治三陸地震が起きた付近の海底は凸凹があり，これにより地

塁と呼ぶ凸の部分では堆積物がたまらないので，陸側である上盤と強くカッ

プリングし，海溝付近でも地震が発生するが，このような海底の凹凸がない25 

部分では堆積物が一様に入ってくるので，付加体の下では固着が弱まり，カ
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ップリングが弱まって地震を起こしにくいということが考えられていた。日

本海溝沿いの北部では海溝付近に凹凸が多く，海溝軸付近でより厚いくさび

型の形をして堆積物がたまっているが，他方，同海溝沿い南部のでは海溝付

近に凹凸がなく，堆積物が一様な厚さでシート状に沈み込んでより深いとこ

ろまで堆積物が存在していた。このようなカップリングの相違があること自5 

体は，実際の調査結果からも裏付けられており（丙Ｂ１９の２），この相違が

津波地震の発生の有無に影響するということが一つの仮説として考えられて

いた（以上，甲Ａ１８６・２３～２７頁，甲Ａ１８７・１６～１９頁）。 

(ｲ) 長期評価の領域区分の根拠となっている，気象庁が公表した平成９年から

平成１３年までの三陸沖から房総沖にかけての震央分布及び断面図を見ると，10 

青森県沖や岩手県沖の領域（Ｄ，Ｅ）と福島県沖（Ｇ）の領域とでは，海溝軸

付近の微小地震の発生回数には明らかな違いがあり，ＤやＥでは，Ｇと比較

すると，明らかに多い。 

    また，先行研究（甲Ａ１９４の２）などからも，日本海溝の北部における低

周波地震・超低周波地震の発生件数は，同南部と比較して多く，微小地震，15 

低周波地震・超低周波地震の発生について，北部と南部とで明らかに違いが

ある。 

長期評価策定に係る海溝型分科会においては，日本海溝寄りの北部と南部

の構造，地形等について議論されていない（以上，甲Ａ１８６・２８，２９頁，

甲Ａ１８７・２０～２２頁）。 20 

(ｳ) 長期評価の手法について，今後３０年間の地震発生の可能性を確率として

表現するが，その地震発生間隔について，ＢＰＴ分布を仮定する場合とポア

ソン過程を仮定する場合とがある。地震発生の時間的性質について，規則正

しく発生する更新過程と全くランダムに発生するポアソン過程と呼ばれる各

モデルがある。 25 

  更新過程は，特定の繰り返し間隔にピークを持つような分布となるが，ポ
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アソン過程は，ピークがなく，地震発生間隔が長いものほど少ないという対

数分布となる。更新過程において，物理的意味付けのしやすさ（プレートの沈

み込みによって一定の割合で応力が蓄積する過程において周辺に発生した地震などに

よる影響や揺らぎを酔歩モデル（プレート境界における応力の蓄積は一定であるが，地

震の発生が完全に規則的ではないことを示す。）として表現し応力が一定値に達すると5 

地震が発生する。）から，ＢＰＴモデルが採用された。過去の地震の履歴すな

わち平均繰り返し間隔と最新活動時期が分かればそれぞれのモデルに基づき

今後一定期間すなわち今後３０年間の地震発生確率の計算ができる。 

  他方，ポアソン分布を仮定すると，地震の発生する確率は時間によらず一

定である。長期評価では，更新過程が期待される場合でも，十分なデータが10 

ない場合，いわばどこでも起こるという仮定の下にポアソン過程を用いて確

率を推定した（以上，甲Ａ１８５・１８，１９頁，甲Ａ１８８・２４，２５頁）。 

(ｴ) 長期評価において，三陸沖の日本海溝付近では１６１１年と１８９６年に

各１回，房総沖の日本海溝付近では１６７７年に１回，いずれもＭ８クラス

の津波地震が発生していたとして，これらの繰り返し期間が不明なため，ポ15 

アソン過程に基づき，今後３０年間に三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの海

域のどこかで津波地震が発生する確率は２０％とされた。 

  第９回海溝型分科会において，津波地震が日本海溝沿いのどこでも発生す

るという考え方と明治三陸地震の波源域で繰り返し発生するという考え方の

いずれを採用するかが議論され，津波地震が決まった領域で発生するという20 

モデルを既に提出していたが，慶長三陸地震及び延宝房総沖地震の波源域が

明らかではないことから，過去の津波地震は海溝沿いのどこかで発生したと

評価することとなり，その結果，津波地震は日本海溝沿いのどこでも起こり

得るという解釈になる。ただ，福島県沖で津波地震が発生する可能性を議論

したり，そのようなデータが明示されたりしたものではない。 25 

  第１０回海溝型分科会において，延宝房総沖地震及び慶長三陸地震が津波
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地震ではないとの指摘がされたり，第１２回の海溝型分科会において慶長三

陸地震の波源域が三陸沖ではなく，千島沖である可能性が指摘されたりした

（以上，甲Ａ１８５・１９，２０頁）。 

(ｵ) 長期評価の公表後，福島県沖から茨城県沖にかけての領域でも大規模な低

周波地震が発生する可能性があるが，日本海溝沿いの構造の調査の結果（丙5 

Ｂ１９の２）に基づき，福島県沖の海溝近傍で三陸沖のような厚い堆積物は見

つかっておらず，大規模な低周波地震が起きても海底の大規模な上下変動は

生じにくく，結果として大きな津波は引き起こさないかもしれないといった

研究報告（丙Ｂ１），慶長三陸地震の津波の発生原因について，海溝付近で発

生した津波地震ではなく，地震によって誘発された大規模な海底地滑りであ10 

る可能性が高いとした見解（丙Ｂ２）なども出されている（甲Ａ１８５・２２，

２３頁）。 

オ 確率論的津波ハザード解析手法 

(ｱ) 確率論的津波ハザード解析手法とは，津波高の推定に関する各種の不確定

性を系統的に処理し，工学的判断のための資料を提供するものであり，一定15 

地点で将来の一定期間に一定の津波高を超過する確率を評価する手法である。 

  上記不確定性は，偶発的不確定性と認識論的不確定性とに分けて考えるこ

とができる。偶発的不確定性は，地震の規模や地震動の強さのばらつきのよ

うに現実に存在しているが現状では予測不可能と考えられる性質の不確定性

で，低減できないものである。認識論的不確定性は，ハザード解析モデルの20 

パラメータやモデル化自体に関する不確定性であり，科学技術の進歩により

低減でき，不確定なモデルパラメータをロジックツリーの分岐として表現す

ることによりモデル化される。 

  ロジックツリーの分岐とは，津波発生域をどこに設定するか，地震の規模

をどのくらいに設定するか，地震の発生頻度をいかなる間隔で設定するかな25 

ど判断が分かれる事項について，複数の選択肢すなわちロジックツリーを場
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合分けし，専門家に対するアンケート調査により分岐の重みを設定する（以

上，甲Ａ１８５・２６，２７頁）。 

(ｲ) 平成２１年の津波評価部会においてまとめられた確率論的津波ハザード解

析の方法では，ロジックツリーの例として三陸沖から房総沖の海溝寄りの津

波地震の発生可能性を検討しているが，その分岐として，①過去に発生例が5 

ある三陸沖と房総沖でのみ過去と同様の様式で津波地震が発生する，②活動

域内のどこでも津波地震が発生するが，北部領域に比べて南部領域ではすべ

り量が小さい（北部では明治三陸地震モデルを移動させ，南部では延宝房総沖地震モ

デルを移動させる），③活動域内のどこでも明治三陸地震タイプの津波地震が

発生し，南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する（全域で明治10 

三陸地震モデルを移動させる），を設けて，それぞれに専門家のアンケートを実

施したが，①の重みが０．４，②の重みが０．３５，③の重みが０．２５と

なっている。すなわち，福島県沖での明治三陸地震と同様の津波地震の発生

の可能性について，専門家の２５％が肯定的な見方をする一方，否定的な見

方をする専門家が４０％であったことがわかる（甲Ａ１８５・２８頁，甲Ａ１８15 

６・３４，３５頁）。 

カ 本件地震までの地震，津波の知見の状況と本件地震等 

(ｱ) 従前，プレートの年代が若いほど，温度が高く，密度が低いので浮力が生

じ，プレート境界が固着しやすく，巨大地震が発生するが，他方，太平洋プ

レートのように古い海洋プレートは，温度が低く，密度が高いため大地震を20 

起こすことなく沈み込むという比較沈み込み学が提唱されていた。 

  この比較沈み込み学に加えて，福島県沖はＧＰＳの観測結果から，プレー

ト間の固着が小さい領域であり，小さな地震等によりひずみが解消され，福

島県沖での大規模な地震の発生は想定されていなかった（以上，甲Ａ１８５・

２９頁，甲Ａ１８６・４４，４５頁）。 25 

(ｲ) 佐竹論文において，貞観地震の規模やメカニズムを推定するため，日本海
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溝沿いの様々なタイプの断層モデルから，仙台平野及び石巻平野の津波浸水

シミュレーションを実施し，これを調査済みの津波堆積物の分布と比較し，

その結果，プレート間モデルは，断層幅１００ｋｍ，すべり量７ｍ以上の場

合が上記津波堆積物の分布をよく説明できるとなった。この断層モデルのＭ

ｗは８．４である。断層の長さは２００ｋｍと固定したが，南北方向への広5 

がりを調べるため，仙台湾よりも北の岩手県あるいは南の福島県や茨城県で

の調査が必要としている。 

  佐竹論文を踏まえて，プレート間地震の断層モデルに基づき，津波浸水計

算を実施し，石巻平野，仙台平野及び浪江町請戸地区における津波堆積物の

位置と計算浸水範囲を比較した研究論文では，その津波堆積物の位置まで浸10 

水するのは，断層の長さが２００ｋｍのモデルのみであるとわかった。ただ，

その研究論文においても，断層の南北方向への広がりを更に検討するために

は，石巻平野よりも北の三陸海岸沿岸あるいは請戸地区よりも南の福島県や

茨城県沿岸における津波堆積物の調査が必要としている（以上，甲Ａ１８５・

２９～３３頁，甲Ａ１８６・４５～５１頁）。 15 

(ｳ) 津波波形データの解析から，本件津波を発生させたすべり分布を明らかに

したところ，４ｍ以上のすべりは長さ４００ｋｍ，幅２００ｋｍにも及び，

すべりは震源の東側の海溝軸近くで最も大きく，３０ｍ以上に及んだ。震源

を含むプレート境界のやや深部でも１０ｍ以上滑った。地震波形の解析や陸

上のＧＰＳデータの解析からも同様のすべり分布が得られており，海底にお20 

ける様々な観測データからすべり量は最大５０ｍ以上であったとの報告もあ

る。 

  本件地震のすべり分布をみると，海溝軸付近の大きなすべりは，明治三陸

地震の断層モデルとよく似ており，同断層モデルを，日本海溝に沿って南に

伸ばすと今回の地震の海溝軸付近のすべりを説明できる。一方，プレート境25 

界の深部でのすべりは，貞観地震の断層モデルと位置が似ている。すなわち，
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本件地震は，明治三陸地震と同様の津波地震タイプと貞観地震タイプの地震

が同時に発生し，連動することによって規模が大きくなったと考えられる。 

  沈み込む太平洋プレートに沿って，海溝付近をすべるのが津波地震タイプ，

より深いプレート境界がすべるのが貞観地震タイプである。プレート境界面

が逆断層運動によってすべると，断層の直上の海底が隆起し，その陸側では5 

沈降する。津波地震タイプの場合，断層は海溝軸付近に位置して幅が狭いこ

とから，海溝軸付近のみが大きく隆起する。これが明治三陸地震の津波や三

陸を襲った本件津波の原因である。他方，貞観地震タイプの場合，プレート

境界の深部に，より幅の広い断層があるため，隆起域が大きく広がる。この

ため，津波は波長が長く，周期も長くなる。貞観地震タイプの津波は周期が10 

長いため，仙台平野でより遠くまで浸水するが，津波地震タイプだと周期が

短いため，海岸付近では津波が大きいものの，平野に浸水することはない。 

  本件地震の発生当時，Ｍ９．０の巨大地震の発生は想定されていなかった。

他方，三陸海岸や仙台平野では，過去に同様な津波の発生が歴史記録や津波

堆積物調査から明らかとなっていた。本件地震では海溝軸に近い断層面すな15 

わち津波地震の発生域で５０ｍを超えるすべりが生じたが，このような大き

なすべりはこれまで世界中で記録されておらず，世界中の地震学者を驚かせ

た。津波地震について海溝付近で大きなすべりが発生するモデルは以前から

提出されていたが，沈み込み帯のどこでも発生するか否か，５０ｍ以上とい

うすべりを発生させるまでのゆがみが蓄積するメカニズムなどはいまだ解明20 

されていない。 

  福島県沖の日本海溝で津波地震が発生する可能性について，地震学者の間

で賛否が分かれており，貞観地震の断層モデルは提案されていたが，確定的

なものではなかった。平成２３年以降の調査で岩手県，福島県でも津波堆積

物が発見されており，これらのデータを参照して新たな断層モデルができ，25 

本件地震の断層モデルとの比較により，これらの地震が同様なメカニズムで



 

237 

 

発生したかどうかが明らかになることが期待される（以上，甲Ａ１８５・３４～

３６頁，甲Ａ１８６・５１～５５頁）。 

(4) 松澤委員の見解 

  松澤委員（東北大学教授で，推進本部地震調査委員会の委員も務めた地震学の専門家，

丙Ｂ２３・１頁）は，次のとおりの見解を述べる。 5 

ア 地震学の基本的考え方 

  地震，津波に関する地震学の知見は，発生した地震津波に関する文献，観

測記録，津波堆積物調査結果等のデータを分析し，それを説明できる仮説を

作り，それを新たに発生した事象を踏まえて検証しながら，その仮説を更新

することにより発展してきたため，蓄積された過去のデータが多く，仮説・10 

検証の繰り返しが多いほど，学問的成熟性は高まり，他方，データが少ない

ほど，学問的成熟性は低くなる（丙Ｂ２３・４，５頁）。 

イ 比較沈み込み学とアスペリティ 

  海のプレートの中で比較的若いプレートは高温で軽いため浮力が強く，陸

のプレートと衝突してその下に沈み込む際も両者の境界面がしっかり固着す15 

る。他方，比較的古い海のプレートは海水により冷却されて重くなるため，

簡単に陸のプレートの下に沈み込み，両者の境界面もそれほど固着しないと

考えられる。そのため，チリ沖やアラスカ沖など若い海のプレートが沈み込

み，陸のプレートとの固着が強い場合は，大規模な地震が発生しやすく，マ

リアナ海溝など古い海のプレートが沈み込み，固着が弱い場合は，大規模地20 

震が発生しにくいと考えられており，このようなプレートの沈み込み帯を比

較することによりその地震の特徴を抽出しようとする考え方を「比較沈み込

み学」と呼ぶ。これは，本件地震の発生まで科学的根拠を伴う確立した知見

と考えられていた。 

  また，岩石の摩擦実験の研究で用いられていたアスペリティを応用し，プ25 

レートの接触面の固着の強弱により地震発生の偏りを説明するアスペリティ
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モデルが提唱され，これを裏付けるデータも複数存在し，東南海沖と異なり，

東北太平洋沖では超巨大地震を起こすほどのすべり欠損を蓄えていないと考

えられていた。しかも，プレート境界の状況について，付加型と造構性浸食

型の二つがあり，付加型は固着が強く，付加体と呼ばれる未固結の堆積物が

プレートと一緒に沈み込まないために海溝付近にたまっているが，造構性浸5 

食型は固着が弱く堆積物がプレートと一緒に沈み込んでいくと考えられ，東

南海・南海トラフのように付加体が多いと固着が強く，東北から北海道のよ

うに付加体が少ないと固着が弱く，Ｍ９クラスの地震が起きるとは考えられ

ていなかった（以上，丙Ｂ２３・６～１２頁，丙Ｂ１０４の１・１２～２１，２５～

２８，３１～３３，１０３頁）。 10 

ウ 長期評価等 

(ｱ) 地震動の割に津波が異常に高い津波地震に関する研究は，その発生メカニ

ズムがいまだ明らかではなく，専門家の共通認識としては，津波地震が海溝

軸付近の浅いところで発生し，かつ，極めてまれにしか発生しないというこ

とであった。本件地震，本件津波の発生まで，ほとんどの研究者は，海溝付15 

近で大きなすべりが生じることはあり得ないと考えていたため，それ故にこ

のような地震津波の発生は多くの研究者を驚かせた。 

  また，津波地震の仮説を立てる上では，実際の発生状況や海底地形の違い

などの客観的条件の影響を考える必要もあった。 

  例えば，本件地震の発生以前においては，三陸沖と福島沖とでは，海底地20 

形が大きく異なり，津波地震の発生に関しても，おおむね宮城県沖を境に南

北で異なるというように考えていた。特に，三陸沖北部～房総沖の日本海溝

寄りについて，プレートの沈み込み帯という意味では同じであるし，造構性

浸食型という点でも同じであるが，上記領域内でも海底地形は異なっていた

し，付加体の状況も異なっていた。日本海溝沿いでは，三陸沖で慶長三陸地25 

震や明治三陸地震が発生し，房総沖では津波地震と考えられる延宝房総沖地
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震が発生しているが，宮城県沖から福島沖の領域で津波地震が起きた証拠は

なく，その規模を予測する具体的材料もなかった（以上，丙Ｂ２３・１４～１６

頁，丙Ｂ１０４の１・８６～８９頁）。 

(ｲ) しかしながら，津波地震が起きないという確たる科学的根拠もない以上，

起きないと結論付けることは科学的ではなかった。 5 

  長期評価は，その対象としない空白域を作るよりも防災上の観点から，信

頼度が低くても何らかの評価をした方がよいとの考え方から，海溝沿いの領

域をどこも同じと仮定し，明らかに津波地震と考えられていた明治三陸地震

はもとより，波源なども必ずしも明らかとなっていない慶長三陸地震及び延

宝房総沖地震の３回の津波地震が日本海溝沿いで発生したとの前提に立った10 

ものである。このように，防災上の観点から日本海溝寄りの領域をひとまと

めにして評価したことは理解でき，そうすべきであったと考えられるが，他

方，この見解が十分な科学的根拠を伴っていなかったものとして取り扱う必

要もあり，少なくとも，日本海溝沿いの福島沖で津波地震が発生するとの切

迫性まであると考えていた者はいなかったはずである。これは，その信頼度15 

の評価（「Ｃ」とされている。）からも明らかである。また，中央防災会議にお

いて，防災対策に必要な実用的知見という見地から長期評価を採用しなかっ

たこともやむを得ないものと考えられる（以上，丙Ｂ２３・１６～１９頁，丙Ｂ１

０４の１・８５，８６，９１，９２頁）。 

エ 貞観地震等の知見 20 

  上記５(1)のとおり，貞観地震の津波堆積物の調査結果を踏まえた波源モ

デルやその発生間隔に関する推定結果が示されたが，その年代推定の幅が大

きいことや別の地点との対応関係の判断も難しく，直ちにその結論でよいの

かは確信を持てなかった。また，平均発生間隔も４５０年～８００年と長く，

直ちに対応を要する切迫性があったとまでいえない（丙Ｂ２３・２０，２１頁，25 

丙Ｂ１０４の１・２３頁）。 
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オ 本件地震，本件津波 

  本件地震（断層の南北の長さ約５００ｋｍ，東西の幅約２００ｋｍ，すべり量最大

５０ｍ）は，長期評価が示した津波地震（断層の南北の長さ約２００ｋｍ，東西の

幅約５０ｋｍ，すべり量は明治三陸地震と同程度ならば１０ｍ）や，貞観地震（上記

５(1)のモデル，断層の南北の長さ約２００ｋｍ，東西の幅約１００ｋｍ，すべり量７5 

ｍ）と比較しても，その領域，規模が圧倒的に大きい。 

  本件地震，本件津波は，上記貞観地震のモデルによるプレート境界型津波

に，津波地震の津波が合わさったことにより，その影響が大きくなったもの

と考えられる。また，これまでの比較沈み込み学の観点からも，このような

地震・津波は全く想定されていなかった（以上，丙Ｂ２３・２２，２３頁）。 10 

(5) 今村委員の見解 

  今村委員（東北大学教授で，土木学会・津波評価部会の部会長を務めるとともに，地

震調査委員会の委員を務める津波工学の専門家，丙Ｂ３０・１，２頁）は，次のとおり

の見解を述べる。 

ア 工学的検討の対象とすべき知見の成熟度等 15 

  津波工学的見地から，原子炉施設では，津波対策を講じるべき津波の選定

が必要となる。その際，既往最大津波とするか，可能最大津波とするかとい

う問題があり，可能最大津波の中には，理学的根拠から発生がうかがわれる

との科学的コンセンサスが得られている津波と，そのようなコンセンサスは

得られていないが，理学的根拠をもって発生可能性を否定できない津波とが20 

ある。理学的根拠から発生がうかがわれるとの科学的コンセンサスが得られ

ている津波のうち，具体的根拠をもって波源の位置が特定されるなど一定期

間における発生間隔が算出できるものが津波対策を講じるべき津波であり，

そのような検討を通じ，一定の安全性に関する基準を示すことが津波工学の

役割である。 25 

  ただ，上記安全性の基準に関しては，工学のみならず社会学の問題でもあ
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って，社会情勢や企業，価値観などの有り様を考えて，社会，人，企業に受

け入れられるレベルを探る必要がある（以上，丙Ｂ３０・５～８頁）。 

イ 津波評価技術，長期評価などの知見の状況等 

(ｱ) 津波評価技術は，具体的な根拠を持った理学的知見を全て取り込み，設計

津波の評価手法を策定したものであり，原発における高い安全性と現実的な5 

安全性の調和の見地から，信頼のおける痕跡高のある既往津波を検討範囲と

した上で，これらを説明できる想定津波の波源モデルを策定した上で，更に

パラメータスタディをすることで，より高い安全性を確保しようとした，世

界に先駆けて体系化された合理性の高い評価手法である。 

  また，津波評価技術は，歴史記録のある既往津波を前提に再現性の確認を10 

行うが，上記３(1)ウ(ｵ)ｅのとおり，プレート境界付近に想定される地震に

伴う波源の設定に関して，プレート境界付近に将来発生することを否定でき

ない地震に伴う津波を評価対象として，地震地体構造の知見を踏まえて波源

を設定するものであり，既往津波のみを対象とするものではなく，地震地体

構造などの知見の進展に伴い，理学的根拠から発生がうかがわれるとの科学15 

的コンセンサスが得られている津波をも対象とするものである。すなわち，

決定論的安全評価に取り込むべきか否かについて，決定論で対応できるもの

は，いろいろなモデルが設定でき，津波の高さや揺れの程度が具体的な数値

として出てくるため，それに基づき事前に施設面での対策をすることができ

る一方，具体的な数字に表れない，評価の困難な事象に対しては，リアルタ20 

イムで状況を観測するといった情報収集等を危機管理上行うなどのソフト的

な対応を行うのであり，トータルで災害等に対応することになるが，決定論

に取り入れるべきかどうかという点については，いろいろな専門家の意見を

聞いて科学的コンセンサスを得てこれを行う（以上，丙Ｂ３０・９～１１，１３，

１４頁，丙Ｂ１０１の１・３～６，１０，１１，９４，９５頁）。 25 

(ｲ) 長期評価すなわち三陸沖や房総沖で発生した津波地震との可能性が指摘さ
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れる慶長三陸地震，延宝房総沖地震及び明治三陸地震と同様の地震が福島県

沖の日本海溝沿いで発生するとの見解については，ＧＰＳ探査により裏付け

られる三陸沖・房総沖と，福島県沖・茨城県沖との，太平洋側プレートと陸

側プレートにおける固着の強さの相違，谷岡・佐竹論文に示されている日本

海溝沿いの堆積物の影響による相違，延宝房総沖地震の発生領域が判明して5 

いないことなども考慮すると，長期評価の見解によって波源を設定すること

は考えられず，そのような科学的コンセンサスがなかった（丙Ｂ３０・１６～

２１頁，丙Ｂ１０１の１・８～１０，１２～１６頁）。 

(ｳ) 平成２０年度のロジックツリーアンケートの結果からしても，分岐①（過

去に発生例がある三陸沖及び房総沖のみで過去と同様の様式で津波地震が発生する。），10 

分岐②（活動域内のどこでも津波地震が発生するが，北部領域に比べて南部領域では

すべり量が小さく，延宝房総沖地震モデルを移動させる。），分岐③（長期評価と同様

に活動域内のどこでも津波地震が発生し，南部でも北部と同程度のすべり量の津波地震

が発生する。）について，分岐①４０％，分岐②３５％，分岐③２５％となっ

ており，長期評価の見解が科学的コンセンサスを得ていなかったことが明ら15 

かとなる。当時，自身も同アンケートに参加したが，全体の１のうち分岐①

及び②に０．９を振り，分岐①も堆積物の厚さに差があるものの，日本海溝

沿いに広く分布していたため，分岐①の根拠も十分といえず，分岐①に０．

３，分岐②に０．６を割り振った（丙Ｂ３０・２５～２８頁，丙Ｂ１０１の１・１

９，２４頁）。 20 

(ｴ) 耐震バックチェックの際の対応等に関して，被告東電の担当者から，耐震

バックチェックに関する相談を受けた際，長期評価を波源として内部で検討

するようにとの意見を述べた点について，即座に長期評価を決定論に取り込

んで対策をすべきという趣旨ではなく，長期評価を前提にした試算くらいは

して，その影響だけでも把握しておいた方がよいのではないかという趣旨の25 

アドバイスをしたものである。具体的な津波対策として長期評価を考慮すべ
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きとは考えていなかったのであり，科学的コンセンサスを得ておらず，理学

的に可能性を否定できない津波も含めて多くの津波の影響を知っておく必要

があると考えたにすぎない（丙Ｂ３０・３０～３４頁）。 

(ｵ) 貞観津波の知見の進展状況を見ても，平成２０年の佐竹論文において，福

島県等について更なる堆積物調査の必要性が示唆され，貞観津波の波源モデ5 

ルの特定には至っていなかったこと，自らも関与した東北大学の研究者を中

心とした貞観津波の波源モデルの構築に向けた研究状況としてもいまだ貞観

津波に関して信頼できる波源モデルが構築されていなかったという本件事故

までの貞観津波に関する知見の進展状況等を踏まえると，この知見を原子炉

施設におけるハード面の津波対策に取り込んで着手すべき状況にあったとは10 

考えられない（丙Ｂ３０・３４～３７頁）。 

ウ 本件事故の回避可能性 

(ｱ) 本件事故前の工学的知見を前提とすると，原子炉施設における津波防護は，

主要機器のある地盤高を設計想定津波の高さより高くすることで必要十分と

考えられており，仮に本件試算を前提とするとしても，津波の越流（基準津波15 

を超える事象に対する構造的評価）を前提とした津波対策を講じることは防災関

係者にとって一般的ではなく，防潮堤・防波堤の設置により津波の越流を防

ぐという対策（ドライサイトコンセプト）が合理的であった。 

  他方，津波の越流を前提にした対策，すなわち海水ポンプの水密化，代替

設備の高所設置などの対策は一般的ではなく，そのようなことが求められる20 

こともなかったし，陸上構造物のモデル化がされず，津波の遡上解析も不十

分な本件試算では，設備・施設の水密化や機器の高所設置といった津波の越

流を前提とする具体的な対策の内容を決定するだけの情報を欠いていたとも

いえる（以上，丙Ｂ３０・３８～４２頁，丙Ｂ１０１の１・２７頁）。 

(ｲ) また，本件津波は，本件試算による津波と比較すると，明らかにその規模25 

等が異なり（水量だけでも本件津波は上記試算津波の１０倍もの違いとなる。），本
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件事故前に提案されていた，津波波力，特に動水圧に関する波力評価式（現時

点においても適切な評価式は確立していない。）を用いた波力評価で構造物の設計

施工をしたとしても，防潮堤なども含めた構造物が本件津波の荷重に耐えら

れたかどうかが明らかではない。 

  水密扉の設置などによる水密化も，津波の遡上解析による津波の敷地内で5 

の挙動の推定などが必要で，その推定結果として，ルーバーなどの開口部の

最下端と浸水深の高さを比較し，前者の方が高い場合には水密化は必要がな

いこととなる。この点をおくとしても，越流などの陸上遡上後の津波の挙動

の適切な評価がされない限り，適切な構造設計ができないこととなるが，上

記のとおり，本件事故時にこのような適切な評価ができる波力評価式が確立10 

されていなかった（現時点においても，原子力施設の陸上構造物に汎用できるとのコ

ンセンサスが得られた評価式はまだ存在しない。）。例えば，本件原発１号機Ｔ／

Ｂ前面での津波波圧の数値について，従前提案されていた波力評価式により

算出される数値と，本件事故後の知見も踏まえた波力評価式により算出され

る数値とを比較すると，後者の数値が前者の数値の約２倍となっており，従15 

前提案された波力評価式により水密扉の設置などをしても，本件津波の波圧

に耐えられなかった可能性がある。 

  本件津波の陸上での挙動を見ても，本件試算による津波は４号機側から１

号機側に回り込んでいるが，本件津波は，１～４号機の前面の海側から越流

しており，その動水圧は本件津波の方が明らかに大きく，漂流物なども伴う20 

ことも考えると，本件試算による津波を前提に水密扉の設置などを行っても，

本件津波の波力に耐えられたかどうかは疑問がある。加えて，本件事故前の

知見では，漂流物の挙動や衝突力の推定も困難であり，例えば，本件原発の

４号機のＴ／Ｂ大物搬入口を破壊して建屋の中に押し込まれた自動車があっ

たように，自動車などの漂流物の衝突力の算定は，本件事故後も非常に難し25 

い（以上，丙Ｂ３０・４７～５８頁，丙Ｂ１０１の１・２８，２９頁）。 
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(ｳ) 以上のとおり，本件試算により結果回避措置を講じたとしても，本件津波

に対してそれが奏功したかどうかは明らかではない（丙Ｂ３０・５８頁）。 

(ｴ) なお，本件津波による１～３号機の浸水経路（大物搬入口，Ｓ／Ｂ入口，ＤＧ

給気ルーバー）と，例えば３号機における大物搬入口の先の浸水深がいずれも

３０ｃｍ程度にとどまり，３号機の周辺５ｍの浸水深に対して建物躯体と大5 

物搬入口がある程度の防護機能を果たしたこと，Ｔ／Ｂ開口部に水密化措置

を講じていればある程度建屋内への浸水を防げた可能性があることは否定で

きないが，地下からの浸水もあり，できたかどうかを判断することはできな

い。 

  また，本件試算による津波が設計津波として認められる限り，それを用い10 

て水密化を図ること自体は工学的には相当といえる（以上，丙Ｂ１０１の１・３

４～３８頁）。 

８ 本件事故の推移，いわき市の被害状況等 

(1) 本件事故直後の推移とその間のいわき市の状況等 

  本件事故から平成２３年（以下，本項のア～キでは，同年を省略することがある。）15 

４月頃までの本件事故直後の事態の推移といわき市の状況等は以下のとおりで

ある。 

ア ３月１１日 

(ｱ) 本件原発における全交流電源喪失及び非常用炉心冷却装置注水不能といっ

た事態を受け，内閣総理大臣は，３月１１日午後７時３分，原子力災害対策20 

特別措置法（平成２４年法律第４７号による改正前のものをいい，以下「原災法」と

いう。）１５条２項に基づき，本件原発について，原子力緊急事態宣言を発令

し，同法１６条１項に基づき，内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策

本部及び原子力災害現地対策本部を設置した（以下，内閣総理大臣が原子力災害

対策本部長としての権限に基づいて行為をした場合でも，その主体を「内閣総理大臣」25 

と表記する。）。 
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  また，福島県知事は，同日午後８時５０分，大熊町及び双葉町に対し，法

令に基づかない事実上の措置として，本件原発から半径２ｋｍ圏内の居住者

等に対する避難指示を要請した。 

  内閣総理大臣は，同日午後９時２３分，原災法１５条３項に基づき，福島

県知事及び関係自治体の長に対し，本件原発から半径３ｋｍ圏内の居住者等5 

の避難のための立ち退き及び半径１０ｋｍ圏内の居住者等の屋内退避を指示

した（以上，甲Ａ３本文編・１９３，２２９，２３０頁，乙Ａ１９）。 

(ｲ) ３月１１日午後３時４０分頃，本件津波は，いわき市沿岸部にも襲来し，

同市内の久之浜地区，薄磯地区，豊間地区，小名浜湾背後地区などが津波被

害を受けた。本件津波による人的被害は，死者３０８人，行方不明者４２人10 

であり，最多の避難者数は１万９８１３人（３月１２日時点）に及んだ。 

  また，本件地震の影響のため，市内ほぼ全域で約１３万戸が断水し，市内

約２万戸での停電（約１週間程度で津波流出箇所を除き復旧）や約１万５０００戸

でのガスの供給の停止などが発生したほか，ＪＲ常磐線・磐越東線ともに地

震発生直後から全面運休となり，高速バスも，いわき・福島空港間を結ぶリ15 

ムジンバスを除き，運休となった（以上，甲Ａ４９５・１，２，１０頁，乙Ａ１３

３・１５，１６，１８頁，乙Ｃ５０・１，２頁）。 

(ｳ) ３月１２日の福島民報は，上記(ｱ)のとおり，初の「原子力緊急事態宣言」

が発令され，半径３ｋｍ以内の住民に対して避難指示が出され，また，福島

県も同日夜に大熊町及び双葉町の両町民に対して避難要請をしたことなどを20 

報じた。また，同日の同紙には，本件原発の緊急事態宣言を受けて，深刻な

冷却機能低下と題する解説記事が掲載され，その中で，２号機の外部電源の

供給が止まった上に頼みの非常用ＤＧも動かず冷却水の循環が停止し，最悪

の場合，燃料棒が溶けて損傷し放射性物質が圧力容器から格納容器，本件原

発外へと放出されるおそれもあり，史上初の原子力緊急事態が宣言されたと25 

報じていた（甲Ａ１６の１・２枚目）。 



 

247 

 

イ ３月１２日 

(ｱ) １号機における原子炉格納容器圧力の異常上昇，１号機及び２号機におけ

るベントが実施できていないことなどを踏まえ，内閣総理大臣は，同日午前

５時４４分，原災法１５条３項に基づき，福島県知事及び関係自治体の長に

対し，本件原発から半径１０ｋｍ圏内の居住者等の避難のための立ち退きを5 

指示した。 

  その後も，引き続き１号機のベントが試みられていたが，同１２日午後３

時３６分に１号機のＲ／Ｂで爆発が発生し，この爆発がいかなる爆発であっ

たのかが明らかではなかったことなどから，内閣総理大臣は，同日午後６時

２５分，原災法１５条３項に基づき，福島県知事及び関係自治体の長に対し，10 

本件原発から半径２０ｋｍ圏内の居住者等の避難のための立ち退きを指示し

た（以上，甲Ａ３本文編・２３０，２３１頁，乙Ａ２１）。 

(ｲ) ３月１３日の福島民報は，１面の見出しで，本件原発での爆発や「放射性

物質 拡散か」という記事を報じた。その中で，上記(ｱ)の爆発に言及し，１

号機の原子炉建屋が爆発して白煙が上がり，４人が負傷し，病院に搬送され15 

たこと，その周辺から放射性セシウムや放射性ヨウ素が検出され，保安院が，

同日午後に炉心溶融が起きたとの見方を示したこと，炉心溶融が我が国の原

発では初めて起きたこと，本件原発の敷地で測定した放射線量が一時的に毎

時１０１５μＳｖを示し，一般人が１年間に受ける放射線量の限度に相当す

る値であるが，その後に低下したことなどを報じた。 20 

  また，同紙は，当時の官房長官が記者会見し，「建屋の壁の崩壊で，中の

格納容器が爆発したものではないと確認した」，「炉心の水が足りなくなっ

たことにより発生した水蒸気が格納容器の外側，建屋との間に出て水素とな

り酸素と合わさり爆発した」と述べ，「放射性物質の測定はきちんと行われ

ている。現在の数字は想定される数値の範囲内だ」と述べる一方，万一の場25 

合に備えてヨウ素剤を準備していること，政府が，同月１２日，本件原発，
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福島第二原発から半径１０ｋｍ以内の住民に対して避難を指示したが，その

対象は，浪江町，双葉町，大熊町，富岡町，楢葉町及び広野町の合計６万１

６９８人であり，その後に本件原発の半径２０ｋｍ以内に拡大したこと，保

安院が，同日夜，１号機の事故について，平成１１年に起きた「東海村臨界

事故」に匹敵するＩＮＥＳの「レベル４」であると説明したことなどを報じ5 

た（以上，甲１６の１・３，４枚目）。 

ウ ３月１３日 

(ｱ) ３月１３日以降，福島県が，いわき市にある県いわき合同庁舎駐車場にお

いて，空間放射線量の測定を開始した。同日午前９時の放射線量は毎時０．

０９μＳｖであった。 10 

  当初，いわき市は，楢葉町や広野町からの避難者を受け入れていたが，上

記イ(ｱ)の半径２０ｋｍ圏内の避難指示を受け，避難の要否を検討し，同日午

前８時３０分，保守的に考えて，本件原発から半径３０ｋｍ圏内の住民（久之

浜・大久地区住民）に対し，自主避難を呼びかけ，緊急輸送バスを運行させて

避難移動を開始した。 15 

  同日，いわき市のごみ収集の休止に関する広報が市民に対して行われ，保

健所においては放射線スクリーニング検査が開始された。また，同日，市の

休日夜間急病診療所の診察が再開された。 

  また，段階的には配水池からの給水も再開し，いわき市内の医療機関への

優先的な通水が行われるなどした（以上，甲Ａ２本文編・２８１頁，甲Ａ５０５，20 

甲Ａ５１２，乙Ａ１３３・１５，２０頁，乙Ｃ３１の２）。 

(ｲ) 同月１４日の福島民報は，「第一原発３号機も『炉心溶融』」，「県民１

２万人避難」との見出しで，本件事故を報じた。その中で，福島県が本件原

発から半径２０ｋｍ内の避難対象者が約８万人であり，周辺地域で自主的に

避難した人を含めて１２万人以上が避難したと発表したこと，被ばくをした25 

人は福島県及び中核市である郡山市保健所の各検査の合計人数が１１１人と
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なっており，同県によれば，同県が被ばくを確認した２２人のうち２１人は

除染の必要がないレベルであり，残る１人も心配ないとされたことなどを報

じた。また，本件原発周辺では，同月１３日午前に空間放射線量が通常の基

準値の毎時５００μＳｖを超えて上昇し，同日午後２時前にはこれまでで最

も高い毎時１５５７．５μＳｖを検知したが，その後に低下したこと，これ5 

は，４０分ほど滞在すると一般人の年間被ばく線量限度を超える数値とも報

じていた。 

  同紙は，「国内最悪の原発事故」との見出しで，保安院がＩＮＥＳのレベ

ル４から，スリーマイル島原発事故と同じ「レベル５」に格上げする可能性

があること，福島県が被ばくした住民の増加を受けて県職員による被ばく調10 

査（スクリーニング）を同月１５日から開始することとし，被告国に対して人

員や防護服の提供などを求めている旨報じるとともに，福島県が本件原発の

避難区域との境界など８か所にモニタリングポストを設置し放射線量の測定

結果を公表することも報じた（以上，甲Ａ１６の１・５，６枚目）。 

エ ３月１４日～１６日 15 

(ｱ) ３月１４日～１６日の状況は，以下のとおりである（甲Ａ３本文編・２３１，

２３２頁，甲Ａ５０５，乙Ａ２２，乙Ａ１３３・１４，１５，１８，２０頁）。 

ａ ３月１４日午前１１時１分の３号機Ｒ／Ｂの水素爆発，同日午後１時２

５分の２号機の冷却機能喪失，同月１５日午前６時頃には４号機方向から

の衝撃音の発生，同日午前８時１１分頃の４号機Ｒ／Ｂ５階屋根付近の損20 

傷確認，同日午前９時３８分の同Ｒ／Ｂ３階北西付近での火災発生といっ

た事態が連続的に発生した。 

  これらを踏まえて原子力災害対策本部は，避難範囲の拡大を検討したが，

避難指示の範囲を本件原発から半径３０ｋｍに拡大すると，新たに約１５

万人が避難対象者となり，避難に数日を要すること，避難中に大量の放射25 

性物質の放出が起こった場合，避難中の者が被ばくのリスクを負うことな
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どが考慮され，いつ放射性物質の大量放出という事態が発生するか分から

ない緊迫した状況下では，屋内退避の方が有効であるとの結論に達した。 

  内閣総理大臣は，３月１５日午前１１時，原災法１５条３項に基づき，

福島県知事及び関係自治体の長に対し，本件原発から半径２０ｋｍ以上３

０ｋｍ圏内の居住者等の屋内退避を指示し，いわき市小川町，川前町，久5 

之浜町及び大久町の一部がその指示対象となった（以上，甲Ａ３本文編・２３

１，２３２頁，甲Ａ５０５，乙Ａ２２）。 

ｂ ３月１４日，市総合磐城共立病院（以下「共立病院」という。）におい

て一部診療を除き，外来診療の通常診療等が開始された。 

県いわき合同庁舎駐車場において測定された放射線量測定高さ１ｍ）は，10 

３月１５日以降上昇し，同日午前２時に毎時１８．０４μＳｖとなり，そ

の後に毎時１３．２８μＳｖに下がったが，同日午前４時には毎時２３．

７２μＳｖとなった。その後，同日午前６時前までに９．５７μＳｖとな

り，同日午前６時には毎時３．９４μＳｖとなったが，同日午前８時前ま

でに再び毎時９．３０μＳｖまで上昇し，同日午前８時には毎時２．７７15 

μＳｖまで下がった。なお，これ以降同月２０日まで上記毎時２．７７μ

Ｓｖを超えることはなかった。 

  同月１５日午前９時３０分頃，いわき市は，独自の判断で，小川町上小

川字戸渡地区や川前町下桶売地区の一部（志田名，荻）に自主避難を要請す

るとともに，同日午前９時４５分には，いわき市長が市民に対して不要不20 

急の外出を控えるようにとのメッセージを発した。同日午後１時１７分に

は，避難のために磐越自動車道いわき三和インターチェンジ・小野インタ

ーチェンジ，常磐自動車道いわき勿来インターチェンジ・いわき湯本イン

ターチェンジ・いわき中央インターチェンジが開放された。 

  上記ａのいわき市の北部の一部地域に対する，原災法に基づく屋内退避25 

指示後，同市全体に屋内退避指示が出されたとの誤報が広まり，物資輸送
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のためのトラックも同市内に入ってこなくなり，同市全域のコンビニやス

ーパーマーケットの店員などが避難して閉店状態となった。また，救援物

資なども徐々に届くなどしていたが，物流が回復せず，一般家庭に物資が

行きわたらない深刻な状況となった。同日午後には，ガソリンの調達が困

難になったため，市内の路線バスが全面運休となったが，燃料にＬＰ（液化5 

石油）ガスを使用していたタクシーは営業を継続していた。 

  また，資材の調達などができず，水道の復旧なども遅れることとなった

（以上，甲Ａ２本文編・２７１，２８１頁，甲Ａ５０５，甲Ａ５１２，乙Ａ１３３・

１４，１５，１８，２０頁，乙Ｃ３１の２，乙Ｃ５０・４頁）。 

ｃ ３月１６日午前５時４５分頃，４号機のＲ／Ｂ４階部分で火災が発生し10 

た。同日午前１０時４０分，いわき市長が市民に対し，冷静な行動のお願

い，医薬品の提供，避難所への配送作業などを求めるメッセージを公表し

た。 

  同日，いわき市からの働きかけなどを受けて政府調達のガソリンがいわ

き市に供給されたが，運搬先が郡山市までとされたため，大型免許等を有15 

する消防署職員らが郡山市まで出向き，タンクローリーを運転していわき

市内まで物資を運ぶなどしなければならない状況となったが，その後，い

わき市内１１か所の給油所においてガソリン，軽油が供給された。 

  同日，いわき市内の水道水の放射性物質の測定が開始された（以上，甲Ａ

５０５，乙Ａ１３３・１４，１５，２０頁，乙Ｃ５０・４，６頁）。 20 

(ｲ) 新聞報道の状況は以下のとおりである。 

ａ ３月１５日の福島民報は，「原発３号機も爆発」，「２号機，２度空だ

き」との見出しで，同月１４日午前１１時１分頃，３号機が水素爆発を起

こし，１１人が負傷し，このうち７人が被ばくしたが，原子炉格納容器等

が健全であると確認され，官房長官が「放射性物質が大量に飛び散ってい25 

る可能性は低い」と述べたこと，同日夜，２号機の原子炉水位が急速に低
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下し，一時燃料棒が完全に水面から露出し，空だきの状態となったこと，

周辺の放射線量のレベルが上がり，一部炉心溶融が起きたとみられること，

保安院が本件原発の半径２０ｋｍ以内の住民約６５０人に屋内退避を要請

したこと，本件原発敷地内のモニタリングポストでは，放射線量の急上昇

は見られなかった旨報じた。 5 

  ２号機の状況について，同紙は，「メルトダウンの恐れ」，「放射性物

質大量放出も」との見出しで，２号機の炉心溶融が進んで核燃料の大半が

溶ける「メルトダウン」が懸念される状況となったこと，１号機及び３号

機の水素爆発では鋼鉄製の原子炉格納容器は守られており，漏れ出る放射

性物質は限定的であるが，メルトダウンが進行すれば水蒸気爆発で容器ご10 

と吹き飛び，大量の放射性物質がまき散らされるおそれがあること，史上

最悪と呼ばれるチェルノブイリ原発事故のように住民の健康に長く深刻な

影響を及ぼしかねないことなどを報じた。 

  被ばく者について，上記けがをした７人の被ばくした者（被告東電従業員，

自衛隊員ら）のうち５人が除染を受けたこと，郡山市では相双地区からの避15 

難者数が３５５４人となり，スクリーニングの結果，１１９人が除染の対

象となったことも報じられた（以上，甲Ａ１６の１・７，８枚目）。 

ｂ ３月１６日の福島民報は，「高濃度放射能漏れ」，「屋内退避３０㌔に

拡大」といった見出しで，同月１５日午前６時１０分頃に２号機の原子炉

格納容器の圧力抑制プール付近で爆発音が上がり，プールが損傷したこと，20 

その５分後に４号機でも爆発音がして火災が発生したこと，外部へ広範囲

に高濃度の放射性物質が漏れたとみられることなどを報じた。内閣総理大

臣が記者会見をして「放射能濃度がかなり高くなっている。」として，本

件原発から半径２０ｋｍ以内の住民の避難に加え，新たに２０～３０ｋｍ

の住民に対して屋内退避を指示したことも報じられた。 25 

  加えて，茨城県東海村の東京大の研究施設では，毎時５μＳｖの放射線
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量が検出され，各地でも放射線量の上昇が確認されたこと，毒性の強いプ

ルトニウムが大量に含まれる使用済み核燃料が損傷し，極めて強い放射性

物質が外に拡散する危険性があること，１～４号機の中央制御室の放射線

量が上昇したために運転員が常駐できず，定期的に運転データを制御室に

取りに戻っていること，３号機付近では同日午前１０時２２分に一般人の5 

年間被ばく線量限度の４００倍に達する毎時４００ｍＳｖの放射線量を観

測したこと，同じ時間に４号機敷地内で毎時１００ｍＳｖが検出されたこ

とが報じられた。 

  福島県が県内で行っている放射線常時測定調査において，福島市は，同

日午後３時まで，正常値の毎時０．０５～０．０９μＳｖの範囲で推移し10 

ていたが，徐々に上昇し始め，同日午後５時には毎時２０．２６μＳｖ，

同日午後６時には毎時２３．１８μＳｖとなり，同日午後７時には通常の

約４７８倍に当たる毎時２３．８８μＳｖとなったこと，いわき市におい

ては，同日午前４時に毎時２３．７２μＳｖとなったが，同日午後には毎

時１μＳｖ台に低下したこと，郡山市においては，同日午後２時５分に毎15 

時８．２６μＳｖを，白河市で同日午後９時に毎時７．５６μＳｖを，そ

れぞれ観測し，南相馬市は，終日毎時２μＳｖ台が続き，同日午後８時の

毎時４．６２μＳｖが最高であったこと，南会津町は同日午後５時２０分

に毎時１．０８μＳｖとなり，会津若松市は同日午後８時と同日午後９時

に毎時１．１８μＳｖが最高であったこと，福島県が公表した本件原発の20 

２２～４０ｋｍの６地点の測定調査において飯館村が同日午後４時から毎

時２０μＳｖ台を超え，同日午後６時２０分に毎時４４．７μＳｖを記録

したことを報じた。 

  福島県によると，３０キロの屋内退避について，１３万６０００人が対

象となり，半径２０～３０ｋｍ内には，一部が避難指示の対象となってい25 

る南相馬市，浪江町，広野町，葛尾村，川内町及び田村市の６市町村に加
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えて，飯館村及びいわき市の市村が含まれ，福島県の推計では，南相馬市

において約６万人，いわき市四倉地区などにおいて約３万人，田村市にお

いて約３万１０００人が対象となることが報じられた（以上，甲Ａ１６の１・

９，１０枚目）。 

ｃ ３月１７日の福島民報は，「原発危機 依然続く」との見出しで，３号5 

機付近から同月１６日午前８時半過ぎに白煙が噴出し，４号機では同日午

前５時４５分頃火災が発生しているのが確認されたこと，３号機の白煙の

原因について，保安院が使用済み核燃料プールからの水の蒸発量が増えた

ことによるものと分析しており，陸上自衛隊のヘリコプターによる上空か

らの注水や高圧放水車による注水の検討や準備が進められている旨，保安10 

院によれば，同日午前１０時４０分頃に本件原発の正門付近で毎時１０ｍ

Ｓｖの高水準（一般人の年間被ばく線量限度は１ｍＳｖ）の放射線量が計測され

た旨報じられた。 

  ３号機付近で同日午前６時２０分頃，危険性の極めて高い毎時４００ｍ

Ｓｖが検出されたと被告東電が発表したこと，４号機付近では毎時１００15 

ｍＳｖ，２号機と３号機の間の中間点では毎時５５ｍＳｖが検出されたこ

とも報じられた（以上，甲Ａ１６の１・１２枚目）。 

オ ３月１７日～３月２５日 

(ｱ) ３月１７日，１８日の状況は，以下のとおりである。 

ａ 厚生労働省（以下「厚労省」という。）は，３月１７日，都道府県知事らに20 

対し，「放射能汚染された食品の取り扱いについて」との通知をした。 

  その中で，原子力安全委員会が示した指標値を，食品衛生法上の食用の

可否等に関する暫定規制値とする旨，具体的な暫定規制値として，放射性

ヨウ素について，飲料水（牛乳，乳製品を含むが，乳幼児用については１００Ｂ

ｑを超えるものを使用しないように指導）１ｋｇ当たり３００Ｂｑ，野菜類同25 

２０００Ｂｑ，放射性セシウムについて，飲料水・牛乳・乳製品同２００
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Ｂｑ，野菜類，穀類，肉・卵・魚・その他同５００Ｂｑとする旨定められ

ていた（乙Ａ８８）。 

ｂ ３月１８日の福島民報は，同月１７日の状況として，自衛隊のヘリコプ

ター及び消防車両を用いた放水による使用済み燃料プール（原子炉で使い終

わったウラン燃料を冷却するためのプールである。同紙の解説記事では，使用済み核5 

燃料は核分裂反応を終えても熱を放出し続けるため，核燃料再処理施設に運び出すま

での間，循環させた水で十分に冷やし続けること，使用済み核燃料は猛毒のプルトニ

ウムのほか，極めて強い放射線を出す核分裂生成物を含み，厳重な管理が必要とされ，

通常，同プールの水温は４０度前後に保たれていることとされていた。）の冷却等

の取組を報じた。その中で，警察や消防の対応のみでは困難であり，自衛10 

隊を動かしての対応が迫られたこと，自衛隊による放水前後の放射線量に

は大きな影響は見られなかったが，データを集め，冷却効果や今後の対策

を検討すること，被告東電が放水の前後で，毎時３７００μＳｖ超の放射

線量が毎時約３６００μＳｖに低下し，プールの水量の増加による放射線

数値の低下と分析できると述べたこと，冷却放水により核燃料プールの水15 

の蒸発が進み燃料が破損して放射性物質が放出される事態を防ぐ「切り札」

としての効果に期待する一方，原子力の専門家からその効果を疑問視する

声や，温度を一時的に下げる対症療法にとどまるとの見方がされているこ

となどが報じられた。また，外部電源の復旧に向けて作業が本件原発にお

いて行われていることも報じられた(甲Ａ１６の１・１３，１４枚目)。 20 

ｃ ３月１８日午前９時頃，いわき市は，安定ヨウ素剤の配布を発表し，同

日，妊婦及び４０歳未満の市民に対し，安定ヨウ素剤の配布を開始した。 

  同日には，いわき市立幼稚園及び小学校の卒業式が中止され，また同日，

高速バスのいわき～東京線の１０往復運行が再開された（以上，甲Ａ５０５，

乙Ａ１３３・１８，２０頁，乙Ｃ５０・３頁）。 25 

ｄ ３月１９日の福島民報は，保安院が，１～３号機の事故を受けて，ＩＮ
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ＥＳについて，レベル５との暫定評価をしたこと，使用済み核燃料の冷却

のための自衛隊による放水が継続されていることを報じた。また，放水に

ついては，各地の地方自治体の協力を得て，危機につながる燃料プールの

過熱を防ぐために外部から冷やすほかなく，放水作業が重要であること，

他方，使用済み燃料プールなどを冷却する放水作業は問題をとりあえず抑5 

え込む「対症療法」であり，外部からの電源供給を復活させることにより

「根本療法」になる可能性があること，建設当時に使われた東北電力の「東

電原子力線」からケーブルで敷地内へ引き込み，原子炉などの各施設に送

る計画が立てられ，冷却システムの復活，電力供給の途絶のために働かな

くなった計測メーターの復活により状況把握などが可能となることが報じ10 

られた。また，５号機及び６号機の使用済み燃料プールの水温が上昇し，

同月１８日午後４時に５号機が６６．９度，６号機が６４．５度となり，

保安規定の定める６５度を超えている状態となっていたことも報じられた

(甲Ａ１６の１・１５，１６枚目)。 

(ｲ) ３月１９日～２２日の状況は以下のとおりである。 15 

ａ ３月１９日，厚労省は，各都道府県水道行政担当部に対し，本件事故に

伴う水道の対応に関する通知を発した。その中で，飲料水に関する原子力

安全委員会が定めた指標値について，放射性ヨウ素１ｋｇ当たり３００Ｂ

ｑ，放射性セシウム同２００Ｂｑであること，これは，ＩＣＲＰが勧告し

た放射線防護の基準（放射性ヨウ素の実効線量年間５０ｍＳｖ，放射性セシウム20 

の実効線量年間５ｍＳｖ）を踏まえたものであること，指標値を超過した水を

一時的に飲料した場合であっても直ちに健康に影響を生じないことなどを

踏まえ，代替となる飲用水の供給が容易に受けられない状況で，水を飲む

ことができないことによって健康影響が懸念される場合等において，水道

水の飲料を厳格に制限するものではないが，原子力災害対策本部による摂25 

取制限の実施が指示されるまでの間，指標値を超える水道水の飲用を控え
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るように広報してほしいこと，飲用による摂取以外の使用はリスクが低く，

可能であること，放射性物質の浄水処理について，活性炭処理による除去

効果を示す知見があるから，指標値に近い値が検出された場合には，これ

らの処理を実施し指標値以下となるよう取り組まれたいことが記載されて

いた。 5 

  また，同月２１日，厚労省は，上記各水道行政担当部に対し，乳児によ

る水道水の摂取に関する対応について通知を発した。その中で，乳児につ

いて，食品衛生法上の暫定規制値を踏まえ，水道水から１ｋｇ当たり１０

０Ｂｑを超える放射性ヨウ素が検出された場合には，乳児用調製粉乳を水

で溶かして乳児に与えるなどの乳児による水道水の摂取を控えるよう広報10 

されたいとの記載があった。なお，３月２４日付けで日本産科婦人科学会

は，胎児に悪影響が出る被ばく線量が５０ｍＳｖ（ＩＣＲＰの勧告では１００

ｍＳｖ）以上であると考えられているところ，妊娠女性が妊娠期間中の２８

０日間に，１ｋｇ当たり２００Ｂｑ前後の放射性物質を含む水道水（以下

「軽度汚染水道水」という。）を毎日１リットル飲むと仮定しても，その総被15 

ばく量は１．２３２ｍＳｖにとどまる（計算式 摂取総量２８０×２００Ｂｑ

×２．２÷１００＝１２３２μＳｖ）こと，また，母乳中に分泌される放射能

活性をもったヨウ素については，摂取量の４分の１程度と推測されること

（確定的なことは不明），以上の点から，現時点で妊娠中・授乳中の女性が軽

度汚染水道水を連日飲んでも，母体及び乳幼児・胎児に健康被害は起こら20 

ないと推定され，授乳を継続しても乳幼児に健康被害は起こらないとも推

定されるとしており，ただ，乳幼児・胎児は成人に比べて被ばくの影響を

受けやすいとされているから，被ばくが少ないほど安心であり，軽度汚染

水道水以外の飲料水を利用できる場合，それを飲用することを勧めるとし

ていた（以上，甲Ａ４１０，甲Ａ４１１，乙Ａ５６）。 25 

ｂ ３月２０日以降，いわき市の要請により，市内の給油所や病院などへの
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ガソリンなどの供給が段階的に行われるようになった。また，同日，高速

バスのいわき～郡山線の６往復運行が再開された。 

  ３月２１日午前１１時の県いわき合同庁舎駐車場における放射線量の測

定結果（測定高さ１ｍ）は，毎時６．００μＳｖであった。同日，いわき市

長が，放射能の影響及び雨降時の対応についてメッセージを発した。 5 

  同日には，応急復旧工事を終えて，常磐自動車道（いわき中央インターチェ

ンジと水戸インターチェンジ間）の一般車両通行止めが解除され，これにより

物流が徐々に再開され始めた。 

  ３月２２日，共立病院が外来通常診療を再開し，ごみ収集の一部（燃える

ごみ，週１回）も再開された。同日の県いわき合同庁舎駐車場における放射10 

線量の測定結果は，毎時２．５２μＳｖであった。 

  また，いわき市内全域で閉店していたコンビニエンスストアが，同日以

降，徐々に再開されていった。同市は，スーパーマーケットなどの再開の

めどがつくまで，公民館などにおいて市民に対して支援物資を配布するな

どの対策を講じた。同日，民間の石油会社の協力も得て，市内８９か所の15 

給油所において，ガソリン・軽油の供給がされた。市内路線バスも，同日

に，６路線で日祝日ダイヤでの運行が再開された（以上，甲Ａ４９５・２頁，

甲Ａ５０５，甲Ａ５１２，乙Ａ１３３・１４，１７，１８頁，乙Ｃ３１の２，乙Ｃ５

０・３，４，６頁）。 

ｃ ３月２１日，ＩＣＲＰは，本件事故について，緊急時の公衆の防護のた20 

めに勧告している，最も高い計画的な被ばく線量として年間２０～１００

ｍＳｖの範囲で参考レベルをそのまま変更することなく設定するよう勧告

した。また，その中では，放射線源の制御により汚染地域が残っても，日

本国の機関は，住民が住み続けられるような防護措置をとるはずであり，

その場合に，長期間の後には放射線レベルを年間１ｍＳｖへ低減するとし25 

て，これまでの勧告から変更することなく，現時点での参考レベル年間１
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～２０ｍＳｖの範囲で設定するよう勧告している（乙Ａ４２）。 

ｄ ３月２０日の福島民報は，東京消防庁による核燃料プールに向けた放水

が継続されていること，同月１９日に被告東電の複数の従業員が緊急時被

ばくの上限の１００ｍＳｖを超える被ばくをしたこと，東京消防庁の職員

の最大被ばく量が同日正午時点で２７ｍＳｖであったことを報じた。「冷5 

却機能復活に期待」との見出しで，電源供給に向けた送電線ケーブルの接

続作業が終わった旨も報じられた。また，被告東電の社長が，本件事故に

ついて，ＩＮＥＳでレベル５と評価されたことを受けて，「県民に深くお

わびする」とのコメントを出した旨報じられた（甲Ａ１６の１・１７，１８枚

目）。 10 

ｅ ３月２１日の福島民報は，「県外避難２万人超」との見出しで，福島県

内から県外への避難者が２万人を超え，主な避難先として山形県，新潟県，

茨城県などの７県で，そのうち，茨城県のつくば市がいわき市民ら約５４

０人を受け入れたことなどを報じた。また，「２号機の電力復活」の見出

しで，被告東電が同月２０日に外部電源から送電線を引き込んで２号機の15 

電力を復活させたこと，これに伴い，順次，原子炉の温度，圧力，放射線

量の測定装置の復旧，原子炉冷却機能などの復旧を目指すこと，非常用電

源が働いている５号機及び６号機は安定して冷却されていること，他方，

２号機も含めて，炉内の温度，圧力の上昇などが懸念される３号機の原子

炉や４号機の燃料プールなどへの消防等による放水が継続されていること20 

などが報じられた（甲Ａ１６の１・１９枚目）。 

ｆ ３月２２日の福島民報は，５号機及び６号機の外部電源も復旧され，効

率的に冷却ができる期待があるが，２号機及び３号機では，一時発煙があ

り，作業員が避難したため，外部電源復旧後の２号機の冷却機能の回復作

業が中断されたこと，上記発煙後に放射線量の測定値が上昇したことなど25 

を報じた（甲Ａ１６の１・２０枚目）。 



 

260 

 

ｇ ３月２３日の福島民報は，断水が続くいわき市に給水車２台と支援車両

１台が派遣されたこと，福島県内では本件事故の影響で各地から派遣され

た給水車が相次いで引き上げ，自衛隊を除き数台が残るだけであることな

どを報じた（甲Ａ１６の１・２１枚目）。 

(ｳ) ３月２３日，２４日の状況は次のとおりである。 5 

ａ ３月２３日，いわき市内の水道水測定の結果，放射性ヨウ素が１ｋｇ当

たり１０３Ｂｑ検出され，いわき市は，乳児の水道水摂取を制限し，乳児

に対するペットボトル水の配布を開始した（甲Ａ５０５）。 

ｂ ３月２４日の福島民報は，福島県産の野菜１１品種から基準値を超える

放射性物質が検出されたことなどを受けて，内閣総理大臣が，原子力災害10 

対策法に基づき，福島県産の葉物野菜などの「摂取制限」の指示をしたこ

と，併せて，政府が，近隣６県に対し，各品目の検査を強化するよう求め

たこと，福島県が県内の生産者らに対し，５０品目の野菜の出荷などを自

粛するよう要請したことなどを報じた。また，東京都の一部の浄水場でも

水道水１ｋｇ当たり２１０Ｂｑの放射性ヨウ素が検出されたことが報じら15 

れた。 

  また，「危機脱出 なお難題」との見出しで，２３日に外部電源の復旧

作業が続き，危機脱出の手掛かりが少しずつ見えてきているが，中央制御

室の復活や計器類の稼働，冷却システムの再開といった課題も多いこと，

２２日には３号機の中央制御室の照明が再点灯し，１号機，２号機及び４20 

号機でも復旧に向けた作業が進むとともに，原子炉圧力容器内の温度を計

測するための計器類も２３日には使えるようになり，個々の計器に電気が

通り，データが増えれば注水などの作業も効率化できることなどが報じら

れたが，放射性セシウム１３７の放出量がチェルノブイリ原発事故後の１

日の放出量の２０～５０％に達すること，本件原発敷地内の空気中の放射25 

性ヨウ素１３１が，２２日の測定で，放射線業務従事者が呼吸する空気中
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の濃度限度の２．２４倍に達することなども報じられた（以上，甲Ａ１６の

１・２２，２３枚目）。 

ｃ 同月２５日の福島民報は，内閣官房長官の記者会見で，本件原発から半

径２０～３０ｋｍ圏内の屋内退避対象者について，「長期にわたってきて

おり，今のままのやり方で屋内退避を継続できるかどうか検証を指示して5 

いる。放射線の問題とは別に社会的な要請で対応をどうするか検討はしな

ければいけない」と述べたこと，ただ，避難勧告について，その指示によ

り「危険がさらに広がったと間違ったメッセージになってはいけない。社

会的な必要性を精査している」などと述べたことを報じた（甲Ａ１６の１・

２４枚目）。 10 

(ｴ) ３月２５日の状況は次のとおりである。 

ａ ３月２５日午前１１時４６分，内閣官房長官は，本件原発の半径２０～

３０ｋｍ圏内の住民に対し，自主避難を促した。なお，同日頃から，これ

まで止まっていた，いわき市内での郵便業務が再開された（甲Ａ５０５，乙

Ａ１３３・１４頁）。 15 

ｂ ３月２６日の福島民報は，本件原発から半径２０～３０ｋｍ圏内の屋内

退避する住民の生活維持が物資不足などにより困難であるとして，内閣官

房長官が，自主避難を促す方針を表明したこと，避難指示としなかったの

は，生活面での不自由さを考慮した判断であり，放射性物質による危険が

増したと受け止められ，混乱を招くとの懸念があったためであること，原20 

子力安全委員会において，屋内退避区域のうち放射線量が高いと考えられ

る区域の住民に対して積極的な自主避難を促すほか，これらの区域以外の

屋内退避区域の住民にも予防的観点から自主的に避難することが望ましい

との提言がされたことなどを報じた。 

  また，同日の同紙は，「１～３号機 復旧中断」との見出しで，３号機25 

での復旧作業中の３人の作業員が高線量の放射線に被ばくした前日の事故
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の際に，作業員らがつかった水たまりの放射性物質濃度が，通常の炉心の

水の１万倍程度に達していたこと，１号機及び２号機のＴ／Ｂでも高い放

射線量を示す水たまりが見つかったこと，「安定停止 見通し不透明」と

の見出しで，１～３号機の原子炉停止時冷却系の機能の復旧作業が継続さ

れているが，現場に照明がなく，放射線量も高いため現場に長時間滞在す5 

ることが不可能で作業効率が悪いこと，数箇月以上かかるとの見通しもあ

ること，「政府対応 あいまい」などの見出しで，自主避難を促された地

域の自治体の困惑状況などを報じているが，いわき市では，独自に圏内の

地区住民に対して既に避難を呼びかけており，冷静に受け止めているが，

「国は具体的な情報を示し，不安をあおらないでほしい」との注文を付け10 

たことなどを報じた（以上，甲Ａ１６の１・２５～２７枚目）。 

カ ３月２６日～４月２２日までの状況等 

(ｱ) ３月２６日，いわき市長は，現放射線測定値の健康への影響についてメッ

セージを発した。同日の県いわき合同庁舎駐車場における放射線量の測定結

果（測定高さ１ｍ）は，毎時１．１０μＳｖであった。 15 

  ３月２８日，いわき市内の３８の公立保育所のうち１８保育所が業務を再

開した。また，同日頃から，営業時間の短縮を余儀なくされながらも，大部

分の小売店が営業を再開した。さらに，同日，高速バスのいわき～仙台線の

３往復運行が再開された。 

  同日，小名浜港の大剣ふ頭の供用が開始され，３月２９日には民間の大型20 

石油タンカーの入港が再開された。これ以降，市内の燃料不足が大きく改善

されるようになった。 

  ３月２９日，いわき市長の臨時記者会見で，ごみ収集の全面再開と家庭か

ら出た災害ごみの受入れなどが公表され，同月３０日から同災害ごみの受入

れが開始され，４月４日にはごみ収集が全面再開された。 25 

同月１日には，市内２８の保育所（新規１０施設を含む。）が業務を開始した。
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また，同日までに市内の約７割に当たる１９１の病院診療所が診療を再開し，

同日，市内路線バスの多くが日祝日ダイヤで運行を再開した。 

同月６日，市立小中学校の入学式が実施され，市内路線バスが一部路線を

除き通常ダイヤで運行を再開した。なお，上記小中学校は，その後の余震の

影響により同月１２日～同月１５日に臨時休校したが，同月１８日には再開5 

された（以上，甲Ａ５０５，甲Ａ５１２，乙Ａ１３３・１４，１８頁，乙Ａ１４１，乙

Ｃ５０・３，６，７頁）。 

(ｲ) 本件事故後に原子炉の温度上昇を抑えるために注入されていた海水等は核

燃料に触れて放射性物質に汚染されるとともに，原子炉圧力容器などの損傷

により建屋に流れ込み，滞留していた海水と混ざり合うことで大量の高濃度10 

汚染水が発生した。２号機及び３号機では，高濃度汚染水がＴ／Ｂ地下から

海側地下のトンネルに流れ込んでいた。 

  ４月２日，被告東電は，２号機の取水口付近から汚染水が海に流出してい

たと公表し，止水工事及び取水口付近にシルトフェンス（汚染水の拡散を防ぐ

ための水中カーテン）の設置をした。また，同月１５日，被告東電は，同月４日15 

から同月１０日にかけて，高濃度汚染水の移送スペースを確保するため，集

中廃棄物処理施設等に滞留した低濃度汚染水を海に放出したことを公表した。

なお，被告東電は，５月１１日，３号機の取水口からも汚染水が海に流出し

ていたと公表した（甲Ａ４５２・１，２，１３頁）。 

(ｳ) ４月７日，市立幼稚園の入園式が実施された。 20 

  同月１０日に市内水道が，津波や地滑りの被災地区を除き，復旧された（復

旧率９７％）。 

  同月１１日，いわき市長が，同市が「緊急時避難準備区域」の対象となら

ないことについて，メッセージを公表した。同日，ＪＲ常磐線のいわき駅～

高萩駅の普通列車が特別ダイヤで運行を再開し，上野駅までの運行が可能と25 

なり，同月１５日には，ＪＲ磐越東線の通常運転が開始（いわき駅～小野新町
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駅での運転再開）された。 

また，同日には，高速バスのいわき～京都・大阪線１往復，いわき～福島

線４往復がそれぞれ運行を再開した。 

  同月１７日，いわき市役所の支所である久之浜・大久の各支所における本

来の場所での業務が再開された。また，同日，ＪＲ常磐線のいわき駅～四ツ5 

倉駅間の運行が再開し，同月２８日，いわき駅以南のＪＲ常磐線の特急列車

の運行が再開された。また，５月１４日までにいわき駅以北の久ノ浜駅まで

の運行が再開された。 

  なお，ガスについては，本件事故後の風評被害などにより資材の調達が難

しくなり，復旧が遅れていたが，４月１５日までにはおおむね復旧し，同月10 

１１日の余震の影響で再度断水していた水道も，同月２１日には，津波など

の被災地域を除き，市内ほぼ全域の水道が復旧した（以上，甲Ａ４９５・２頁，

甲Ａ５０５，乙Ａ１３３・１５，１６，１８頁，乙Ｃ５０・３，６頁）。 

(ｴ) 被告東電は，４月１７日，本件事故の収束に向けた道筋を公表した。その

中で，①現状として，注水により１～３号機の冷却ができているが，高温に15 

より格納容器に生じた隙間から放射性物質を含む微量の蒸気が漏えいしてい

る可能性が高いこと，２号機の原子炉内が発生源と見られる放射線レベルの

高い汚染水が流出し滞留等していること，建屋外にがれきが散乱し放射性物

質が飛散していること，今後の目標として，②まず３か月程度で，１～３号

機の原子炉や１～４号機の使用済みプールの安定的冷却，２号機の滞留水の20 

増加の抑制と敷地外への流出防止のための保管場所の確保，放射線レベルの

高い汚染水の保管，除染などの処理，放射性物質の飛散の防止，放射線モニ

タリングの拡充などを実行し，放射線量が着実に減少傾向となっている「ス

テップ１」の達成，③次にステップ１の終了後３～６か月程度で，冷温停止

の状態とすること，汚染水の全体の量の減少，建屋全体の被覆，避難指示区25 

域等の放射線量の低減などを実行し，放射性物質の放出が管理され，放射線
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量が大幅に抑えられている「ステップ２」を達成することとしていた（乙Ａ１

１０）。 

(ｵ) 内閣総理大臣は，一時立入りに関する検討と対象市町村との協議を経た上

で，４月２１日午前１１時，原災法２０条３項に基づき，福島県知事及び関

係自治体の長に対し，本件原発から半径２０ｋｍ圏内を「警戒区域」に設定5 

し，緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して，市町村長が一時的な

立入りを認める場合を除き，当該区域への立入りを禁止するとともに，当該

区域からの退去を命ずることを指示し，同月２２日午前零時，本件原発から

半径２０ｋｍ圏内は，災害対策基本法６３条１項に基づき，警戒区域に設定

された。なお，警戒区域への立入制限に違反する場合には，１０万円以下の10 

罰金又は拘留の刑罰が科されることになった。 

    また，本件原発から半径２０ｋｍ圏外についても，放射線量の高い区域が

把握されたこと，屋内退避区域内で物流が止まり，生活が困難になる地域が

出たことなどを受け，原子力災害対策本部は，３月３１日以降，文科省が作

成した年間積算線量の推計結果を基にした新たな避難区域の検討を開始して15 

いた。そこでは，ＩＣＲＰ及びＩＡＥＡが定める緊急時被ばく状況における

放射線防護の基準値である年間２０ｍＳｖから１００ｍＳｖのうち最下限の

２０ｍＳｖを指標とし，年間２０ｍＳｖを超える地域については計画的に住

民の避難を実施すること，一方，この数値を下回る区域については本件原発

において発生し得る最悪の事態を想定し，緊急時に避難のための立ち退き又20 

は屋内への退避が可能な準備を行うことが決められた。 

  それを踏まえ，内閣総理大臣は，４月２２日午前９時４４分，原災法２０

条３項に基づき，福島県知事及び関係自治体の長に対し，本件原発から半径

２０ｋｍ以上３０ｋｍ圏内の地域について，計画的避難区域の指定（本件原発

から半径２０ｋｍ圏内の避難が指示された区域を除く葛尾村，浪江町及び飯館村並びに25 

川俣町及び南相馬市の一部を対象として，原則としておおむね１か月間程度で順次当該
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区域外への避難のための立ち退きを行うこと）及び緊急時避難準備区域の指定（本

件原発から半径２０ｋｍ圏内の避難が指示された区域を除く広野町，楢葉町及び川内村

並びに田村市及び南相馬市の一部を対象として，常に緊急時に避難のための立ち退き又

は屋内への退避が可能な準備を行うこと）を行うとともに，屋内退避指示を解除

した（以上，甲Ａ２本文編・２７１～２７３，２７５，２７６頁，乙Ａ２４，乙Ａ２５）。 5 

(ｶ) ４月２２日，いわき市の屋内退避区域の指定が解除されたことについて，

いわき市長がコメントを発した（甲Ａ５０５）。 

キ 本件事故直後の水道水の放射性物質の測定状況等 

(ｱ) ３月１６日～４月１１日までの，いわき市内の水道水の放射性物質の測定

結果は，以下のとおりである。 10 

  いわき市合同庁舎において採取した水道水のうち，放射性ヨウ素について，

３月１６日１ｋｇ当たり６４．６Ｂｑ，３月１８日同９３．０Ｂｑ，３月１

９日同７１．６Ｂｑ，３月２０日同４９．２Ｂｑ，３月２１日同１０３．０

Ｂｑ，３月２２日同１１４．０Ｂｑ，３月２３日同２３．６Ｂｑ，３月２４

日同２１５．０Ｂｑ，３月２５日同１００．０Ｂｑ，３月２６日同８５．７15 

Ｂｑ，３月２７日同６７．５Ｂｑ，３月２８日同４２．２Ｂｑ，３月２９日

同２７．８Ｂｑ，３月３０日同１６．５Ｂｑ，３月３１日不検出，４月１日

１ｋｇ当たり２０．０Ｂｑ，４月２日同１１．８Ｂｑ，４月３日～４月１１

日いずれも不検出であり，放射性セシウムについて，３月１６日不検出，３

月１８日１ｋｇ当たり１６．３Ｂｑ，３月１９日同１５．６Ｂｑ，３月２０20 

日～４月１１日いずれも不検出であった。 

  同市内の平浄水場において採取した水道水のうち，放射性ヨウ素について，

３月１７日１ｋｇ当たり４３．０Ｂｑ，３月１８日同６８．０Ｂｑ，３月１

９日同９９．２Ｂｑであり，放射性セシウムについて，３月１７日～３月１

９日いずれも不検出であった。 25 

  同市内の上野原浄水場において採取した水道水のうち，放射性ヨウ素につ
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いて，３月２３日１ｋｇ当たり１１６．０Ｂｑ，３月２４日同３７．０Ｂｑ，

３月２５日同３０．９Ｂｑ，３月２６日同２２．７Ｂｑ，３月２７日～３月

３０日いずれも不検出，３月３１日１ｋｇ当たり３５．８Ｂｑ，４月１日不

検出，４月２日１ｋｇ当たり１２．３Ｂｑ，４月３日～４月１１日いずれも

不検出であり，放射性セシウムについて，３月２３日～４月１１日いずれも5 

不検出であった（甲Ａ４１４）。 

(ｲ) いわき市内の平浄水場ほか７か所の浄水場における飲料水モニタリング検

査の推移としては，平浄水場（夏井川水系夏井川）において採取した水道水の

うち，放射性ヨウ素について，３月２８日１ｋｇ当たり６．１Ｂｑ，３月３

１日同７．５Ｂｑ，４月３日～４月２９日いずれも不検出であり，放射性セ10 

シウムについて，３月２８日～４月２９日いずれも不検出であり，その他の，

鮫川水系の２か所の浄水場，地下水系の浄水場，五林川，入遠野川及び馬下

川の浄水場についても，３月２８日及び同月３１日に放射性ヨウ素が検出（最

大値は，鮫川水系四時川の山玉浄水場で１ｋｇ当たり３４Ｂｑ）されたが（ただし，

鮫川水系鮫川の泉浄水場では，３月２８日不検出），それ以降，山玉浄水場で１ｋ15 

ｇ当たり１３．６Ｂｑの放射性ヨウ素が検出された４月３日を除き，４月２

９日までいずれも不検出であり，放射性セシウムについては，３月２８日～

４月２９日いずれも不検出であった（甲Ａ４１５）。 

(2) 平成２３年５月頃以降の本件事故の推移等といわき市の状況等 

ア 原子力災害対策本部等の行政庁の指示，被告東電の対応状況等 20 

(ｱ) 文科省は，平成２３年４月１９日，「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用

判断における暫定的考え方」を福島県教育委員会等に発出したと公表した。

その中で，ＩＣＲＰの緊急時被ばく状況における公衆の防護の考え方を踏ま

え，非常事態収束後の参考レベル年間１～２０ｍＳｖを学校の校舎・校庭等

の利用における暫定的目安として，今後できる限り児童生徒等の受ける線量25 

を減らしていくことが適切であること，児童生徒等の受ける線量を考慮する
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上で，１６時間の屋内（木造），８時間の屋外活動の生活パターンを想定する

と，上記年間２０ｍＳｖに到達する空間線量率は，屋外毎時３．８μＳｖ，

屋内毎時１．５２μＳｖであり，これを下回る学校では児童生徒等が平常ど

おりの活動によって受ける線量が上記年間２０ｍＳｖを超えることはないと

考えられること，文科省の調査により校庭・園庭で毎時３．８μＳｖ未満の5 

空間線量率が測定された学校については，校舎・校庭等を平常どおりに利用

して差し支えないこととしていた（乙Ａ４４）。 

(ｲ) 被告東電は，平成２３年５月１７日，「『福島第一原子力発電所・事故の収

束に向けた道筋』の進捗状況について」を公表し，その中で，建屋の地下に

滞留した汚染水からセシウム，塩分等を取り除き冷却水として再利用する循10 

環注水冷却を導入する方針を示し，同年６月２７日にその稼働を開始した（甲

Ａ４５２・２頁）。 

(ｳ) 原子力災害対策本部は，平成２３年７月１９日，本件事故の収束に向けた

道筋の進捗状況を公表した。その中で，「ステップ１」における原子炉で発生

している崩壊熱の安定的な除去や注水（循環注水冷却）の確保，炉心状態の解15 

析などの対策により原子炉や使用済み燃料プールの安定的な冷却に到達して

いること，同様に「ステップ１」における滞留水の除染等やその後の処理水

の保管，海洋汚染拡大防止のためのゼオライトによるセシウムの吸着の浄化

作業等も進んでいること，放射性物質の飛散防止やモニタリングの拡充など

も進められていることが示されていた。 20 

  同日，原子力安全委員会は，長期にわたる放射線防護措置のための指標と

して，ＩＣＲＰが緊急時被ばく状況に適用することとしている参考レベルの

バンド２０～１００ｍＳｖの下限である年間２０ｍＳｖを適用すること，現

存被ばく状況として，ＩＣＲＰの勧告に基づき，バンドの年間１～２０ｍＳ

ｖの下方の線量を選定することとなるが，長期的には年間１ｍＳｖを目標と25 

することを示した（以上，乙Ａ４３，乙Ａ１１９，丙Ａ２６１・１～３頁）。 
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(ｴ) 原子力安全委員会は，平成２３年８月４日，本件事故において実施されて

いる各種の緊急防護措置の解除に関する考え方として，①緊急時避難準備区

域において，本件原発の状況等から屋内退避等の対応を要する事態が発生す

る可能性が極めて低く，かつ，そのような事態が発生しても対応のための十

分な時間的余裕があると判断されること（なお，住民が受ける被ばくの低減を図5 

るために必要な除染とモニタリングが行われること），②避難区域において，本件原

発の状況等から屋内退避等の対応を要する事態が発生する可能性が極めて低

く，かつ，そのような事態が発生しても対応のための十分な時間的余裕があ

ると判断されることとともに，当該区域において住民が受ける被ばく線量が

解除日以降年間２０ｍＳｖ以下となることが確実であり，年間１～２０ｍＳ10 

ｖの範囲で長期的には参考レベルとして年間１ｍＳｖを目指して，合理的に

達成可能な限り低減する努力がされること（なお，解除に先立ち必要な除染を行

うとともに，住民が受ける被ばく線量の推定を行うために必要なきめ細かなモニタリン

グが行われること）などを示した。また，③計画的避難区域においても，上記

②のうち解除日以降年間２０ｍＳｖ以下となることと年間１～２０ｍＳｖの15 

範囲で長期的には参考レベルとして年間１ｍＳｖを目指すこととしていた

（丙Ａ２６２・１～３頁）。 

(ｵ) 文科省は，平成２３年８月２６日，「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量

低減について(通知)」を発し，その中で，学校が再開されている地域では既

に校庭・園庭において毎時３．８μＳｖ以上の空間線量率が測定されている20 

学校はないこと，今後，年間１ｍＳｖに向けて低減していく取組を進めてい

く必要があり，夏季休業終了後，学校において児童生徒等が受ける線量につ

いては，原則年間１ｍＳｖ以下（自然放射線等による被ばくを除く。）とし，これ

を達成するために校庭・園庭の空間線量率について，児童生徒等の行動パタ

ーン（学校への通学日数年間２００日，１日当たりの平均滞在時間６．５時間（屋内４．25 

５時間，屋外２時間）とする。）を考慮し，毎時１μＳｖ未満を目安とすることな



 

270 

 

どを示していた（乙Ａ４５・１～４頁）。 

(ｶ) 原子力災害対策本部は，平成２３年９月３０日，緊急時避難準備区域を含

む５市町村（広野町，楢葉町，川内村，田村市，南相馬市）における復旧計画の策

定，提出を受け，同区域の解除を差し支えないとする原子力安全委員会の意

見なども踏まえ，緊急時避難準備区域の解除をした。なお，今後は，国は，5 

各市町村の意向を尊重し，住民の帰還に必要な支援を行うこととしていた（乙

Ａ２６）。 

イ 避難指示区域等の見直し等 

(ｱ) 原子力災害対策本部・被告東電中長期対策会議は，平成２３年１２月２１

日，「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた10 

中長期ロードマップ」を公表し，その中で，廃炉に向けた作業手順などのほ

か，汚染水の対策として，建屋内の滞留水について多核種除去設備（ＡＬＰＳ）

を導入し，Ｔ／Ｂ，Ｒ／Ｂ間の止水，格納容器下部の補修を行い，１０年以

内を目標に上記滞留水の処理を完了すること，汚染された地下水の海洋流出

の防止のために，平成２６年度半ばまでに海側の遮水壁の構築や海底土の固15 

化土による被覆を実施し，海底土中の放射性物質の拡散の防止などの対策を

講じるとともに，平成２４年度中を目標に港湾内の海水中の放射性物質濃度

を周辺監視区域外の濃度限度未満とすることとしていた（甲Ａ４５２・２頁，

乙Ａ９７・１頁）。 

(ｲ) 原子力災害対策本部は，平成２３年１２月２６日，「東京電力福島第一原子20 

力発電所・事故の収束に向けた道筋（ステップ２完了）のポイント」を発し，

その中で，本件原発の原子炉について，圧力容器底部及び格納容器内の温度

がおおむね１００℃以下になっていること，注水のコントロールにより格納

容器から放射性物質の放出が抑制され，本件原発の敷地境界における被ばく

線量が年間０．１ｍＳｖであり，年間目標値１ｍＳｖを下回っていることな25 

どから，「冷温停止状態」に達し，不測の事態が発生した場合も敷地境界にお
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ける被ばく線量が十分低い状態を維持することが可能になり，「放射性物質

の放出が管理され，放射線量が大幅に抑えられている」という事故収束に向

けた目標（ステップ２）の達成と完了が確認され，本件事故そのものの収束に

至ったものと判断したこと，今後の取組として，新組織を設置し，新組織に

より中長期ロードマップを決定し，廃炉に向けた現場作業や研究開発を行う5 

ことを公表した。 

  また，同日，原子力災害対策本部は，「ステップ２の完了を受けた警戒区域

及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題につい

て」を公表し，その中でステップ２の完了により本件原発の安全性が確認さ

れたとして，警戒区域等の見直しについての具体的な検討を開始する環境が10 

整い，今後，見直しに関する基本的な考え方を提示し，見直しに当たって発

生する諸課題への対応等について関係自治体の協議，調整を行いながら検討

するとしたこと，被ばくＷＧが示した年間２０ｍＳｖの被ばくリスクが他の

発がん要因のリスクとの比較において十分に低いものであるという見地から，

原子力安全委員会が示した年間２０ｍＳｖ基準を，区域の見直しにおいても15 

適用すること，他方，放射性物質による汚染に対する強い不安感を有する住

民がいることも踏まえ，今後特別法に基づき策定する除染実施計画に基づく

除染を実施し，２年後に年間１０ｍＳｖ近くまで引き下げ，その目標が達成

された場合には，新たな参考レベルを設定し除染作業を進めること，放射線

感受性が強い子供に対する被ばく線量の一層の低減に向けた対策（通学路，公20 

園などの子供の生活環境に優先した除染に取り組み，２年内に被ばく線量のおおむね６

０％減少した状態を実現すること，校庭・園庭の空間線量率毎時１μＳｖ未満を実現す

ること，学校給食食材等の放射能濃度測定機器の整備等）を優先することなどが示

されていた。 

  なお，その参考資料として，線量分布図（平成２３年１１月５日換算値）が添25 

付され，本件原発の３０ｋｍ圏内付近のいわき市の一部も掲示されていたが，
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その北部の川内村や広野町と接する付近で年間線量（単位ｍＳｖ）が１０以上

２０未満の地域があり，同付近の一部に５以上１０未満の地域もあったが，

それ以南は５未満となっていた（以上，甲Ａ３本文編・２４２，２４３頁，乙Ａ２

９，乙Ａ３０・１～５頁，参考資料）。 

ウ いわき市の津波被害の状況等 5 

(ｱ) 平成２３年６月の現地調査により確認されたいわき市の本件津波による被

害の状況として，浸水区域が，いわき市行政区域１２３１．３５ｋｍ２のうち

１７．７５ｋｍ２（１．４％）であった。浸水深は，１．５ｍ以下が浸水区域の

約６２％であるが，１．５～３．０ｍ以下が１８．２％で，３．０～５．０

ｍ以下が８．３％で，５．０～７．０ｍ以下が１０．３％で，７．０ｍ以上10 

が１％であった（乙Ｃ４９）。 

(ｲ) また，上記(ｱ)の現地調査による建物の被災状況として，被災建物棟数約８

１７０棟のうち，全壊（流失）が約１０５０棟で，全壊が約８３０棟で，全壊

（１階天井以上浸水）が約４３０棟で，大規模半壊が約８８０棟で，半壊（床上

浸水）が約２２１０棟で，一部損壊（床下浸水）が約２７７０棟であった（乙Ｃ15 

４９）。 

(ｳ) 上記調査の結果としては，本件津波の犠牲者は２９２人であり，約７５％

が６０歳以上の高齢者であったとされる（乙Ｃ４９）。 

エ 平成２３年頃のいわき市の経済動向等 

(ｱ) いわき市の主要経済データを見ると，需要動向としては，個人消費のうち20 

大型小売店等販売額（いわき市内の主要大型小売店の販売額）を見ると，平成２３

年３月は，前年（平成２２年）同月と比較すると，－３５％と大きく落ち込み，

平成２３年４月も－１．２％の落込みがあるが，その後の同年５月以降，前

年同月と比較すると，いずれも８～１２％ほど上昇している。自動車の新規

登録台数（代表的な耐久消費財である自動車の販売動向を示し，いわき市における消25 

費動向が反映される。）を見ると，平成２３年３月～同年９月にはいずれも前年
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同月を下回っているが，平成２３年１０月以降同年１２月まで，前年同月を

いずれも２０％以上，上回っている。新設住宅着工数（住宅への投資動向を表し，

住宅投資の増加は建築資材の需要や家具の買替え需要などの波及効果をもたらす。）を

見ると，平成２３年は，平成２２年との比較において，マイナスの月が多い

ものの，平成２３年５月，同年８月及び同年１１月は前年同月をいずれも２5 

５％以上，上回っており，公共工事等受注額を見ると，平成２３年９月まで，

同年５月を除き，いずれも前年同月を下回っているが，平成２３年１０月以

降同年１２月までいずれも前年同月を上回っている。 

  企業動向のうち生産活動を見ると，大口電力使用量（契約が５００ｋＷ以上の

電力の使用量であり，主として製造業の生産活動の状況が反映される。）は平成２３10 

年３月～同年１２月に前年同月をいずれも下回り，小名浜港海上出入貨物（船

によって輸入等され小名浜港で船卸しされる貨物又は同港で船積みされ船によって輸

出等される貨物の重量）は平成２３年３月～同年８月まで前年同月を下回って

いたが，平成２３年９月以降同年１２月まで前年同月をいずれも上回り，小

名浜港輸入通関実績（小名浜港を通関して輸入された貨物の金額であり，工業用原材15 

料が多くを占める。）は平成２３年３月～同年１２月に，同年９月及び同年１

０月を除き，いずれも前年同月を下回っている。 

  雇用の状況について，平成２３年は，同年４月を除き，新規有効求人倍率

は前年同月をいずれも上回り，有効求人倍率（月間有効求人数を月間有効求職者

数で除して算出され，労働需給が反映される。）は前年同月をいずれも上回ってい20 

る。他方，雇用保険受給者実人員（失業給付を受けている有効失業者数であり，景

気に遅行し逆サイクルで動く。）が平成２３年４月～同年１２月に前年同月をい

ずれも上回り，特に同年５月以降急増している。 

  いわき市の景気動向指数等からは，同市の景気が拡大・拡張の傾向にある

ことがうかがわれる（以上，乙Ｃ５２の１・５～７，９～１４頁）。 25 

(ｲ) 東日本国際大学経済情報学部の大川信行教授は，いわき市の経済・景気に
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ついて，以下のとおり評価する。 

平成２３年７月～同年９月に回復の動きを見せており，同年１０月～同年

１２月に回復基調が一層強まっている。部門別には，需要動向として，自動

車，住宅着工が回復するなど，消費マインドが本格的に回復しつつあり，企

業動向も大口電気使用量が平成２３年７月以降大幅に増加するなど，人，物，5 

金が活発に動いている。新規求人倍率及び有効求人倍率が上昇傾向にあり雇

用情勢も改善している。他方，雇用保険受給者数の高止まりや入湯税の低迷

に見られる観光客の戻りの鈍さといった不安材料がある（以上，乙Ｃ５２の１・

１頁）。 

(3) いわき市の放射線モニタリングの状況，食品等汚染，除染状況等 10 

ア 本件事故により放出された放射性物質の量（推定） 

(ｱ) 大気中の放射性物質の放出量は，以下のとおりである。 

  被告東電は，モニタリングカーなどで測定された環境中のデータ（風向・風

速・雨量・空間線量率）や土壌の汚染密度などから放出量を推定した。なお，平

成２３年４月の放出量は同年３月の放出量の１％未満であったことから，放15 

出量の推定期間は，同年３月１２日～同月３１日である。 

  その結果，ヨウ素１３１（Ｉ－１３１）が約５００ＰＢｑ（ペタベクレル＝１

０００兆Ｂｑ）であり，セシウム１３４（Ｃｓ－１３４）及びセシウム１３７（Ｃ

ｓ－１３７）のいずれもが各約１０ＰＢｑであると推定した。なお，推定期間

に一部違いがあるものの，他機関の推定量と比較すると，被告東電の推定量20 

が放射性ヨウ素については最も多く，次いでＩＲＳＮ（フランス放射線防護原子

力安全研究所）の２００ＰＢｑ（推定期間同年３月１２日～同月２２日）であり，

セシウム１３４については保安院の推定量１８ＰＢｑ（推定期間不明）が最も

多く，セシウム１３７についても保安院の推定量１５ＰＢｑ（推定期間不明）

が最も多い（なお，ＩＲＳＮは，セシウム１３４及びセシウム１３７合わせて３０Ｐ25 

Ｂｑが放出されたと推定している。）。 
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  土壌への沈着量と比較すると，文科省が実施したセシウム１３７の土壌汚

染密度測定値から被告東電所有の大気拡散計算プログラム（ＤＩＡＮＡ，乙Ａ

４の１・２９２頁）が評価できる範囲におけるセシウム１３７の総沈着量を算

出し，同プログラムによる沈着量評価値とほぼ一致（いずれも約１ｐＢｑ）し，

妥当な推計量と裏付けられた（以上，乙Ａ４の１・２９２～２９５頁）。 5 

(ｲ) 海洋への放射性物質の放出量は，以下のとおりである。 

  被告東電は，海洋（放水口付近）での放射線濃度の観測値から放出量を推定

（逆推定）した。なお，放出量の推計期間は，平成２３年３月２６日～同年９

月３０日である。 

  その結果，ヨウ素１３１の総量が約１１ｐＢｑで，セシウム１３４の総量10 

が３．５ｐｂｑで，セシウム１３７の総量が３．６ｐＢｑであると推計した。

なお，日本原子力研究開発機構は，推計期間同年３月２１日～同年４月３０

日として，ヨウ素１３１の総量が約１１．４ｐＢｑで，セシウム１３７の総

量が３．６ｐＢｑである（ただし，大気中のものを含む。）と推計し，ＩＲＳＮ

は，推計期間同年３月２１日～同年７月中旬として，セシウム１３７の総量15 

が２７ｐＢｑであると推計した（乙Ａ４の１・２９５～２９７頁）。 

イ いわき市内の空間放射線量率等 

(ｱ) 文科省によるモニタリングの状況等は以下のとおりである。 

ａ 文科省は，平成２３年５月６日，同年４月６日～同月２９日に実施され

た文科省及び米国エネルギー省との共同での航空機モニタリングの結果を20 

公表した。そのモニタリングの結果として，地表面から１ｍの高さの空間

線量率については，①いわき市の北部の本件原発から３０ｋｍ圏内では一

部毎時１．９～３．８μＳｖのエリア（ただし，川内村との境に毎時３．８～

９．５μＳｖのエリアがある。）及び毎時１．０～１．９μＳｖのエリアがあ

るが，一部毎時１．０μＳｖ未満のエリアもあり，また，②３０ｋｍ圏外25 

のいわき市のエリアは，一部毎時１．０～１．９μＳｖ又は毎時１．９～
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３．８μＳｖのエリアもあるが，おおむね毎時１．０μＳｖ未満であった。 

  また，セシウム１３４，１３７の蓄積状況（合計蓄積量）としては，上記

①のエリアでは，６０万～１００万Ｂｑ／ｍ２（ただし，川内村との境に１０

０万～３００万Ｂｑ／ｍ２のエリアがある。）のエリア及び３０万～６０万Ｂｑ

／ｍ２のエリアがあるが，一部３０万Ｂｑ／ｍ２未満のエリアもあり，また5 

上記②のエリアでは，一部３０万～６０万Ｂｑ／ｍ２又は６０万～１００

万Ｂｑ／ｍ２のエリアがあるが，おおむね３０万Ｂｑ／ｍ２未満であった（以

上，乙Ａ１１１，同別紙１及び２）。 

ｂ 文科省は，平成２３年５月１１日，環境モニタリングの実施の強化を公

表した。その中で，計画的避難区域以外の空間線量率が比較的高い区域及10 

び本件原発から２０～３０ｋｍ圏内の市町村において連続測定地点の増加

などを予定していたが，モニタリング強化区域（２０ｋｍ以遠）の中には，

いわき市大久町大久矢ノ目沢（本件原発から南南西２８ｋｍ），同市小川町上

小川（本件原発から南西２６ｋｍ），同市川前町小白井字将監小屋（本件原発か

ら南西３０ｋｍ）があった（乙Ａ１１３）。 15 

ｃ 文科省は，平成２３年６月１６日，同年５月１８日～同月２６日に実施

された文科省及び米国エネルギー省との共同での第２次航空機モニタリン

グの結果を公表した。そのモニタリングの結果も，おおむね上記ａの最初

のモニタリングの結果と同様であり，地表面から１ｍの高さの空間線量率

については，①いわき市の北部の本件原発から３０ｋｍ圏内では一部毎時20 

１．９～３．８μＳｖのエリア（ただし，川内村との境に毎時３．８～９．５ｍ

Ｓｖのエリアがある。）及び毎時１．０～１．９μＳｖのエリアがあるが，一

部毎時１．０μＳｖのエリアもあり，また，②３０ｋｍ圏外のいわき市の

エリアは，一部毎時１．０～１．９μＳｖ又は毎時１．９～３．８μＳｖ

のエリアもあるが，おおむね毎時１μＳｖ未満であった。 25 

  また，セシウム１３４，１３７の蓄積状況（合計蓄積量）としては，上記
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①のエリアでは，６０万～１００万Ｂｑ／ｍ２（ただし，川内村との境に１０

０万～３００万Ｂｑ／ｍ２のエリアがある。）のエリア及び３０万～６０万Ｂｑ

／ｍ２のエリアがあるが，一部３０万Ｂｑ／ｍ２未満のエリアもあり，また

上記②のエリアでは，一部３０万～６０万Ｂｑ／ｍ２又は６０万～１００

万Ｂｑ／ｍ２のエリアがあるが，おおむね３０万Ｂｑ／ｍ２未満であった（以5 

上，甲Ａ３５２，同別紙１及び２）。 

ｄ 文科省は，平成２３年８月２日，同年６月～同年７月に実施された土壌

採取地点における空間線量率の測定の結果及び走行サーベイによる道路周

辺の空間線量率の結果（いずれも地表面から１ｍの高さ）を公表した。その結

果を見ると，いわき市においては，いずれも線量率が高い北部で毎時１．10 

９～３．８μＳｖの地点があったが，それ以外の地点では，一部毎時１．

０μＳｖ以上の地点もあったものの，おおむね毎時１．０μＳｖ未満であ

った（乙Ａ１１５，同別紙５及び６）。 

ｅ その後，平成２３年中に文科省による第３次（同年７月実施）及び第４次

航空機モニタリング（同年１１月実施）が実施されたが，第３次と第４次の15 

各結果を比較すると，全体として空間線量率が１１％程度減少しているこ

とが確認された。その要因としては，セシウム１３４，１３７の物理的減

衰部分９．２％程度に加えて，他の要因が考えられるところ，一部空間線

量率が増加している箇所等もあり，その変化の要因の特定には至らなかっ

たが，海や湖沼の沿岸部の水面高さの違い（水の遮へいにより水上での空間線20 

量率が減少することから，水位の上昇・下降の変化等に伴い，ある時点の空間線量率

の測定結果に大きな影響を与える可能性がある。），飛行方向の違い，測定値の

欠測箇所の存在により空間線量率が増加又は減少している箇所が確認され

たほか，一部の河川の河口付近等において河川による放射性物質の移行に

より空間線量率が増加傾向にあると思われる箇所が確認された。また，降25 

水量や台風等の集中豪雨の影響などに伴う空間線量率の変化も考えられた
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が，明確な関係は確認できなかった（甲Ａ３５３・３，４，１８～２０頁）。 

(ｲ) 福島県環境放射線モニタリング調査（都市公園等）の結果は，以下のとおり

である。 

ａ 第１回の平成２３年４月１２日及び同月１３日の調査では，いわき市の

公園２２５か所のうち１７の地点（地上１ｃｍの高さ）において，毎時１μ5 

Ｓｖ（文科省の校庭等に係る指標値）を超えており，最も高い地点（郷ケ丘二丁

目第二公園）では，地上１ｍの高さの線量率が毎時１．４μＳｖで，地上１

ｃｍの高さの線量率が毎時１．６μＳｖであった（甲Ａ４８８）。 

ｂ 平成２３年６月１６日～同月２１日の調査では，いわき市の公園，緑地

等２７か所の調査地点（公園等内の四隅及び中央の５地点の各平均値，測定高さ10 

５０ｃｍ）で毎時１μＳｖを超えた地点はなく，最も高い地点（白土緑地）に

おいて，毎時０．４３μＳｖ（上記同）であった（甲Ａ４８９）。 

ｃ 平成２４年４月１０日～同月２４日の調査では，いわき市の公園，緑地

等２５０か所の調査地点（公園等内の四隅及び中央の５地点の各平均値，測定高

さ５０ｃｍ及び１ｍ）で毎時１μＳｖを超えた地点はなく，最も高い地点（郷15 

ケ丘二丁目第一公園）において，測定高さ５０ｃｍが毎時０．４６μＳｖ（上

記同）で，測定高さ１ｍが毎時０．４３μＳｖ（上記同）であった（甲Ａ４９

０の１）。 

ｄ 平成２５年６月１０日～同月２５日の調査では，いわき市の公園，緑地

等２４８か所の調査地点（公園等内の四隅及び中央の５地点の各平均値，測定高20 

さ５０ｃｍ及び１ｍ）で毎時１μＳｖを超えた地点はなく，最も高い地点（郷

ケ丘二丁目第二公園）において，測定高さ５０ｃｍが毎時０．３４μＳｖ（上

記同）で，測定高さ１ｍが毎時０．３１μＳｖ（上記同）であった（甲Ａ４９

２の１）。 

(ｳ) 自主的避難等対象区域等の放射線量データは以下のとおりである。 25 

ａ 自主的避難等対象区域の放射線量率の測定結果を見ると，平成２３年３
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月３１日時点で，いわき市の各市役所支所６か所及びＪＲ久ノ浜駅ほか１

か所における測定結果は，最大毎時１．４６μＳｖ（田人支所），最低同０．

３９μＳｖ（小名浜支所）であり，同年４月３０日時点で，上記８か所の地

点における測定結果は，最大毎時０．６２μＳｖ（ＪＲ久ノ浜駅），最低同

０．１１μＳｖ（三和支所）であり，同年５月３１日時点で，上記８か所の5 

地点及び中央台南小学校における測定結果は，最大毎時０．５９μＳｖ（Ｊ

Ｒ久ノ浜駅），最低同０．１２μＳｖ（勿来支所）であり，同年６月３０日時

点で，上記９か所の地点及び同市末続集会所における測定結果は，最大毎

時０．３５μＳｖ（末続集会所），最低同０．０９μＳｖ（勿来支所）であり，

同年７月３１日時点で，上記１０か所の地点における測定結果は，最大毎10 

時０．３９μＳｖ（末続集会所），最低同０．１μＳｖ（勿来支所）であり，

同年８月３１日時点で，上記１０か所の地点における測定結果は，最大毎

時０．３８μＳｖ（末続集会所），最低同０．０９μＳｖ（勿来支所）であり，

同年９月３０日時点，同年１０月３１日時点，同年１１月３０日及び同年

１２月３１日の各時点で，上記１０か所の地点における測定結果は，いず15 

れも最大毎時０．３６μＳｖ（末続集会所），最低同０．０９Ｓｖ（勿来支所）

であり，平成２４年１月３１日時点で，上記１０か所の地点における測定

結果は，最大毎時０．３４μＳｖ（末続集会所），最低同０．０９μＳｖ（勿

来支所）であり，同年２月１６日時点で，上記１０か所の地点における測定

結果は，最大毎時０．３６μＳｖ（末続集会所），最低同０．０９μＳｖ（勿20 

来支所）であった（乙Ａ１２６・２頁）。 

ｂ 自主的避難等対象区域における線量上位１０地点及び下位１０地点につ

いて，平成２３年８～９月において福島市の最も高い地点の線量率は毎時

２．４μＳｖ，伊達市の最も高い地点の線量率が同４．３μＳｖ，郡山市

の最も高い地点の線量率が同１．３μＳｖであり，上記期間における線量25 

率の最も低い地点の線量率が同０．１３μＳｖ（福島市），同０．２６μＳ
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ｖ（伊達市），同０．０８μＳｖ（郡山市）であった。また，同様に線量上位

１０地点及び下位１０地点について，平成２４年２月２２日時点において

福島市の最も高い地点の線量率は同１．７μＳｖ，伊達市の最も高い地点

の線量率が同１．７μＳｖ，郡山市の最も高い地点の線量率が同１．４μ

Ｓｖであり，上記期間における線量率の最も低い地点の線量率が同０．０5 

６μＳｖ（福島市），同０．１０μＳｖ（伊達市），同０．０５μＳｖ（郡山

市）であった（乙Ａ１２６・３頁）。 

ｃ 平成２４年３月以降の福島県内の環境放射能測定値（暫定値）を見ると，

同月３１日，福島市（県北保健福祉事務所北側駐車場，以下この項では同じ）毎

時０．７５μＳｖ，郡山市（郡山合同庁舎東側入口付近）毎時０．５８μＳｖ，10 

いわき市（いわき合同庁舎駐車場，以下この項では同じ）毎時０．１７μＳｖで，

同年４月３０日，福島市毎時０．６８μＳｖ，郡山市（郡山合同庁舎南側駐車

場，以下この項では同じ）毎時０．６０μＳｖ，いわき市毎時０．１１μＳｖ

で，同年５月３１日，福島市毎時０．６２μＳｖ，郡山市毎時０．５８μ

Ｓｖ，いわき市毎時０．１１μＳｖで，同年６月３０日，福島市毎時０．15 

７１μＳｖ，郡山市毎時０．５６μＳｖ，いわき市毎時０．１０μＳｖで，

同年７月３１日，福島市毎時０．６８μＳｖ，郡山市毎時０．５２μＳｖ，

いわき市毎時０．１０μＳｖで，同年８月３１日，福島市毎時０．７０μ

Ｓｖ，郡山市毎時０．５１μＳｖ，いわき市毎時０．１０μＳｖで，同年

９月３０日，福島市毎時０．７０μＳｖ，郡山市毎時０．５２μＳｖ，い20 

わき市毎時０．１０μＳｖで，同年１０月３１日，福島市毎時０．７８μ

Ｓｖ，郡山市毎時０．５２μＳｖ，いわき市毎時０．１０μＳｖで，同年

１１月３０日，福島市毎時０．７８μＳｖ，郡山市毎時０．４９μＳｖ，

いわき市毎時０．１０μＳｖで，同年１２月３１日，福島市毎時０．６３

μＳｖ，郡山市毎時０．５５μＳｖ，いわき市毎時０．１０μＳｖであっ25 

た（乙Ｃ２７の１３～２２）。 



 

281 

 

  それ以降平成２８年３月３１日まで，いわき市の上記地点の線量率が毎

時０．１μＳｖを超えることはなく，また，福島市及び郡山市の各地点を

上回ることもなかった（乙Ｃ２７の２３～６１）。 

ウ いわき市の除染の実施状況等 

(ｱ) いわき市は，平成２３年９月に「放射線量低減のための除染マニュアル（配5 

布版）」を発し，その中で，同市の放射線量については全般的に低い水準で

推移しているが，学校や通学路などの子供たちが生活する空間を始め，道路

や住居等の生活環境の一部において周囲より高い線量が測定される土砂，落

ち葉などの「特定線源」が存在し，この状況に不安を感じる市民も少なくな

いこと，この「特定線源」について通常と同じ清掃活動により除去できるこ10 

とから，除染を積極的に展開していく必要があること，除染の対象は市内の

施設を基本とし，施設の管理者が主体となって除染することを基本とするが，

市民ボランティアなどの地域コミュニティ等の協力等も得て地域が一体とな

って行うこと，進め方として，線量測定機器の準備と測定，線量が高いエリ

アや線源の特定のためのマップ作成，除染作業のための装備や資機材の準備15 

と作業の実施（清掃等，水洗浄，表土除去，廃棄物の運搬・保管など），作業終了後

の線量測定，評価などが示されていた（乙Ｃ３２，乙Ｃ３４）。 

(ｲ) 環境省は，平成２３年１２月，除染関係ガイドラインを策定した。これは，

平成２３年８月に制定された「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方

太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による20 

環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成２３年法律第１１０号）の平成

２４年１月以降の施行を踏まえ，同法に基づき，長期的な目標として追加被

ばく線量が年間１ｍＳｖ以下となることを目指し，①汚染状況を調査測定し，

除染等の措置を行う除染実施区域の決定，②その後の除染実施計画に基づく

除染等の措置の実施，③除染等の措置に伴い生じた除去土壌の収集，運搬及25 

び保管という流れで，除染を進めるというものである。 
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  上記追加被ばく線量年間１ｍＳｖは，１時間当たりの空間線量率に換算す

ると，毎時０．２３μＳｖとなる。その考え方としては，①自然界に元々存

在する放射線量としては，毎時０．０４μＳｖと考えられるところ，②追加

被ばく線量年間１ｍＳｖを，１日のうち屋外に８時間，遮へい効果（木造家屋

を念頭に０．４倍）がある屋内に１６時間滞在するとして，１時間当たりに換5 

算すると，毎時０．１９μＳｖ（計算式０．１９×（８時間＋０．４×１６時間）

×３６５日＝年間１ｍＳｖ）となる（以上，甲Ａ２８８「はじめに」，甲Ａ２９０，乙

Ａ５７）。 

(ｳ) いわき市は，平成２３年１２月２１日，原子力災害対策本部が決定した同

年８月２６日付け「除染に関する緊急実施基本方針」に基づき，「いわき市10 

除染実施計画」（その後の平成２５年３月２６日に同計画《第２版》，平成２６年１

０月１日に同計画《第３版》，平成２８年３月３１日に同計画《第４版》と改訂した。）

を策定した。 

  その中で，日常生活環境における追加被ばく線量を長期的には年間１ｍＳ

ｖ（毎時０．２３μＳｖ）未満とすること，子供が生活する公共施設，特に長時15 

間滞在する保育・教育施設における追加被ばく線量を平成２５年１２月まで

に年間１ｍＳｖ未満とすること，放射線量が高い地域について，平成２３年

８月末と比較し，平成２５年１２月までに空間線量率を約６０％低減するこ

とを目標としていた。除染実施区域について，原則大字を単位とし，①上記

イ(ｱ)の同年９月の文科省航空機モニタリング結果により面積の５０％以上20 

が毎時０．２３μＳｖ以上となる大字，②上記①以外の大字で，平成２４年

度のいわき市の独自モニタリング結果により，区域内が平均毎時０．２３μ

Ｓｖ以上となる大字，③除染対象外の大字に所在する学校や公園などの子供

の生活環境のうち，モニタリング結果により敷地内が平均毎時０．２３μＳ

ｖ以上となる施設等とすることなどが定められた。 25 

  除染実施区域としては，上記①に該当する区域として，川前地区全域，小
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川地区全域（一部地域は，上記②の区域に当たり，平成２４年８月３１日のいわき市

独自のモニタリングにより追加），久之浜・大久地区全域，三和地区全域，四倉

地区全域，平地区全域（一部は，いわき市独自のモニタリングにより追加されてお

り，上記②に該当），好間地区，内郷地区，常磐地区，小名浜地区，遠野地区，

田人地区及び勿来地区の各一部（いわき市独自のモニタリングにより追加されたも5 

のがある。）のほか，上記③の除染対象外の大字の各小中学校，幼稚園，保育

所，公園などとしていた（甲Ａ５１０・５～１０頁，乙Ａ１２１，乙Ｃ３６～乙Ｃ３

８）。 

(ｴ) いわき市は，上記除染実施計画に基づき，平成２３年以降，市内の除染を

実施し，平成２９年２月時点で，住宅の除染について，計画数５万０９９６10 

戸について調査も含めて全件発注し，うち４万８６６２戸について，その実

施を完了し（実際に除染をした戸数７４４０戸，調査にて終了した戸数４万１２２２

戸），公共施設の除染について，計画数４１８個について調査も含めて全件

発注し，うち４１６個について，その実施を完了し（実際に除染をした数３７３

個，調査にて終了した数４３個），道路の除染について，計画距離４１４４ｋｍ15 

について調査も含めて全件発注し，うち３８８７．１ｋｍについて，その実

施を完了し（実際に除染をした距離１４６．６ｋｍ，調査にて終了した距離３７４０．

５ｋｍ），農地（水田）の除染について，計画数１３１．５ｈａについて全件

発注し，その実施も全件完了し，農地（畑地）の除染について，計画数７．２

ｈａについて全件発注し，その実施も全件完了し，森林（生活圏）の除染につ20 

いて，計画数７．７ｈａについて全件発注し，その実施が全件完了した。 

  このうち，除染対象となった学校等について平成２５年度末までに除染を

全て完了し，また，上記イ(ｲ)の毎時０．２３μＳｖ以上となった１０の公園

について平成２５年９月までに除染が実施され，同年度の詳細なモニタリン

グ検査に基づき対象となった１４２の公園について平成２６年度中に除染が25 

完了したほか，子供の遊び場等についても局所的に線量が高い，いわゆるホ
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ットスポットについて除染が実施されている（以上，甲Ａ４９５・２４～２６頁，

乙Ａ９９，丙Ａ１５６・３枚目）。 

(ｵ) いわき市内の学校施設等における除染土壌等については，平成２８年６月

３０日時点でも，同市内の公立小中学校１１２校で合計２万６３３４．７６

ｍ３の除染土壌等が保管され，同市内の幼稚園・保育所（公私立含む。）６６園5 

で，合計６１９３．４３ｍ３の除染土壌等が現場保管（地下）されている。い

わき市は，今後，仮置場（除染土壌等の管理のために，放射性物質の遮へいや漏え

い対策を講じた上で，定期的に敷地境界内の空間線量率を測定し，管理する場所をいう。

乙Ａ１０１，乙Ａ１０２），中間貯蔵施設への搬出を順次実施していくが，一定

期間掘り起しなどの作業のために校庭や園庭が使用できなくなるなどの問題10 

のほか，園児・児童・生徒や周辺住民の安全性の配慮が課題となるとしてい

たが，環境省から，同月以降，学校施設に限り中間貯蔵施設建設予定地内へ

の追加輸送の方針が示されるとともに，仮置場の確保も進捗している状況に

あることから，除染土壌等の早期搬出が進められ，平成２９年３月下旬頃に，

早期かつ優先的に除染されていた久之浜・大久地区における３校の小中学校15 

からの搬出作業が実施された。また，平成２９年度以降，四倉地区，小川地

区及び川前地区の除染土壌等の搬出が予定されていた（甲Ａ２９４，乙Ａ１００

～乙Ａ１０４）。 

エ いわき市における食品等の摂取・出荷制限等の状況等 

(ｱ) 厚労省等が定める食品群等の放射性物質の規制値等に関しては，以下のと20 

おりである。 

  上記(1)ア(ｵ)ａ(a)のとおり，厚労省は，平成２３年３月１７日に飲食物摂

取に関する指標値を出していたが，その後に食品群の放射性セシウムに関す

る暫定規制値を公表した。その中では，野菜類，穀類，肉・卵・魚ほかを１

ｋｇ当たり５００Ｂｑ，飲料水，牛乳・乳製品を同２００Ｂｑとしていた。25 

上記暫定規制値は，放射性セシウムの年間被ばく線量５ｍＳｖと設定したこ
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と（放射性ストロンチウムを含む。）に基づくものであった。 

  その後，厚労省は，より一層，食品の安全と安心を確保するため，平成２

４年４月１日以降の新たな放射性セシウムの基準値として，飲料水１ｋｇ当

たり１０Ｂｑ，乳児用食品及び牛乳同５０Ｂｑ，一般食品同１００Ｂｑとし

た。これは，ストロンチウムやプルトニウムなどの存在も考慮（なお，半減期5 

の短い放射性ヨウ素については基準値が定められていない。）し，年間１ｍＳｖを超

えないように設定したものである。また，平成２３年９月及び同年１１月に

実施された流通食品の調査を踏まえて推計したところ，放射性セシウムの実

効被ばく線量は年間０．０２ｍＳｖを下回っており，非常に小さい値と評価

している。 10 

  なお，林産物の放射性物質の基準値及び指標値としては，きのこ（なお，栽

培用資材については指標値以下のものを用いる必要がある。），山菜類，樹実類の基

準値は１ｋｇ当たり１００Ｂｑとされ，きのこ栽培用資材の指標値は同５０

Ｂｑ（原木，ほだ木）又は２００Ｂｑ（菌床用培地等），木炭の指標値は同２８

０Ｂｑなどとなっていた（以上，乙Ａ７７，乙Ａ８１の５，乙Ａ９１・Ｑ１，乙Ａ９15 

３）。 

(ｲ) いわき産農作物の安全確認モニタリング検査としては，平成２３年度以降，

福島県による検査（郡山市において，福島県産の農林水産物を対象として，ゲルマニ

ウム半導体検出器による検査が実施されている。）に加えて，いわき市による独自

の検査が実施されている。ＪＡいわき市第一営農経済センター（平成２４年４20 

月以降，旧ＪＡいわき市各営農センター５か所及び旧ＪＡいわき中部経済部１か所）に

おいて，出荷前のいわき市の主要な系統出荷農作物を対象に，平成２４年４

月以降，直売所，個人販売による出荷農作物等も対象に拡充した上で，Ｎａ

ｌシンチレーションスぺクトロメーターが検査機器として使用されており，

検出下限値は１ｋｇ当たり２０Ｂｑ（平成２４年以降，同１０Ｂｑ）となってい25 

る。 
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  検査の手順として，いわき市・ＪＡの検査により基準値である１ｋｇ当た

り１００Ｂｑ（上記(ｱ)のとおり，平成２４年４月以降）を超えた場合，いわき市

から市内流通関係者等に対して対象品目の出荷の自粛を要請するとともに，

市内報道関係機関に対する情報提供がされ，その後に福島県による精密検査

（ゲルマニウム半導体検出器による検査）を経て，基準値を超えたときは福島県5 

からの出荷自粛要請とともに，被告国からの出荷制限の指示があり，基準値

を下回ったときはいわき市の出荷自粛要請を解除するとともに市内報道関係

機関に対して解除情報を提供することとなっている（以上，甲Ａ３０６・１５，

１６，１８頁）。 

(ｳ) いわき市における農作物安全確認モニタリング検査，同市の食品等に関す10 

る摂取，出荷の制限の具体的状況等は以下のとおりである。 

ａ 検査全体の概要を見ると，平成２３年度（ただし同年９月以降）において，

検体数２２３８件に対して検出下限値未満（同年度では１ｋｇ当たり２０Ｂｑ）

のものが２０４７件（９１．５％），平成２４年度において，検体数６６７５

件に対して検出下限値未満（同年度以降，同１０Ｂｑ）のものが６２１０件（９15 

３．０％），平成２５年度において，検体数６４７４件に対して検出下限値

未満（同１０Ｂｑ）のものが６１３７件（９４．８％），平成２６年度におい

て，検体数６４４７件に対して検出下限値未満（同１０Ｂｑ）のものが６３

７５件（９８．８８％），平成２７年度において，検体数６８７６件に対して

検出下限値未満（同１０Ｂｑ）のものが６８５０件（９９．６２％），平成２８20 

年度（ただし，同年１２月まで）において，検体数６８０１件に対して検出下

限値未満（同１０Ｂｑ）のものが６７７５件（９９．６２％）となっている（甲

Ａ３０６・２０頁）。 

ｂ 食品の摂取に関しては，平成２３年３月２３日～同年５月４日（同日に解

除），ホウレンソウやコマツナなどの非結球性葉菜類，キャベツなどの結球25 

性葉菜類，ブロッコリー・カリフラワーなどのアブラナ科花蕾類の各摂取
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制限の指示がされた。 

  また，同年９月１５日以降，いわき市において野生のキノコ類の摂取制

限の指示がされ，平成２７年７月１日時点でも解除されていない（以上，乙

Ａ８９）。 

ｃ 食品の出荷に関しては，平成２３年３月２１日～同年４月１６日（同日に5 

解除）に原乳が，同年４月１３日～同年４月２５日（同日に解除）に原木しい

たけ（露地栽培）が，同年３月２１日又は同月２３日～同年５月４日（同日

に解除）に非結球性葉菜類，結球性葉菜類，アブラナ科花蕾類，カブが，そ

れぞれ出荷制限の指示を受けていた。 

  また，同年９月１５日以降，野生のキノコが，同年１０月３１日以降，10 

露地栽培の原木なめこが，それぞれ出荷制限の指示を受けており，平成２

８年６月２４日時点でも解除されていない。 

  野生のタケノコについて，平成２３年５月９日～同年６月８日に出荷制

限の指示がされ，同日いったん解除されたが，平成２４年４月９日以降，

再度出荷制限の指示がされ，平成２８年６月２４日時点でも解除されてい15 

ない。 

  平成２４年１月１０日以降，ユズが，同年５月１日以降，野生のタラノ

メが，同月２日以降，ゼンマイが，同月１０日以降，ワラビが，同月１４

日以降，コシアブラが，同年１０月２日以降，クリが，同年１１月２８日

以降，コメ（平成２４年度産，ただし，旧山田村の区域に限る。）が，それぞれ出20 

荷制限の指示を受け，コメは平成２４年１２月４日に，クリは平成２６年

１１月１７日に，ユズは平成２７年１月２９日に，それぞれ出荷制限の指

示が解除されている。 

  また，野生のサンショウについては出荷が自粛されている。 

  他方，コゴミ，野生のフキノトウ，畑栽培のワサビ，野生のフキ，同ウ25 

ワバミソウ，同ウド，同ネマガリタケ，同オオバギボウシ，同クルミ，ア
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ケビについての出荷制限はされていない（以上，甲Ａ２８３，乙Ａ８９，乙Ａ

９０）。 

ｄ なお，いわき市内の公立及び市立の保育所，幼稚園及び学校におけるそ

れぞれの給食，市内で製造された加工食品，市内に流通する食品を対象と

した放射性物質の検査が，平成２４年以降実施されている。 5 

  平成２４年度及び平成２６年度においては，いずれも検出限界値未満又

は基準値以下であり，平成２５年度分においては加工食品の１件を除き，

いずれも検出限界値未満であり，基準値超過の加工食品についても販売前

の段階での検査であり，実際には流通していなかった。 

  平成２７年度において，保育所給食（食材検査）２４６６件のうち２４５10 

９件について不検出，基準値（いわき市独自のセシウム合算値１ｋｇ当たり２０

Ｂｑ）以下６件（最大１ｋｇ当たり５．３Ｂｑ），上記基準値超過１件（出荷制

限対象品目であり，給食食材として使用せず）であり，保育所給食（調理後検査）

５７６件のうち５６９件について不検出，上記基準値以下７件（最大１ｋｇ

当たり０．５８Ｂｑ），上記基準値超過０件であり，学校給食（食材検査）１15 

万１３８６件のうち１万１３７７件について不検出，基準値以下９件（最

大１ｋｇ当たり１０．８Ｂｑ），上記基準値超過０件であり，学校給食（調理

後検査）４０６件のうち４０５件について不検出，上記基準値以下１件（最

大１ｋｇ当たり１．０１Ｂｑ），上記基準値超過０件であり，加工食品（流通

食品検査）３６０件のうち３５２件について不検出，上記基準値以下８件（最20 

大１ｋｇ当たり８．０Ｂｑ），上記基準値超過０件であった（以上，甲Ａ４９５・

２２，２３頁）。 

オ 福島県の水産物のモニタリング検査，海産物の出荷制限等 

(ｱ) 本件事故の影響により福島県沿岸での沿岸漁業及び底引き網漁業の操業は

自粛されているが，平成２３年４月以降，福島県は，原子力災害対策本部が25 

策定したガイドラインに基づき，海産魚介類の放射性物質濃度についてモニ
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タリング検査を実施している。 

  調査に当たっては，主要生産品目及び前年度に１ｋｇ当たり５０Ｂｑ超と

なった品目を調査し，生息域，漁期，近隣県の調査結果等を考慮する。 

  例えば，同年４月中に採取されたいわき市のコウナゴの検査結果について，

最大でヨウ素１３１が１ｋｇ当たり１万２０００Ｂｐで，セシウム１３４・5 

１３７が同１万４４００Ｂｑであり，暫定規制値（放射性ヨウ素１ｋｇ当たり２

０００Ｂｑ，放射性セシウム同５００Ｂｑ）を超えており，同月２０日付けでイカ

ナゴの稚魚（コウナゴ）について摂取及び出荷制限の指示がされた（以上，甲Ａ

２７９，甲Ａ２８０・１枚目，甲Ａ４５４・２頁，乙Ａ７１，乙Ａ７２）。 

(ｲ) 検査結果の推移は，以下のとおりである。 10 

  福島県における海産種のモニタリング結果を見ると，平成２３年４月～同

年１２月には，検体１９６８品目のうち７９９品目の海産種から１ｋｇ当た

り１００Ｂｑ超となり，割合としては約４１％であった。 

  平成２４年には，検体５６１４品目のうち９３４品目の海産種から１ｋｇ

当たり１００Ｂｑ超となり，割合としては約１７％であった。 15 

  平成２５年には，検体７５８９品目のうち２８３品目の海産種から１ｋｇ

当たり１００Ｂｑ超となり，割合としては約４％であった。 

  平成２６年には，検体８７３８品目のうち７７品目の海産種から１ｋｇ当

たり１００Ｂｑ超となり，割合としては約０．９％であった。 

  平成２７年には，検体８６２４品目のうち４品目の海産種から１ｋｇ当た20 

り１００Ｂｑ超となり，割合としては約０．０５％であった。 

  平成２８年には，検体８５６４品目のうち１ｋｇ当たり１００Ｂｑ超とな

った検体はなかった（以上，甲Ａ４５４・３頁）。 

(ｳ) 出荷制限等の状況等は，以下のとおりである。 

  平成２４年６月２２日，上記(ｱ)の出荷制限の指示について，イカナゴの稚25 

魚（コウナゴ）に関しては出荷制限の指示が解除された。 
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  他方，同日，イカナゴ（コウナゴを除く。），イシガレイ，ウスメバル，ウミ

タナゴ，キツネメバル，クロウシノシタ，クロソイ，クロダイ，サクラマス，

シロメバル，スズキ，ヌマガレイ，ババガレイ，ムラソイ，ビノスガイ，ア

カガレイ，スケトウダラ，マガレイ，ホウボウ，キタムラサキウニ，マダラ，

ムシガレイ，ニベ，メイタガレイ，ケムシカジカ，ヒガンフグ，ヒラメ，マ5 

アナゴ，サブロウ，ホシガレイ，マゴチ，アイナメ，アカシタビラメ，エゾ

イソアイナメ，コモンカスベ及びマコガレイについて，出荷制限の指示がさ

れた。 

  同年７月１２日にナガヅカ及びマツカワについて，同年８月２３日にショ

ウサイフグについて，それぞれ出荷制限の指示がされた。 10 

  平成２５年２月１４日にサヨリについて，同年８月８日にカサゴについて，

それぞれ出荷制限の指示がされた。 

  同年１０月９日にアカガレイについて，同年１２月１７日にスケトウダラ

について，それぞれ出荷制限の指示が解除された。 

  平成２６年３月２５日にユメカサゴについて出荷制限の指示がされた。 15 

  同年４月１６日にマガレイについて，同年５月２８日にユメカサゴについ

て，同年７月９日にホウボウ，キタムラサキウニ及びサヨリについて，それ

ぞれ出荷制限の指示が解除された。 

  平成２７年２月２４日までにマダラ及びムシガレイについて，出荷制限の

指示が解除された。 20 

  同月１８日にホシザメについて，同年４月２日にニベ及びメイタガレイに

ついて，同年６月３０日にケムシカジカについて，同年１２月３日にヒガン

フグについて，それぞれ出荷制限の指示が解除され，平成２８年６月９日に

ヒラメ及びマアナゴについて，同年７月１５日にサブロウ，ナガヅカ，ホシ

ガレイ，マゴチ及びマツカワについて，同年８月２４日にアイナメ，アカシ25 

タビラメ，エゾイソアイナメ，コモンカスベ及びマコガレイについて，それ
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ぞれ出荷制限の指示が解除された。 

その後，平成２９年１月までに，ババガレイ，イシガレイ，クロウシノシ

タ及びクロソイの出荷制限の指示が解除され，その結果，同月１７日時点で

出荷制限の対象となっている魚介類は，イカナゴほか１０品目となっている

（以上，甲Ａ２７９，甲Ａ３０６・２４頁，乙Ａ７１）。 5 

(ｴ) 試験操業の状況等は以下のとおりである。 

上記(ｱ)のモニタリング検査の結果から，安定的に数値が低く，不検出とな

っているものを対象に試験操業が行われているところ，平成２４年６月２２

日以降，タコ類２種，ツブ貝１種を対象に相馬沖で試験操業が開始され，同

年は１３種を対象として試験操業が行われた。 10 

その後，平成２５年にコウナゴなど１８種が，平成２６年にスケトウダラ

など２６種が，平成２７年にマダラなど１５種が，平成２８年にアサリなど

２２種が，それぞれ試験操業の対象に順次追加され，同年９月２９日時点で

は，試験操業の対象種は魚類６６種，甲殻類８種，イカ・タコ類７種，貝類

９種，その他２種となり，最終的には同年において９４種となった。これら15 

の海産魚介類について，基準値（１ｋｇ当たり１００Ｂｑ）をいずれも下回って

いることが確認されている。 

  なお，試験操業に参加する漁業者数も増加しており，平成２４年２月末時

点では１２０人であったが，それ以降順次増加し，平成２８年１０月末時点

で４６２人となっている（以上，甲Ａ４５４・１１～１３頁，乙Ａ７２，乙Ａ７４）。 20 

カ 飲料用井戸水，プール等の検査状況等 

(ｱ) 平成２４年１月以降，市内の水道水給水区域外の飲料用井戸水（同年１０月

以降水道水給水区域内の飲料用井戸水も検査対象としている。）について放射性物質

検査が実施されているが，平成２７年１２月時点では，検査した１８９８件

全てについて検出限界値（１ｋｇ当たり２Ｂｑ）未満であり，平成２９年２月時25 

点で検査した２０４６件全てについて検出限界値未満であった（甲Ａ４９５・
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２２頁，丙Ａ１５４）。 

(ｲ) 市内の公立小中学校及び公立幼稚園のプール水についても検査が実施され，

検体数１２１施設のうち２施設からセシウム１３７が検出されたが，いずれ

も水道水の管理目標値１ｋｇ当たり１０Ｂｑを下回っており，福島県から，

プールを利用する上で問題となる数値ではないとされている。 5 

  また，平成２７年６月から同年７月にかけて実施された市内の公立及び私

立保育所や児童館のプール水については，検体数３８施設いずれについても

昨年度と同様，不検出であったとされている（甲Ａ４９５・２３頁）。 

キ 汚染水の状況等 

(ｱ) 上記(2)イ(ｱ)の中長期ロードマップにおいて示されていた，平成２４年度10 

中に港湾内の海水中の放射性物質濃度を周辺監視区域外の濃度限度未満とす

るとの目標について達成できず，平成２７年以降の達成に目標が延期された。 

  平成２５年３月３０日にはＡＬＰＳの稼働が開始されたが，同年４月５日

に地下貯水槽からの汚染水漏れが発覚し，同年６月１９日，１，２号機Ｔ／

Ｂ東側（海側）の地下水から高濃度のトリチウムが検出されたことを公表し，15 

同年７月２２日に汚染された地下水が海に流出している事実を公表した。放

射性物質濃度の大きな変動は港湾内のプラント付近に限られ，港湾の境界付

近ではほぼ検出限界値未満（高くても１Ｌ当たり数Ｂｑ）であることが多く，沖

合での測定結果に有意な変化は見られない。 

  なお，被告東電は，平成２３年５月～平成２５年７月に流出した放射性物20 

質の量についてトリチウム２０～４０兆Ｂｑ（平常運転時の本件原発のトリチウ

ム年間放出基準値２２兆Ｂｑを超えない。）と試算している。 

  加えて，同年８月１９日には貯水タンクから汚染水が環境中に漏えいして

いることが発覚し，ＩＮＥＳのレベル３の事故と認定された（以上，甲Ａ４５

２・２～４，１３頁，乙Ａ９６・２，５頁）。 25 

(ｲ) これらの事故等を受けて，原子力災害対策本部は，平成２５年９月３日，
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汚染水問題に関する基本方針を決定し，①汚染源を「取り除く」，②汚染源に

水を「近づけない」，③汚染水を「漏らさない」といった３方針を掲げ，その

具体的対策として，上記①につきＡＬＰＳによる汚染水浄化，建屋から海側

につながるトレンチ（海側地下のトンネル）内に滞留する汚染水の除去，止水工

事等，上記②につき地下水のくみ上げ，陸側遮水壁として凍土壁の設置等，5 

上記③につき地盤改良，海側遮水壁の設置等を示した（甲Ａ４５２・１，３頁，

乙Ａ９６・１，３，４頁）。 

(ｳ) 本件原発海側の港湾内における９か所の調査箇所の海水モニタリングの状

況に関して，平成２５年７月～同年１２月の状況として，セシウム１３４，

セシウム１３７，「全ベータ」（ストロンチウム９０は，「全ベータ」と強い相関があ10 

る。），トリチウムの採取結果について，それぞれ最大値（１Ｌ当たり，いずれも

港湾内南側）で，セシウム１３４が８９Ｂｑ（法令濃度限度６０Ｂｑ，ＷＨＯ飲料

水ガイドライン１０Ｂｑ），セシウム１３７が１９０Ｂｑ（法令濃度限度９０Ｂｑ，

ＷＨＯ飲料水ガイドライン１０Ｂｑ），「全ベータ」が１４００Ｂｑ（ストロンチウ

ム９０の法令濃度限度３０Ｂｑ，同ＷＨＯ飲料水ガイドライン１０Ｂｑ），トリチウム15 

が４８００Ｂｑ（法令濃度限度６万Ｂｑ，ＷＨＯ飲料水ガイドライン１万Ｂｑ）とな

っていたが，同箇所での平成２６年３月の採取結果は，セシウム１３４が１

４Ｂｑ，セシウム１３７が４１Ｂｑ，「全ベータ」が２００Ｂｑ，トリチウム

が６３０Ｂｑにまで減少し，それ以外の８か所についても，平成２５年の採

取量と平成２６年４月の採取量を比較すると，いずれもかなり減少しており，20 

「全ベータ」が６４Ｂｑとなった１地点を除き，法令濃度限度を全て下回り，

ＷＨＯ飲料水ガイドラインとの関係でもこれを超えるのは上記１地点を含め

た２地点にとどまる。 

  また，港湾外近傍における海水モニタリングの状況を見ても，防波堤を含

む８か所の調査箇所において，平成２５年時点でも法令濃度限度及びＷＨＯ25 

飲料水ガイドラインの各基準値をいずれも超える箇所は１か所（「全ベータ」
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が６９Ｂｑ）で，ＷＨＯ飲料水ガイドラインの基準値のみを超える地点は２か

所（各「全ベータ」が１５Ｂｑ，１２Ｂｐ）であり，それ以外のセシウム１３４，

１３７，トリチウムの各採取量は上記各基準値を超えず，平成２６年４月時

点の採取結果と比較しても，上記ＷＨＯ飲料水ガイドラインの基準値のみを

超える２か所の採取量に変化は見られないが（各「全ベータ」が１５Ｂｑ，１２5 

Ｂｐ），平成２５年段階で上記「全ベータ」が上記各基準値を超えていた地点

では，検出限界値未満に減少していた（以上，乙Ａ１０６・添付資料１）。 

(ｴ) なお，平成２６年２月１９日，別の貯水タンクからの汚染水漏れが発覚し

たが，同年４月２８日に２号機Ｔ／Ｂとトレンチ接続部の止水工事が開始さ

れ，同年６月２０日には凍土壁の工事が開始され，同年９月１７日には増設10 

されたＡＬＰＳの稼働が開始されるなど，上記基本方針に従った対策が実施

された。 

  しかし，上記止水工事は予定通りに進まず，同年１１月２１日に原子力規

制委員会の検討を経て同工事が断念され，トレンチ内の汚染水の除去とセメ

ントによる埋設作業に移行することとなった。滞留水の除去や建屋の止水工15 

事は，技術的な問題のほか，高線量のために人による作業が困難な箇所もあ

るなど，新たな研究開発によるべき部分がある。 

  また，ＡＬＰＳによる汚染水の浄化は６２種類の放射性物質の除去を可能

とするが，トリチウムだけは技術的に除去できず，トリチウムを含むトリチ

ウム水の処理が問題となる。この点，トリチウムの人体への影響は他の核種20 

と比べて低いとされ，海洋放出が現実的と考えられているが，地元住民や消

費者の納得の問題のほか，風評被害等も問題となる（以上，甲Ａ４５２・４～６，

９，１０，１３頁）。 

(ｵ) 平成２８年６月に行われた，本件原発海側の港湾内における８か所の調査

地点の海水モニタリングの状況を見ると，各種放射性物質の採取量としては，25 

上記(ｳ)の平成２５年，平成２６年と比較しても減少しており，１か所（同箇
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所の採取量は，セシウム１３７が１Ｌ当たり３３Ｂｑ，「全ベータ」が同６４Ｂｑ）を

除き，法令濃度限度はもとよりＷＨＯ飲料水ガイドラインの基準値を超える

箇所はなく，いずれも上記各基準値を下回り，検出限界値未満の箇所も複数

となっていた。また，港湾外近傍の各調査箇所は２か所を除き，検出限界値

未満であり，検出された箇所も，上記各基準値を下回っていた（乙Ａ９４）。 5 

ク 廃炉作業等 

(ｱ) 上記(2)イ(ｱ)の中長期ロードマップにおいて示したとおり，被告東電は，

廃炉に向けた作業を進め，平成２６年４月２４日時点で，１～３号機の原子

炉圧力容器底部温度等について約１５℃～約３５℃を維持しており，原子炉

建屋からの放射性物質の放出量等についても本件原発敷地境界の放射線量が10 

年間０．０３ｍＳｖにとどまり，有意な変動がないことから，冷温停止の状

態にあるとの認識を示していた。また，被告東電は，同日までに１～３号機

のがれき撤去や除染と漏えい個所の調査などを進め，４号機の使用済燃料プ

ールからの燃料の取り出しの作業等も進め，使用済燃料１３３１体中７０４

体，新燃料２０２体中２２体の共用プールへの移送を終えていた。 15 

  さらに，被告東電は，３号機の使用済燃料プール内のがれきの撤去をほぼ

終了し，同月１９日以降，燃料交換機の撤去作業を開始していた（以上，乙Ａ

１０６）。 

(ｲ) 平成２８年６月３０日時点で，被告東電は，１～３号機の原子炉・格納容

器の温度について約２０℃～約３５℃を維持しており，原子炉建屋からの放20 

射性物質の放出量等についても，本件原発敷地境界の放射線量が年間０．０

００６２ｍＳｖ未満にとどまり，有意な変動がないことから，冷温停止の状

態にあるとの認識を示していた。また，同日までに，被告東電は，４号機の

燃料の取り出しを完了しており，１～３号機の使用済燃料の取り出し作業の

ための準備を進めるとともに，燃料デブリの取り出しに向けて原子炉格納容25 

器内の状況の把握と研究開発等の作業に着手することを目指していた。 
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なお，５号機及び６号機からの燃料の取り出しは完了しており，使用済燃

料プールでの保管がされていた（以上，乙Ａ９４）。 

(ｳ) 平成２９年７月２７日時点で，被告東電は，１～３号機の原子炉・格納容

器の温度について約２０℃～約３５℃を維持しており，原子炉建屋からの放

射性物質の放出量等についても，本件原発敷地境界の放射線量が年間０．０5 

００２８ｍＳｖ未満にとどまり，有意な変動がないことから，冷温停止の状

態にあるとの認識を示していた。また，同日までに，被告東電は，燃料デブ

リの取り出しに向けて，１～３号機の原子炉格納容器内の調査を一部実施し，

それを踏まえた解析検討や更なる調査を行うこととしていた（乙Ａ９７）。 

ケ 消費者の意識調査 10 

  消費者庁では，本件事故を受けて，「食品と放射能に関する消費者理解増

進チーム」を設置し，消費者の理解増進を図る風評被害対策に取り組んでい

たところ，平成２５年２月以降平成３０年２月までに，消費者庁が計１１回

実施した，被災地域（岩手県，宮城県，福島県及び茨城県）と被災地域産品の主要

仕向先の都市圏（東京都，埼玉県，千葉県，愛知県，大阪府及び兵庫県）の消費者を15 

対象とするインターネットによるアンケート調査結果（食品中の放射性物質等

に関する意識調査結果）の概要は以下のとおりである。 

①食品の産地を気にする理由として，「放射性物質が含まれていない食品

を買いたいから」と回答する人の割合は，当初（平成２５年２月）２７．９％

であったが，８回目以降の調査で次第に減少し，最後の調査（平成３０年２月）20 

の際には１６．２％となった。②放射性物質を理由に福島県産品をためらう

人の割合も４回目以降次第に減少し，最後の調査ではこれまでで最小の１２．

７％となった。③放射性物質が基準値以内であればリスクを受け入れられる

などの回答も，７回目の調査以降次第に増加し，最後の調査では５１．９％

となった。 25 

調査結果の総括としては，上記①の食品の産地を気にする理由として，産
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地により品質や鮮度が異なるとか，価格が異なるとかいった理由を回答した

人の割合に大きな変化がなく，食品に含まれる放射性物質への警戒感が薄れ

てきており，同様に，上記②のとおり，被災地である福島県産品に対する警

戒感も減少しつつあり，他方，上記③のとおり，放射性物質へのリスクの許

容度も高まっている傾向が見られることなどが指摘されている（以上，甲Ａ４5 

５３）。 

(4) いわき市の人口，経済動向等 

ア いわき市の人口変化等 

  いわき市の市域面積は１２３１．３５ｋｍ２であり，平成２２年１０月１日

時点において，世帯数・人口（同時点の国勢調査）は，１２万８７２２世帯，３10 

４万２２４９人であった。 

  平成２６年６月１日時点において，世帯数・人口（いわき市ホームページ）は，

１２万９１８２世帯，３２万６２２４人であった。 

  平成２７年１０月１日時点において，世帯数・人口（同時点の国勢調査）は，

１４万０８３７世帯，３４万９３４４人であった（以上，乙Ｃ２４，乙Ｃ２５，15 

乙Ｃ４７）。 

イ いわき市の経済全体の動向等（平成２４年以降） 

(ｱ) 平成２４年において，需要動向としては，個人消費のうち大型小売店等販

売額について，前年同月と比較すると，平成２４年６月及び同年１０月に前

年同月をいずれも下回ったが，それ以外の月は前年同月を上回っている。自20 

動車の新規登録台数を見ると，前年同月をいずれも上回っている。新設住宅

着工数を見ると，平成２４年８月を除き，いずれも前年同月を上回っている。

公共工事等受注額を見ると，前年同月をいずれも上回っている。 

  企業動向のうち生産活動を見ると，大口電力使用量は平成２４年３月～同

年６月を除き，前年同月をいずれも下回っている。小名浜港輸入通関実績は25 

平成２４年１月，同年７月及び同年９月を除き，前年同月をいずれも上回っ
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ている。 

  雇用の状況については，平成２４年の新規有効求人倍率及び有効求人倍率

は，前年同月をいずれも上回っている。また，雇用保険受給者実人員も平成

２４年４月まで前年同月をいずれも上回っていたが，同年５月以降マイナス

に転じている。 5 

  いわき市商工労政課は，いわき市の経済・景気について，次のように評価

する。平成２３年１２月以降の回復基調が続いている。需要面では，復興需

要の奏功で大型小売店等売上高などが連続で上回っており，特に住宅着工が

通常の倍の水準に達している。他方，企業動向で大口電気使用量等が微減で

あり，産業全体が活性化している状況にはない。雇用面では，雇用保険受給10 

者実人員が落ち着きを取り戻し，求人倍率が急上昇するなど，求人側が活気

づいているが，ミスマッチ等で働き手が見つからないまま倍率が上昇してい

るにすぎず，完全な雇用改善とみなし難い。また，入湯税調定人員（いわき湯

本を始めとする市内の温泉利用者数であり，観光客数の動向が反映されている。）がか

なり増加しているが，平成２０年～平成２１年の水準以下でまだ客足は完全15 

には戻っていない（以上，乙Ｃ５２の４・１，５～７，１４頁）。 

(ｲ) 平成２５年において，需要動向としては，個人消費のうち大型小売店等販

売額について，前年同月と比較すると，平成２５年２月，同年４月，同年５

月及び同年７月に前年同月をいずれも下回ったが，それ以外の月は前年同月

を上回っている。自動車の新規登録台数を見ると，平成２５年１月～同年８20 

月には，前年同月をいずれも下回っているが，平成２５年９月～同年１２月

には，前年同月をいずれも上回っている。新設住宅着工数を見ると，平成２

５年２月～同年８月には前年同月を上回っているが，平成２５年１月及び同

年９月～同年１２月には前年同月を下回っている。公共工事等受注額を見る

と，平成２５年２月及び同年６月を除き，前年同月をいずれも上回っている。 25 

  企業動向のうち生産活動を見ると，大口電力使用量は平成２５年６月まで
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前年同月をいずれも下回り，その後は平成２５年１１月を除き，前年同月を

いずれも上回っている。小名浜港輸入通関実績は平成２４年１月～同年３月，

同年５月，同年６月，同年１０月及び同年１１月は前年同月を下回っている。 

  雇用の状況については，平成２５年２月及び同年６月を除き，新規有効求

人倍率は前年同月をいずれも上回り，有効求人倍率は前年同月をいずれも上5 

回っている。雇用保険受給者実人員も，前年同月と比較して，いずれもマイ

ナスで推移している。 

  いわき市商工労政課は，いわき市の経済・景気について，次のように評価

する。平成２４年後期から回復に歩み出し，平成２５年は回復の足固め状態

にある。部門別に需要面では，大型小売店等販売額はほぼ昨年と同様であっ10 

たが，自動車新規登録台数や公共工事等受注額は伸びており，他方，新設住

宅着工数は，前回から半減し，前年同期比で２割減となっている。中小企業

の景気動向は前期と比較し，改善している。雇用面では，新規求人倍率が平

成２５年８月以降高水準で推移し，観光の目安である入湯税調定人員は本件

事故前の水準に戻っている。先行きは，高水準の公共事業，建設業の改善と15 

いった復興需要頼りが続くが，平成２６年４月からの消費税の増税による影

響がどう出るのかがポイントである（以上，乙Ｃ５２の２・１，５～７頁）。 

(ｳ) 平成２６年及び平成２７年のいわき市の景気・経済の状況等を見ると，需

要動向としては，個人消費のうち大型小売店等販売額について，平成２６年

１月，同年４月及び平成２７年３月を除き，前年同月をいずれも上回ってい20 

る。自動車の新規登録台数を見ると，前年同月を下回る月(平成２６年には８か

月，平成２７年には１０か月)が多くなっており，新設住宅着工数も同様に，前

年同月を下回る月(平成２６年には７か月，平成２７年には８か月)が多くなってい

る。他方，公共工事等受注額を見ると，前年同月を上回る月(平成２６年及び平

成２７年，いずれも８か月)が多い。 25 

  企業動向のうち生産活動を見ると，大口電力使用量は，前年同月を上回る
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月(平成２６年には１０か月，平成２７年には９か月)が多い。小名浜港輸入通関実

績は，平成２６年において前年同月を上回る月(８か月)が多いが，平成２７年

においては特に下四半期において前年同月をいずれも下回っている。 

  雇用の状況については，平成２６年は，同年１月及び同年４月を除き，新

規有効求人倍率は前年同月をいずれも上回り，有効求人倍率は前年同月をい5 

ずれも上回っている。平成２７年は，特に下四半期において新規有効求人倍

率が前年同月をいずれも下回っているが，有効求人倍率は前年同月と同じか，

いずれも上回っている。雇用保険受給者実人員も，平成２６年及び平成２７

年とも，おおむねマイナスで推移していたが，同年１１月及び同年１２月は，

前年同月よりも増加している（以上，乙Ｃ５２の３・１，５～７頁）。 10 

ウ いわき市の農林業の状況等 

(ｱ) いわき市は，東北地方の中では温暖な地域であり，かつ，年間の日照時間

も長く，農業に適した良好な気象条件の下にハウス栽培なども盛んに行われ

ている。主な農作物は，主食のコメのほか，トマト，ネギ，イチゴ，ナシな

どが生産されている。コメはいわき市全域で生産され，海沿いの平野部を中15 

心に野菜，果物が生産されている。 

  主要農作物であるネギ，トマト，イチゴ，ナシの本件事故前後の取扱金額

の状況を見ると，本件事故前の平成１８～平成２２年の標準平均取扱金額を

１００％とした場合，平成２３年にはネギ６２．１％，トマト１０９．４％，

イチゴ７４．９％，ナシ８１．４％で，平成２４年にはネギ７３．８％，ト20 

マト１１２．２％，イチゴ７９．７％，ナシ７７．２％で，平成２５年には

ネギ８２．４％，トマト１００．５％，イチゴ７９．９％，ナシ９３．９％

で，平成２６年にはネギ７４．２％，トマト８７．５％，イチゴ７４．９％，

ナシ７６．４％で，平成２７年にはネギ８９．６％，トマト９９．６％，イ

チゴ７５．０％，ナシ９０．２％で，平成２８年にはネギ９３．６％，トマ25 

ト１１６．３％，イチゴ７３．７％，ナシ７６．０％であった（以上，甲Ａ３
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０６・２～４，６９頁）。 

(ｲ) いわき市の林業等の状況として，主要林産物の生産量について，平成２１

年度には木材２１．２万ｍ３，木炭２６ｔ，生しいたけ３７ｔ，なめこ３１８

ｔの生産量で，平成２２年度には木材２２万ｍ３，木炭２６ｔ，生しいたけ２

４７ｔ，なめこ３２６ｔの生産量であった。平成２３年度には木材１９万ｍ5 

３，木炭１ｔ，生しいたけ１８４ｔ，なめこ２３７ｔの生産量となり，本件事

故の影響によりいずれも減少したが，平成２４年度には木材１９．６万ｍ３，

木炭６ｔ，生しいたけ２７３ｔ，なめこ２６９ｔの生産量となり，平成２５

年度には木材２０．５万ｍ３，木炭５ｔ，生しいたけ３９１ｔ，なめこ３０１

ｔの生産量となっている。特に，生しいたけの生産は，平成２２年度以降，10 

大規模生産施設の稼働により生産量が増加している（乙Ａ７６・１４頁）。 

エ いわき市等の工業等 

(ｱ) いわき市の製造品出荷額等を見ると，平成２１年８３３０億円，平成２２

年９７０３億円，平成２３年８２５８億円，平成２４年８３２９億円，平成

２５年８８３９億円である。業種の割合としては，平成２５年において，情15 

報通信機械器具製造業１９５６億１２００万円（２２．１％），化学工業１８

８０億７１００万円（２１．３％），輸送用機械器具製造業７８３億４６００

万円（８．９％），パルプ・紙・紙加工品製造業５７６億４９００万円（６．

５％）などとなっている 

  なお，平成２６年までにいわき市内の繊維・化学工業等における工場の増20 

設も行われている（以上，乙Ａ１３４，乙Ａ１３５・１４頁）。 

(ｲ) 福島県全体の鉱工業生産能力については，平成２２年の同生産指数を１０

０とすると，本件事故直後に６０近くまで落ち込んだが，岩手県や宮城県な

どの本件地震等の被災県とほぼ同様であって，平成２４年には福島県は元の

水準近くまで回復し（同様に岩手県も回復し，宮城県は元の水準を超えている。），25 

その後の平成２５年，平成２６年には多少落ち込んでいるが（同年の指数９２．
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４），同様に岩手県（同指数９３．２），宮城県（同指数９２．１）も落ち込んで

いる上，全国の指数と比較しても，福島県を含む被災３県の指数は，平成２

４年以降ほぼ同じような動きをしている。 

  雇用の動向としては，平成２３年以降，福島県は，全国平均を上回るペー

スで有効求人倍率が改善し，平成２６年１１月時点で１．４６倍となってい5 

る。これは，岩手県１．１２倍，宮城県１．３１倍を超え，全国平均１．１

２倍よりも高いものとなっている（以上，乙Ａ１３５・１２，１３頁）。 

オ いわき市の観光業等 

(ｱ) いわき市の観光交流人口（観光入込客数に，文化交流やスポーツ大会時などの人

数を加えたもの）は，平成２２年に約１０７４万人（うち観光客数７６０万人で，10 

うち県外４１１万人，県内３１９万人であり，宿泊者数は９８万人である。），平成２

３年に約３６８万人（うち観光客数２０３万人で，うち県外１１５万人，県内８８万

人であり，宿泊者数は５１万人である。），平成２４年に約７３４万人（うち観光

客数４８９万人で，うち県外２９９万人，県内１９１万人であり，宿泊者数は７１万人

である。），平成２５年に約７８８万人（うち観光客数５４０万人で，うち県外３15 

２２万人，県内２１８万人であり，宿泊者数は７７万人である。），平成２６年に約

７７５万人（うち観光客数５４２万人で，うち県外３２１万人，県内２２１万人であ

り，宿泊者数は７５万人である。）となっている。また，平成２７年時点で海水

浴場などの自然由来の観光資源が一部再開できず，地域全体としては，風評

の払しょくや観光業の再生には至っていない（以上，甲Ａ４９５・２８頁）。 20 

(5) いわき市民に対するアンケート調査結果等 

ア 平成２４年のいわき市によるアンケート調査 

  いわき市が同年に実施したアンケート調査（２０歳以上の市民から無作為抽出

した３０００件，市政モニター２０件，市政ｅ－モニター１００件の合計３１２０件が

対象）によれば，回答件数１２６１件（回収率４０．４％，男性５２２人，女性７25 

２８人，性別記載なし１１人）であり，震災発生により避難した人が６９８人（回
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答者の５５．４％，うち市外６０１人，市内９７人）であり，避難した日について

平成２３年３月１５日が最も多く（１６８人，全体の２４．１％），また，避難

先から戻った時期について，同年３月頃３２６人（４９．８％），同年４月頃

１６４人（２５．１％），同年５月頃３４人（５．２％），以降毎月１０人未満

の市民が戻り，平成２４年３月頃に４９人（７．５％）が戻っているとの結果5 

であった（甲Ａ１４５）。 

イ 平成２６年のいわき市によるアンケート調査 

  平成２６年７月１日時点でいわき市居住の１８歳以上の住民から，本件事

故時も，いわき市に居住していた３０００人を無作為抽出したアンケートの

結果（調査期間平成２６年７月１８日～同年８月７日，郵送による調査票の配布・回収10 

により有効回収数１１５６人（ただし，調査期間中に回答した１１１７人に加えて，同

年８月末回答の３９人分を含む。），以上，甲Ａ２７６・３頁）は，以下のとおりで

ある。 

(ｱ) 回答者の区分としては，久之浜・大久地区（全域が自主避難の対象となった，

平成２３年３月１３日にいわき市が独自の判断で自主避難を要請した地区）すなわち15 

避難対象地区の者が２３人，避難対象地区外の者が１１１２人であり，その

他・無回答が１２人であった。男女別には，男性４４．０％，女性５４．９％，

無回答１．１％であり，年齢構成は，本件事故時１０代であった者が３．４％，

２０代であった者が７．４％，３０代であった者が１３．９％，４０代であ

った者が１３．８％，５０代であった者が２１．５％，６０代であった者が20 

２６．６％，７０代以上であった者が１３．１％であり，無回答が０．３％

であった。 

  本件事故時の居住地域は，多い順に，平地区（３３２人，２８．７％），小名

浜地区（２４４人，２１．１％），勿来地区（１６６人，１４．４％），常磐地区

（１１７人，１０．１％），内郷地区（８３人，７．２％），四倉地区（５３人，４．25 

６％），好間地区（５０人，４．３％）であり，遠野地区，小川地区，三和地区，
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田人地区，川前地区，久之浜・大久地区の回答者もそれぞれ７～２６人程度

いた。 

  本件事故時の職業別には，専業主婦，年金受給者を含む無職の者が最も多

く（４５６人，３９．４％），次いで製造業（１３１人，１１．３％），その他の

サービス業（１０６人，９．２％），その他（９５人，８．２％），医療・福祉（８5 

１人，７．０％），建設業（６８人，５．９％），公務員・団体職員（５７人，４．

９％），卸売・小売業（５１人，４．４％），学生（４３人，３．７％），宿泊・

飲食サービス業（３３人，２．９％），農林水産業（２３人，２．０％）の順であ

った。 

  本件事故時の家族構成としては，二世代世帯（親と子，４９．２％），夫婦の10 

み世帯（２２．３％），三世代世帯（親，子，孫，１７．８％），単身世帯（６．

５％）の順であった。 

  また，本件事故時の自宅の所有形態としては，持家（戸建て及びマンション含

む。）が最も多く（８３．７％），借家・アパート（１０．９％），公営住宅（３．

７％）の順であった（以上，甲Ａ２７６・５～８，１０頁）。 15 

(ｲ) 本件事故を受けての屋内退避の状況については，５３．９％が屋内退避し

ており，避難対象地区の久之浜・大久地区では，８１．８％が屋内退避を実

施している。また，年齢による差もあり，特に１８歳未満の者や妊婦がいた

世帯は，そうでない場合と比較し，屋内退避したとの回答が多い。屋内退避

開始日は，久之浜・大久地区では３月１３日が最も多く，それ以外の地区で20 

は３月１５日に急増している（甲Ａ２７６・１６～１９頁）。 

(ｳ) 本件事故を受けて避難を実施したかとの質問に対し，避難対象地区以外の

地区において，家族全員避難が３９．０％，家族の一部が避難したのは１７．

２％となっており，避難対象地区では，ほぼ全世帯に近い９５．７％が家族

全員の避難を実施したと回答している。そのほか，高校生以下の子供や妊婦25 

がいた世帯の避難実施率が高く（例えば，小学生・中学生・高校生の子供がいた世



 

305 

 

帯の家族全員の避難割合は４６．７％であり，いない場合の避難割合は３８．５％であ

る。乳幼児がいた世帯の家族全員の避難割合は５３．１％であり，いない場合の避難割

合は３８．５％である。妊婦がいた世帯の家族全員の避難割合は６６．７％であり，い

ない場合の避難割合は３９．７％である。），他方，高齢者や障がい者がいた世帯

の避難率は低くなっている（甲Ａ２７６・２０～２３頁）。 5 

(ｴ) 最初の避難状況として，避難世帯のうち，家族全員が避難した割合が６１％

（避難対象地域約８割）であるが，母と未成年の子供が避難した割合が１０％

である。 

  避難の理由としては，本件原発の水素爆発を知ったこと（６５．６％），自

宅や避難所にいて不安を感じたこと（４３．３％），遠方の親戚等から心配す10 

る連絡がきたこと（３５．９％），家族に子供や妊産婦がいたこと（２５．２％）

が多いが，避難対象地区においては，市からの独自の避難要請が高い割合（４

０％を超える。他方，全体では約５％）となっている（以上，甲Ａ２７６・２４，２

６，２７頁）。 

(ｵ) 避難を開始した日時に関して，避難対象地区では，いわき市独自の判断に15 

よる自主避難の要請以降３月１３日に急増し，同月１５日には１００％とな

っており，避難対象外地区では，不要不急の外出を控えるようにとのいわき

市長メッセージ，小川，川前地区に対する自主避難の要請，２０～３０ｋｍ

圏内への屋内退避指示があった３月１５日に急増し，以後も徐々に増加して

いる。 20 

  避難先としては，福島県外が７１．１％，市内及び県内が２６．５％とな

っており，避難対象地区では，市内に避難したという回答が７７．３％とな

っている（以上，甲Ａ２７６・２８，３０頁）。 

(ｶ) 避難しなかった者（家族の一部しか避難しなかった者を含む。）の避難しなかっ

た理由として，学校や仕事の都合があったこと（３２．２％），いわき市が自25 

主避難を呼びかけている地域ではなかったこと（２９．０％），避難先の当て
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がなかったこと（２５．３％）が多いが，避難を判断できるほどの情報がなか

ったこと（２４．２％），自宅にいても安全だと思ったこと（２３．８％）とい

った回答もあり，また，高齢者や障がい者などの避難行動が困難な者がいて

避難させられなかったこと（２０．４％）もある。 

  また，家族の一部が避難した世帯では，家族全員が避難しなかった世帯と5 

比較すると，学校や仕事の都合があったことを理由とした回答が約４７％（家

族全員が避難しなかった世帯でそれを理由としたのは３０％に満たない。）と際立っ

て多かった（以上，甲Ａ２７６・４２，４３頁）。 

ウ 高木准教授によるアンケート調査 

  社会学者である高木竜輔尚絅学院大学准教授が主体となって実施されたア10 

ンケート調査の結果は，以下のとおりである。 

(ｱ) 平成２６年に，選挙人名簿から無作為に抽出したいわき市平地区及び小名

浜地区の住民各７５０人（合計１５００人）を対象に，郵送にて調査票を配布

し，そのうち６８１人から回答を得た。 

  そのうち，いわき市内の別の場所に避難したとの回答が７．９％で，いわ15 

き市外に避難したとの回答が１４．１％で，福島県外に避難したとの回答が

３８．１％であり，避難していないとの回答が３９．８％であった。 

  避難していた期間について，２週間～１か月が最も多く（４１．３％），次い

で１～２週間（２４．１％），１週間未満（１８．３％）であった。 

  また，放射能の健康影響への不安と市外避難経験との関係について，不安20 

があるとの回答をした者（１２６）のうち６１．１％が市外に避難し，やや不

安があると回答した者（１６８）のうち６０．７％が市外に避難したと回答し

ているが，あまり不安はないとの回答をした者（１９１）のうち４８．２％が，

不安はないと回答した者（１５２）のうち３８．８％が，それぞれ市外に避難

したとも回答している。不安はないなどと回答した市外避難者は，本件地震25 

や本件津波の影響で避難した者が含まれている（以上，甲Ａ５０４・５～８，１



 

307 

 

１頁，証人高木竜輔２～５，２８，５１～５４頁）。 

(ｲ) 平成２９年に，会津若松市，郡山市及びいわき市の各都市の原発避難者向

け災害公営住宅をそれぞれ２か所ずつ（会津若松市の年貢町団地及び白虎町団地，

郡山市の八山田団地及び柴宮団地５７号棟，いわき市の下神白団地及び湯長谷団地）選

び，各団地周辺の１ｋｍ圏内にある投票所に居住する住民各２５０人（各市ご5 

とに５００人）として，選択された投票所から選挙人名簿を用いて無作為抽出

した対象者を選択し，郵送にて調査票を配付し，その結果５４２人（会津若松

市１７０人，郡山市１６５人，いわき市２０７人）から回答を得た。 

  そのうち，避難経験者のうち各市外へ避難したとの回答割合について，会

津若松市の回答者が１．８％で，郡山市の回答者が１６．１％で，いわき市10 

が４３．７％であった。 

  また，放射能への健康不安について，不安がある又はやや不安があると回

答した割合について，会津若松市が３０．３％で，郡山市が３６．３％で，

いわき市が３７．７％であった。 

  なお，いわき市について，放射能の健康影響への不安と市外避難経験との15 

関係について，不安があるとの回答をした者（３０）のうち６６．７％が市外

に避難し，やや不安があると回答した者（４７）のうち４６．８％が市外に避

難したと回答しているが，あまり不安はないとの回答をした者（７４）のうち

４４．６％が，不安はないと回答した者（５５）のうち２７．３％が，それぞ

れ市外に避難したとも回答している。この結果と上記(ｱ)の平成２６年のア20 

ンケート調査とを比較すると，その対象者が異なるために厳密な比較はでき

ないが，放射能の健康影響への不安については本件事故直後の時点の意識か

ら低下している可能性がある（以上，甲Ａ５０４・６，８～１１頁，証人高木竜輔

５，６頁）。 

エ 集団訴訟要望アンケート調査 25 

  原告ら代理人の依頼に応じて，平成２８年２月付けで株式会社福島インフ
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ォメーションリサーチ＆マネジメントが作成したいわき市民に対するアンケ

ート調査の結果には，以下のとおり，記載されている。 

(ｱ) 回答者全体としては１１５２人であり，回答者の職業としては，いわゆる

会社員等が最も多く（２９１人），自営業者等（９１人），専業主婦・主夫（２

８人），パート・アルバイト（３８人）などのほか，無職（２３４人），学生（１5 

００人）なども含まれている（甲Ａ１４８・１頁）。 

(ｲ) 自主避難を実施したかどうかについて，自主避難を実施したという回答が

最も多く（５５５人，４８．２％），自主避難していない者も，自主避難を考え

たが，様々な事情により選択できなかったと回答し（３１４人，２７．３％），

他方，自主避難の必要性がなく，避難しようと思わなかったという回答（５３10 

人，４．６％）もあるほか，無回答も１７３人（１５．０％）いた（甲Ａ１４８・

３頁）。 

(ｳ) 自主避難をしなかった滞在者の滞在理由（複数回答可能）としては，移動手

段やガソリンがなく避難できなかったとの回答が最も多く（２３０人），次い

で仕事上の都合等（２０４人），避難先の当てがなかったこと等（１９７人）も15 

理由にあるほか，介護が必要などの避難弱者が家族内にいたこと（１４０人）

なども理由にある。 

  滞在中の生活上の苦労等（複数回答可能）として，本件事故の影響で物流が

止まり食料品，日用品が入手できなかったことが最も多く（５４４人），ガソ

リン不足（５２３人），正確な情報不足による精神的混乱等（４９８人），また，20 

外出や降雨に当たる不安（４８６人），外出時のマスク着用（４７９人），外出

時の放射線被ばくの不安（４５８人），洗濯物などの屋内退避（４５７人），屋

内への放射性物質の侵入防止（３９３人）などである（以上，甲Ａ１４８・４～６

頁）。 

(ｴ) 避難者について，避難した時期は平成２３年３月１２日～同月１７日が最25 

も多く（５２９人），次いで同年３月１８日～同月２４日（１０８人）であり，
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これらの者が避難者全体の９５．５％を占めている。避難者のうち，家族全

員と避難した者が３９６人（６３．３％），家族と別離する結果となった者が

２３０人（３６．７％）であった。 

  自主避難を決断した理由（複数回答可能）について，情報不足等による被ば

くの恐怖，不安が最も多く（５８７人），物資不足（３８１人），子供や妊婦へ5 

の被ばく回避（３４３人）などがある。 

  帰還した日については，平成２３年４月１日～同月３０日が２４３人，同

年３月２５日～同月３１日が１７７人，同月１８日～同月２４日が１０８人

であり，同年５月中に帰還した者は３４人で，同年６月の帰還者は４人，同

年７月以降合計４９人となっている。 10 

  移動の際の苦労（複数回答可能）として，長時間の車移動が最も多く（３８２

人），次いで避難弱者がいたこと（２９３人）であった。避難弱者の内訳とし

ては，乳幼児１２２人，要介護の家族７１人，持病のある家族６１人，身体

等の障がい者５１人などであった。 

  避難先に滞在中の苦労等（複数回答可能）として，避難先の親族等への気兼15 

ね（４２４人），体調の悪化等（３６８人），避難中の金銭的困窮（３２３人）な

どであった 

  いわき市に帰還した理由（複数回答可能）としては，長期避難の精神的限界

（４１３人），同じく金銭的限界（３２５人），仕事の都合（３１１人），避難先

の親族等への気兼ね（３０４人）などである（以上，甲Ａ１４８・７～１３，１５20 

頁）。 

(ｵ) 妊婦の避難先滞在中の苦労等（複数回答可能）として，放射能の影響（現在及

び将来の不安を含む。）等が最も多く（１７人），体調による移動の大変さ（７

人）やこれまで検診を受けていた病院での継続検診や出産ができなかったこ

と（５人）などである（甲Ａ１４８・１４頁）。 25 

(6) 屋内退避区域の状況等 
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ア いわき市小川地区の状況等 

  同地区は，いわき市の北部にあり，同地区の北部は山々がそびえ，南側は

平地区の赤井，平窪と接している。 

  平成２２年時点の人口は７２１１人，２４００世帯であり，平成２７年時

点の人口は６８５８人，２３７８世帯となっている。年齢別人口を見ると，5 

０～１９歳の人口数について，平成２２年時点の合計数は１１８２人であっ

たが，平成２７年時点の合計数は１０２０人となっている。 

  産業別人口は，平成２２年時点では第１次産業３０９人，第２次産業１０

２７人，第３次産業２１３４人の合計３４７０人であったが，平成２７年時

点では第１次産業２４２人，第２次産業１００１人，第３次産業１９３９人10 

の合計３１８２人となっている。 

  農家数や農地面積（田，畑及び樹園地の合計）を見ると，経営体としての農家

数が，平成２２年時点では３１８戸，面積２万２２１４ａであったが，平成

２７年時点では１６２戸，面積１万９７４７ａとなっている。 

  工業については，事業所数及び従業者数について，平成２２年時点では事15 

業所数１３，従業者数２０２人であったが，平成２６年時点では事業所数１

２，従業者数１７３人であり，製造品出荷額について，平成２２年時点では

２５億６４００万円であったが，平成２６年時点では１７億０１００万円と

なっている。 

  観光について，夏井川渓谷の観光客入込状況について，平成２２年時点で20 

は，県外観光客数２２万７０７５人，県内観光客数４５万４２１２人，宿泊

者数２万３８４６人であったが，平成２５年時点では，県外観光客数５万１

２０７人，県内観光客数１０万２４３０人，宿泊者数数５３７８人であり，

平成２６年以降も減少し，平成２７年時点では，県外観光客数４万０３３９

人，県内観光客数８万０６９０人，宿泊者数４２３５人となっている。 25 

  交通について，自動車交通量（小川町内の一般国道３９９号等の５地点の合計。
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上り下り交通量の合計１２時間調査）は，平成２２年（調査日同年９～１１月の平日

中）時点では１万０２０４台であり，平成２７年（調査日同年１０月の平日中）

時点では１万１８２３台であった（以上，甲Ａ５１１・１８０～１８６，１９０頁）。 

イ いわき市川前地区の状況等 

  同地区は，いわき市の最北端に位置し，標高の違いから，川前地区，桶売5 

地区及び小白井地区の３方部で構成される。東は小川地区，南は三和地区，

北西は田村市等，北は双葉郡川内村と隣接した農山村である。 

  平成２２年時点の人口は１３５９人，４８４世帯であり，平成２７年時点

の人口は１１３１人，４４１世帯となっている。年齢別人口を見ると，０～

１９歳の人口数について，平成２２年時点の合計数は１５２人であったが，10 

平成２７年時点の合計数は８６人となっている。 

  産業別人口は，平成２２年時点では第１次産業１６５人，第２次産業２６

０人，第３次産業３０１人の合計７２６人であったが，平成２７年時点では

第１次産業１１９人，第２次産業２５１人，第３次産業２１２人の合計５８

２人となっている。 15 

  農家数や農地面積（田，畑及び樹園地の合計）を見ると，経営体としての農家

数が，平成２２年時点では２８２戸，面積３万１２９１ａであったが，平成

２７年時点では１７５戸，面積２万６６３７ａとなっている。 

  工業については，事業所数及び従業者数について，平成２２年時点では事

業所数２，従業員数２２０人であったが，平成２６年時点では事業所数２，20 

従業員数２１２人となっている。 

  交通について，自動車交通量（川前町内の小野富岡線等の４地点の合計）は，平

成２２年（調査日同年９～１１月の平日中）時点では１９８２台であり，平成２

７年（調査日同年１０月の平日中）時点では１９６５台であった（以上，甲Ａ５１

１・２３２～２３７，２４０頁）。 25 

ウ いわき市久之浜・大久地区の状況等 
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  同地区は，いわき市の東北端に位置し，北部は双葉郡と，南部は四倉地区

と隣接している。東は県立自然公園波立海岸を中心とする風光明媚な海岸線

と天然の入江を利用した久之浜港を有し，西北は阿武隈高地が連なる三森渓

谷を有した森林地帯を形成している。 

  平成２２年時点の人口は５７７５人，１８９０世帯であり，平成２７年時5 

点の人口は５２４３人，２４８３世帯となっている。年齢別人口を見ると，

０～１９歳の人口数について，平成２２年時点の合計数が９５６人であった

が，平成２７年時点の合計数は５４２人となっている。 

  産業別人口は，平成２２年時点では第１次産業１９８人，第２次産業７９

２人，第３次産業１６５４人の合計２６４４人であったが，平成２７年時点10 

では第１次産業１４０人，第２次産業９５１人，第３次産業１３９２人の合

計２４８３人となっている。 

  農家数や農地面積（田，畑及び樹園地の合計）を見ると，経営体としての農家

数が，平成２２年時点では３４７戸，面積１万８６２８ａであったが，平成

２７年時点では９８戸，面積１万６０２８ａとなっている。 15 

  工業については，事業所数及び従業者数について，平成２２年時点では事

業所数１５，従業者数２３３人であったが，平成２６年時点では事業所数１

２，従業者数１１３人であり，製造品出荷額について，平成２２年時点では

３５億７４００万円であったが，平成２６年時点では１９億１３００万円と

なっている。 20 

  観光客入込状況（県外及び県内観光客数の合計，概算）について，平成２２年

時点では１７万３０００人であり，平成２５年時点では６万１０００人，平

成２６年時点では７万５０００人，平成２７年時点では８万２０００人，平

成２８年時点では９万４０００人となっている。 

  交通について，自動車交通量（久之浜町内等の久ノ浜港線等の４地点の合計）は，25 

平成２２年（調査日同年９～１１月の平日中）時点では合計５１１０台であり，
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平成２７年（調査日同年１０月の平日中）時点では合計４８８９台であった。 

  駅乗車人員（１日平均）について，ＪＲ久ノ浜駅について，平成２２年時点

では３２１人であったが，平成２７年時点では１９８人であった。 

  なお，久之浜・大久地区は，本件津波による被害を受けているが，平成２

３年６月の現地調査において，浸水区域が都市計画区域面積１２．６１ｋ㎡5 

のうち０．９３ｋｍ２であり，浸水深については，１．５ｍ以下が全体の約３

３％であるが，１．５～３．０ｍ以下が２５．０％で，３．０～５．０ｍ以

下が１５．５％で，５．０～７．０ｍ以下が２２．４％で，７．０ｍ以上が

４．３％であった。また，建物の被災状況として，被災建物棟数約８５０棟

のうち，全壊（流失）が約２４０棟で，全壊が約１６０棟で，全壊（１階天井10 

以上浸水）が約８０棟で，大規模半壊が約１４０棟で，半壊（床上浸水）が約１

１０棟で，一部損壊（床下浸水）が約１２０棟であった（以上，甲Ａ５１１・２

４４～２４９，２５１，２５５頁，乙Ｃ４９）。 

(7) 放射線に関する科学的知見等 

ア 放射線の単位等 15 

  放射線に関する単位は，放射線を出す側の単位と受ける側の単位に大別で

き，放射能の強さに関する単位であるベクレル（Ｂｑ）は，放射線を出す単位

であり，放射線を受ける側の単位に，グレイ（Ｇｙ）やシーベルト（Ｓｖ）が

ある。 

  放射線を受けた単位質量の物質が吸収するエネルギー量が，吸収線量（単20 

位Ｇｙ）であり，吸収されたエネルギー（単位「ジュール（Ｊ）」）を放射線を受

けた部分の質量（単位ｋｇ）で除したものである。１Ｇｙは，１ｋｇの物体に

つき１ジュールのエネルギーを吸収したことに相当する。 

  放射線の種類やエネルギーによって，吸収線量が同じでも人体への影響の

大きさは異なる。そこで，放射線の種類ごとに影響の大きさに応じた重み付25 

けをした線量が等価線量であり，その単位はシーベルト（Ｓｖ）である。 
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  放射線防護における被ばく管理のために考案されたものとして実効線量が

あるが，その単位もＳｖである。等価線量に対して，臓器や組織ごとの感受

性の違いによる重み付けをして，それらの重み付けを平均して実効線量を出

している。 

  本件事故由来のヨウ素１３１，セシウム１３４，セシウム１３７などが出5 

す放射線の種類は，ベータ（β）線及びガンマ（γ）線であるが，γ線等の放

射線加重係数は１であるから，全身に均等にγ線が１ｍＧｙ当たった場合の

実効線量はほぼ１ｍＳｖとなる（以上，丙Ａ１１３・３２～３８頁）。 

イ ＩＣＲＰの平成１９年勧告 

(ｱ) 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は，規制当局あるいは助言機関に対し，10 

主に適切な放射線防護の基礎となる基本原則に関するガイダンスを提供する

ことによってその勧告を提示する非営利・非政府組織（１９２８年に国際放射線

医学会議により国際Ｘ線・ラジウム防護委員会の名称で設立され，１９５０年に改組さ

れ，現在の名称に変更となった。）である。ＩＣＲＰは，その設立以降，人間の放

射線防護を達成するという目的の下，定期的に放射線の危険に対する防護に15 

関する勧告を公表し，放射線防護に責任のある国際組織及び各国の当局それ

に利用者は，これらの勧告と原則を防護対策の重要な基礎としており，放射

線防護に関する事実上全ての国際基準と各国の国内規則は，ＩＣＲＰの勧告

に基づいている（乙Ａ４１・「論説」，「1.緒言」，丙Ｂ５２・２，３頁）。 

(ｲ) ＩＣＲＰが，平成１９（２００７）年３月２１日，８年の検討を経て，被ば20 

くに関連する可能性のある人の望ましい活動を過度に制限することなく，放

射線被ばくの有害な影響に対する人と環境の適切なレベルでの防護に貢献す

ることを目的として，勧告を発している（乙Ａ４１・「論説」，「2.1.勧告の目的」）。

その要旨は，以下のとおりである。 

ａ 放射線被ばくによる有害な健康影響の大部分は，①高線量被ばく後の細25 

胞死（有害な組織反応）と②確率的影響すなわちがん及び遺伝性影響の二つ
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の一般的カテゴリ―に分類できる。 

  上記①について，約１００ｍＧｙまでの吸収線量域では，どの組織も臨

床的に意味のある機能障害を示すとは判断されない。この判断は，１回の

急性線量と，これらの低線量を反復した年間被ばくにおける遷延被ばくの

形で受ける状況の両方に当てはまる。 5 

  上記②について，がんのリスクに関して，約１００ｍＳｖ以下の線量に

おいて不確実性が存在するとしても，疫学研究及び実験的研究が放射線リ

スクの証拠を提供し，遺伝性疾患の場合，人に関する放射線リスクの直接

的な証拠は存在しないが，実験的観察からは，将来世代への放射線リスク

を防護体系に含めるべきとの説得力のある議論がされている。放射線防護10 

の目的には，約１００ｍＳｖを下回る低線量域では，がん又は遺伝性影響

の発生率が関係する臓器及び組織の等価線量の増加に正比例して増加する

であろうと仮定するのが科学的にもっともらしいという見解を支持すると

委員会は判断している。 

 したがって，委員会が勧告する実用的な放射線防護体系は，約１００ｍ15 

Ｓｖを下回る低線量においては，ある一定の線量の増加はそれに正比例し

て放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率の増加を生じるであろうと

いう仮定（ＬＮＴモデル）に引き続き根拠を置くこととする。委員会はＬＮ

Ｔモデルを引き続き利用することが，放射線防護の実用的な目的すなわち

低線量被ばくによるリスクの管理に対して慎重な根拠を提供すると考え20 

る（以上，乙Ａ４１・１５～１７頁）。 

ｂ 他方，委員会は，ＬＮＴモデルが実用的なその放射線防護体系において

引き続き科学的にも説得力がある要素である一方，このモデルの根拠とな

っている仮説を明確に実証する生物学的，疫学的知見がすぐには得られそ

うにないということを強調しておく。低線量における健康影響が不確実で25 

あることから，委員会は，公衆の健康を計画する目的には，非常に長期間
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にわたり多数の人々が受けたごく小さい線量に関連するかもしれないがん

又は遺伝性疾患について仮想的な症例数を計算することは適切ではないと

判断する（乙Ａ４１・１７頁）。 

ｃ また，がん以外の疾患の誘発について，１９９０年以降，幾つかの被ば

く集団において，非がん疾患の頻度が増加するという証拠が蓄積されてき5 

たが，しかし，低線量における線量反応の形状における現行の不確実性及

びＬＳＳ（原爆被爆者集団の死亡率解析）データが疾患による死亡リスクに関

して線量しきい値がないことと，約０．５Ｓｖの線量しきい値があること

の両方に矛盾しないこと，いかなる形の細胞及び組織のメカニズムがこの

ような多岐にわたる一連の非がん疾患の基礎となっているかも不明である10 

ことなどから，委員会は，非がん疾患の観察の潜在的重要性を認識してい

るが，入手できるデータでは約１００ｍＳｖを下回る放射線量による損害

の推定には非がん疾患はほとんど考慮されていないと判断する。これは，

１Ｇｙ以下では過剰なリスクの証拠はほとんど見られなかったＵＮＳＣＥ

ＡＲの結論と一致する（乙Ａ４１・２２頁）。 15 

(ｳ) ＩＣＲＰ平成１９年勧告の付属書には，がんリスクの推定に用いる疫学的

方法は，およそ１００ｍＳｖまでの線量範囲でのがんのリスクを直接明らか

にする力を持たないという一般的な合意があること，したがって，ＩＣＲＰ

勧告の作成において生物学的データの役割が大きくなっており，不確実性，

論争がある場合，ピアレビューを行ったデータに基づき，科学的にバランス20 

の取れた判断に達する必要があることという記載がある。 

  また，線量のしきい値について，ＬＮＴモデルは生物学的真実として世界

的に受け入れられているのではなく，むしろ，我々がごく低線量の被ばくに

どの程度のリスクが伴うのかを実際に知らないため，被ばくによる不必要な

リスクを避けることを目的とした公共政策のための慎重な判断であると考え25 

られているといった記載や，放射線防護目的のがんリスク計算において低線
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量しきい値の可能性等を含めてよい正当な科学的理由は，現時点では存在し

ないと委員会は判断し，これに基づき，ＬＮＴモデルは，高線量からの外挿

に対してＤＤＲＥＦ（線量・線量率効果係数。線量率を下げた時に生物に対する影響

がどのくらい減るかということの指標であり，ＤＤＲＥＦが２である場合，高い線量率

に比べて低い線量の場合その影響を２分の１とするという係数である。丙Ｂ４７の１・5 

１０頁）値と組み合わせて，低線量・低線量率の実際的な放射線防護目的のた

めの慎重な基盤として引き続き残すことを勧告するとの記載がある（以上，丙

Ａ２４１の付属書Ａ・１３１，１５４，１５６頁）。 

ウ ＵＮＳＣＥＡＲの報告 

(ｱ) 原子放射線の影響に関する国連科学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲ）が平成１８年10 

に発した報告には，要旨，以下の記載がある。 

  その結論において，小児期に被ばくした人々についての固形がんの生涯リ

スク推定値は一般集団での推定値よりも２～３倍高いかもしれない。原爆被

爆者の研究の経験は，全固形がんを一括したリスクが直線の線量反応である

ことと矛盾しない。したがって，最初の近似として１Ｓｖの急性線量の後の15 

リスク推定値に直線的に外挿することが，それよりも低い線量での固形がん

リスクを推定するために用いられる（以上，甲Ａ４７４・１４６，１４７頁）。 

(ｲ) ＵＮＳＣＥＡＲが平成２２年に発した報告には，要旨，以下の記載がある。 

本委員会は，受けた放射線量とがん誘発リスクの関係，つまり線量反応関

係を調べるために疫学データを用いてきた。統計学的に有意なリスク上昇は20 

１００～２００ｍＧｙ又はそれ以上で観察される。疫学研究だけでは，これ

らのレベルを大きく下回る場合の有意なリスク上昇を同定することはできそ

うにない。 

  放射線被ばくによるがん誘発の生涯リスクの総合的推定値を，全ての有益

な研究から引き出すことは複雑な過程である。本委員会は，この問題に取り25 

組むために世界の異なる地域からの５集団におけるがんの自然発生率のデー



 

318 

 

タとともに数学的モデルを用いてきたが，これらの推定値の不確かさが含ま

れることを十分に認識している。リスク推定値は年齢によって異なり，若い

集団は通常感受性がより高く，胎児は特に感受性が高いことが示され，１０

ｍＧｙ及びそれ以上の線量においてリスク上昇が検出されている。 

  放射線がもたらす複雑なＤＮＡ損傷は，正常に修復することが困難であり，5 

たとえ低線量の放射線であっても，発がんのリスクを上昇させるようなＤＮ

Ａの突然変異が発生する確率は非常に小さいがゼロではなさそうである。し

たがって，現在，入手可能な証拠を天秤にかければ，低線量・低線量率にお

ける放射性関連発がんに対する突然変異成分として，しきい値のない反応を

支持する傾向にある（以上，甲Ａ４７３・９，１１，１２頁）。 10 

(ｳ) ＵＮＳＣＥＡＲの福島報告書の科学的知見 

  ＵＮＳＣＥＡＲは，本件事故により人体及び環境への影響を評価するため，

実測データを収集し，住民等の被ばく線量推計・健康影響評価等を行い，報

告書の作成を進めてきたところ，平成２５年５月末のＵＮＳＣＥＡＲ年次会

合における報告書案の議論を経て，同年１０月，ＵＮＳＣＥＡＲの年次報告15 

が行われ，その資料として，福島報告書の科学的知見がまとめられた。上記

年次報告に係る報告書における本件事故の放射線影響評価の内容は，以下の

とおりである（なお，上記福島報告書自体の公表は平成２６年２月の予定であるとさ

れている。乙Ａ５０）。 

ａ 本件事故後１年間の実効線量の推計値として，避難住民（避難前又は避難20 

中の被ばく）の実効線量は，成人（１歳の乳児の実効線量は成人の約２倍）１０

ｍＳｖ以下，このうち３月１２日の早いうちに避難したケースでは約５ｍ

Ｓｖ以下である。ただ，上記年次報告書のモデルによる甲状腺被ばく線量

及び全身の内部被ばく線量の推計は，実測値と比べて３～５倍及び１０倍

大きいため，報告書の推計は過大である可能性がある。なお，１歳の乳児25 

の甲状腺吸収線量は一番高いところでも７０ｍＧｙ以下であり，その半分
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は食品からの摂取である。生涯追加被ばく線量は，福島県では，除染を考

慮しない場合，平均１０ｍＳｖである。比較して，日本人の自然放射線に

よる生涯累積被ばく線量は１７０ｍＳｖ程度（年間２．１ｍＳｖ×８０年）で

ある（乙Ａ５０・１，２頁）。 

ｂ 健康影響として，本件事故の放射線被ばくによる死亡又は急性の健康影5 

響はない。 

  モデル線量推計結果及び実測値を踏まえると，住民及びその子孫におい

て本件事故による放射線に起因する健康影響については増加が認められる

見込みはない。最も重要な健康影響は，心理的又は社会福祉的なものであ

るが，ＵＮＳＣＥＡＲの権限外である。 10 

  後記オの県民健康管理調査における甲状腺検査において，のう胞，結節，

がんの発見率の増加が認められるが，高い検出効率によるものと見込まれ

る。本件事故の影響を受けていない地域において同様の手法を用いて検査

を行った結果（環境省における福島県外の，青森県，山梨県及び長崎県の３か所に

おいて実施した甲状腺検査において，のう胞及び結節の発見率は，福島県における甲15 

状腺検査と同様の頻度であった。）から，福島県の子供で見つかっている発見率

の増加については，放射線の影響とは考えにくいと示唆される（以上，乙Ａ

５０・２頁）。 

エ 低線量被ばくのリスク管理に関するＷＧ報告書 

  本件事故後，原発事故の収束及び再発防止担当大臣の要請に基づき，国内20 

外の科学的知見や評価の整理，現場の課題の抽出，今後の対応の方向性の検

討を行う場として，「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググルー

プ」すなわち被ばくＷＧが設置された。 

  被ばくＷＧが，平成２３年１１月から１２月にかけて計８回開催された検

討会の結果として取りまとめた同年１２月２２日付け報告書では，要旨，以25 

下の内容が報告されている（以上，乙Ａ３７・参考２）。 
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(ｱ) 科学的知見と国際的合意 

  放射線の影響に関しては様々な知見が報告されているため，国際的に合意

されている科学的知見を確実に理解する必要がある。国際的合意としては，

科学的知見を国連に報告している原子放射線の影響に関する国連科学委員会

（ＵＮＳＣＥＡＲ），世界保健機関（ＷＨＯ），国際原子力機関（ＩＡＥＡ）等の報5 

告書に準拠することが妥当である（乙Ａ３７・３頁）。 

(ｲ) 現在の科学で分かっている低線量被ばく等のリスク 

ａ 低線量（国際的に合意された定義はないが，最近では２００ｍＳｖ以下とされる

ことが多い。）被ばくによる健康影響に関する現在の科学的な知見は，主と

して広島・長崎の原爆被爆者の半世紀以上にわたる精緻なデータに基づく10 

ものであり，国際的にも信頼性は高く，ＵＮＳＣＥＡＲの報告書の中核を

なしている。 

  広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査の結果からは，被ばく線量が１００

ｍＳｖを超えるあたりから，被ばく線量に依存して発がんのリスクが増加

することが示されている。 15 

  他方，国際的な合意では，放射線による発がんのリスクは，１００ｍＳ

ｖ以下の被ばく線量では，他の要因による発がんの影響によって隠れてし

まうほど小さいため，放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明す

ることは難しい。疫学調査以外の科学的手法でも，同様に発がんリスクの

解明が試みられているが，現時点では人のリスクを明らかにするには至っ20 

ていない。 

  また，低線量率の環境で長期間にわたり継続的に被ばくし，積算量とし

て合計１００ｍＳｖを被ばくした場合，短時間の被ばくの場合よりも健康

影響が小さいと推定され（線量率効果），その効果は動物実験においても確

認されている。 25 

  本件事故により環境中に放出された放射性物質による被ばくの健康影響
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は，長期的な低線量率被ばくであるため，瞬間的な被ばくと比較し，同じ

線量であっても発がんリスクは小さいと考えられる（以上，乙Ａ３７・４，５

頁）。 

ｂ 外部被ばくと内部被ばくとの影響の違いに関しては，放射性物質が身体

の外部にあっても内部にあっても，それが発する放射線がＤＮＡを損傷し，5 

損傷を受けたＤＮＡの修復過程での突然変異ががんの発生原因となるため，

臓器に付与される等価線量（単位Ｓｖ）が同じであれば外部被ばくと内部被

ばくのリスクは同等と評価できる。特に，臨床的・疫学的研究では，小児

期に被ばくした場合の甲状腺がんの過剰相対リスク（ある健康影響について

被ばくしたグループのリスクが対照するグループのリスクと比較して何倍になって10 

いるかを表すものを「相対リスク」といい，相対リスクが１であれば放射線被ばくは

リスクに影響を及ぼしていないということを意味し，過剰相対リスクはこの相対リス

クから１を引いたものであり，調査対象となるリスク因子としての被ばく放射線の占

める部分をいう。）は，外部被ばくと内部被ばくとで近似していることが示さ

れているほか，チェルノブイリ原発事故での小児甲状腺がんの増加原因が，15 

事故直後数箇月の間に，放射性ヨウ素に汚染された牛乳を摂取したことに

よる選択的な甲状腺への内部被ばくによるものとされている（乙Ａ３７・５，

６頁）。 

ｃ 子供・胎児への影響として，一般に発がんの相対リスクは若手ほど高く

なり，小児期・思春期までは高線量被ばくによる発がんリスクは成人と比20 

較して高いが，低線量被ばくでは年齢層の違いによる発がんリスクの差は

明らかではない。放射線による遺伝的影響について，原爆被爆者の子供数

万人を対象とした長期間の追跡調査によっても，現在まで遺伝的影響は検

出されていない。 

  チェルノブイリ原発事故における甲状腺被ばくと比較して，本件事故に25 

よる小児の甲状腺被ばくは限定的であり，被ばく線量は小さく，発がんリ



 

322 

 

スクは非常に低いと考えられる。小児甲状腺被ばく調査の結果，環境放射

能汚染レベル，食品汚染レベルの調査などの様々な調査結果によれば，本

件事故による環境中の影響によって，チェルノブイリ原発事故のような大

量の放射性ヨウ素を摂取したとは考えられない（以上，乙Ａ３７・７頁）。 

(ｳ) 放射線による健康リスクの考え方 5 

ａ 放射線防護や放射線管理の立場からは，低線量被ばくであっても，被ば

く線量に対して直線的にリスクが増加するという考え方，すなわちＬＮＴ

モデルを採用する。これは，科学的に証明された真実として受け入れられ

ているのではなく，科学的な不確かさを補う観点から，公衆衛生上の安全

サイドに立った判断として採用されている。線量に対して直線的にリスク10 

が増えるとする考え方は，あくまで被ばくを低減するためのいわば手段と

して用いられる。しかし，この考え方に従って，１００ｍＳｖ以下の極め

て低い線量の被ばくのリスクを多人数の集団線量（単位:人・Ｓｖ）に適用し

て単純に死亡者数等の予測に用いることは不確かさが非常に大きくなるた

め不適切である。ＩＣＲＰも同様の指摘をしている（乙Ａ３７・８頁）。 15 

ｂ 長期間にわたり１００ｍＳｖを被ばくすると，生涯のがん死亡のリスク

が約０．５％増加すると試算され，また，放射線防護上，ＬＮＴモデルは

重要であるが，他方，この考え方に従ってリスクを比較した場合，年間２

０ｍＳｖ被ばくすると仮定した場合の健康リスクは，例えば，他の発がん

要因（喫煙，肥満，野菜不足等）によるリスクと比べても十分に低いこと，放20 

射線防護措置に伴うリスク（避難によるストレス，屋外活動を避けることによる

運動不足等）と比べられる程度であると考えられる（乙Ａ３７・８～１０頁）。 

(ｴ) ＩＣＲＰの参考レベル 

ａ ＩＣＲＰは，緊急時被ばく，現存被ばく等に被ばく状況を分類し，その

上でその状況に応じて適切な参考レベル（防護措置の評価の指標となるが，全25 

ての住民の被ばく線量が参考レベルを直ちに下回らなければならないものではなく，
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そのレベルを下回るように対策を講じ，被ばく線量を漸進的に下げていくためのもの）

を設定し，住民の安全確保に活用することを提言している（乙Ａ３７・１０

頁）。 

ｂ 緊急時被ばく状況（原子力事故等の状況かにおいて望ましくない影響を回避又

は低減するために緊急活動を必要とする状況）の参考レベルとしては，年間２０5 

～１００ｍＳｖの範囲から選択する。現存被ばく状況（原子力事故等の後の

復興期の長期被ばくを含む，管理に関する決定を下さなければならない時に既に存在

している被ばく状況）の参考レベルとしては，年間１～２０ｍＳｖの範囲か

ら選択する。現存被ばく状況では状況を段階的に改善する取組の指標とし

て，中間的な参考レベルを設定できるが，長期的には年間１ｍＳｖを目標10 

として状況改善に取り組む（乙Ａ３７・１０，１１頁）。 

(ｵ) 福島県の現状評価 

  本件事故は，ＩＮＥＳでレベル７とされ，チェルノブイリ原発事故と同レ

ベルであるが，同事故と比較すると，環境中に放出された放射性物質量が７

分の１程度であり，地域住民に及ぼす健康影響の面でも大きく異なると考え15 

られる。また，人の被ばく線量の評価に当たり，安全性を重視したモデルを

採用し，ほとんどの住民の本件事故後１年間の被ばく線量は２０ｍＳｖより

も小さくなると考えられる。 

  具体的には，外部被ばくについて，福島市における子供・妊婦の１か月間

の追加的被ばく線量は０．１ｍＳｖ以下が約８割を占め，一方，福島市の空20 

間線量率は毎時約０．９２μＳｖであり，被ばく線量の推計（１日当たり屋外

滞在８時間，屋内滞在１６時間として，木造家屋の放射線遮へい効果０．４を考慮する。）

としては，年間約４．８ｍＳｖ（月間約０．４ｍＳｖ）であるが，実際の測定値

（０．１ｍＳｖ）は推計値（月間約０．４ｍＳｖ）の約４分の１にとどまる。 

  文科省が行った児童等に関する個人線量計による測定結果では，その実測25 

値は推計値の０．８倍となっている。内部被ばく検査の結果を見ても，福島
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県が実施したホールボディカウンターによる測定では，測定対象の６６０８

人のうちセシウム１３４及びセシウム１３７の預託実効線量が１ｍＳｖ以下

の者が９９．７％を占めており，１ｍＳｖ以上の者が０．３％で，最大でも

３．５ｍＳｖ未満にとどまり，今後内部被ばくの大部分を占めるであろう食

品摂取に伴う被ばくについても相当程度小さいものにとどまると評価されて5 

いる（乙Ａ３７・１３～１５頁）。 

(ｶ) 放射線防護の方向性 

ａ 現在採用されている放射線防護上の基準は年間２０ｍＳｖであるが，今

後，さらに被ばく線量をできるだけ低減することが必要であり，長期的な

目標として年間１ｍＳｖを目指して対策を講じていく（乙Ａ３７・１６頁）。 10 

ｂ 子供を優先したきめ細かな対策として，放射線影響の感受性が高い子供，

放射線の影響に対する親の懸念が大きい乳幼児について優先し，子供の生

活環境の優先的な除染，避難区域外における校庭・園庭の空間線量率を毎

時１μＳｖ未満とすること，長期的には通学路などの子供の生活圏を徹底

的に除染し，追加被ばく線量を年間１ｍＳｖ以下とすること，内部被ばく15 

の予防等のための食品の放射能濃度の適切な基準の設定やその管理が必要

となることが示されていた（乙Ａ３７・１６，１７頁）。 

オ 県民健康調査等 

(ｱ) ホールボディカウンターによる内部被ばく検査 

  平成２３年度以降，いわき市は，実施主体である福島県の方針に基づき，20 

市民の放射性物質による内部被ばくの実態を把握するとともに，市民各自の

健康に役立ててもらうことを目的として，内部被ばく検査を実施している。 

  平成２３年度～平成２６年度において９万７１３９人が受検し，うち不検

出（検出限界値以下）となった者が９万６０３８人である。また，検出された

１１０１人について，内部被ばくによる累積線量である預託実効線量（成人５25 

０年後，子供７０歳まで）は，全て１ｍＳｖ未満であった。 
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  また，平成２７年度においても同様の検査が実施され，２２５９人が受検

し，いずれも預託実効線量は１ｍＳｖ未満であった。平成２８年度上半期に

は６６１７人の検査が実施され，預託実効線量は全員１ｍＳｖ未満であり，

６６０２人について不検出となった（甲Ａ４９５・１９，２０頁，乙Ａ１４３，丙

Ａ１６０）。 5 

(ｲ) 県民健康調査（甲状腺の先行検査） 

ａ チェルノブイリ原発事故後に明らかになった健康被害として，放射性ヨ

ウ素内部被ばくによる小児の甲状腺がんがある。そこで，福島県は，本件

事故を踏まえ，子供たちの健康を長期に見守るために甲状腺検査を実施し

ている。 10 

  その対象者は，本件事故時０～１８歳（平成４年４月２日から平成２３年４

月１日までの出生者）の福島県民であり，平成２３年１０月９日～平成２６

年３月３１日実施予定で，実際には平成２７年４月３０日に検査を終了し

た。実施機関は，県の委託を受けた福島県立医科大学であり，県内外の医

療機関等と連携している（以上，甲Ａ２９８・②－１頁）。 15 

ｂ 一次検査（甲状腺の超音波検査）の結果としては，受診者３０万０４７６人

（全対象者のうちの８１．７％）であり，検査結果は，Ａ判定（結節やのう胞を

認めないＡ１判定及び５．０ｍｍ以下の結節や２０．０ｍｍ以下ののう胞を認めるＡ

２判定）が２９万８１８２人（９９．２％）で，Ｂ判定（５．１ｍｍ以上の結節

や２０．１ｍｍ以上ののう胞を認めた場合であるが，Ａ２判定でも甲状腺の状態等か20 

ら二次検査を要すると判断したときはＢ判定）が２２９３人（０．８％）で，Ｃ判

定（甲状腺の状態等から直ちに二次検査を要する場合）が１人であった。 

  二次検査対象者（Ｂ，Ｃ判定）のうち２１０８人が受診し，結果確定者は

２０５６人であり，うち７００人は詳細な検査の結果Ａ判定相当として，

次回検査となり，うち１３５６人は通常診療等となり，さらにこのうちの25 

５３７人が穿刺吸引細胞診検査を受診した。 
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  細胞診の結果，１１３人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となった。性

別は，男性３８人，女性７５人で，二次検査時点の年齢は８～２２歳で，

腫瘍径は５．１ｍｍ～４５．０ｍｍであった。 

  上記１１３人のうち基本調査問診票を提出した６５人について，被ばく

線量が１ｍＳｖ未満の者は４５人で，最大実効線量は２．２ｍＳｖであっ5 

た。 

  また，上記１１３人について，手術実施が９９人で，良性結節が１人で，

乳頭がんが９５人で，低分化がんが３人であった（以上，甲Ａ２９８・②－１

～６，２７頁）。 

ｃ このうち，いわき市について，平成２５年度に実施され（ただし，久之浜10 

等の地区は平成２４年度に実施された。統計上は平成２５年に含まれる。），一次検

査受診者４万９４２９人のうち，二次検査対象者が４５５人（いずれもＢ判

定）で，二次検査受診者が４２２人で，悪性又は悪性の疑いが２４人であ

り，一次検査受診者に対する悪性等の割合は０．０５％であった（以上，甲

Ａ２９８・②－９，２０，２６頁，甲Ａ４９５・２０，２１頁）。 15 

(ｳ) ２回目の県民健康調査（甲状腺の本格検査） 

ａ その目的は，上記(ｲ)ａのとおりである。 

  その対象者は，先行検査に加えて，平成２３年４月２日から平成２４年

４月１日に出生した福島県民に拡大した。平成２６年４月２日から検査を

開始し，平成２６年度及び平成２７年度の２か年で検査を終了した。その20 

後は，対象者が２０歳を超えるまでは２年ごと，それ以降，２５歳，３０

歳などと５年ごとの節目検診により長期にわたって検査を実施することと

なっている。実施機関は，上記(ｱ)ａと同じく，福島県立医科大学である（以

上，甲Ａ２９９・②－１頁）。 

ｂ 一次検査（甲状腺の超音波検査）の結果としては，受診者２７万０３７８人25 

（全対象者のうちの７０．９％。検査結果が確定したのは２７万０３２７人）であ
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り，検査結果は，Ａ判定が２６万８１１０人（９９．２％）で，Ｂ判定が２

２１７人（０．８％）で，Ｃ判定が０人であった。 

  二次検査対象者のうち１４７６人が受診し，そのうち１３７９人が二次

検査を終了した。その１３７９人のうち，３５０人は詳細な検査の結果Ａ

判定相当として，次回検査となり，１０２９人は通常診療等となった。 5 

  穿刺吸引細胞診の結果，５９人が「悪性ないし悪性疑い」の判定となっ

た。性別は男性２５人，女性３４人で，二次検査時点の年齢は９～２３歳

で，腫瘍径は５．３ｍｍ～３５．６ｍｍであった。 

  上記５９人のうち基本調査問診票を提出した３２人について，最大実効

線量は２．１ｍＳｖであった。 10 

  また，上記５９人について，手術実施が３４人で，乳頭がんが３３人で，

その他の甲状腺がんが１人であった（以上，甲Ａ２９９・②－３，５，７，２２

頁）。 

ｃ このうち，いわき市について，平成２７年度に実施され，一次検査受診

者４万５２２８人のうち，二次検査対象者が３７６人で，二次検査受診者15 

が１７２人で，悪性又は悪性の疑いが５人であり，一次検査受診者に対す

る悪性等の割合は０．０１％であった（甲Ａ２９９・②－１０頁）。 

(ｴ) 県民健康調査（基本調査） 

  本件事故から４か月間の外部被ばく線量を推計する県民健康調査「基本調

査」について，平成２７年９月末時点で，いわき市では調査対象者３４万８20 

２２６人に対して８万７８２９人からの回答があり，放射線業務従事経験者

を除く７万２７６８人のうち９９．１％に当たる７万２１０５人の被ばく線

量は，預託実効線量１ｍＳｖ未満となっている（甲Ａ４９５・２２頁）。 

カ 被ばくによる健康影響に関する疫学調査の研究 

(ｱ) 疫学調査 25 

  疫学は，人間集団を対象に集団中の疾病異常を把握し，その異常の発生に
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関する諸要因を検討する医学の一分野である。疫学研究の一つにコホート研

究がある。コホート研究のうち，前向きコホートは，個々の対象に関して因

子へのばく露状況が既に判明していることを前提に，そのコホートを作り，

コホートメンバーのアウトカムすなわち発がんとか死亡とかいったものを将

来にわたって追跡し，その情報を取得していくというものであり，研究開始5 

時にはその情報がなく，コホートを作った後から情報を得ていくこととなる。

他方，後ろ向きコホートは，研究開始時点に既にアウトカムが出来上がって

おり，過去に遡って死亡とか，利用可能なデータだけを集めていくというこ

ととなる（丙Ｂ４８の１・１～３頁）。 

(ｲ) 原爆被爆者の死亡率調査及び死亡率に関する研究 10 

  公益財団法人放射線影響研究所は，原爆放射線の健康影響を明らかにする

ため，原爆被爆者で構成された寿命調査（ＬＳＳ）集団の死亡率に関する追跡

調査を行い，定期的に報告書を作成している。 

ａ そのうちの原爆被爆者の死亡率調査第１３報の要約欄には，約４４０例

（原爆被爆者集団の全体の５％）の固形がんによる死亡が放射線被ばくに関連15 

していると考えられる旨，固形がんの過剰リスクは，０から１５０ｍＳｖ

の線量範囲においても線量に関して線形であるようである旨，新しい所見

として，相対リスクは到達年齢とともに減少することが認められる旨，子

供のときに被爆した人において相対リスクは最も高い旨記載されている。 

  また，上記報告の中で，ＥＲＲ（過剰相対リスク）は３０歳で被爆した人20 

の７０歳における男女で平均した推定値であり，単純な線形線量反応を否

定する証拠はほとんどない旨，性，被爆時年齢，到達年齢及びその他の因

子に伴うＥＲＲの変動によって，この推定値はＬＳＳ集団の唯一の放射線

リスク推定値と見なすことはできないが，ＬＳＳ集団の固形がんリスクに

対する放射線の影響を説明するための有益な指標となる旨，ＬＳＳ集団の25 

低線量被爆における放射線に関連した固形がんリスクの直接的な評価では，
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線量推定値が約０．１２Ｓｖ未満の被爆者に限定した場合にも線量に伴う

統計的に有意な増加が示唆される旨，この低線量域における線量反応曲線

の傾きが全線量範囲の場合と有意に異なることを示唆する証拠はなく，「閾

値」を示す証拠も認められない旨記載されている（以上，甲Ａ４７２・１，１

１，１２頁）。 5 

ｂ そのうちの原爆被爆者の死亡率に関する研究第１４報の要約欄には，全

固形がんについて過剰相対危険度が有意となる最小推定線量範囲は０～０．

２Ｇｙであり，定型的な線量反応に関する近似直線モデルでは「閾値」は

示されず，ゼロ線量が最良の「閾値」推定値である旨，非腫瘍性疾患では，

循環器，呼吸器及び消化器系疾患でリスクの増加が示されたが，因果関係10 

については今後の研究が必要である旨，感染症及び外因死には放射線の影

響を示す根拠は見られなかった旨記載されている。 

  上記報告の中の考察において，低線量域に認められた単位線量当たりの

高いリスクは解釈が難しい旨，一つの解釈として，長年の追跡調査機関に

おける診断用の医用放射線の累積被ばく線量が低線量レベルでは個人の推15 

定原爆放射線量のかなりの割合を占めるに至ったというものがあるが，Ｅ

ＲＲ推定値に影響を与えるためには医用放射線や放射性降下物及び残留放

射線を含むその他の放射線源に極めて低い線量に被ばくした人が選択的に

ばく露されなければならないはずであるが，ＬＳＳ集団においてはこのよ

うな付加的放射線源への差異的な被ばくは考えにくい旨，ただ，この可能20 

性を完全に排除するためには放射性降下物等に関する情報が不十分である

旨記載されている。放射線以外に考えられる原因として，調査開始以前に

線量と相関関係にある（例えば，被ばく線量が市街地にいた人では高く，農村部

にいた人では低い。）早期死亡例があったために対象者の選択バイアス（選ば

れた対象者が標的集団を代表していないこと，丙Ｂ４８の１・８頁）が生じたとい25 

うものがあるが，遠距離被ばく者と比較して，比較的近距離で低線量に被
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ばくした人に低いベースライン死亡率が示唆されたが，市街地と農村部の

差異など社会人口学的因子の方が線量に基づく選択影響よりも重要である

ことを示唆しているが，しかし，長期にわたる日本人の生活習慣の近代化

によって社会人口学的因子による選択影響は弱まってきたかもしれない旨

記載されている。 5 

  また，がん以外の疾患のリスクについて，血液疾患及び造血器疾患のリ

スクの増加は真に放射線の影響かもしれないが，あるいは多くの死亡診断

書が死因について詳細な調査を行わずに作成されたために造血器悪性腫瘍

を非腫瘍性疾患として誤診しているかもしれない旨，循環器リスクの疾患

は有意に増加した旨，呼吸器疾患リスクも有意に増加したが，これは同疾10 

患の死亡の６３％を占める肺炎及びインフルエンザのリスク増加によるも

のであり，肺炎等による死亡の解釈として，肺炎等がほかの併発疾患ある

いは基礎疾患と関連しているかもしれないということであり，消化器疾患

は一定の期間内で放射線との関連を示したが，同期間で消化器疾患の４

３％を占めた肝硬変について放射線リスクの増加は認められず，呼吸器疾15 

患及び消化器疾患についてはより詳細な解析が計画されている旨，外因あ

るいは感染性・寄生虫性疾患による死亡と放射線量との関連は認められな

かった旨記載されている。 

  さらに，ＬＳＳ死亡調査の強みは，高線量被ばく者を多く入れるように

して全ての年齢群から層化抽出された原爆被爆者の大規模集団に基づいて20 

おり，しかも，比較的正確な個人線量が得られ，かつ，対象集団の線量範

囲が広範であって，死亡及び死因が戸籍制度により完全に把握され，観察

期間が長く死亡数が多いことにある旨，他方，その限界として，調査対象

者が原爆による身体的損傷・火傷及び放射線の確定的影響による生物学的

損傷から生き残った人々であり，その他のストレス要因として，戦後の日25 

本における栄養状態及び衛生状態の悪さなどがあるが，発がんなどの確率
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的健康後影響はこのような選択バイアスの影響を受けていないと思われ，

これは全固形がんにおける初期と後期の線量反応曲線の差がわずかしかな

いことにより支持される旨記載されている（甲Ａ４７１・１，２，１６～１８

頁）。 

(ｳ) 胎児照射による小児がんのリスク（１９９７年） 5 

  胎児が子宮内で診断電離放射線に被ばくすることとその後の小児期のがん

のリスクとの間に相関関係があることを示すエビデンスが出されて以降も，

相関関係の別の説明として，バイアスや交絡であるとの考え方があるが，こ

れを詳しく検討すると，その考え方が妥当ではないことが示唆される。 

  産科Ｘ線検査に伴うリスクの上昇割合は小さいものであり，過去にはおよ10 

そ４０％であったが，この知見は多くの被験者数に基づくものであり，数箇

国で実施された多くの異なる研究で一貫して認められる。症例対象研究では

思い出しバイアス（死亡した子の母親は子が生きている母親と比較し，問合せを受け

る数年前の妊娠中の検査の詳細を思い出しやすい。なお，英国の研究では，母親の報告

でも，臨床記録でも，同様の相関関係が認められ，思い出しバイアスが比較的影響をほ15 

とんど及ぼしていなかったと考えられることを示した。）で十分に説明することはで

きず，放射線検査を受けることとなった産科的状態が交絡していることでも

説明ができない。リスクの上昇が因果関係を直接に反映しているとの考え方

は，検査中に使用したＸ線フィルムの枚数に応じて相対リスクが上昇するこ

と，胎児線量が低減されてきたことに伴って相対リスクが次第に低下してき20 

ていること，放射線によって胎児にがんが誘発されやすくなることを示した

動物実験の結果から支持される。 

  因果関係を否定するものとされてきた理由は，妥当ではないか，妥当では

ないと考えられるものであるが，唯一重要なものとして，子宮内で放射線照

射を受けたことが分かっている小児コホートで，症例・対照研究に匹敵する25 

過剰リスクが存在しないことであり，日本での原爆投下により放射線被ばく
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したコホートでその点が認められる。これは通常と異なる偶然に一部よるも

のであり，爆発後の最初の数年間の追跡が不完全であったことによるもので

あって，これを除き，相対リスクを信頼性高く計算できるコホートを組み合

わせると，リスクが上昇するという結果が得られ，症例・対照研究を組み合

わせた結果と合致している。 5 

  エビデンスを比較検討し，子宮内で胎児が放射線照射を受けると，小児が

んのリスクが上昇し，リスクの上昇は１０ｍＧｙのオーダーで生じると結論

付ける（以上，甲Ａ６２０の２・１，２，１２，１３頁）。 

(ｴ) 原子力産業の放射線作業従事者のがんのリスクに関する１５か国共同研

究：放射線に関連するがんのリスクの推定（２００７年） 10 

  長期間の低線量電離放射線に被ばくした後のがんのリスクの直接の推定を

行うため，１５か国共同コホート研究が実施された。 

解析には，体外放射線を個別にモニターされていた原子力産業従事者４０

万７３９１人を含めた追跡を行い，放射線量と全原因死亡の間に有意な相関

関係を認めた。これは，主に全がん死亡が線量に関係して増加することによ15 

るものであった。調べた３１種の特定タイプの悪性疾患の中で，肺がんにつ

いては有意な相関関係が見つかり，多発性骨髄腫と部位不明確及び続発がん

については有意水準の境界線上の相関関係が見つかった。この研究は現在ま

でに行われた電離放射線に対する低線量長期間被ばくの影響について調べた

最大規模の分析疫学研究であり，そのリスク推定に，たばこその他の職業性20 

ばく露が果たす役割についてよりよく評価するため，更に研究を行うことが

重要である。 

  その考察として，放射線量が増加すると白血病を除く全てのがんによる死

亡リスクが増加することを示すエビデンスが見つかった。喫煙やその他の職

業性ばく露の交絡作用が，白血病を除く全てのがんによる死亡に認められた25 

リスクは上昇の一部原因であり，本研究での白血病を除く全てのがんについ
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てのリスク推定が過大推定したものであるという可能性を排除することはで

きないが，しかし，知見を比較検討すると，増加に全てが喫煙の交絡で説明

できるとは考えにくい。 

  結論として，白血病を除く全てのがんによる死亡について，リスクが有意

に上昇することが明らかとなった。喫煙が関係している死亡原因と喫煙が関5 

係していない死亡原因との解析を行って，喫煙の交絡の可能性があるが，リ

スク上昇の全てを説明できるとは考えにくい（以上，甲Ａ４７６の２・１，１４，

１７，２４枚目）。 

(ｵ) インドケララ州での自然放射線とがんの罹患－カルナガパリコホート研究

（２００９年） 10 

  インドケララ州カルナガパリの海岸地帯は，トリウムを含有しているモザ

ナイト砂からの高い自然放射線があることが知られ，海岸線に沿った一部の

行政区では，屋外放射線レベルが年間４ｍＧｙを超え，海岸線の一部では同

７０ｍＧｙを超えるレベルになる。自然放射線の健康に及ぼす影響の評価の

ため，カルナガパリ海岸地帯の全住民３８万５１０３人からなるコホートが15 

設立され，１７万３０６７人の住民から放射線サブコホート（３０～８４歳か

らなる６万９９５８人）のがん罹患率を解析し，それぞれの被験者についての

累積放射線量を，それぞれの世帯の屋外及び屋内線量測定結果をもとに性別

や年齢別の係数を考慮に入れて推定したところ，地表γ線放射への被ばくに

よりがんの過剰リスクが生じることは示されなかった。部位別分析では，い20 

ずれのがんの発症部位も累積放射線量と有意な相関関係を有しておらず，白

血病も自然放射線との有意な相関関係はなかった。低線量であるため，本研

究の統計検出力は十分なものではなかった可能性があるが，中国広東省陽江

市の高自然放射線地域でのがん死亡率の研究と合わせて低線量でのがんのリ

スクが現在考えられているものよりも相当に高いということはあり得ないこ25 

とを示唆している。 
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  その結果として，平成１７年時点でのべ７３万６５８６人の観察ができ，

追跡期間中に白血病を除くがん症例１３４９例及び白血病症例３０例が報告

され，性別，年齢，追跡区間，喫煙，教育，職業などで調整したコホートデ

ータを解析したが，地表γ線に対するばく露とがんのリスクとの間に有意な

相関関係を示さなかった。 5 

  なお，原爆被爆者の推定値は，性別や到達年齢，ばく露時年齢を考慮して

いないし，１５か国の原子力従事者の研究にも，交絡因子（二つのプロセスの

影響が分離できない状況である交絡をもたらす因子のこと，丙Ｂ４８の１・８頁）であ

る喫煙に関する情報が欠落している点が欠点として指摘される。 

  陽江市の研究では自然放射線ががん全体の死亡率とは関係しないことを示10 

すとともに，食道がんのリスクが有意に上昇することを示したが，本研究で

は食道がんの過剰なリスクを示さなかった。 

  インドの社会構造や医療制度からがんの診断に関する正確な情報を得るの

は困難ではないかとの疑いはあるが，カルナガパリの公衆衛生や医療制度は

インド全国よりも良好である。地表放射線による累積線量の推定が困難であ15 

ることや，転居による線量の推定に偏りが生じることなどの問題もあるが，

悪性腫瘍が自然放射線に関連して過剰リスクがあることは示されなかった

（以上，甲Ａ６２３の２・１，８，１０～１３頁）。 

(ｶ) 小児期のＣＴスキャンからの放射線被ばく並びにその後の白血病及び脳腫

瘍のリスク：後ろ向きコホート研究（２０１２年） 20 

  イングランド，ウェールズ又はスコットランドの国民保健サービスセンタ

ーで１９８５年～２００２年に２２歳未満でＣＴ検査を受け，これまでがん

の診断歴がなかった被験者を対象に，追跡できなかった者を除外し，白血病

について１７万８６０４人，脳腫瘍について１７万６５８７人を対象として

調査を実施した。その結果，約５０ｍＧｙ以上の累積線量を照射するＣＴス25 

キャンを小児に用いると，白血病のリスクがほぼ３倍となり，およそ６０ｍ
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Ｇｙの線量では脳腫瘍のリスクが３倍になるなど，赤色骨髄及び脳に対する

ＣＴスキャンが照射する推定放射線量とその後の白血病及び脳腫瘍のり患と

の間に有意な相関関係があることを示した。上記センターでの受診は，おそ

らくＣＴ検査を受ける者として英国の小児及び若年成人集団を代表するもの

であり，その結果は放射線感受性の高い年代に直接適用可能である。しかし，5 

結果を成人のＣＴスキャンにまで一般化できるかどうかはまだ明らかとなっ

ていない。線量の推定に不明確な点が存在しているが，線量推定にバイアス

を掛けるものはなく，全国調査で得られたＣＴ装置の平均的な設定を用い，

２００１年より以前には，小児患者に対するテクニカルな調整を行わなかっ

たものと仮定した。全ての患者が受けたそれぞれのスキャンについての線量10 

を推定し，患者についてのアウトカムデータを入手し，ＣＴから小児及び若

年成人が受ける可能性がある線量では，白血病及び脳腫瘍のリスクの増加を

伴うことを示す直接的なエビデンスを示した。本研究で認めた線量応答関係

とより高い線量レベルで発がん性要因として確立しているばく露と比較して

２倍以上の相対リスクがあったことは，この関係が交絡因子だけによるもの15 

とは考えにくいことを示すエビデンスである（甲Ａ６２１の２・１，２，５，７

～１０頁）。 

(ｷ) 小児期あるいは青年期にコンピュータ断層撮影を受けた６８万人のがんの

リスク：オーストラリア人１１００万人のデータリンゲージ研究（２０１３年） 

  ＣＴ診断スキャンからの低線量電離放射線の被ばく後の小児及び青年期の20 

がんのリスクを評価することを目的とした研究であり，コホートの構成員は，

１９８５年１月１日に０～１９歳であった，又は，同日から２００５年１２

月３１日までに生まれた１０９０万人である。 

  その主な結果として，がんと診断される１年以上前にＣＴスキャンを受け

た人々についてのがんのり患率を，ＣＴスキャンを受けたことがない人々に25 

ついてのがんのり患率とを比較した結果，がんのり患率は，年齢，性別，出
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生年で調整すると，被ばく群の方が無被ばく群と比較して２４％高く，線量・

応答関係があることを認め，ＣＴスキャンが１回増すごとにり患率が０．１

６上昇し，年少で被ばくしたほどり患率が高かった。多くのタイプの固形が

ん（消化器，メラノーマ，軟部組織，女性器，尿路，脳，甲状腺），白血病などでり

患率が有意に上昇した。このコホートでＣＴスキャンを受けた後にがんのり5 

患率が上昇するのは主に放射線によるものであった。 

  その考察として，この研究では，小児期及び青年期にＣＴスキャンを受け

ると，全てのがんを一つにまとめたがんのり患率や多くの個別タイプのがん

のり患率が増加することを示している。しかし，現在の追跡期間中に生じた

過剰ながんの全てがＣＴスキャンにより引き起こされたものであるとは必ず10 

しも仮定できない。スキャンするかどうかの判断は運用に基づくものであり，

ランダムに割り付けられたものではなく，逆の因果関係である可能性も否定

できない。そのような関係では，前がん状態の症状等があるため，ＣＴスキ

ャンを行った可能性があり，脳ＣＴ実施後に生じた脳腫瘍（脳腫瘍以外のほと

んどのがんでは，前がん状態が若年者で１年以上続くとは考え難い。）を除外した主15 

解析を実施したところ，逆の因果関係で，本研究で観察されたがんの過剰症

例の全てを説明することはできない。ＣＴスキャンが被ばく者での過剰なが

んの症例のほとんどを引き起こすという推論を確定的に立証することはでき

ないが，幾つかの観察結果から支持されている 

  本研究が新たに加えた知見として，０～１９歳でＣＴスキャンを受けたこ20 

とがある６８万人のオーストラリア人のがん罹患率が，１０００万人を超え

る無被ばく者のり患率と比較して２４％上昇し，リスクは年少で被ばくした

被験者でより高かった。ほとんどの固形タイプの固形がん，白血病その他の

リンパ腫に関してり患率が上昇していた（以上，甲Ａ６２２の２・１，２，１０，

１１，１５頁）。 25 

(ｸ) １９８０～２００６年の英国における自然バックグラウンド放射線と小児



 

337 

 

白血病その他のがんのり患に関するレコードベースの症例対照研究（２０１３

年） 

  小児がんと自然バックグラウンド放射線との間の相関関係について調べる

大規模なレコードベースの症例対照研究である。 

１９８０年～２００６年に英国に生まれ小児がんと診断された症例２万７5 

４４７人とマッチさせたがんを発症していない対照（３万６７９３人）を採用

し，子供が出生した時点での母親の居住地におけるγ線の平均値などから放

射線量を推定した。 

  その考察として，本研究により得た知見は，自然γ線の線量が上昇するに

つれて小児白血病のリスクが上昇する統計的に有意なトレンドが得られ，そ10 

の大きさが線量モデル等に基づく計算で予測されていたものと同程度であっ

たことである。白血病タイプ以外の小児がんについては，統計的有意水準に

到達するほどにγ線によるリスクは上昇しなかった。 

  本研究では，個別の症例との接触がなく，子供の出生時の母親の居住地を

含む区域の平均から推定したという避けられない欠点を抱えている。また，15 

上記症例（２万７４４７人）について診断時の住所が得られているが，上記対

照（３万６７９３人）について出生時の住所しかなく，そこでの被ばくを基に

推定した。また，社会経済状態の尺度以外の交絡因子についての情報はない。 

  結論として，自然バックグラウンドγ線に被ばくすることに対して小児白

血病のリスクに及ぼす影響が実際にあり，中等度／高線量及び高線量率で観20 

察されたデータに基づく放射線による白血病誘発モデルは，年間１ｍＧｙ程

度の長期間の低線量被ばくにも適切にあてはまるという仮説を支持している

（以上，甲Ａ４７８の２・１，８～１１枚目）。 

(ｹ) 放射線量モニターを受けた労働者における電離放射線と白血病及びリンパ

腫による死亡リスク（ＩＮＷＯＲＫＳ）：国際コホート研究（２０１５年） 25 

  本研究は，フランス，英国，米国で雇用されている放射線量モニターを受
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けた成人労働者について，長期間の低線量放射線被ばくと白血病やリンパ腫，

多発性骨髄腫による死亡との相関関係を定量的に調べたものである。 

  原子力産業の従事者として１年以上雇用された放射線量モニターを受けた

労働者３０万８２９７人で構成されるコホートを構築し，追跡調査をし，白

血病，リンパ腫，多発性骨髄腫が原因の死亡を確認し，赤色骨髄の推定吸収5 

線量と白血病等の死亡との間の相関関係を定量的に評価した。 

  その解釈としては，長期間の低線量放射線被ばくと白血病との間に正の相

関関係があることを示す強いエビデンスがあることを示している。 

  その考察として，累積放射線量と慢性リンパ性白血病（ＣＬＬ）を除く白血

病が原因の死亡の間に推定された相関関係は，２０～６０歳までの間に被ば10 

くした男性原爆生存者についての線量応答推定値と，サイズ及び精度の点で

同様であった。原爆生存者の分析よりも相当に低い線量分布であり，典型的

には，長期間にわたって極めて低い線量の被ばくに基づくものであるが，同

じ程度の相関関係があったことは成人での放射線被ばく後の白血病リスクの

現在の推定が妥当であることを支持しており，注目すべきは本研究が行った15 

推定波及性被ばくのデータから外挿したものではなかったことである。 

  本研究での相関関係に交絡因子が入り込む可能性として，例えば，骨髄性

白血病の原因となる喫煙があるが，その相関関係は比較的小さい。社会経済

状態でリスク解析の調整を行うことにより喫煙の交絡を相当程度低減できる

が，その調整を行っても，ＣＬＬを除く白血病のリスク推定にほとんど変化20 

がなかった（以上，甲Ａ６１６・１，６，７頁）。 

(ｺ) バックグラウンド電離放射線と小児がんのリスク：国勢調査ベースの全国

コホート研究（２０１５年） 

  小児がんのり患について，地球γ線や宇宙線によるバックグラウンド放射

線と相関関係があるかどうかを調べたものである。 25 

１９９０年と２０００年のスイスの国勢調査で１６歳未満であった小児を
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含め，対象の２０９万３６６０人から１７８２例のがんのり患が特定され，

白血病５３０例，リンパ腫３２８例，中枢神経系腫瘍４２３例などが対象と

された。 

  このコホート研究で，毎時２００ｎ（ナノ）Ｓｖ以上のバックグラウンド電

離放射線の体外線量率に被ばくしている小児では，毎時１００ｎＳｖ未満の5 

小児と比較してがんのリスクが上昇することを示すエビデンスが見出された。

解析の結果，全てのがん，白血病などに関して，出生後に受けた累積線量に

応じてリスクが上昇することが示された。 

  この研究での被ばく評価は，小児の自宅で実際に測定したものではなく，

地理モデルに基づくものであり，そのモデルは密度の高い測定網に基づくも10 

のであったが，測定誤差や自然要因などによる被ばくの変動を無視している

ことから，何らかの被ばくの間違った分類をしている可能性がある。また，

計算線量は屋外線量によるものである。被ばく測定が不正確であったことに

よるバイアスを排除できないものの，全体として，この研究では，バックグ

ラウンド放射線が小児がんのリスクに寄与していることが示唆された（以上，15 

甲Ａ４７９の２・１，６～９枚目）。 

(ｻ) テチャ川発生コホートにおける固形がん発生率：１９５６年～２００７年

（２０１５年） 

  この分析は，テチャ川（１９４９年から１９５６年の間に旧ソ連のマヤーク核技

術施設の稼働の結果，放射性物質がテチャ川に放出され，テチャ川沿いの１６０マイル20 

に沿って存在する４１村約３万人が外部及び内部低線量率被ばくを受けたとされる。）

近く又はチェリャンビンスク市に住み，１９５６年１月１日以前にがんの存

在が確認されていない生存コホートメンバー１万７４３５人を対象として，

独特の組み合わせの放射線核種に環境的にばく露された人々の全固形がん発

生率に対する放射線起源リスクを推定する研究である。 25 

  その考察として，この被ばく環境における全固形がん発生率リスク増加を
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継続して裏付けている。放射線量効果に対する推測は，喫煙に対して調整し

ても大きく変化しなかった。追跡調査期間を５年間追加しても，新たな線量

推定値であっても以前の推定値であっても，リスク推定値にほとんど影響は

与えなかった（データ未公表）。食道がんを除くと，固形がん率は低下したが，

放射線はなおもこのコホートではほとんどの固形がんリスクを増加させると5 

思われる。発生と死亡率データはいずれも線形線量応答モデルで上手く表さ

れ，がん率が線量に依存することを示す全エビデンスは極めて説得力がある。

本研究では，節約と簡単との理由から，線形モデルに重点を置いたが，特に

１００ｍＧｙ以下の線量では（このコホートでは人年の約９０％を占める。），線量

応答の形がかなり不確実である。このような限界があるにもかかわらず，低10 

線量率の中等度放射線量によるがん率の長期増加に対して，独自の重要かつ

かなり強力なエビデンスが得られる。 

  限界はなおも持続するが，コホートのデータの質は時間とともに改善して

いる。大きな交絡因子である喫煙を制御しようと努力しているが，これらデ

ータは，正確さに限界があり，誤分類が存在する可能性がある。 15 

  全固形がんに対して明白な線量応答関係は，食道がん症例を除いても残り，

部位特異的リスク推定値の過剰解釈を避けなければならないが，放射線はこ

のコホートのほとんどの固形がんリスクを上昇させると思われる（以上，甲Ａ

６１３の２・１，２，９，１０，１３頁）。 

キ 専門医師の意見 20 

(ｱ) 崎山比早子医師（以下「崎山医師」という。）の意見 

  崎山医師は，約２５年間，放射線医学総合研究所の研究員として放射線に

よる試験管内発がんの研究等を行ってきたほか，同研究所退職後は，国会東

京電力福島第一原子力発電所事故調査委員会の委員として調査に関与するな

どした医師である（甲Ａ１，丙Ｂ４６の１・１頁，丙Ｂ４６の２の別紙【意見書提出25 

者の略歴】）。 
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ａ 放射線が生物に与える影響等 

  本件事故により放出された放射性物質が出すγ線などの放射線（電磁波あ

るいは電磁放射線）はけた違いの大きなエネルギーを持ち，生体内には，放

射線によって切断できない分子（人間の生体を構成する細胞や細胞間物質は数千

種類もの化合物により構成されているが，それらの分子に含まれる原子は「化学結合5 

のエネルギー」と呼ばれる力で結びついている。生体組織は原子間や分子間で小さい

エネルギーを規則正しくやり取りしながら機能し，生命を維持している。）は存在し

ない。そのため，けた違いのエネルギーを持った放射線が生体を通ること

は生体にとってとんでもない破壊行為（７Ｇｙすなわち７Ｓｖの放射線を浴び

ると人はほぼ３か月以内に死亡する。γ線などは１ｍＧｙが１ｍＳｖに相当し，全身10 

の細胞の核に平均して放射線が１本通るということになる。）となり，仮に１本の

放射線が通っても生体に傷害を与えることとなる。 

  放射線が健康に与える影響は線量により異なるが，低線量であっても放

射線が身体を貫通すればその飛跡に添って必ず電離が起きるので生体内分

子に影響は起きており，それがＤＮＡであれば後にがん等を発症する可能15 

性は否定できない。がんや遺伝的障害は一定時間を経て発症するので晩発

傷害という。晩発傷害は，被ばく者全てに現れるものではなく，一定の確

率で発症するのでこれを確率的影響という。 

  放射線被ばくの仕方には，放射性物質が体の外にあり体外から照射を受

ける外部被ばくと，放射性物質が体内に取り込まれて照射される内部被ば20 

くとがあるが，体内に入った放射性物質は核種によってそれが蓄積される

部位が異なり，例えば放射性ヨウ素は甲状腺に蓄積され，放射性ストロン

チウムは骨に，放射性セシウムは体中の組織に分布する。 

  放射性感受性は，年齢や性別により異なることはよく知られており，女

性は男性よりも，若年者は成人よりも感受性が高い（以上，甲Ａ４６８・６～25 

１３頁，丙Ｂ４６の１・６～９頁）。 
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ｂ 放射線による発がんメカニズム等 

  生物個体の生命にとってＤＮＡが変化しないことが重要であるが，放射

線がＤＮＡに当たるとＤＮＡは切れるとともに周辺にある蛋白質をも傷つ

けて複雑損傷となる。複雑なＤＮＡ損傷が起こった場合，正常に修復され

る場合もあるが，発がんしやすい性質の細胞に変異することもあり，場合5 

によっては修復不能となって細胞の老化につながる可能性もある（甲Ａ４６

８・１４～１７頁，丙Ｂ４６の１・３～８頁）。 

ｃ １００ｍＳｖ以下でがん死率が増加したことを示す疫学調査報告 

  従前，１００ｍＳｖ以下では発がんのリスクの増加を証明することは難

しいとされてきたが，近年の大規模な疫学調査（性別，年齢，生活習慣，社会10 

階層などを一致させて被ばくを受けたグループと被ばくを受けなかったグループと

の間で発がん率あるいは発がん死率を比較すること）結果が次々に発表され，ご

く低線量においても統計的に有意な発がん及び発がん死リスクの上昇が明

らかとされている。 

  具体的には，上記カ(ｲ)の原爆被爆者の寿命調査において示された，閾値15 

なしＬＮＴモデルが最も調査結果に合致したということ，上記カ(ｻ)のテ

チャ川流域住民におけるがん死の追跡調査結果においても，その住民の平

均被ばく線量は４０ｍＳｖであったが，同様にＬＮＴモデルに合致したこ

と，上記カ(ｴ)の１５か国共同研究，上記カ(ｹ)のフランス，英国，米国の

各施設労働者に関する疫学調査の結果などはいずれもＬＮＴモデルを支持20 

しており，１００ｍＳｖ以下の被ばくにおいても発がん，がん死リスクは，

他の要因に隠れることなく線量に比例して増加することが実証されている。 

  他方，上記カ(ｵ)のインドのケララ地方住民の疫学調査に関しては，高自

然放射線地域では発がんの率の増加はないとしているが，３０歳未満及び

８５歳以上の年齢集団を調査対象者群から除外しており，選択バイアスが25 

あること，集団のサイズが小さく，調査期間も短いことなどから，その疫
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学調査の信用性は乏しい（以上，甲Ａ４６８・１８～３０頁）。 

ｄ ＬＮＴモデル 

  ＬＮＴモデルは，上記ｂの放射線によるＤＮＡに対する複雑損傷という

理論的，実験的な裏付けを有している。ＩＣＲＰの平成１９年勧告も，数

十ｍＧｙ以下の線量におけるＤＮＡ修復の忠実さが生化学的に変化する可5 

能性は排除できないが，そのような変化を予測する具体的理由はないとし

ている。 

  また，ＬＮＴモデルが採用された理由として，放射線量評価のための人

の解剖学的及び生理学的な標準モデル，分子及び細胞レベルでの研究，動

物実験を用いた研究などのほか，疫学的研究の利用に基づくものとされて10 

いる。 

  このように，ＬＮＴモデルの採用は，科学的理論に裏付けられており，

疫学的にも１０ｍＧｙで発がんリスクの上昇が示されているのであって，

科学的に証明された真実として受け入れられているものではなく，公衆衛

生上の安全サイドに立った判断として採用されているとの被ばくＷＧの指15 

摘は明らかな誤りである。 

  また，ＩＣＲＰがいう公衆の年間被ばく線量限度１ｍＳｖという指標も

放射線防護に対する社会的コストとの兼ね合いによるものであり，これが

安全量というものではない（以上，甲Ａ４６８・３０～３４頁）。 

ｅ 放射線による非がん性疾患 20 

  放射線はがん以外にも種々の疾患を引き起こす。原爆被爆者の寿命調査

などにおいて指摘されているとおり，５０年以上の追跡調査の結果，循環

器疾患，呼吸器疾患，消化器疾患等と線量との関係が明らかになっており，

チェルノブイリ原発事故においてもその事故の前後との比較で，増加が顕

著なものは，悪性腫瘍よりも消化器系，内分泌系，神経・感覚器系などの25 

非がん性疾患である。上記ｂのとおり，放射線が老化を促進することから，
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高齢者や被ばく者に多い心筋梗塞，脳梗塞などは血管内皮細胞の老化が一

因となっているものと考えられる。また，放射線は免疫系に老化のプロセ

スと同様の変化をもたらし，免疫系の老化が種々の疾患を併発する原因と

なっている（甲Ａ４６８・３５，３６頁）。 

ｆ 福島県民健康調査 5 

  福島県民健康調査の結果などから，福島県において小児甲状腺がんが多

発していることがわかる。検査対象者３０万０４７６人のうち，１１３人

が悪性又は悪性の疑いと診断され，うち９８人が甲状腺がんと確定診断さ

れた。 

  小児甲状腺がんの通常の発症率（１００万人当たり年間３人程度）に対し，10 

有病率と発症率との違いを考慮しても明らかに多発している。過剰診断（死

亡原因とならず，治療の必要性がないようながんを検診によって見つけて治療したた

めに受診者にとって不利益が生じること）との指摘もあるが，チェルノブイリ

原発事故との比較や手術に当たった医師の見解などに照らして過剰診断に

は当たらない。疫学的分析も裏付けている（以上，甲Ａ４６８・３９～４２頁）。 15 

ｇ 被ばくＷＧの問題点 

(a) 被ばくＷＧは，科学的に裏付けられたＬＮＴモデルや被ばくＷＧは疫学

的に数ｍＳｖの発がんリスクすら立証できているにもかかわらず，出典も

示さない国際的合意なるものを理由に１００ｍＳｖ以下の被ばく線量では

放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明できないとの前提に立っ20 

て，線量限度年間２０ｍＳｖという指標を採用している。これは，１００

０人に５人のがん死率増加（１００ｍＳｖの被ばくにおける固形がん死のリスク

推定値，甲Ａ４６８・３５頁）を認めながら因果関係の立証の困難性を理由に

その正当化を図るものであり，倫理的に崩壊している（甲Ａ４６８・５０，５

１頁）。 25 

(b) ２０ｍＳｖという指標も，これは，電離放射線障害防止規則３条所定の



 

345 

 

放射線管理区域で職業的に働く労働者ですらその大部分が被ばく線量の総

計（累積線量であって，年間ではない。）が２０ｍＳｖに達しないのである。し

かも，疫学調査の結果に照らせば，小児，胎児の放射線感受性の高さは明

らかである。 

  それにもかかわらず，被ばくＷＧは低線量被ばくでは年齢層の違いによ5 

る発がんリスクの差は明らかではないなどとして，上記職業労働者ですら

甘受しない被ばく線量を，放射線感受性の高い小児，胎児にも許容するも

のであり，その配慮を欠くことは明白である（以上，甲Ａ４６８・４３～４５，

５２頁）。 

(c) リスクコミュニケーションのあり方についても，被ばくＷＧは，生体防10 

御機能を指摘するが，このような仕組みを潜り抜けてできるがんが実際に

あり，それが疫学調査で検出されていること，リスクの程度の説明につい

ても，不適切な喫煙リスクとの比較（小児，胎児はもとより，１８歳以下の喫煙

は禁止され，喫煙しない。）や同じくＣＴ被ばく，航空機の利用による被ばく

との比較など，ＣＴ検査における検査治療の必要性，海外旅行における個15 

人の任意の選択などといったメリットを無視し，メリットのない放射線被

ばくと比較することは明らかに誤りである（甲Ａ４６８・５３，５４頁）。 

(ｲ) 佐々木康人医師らの連名意見等 

  崎山医師の意見に対し，ＩＣＲＰの主委員を務めていた，放射線医学を専

門とする佐々木康人医師を始めとして，放射線生物学を専門とする医師や疫20 

学研究を専門とする医師らの連名により，意見書が作成されている（丙Ｂ４７

の１・１頁，丙Ｂ４８の１・１頁，丙Ｂ４９の１・１，２頁・丙Ｂ５２）。その概要は，

以下のとおりである。 

ａ 放射線健康影響と防護の目的 

  放射線の健康影響は，①吸収線量１Ｇｙ以上の被ばくで多く発症する急25 

性の身体的影響であり，しきい線量を超えないと症状が出現しない「確定
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的影響」又は「有害な組織反応」と，②しきい線量がなく，被ばく後数年

以上経て被ばく集団と非被ばく集団とを比較して観察されるがん死亡やが

んり患の増加等に見られる「確率的影響」とがある。確率的影響は高線量

でも低線量でも線量に応じた確率で起こるため，低線量被ばくでの主要な

健康問題は確率的影響のみを考えればよい。 5 

  原爆被爆者の疫学調査集団であるＬＳＳを見ても，１００ｍＳｖ以下の

低線量域では，非被ばく者群との間に統計学的に有意な差が認められず，

がんの増加は証明されていないなど，低線量の健康影響は疫学的には実証

されていないが，確率的影響が認知され，しきい線量がないと考えること

が公衆衛生上で安全側に立った判断として妥当とされた結果，ＬＮＴモデ10 

ルが採用されている。 

  線源や被ばく線量の制御が困難な非常事態（ＩＣＲＰがいう緊急被ばく状況）

となった場合，防護管理の目的を，確定的影響の回避と確率的影響の最小

化として，平常時よりも発がんリスクが高まることを容認せざるを得なく

なる。これは，非常事態が収束し復旧が始まっても平常時より環境の放射15 

線量が高く直ちに平常時まで下げることが困難な場合（ＩＣＲＰがいう現存

被ばく状況）も同様である。これらの場合，線量限度は適用せず，参考レベ

ルを指標として最適化を実施し，可及的速やかに平常に復帰する。ＩＣＲ

Ｐは，線量限度や参考レベルを危険と安全との境界とはみなしておらず，

影響の段階的評価を示すものではないとする（以上，丙Ｂ５２・４～６頁）。 20 

ｂ 低線量影響の不確実性とＬＮＴモデルの意義 

  現時点での国際的コンセンサスは，１００ｍＳｖ以下の低線量域におい

ては疫学データの不確かさが大きく，放射線によるリスクがあるとしても，

放射線以外のリスクの影響に紛れてしまうほど小さいため，統計的に有意

な発がん又はがん死亡リスクの増加を認めることができないということで25 

ある。 
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  ＬＮＴモデルは，１５０～４０００ｍＳｖ程度の原爆被爆者での発がん

リスクと線量との直線関係を１００ｍＳｖ以下の線量域に外挿して「低線

量領域でも，ゼロより大きい放射線量は，単純比例で過剰がん及び／又は

遺伝性疾患のリスクを増加させる，という仮説に基づく線量反応モデル」

である。 5 

  ＩＣＲＰは，放射線の管理・防護という実用的かつ政策的立場から，安

全を重視してＬＮＴモデルを採用しているのであって，この仮説が科学的

根拠により裏付けられたものと認めるものではない（疫学研究による科学的

実証の困難さについても指摘している。）。 

  低線量被ばくの健康影響の有無については生物学的観点からも解明に向10 

けた努力が続けられ，生体に発がんを抑制するような機能が備わっている

ことが明らかになってきている。低線量被ばくの場合，そうした生体防御

機能の能力を超えた部分だけが発がんリスクの増加につながるとすると，

線量が極めて低い場合の影響は線量に単純に比例したものでなく，ＬＮＴ

モデルが予想されるよりも小さいと考えられるとの見解もある（以上，丙Ｂ15 

５２・６，７頁）。 

ｃ 疫学調査に関する評価等 

(a) 上記カ(ｲ)のＬＳＳ第１４報について，ゼロ線量が最良の「しきい値推定

値」とする趣旨について，同論文作成者がそのような趣旨ではないと述べ

ていること（丙Ａ２５４・２６～３１頁），低線量被ばくの健康影響の評価に20 

ついて被ばく影響を解析するための統計モデルの選択によっても異なるこ

となど，同１４報は，ＬＮＴモデルが１００ｍＳｖ以下の低線量域で妥当

することを実証するものではない（丙Ｂ５２・８，９頁）。 

(b) 上記カ(ｻ)のテチャ川流域住民における疫学調査においては，そのコホ

ートが生活習慣や遺伝的素因が異なる二つの民族からなっており，そのよ25 

うな交絡因子の考慮が十分ではないこと，統計モデルの選択により低線量
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域のリスクの評価値が大きく変わることなども踏まえると，同疫学調査は

さらに解析が必要な途中段階の研究であり，現段階までの同疫学調査によ

りＬＮＴモデルが実証されたということはできない（丙Ｂ５２・１０，１１

頁）。 

(c) 上記カ(ｴ)の１５か国コホート研究については，公表当初からカナダの5 

データの信頼性に疑問が持たれ，カナダの原子力安全委員会が同国データ

の再解析を実施したところ，一部労働者の被ばく線量の記録が過少であっ

たことが判明し，これを除外すると同国労働者の固形がん死亡のリスクに

有意な上昇は見られなかった（丙Ｂ５２・８，１１頁）。 

(d) 上記カ(ｹ)の３か国労働者の後ろ向きコホート研究においては，重要な10 

交絡因子である喫煙について適切な調整がされていないなどの問題があり，

同論文の示唆する結果について科学的評価が定まっているとはいい難い

（丙Ｂ５２・１２頁）。 

(e) 上記カ(ｸ)のイギリスの小児白血病に関する疫学調査についても，線量

推定や母親の居住地に基づいた貧困指数などの不確実性，交絡因子の調整15 

も十分ではないなどの問題があり，上記カ(ｺ)のスイスの国勢調査ベース

の全国コホート研究も同様に，交絡因子の検討が十分にされていない可能

性や線量推定の精度に問題があることなどが指摘されるのであり，これら

がＬＮＴモデルを実証するものとはいえない（丙Ｂ５２・１３～１５頁）。 

(f) また，ＣＴ検査における英国（上記カ(ｶ)），オーストラリア(上記カ(ｷ))で20 

の疫学調査について，そもそものＣＴ検査をした目的，基礎疾患などの患

者背景の調査が行われておらず，患者背景の影響として，がんが疑われた

ためにＣＴ検査が実施され，その結果としてＣＴ検査を受けた患者にがん

が多かったという逆の因果関係も否定できない（丙Ｂ５２・１６，１７頁）。 

ｄ 福島県民健康調査 25 

(a) 上記(ｱ)ｆの，１００万人に３人という小児甲状腺がんの発症率は，臨床
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症状が発現して手術をした症例などであり，県民健康調査のような健常者

のマススクリーニングの結果と比較できない。そもそも，県民健康調査の

開始当初から健常者に対して精緻な検査を導入すれば多くの有所見者が検

知されることは予想されており，潜伏期等の問題を踏まえるべきである。 

  また，福島県立医科大学における外部被ばく線量と甲状腺がんの地域別5 

関連性を精緻に解析した最新の論文によれば，甲状腺がんと放射線被ばく

との因果関係を示唆する所見は得られていない（以上，丙Ｂ５２・１８，１９

頁）。 

(b) 住民被ばくの現状については，外部被ばく線量推計のために実施した行

動記録に回答した５６万４０００人（回答率２７．４％）の本件事故当初10 

４か月間の推定被ばく線量は，１ｍＳｖ未満が９８．８％，５ｍＳｖ未満

が９９．９８％であり，最大被ばく線量は２５ｍＳｖであった。 

  ２０ｍＳｖという基準の妥当性について，ＩＣＲＰは，緊急時被ばく状

況における参考レベル２０～１００ｍＳｖとしているが，この最低値を選

んだものであり，年間２０ｍＳｖの低線量被ばくとその健康影響や，これ15 

を避難指示の基準とする合理性等については，被ばくＷＧにおいて専門家

を交えた議論がされ，上記エ(ｲ)のとおり，被ばくＷＧにおける現在の避難

指示の基準である年間２０ｍＳｖの被ばくによる健康リスクは，十分に低

い水準であり，今後，より一層の線量低減を目指すに当たってのスタート

ラインとして適切であるとの見解は，今なお正しいものであり，かつ，有20 

効である（以上，丙Ｂ５２・１９～２１頁）。 

９ 本件事故に係る賠償の指針，原告らに対する賠償金の支払状況等 

(1) 中間指針等 

ア 中間指針等の策定 

  文科省は，平成２３年４月１１日，原賠法１８条１項に基づき，原子力損25 

害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事
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者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行う機関と

して，原賠審を設置した。 

  原賠審は，同条２項２号に基づき，「原子力損害の賠償に関する紛争につい

て原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な

解決に資する一般的な指針」として，同年８月５日に「東京電力株式会社福5 

島第一，第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中

間指針」すなわち中間指針を策定，公表し，その後の同年１２月６日に「東

京電力株式会社福島第一，第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の

判定等に関する中間指針追補（自主的避難等に係る損害について）」すなわち

中間指針追補を，平成２４年３月１６日に「東京電力株式会社福島第一，第10 

二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二

次追補（政府による避難区域等の見直し等に係る損害について）」すなわち中

間指針２次追補を，平成２５年１月３０日に「東京電力株式会社福島第一，

第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第

三次追補（農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について）」（以下「中間15 

指針３次追補」という。）を，同年１２月２６日に「東京電力株式会社福島第一，

第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第

四次追補（避難指示の長期化等に係る損害について）」（以下「中間指針４次追補」

という。）を順次策定，公表した。 

  なお，原賠審においては平成２３年４月１５日に第１回会合が開催されて20 

以降，中間指針が策定，公表された同年８月５日までに計１３回の会合が開

催され，その後，中間指針４次追補が策定，公表された平成２５年１２月２

６日までに計３９回の会合が開催されており，各会合の議事録や配布資料は

公開されている。なお，原賠法に基づき，原賠審の下には，本件事故による

損害賠償のＡＤＲ手続を担当する組織として，原子力損害賠償紛争解決セン25 

ターが置かれている（以上，乙Ｃ２～乙Ｃ５，乙Ｃ１０，弁論の全趣旨）。 
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イ 中間指針等における精神的損害の賠償等の内容 

(ｱ) 中間指針 

ａ 中間指針は，本件事故において，避難等対象者のうち，原災法に基づく

屋内退避区域（政府が原災法に基づいて各地方公共団体の長に対して住民の屋内退

避を指示した区域であって，本件原発から半径２０ｋｍ以上３０ｋｍ圏内をいう。な5 

お，同区域については，上記(1)オ(ｴ)のとおり，平成２３年３月２５日，内閣官房長

官から，自主避難の促進等が発表され，同年４月２２日，計画的避難区域等の指定に

伴い，その区域指定が解除された。乙Ｃ２・６，７頁）の指定に伴い，屋内への

退避を余儀なくされた者（以下「屋内退避者」という。乙Ｃ２・８，９頁）が受

けた精神的苦痛（「生命・身体的損害」を伴わないものに限る。）のうち，少なく10 

とも「屋内退避区域の指定が解除されるまでの間，同区域における屋内退

避を長期間余儀なくされた者が，行動の自由の制限等を余儀なくされ，正

常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じ

た精神的苦痛」を賠償すべきものと認める。 

  すなわち，本件事故と相当因果関係のある損害であれば，原賠法３条１15 

項の「原子力損害」に該当し，生命・身体的損害を伴わない精神的損害に

ついても，相当因果関係等が認められる限り，賠償すべき損害であるとい

える。本件事故においては，実際に周辺に広範囲にわたり放射性物質が放

出され，これに対応した避難指示等があったから，生命・身体的損害を伴

わない精神的苦痛等に関する損害発生の有無や範囲に関する客観化が困難20 

であるとしても，屋内退避を余儀なくされるなどの日常の平穏な生活が現

実に妨害されたことは明らかであり，その状況等に応じ，屋内退避者なら

行動の自由の制限等を長期間余儀なくされるなどの精神的苦痛を被ってお

り，少なくともこれについては賠償すべき損害と観念することが可能であ

る（以上，乙Ｃ２・１７，１９，２０頁）。 25 

ｂ 上記ａの精神的損害の額の算定に当たっては，避難費用（対象区域から避
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難するために負担した交通費，家財道具の移動費用のほか，対象区域外に滞在するこ

とを余儀なくされたことにより負担した宿泊費等，乙Ｃ２・１１頁）のうち生活費

の増加費用との合算した一定の金額をもって両者の損害額と算定するのが

合理的である。避難等により生じる生活費の増加費用は，屋外退避者の大

多数に発生し，通常さほど高額とならず，個人差による差異が少ない反面，5 

その実費の厳密な算定は実際上困難であり，その立証を強いることは屋内

退避者に酷である上，その生活状況等と密接に結びつくものであることか

ら，上記精神的苦痛と生活費増大分とを合算した一定の金額をもって両者

の損害額と算定するのが合理的な算定方法である。 

  また，屋内退避者に該当する者であれば，その年齢や世帯の人数等にか10 

かわらず，屋内退避者個々人が賠償の対象となる。損害賠償請求権は個々

人につき発生するものであるから，損害賠償も世帯単位ではなく，個々人

に対してされるべきである。年齢や世帯の人数あるいはその他の事情によ

り各屋内退避者が現実に被った精神的苦痛の程度には個人差があることは

否定できないものの，中間指針においては，全員に共通する精神的苦痛に15 

つき賠償対象とされるのが妥当と解されること，生活費の増加費用につい

ても個人ごとの差異は少ないと考えられることから，年齢等により金額に

差は設けない。 

  なお，ここで精神的損害と一括して算定する生活費の増加費用は，あく

までも通常の範囲の費用を想定したものであって，屋内退避者の中で，特20 

に高額の生活費の増加費用の負担をした者については，そのような高額な

費用を負担せざるを得なかった特段の事情があるときは，別途，必要かつ

合理的な範囲において，その実費が賠償すべき損害となる。 

  屋内退避区域の解除等から相当期間経過後に生じた避難費用は，特段の

事情がある場合を除き，賠償の対象とならない。この相当期間は，上記ａ25 

のとおり，屋内退避区域の指定が解除された平成２３年４月２２日から住
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居に戻るまでに通常必要となると思われる準備期間を考慮し，同年７月末

（ただし，これらの区域に所在する学校等に通っていた児童・生徒等が避難を余儀な

くされている場合には同年８月末までを目安とする。）までを目安とする。（以上，

乙Ｃ２・１１～１４，１７，１８，２０頁） 

ｃ その損害額については，屋内退避区域の指定が解除されるまでの間，同5 

区域において屋内退避をしていた者（緊急時避難準備区域から平成２３年６月

１９日までに避難を開始した者及び計画的避難区域から避難をした者を除く。）につ

き，一人１０万円を目安とする。屋内退避区域の指定が解除されるまでの

間，同区域において屋内退避者は，自宅で生活しているという点では，以

下の避難者のような精神的苦痛は観念できないが，他方で，外出等行動の10 

自由を制限されていたことなどを考慮し，以下の損害額を超えない範囲で

損害額を算定することとし，その損害額は一人１０万円を目安とするのが

妥当である。 

  なお，屋内退避者以外の上記ａの避難等対象者については，本件事故後，

避難者の多くが仮設住宅等への入居が可能となるなど，長期間の避難生活15 

のための基盤が形成されるまでの６か月間（第１期）は，地域コミュニティ

等が広範囲にわたって突然喪失し，これまでの平穏な日常生活とその基盤

を奪われ，自宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上，帰宅の見通

しもつかない不安を感じるなど，最も精神的苦痛の大きい期間といえ，負

傷を伴う精神的損害ではないことを勘案しつつ，自賠責における慰謝料（日20 

額４２００円。月額換算１２万６０００円）を参考にした上，上記のように大き

な精神的苦痛を被ったことや生活費の増加分も考慮し，一人当たり月額１

０万円を目安とするのが合理的である。 

  また，中間指針においては，損害額の算定は月単位で行うのが合理的と

認められるが，上記第１期について示した金額は，あくまでも目安であり，25 

具体的な賠償に当たって柔軟な対応を妨げるものではなく，その他の本件



 

354 

 

事故による精神的苦痛についても，個別の事情によっては賠償の対象と認

めることができる。（以上，乙Ｃ２・１９，２１～２３頁） 

(ｲ) 中間指針追補 

ａ 原賠審において，関係者へのヒアリングを含めて調査・検討を行った結

果，屋内退避区域を含む避難指示等対象区域の周辺地域では自主的避難を5 

した者が相当数存在していることが確認された。自主的避難に至った主な

類型としては，①本件事故発生当初の時期に自らの置かれている状況につ

いて十分な情報がない中で，本件原発のＲ／Ｂにおいて水素爆発が発生し

たことなどから，大量の放射性物質の放出による放射線被ばくへの恐怖や

不安を抱き，その危険を回避しようと考えて避難を選択した場合と，②本10 

件事故の発生からしばらく経過した後，生活圏内の空間放射線量や放射線

被ばくによる影響等に関する情報がある程度入手できるようになった状況

下で，放射線被ばくへの恐怖や不安を抱き，その危険を回避しようと考え

て避難を選択した場合とが考えられる。 

  同時に，当該地域の住民は，そのほとんどが自主的避難をせずにそれま15 

での住居に滞在し続けており，これら避難をしなかった者が抱き続けたで

あろう上記の恐怖や不安も無視することはできないと考えられる。 

  これを踏まえて，中間指針追補においては，自主的避難等に係る損害に

ついて示す。本件事故と自主的避難等に係る損害との相当因果関係の有無

は，最終的に個々の事案ごとに判断すべきものであるが，中間指針追補で20 

は，本件事故に係る損害賠償の紛争解決を促すため，賠償が認められるべ

き一定の範囲を示す。なお，中間指針追補で対象とされなかったものが直

ちに賠償の対象とならないというものではなく，個別具体的な事情に応じ

て相当因果関係のある損害と認められることがあり得る（以上，乙Ｃ３・１，

２頁）。 25 

ｂ 自主的避難等対象区域としては，福島市，郡山市などの県北，県中の各
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地域のほか，いわき地域としていわき市が対象（ただし，屋内退避区域を除く。）

となる。これらの地域は，上記ａ①及び②の自主的避難に至った類型に照

らし，いずれの場合にもその恐怖や不安は，本件原発の状況が安定してい

ない等の状況下で，本件原発からの距離，避難指示等対象区域との近接性，

政府等から公表された放射線量に関する情報，自己の居住する市町村の自5 

主的避難者の多寡などの自主的避難の状況等の要素が複合的に関連して生

じたと考えられる。以上の要素を総合的に勘案すると，少なくとも中間指

針追補の対象となる自主的避難等対象区域においては，住民が放射線被ば

くへの相当程度の恐怖や不安を抱いたことには相当の理由があり，また，

その危険を回避するために自主的避難を行ったことについてもやむを得な10 

い面がある。 

  自主的避難等の事情は個別に異なり，損害の内容も多様であるが，中間

指針追補では，自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があっ

た自主的避難等対象者（本件事故発生後に当該住居から自主的避難を行った場合，

本件事故発生時に自主的避難等対象区域外におり，引き続き同区域外に滞在した場合，15 

当該住居に滞在を続けた場合等を問わない。）に対し公平に賠償すること及び可

能な限り広く，かつ，早期に救済するとの観点から，同対象区域に居住し

ていた者に少なくとも共通に生じた損害を示す。 

また，本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者が，本

件事故に起因して自主的避難等対象区域内に避難し，同区域内に引き続き20 

長期間滞在した場合，当該避難期間については中間指針で精神的損害の賠

償対象とされているが，これは避難生活等を長期間余儀なくされたことに

よる精神的損害であり，自主的避難等対象区域内の住居に滞在し続けるも

のとしての精神的損害とは質的に異なる面があるから，自主的避難等対象

区域内に避難して滞在した子供及び妊婦についても中間指針追補の対象25 

とすべきである。 
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  なお，損害の賠償については，個々人に対してされるべきである（以上，

乙Ｃ３・３～５頁）。 

ｃ 自主的避難等対象者が受けた損害のうち，以下のものが賠償すべき損害

の範囲となる。 

(a) 放射線被ばくへの恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から5 

自主的避難を行った場合において，①自主的避難によって生じた生活費の

増加費用，②自主的避難により，正常な日常生活の維持・継続が相当程度

阻害されたために生じた精神的苦痛，③避難及び帰宅に要した移動費用（乙

Ｃ３・５頁） 

(b) 放射線被ばくへの恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞10 

在を続けた場合において，①放射線被ばくへの恐怖や不安，これに伴う行

動の自由の制限等により，正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害さ

れたために生じた精神的苦痛，②放射線被ばくへの恐怖や不安，これに伴

う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があれば，その増加費用

（乙Ｃ３・５頁） 15 

(c) 上記(a)①～③に係る損害額及び上記(b)①及び②に係る損害額について

は，いずれもこれらを合算した額を同額として算定するのが公平かつ合理

的な算定方法である。具体的な損害額の算定に当たっては，①自主的避難

等対象者のうち子供及び妊婦については，本件事故発生から平成２３年１

２月末までの損害として一人４０万円を目安とし，②その他の自主的避難20 

等対象者については，本件事故発生当初の時期の損害として一人８万円を

目安とする（乙Ｃ３・５，６頁）。 

(d) 本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者については，

賠償すべき損害は自主的避難等対象者の場合に準じるものとし，子供及び

妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間については，本件25 

事故発生から平成２３年１２月末までの損害として一人２０万円を目安と
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しつつ，これらの者が中間指針追補の対象となる期間に応じた金額とする

（乙Ｃ３・６頁）。 

(ｳ) 中間指針追補における検討資料等（自主的避難者の状況等） 

ａ 平成２３年９月２１日開催の原賠審の会合（第１４回）において，自主的

避難に係る精神的損害の議論がされているが，その際の資料には，①福島5 

県における避難の全体像として，同年８月末時点の避難区域等以外からの

自主的避難者は，福島県の調査として，推計約３．６万人（県外避難者約１．

４万人，県内避難者約２．２万人，ただし，地震・津波での避難者を含む。）であり，

本件事故当初の同年３月１５日時点での４万０２５６人（主として，県内避

難所への避難）から減少していること，②本件事故当初の同日時点でのいわ10 

き地区の自主的避難者数は１万５３７７人（ただし，同市の避難者受入数は１

万５６９２人以上）であり，次いで多い相双地区が１万２２０５人であり，

県北地区（自主的避難者の合計数は５０６２人であり，そのうち福島市の自主的避

難者は３２２４人），県中地区（自主的避難者の合計数は６４４８人であり，そのう

ち郡山市の自主的避難者は５０６８人），県南地区と比較しても，２倍以上の人15 

数であって，県北地区の３倍に達すること，③児童生徒数を見ると，同年

５月１日時点のいわき地区の県外転校者数も，相双地区の５２９９人に次

いで多く，１１２７人（小学生９２３人，中学生２０４人）であって，転校受

入数９８１人よりも多く，県北地区，県中地区及び県南地区と比較すると，

２倍近い県外転校者がいること（なお，これらの地区は，転出者よりも転入者の20 

方が多い。），その後の同年８月３１日（夏期休業終了時）時点でも，いわき地

区の県外転校者は１１５４人（小学生９５０人，中学生２０４人）に増加し，

相双地区を除き，県北，県中などの地域よりも多いこと，共同通信による

アンケート調査でも，同年８月時点での県内外への転校者の，転校前の学

校等の所在自治体としては，いわき市は１１０６人であり，福島市（５８１25 

人）の２倍に近いこと，④人口推移を見ても，同年３月１日と同年７月１
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日の比較において，相双地区の減少率が４．５２％と県内では最も高いが，

次いでいわき地区が１，６９％の減少であり，県中地区の１．１１％減少，

県北地区０．７８％減少と比較しても，減少率が高いことが記載されてい

る（乙Ｃ１１・３～５頁，乙Ｃ１２・２～６，８頁）。 

ｂ 平成２３年１２月１６日開催の原賠審の会合（第１８回）において，自主5 

的避難に係る精神的損害について議論されているが，その際の資料には，

①福島県民の自主的避難者数（推計）について，福島県の推計として，平

成２３年３月１５日時点の自主的避難者数は４万０２５６人で，同月２５

日時点の同避難者数は２万３６５９人で，同年４月２２日時点の同避難者

数は２万２３１５人で，同年５月２２日時点の同避難者数は３万６１８４10 

人で，同年６月３０日時点の同避難者数は３万４０９３人で，同年７月２

８日時点の同避難者数は４万１３７７人で，同年８月２５日時点の同避難

者数は４万７７８６人で，同年９月２２日時点の同避難者数は５万０３２

７人であり，本件事故直後からいったんは減少したものの，同年４月末以

降増加の傾向があること，②本件原発からの距離を見ると，半径２０ｋｍ15 

～３０ｋｍ圏内にある市町村（その一部も含む。ただし，２０ｋｍ圏内にもかか

る市町村を除く。）としては，飯館村及びいわき市で，同３０ｋｍ～４０ｋｍ

圏内（その一部を含む。ただし，２０ｋｍ圏内にもかかる市町村を除く。）の市町村

（ただし，福島県内のみ）としては，相馬市，飯館村，川俣町，二本松市，小

野町，いわき市であり，同４０ｋｍ～５０ｋｍ圏内（その一部を含む。ただし，20 

２０ｋｍ圏内にもかかる市町村を除く。）の市町村（ただし，福島県内のみ）として

は，新地町，相馬市，飯館村，伊達市，川俣町，福島市，二本松市，本宮

市，三春町，郡山市，小野町，須賀川市，平田村，古殿町及びいわき市で，

同５０ｋｍ～６０ｋｍ圏内（その一部を含む。ただし，２０ｋｍ圏内にもかかる

市町村を除く。）の市町村（ただし，福島県内のみ）としては，新地町，相馬市，25 

伊達市，川俣町，福島市，二本松市，大玉村，本宮市，三春町，郡山市，
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須賀川市，玉川村，平田村，石川町，古殿町及びいわき市であったこと，

また，これらの市町村について，平成２３年３月１６日までに相馬市，飯

館村，三春町，小野町及びいわき市に，同月１７日に平田村に，同月２０

日に新地町，伊達市，福島市，川俣町，二本松市，本宮市，郡山市，須賀

川市，玉川村，石川町及び古殿町に，それぞれ安定ヨウ素剤が福島県から5 

配備されたこと，③福島県の転入，転出者の推移（ただし，住民票の届出に基

づくものであり，必ずしも本件事故の避難者数に正確に対応するものではなく，地震・

津波による避難等を含むものである。）として，平成２３年３月～同年９月の転

入者の合計としては，会津地区５４９３人，南会津地区５９１人，県北地

区９５６３人，県中地区１万０６７０人，県南地区３２２２人，相双地区10 

２９１９人，いわき地区４４７０人であり，他方，同期間内の転出者の合

計としては，会津地区５８９６人，南会津地区６８８人，県北地区１万５

１９８人，県中地区１万８８３９人，県南地区４１２２人，相双地区１万

０７３８人，いわき地区１万０３７１人であったこと，④福島県の年齢別

社会動態数としては，平成２２年と平成２３年の比較では，４０歳代まで15 

の人口が明らかに減少し，比較できないものもあるが，０～４歳が約３５

００人減で，５～９歳が約２５００人減で，１０～１４歳が約１５００人

減で，１５～１９歳が約３０００人減（平成２２年約２５００人減）で，２０

～２４歳が約３７００人減（平成２２年約２３００人減）で，２５～２９歳が

約２５００人減（平成２２年約１００人減）で，３０～３４歳が約２７００人20 

減（平成２２年約１００人減）で，３５～３９歳が約２５００人減（平成２２年

約１００人減）で，４０～４４歳が約１５００人減（平成２２年１００人を下回

る人数）で，４５～４９歳が約７００人減（平成２２年１００人を下回る人数）

であったこと，また，年齢別人口推移としては，平成２３年３月以降，例

年より相双，いわき，県北，県中の各地区の人口減少が大きく，特に平成25 

２１年～平成２３年の各３月～８月の福島県の年齢別人口推移を見ると，
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０～９歳，２０～２９歳及び３０～３９歳の各層では，相双，いわき，県

北，県中の各地区の平成２３年の減少が例年より，かつ，他地区より大き

いこと，１０～１９歳の層では，３月及び４月に相双，いわき，県北，県

中の各地区の平成２３年の減少が，例年より，かつ，他地区よりも大きい

こと（５月以降，県北地区では増加に転じている。），⑤放射線量の分布状況（県5 

環境放射線モニタリング調査（学校等）の測定データを集計したものであり，測定条

件は地上１ｍの高さで計測している。）について，福島市，郡山市及びいわき市

との比較でいうと，平成２３年４月５日～同月７日において，福島市では

最大毎時２．５１～５．００μＳｖになる観測地点（観測地点数２１３）が半

分を超え，郡山市では最大毎時１．７６～５．００μＳｖになる観測地点10 

（観測地点数２４２）が半分を超えるが，いわき市では最大でも毎時２．５

０μＳｖを超える観測地点（観測地点数２６４）はなく，同年６月１日～同

月１０日において，福島市では最大毎時３．００μＳｖになる観測地点が

あり，郡山市では最大毎時２．５０μＳｖになる観測地点があるが，いわ

き市では最大毎時１．００μＳｖを超える観測地点はなく，その後の傾向15 

としても，福島市が最も空間放射線量率が高く，その比較においていわき

市の空間放射線量率が低いこと，また，平成２４年３月１１日までの積算

線量推定マップを見ても，双葉町，浪江町，飯館村と本件原発から北西方

向に向かう地域の積算線量が高く，南の大熊町，富岡町，楢葉町及び川内

村の積算線量がやや高いことを除き，その南の方にはそれほど広がってい20 

ないことが示されている（乙Ｃ１８・２頁，乙Ｃ５８・１，２，６～８，１０～

１４，１９～２１，３０，３１頁）。 

ｃ なお，中間指針追補における基礎資料ではないが，いわき市，郡山市，

福島市といった自主的避難等対象区域における子供の避難状況は，以下の

とおりである。 25 

  平成２４年３月２７日時点で，いわき市が把握している１８歳未満の子
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供の避難者数は，全体で３６４１人（地震・津波により市内の仮設住宅等に避難

している者を含む。）であり，県内避難者１４７５人，県外避難者２１６６人

である。中間指針における自主的避難等対象区域の中では，最も多く（次い

で福島市３１７４人，郡山市２８０１人），計画的避難区域等が含まれる南相馬

市の５６０６人に次いで多い。 5 

  平成２５年４月１日時点で，いわき市が把握している子供の避難者数は，

２８０３人であり，県内避難者１１９３人（市内１１３４人，市外５９人），

県外避難者１６１０人である。自主的避難等対象区域の中では，福島市３

０３４人に次いで多く，郡山市が２５９０人である。 

  平成２６年４月１日時点で，いわき市が把握している子供の避難者数は，10 

２１０７人であり，県内避難者７８９人（市内７３８人，市外５１人），県外

避難者１３１８人である。自主的避難等対象区域の中では，福島市２３９

８人，郡山市２３１１人に次いで多い。 

  平成２７年４月１日時点で，いわき市が把握している子供の避難者数は，

１６９０人であり，県内避難者５５２人（市内５１６人，市外３６人），県外15 

避難者１１３８人である。自主的避難等対象区域の中では，福島市２０５

９人，郡山市２０３２人に次いで多い。 

  平成２８年４月１日時点で，いわき市が把握している子供の避難者数は，

１３５８人であり，県内避難者３７６人（市内３４４人，市外３２人），県外

避難者９８２人である。自主的避難等対象区域の中では，郡山市１８８０20 

人，福島市１５６１人に次いで多い。 

  平成２９年４月１日時点で，いわき市が把握している子供の避難者数は，

８８４人であり，県内避難者３８人（市内１２人，市外２６人），県外避難者

８４６人である。自主的避難等対象区域の中では，郡山市１７０７人，福

島市１３７９人に次いで多い（以上，乙Ａ１２８～乙Ａ１３１，乙Ｃ４２，乙Ｃ25 

４３）。 
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(ｴ) 中間指針２次追補 

ａ 緊急時避難準備区域については，平成２３年９月３０日に解除されてい

ること等を踏まえ，旧緊急時避難準備区域内に住居があった者の精神的損

害について，第２期を平成２４年３月１０日まで，第３期を同月１１日か

ら終期までの期間とし，その終期は，楢葉町の区域を除き，平成２４年８5 

月末までを目安とした上で，第３期における精神的損害の具体的な損害額

（避難費用のうち通常の範囲の生活費の増加費用を含む。）の算定に当たっては一

人月額１０万円を目安とする旨の指針が示された（乙Ｃ４・７頁）。 

ｂ 自主的避難等対象区域については，平成２４年１月以降に関して，少な

くとも子供及び妊婦については，個別の事例又は類型ごとに，放射線量に10 

関する客観的情報，避難指示区域との近接性等を勘案して，放射線被ばく

への相当程度の恐怖や不安を抱き，また，その危険を回避するために自主

的避難を行うような心理が，平均的・一般的な人を基準としつつ，合理性

を有していると認められる場合には，賠償の対象となること，賠償すべき

損害及びその損害額の算定方法は，原則として中間指針追補で示したとお15 

りとし，具体的な損害額については，同追補の趣旨を踏まえ，かつ，当該

損害の内容に応じて，合理的に算定することとするとされている。 

中間指針追補においては，平成２４年１月以降に関して，必要に応じて

賠償の範囲等について検討することとされていたところ，これを受けて，

中間指針２次追補では，同月以降に関しては，中間指針追補とは対象期間20 

における状況が全般的に異なること，他方，少なくとも子供及び妊婦の場

合は，放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されている

と考えられること等から，中間指針追補の内容はそのまま適用しないが，

個別の事例又は類型によって，これらの者が放射線被ばくへの相当程度の

恐怖や不安を抱き，また，その危険を回避するために自主的避難を行うよ25 

うな心理が，平均的・一般的な人を基準としつつ，合理性を有していると
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認められる場合には賠償の対象とすることとしたものである。（乙Ｃ４・１

３，１４頁） 

(2) 経産省の賠償基準 

  経済産業省は，中間指針２次追補の公表後である平成２４年７月２０日，「避

難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」を公表した。その中で，旧屋内5 

退避区域等への対応として，旧屋内退避区域の避難継続者に対して平成２３年

９月末まで精神的損害の賠償金が支払われていたことから，早期帰還者及び滞

在者に対してもその間の精神的損害の賠償について遡って支払を行うこと，家

屋の賠償，営業損害等についても，旧緊急時避難準備区域の考え方に準じた扱

いとすることとしている。上記旧緊急時避難準備区域の考え方は，以下のとお10 

りである。 

住宅等の補修・清掃に要する費用として，３０万円の定額の賠償を行うこと

とし，これを上回る場合は実損額に基づき賠償するものとする。 

中学生以下の年少者の精神的損害について月額５万円として平成２５年３

月分まで継続するとともに，全住民について，通院交通費等生活費の増加分と15 

して，平成２５年３月分までを一括して一人当たり２０万円を支払う。 

営業損害については，平成２５年１２月分まで，就労不能損害（勤務先が避難

指示区域外の場合）については，平成２４年１２月分まで継続するとともに，一

括払いの選択肢を用意する。また，一括払いの算定期間中の追加的な収入につ

いては賠償金から控除しない（以上，乙Ａ３６の別紙・６頁）。 20 

(3) 被告東電の賠償基準と支払状況 

ア 被告東電のプレスリリース等 

(ｱ) 被告東電が平成２３年９月頃に公表した「補償金ご請求のご案内」には，

避難生活等による精神的損害に関し，屋内退避区域（ただし，計画的避難区域，

緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点を除く。）の居住者について，①平成２３25 

年４月２２日までに「避難等対象区域（被告東電のプレスリリースや賠償請求の案
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内においては，中間指針や中間指針追補で「避難指示等対象区域」とされていた区域に

ついて，「避難等対象区域」と定義している。以下同じ。）」外に避難した者に対し，

本件事故日からその終了日（同日以前に帰宅した場合には同日まで，同日時点で避

難し，その後同年９月３０日までに帰宅した場合にはその帰宅した日まで，同年９月３

０日までに帰宅しなかった場合には同日まで）までの補償金額として，一人当たり5 

原則１０万円（同年８月末日までであり，同年９月分については５万円）を支払うこ

ととし，②同年４月２２日までに避難しなかった者（同月２３日以降避難した者

を含む。）に対し，一人当たり１０万円を支払うとの記載がされていた（乙Ａ１

６４・９～１１頁）。 

(ｲ) 被告東電は，平成２４年２月２８日付けプレスリリースにより，自主的避10 

難等に係る損害賠償の開始について公表した。その中で，①定額賠償として，

本件事故時にいわき市を含む自主的避難等対象区域に生活の本拠としての住

居があった者を対象に，１８歳以下の者（平成４年３月１２日～平成２３年１２

月３１日に出生した者），妊婦（平成２３年３月１１日～同年１２月３１日に妊娠して

いた期間のある者），それら以外の者を分類し，１８歳以下の者及び妊婦に対し，15 

賠償対象期間を平成２３年３月１１日～同年１２月３１日として，一人当た

り４０万円を，それら以外の者に対し，賠償対象期間を同年３月１１日～同

年４月２２日として，一人当たり８万円を，それぞれ支払うこととしていた。 

  また，②対象期間中の避難に伴い特別に負担した費用について，上記１８

歳以下の者又は妊婦をうち自主的避難をした場合には，追加で２０万円を支20 

払うものとしていた。 

  上記①，②の損害の内容として，自主的避難を行った場合には，避難によ

り生じた生活費増加費用，正常な日常生活の維持等が相当程度阻害されたた

めに生じた精神的苦痛並びに避難及び帰宅に要した移動費用が，自主的避難

を行っていない場合には，放射線被ばくへの恐怖，不安これに伴う行動の自25 

由の制限等により生じた生活費増加費用，正常な日常生活の維持等が相当程
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度阻害されたために生じた精神的苦痛が，それぞれ示されていた（以上，乙Ａ

３１）。 

(ｳ) 被告東電は，平成２４年６月１１日付けプレスリリースにより，福島県県

南地域における自主的避難等に係る損害賠償の開始について公表した。その

中で，本件事故時に福島県の県南地域（白河市，西郷村，泉崎町，中島村，矢吹町，5 

棚倉町，矢祭町，塙町，鮫川村）に生活の本拠としての住居があった者で，１８

歳以下の者及び妊婦に対し，平成２３年３月１１日～同年１２月３１日まで

を賠償対象期間として，一人当たり２０万円を支払うこととしていた（乙Ａ３

２）。 

(ｴ) 被告東電は，平成２４年７月２４日付けプレスリリースにより，旧屋内退10 

避区域に早期に帰還し，又は本件事故発生当初から避難せずに同区域に滞在

し続けた者に対し，対象期間を平成２３年３月１１日～同年９月３０日とし

た上で，精神的損害に対する賠償として，一人当たり月額１０万円を支払う

と公表した。 

  その後の同年８月１３日付けプレスリリースにより，旧屋内退避区域に生15 

活の本拠としての住居があった者のうち本件事故発生により避難しその後に

上記対象期間の中途で帰還し，又は本件事故発生当初から避難せずに当該区

域に滞在し続け，かつ，上記対象期間における避難生活等による精神的損害

に係る賠償金を受領していない期間がある者に対し，避難等により被った精

神的苦痛に対する損害及び避難生活等による生活費の増加費用として，一人20 

当たり月額１０万円を支払うと公表した（以上，乙Ａ１４４，乙Ａ１４８）。 

(ｵ) 被告東電が平成２４年１０月２９日以降に公表した「賠償金ご請求の解説」

には，①避難生活等による精神的損害に関し，旧屋内退避区域の居住者につ

いて，平成２３年３月１１日から同年９月３０日までを賠償対象期間として，

原則として月額１０万円を支払うこと，②旧屋内退避区域を含む避難等対象25 

区域の居住者で，同年４月２３日から同年１２月３１日までの間に，避難等
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対象区域又は自主的避難等対象区域に避難又は滞在していた１８歳以下の者

及び妊婦について，放射線被ばくへの恐怖や不安，これに伴う行動の自由の

制限等により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じ

た精神的苦痛に対する賠償として，上記期間を賠償期間として，一人当たり

４０万円を支払うことが記載されていた（乙Ａ１６５・１０～１２頁）。 5 

(ｶ) 被告東電は，平成２４年１２月５日付けプレスリリースにより，中間指針

追補及び中間指針２次追補を踏まえ，自主的避難等に係る損害に対する追加

賠償を実施する旨公表した。その中で，本件事故時にいわき市を含む自主的

避難等対象区域に生活の本拠としての住居があった者を対象に，①平成２４

年１月１日～同年８月３１日において１８歳以下であった期間がある者（平10 

成５年１月２日～平成２４年８月３１日に出生した者）及び妊婦（平成２４年１月１

日～同年８月３１日に妊娠していた期間のある者）に対し，賠償対象期間を平成２

４年１月１日～同年８月３１日とし，損害の内容を上記(ｱ)とほぼ同様のも

のとして，精神的損害等に対する賠償として一人当たり８万円の追加支払を

すること，②上記住居があった全ての者に対し，損害の内容を自主的避難等15 

対象区域での生活において負担した追加的費用（清掃業者への委託費用など）や

上記(ｱ)の賠償金額を超過して負担した生活費増加費用や移動費用等として，

追加的費用等に対する賠償として一人当たり４万円の追加支払をすること，

③いずれについても，平成２３年３月１２日～平成２４年８月３１日に上記

賠償対象者から出生した者も対象とすることとされていた。 20 

なお，福島県の県南地域に生活の本拠としての住居があった者については，

①子供及び妊婦に対し，賠償対象期間を平成２４年１月１日～同年８月３１

日とし，精神的損害等に対する賠償として一人当たり４万円の追加支払をす

ること，②上記住居があった全ての者に対し，追加的費用等に対する賠償と

して一人当たり４万円の追加支払をすること，③いずれについても，平成２25 

３年３月１２日～平成２４年８月３１日に上記賠償対象者から出生した者も
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対象とすることとされていた（以上，乙Ａ３４）。 

(ｷ) 被告東電は，平成２５年２月１３日付けプレスリリースにより，中間指針

追補及び中間指針２次追補を踏まえ，本件事故時に，屋内退避区域を含む避

難等対象区域に生活の本拠としての住居があり，平成２４年１月１日～同年

８月３１日に避難等対象区域及び自主的避難等対象区域に避難又は滞在した5 

者を対象に，①平成２４年１月１日～同年８月３１日において１８歳以下で

あった期間がある者（平成５年１月２日～平成２４年８月３１日に出生した者）及

び妊婦（平成２４年１月１日～同年８月３１日に妊娠していた期間のある者）に対し，

賠償対象期間を平成２４年１月１日～同年８月３１日とし，損害の内容を上

記(ｱ)とほぼ同様のものとして，精神的損害等に対する賠償として一人当た10 

り８万円の追加支払をすること，②それ以外の上記住居があった者に対し，

損害の内容を自主的避難等対象区域での生活において負担した追加的費用

（清掃業者への委託費用など）や上記(ｱ)の賠償金額を超過して負担した生活費

増加費用や移動費用等として，追加的費用等に対する賠償として一人当たり

４万円の追加支払をすること，③いずれについても，平成２３年３月１２日15 

～平成２４年８月３１日に上記賠償対象者から出生した者も対象とすること

とされていた（乙Ａ３５）。 

イ 被告東電の原告らに対する支払の状況等 

被告東電による各原告に対する支払状況（支払名目，金額など）は，別紙６「当

事者の主張」の別紙「弁済一覧」のとおりである（乙Ｄ７）。 20 

第６ 争点に関する当裁判所の判断 

１ 本件継続給付の適否（争点１） 

(1) 本件継続給付は，一定期間において原告らが毎月発生する精神的苦痛に対す

る慰謝料を求めるものであり，それ自体は単なる金銭給付を求める訴えである

から，特定に欠けるところはなく，適法なものというべきである。 25 

(2) これに対し，被告東電は，対象期間，空間放射線量率の低減及び廃炉措置に
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係る具体的内容が不特定であり，不適法な訴えである旨主張する。しかしなが

ら，本件の訴えは，上記のとおり金銭給付を求めるものとして特定されている

こと，仮に対象期間や終期までの具体的内容が不特定であるとしても，それは，

給付請求の当否（給付請求権の存否等）として判断すべきであり，給付請求に係る

訴えの適否すなわち適法性に係るものではないことからすると，被告東電の上5 

記主張は採用できない。 

２ 本件事故についての民法７０９条の適用の有無（争点２） 

(1) 原賠法の趣旨，目的等 

  原賠法は，被害者の保護及び原子力事業の健全な発達を目的として，原子力

損害に関する損害賠償について基本的な制度を定めている（同法１条）。具体的10 

には，核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用

若しくは毒性的作用（これらを摂取し，又は吸入することにより人体に中毒及びその続

発症を及ぼすものをいう。）により生じた損害である原子力損害（同法２条２項本文）

に関する原子力事業者の無過失責任（同法３条１項），原子力事業者への賠償責任

の集中（同法４条１項），過失がある第三者への求償権の制限（同法５条１項）を規15 

定するほか，原子力事業者による損害賠償措置の義務付け（同法６条～１５条），

政府による援助（同法１６条）などを規定する。これらの規定は，原子力損害が

発生した場合において，原子力事業者にのみ被害者に対する無過失の賠償責任

を負わせることにより，原子力事業者の賠償資力を確保して被害者に対する確

実な賠償を実施させるととともに，原子力事業の健全な発達を阻害することを20 

回避しようとした趣旨と解される。もとより，原子力事業者による損害賠償措

置（同法６条参照）としての原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補

償契約の締結等（同法７条，８条，１０条），これらの賠償措置額を超える場合に

おける政府による援助（同法１６条）といった原子力事業者の賠償資力を確保す

る各制度も原賠法の上記目的を踏まえた規定である。 25 

  そうすると，仮に，原賠法上の損害賠償請求権と民法上の損害賠償請求権を



 

369 

 

併存させたり，過失がある第三者への自由な求償を認めたりすると，賠償責任

が分散され，それに伴い責任主体となり得る者が個々に保険を掛ける結果，上

記原賠法が予定した損害賠償措置が有名無実化する上，上記政府援助も受けら

れず，原子力事業者自身の賠償資力が不十分となって，被害者への賠償ができ

ない事態が生じ，ひいては原子力事業の健全な発展という原賠法の趣旨に悖る5 

結果を招来しかねない。他方，原子力事業者に故意又は過失が認められる場合，

原賠法３条１項に基づく請求によって認められる損害賠償額と民法上の不法行

為に関する規定に基づく請求によって認められる損害賠償額は等価であると解

すべきであるから，被害者の保護という原賠法の目的に照らしても，原賠法３

条１項に基づく請求権と民法上の不法行為に関する規定に基づく請求権を併存10 

させる必要性はない。 

  以上によれば，原賠法３条１項は，民法上の損害賠償責任に関する特則をな

し，原子力損害が認められる場合における事業者の不法行為責任の規定を原賠

法の責任集中により適用しないとするものであると解すべきである。 

(2) 原告らの主張 15 

  これに対し，原告らは，①原賠法には，民法７０９条の適用を排除する明示

の規定がなく，原賠法の趣旨，目的に照らせば，民法７０９条と原賠法３条１

項との選択的適用を認めるのに不都合がない上，民法７０９条の適用を排除す

ることは，民事上の損害賠償の領域において非難性の審理を排除するような特

権を加害者である被告東電に付与するに等しく，被害者の任意の選択に委ねる20 

べきであること，②民法７０９条の適用を認めるとしても，原賠法４条１項，

５条，１６条１項の類推適用により原賠法の責任集中，求償権制限，政府援助

による資力確保とこれを通じた被害者保護を図ることができ，そのように解す

ることが原賠法の趣旨・目的にも合致すること，③一般不法行為法の特則とな

る自賠法３条１項，独占禁止法２５条，製造物責任法３条及び鉱業法などを見25 

ても，民法７０９条の適用を排除するとの解釈が採られていないことを指摘し，
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民法７０９条の適用がされることを主張する。 

  しかしながら，上記①について，既に述べた，原賠法が，原子力事業者にの

み被害者に対する無過失の賠償責任を負わせることにより，原子力事業者の賠

償資力を確保して被害者に対する確実な賠償を実施させるととともに，原子力

事業の健全な発達を阻害することを回避しようとした趣旨に照らせば，あえて5 

民法７０９条の適用を認めるべき必要性はなく，むしろ，民法７０９条を始め

とする民法上の不法行為の規定の適用を排除することがより原賠法の趣旨・目

的に適うものというべきである。原告らが主張する非難性の審理（故意又は過失

があること）を排除するような特権を被告東電に付与するに等しいと指摘する点

について，そもそもの原賠法の趣旨の理解として誤ったものがある上，非難性10 

の審理ということが，原子力損害を生じさせた本件事故の原因の調査，究明等

を求めるものであるとしても，そのことから直ちに民法７０９条の適用の必要

性につながるものではない。原告らが指摘するような，被告東電の旧経営者に

対する検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴，原子炉の安全確保のための規

制法令に違反する行政法上の違法性など，それぞれの法分野において，その必15 

要性に応じて被告東電の非難性を明らかにすれば足り，当然に民事上の損害賠

償請求事件としてはその必要な限度で被告東電の非難性を考慮すれば足りるは

ずである。すなわち，本件訴訟においても，原告らが主張する慰謝料の算定の

基礎となる事情として，後記のとおり，原子力損害の内容をなす慰謝料の算定

に当たり，本件事故の原因・同事故に至った経緯やこれらを踏まえた本件事故20 

時までに被告に課せられるべき注意義務の内容やその違反態様等といった原告

らが主張する被告東電の悪質性等について審理，判断されているところであり，

必ずしも民法７０９条の適用が本件事故の原因の審理，判断にとって必要不可

欠というものでもない。以上のとおり，上記①に関する原告らの主張は採用で

きない。 25 

  上記②に関して，原子力事業者が原賠法３条１項に基づく無過失の損害賠償
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責任を負うことを前提に，同法４条１項，５条，１６条といった各規定が置か

れていることに加えて，政府による援助措置には国の財政的措置を要し，その

ため国会に対する報告義務等を課す同法１９条の規定が置かれていることに鑑

みると，民法７０９条を適用する場合に当然に政府援助などの規定の類推適用

が認められるかどうかは疑問の余地もあって，この点に関する原告らの主張も5 

採用できない。 

  上記③に関しては，原賠法と自賠法，独占禁止法，製造物責任法，鉱業法と

いった原告らが指摘する法令とは，当然，その趣旨，目的が異なり，単純に比

較することができないが，例えば，これらの法令等は責任主体となるべき者に

対する責任集中の規定（原賠法４条）を欠く上，①無過失責任を前提とする原賠10 

法３条１項と，単に立証責任を転換したにすぎない自賠法３条１項とは，その

規定ぶりも異なるし，同様に，無過失免責を認めない独占禁止法２５条，設計

瑕疵の抗弁などの事由の立証をもって免責を認める製造物責任法３，４条など

も，それぞれの趣旨，目的はもとより規定ぶりなども異なっているのであって，

これらの法令の解釈と原賠法の解釈とを整合させるべき積極的理由も見当たら15 

ない。よって，この点に関する原告らの主張も採用できない。 

(3) 小括 

  以上のとおり，原告らの被告東電に対する民法７０９条に基づく主位的請求

はいずれも理由がない。 

３ 被告国の規制権限不行使の違法の成否等（争点３） 20 

(1) 判断の枠組み 

ア 本件における規制権限の有無やその内容等 

(ｱ) 別紙５「関連規定（抜粋）」のとおり，電気事業法３９条１項，２項柱書・

１号は，事業用電気工作物（発電，変電，送電若しくは配電又は電気の使用のため

に設置する機械，器具，ダム，水路，貯水池，電線路その他の工作物であって，一般用25 

電気工作物以外の電気工作物をいう。同法２条１項１６号，同法３８条３項）について，
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技術基準省令に適合するよう維持しなければならず，かつ，その具体的な内

容として，「人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えないようにすること」

と規定する。 

  これを受けて，技術基準省令（省令６２号）４条１項は，原子炉施設並びに

一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備5 

（以下「原子炉施設等」という。）が想定される自然現象（地すべり，断層，なだれ，

洪水，津波，高潮，基礎地盤の不同沈下等をいう。ただし，地震を除く。）により原子

炉の安全性を損なうおそれがある場合に防護措置，基礎地盤の改良その他の

適切な措置を講じなければならないと規定し，その趣旨は，同省令５条で定

める耐震性の要求を除き，想定される自然災害又は外部からの人為的災害に10 

より原子炉施設等の安全性を損なうおそれのある場合に，適切な措置を講ず

ることを求めたものと解される。 

  その上で，電気事業法４０条は，主務大臣である経済産業大臣に対し，電

気事業法３９条・技術基準省令４条１項に適合しない事業用電気工作物を対

象として同工作物の設置者に技術基準適合命令を発する権限を付与している。15 

これは，本来，工事計画の認可（同法４７条）又は使用前検査（同法４９条）の

対象となる事業用工作物は，工事計画の認可を受け，使用前検査に合格し，

当然に技術基準省令に適合しないものでないものとなっているが，それらの

対象となっていないものはもとより，設置の工事後に周囲の環境の変化や同

工作物の損耗等により技術基準に適合しなくなったにもかかわらず，そのま20 

ま放置されている場合に技術基準に適合するよう監督する必要があるという

趣旨の下，そのような監督の必要から，技術基準適合命令が発令されるもの

と解される。 

(ｲ) そうすると，被告東電が設置，稼働させていた本件原発のような発電用原

子炉についても，事業用電気工作物に当たる（技術基準省令４条１項が原子炉施25 

設等を対象に，津波などの自然災害からの安全性を定めていることからもそのように解
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されることは当然である。）から，電気事業法による規制を受け，同法３９条の

技術基準に適合しない場合に技術基準適合命令を発令できることは明らかと

いうべきである。 

イ 規制権限の不行使に係る国賠法上の違法に関する判断の枠組み 

(ｱ) 国賠法１条１項は，「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が，そ5 

の職務を行うについて，故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたと

きは，国又は公共団体が，これを賠償する責に任ずる。」と規定し，ここで

いう「違法」とは，公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務

に違背することをいう（最高裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９

巻７号１５１２頁，最高裁平成１７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７10 

頁など）。 

  そうすると，公権力の行使に当たる公務員の行為が国賠法１条１項の適用

上「違法」と評価されるためには，当該公務員が損害賠償を求めている国民

との関係で個別具体的な職務上の法的義務を負担し，かつ，当該行為がその

職務上の法的義務に違反してされた場合でなければならない。これを，公務15 

員の不作為についてみれば，当該不作為が国賠法１条１項の適用上「違法」

とされるためには，その不作為によって損害を受けたと主張する特定の国民

との関係において，当該公務員に職務上の権限を行使すべき法的義務（作為義

務）が存し，かつ，その作為義務に違反してその職務行為を行わなかったと

いう関係が存在することが必要となる。 20 

  その上で，公務員の規制権限不行使の違法が認められるためには，当該公

務員が行政機関の職員として当該規制を行うことのできる権限を有すること，

すなわち規制権限の存在について法律の明文上の根拠を要することを前提に，

その権限を定めた法令の趣旨，目的や，その権限の性質等に照らし，具体的

事情の下において，その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を25 

欠くと認められる場合に，その不行使により被害を受けた者との関係におい
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て，国賠法１条１項の適用上違法となるものと解される（最高裁平成元年１１

月２４日第二小法廷判決・民集４３巻１０号１１６９頁，最高裁平成７年６月２３日第

二小法廷判決・民集４９巻６号１６００頁，最高裁平成１６年４月２７日第三小法廷判

決・民集５８巻４号１０３２頁，最高裁平成２６年１０月９日第一小法廷判決・民集６

８巻８号７９９頁など）。 5 

(ｲ) 本件では，原子炉施設等である本件原発に対する電気事業法４０条に係

る技術基準適合命令の発令の不作為が問題となっているが，原子炉施設等

の安全性に関しては，別紙５「関連規定（抜粋）」のとおり，本件事故の当

時，改正前炉規法及びこれに関連する指針類，電気事業法，同法に基づく技

術基準省令などの各種の規制法令が存在していた。そこで，これらの趣旨，10 

目的や権限の性質について検討しなければならない。 

ウ 原子炉の規制に関する法令の体系，審査の枠組み等 

(ｱ) 別紙５「関連規定（抜粋）」のとおり，改正前炉規法２３条１項柱書，同項

１号は，発電用原子炉の設置に関して，主務大臣である経済産業大臣の許可

に係らしめ，同法２４条１項各号は，その許可基準を定めるとともに，同条15 

２項は，主務大臣が許可をする場合においては，同条１項４号の「原子炉に

よる災害の防止上支障がないものであること」の基準の適用について，原子

力安全委員会の意見を聴かなければならないと規定し，その上で，原子炉設

置者は，原子炉施設の工事に着手する前に原子炉施設に関する設計及び工事

の方法について主務大臣の認可を受けなければならないと定められている20 

が（同法２７条），同条のほか，使用前検査につき規定する同法２８条や施設定

期検査につき規定する同法２９条などについて，改正前炉規法７３条は，電

気事業法及び同法に基づく命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設

であって実用発電用原子炉に係るものについては適用しないものと規定し

ていた。 25 

  そうすると，本件原発のような実用発電用原子炉の施設に関する設計及び
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工事の方法について，電気事業法が適用されるところ，同法４７条１項は，

事業用電気工作物である発電用原子炉の設置又は変更の工事をするに当たっ

て，経済産業大臣の認可を受けなければならないと規定し，その後の使用前

の検査（同法４９条），定期検査（同法５４条）などの安全規制に関しても電気

事業法の規定が適用される。また，改正前炉規法の保安規定の認可（同法３７5 

条）や電気事業法上の保安規程の届出（同法４２条）といった規定も併せて適

用され，発電用原子炉の安全性保持が図られていた。すなわち，改正前炉規

法及び電気事業法は，基本設計などの発電用原子炉の基本的安全性を炉規法

に基づく設置許可の段階で審査し，これを踏まえて，具体的な工事の内容な

どの詳細設計について電気事業法に基づく認可，検査などの手続を経るとい10 

う段階的安全規制の体系を採用していた。 

  このような段階的安全規制の体系を前提に，原子炉の設置の許可の段階に

おいては，専ら当該原子炉の基本設計のみが規制の対象となり，後続の設計

及び工事方法の認可の段階で規制の対象とされる当該原子炉の具体的な詳細

設計及び工事の方法は規制の対象とはならないものとされていた（最高裁平成15 

４年１０月２９日第一小法廷判決・最高裁判所裁判集民事１６６号５０９頁）。 

(ｲ) また，基本設計の審査に当たり，伊方最高裁判決は，炉規法２４条１項３

号及び４号の趣旨について「原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギ

ーを放出する核燃料物質を燃料として使用する装置であり，その稼働により，

内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであって，原子炉を20 

設置しようとする者が原子炉の設置，運転につき所定の技術的能力を欠くと

き，又は原子炉施設の安全性が確保されないときは，当該原子炉施設の従業

員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射

能によって汚染するなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかん

がみ，右災害が万が一にも起こらないようにするため，原子炉設置許可の段25 

階で，原子炉を設置しようとする者の右技術的能力並びに申請に係る原子炉
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施設の位置，構造及び設備の安全性につき，科学的，専門技術的見地から，

十分な審査を行わせることにあるものと解される。」と判示し，その上で「当

該原子炉施設そのものの工学的安全性，平常運転時における従業員，周辺住

民及び周辺環境への放射線の影響，事故時における周辺地域への影響等を，

原子炉設置予定地の地形，地質，気象等の自然的条件，人口分布等の社会的5 

条件及び当該原子炉設置者の右技術的能力との関連において，多角的，総合

的見地から検討するものであり，しかも，右審査の対象には，将来の予測に

係る事項も含まれているのであって，右審査においては，原子力工学はもと

より，多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づく

総合的判断が必要とされるものであることが明らか」であって，「以上の点を10 

考慮すると，右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉

設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理，判断は，原子力委員会若し

くは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされ

た被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべき

であって現在の科学技術水準に照らし，右調査審議において用いられた具体15 

的審査基準に不合理な点があり，あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査

基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審

議及び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があり，被告行政庁の判断がこれ

に依拠してされたと認められる場合には，被告行政庁の右判断に不合理な点

があるものとして，右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきで20 

ある。原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては，右処分が前記

のような性質を有することにかんがみると，被告行政庁がした右判断に不合

理な点があることの主張，立証責任は，本来，原告が負うべきものと解され

るが，当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保

持していることなどの点を考慮すると，被告行政庁の側において，まず，そ25 

の依拠した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等，被告行
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政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠，資料に基づき主張，立証

する必要があり，被告行政庁が右主張，立証を尽くさない場合には，被告行

政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべ

きである。」と判示する。 

  この伊方最高裁判決の判示を踏まえると，炉規法２４条１項４号の要件審5 

査に当たっては，原子炉施設の高度の安全性を確保しつつも，原子炉設置許

可における審査事項が複雑かつ高度な専門技術的事項に係るものであり，そ

れについての科学技術及び科学的知見が不断に進歩，発展，変化するもので

あって，多くの専門分野の専門技術的知見等を踏まえた，確定不可能な将来

予測にわたる点に鑑みて，規制行政庁の専門技術的な裁量を認めざるを得ず，10 

しかも，科学技術の分野においては，社会生活上有用な科学技術のもたらす

利益とこのような科学技術が内包する危険性・リスクとを勘案し，そのリス

クが社会において許容されるべき限度においてこれを利用する相対的安全性

の考え方が背景にあり，このような相対的安全性を容認するとの立法判断の

下，上記要件審査に関する専門技術的な裁量を認めたものと理解できる。 15 

(ｳ) その上で，詳細設計に係る審査に当たっても，①上記(ｲ)のとおり，基本設

計に係る審査事項に規制行政庁の専門技術的な裁量を認めた趣旨それ自体は，

基本設計を踏まえて行われる詳細設計の審査に関しても妥当すると考えられ

ること，②別紙５「関連規定（抜粋）」のとおり，技術基準省令４条１項の

解釈について関連する安全設計審査指針の指針２が示しているとおり，行政20 

庁が行うべき詳細設計の審査に当たっても，基本設計の審査において用いる

べき原子力安全委員会が策定した指針に従うことが予定されていたことに照

らせば，基本設計における内容を踏まえた詳細設計の審査すなわち技術基準

に適合するかどうかの審査（工事計画の認可，使用前検査などの際に行われるほか，

電気事業法５４条１項の定期検査，同法１０７条１項の立入検査などにも当然妥当す25 

る。）についても，専門的技術的裁量が認められるべきであり，これに関連し
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た処分の適否が問われる処分の取消しの訴えや一定の作為を義務付ける義務

付けの訴えなどの抗告訴訟における裁判所の審理・判断は，専門技術的な調

査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否

かという観点から行われるべきであって，現在の科学技術水準に照らし，詳

細設計に係る具体的審査基準に不合理な点があり，あるいは当該原子炉施設5 

が同審査基準に適合するとした調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤，

欠落があるか否かが問われるべきである（いわゆる判断過程審査方式又は二段階

審査方式）から，これを踏まえて，事後審査としての国賠法上の違法の判断が

行われるべきである。 

エ 原告らの主張 10 

(ｱ) 原告らは，技術基準適合命令の不行使の違法性の判断に当たり，被告国が

主張する裁判所による判断過程審査方式又は二段階審査方式（多方面にわたる

極めて高度な最新の科学的・専門技術的知見に基づいた将来予測に係る総合的判断の下，

判断基準の不合理性又はこれに判断基準への適合性判断過程に著しい過誤，欠落がある

場合に限り違法と判断される。）によることは不適当であると主張し，本件が伊15 

方最高裁判決の事案と異なり，個別の場面すなわち原子炉の設置許可のよう

な基本設計に関わる包括的・将来予測的な判断の場面と異なり，既にこれら

の審査を終えて詳細設計に基づく設置や実際の運転の段階に至っている以上，

想定される津波により，個々の原子炉の安全性が損なわれるかどうかという

場面での技術基準適合命令の行使が問題となっていること，技術基準適合命20 

令の行使・不行使に関しては原子力委員会や原子炉安全専門審査会などの専

門家らの専門技術的な調査審議及び判断を経ているものではないことなどか

ら，経済産業大臣に広い裁量権を認めるべきではないことなどを指摘する。 

(ｲ) しかしながら，既に述べた段階的安全規制によって原子炉施設の高度の安

全性を確保しようとした改正前炉規法，電気事業法の趣旨に鑑みると，基本25 

設計の場面であっても詳細設計の場面であっても，同様に高度な最新の科学
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的・専門技術的知見を要し，これを踏まえた経済産業大臣による技術基準適

合命令の発令という権限の行使にはやはり広い専門技術的な裁量が認められ

るものというべきである。また，確かに，電気事業法は，改正前炉規法２４

条２項のような原子力安全委員会等からの意見聴取に関する規定を欠くが，

それは基本設計における審査の際にその調査審議が既にされており，この基5 

本設計に係る調査審議に基づき詳細設計もされていることによるものと理解

できるから，上記意見聴取に関する規定を欠くことから直ちに専門技術的な

裁量が否定されるものではなく，このような専門家らの意見聴取などが十分

に行われていたかどうかは，経済産業大臣の権限行使に係る判断基準の不合

理性や，同判断基準への適合性判断過程に著しい過誤，欠落があったかどう10 

かを審査する際に問題とすれば足りるというべきである。 

  無論，事後的な損害賠償を目的とする国賠法１条１項の適用上の「違法」

の判断と行政訴訟法上の抗告訴訟における，事前規制としての処分等の「違

法」の判断とは全く同一のものではなく，その点で，改正前炉規法２４条の

原子炉の設置許可や電気事業法上の設置許可の各「違法」の概念もそれぞれ15 

に異なるものではあるが，事後的に国賠法上の違法を判断する観点において

も，規制権限の行使・不行使の違法が問題となる以上，その権限の根拠法令

の趣旨解釈が必要となり，その趣旨解釈の結果として二段階審査方式を採用

することもまたあり得ることであって，その限度で原告らの上記主張は採用

できない。 20 

オ 被告国の主張 

(ｱ) 被告国は，改正前炉規法及び電気事業法が採用する段階的安全規制の下，

既設原発において基本設計又は基本的設計方針（以下この基本的設計方針を含め

て「基本設計」という。）の安全性に関わる事項に問題が生じた場合には，この

問題を技術基準省令の改正や電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令に25 

より是正する余地がなく，原告らが主張する津波が本件原発の敷地に遡上す
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ることを前提とする防潮堤等の設置や建屋等の水密化などの措置は，いずれ

も，設置許可(変更)処分における敷地高さを想定される津波の高さ以上のも

のとして津波の浸入を防ぐという基本設計とは相いれないものであるから，

詳細設計に関する技術基準省令を改正したり，これを改正した上で技術基準

適合命令を発したりすることによりこれを是正することはできなかったと主5 

張する。このような被告国の主張の趣旨は，①法令上，詳細設計にしか技術

基準適合命令が及ばないとする趣旨をいうとともに，②敷地高さを想定され

る津波の高さ以上のものとして津波の浸入を防ぐという，いわゆるドライサ

イトコンセプトが基本設計において採用されている以上，ドライサイトコン

セプトと矛盾するような詳細設計の変更が許されないという趣旨をいうもの10 

と理解できる。 

(ｲ) ここでは，まず上記①の主張の採否を検討する（上記②の主張は結果回避可能

性の問題と関わるため，そこで検討する。）が，既に述べたとおり，改正前炉規法

及び電気事業法は段階的安全規制の体系を採用しているものと解されるが，

仮にそれを前提としても，基本設計と詳細設計という概念について，改正前15 

炉規法，電気事業法や技術基準省令などの各種の法令において明確な定義規

定や具体的な定めがされているものではなく，それ自体は相対的な概念であ

る。その点で，段階的安全規制とは，原子炉設置許可の段階では施設の基本

設計に関する申請に基づき必要とされる安全水準がこの基本設計により達成

することが可能であるとの概括的・一般的判断を下す程度にとどめ，具体的20 

事項に関する審査は，各施設の建設や運転段階における審査に委ねるという

手続の流れを表現したものにすぎないとも理解できるのであって，そのこと

から直ちに技術基準適合命令が基本設計には全く及ばないという解釈を採用

することは，いずれかが明確でない部分について規制が全く及ばないという

事態，ひいては発電用原子炉の高度の安全性を確保し得ない結果を招来する25 

こととなる。従って，上記手続の流れのみから直ちに技術基準適合命令が詳
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細設計にしか及ばないという解釈を採用することはできない。このことは，

現に，前記第５の４(6)アのとおり，改正前炉規法２４条１項の設置許可に係

る審査のうち津波対策に関する基本的な方針すなわち基本設計については行

政庁（主務大臣である経済産業大臣）及び原子力安全委員会の両方が審査するが，

詳細設計についてはそういうシステムではないものの，必要があれば原子力5 

安全委員会の意見を聴取できると解され，津波対策に関する詳細設計にわた

る事項を踏まえて基本設計の審査を行うこともでき，また，原子力安全委員

会（耐震設計指針検討分科会）において津波に対する安全審査指針を作ること自

体に問題はないが，津波については行政庁の詳細設計の審査の中で実施され

ている以上，耐震設計審査指針のような津波に関する安全審査指針まで策定10 

する必要がないなどといった耐震設計指針検討分科会における検討状況から

しても裏付けられる。すなわち，津波対策に関しては，基本設計及び詳細設

計が完全にすみ分けられていたわけではなく，原子力安全委員会のチェック

がいずれにも及び得ることを前提に，改正前炉規法の設置許可の審査すなわ

ち基本設計の審査に係る主務大臣である経済産業大臣に広い専門的技術的裁15 

量が与えられているのと同様に，詳細設計に関しても広い専門的技術的裁量

が与えられているものと解され，それゆえに技術基準適合命令が形式的に詳

細設計のみにしか及ばないという解釈をとることはできない。 

  改正前炉規法２４条の設置許可に係る基本設計に関する審査の段階では，

基本設計に基づく詳細設計がどのようなものとなるかが明らかではなく，詳20 

細設計の審査までできないことは当然である（前掲最高裁平成４年１０月２９日

第一小法廷判決）としても，既に詳細設計を終えて実際に稼働に至った発電用

原子炉について，個々の施設の安全性を確保できない事態が生じた場合（設

置の工事後に周囲の環境の変化や同工作物の損耗等により技術基準に適合しなくなっ

たにもかかわらず，そのまま放置されている場合），あくまでも技術基準適合命令25 

それ自体は詳細設計を対象とするものであるものの，その発令により詳細設
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計が変更され，その結果，実質的に基本設計の変更や改変がされるとしても，

その限度での変更はやむを得ないものである。この点，仮に基本設計に抵触

するとの理由から直ちに電気事業法４０条に基づく技術基準適合命令を発し

得ないとすることは，事業用電気工作物である発電用原子炉の安全確保を放

置するというになりかねず，むしろ，仮に科学的知見の進展により従前の設5 

置許可時点において適式とされていた基本設計の問題点が明らかとなった場

合において詳細設計に関わる技術基準適合命令の行使によりこれを是正する

ことは許されるもの（すなわちそのための権限が付与されているもの）というべき

である。この点，伊方最高裁判決も，設置許可の審査において，同許可処分

時ではなく，「現在の科学技術水準に照らし」行うものと判示しており，原子10 

炉施設の高度の安全性を確保するために，従来の科学的知識に誤りがあった

ような場合には，新たな知見に基づく判断することを容認しているのであっ

て，後の科学的知見の進展に伴って誤りとされるに至った基本設計に基づく

詳細設計の是正は，技術基準適合命令により可能であると解すべきであるし，

また，当該命令の発令に当たり，事実上，原子力安全委員会などの基本設計15 

に関する専門的な調査審議をする機関の意見を聴取するなどの対応もあり得

るから，段階的安全規制が採用されているとの形式的理由のみから，技術基

準適合命令が詳細設計にしか及ばず，規制権限を有しないとすることはでき

ない。 

(2) 津波に係る安全対策の基準，評価の手法 20 

ア 規制権限の不行使の違法を判断するに当たっての予見の対象 

(ｱ) 上記(1)イ(ｱ)のとおり，規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上「違

法」とされるためには，その不作為によって損害を受けたと主張する特定の

国民との関係において，当該公務員に職務上の権限を行使すべき法的義務（作

為義務）が存し，かつ，その作為義務に違反してその職務行為を行わなかった25 

ことにより当該国民の権利・利益を侵害したこと，換言すれば，当該作為を
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行うことにより当該国民の権利・利益の侵害を回避できたことが必要となり，

当該結果の回避をするに当たって，当然に当該結果を予見できたこと，すな

わち予見可能性が要求される。 

(ｲ) その際の予見の対象としては，結果回避を可能とする程度の因果の経過で

あれば足りる。すなわち，現実の結果発生に至る因果の経過を逐一具体的に5 

予見することまでは必要ではなく，ある程度抽象化された因果経過であれば

足りるというべきである。 

  そこで，本件事故の実際の経過等を見ると，①前記第２の３(1)イ，前記第

５の６(1)イのとおり，緊急時における本件原発の安全な停止のために，制御

棒の挿入によるスクラムに加えて，崩壊熱の除去のために冷却水の注入が必10 

要となるが，その冷却系の維持のためには電源の確保が不可欠であり，その

ために外部電源が喪失した場合に備えて非常用ＤＧの直流電源による冷却系

の機能の維持を可能とするようになっており，②前記第５の６(2)アのとおり，

本件地震それ自体が本件原発の冷却系などの安全設備に損傷を与えた事実は

認められず，ただ，本件地震による外部電源の喪失の結果，非常用ＤＧによ15 

る電源確保を強いられる状況になったにすぎない。しかし，その後，③前記

第５の６(2)イのとおり，本件地震に伴い発生した本件津波が本件原発の敷地

高（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）を超え，海側エリアの非常用海水系ポンプを冠水させて

その機能を一部喪失させるとともに，Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂ等の主要建屋周辺を最

大５．５ｍ程度浸水させて，各建屋開口部からの浸水により，非常用ＤＧ，20 

電源盤などが損傷し，冷却機能を有する安全設備に対する給電機能が失われ

たものと認められる。その後の経過としても，④前記第５の６(3)ア及びイの

とおり，少なくとも１号機及び２号機においては，ＩＣ，ＲＣＩＣなども含

めた冷却のための安全設備が制御不能の状態となり，炉心の冷却機能を完全

に失い，直流電源を維持していた３号機も同様の状態となって，遅くとも平25 

成２３年３月１４日までにいずれも炉心損傷を招いて放射性物質の漏えいが
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生じ，⑤１号機における同月１２日の爆発，２号機における同月１５日の白

煙の流出及び３号機における同月１４日の爆発などを主たる要因として（４

号機も同月１５日に爆発があった。），前記第５の８(1)ア～ウ，前記第５の８(3)

アのとおり，大気中に大量の放射性物質を放出・飛散させ，また，これに伴

う相次ぐ避難指示等により本件原発の周辺に居住していた，少なくとも数万5 

人もの（前記第５の８(1)ウ(ｲ)のとおり，新聞報道ベースでの福島県の公表結果を見

ても，対象者８万人である。）住民らを強制的に避難させる結果を招いた。 

  しかも，前記第５の６(1)イのとおり，耐震性の観点等から，本件原発１～

４号機の電源設備の多くは敷地高よりも低い地下に設置されており，非常用

ＤＧ本体が被水した場合にはその機能が停止することはもとより，安全設備10 

に電力を供給する配電盤等の電源設備が被水すると非常用ＤＧ本体の機能が

維持されていてもそれを作動させることできない仕組みとなっていたことも

認められる。 

(ｳ) 以上の点に鑑みると，本件津波が襲来しても炉心を冷却する機能が維持さ

れていたならば，すなわち，原子炉を冷却するために必要不可欠な安全設備15 

に対する電力の供給機能が維持され，ＳＢＯ及び直流電源喪失という事態に

至らなければ本件事故による法益侵害の結果を回避できた。このことは，前

記第５の６(2)イ，前記第５の６(3)オのとおり，本件津波により電源盤や非

常用ＤＧが被水せずに給電機能を維持できた６号機が冷温停止に至っている

ことからしても裏付けられる。 20 

  また，被告東電はもとより保安院すなわち被告国も，前記第５の４(5)のと

おり，平成１８年５月の溢水勉強会において，敷地高さを１ｍ超過する外部

溢水が継続するという，あくまでも仮定の下であるが，その結果，本件原発

５号機のＴ／Ｂが浸水し，電源設備の機能を喪失する可能性を把握していた

のであって，本件原発の敷地高さを超える津波が本件原発に襲来した場合に25 

は建屋への浸水が生じて非常用電源設備が被水し，ＳＢＯが生じる事態とな
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ることを認識していた。 

  そうすると，１～４号機について敷地高を超える津波が到来することが予

見可能であれば，そのような津波の到来により全交流電源喪失に至ることが

想定されるため，そのような状況を回避する措置を講ずることが可能となる。 

(ｴ) したがって，原告らが主張する被告国の予見の対象，すなわち本件事故に5 

よる権利侵害という結果回避のための措置をとる義務を被告国に課す前提と

しての予見の対象は，本件原発において全交流電源喪失をもたらし得る程度

の津波が発生すること，換言すれば，本件原発１～４号機の敷地高であるＯ．

Ｐ．＋１０ｍを超える津波が到来することと一応いうことができる。 

イ 本件における予見の対象と決定論的安全評価との関係等 10 

(ｱ) このように，被告国の予見すべき対象が，本件原発の敷地高を超える津波

が同原発に襲来することとした場合，前記第５の４(7)ウ(ｱ)，第５の５(2)ア

(ｱ)及び(ｲ)のとおり，被告東電が，長期評価に基づき，明治三陸沖地震の波

源モデルを福島県沖の日本海溝沿いに設定した場合における想定津波水位の

試算すなわち本件試算を実施した結果，最大津波高さが本件原発の敷地南側15 

（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）でＯ．Ｐ．＋１５．７０７ｍ（浸水深５．７０７ｍ）となる

との結果を把握していたこと，本件試算は，津波評価技術を用いて得られた

ものであるが，前記第５の３(1)ウのとおり，津波評価技術は平成１４年２月

に公表されており，同年から平成２０年までの間に，津波高の試算を実施す

る上で必要条件となるような知見の発見や試算実施の障害となるような特段20 

の事情が認められないことからすると，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波とい

う本件試算の結果と同様の試算結果を得ることは，前記第５の３(2)ウのとお

り，長期評価が公表された平成１４年以降，いつでも可能であったといえる。 

(ｲ) しかしながら，被告国（保安院ひいては経済産業大臣）が，本件試算のような

試算を自らが行うか，あるいは被告東電にこのような試算を実施させるべき25 

であったか否かが問題となる。この点，上記(1)ウ(ｳ)のとおり，技術基準適
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合命令を発令するという作為義務を課すべきかどうかを検討するに当たって

は，その作為義務の有無が問題となる時点の科学技術水準すなわちその当時

の科学的・技術的知見に照らし，詳細設計に係る具体的審査基準すなわち本

件原発において安全対策上考慮すべき津波評価の手法がある場合にはその手

法によったことについて不合理な点があったか否か，あるいは当該評価の手5 

法を用いるに当たって，その審議や判断の過程に看過し難い過誤，欠落があ

るか否かが問われるべきであるところ，被告国は，本件事故の発生以前に，

原発の安全設計上の津波対策について，津波評価技術に基づき，一定の想定

水位を定めて当該想定水位までの安全性を確保するという考え方（決定論的安

全評価）により行うことが被告東電を始めとする電力会社の実務であって，被10 

告国（保安院）においてもこのような津波評価技術の考え方を採用していたと

主張しているから，津波評価技術に基づく決定論的安全評価の手法が，上記

審査に用いるべき合理性を備えたものであったかどうかを，まず検討する。 

ウ 津波の定量的な評価の手法の必要性等 

(ｱ) 別紙５「関連規定（抜粋）」のとおり，改正前炉規法２４条２項は，同条１15 

項４号の基準の適用について原子力安全委員会の意見を聴くべき旨定め，そ

の具体的な審査の指針として，同委員会は，前記第５の２(2)ウのとおり，安

全設計審査指針を定めていたところ，上記関連規定（抜粋）のとおり，同指

針においては，考慮すべき自然条件としての津波について，過去の記録を参

照して予測される自然条件のうち最も過酷と思われる自然力に耐えることが20 

求められていた。その後，前記第５の４(6)イのとおり，改訂された平成１８

年耐震設計審査指針においても，上記関連規定（抜粋）のとおり，地震随伴

事象である津波について「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生す

る可能性があると想定することが適切な津波によっても施設の安全機能が重

大な影響を受けるおそれがないこと」を「十分考慮したうえで設計されなけ25 

ればならない。」と定められていた。 
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  また，本件事故以前において，電気事業法３９条１項に係る技術基準省令

４条１項は，原子炉施設等が想定される自然現象である津波により原子炉の

安全性を損なうおそれがある場合，防護措置，基礎地盤の改良その他の適切

な措置を講じなければならないと定めていた。 

  このように，法令及び各指針すなわち原発を始めとする原子炉施設におけ5 

る被告国の津波に関する安全基準は，発生する可能性があると想定すること

が適切な津波を対象としてその安全性を確保すべきとしていた。ただ，これ

らの基準は，想定すべき具体的な津波水位を定めたものではなく，どのよう

な津波を想定すべきか，想定した津波による設計津波水位をどのように考え

るかといった，いわば定量的な評価やそのための評価の手法を定めるもので10 

はなかった。 

(ｲ) しかも，前記第５の２(1)ウのとおり，本件原発に係る各許可処分がされた

当時，津波に関する定量的な設計基準は存在せず，既知の津波の痕跡すなわ

ちチリ地震により小名浜港で観測されたチリ津波（既往最大津波）に基づく設

計がされていたのであるし，その後，前記第５の２(3)のとおり，平成６年３15 

月当時には，簡易予測式であるが，津波水位の数値解析が行われるようにな

っており，前記第５の２(4)アのとおり，４省庁報告書等においては概略的な

ものであるが，津波水位の数値解析が行われ，その後に前記第５の３(1)ウの

とおり，平成１４年２月に土木学会の津波評価部会が津波評価技術を策定し，

これ以降本件事故当時まで，同津波評価技術に基づき，一定の想定津波水位20 

を定めて，当該想定水位までの安全性を確保するという考え方（決定論的安全

評価）により行うこととなっていたし，現に，前記第５の３(1)エのとおり，

本件原発の設計津波水位の安全性評価においても津波評価技術による数値シ

ミュレーションが用いられていた。この点，前記第５の４(6)イのとおり，平

成１８年以降の耐震バックチェックルールにおいて，津波の評価方法として，25 

既往の津波の発生状況や最新の知見等を考慮して，施設の供用期間中に極め



 

388 

 

てまれであるが発生する可能性のある津波を想定し，数値シミュレーション

により評価することを基本とし，その想定及び数値シミュレーションに当た

り，想定津波の断層モデルに係る不確定性を合理的範囲で考慮したパラメー

タスタディを行い，これに潮位を考慮したものを評価用の津波水位とするな

ど，津波評価技術の内容が採用されており，被告国の安全審査の基準として5 

も，津波から原子炉施設を防護するための安全性の審査評価の手法として，

事実上，津波評価技術の手法が定量的なものとして採用されていた。 

(ｳ) このように，平成１４年２月以降本件事故時までにおいて，定量的な津波

評価の手法としては津波評価技術以外には存在しておらず，それが原子力の

安全性の行政庁の審査実務や電力会社の実際の設計に当たって用いられてい10 

たことが認められる。 

エ 津波評価技術の内容等の合理性等 

(ｱ) 津波評価技術の成立の主体やその検討過程を見ても，前記第５の３(1)ア

のとおり，土木工学に関する調査研究を行い，土木事業に関する学識経験者

を複数会員とする土木学会の津波評価部会が主体となって検討しているとこ15 

ろ，同部会の委員には，津波工学の専門学者である首藤主査のほか，地震津

波の専門学者である阿部名誉教授，現在，長期評価部会部会長を務め，津波

発生メカニズム研究の専門学者である佐竹委員，津波工学の専門学者である

今村委員などの地震津波の理学者，工学者が参加し，複数回検討会を開催し

て議論をしていること，検討の内容を見ても，萩原マップなどの地震地体構20 

造論を前提に，日本海溝沿いの津波波源の特徴を精査するとともに，既往津

波の詳細な分布状況等を踏まえ，プレート境界型の地震に関する当時の知見

を詳細に検討し，津波波源モデルの計算結果と痕跡高との対比等を精緻に実

施していること，波源の不確定性によるばらつきを踏まえ，パラメータスタ

ディによりどの程度の安全性を担保できるかの検討審議も行っていること，25 

その上で，補正係数についての検討を行い，パラメータスタディの精度や提
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案された方法で痕跡高をほぼ１００％上回ることがわかっていることなどか

ら，パラメータスタディにより補完ができることも踏まえて，現段階では，

とりあえず１．０としておき，将来的に見直す余地を残しておいたことなど，

十分な議論，検討を経たことがうかがわれる。 

(ｲ) 出来上がった津波評価技術の内容を見ても，前記第５の３(1)ウのとおり，5 

①その対象について，評価地点に最も影響を与える想定津波を設計想定津波

として選定し，それに適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める，

②想定津波の波源の不確定性を設計津波水位に反映させるため，基準断層モ

デルの諸条件を合理的範囲内で変化させた数値計算を多数実施し，その結果

得られる想定津波群の波源の中から評価地点について最も影響を与える波源10 

を選定する，③設計想定津波の妥当性の確認は，評価地点において設計想定

津波の計算結果と既往津波の計算結果を比較すること及び評価地点付近にお

いて想定津波群の計算結果と既往津波の痕跡高を比較することによって行う

が，その結果，設計想定津波は，平均的には痕跡高の約２倍となる，④上記

①～③に先立ち，既往津波の痕跡高の再現計算を実施することにより数値計15 

算に基づく評価方法の妥当性の確認を行う，ということを全体方針としてい

る。 

  特に，想定津波群の波源の中から評価地点について最も影響を与える波源

を選定するに当たり，プレート境界付近に将来発生することを否定できない

地震に伴う津波をも評価対象とし，地震地体構造の知見を踏まえて波源を設20 

定することとしていた。このように，津波評価技術は，基準断層モデルとな

るべき地震・津波の選定に当たっては，依拠すべき科学技術・知見が適確な

ものである限り，精緻で十分な安全裕度が確保できる高い津波数値シミュレ

ーションを実施できる，合理的な評価手法として機能するものということが

でき，その内容も十分に合理性があるものというべきである。 25 

(ｳ) 以上のとおり，津波評価技術は，その検討主体，検討過程，内容等に照ら
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しても，津波からの安全性を確保するための設計上の想定津波の評価手法と

して，合理性を有していたというべきである。 

オ 工学上の位置付け等 

(ｱ) 津波評価技術は，地震や津波に関する工学系の有識者も，実際の設計・施

工に当たって用いられていた評価手法であった。 5 

  この点，前記第５の７(5)イ(ｱ)において，今村委員が決定論に取り入れる

べきかどうかという点について，いろいろな専門家の意見を聞いて科学的コ

ンセンサスを得てこれを行うと述べており，また，原子力工学に限らず，工

学の分野において，あらゆるリスクに想定し１００％の安全性を確保するこ

とは不可能であり，事故が起きるリスクを合理的な範囲まで小さくするべく，10 

一定の指標を定めてその指標までは十分な信頼性をもって安全性を確保する

という手法が採用されており，原子力工学においても，原子力発電所の主要

施設が，安全裕度をもって設定された一定の指標を満たすように設計するこ

ととされ，その指標が設計基準であり，その前提となる想定が設計想定であ

って，地震や津波などの想定がされることとなる（丙Ｂ１１・２，３頁）。 15 

(ｲ) このような，工学的見地から実際の設計基準を検討する上でも，例えば津

波対策においては，想定すべき津波を対象として，安全裕度をもって設計基

準を作るというのが工学における通常の考え方であり，津波評価技術に基づ

く決定論的安全評価によることは工学の分野からしても相当なものと考えら

れる。 20 

カ 原告らの主張 

(ｱ) 原告らは，電事連が土木学会に委託した事項につき，対象津波の波源の種

類，規模，位置等の検討といった「高度化研究」（これ自体は，東電設計等の民間

会社に委託されたものであり，地震津波の専門家による検討を欠く。）ではなく，この

高度化研究を踏まえて，その「誤差・バラツキ」への対応を主とするもので25 

あり，かつ，実際にも津波評価技術はパラメータスタディという手法を用い
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てこの「誤差・バラツキ」への対応を行うことを主眼として，津波シミュレ

ーションの手法を工学的に体系化することを目的とするものであったという，

その経緯や目的等に照らせば，原子炉施設における津波に対する安全規制の

審査基準の定立，とりわけ「想定すべき津波についての基準」の定立を，そ

の目的とはしていなかった旨主張する。 5 

ａ しかしながら，原告らが主張するような委託事項であったとしても，上

記エにおいて指摘したとおり，津波評価部会における実際の検討過程を見

る限り，当初から，複数の地震津波の専門家，学者が詳細にその内容を審

議検討した上で，津波評価技術が策定されていること，特に，前記第５の

３(1)ウ(ｵ)及び(ｶ)のとおり，津波評価技術の内容として，対象津波の選定10 

に当たっては，文献調査等に基づき，評価地点に最も大きな影響を及ぼし

たと考えられる既往津波を選定し，痕跡高の記録の信頼性なども十分に検

討するものとしているし，地震・津波に関する一知見であるにせよ，当時

の有力な仮説であった谷岡・佐竹論文や，その他の先行研究による津波地

震の特徴等を踏まえて，慶長三陸地震や延宝房総沖地震を津波地震であっ15 

た可能性が高いと分類するなど，それ以前の４省庁報告書の内容（前記第５

の２(4)アのとおり，地震地体構造論を踏まえつつ，領域ごとの津波被害をもたらし

た地震として慶長三陸地震や延宝房総沖地震を指摘している。）や津波評価技術の

成立後に公表された長期評価における津波地震の分類（前記第５の３(2)オの

とおり，慶長三陸地震，延宝房総沖地震及び明治三陸地震を，日本海溝沿いで発生し20 

た津波地震と分類する。）にも合致し，その知見の精度は高いものと評価でき

る。 

  その上で，原告らが主張するように，パラメータスタディによりどの程

度の安全性を担保できるといった審議検討を踏まえて，津波評価技術は策

定されており，当時収集できる地震・津波の知見を踏まえた内容となって25 

いるといえ，相当の信頼性が確保されている。 
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ｂ 確かに，前記第５の３(1)ウ(ｵ)のとおり，津波評価技術における波源設

定は，文献調査等に基づき評価地点に最も大きな影響を及ぼした既往津波

のうち，信頼性があると判断される痕跡高記録が残されている津波を評価

対象として選定するものであり，既往津波の痕跡高との対照をベースにす

る点において，当然には記録のない巨大地震等を考慮するものではないし，5 

また，想定される最大規模の地震について地震学の最新の理学的知見に基

づいて整理するものであったとまで認められない。 

  しかし，そもそも，地震や津波の予測に関しては，歴史資料の欠落によ

り歴史地震として知られていない地震が過去に発生している可能性があり，

その点での限界があるとしても，歴史地震・津波の研究がその予測にとっ10 

て極めて重要であることはいうまでもないことであって（前記第５の７(2)ア

のとおり，長期評価の策定に関与し，歴史地震等に精通していると考えられる都司委

員は，その限界があることに留意しつつも，我が国における歴史地震，津波の研究に

ついて，江戸時代以降の文献資料の豊富さ等と昭和初め頃から精力的に収集された資

料に支えられ，古記録による津波被害の状況から津波高さの推定作業等も進むなど，15 

世界的に誇る状況にあることなどを指摘し，また，前記第５の７(1)ウのとおり，長

期評価の取りまとめに関与した島崎元部会長も，歴史資料の欠落に留意しつつも，固

有地震など歴史地震の研究により明らかにされてきたことを指摘し，歴史地震，津波

の研究の重要性自体をもとより否定していない。），歴史地震，津波をベースに

その評価をすることが不合理であるとはいえない。 20 

  また，上記エのとおり，津波評価技術は，既往津波を計算によって求め

られた設計想定津波の妥当性を確認するとともに，波源の断層モデルや数

値計算方法の妥当性を確認するためのデータと位置付けるものであり，し

かも，必要に応じてパラメータスタディを実施し評価地点における影響が

最も大きい津波を設計想定津波として選定することは可能であり，結局，25 

津波評価技術の適用に際して，依拠すべき科学的知見（地震津波に関する適
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確な知見）としての想定最大津波の選定が適切に行われている限り，その合

理性が担保されていることとなる。現に，前記第５の５(2)アのとおり，本

件試算は，明治三陸地震の波源を津波評価技術に取り込んだ上で，評価地

点である本件原発への影響を検討したものであるし，前記第５の５(4)ウの

とおり，長期評価をどのように取り扱うべきかも含めて津波評価技術の高5 

度化が，津波評価技術を策定した土木学会に依頼されていたのであって，

地震，津波に関する依拠すべき新たな科学的知見を取り込むことは当然に

予定されていた。そうすると，想定最大津波の選定が適切にされている限

り，すなわち，地震津波に関する適確な知見に基づきその選定が行われて

いる限り，津波評価技術の適用限界が明示されていないとか，記録にない10 

巨大地震等を考慮していないことをもって，津波評価技術の信頼性が損な

われるものともいえない。 

ｃ 以上のとおり，原告らの主張を踏まえても，保安院が，津波評価技術に

基づく決定論的安全評価の手法により，津波からの原発の安全性の審査に

用いることについての妨げとなるような事情とは認められず，その点にお15 

いて原告らの主張は採用できない。 

(ｲ) 原告らは，保安院が想定すべき地震について，津波評価技術と同様の考え

方を審査基準として採用したと考えるべき根拠がないと主張し，そのような

決定をした時期，決定主体，決定内容等の具体的事実の摘示を欠き，客観的

な証拠もないこと，保安院自体が，国会の事故調査委員会の照会に対して津20 

波評価技術を基準として採用していた事実がないと回答していたこと，津波

に対する安全性の審査又は判断の基準は，安全設計審査指針等によって既に

示されていたこと，民間の土木学会がこれに代わる審査基準を定立する権限

がない上，民間の土木学会が法令に基づくことなく作成した「津波評価技術」

には原子炉の安全規制基準としての適格性がなく，かつ，民間規格を法令に25 

基づく安全規制に取り入れる手続も経ていないこと，被規制者の電力関係者
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が津波評価部会の構成員の相当数を占め，その経費を電気事業連合会が負担

しており，策定手続が非公開であったなど，民間規格を規制に援用するため

の適格性も認められないことなどを指摘する。 

  しかしながら，上記(1)ウ，上記イにおいて指摘したとおり，規制行政庁で

ある保安院ひいては経済産業大臣は，技術基準適合命令を発するかどうかの5 

規制権限について専門技術的な裁量を有し，もとより原子炉施設等の安全対

策を評価する上でどのような手法を用いるかについても裁量を有しており，

これを前提としつつ，実際に保安院等が用いていた安全対策上考慮すべき津

波評価の手法が合理的なものであったか否かが問われるべきであるところ，

既に述べたとおり，津波評価技術に基づく決定論的安全評価の手法は，その10 

策定の当時から本件事故発生時までの間，十分な合理性を有する審査の手法

であったというべきであり，それを採用したことについて不合理な点がある

とは認められない。そうすると，審査基準として採用した時期，策定の主体

などを問題とする必要はないというべきである。 

  また，前記第５の４(3)イのとおり，決定論的安全評価は，原子力施設の安15 

全審査において用いられていた手法であり，上記ウのとおり，耐震バックチ

ェックの実施の際には，保安院が津波から原子炉施設を防護するための決定

論的安全評価の手法として，事実上，津波評価技術の内容によることを明示

していたものであり，少なくともその当時，保安院が，上記安全性評価の手

法として津波評価技術を採用していた事実も認められるし，また，安全設計20 

審査指針や平成１８年耐震設計審査指針はいずれも定量的な評価手法ではな

く，これらの指針があったことをもって津波評価技術を採用する必要がなか

ったということもできない。 

  さらに，原告らが，津波評価技術について民間の技術基準を規制に用いる

要件を満たしてないとか，電力会社の関係者が多数関与しており，公正性・25 

中立性を欠くなどとかいった指摘をする点について，既に述べたとおり，津
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波評価技術は合理性がある設計想定津波水位の評価手法というべきであり，

特にこれによるべきことに問題はないというべきである。また，確かに，津

波評価技術の策定に当たった土木学会の津波評価部会の会員には，電力会社

の研究従事者が複数含まれており，その中立らしさに疑問が残る部分もある

が，首藤主査，阿部名誉教授，佐竹委員，今村委員といった地震，津波に関5 

する理学工学の専門学者が複数関与し，既に述べたとおり，これらの専門学

者の意見交換を踏まえて策定されていたのであって，殊更に電力会社等の意

向に沿って恣意的に津波評価技術が策定されたことなどもうかがわれず，津

波評価技術を採用することについての合理性を疑わしめる事情になるとも認

め難い。 10 

(ｳ) 以上のとおり，原告らの主張・指摘は採用できない。 

キ 小括 

  以上のとおり，津波評価技術は，炉規法２４条１項４号の「災害の防止上

支障がないものであること」すなわち津波に関する適切な対策がとられてい

ることの審査における評価手法としての合理性を備えている上，同様に，電15 

気事業法３９条１項に基づく技術基準適合命令の発出の基準である技術基準

省令４条１項に該当するか否かの判断，すなわち，原子炉施設等が想定され

る自然現象である津波によりその安全性を損なうおそれの有無等の審査・検

討に当たって用いられる評価手法としての合理性を備えていたものというべ

きである。 20 

(3) 津波評価技術を踏まえた被告国の規制権限不行使の違法の判断要素等 

ア 違法の判断の考慮要素等 

  上記(1)ウ(ｳ)のとおり，技術基準適合命令を発するという作為義務を課す

べきかどうかを検討するに当たっては，その作為義務の有無が問題となる時

点の科学技術水準すなわちその当時の科学的・技術的知見に照らし，詳細設25 

計に係る具体的審査基準すなわち本件原発において安全対策上考慮すべき津
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波評価の手法がある場合にはその手法によったことについて不合理な点があ

ったか否か，あるいは当該評価の手法を用いるに当たって，その審議や判断

の過程に看過し難い過誤，欠落があるか否かが問われるべきであるところ，

上記(2)において検討したとおり，津波評価技術の成立以降，津波評価技術に

基づく決定論的安全評価の手法により原子炉施設等の安全対策上考慮すべき5 

津波の評価を行うことについて合理性があると認められるから，次に当該評

価の手法である津波評価技術を用いるに当たって，その審議や検討，判断の

過程に著しい過誤，欠落があったか否かが問われることとなる。 

  そうすると，本件においては，規制権限の不行使の違法が問題となる時点

（原告らが主張する各時点は，平成１４年７月の長期評価の公表後，平成１８年の耐震10 

バックチェック，溢水勉強会等の時点，本件試算がされた平成２０年時点，貞観津波の

知見等が明らかとなった平成２２年の時点である。）において，各時点での地震・津

波に関する科学的知見に照らして，１～４号機の敷地高であるＯ．Ｐ．＋１

０ｍを超える津波を想定すべきであったかどうか，これに具体的に対処し結

果回避のための措置を講じるべきであったかどうかがまず問われるべきであ15 

り，結局，被告国が，本件試算を自ら実施し，あるいはこれを被告東電に実

施させる義務を負うとともに，これに基づく対策をすべきであったか否かに

ついて，津波評価技術に基づく決定論的安全評価の中で，どのような地震津

波を想定すべきか，すなわち，どのような地震津波を決定論的安全評価に取

り込むべきであったかが問われることとなる。 20 

  以上のとおり，津波評価技術に取り込むべき地震・津波に関する科学（理

学）上の知見としてどのようなものが存在し，それを取り込むべき状況にあ

ったか否か，換言すれば，これを取り込まなかったことが保安院ひいては経

済産業大臣の審議，判断の過程における著しい過誤，欠落に当たるか否かと

いうことである。この点を検討した上で，更には規制権限の不行使の違法に25 

係る結果回避可能性や因果関係などの要件が検討されるべきである。また，
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その検討に当たっては，伊方最高裁判決が，規制行政庁の判断に不合理があ

ることの主張，立証責任について，これが不合理である旨主張する側に負担

させつつも，規制行政庁において相当の根拠，資料に基づき，その判断の合

理性を説明する必要があり，これを尽くさない場合には，規制行政庁がした

判断に不合理な点があると事実上推認するとしており，規制権限不行使の違5 

法性の判断に当たってもその趣旨を考慮すべきである。 

イ 取り込むべき知見であるか否かを検討する要素等 

  そこで，津波評価技術の下に，特定の地震，津波に関する知見を取り込ま

なければならないものであったかどうかを検討する際に考慮すべき要素とし

ては，例えば，当該知見が法令の根拠に基づき取り込むべき知見とされる場10 

合には当然これを取り込むべきであるし，仮に法令上の義務付けまでされて

いるものではなくても，既に述べた伊方最高裁判決の判示すなわち「災害が

万が一にも起こらないようにする」との見地に照らし，その科学的知見の内

容，性質等を考慮して，当然に取り込む義務があるとされる場合もあるとい

うべきである。その際には，その知見がどのように形成されたものであるか15 

（例えば，新たなデータやエビデンスなどに基づく実証的なものである場合には即座に

対処すべきであろうし，仮に実証性がない仮説的なものであっても，開かれた形でその

分野の専門家らの意見交換等によりコンセンサスを得たものであるような場合などに

も当然それを取り込むべきこととなる可能性が高い。）を検討することとなるし，ま

た，その分野の専門学者がその知見をどの程度重要視しているか，これに携20 

わるべき防災実務担当者らにとって周知され，これが受容されている状況と

なっているかどうかなどをも考慮すべきである（その知見が公表された時期や内

容等を踏まえて，それに関わる専門学者や防災実務担当者らがどのようなものと評価し

ているか。仮に，実証的なエビデンス等までない仮説的なものであっても，時間の経過

等により専門学者や防災実務担当者らなどにも十分周知され，それがある程度支持され25 

るものとなったかどうかなどのほか，被告国の行政機関などの公的機関が公表したもの



 

398 

 

であるか，あるいは単に一学者が唱える見解であるかなども考慮すべきである。）。その

上で，規制行政庁である保安院ひいては経済産業大臣が，当該知見をどのよ

うに取り扱ってきたかという検討・判断の過程を考慮し，その裁量判断の適

法性を検討しなければならない。 

  そこで，以下の(4)で，津波評価技術の成立・長期評価の公表の前後から本5 

件事故発生までの間，すなわち平成１４年頃～平成２２年頃の地震・津波に

関する科学的知見の進展状況等，特に被告国の各行政機関が防災対策を検討

した結果の公表内容やこれらの機関が主体となって実施している地震津波に

関する専門学者らの討議，意見交換等の内容，これらを踏まえた科学的知見

の推移等のほか，これらに対する地震学者らの受け止め方，防災実務を担う10 

べき行政機関や原子力防災を実際に担当すべき電力関係者らの認識等につい

て，時系列に沿った検討を行う。 

(4) 地震・津波に関する科学的知見の進展と関係者らの受容度の状況等 

ア 津波評価技術の成立以前の状況等 

(ｱ) 津波評価技術の成立・長期評価の公表以前において，公的な機関である被15 

告国の行政機関が公表した地震，津波に関する知見としては，４省庁報告書，

７省庁手引等が存在していた。 

  この点，前記第５の２(4)アのとおり，４省庁報告書は，太平洋沿岸部に発

生した過去の地震・津波の規模及びその被害状況を整理した上で，想定し得

る最大規模の地震とそれに伴って発生する津波の概略的把握を行ったもので20 

あり，特に東北日本太平洋側における２９件もの既往津波の被害状況を，文

献記録等からまとめ，沿岸部の津波の高さなども整理している。その中で，

三陸北部及び南部の被害が大きいと指摘しているが，福島県沿岸部の「常磐」

において慶長三陸地震や延宝房総沖地震による津波被害の指摘（チリ津波と同

程度の人的被害）があるほか，貞観津波が広範な地域で高い津波を伴ったこと25 

などの指摘もある。 
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  その上で，地震地体構造論上の知見を踏まえて，地体区分ごとの既往最大

の地震を示し（福島県沖を含む領域には，延宝房総沖地震が示されているが，福島県

沖の既往地震津波としては福島県東方沖地震等が示されている。），津波解析計算を行

った上で，福島県沿岸では５～１０ｍ未満の津波高を想定している。 

  また，前記第５の２(4)イのとおり，７省庁手引は，４省庁報告書を受けて5 

のものであり，地震地体構造論や断層モデルの相似則の理論的考察や地震観

測技術の発展等を踏まえて，安全側になるように対象津波を選定し，津波数

値解析計算を行うものであり，４省庁報告書と同趣旨のものと理解できる。 

(ｲ) もっとも，前記第５の２(4)ア(ｱ)，前記第５の２(4)イ(ｴ)などにおいて指

摘されるとおり，津波数値解析計算は，対象地域の津波の傾向を概略的に把10 

握するために津波等の挙動などの設定段階において様々な仮定を設けて計算

されたものであり，各地域における正確な津波規模，被害予測のためには詳

細調査が必要となるとされ，また，津波数値解析計算が技術開発途上にあり，

精度・費用の点からもその汎用性に限界があるなどとされている。この点，

前記第５の７(3)イのとおり，佐竹委員も，４省庁報告書に関する幾何分散を15 

踏まえて，その計算結果が不確かなものであることを指摘しており，特定の

地点における津波高や遡上高の正確な把握が必要となる原発の津波対策に直

ちに用いることができる性質のものではなかったというべきである。 

(ｳ) しかも，４省庁報告書及び７省庁手引において用いられた数値解析は，前

記第５の３(1)ウ，前記第５の７(3)ウのとおり，津波評価技術においてより20 

精緻な分析が行われているものであり，その数値化シミュレーションとして

は，津波評価技術によれば足りるものというべきである。また，その地震・

津波に関する科学的知見についても，後記イのとおり，津波評価技術の成立

の際にも十分考慮されており，改めて津波評価技術に基づく評価の際に４省

庁報告書などを別途に考慮すべきものであったとは認められない。 25 

(ｴ) なお，前記第５の２(6)イのとおり，被告国の公的機関である国土庁が公表
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した津波浸水予測図には，設定津波高を２～８ｍとした津波が本件原発の敷

地高を超えて浸水させるとの記載があるが，前記第５の２(6)アのとおり，そ

の津波浸水計算の格子間隔が荒い精度であり，防潮堤等の遮へい効果も検討

されていないなど，精度が高いものであったとは認められない（この点，津波

浸水予測図における津波浸水計算の格子間隔は１００ｍで設定されているところ，佐竹5 

委員は，精度の高い津波計算のために沿岸での格子間隔は数十ｍ程度以下のものである

必要があり，津波評価技術では水深５０ｍ以浅から「汀線」までの格子間隔を１００ｍ

～２５ｍ程度まで徐々に小さくすると指摘しており（甲Ａ１８５・１１頁），４省庁報

告書（格子間隔６００ｍ）ほど粗くはないとしても，津波評価技術の精度には及ばず，

また，港湾構造物などの効果も考慮されておらず，その精度は津波評価技術に劣るもの10 

といわざるを得ない。）。 

(ｵ) その上で，津波評価技術の成立の際に，参考とされた地震，津波に関する

知見を改めて見ると，前記第５の３(1)ウ(ｵ)の津波波源の設定や同第５の３

(1)ウ(ｶ)の付属編で示されているとおりであるが，太平洋プレートの沈み込

みに関連したプレート境界付近の津波地震などを対象としており，選定に当15 

たり，文献調査等を踏まえた記録の信頼性を考慮し，比較対照すべき痕跡高

を定めること，地震地体構造論を踏まえて，谷岡・佐竹論文などから日本海

溝沿いの北部と南部との地震津波活動の相違に着目し，これに沿った区分を

行う一方，各種の先行研究を踏まえて，慶長三陸地震や延宝房総沖地震など

も津波地震である可能性が高いと指摘している。この点，前記第５の２(4)ア20 

(ｲ)及び(ｳ)のとおり，４省庁報告書において，地震地体構造論を踏まえると

ともに，既往の地震津波の被害状況などを整理し，その津波の痕跡高（「常磐」

では，慶長三陸地震や延宝房総沖地震における津波高が４～６ｍと整理されている。）

の整理もされているが，前記第５の３(1)ア(ｲ)などのとおり，津波評価技術

の成立の際にも地震地体構造論を踏まえた検討がされているし，より精緻な25 

方法により痕跡高との比較対照等もされた上で津波地震の整理などが行われ
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ている。このような津波評価技術の成立までの検討経過やその内容を見る限

り，当時の地震津波に関する科学的知見を十分に収集し，整理，検討したも

のとして，津波評価技術の成立時までに依拠すべき地震・津波に関する科学

的知見が適確に取り込まれており，その取り込まれた知見としては４省庁報

告書の内容なども含まれているというべきである。 5 

イ 長期評価の公表時の状況等 

  長期評価は，本件試算における波源モデルを示したものであり，かつ，原

告らが直接的に被告国の規制権限不行使の違法を根拠付ける第一の知見とし

て主張，指摘するものである。以下，明治三陸地震が三陸沖～房総沖の日本

海溝寄りのどの領域においても発生するという長期評価（前記第５の３(2)ウ～10 

キ参照）が，その公表直後の平成１４年時点に，津波評価技術に基づく津波数

値解析計算を行う上で，即時に取り込むべき知見であったといえるかをまず

検討する。 

(ｱ) まず，長期評価の法令上の根拠について検討する。 

  前記第５の３(2)アのとおり，地震防災対策特別措置法７条に基づき，文科15 

省に設置された推進本部（同条１項）は，地震に関する観測，測量，調査及び

研究の推進について総合的かつ基本的な施策の立案（同項１号）や地震に関す

る観測，測量，調査又は研究を行う関係行政機関，大学等の調査結果等を収

集し，整理し，及び分析し，並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと（同

項４号）などをその事務としているところ，いわば行政施策に直結する地震に20 

関する調査研究を政府として一元的に推進するとの目的の下に，長期評価が

取りまとめられたものということができる。 

  しかしながら，他方において，地震防災対策特別措置法１条は「地震によ

る災害から国民の生命，身体及び財産を保護するため，地震防災対策の実施

に関する目標の設定」を目的とすると規定し，当然，その研究成果等につい25 

て積極的にその普及に努めるべきものであるが（同法１３条１項），それが努力
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規定とされているところからも明らかなとおり，上記調査研究を一元的に推

進するとの目的に立っても，その調査研究の結果を踏まえて，何らかの防災

対策を，その主体となるべき国，地方自治体，関係諸機関や民間等に義務付

けるものとまでいえず，そのような法令上の根拠は見当たらない。 

  そうすると，長期評価を決定論的安全評価に取り込むとの判断をする上で5 

は，政府の設置した機関が専門家による十分な議論を経て公表したという長

期評価の策定主体等を見ることのみでは足りず，その検討の過程や長期評価

の内容そのものの適否（理学的知見としての精度等）を検討しなければならない。 

(ｲ) 次に，長期評価の成立までの検討過程を検討する。 

  前記第５の３(2)イのとおり，長期評価は，その成立までに，推進本部の下10 

に置かれた地震調査委員会，長期評価部会，海溝型分科会において，検討討

議を経ている。 

  特に，前記第５の３(2)イ(ｱ)の海溝型分科会における検討過程を見ると，

島崎元部会長，阿部名誉教授，佐竹委員，都司委員らのほか，地震学の専門

学者である笠原教授，海野助教授らが参加し，例えば，明治三陸地震，延宝15 

房総沖地震及び慶長三陸地震が日本海溝沿いの津波地震であるかどうかとい

った点について，複数回議論が重ねられ，延宝房総沖地震に関しては陸寄り

の地震という指摘などもあったが，仙台，八丈島までの津波被害などの津波

分布を根拠に日本海溝沿いのプレート間地震と考えてよいという見解の下に，

波源域が明らかではない点もあるが，津波地震とされている。慶長三陸地震20 

も，同様に津波地震としても，その波源域がわからないといった疑問点につ

いて必要な議論がされ，その中で，津波堆積物から千島沖と見る余地もある

といった意見や三陸沖とする根拠がないなどの意見もあったが，最終的には

宮古における歴史記録などを踏まえて三陸沖が波源域とされている。このよ

うに，明治三陸地震はもとより，延宝房総沖地震及び慶長三陸地震も，日本25 

海溝沿いの津波地震との整理がされている。 
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  また，領域区分に関しても，当初の事務局作成の資料には，陸寄りと日本

海溝寄りの区分けは示されず，三陸沖北部，同中部，宮城県沖，福島県沖，

茨城県沖，房総沖などの区分が示されていたが，その後の議論の状況等を踏

まえて事務局が暫時改訂し，その後に海溝寄りと陸寄りを区分けし，かつ，

日本海溝寄りの領域について三陸沖北部と同中部～房総沖の海溝寄りとに区5 

分けするといった案が示され，東西の区切りに関する議論を経て，事務局が

日本海溝寄りの領域について三陸北部まで伸ばすと述べて，その結果，明治

三陸地震，延宝房総沖地震及び慶長三陸地震を三つの津波地震とした上で，

三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りを一つの領域として区分けするという結

論に至っている。 10 

  このような海溝型分科会の討議を経て，その後に長期評価部会や地震調査

委員会の審議を経ており，その中で，明治三陸地震と慶長三陸地震の震源が

ほとんど重なっており，無理に割り振っていないかなどの波源に関する疑問

や，将来の検討課題として，三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りを一括りに

せずに，三陸沖北部の日本海溝寄りとか，福島県沖の日本海溝寄りとかに区15 

分けをしたほうがよいとの趣旨の意見などもあったが，最終的には，公表さ

れた長期評価の内容で承認されている。 

  以上見た長期評価の成立から，その見解と異なる結論に至る可能性がある

過去の地震の発生領域や性質に関する各専門家の意見や研究内容等も検討し，

必要な議論等を経た上で，その見解が示されたということができる。つまり，20 

開かれた形での，多くの地震津波の専門学者による討議等を経てその内容が

取りまとめられており，上記(ｱ)の，行政施策に直結する地震に関する調査研

究を政府として一元的に推進するという地震防災対策特別措置法上の位置付

けも考慮すると，長期評価は，単なる地震学者や民間団体の一見解などとは

性質を異にする有力かつ重要な見解（知見）として，地震対策，津波対策を検25 

討するに当たって考慮することが求められるものであったとは考えられる。 
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(ｳ) また，長期評価の内容等については，以下の点を指摘できる。 

  前記第５の３(2)キの長期評価の説明を見ても，明治三陸地震，延宝房総沖

地震及び慶長三陸地震が津波地震とされる根拠について文献記録等を示して

その根拠を明示しているし，また，地震調査委員会の見解も同趣旨であるこ

とが明示されている。さらに，前記第５の３(2)キ(ｲ)及び(ｳ)のとおり，ＧＰ5 

Ｓの観測結果やプレート運動との整合性などにも配慮し，できる限りの文献

記録，科学的根拠に基づくよう努めた内容になっている。そのほか，長期評

価公表後にされた前記第５の３(2)ク(ｲ)の大竹教授からの指摘に対して，引

用文献を示して慶長三陸地震が津波地震である旨の説明がされるなどしてい

る（前記第５の３(2)キ(ｱ)参照）。 10 

(ｴ) 以上のとおり，長期評価の検討過程やその内容等に照らして，地震津波の

専門学者が複数回の審議検討を経た上で結論を示したものであり，その根拠

についても，文献記録のみならず，可能な限り実証的な根拠等を示すもので

あり，作成主体が，地震防災対策特別措置法上の位置付けを有する推進本部

であることも踏まえると，万が一にも災害を起こしてはならないという原子15 

力防災の観点から見ても，公表後即時に津波評価技術の中に取り込む余地が

あったとはいえる。 

  しかしながら，他方において，以下の点が指摘できる。 

(ｵ) 上記(ｱ)において指摘したとおり，長期評価は，それに基づく防災対策を実

施すべきことを，防災対策の主体となるべき国，地方自治体，関係諸機関や20 

民間等に法律上義務付けるものとはいえない。これは，前記第５の３(2)ウの

とおり，長期評価は，現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思

われる手法により行われたが，データとして用いる過去地震に関する資料が

十分にないこと等による限界があることから，評価結果である地震発生確率

や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり，防災対策の検討25 

など評価結果の利用にあたってはこの点に十分に留意する必要があるとして
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いることからも裏付けられる。また，例えば，災害対策基本法は，中央防災

会議（同法１１条参照）に，専門の事項を調査させるため，専門委員を置くこ

とができる旨定め（同法１２条６項），更には，同防災会議の議決により専門

委員からなる専門調査会を置くことができるとしている（同法施行令４条）。

このように，災害対策基本法上の防災基本計画の作成，実施の推進などに当5 

たっては中央防災会議がその事務をつかさどり（同法１１条１項），それに必

要な知見等の収集，研究などを行うことができるように定めているなど，防

災対策に係る法令ごとに，その対策に関して必要となる知見の収集や研究な

どの実施に関する規定が定められ，その研究成果なども踏まえて，どのよう

な防災対策すなわち地震・津波に対する対策を立てるかどうかの検討が予定10 

されている。このような災害対策基本法の規定ぶりからしても，一般の防災

対策を立てる上で長期評価を事実上考慮すべきことは当然であるとしても，

直ちに長期評価のみに依拠して地震・津波の対策を立てることが法令上ある

いは事実上も義務付けられていたと解することはできないし，これは，一般

防災よりも高度の安全性が要請されるべき原子力防災の分野においても，そ15 

の旨の明示の規定がない以上，同様に解すべきである。 

(ｶ) 前記第５の３(2)ケのとおり，長期評価について，地震調査委員会が平成１

５年にその信頼度を公表しており，領域ごとに想定地震の発生領域，規模，

発生確率の評価の信頼度をランク付けしているが，その中で，発生領域につ

いて信頼度「Ｃ」とされており（想定地震と同様な地震が１～３回しか発生してい20 

ないが，今後どこかの領域で発生すると考えられる。発生場所を特定できず，地震デー

タも少ないため，発生領域の信頼性はやや低い。），その信頼度はやや低いとされて

いる。この点，長期評価の根拠となるべき三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄

りにおける三つの津波地震について，これらの地震が津波地震であるとの根

拠については，文献記録等や先行研究も踏まえて詳細に議論され，十分に示25 

されているといえるし，津波評価技術の地震の整理においても，同様の評価
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をしていたと考えられる。他方，これらの地震の波源域が完全に特定されて

いたわけではないことに加えて，日本海溝寄りの領域を北部から南部にかけ

て一つの領域として捉えている長期評価は，前記第５の２(4)ア，前記第５の

３(1)ウ(ｵ)及び(ｶ)のとおり，４省庁報告書や津波評価技術において採用さ

れている萩原マップなどの従前の地震地体構造論の議論からみてかなり異質5 

なものである上，現に前記第５の７(1)エのとおり，長期評価の信頼性を積極

的に説明する島崎元部会長も，このように三陸沖北部から房総沖の日本海溝

寄りの南北を一つの領域として区分けする考え方について長期評価により初

めて示された見解であると説明しており，地震学者が異論なく承認するよう

な実証的なエビデンスが示されているわけではない以上，その公表当時の平10 

成１４年時点において，これまでにないような領域区分を示した長期評価が，

地震学者はもとより防災実務担当者らが異論なく承認するような知見であっ

たとはいい難い。 

(ｷ) しかも，前記第５の７(1)エのとおり，島崎元部会長は，長期評価の根拠と

して，低周波地震に関する先行研究を示し，前記第５の７(2)イのとおり，都15 

司委員も，平成９年～平成１３年の気象庁の観測データによる日本海溝沿い

の微小地震について特に南北での相違はないと説明しているが，他方，同じ

く長期評価の策定に関与した佐竹委員は，前記第５の７(3)エのとおり，上記

低周波地震や微小地震について，南北の領域では南部と比較すると明らかに

北部が多いと指摘し，必ずしもその見方は一致してない（なお，島崎元部会長20 

も，前記第５の７(1)エ(ｲ)のとおり，気象庁の観測による微小地震が南北で異なること

を認めつつ，あくまでも限定された期間での結果にすぎないと指摘し，また，都司委員

も，前記第５の７(2)イ(ｱ)において，日本海溝寄りの北部と南部で地質構造に違いがあ

る部分もあって，全く同じではないと指摘する。）。このような，日本海溝寄りの

南北の構造の相違については，有力な仮説として，谷岡・佐竹論文があり，25 

佐竹委員も海溝型分科会に出席し，様々な議論に関与しているが，南北にお
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けるプレート間の固着の強さや堆積物の厚さ・形状の違いなどについては海

溝型分科会で十分に議論された形跡は見当たらない（また，前記第５の７(3)エ

(ｵ)のとおり，長期評価の成立後，南北の構造の相違に関する仮説を裏付けるような調

査結果に基づく論文も出ていた。）。 

  そうすると，明治三陸地震，延宝房総沖地震及び慶長三陸地震が日本海溝5 

寄りの津波地震であることについては，海溝型分科会において，かなり活発

に意見交換がされてそのような結論が出されたのに対し，その波源域につい

てはデータも少なく，完全に特定できたといえない上，領域区分，特に日本

海溝寄りの南北の相違については十分な意見交換がされたとはいえない。ま

た，前記第５の３(2)イ(ｱ)ｃ～ｅのとおり，一般防災の観点から意味のある10 

予測をしようとするならば，日本海溝寄りの領域を更に区分するのではなく，

一つの領域と見て，ポアソン過程（長期評価の説明にもあるとおり，ポアソン過程

を用いた場合，地震発生の確率はいつの時点でも同じ値となり，本来時間とともに変化

する確率の平均的なものとなる。）を用いた計算をすることが適切であると判断

されたことがうかがわれるし，過去の地震のデータがなかったり少なかった15 

りするため，過去の地震の発生領域や性質等を明確に決定できないものにつ

いては，津波被害に対する警告を優先する観点から，他の見解も存在するこ

とを明示した上で当該領域での津波地震が発生したものとして扱ったことが

うかがわれる場面も存在する。 

  このような経緯も踏まえると，長期評価は，やはりそのデータが限られる20 

部分もあり，十分な実証性を備えたものとはいい難く，そこに示された結論

をもって，福島県沖の日本海溝寄りで明治三陸地震と同様の地震が発生する

可能性があることが科学的な見地から十分に説明されたと評価できない側面

もある。 

(ｸ) 加えて，長期評価の公表直後には，前記第５の３(2)ク(ｲ)のとおり，大竹25 

教授が長期評価に対する異論を述べていたし，また，保安院も，被告東電を
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介して長期評価の根拠や本件原発に与える影響などを確認しているが，長期

評価の策定に関与した佐竹委員からの聞き取りを踏まえた，長期評価の津波

地震の見解について異論がある中で過去に日本海溝沿いで発生した三つの地

震を津波地震として取り扱ったことによるものであって，それ以上に具体的

な理学的な根拠があるものではなく，被告東電において，決定論的安全評価5 

ではなく，確率論的安全評価の中で取り扱うとの方針を確認し，それを了承

したことが認められる。少なくとも，上記(ｵ)～(ｷ)において指摘していたと

ころを踏まえると，長期評価の公表直後に，長期評価を津波評価技術に基づ

く決定論的安全評価の中に取り込まないとした保安院の判断過程には，特に

不合理な点があったとは認め難いものというべきである。 10 

(ｹ) なお，推進本部による「活断層」の評価についてであるが，前記第５の３

(2)コのとおり，保安院は，長期評価の公表以前から，耐震設計に関する新見

解に対する対応として「確認された知見」（「新見解」のうち，原子力施設の耐

震安全性の観点から採用することが適切なもので，かつ，原子力安全委員会の議論を経

るなどの確認行為がされている新見解を指す。）に基づき既設プラントの安全評価15 

を行うが，これに至らない「新見解」に対しては電力会社の任意の対応に委

ねる方針を採用していた。その上で，推進本部の評価・検討が有識者によっ

て行われており，その公表内容に基づき既設プラントの安全評価を必要とす

るとの考え方もあるが，他方，この考え方は推進本部の評価を「確認された

知見」とするかどうかが不明確であり，実施する安全評価の位置付けも不明20 

確となるため，推進本部の評価の公表の都度，「確認された知見」であるか

を明確にする必要がある。 

  しかし，逐一原子力安全委員会等で議論することは現実的でもないことな

どから，評価内容について電力会社自らが技術的検討を行い，経産省の審査

課と協議を行い判断するのが適当と考えるものとしていた。 25 

ウ 中央防災会議，溢水勉強会等当時の状況等 
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(ｱ) 上記のとおり，長期評価は，保安院及び被告東電において，確率論的安全

評価の中で取り扱うとの方針が採用されたが，前記第５の４(2)のとおり，確

率論的津波ハザード解析の検討をしていた津波評価部会において，平成１６

年にロジックツリー分岐の重み付けに関するアンケート調査が実施された。 

  その結果，特に三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りプレート間領域におけ5 

るＭｔ８級の津波地震の発生可能性についての全体の意見を見ると，どこで

も起きるという分岐の重みが「０．５」，過去に発生例がない日本海溝中部

寄りが活発ではないという分岐の重みが「０．５」となっており，地震学者

を含む津波評価部会の関係者（それらは，地震・津波の理学工学分野の専門学者で

あるか，電力会社等の関係者である。なお，外部の地震学者５人が加わっている。）の10 

認識はほぼ拮抗している。この点，電力会社等の関係者の認識についてその

中立らしさに疑問を抱く余地があるものの，一応，原子力防災に携わる実務

担当者らの認識と考えられる。 

  また，専門学者である地震学者の見解のみを見ても，阿部名誉教授及び島

崎元部会長は，どこでも起きるという分岐に重み「１」を，過去に発生例が15 

ない日本海溝中部寄りが活発ではないという分岐に重み「０」を，それぞれ

割り振り，佐竹委員及び都司委員は，両者の分岐に各重み「０．５」を割り

振り，谷岡准教授及び海野助教授は，どこでも起きるという分岐に重み「０．

３」を，日本海溝中部寄りは活発ではないという分岐に重み「０．７」を，

それぞれ割り振っている。それぞれのコメントを見ても，もとより完全に長20 

期評価を否定する趣旨の見解（過去に発生例がない日本海溝中部寄りが活発ではな

いという分岐に重み「１」とする見解）はなく，他方，①どこでも起きる分岐に重

み「１」とするとともに，長期評価を積極的に支持するコメントを付す島崎

元部会長の見解，コメントがないものの，同一の結論を採用する阿部名誉教

授の見解，②判断自体が難しいなどとして，各「０．５」とした佐竹委員や25 

都司委員などの見解，③海底地形の相違がプレートの固着状況を支配してい
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る可能性があるとか，現時点では発生領域は限られる可能性が高いとかいっ

たコメントを付して，長期評価にやや否定的な見方をする谷岡准教授らの見

解（ただし，どこでも発生するにも「０．３」とする。）があり，かなり拮抗して

いた。 

  無論，これらのアンケートの結果は，前記第５の５(4)イのとおり，ロジッ5 

クツリーの分岐の分類及び重み付けの設定方法を見る限り，単純に数値化し

て比較するようなものではないと考えられるが，あえて比較すると，長期評

価を取り込むべきかどうかについて意見が拮抗し，外部の地震学者５人及び

地震津波の専門学者である佐竹委員の重み付け（これらの６人の地震の専門家の

重み付けの数値を単純に比較すると，長期評価を受容する立場が「０．６」，受容しな10 

い立場が「０．４」であり，やや長期評価を受容する立場が優勢であるが，かなり拮抗

している。）やコメントを見ても，これらの海溝型分科会や津波評価部会の検

討に関与してきた地震学者が，長期評価を理学上否定できないとする一方，

直ちにこれを所与のものとして受容していたとはいい難い。 

  ただ，慶長三陸地震の津波の成因について，津波地震とする分岐の重みが15 

「０．７０」，三陸沖のプレート内正断層地震とする分岐の重みが「０．３

０」となっており，慶長三陸地震が津波地震であったことは，従前の津波評

価技術，長期評価までの検討状況等に照らしても，相当程度受容されていた

と考えられる。 

(ｲ) その後の公的機関による検討の内容としては，中央防災会議における検討20 

結果が存在する。 

  前記第５の３(3)ア及びイのとおり，中央防災会議の下に置かれた日本海

溝等専門調査会において，検討対象となる地震として，繰り返しが確認され

ていないものの，科学的に発生の可能性が否定できない地震をどのように取

り扱うのかが議論の対象となり，その中で，明治三陸地震が繰り返すと多く25 

の研究者は考えていないが，隣の領域で同じようなものが起こるかもしれな
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いとは考えており，科学的に起こり得る以上，これを検討対象とすべきとす

る意見，貞観地震等に関して堆積学的な根拠が出つつあり，福島県沖に非常

に大きな影響を与えることもあるから，切り捨てないでほしいといった意見

などがあったが，他方，福島県沖～茨城県沖の海溝軸に近い領域にはサイス

ミシティも低いという特徴があるとか，ＧＰＳや測地測量などから得られる5 

プレート間のカップリングの強弱の解析から，繰り返し地震の発生や大地震

が起きる領域であるかどうかの識別が可能であるとの知見も得られていると

いった事務局の資料や政策的な観点も踏まえて，可能性がある地震と繰り返

しが確認されている地震とを同じ防災対策の中で取り込むことに異論を示す

意見があり，紛糾したため，再度検討されることとなった。 10 

  そこで，前記第５の３(3)ウのとおり，日本海溝等専門調査会の委託を受け

て北海道ＷＧ報告書がまとめられた。その中では，明治三陸地震，慶長三陸

地震及び延宝房総沖地震の検討がされ，明治三陸地震の断層モデルは確定さ

れたが，慶長三陸地震は，断層モデルの北側の領域を特定できたものの，南

側の津波データに乏しく，その全体像の確定には至らず，延宝房総沖地震に15 

ついてもデータに乏しく，確定には至らなかったが，福島県沖・茨城県沖の

海溝側及び房総沖に断層変位を持つ断層モデルにより茨城県から千葉県の津

波の高さをおおむね説明できるものとなったことを踏まえ，明治三陸地震を

防災対策の検討対象とする一方，慶長三陸地震については検討対象としない

が，陸前高田市以南さらに福島県北部沿岸において津波が高かったとの史料20 

があり，これらの地域の防災の検討に当たり留意すべきとし，延宝房総沖地

震についても検討対象とはしないが，千葉県～茨城県の津波高さを再現でき

る断層モデルが得られ，この結果を参考にすべきことが指摘された。また，

切迫性が高いと考えられないが，貞観地震，慶長三陸地震及び延宝房総沖地

震について津波堆積物の調査等による地震像の解明の進展が強く望まれると25 

されていた。 
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  この結果も踏まえて，前記第５の３(3)エ及びオのとおり，日本海溝等専門

調査会は，再度審議をした上で，結論として福島県沖・茨城県沖のプレート

間地震を検討の対象から除外しているが，その際，領域分類について長期評

価の領域区分を用いており，慶長三陸地震を明治三陸地震の震源域を含んだ

領域で発生した同タイプの津波地震とみなし，また，延宝房総沖地震につい5 

てプレート間地震であるが，現時点で繰り返しが確認できず，津波堆積物等

の調査の進展を待つべきとしたほか，留意事項として，貞観地震の仙台平野

における被害，慶長三陸地震による福島県北部沿岸での津波の大きさ，延宝

房総沖地震の津波被害が宮城県～八丈島と広範囲にわたる点などを示した。 

  このように，中央防災会議は，上記イ(ｵ)のとおり，一般防災の観点からと10 

はいえ，それに必要な知見等の収集，研究などを行う権限（災害対策基本法１

１条，１２条６項，同法施行令４条等参照）に基づき，上記北海道ＷＧ（その委員

は，地震津波の専門家からなり，津波評価技術の成立や長期評価の成立にも関与した笠

原教授や佐竹委員，今村委員などが加わっている。）の調査，検討の結果という科学

的知見を踏まえて，福島県沖の日本海溝寄りのプレート間地震を防災の対象15 

から外したのであり，このような中央防災会議における結論が出た平成１８

年の段階では，三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りにおいてどこでも明治三

陸地震タイプの津波地震が発生するという長期評価が地震津波の専門学者や

防災実務担当者らから所与のものとしては受容されていなかったことをうか

がわせる。 20 

  他方，上記平成１８年の段階では，中央防災会議の結論の中で，少なくと

も長期評価の領域区分自体は取り入れられていたこと，また，長期評価にお

いて津波地震とされた慶長三陸地震及び延宝房総沖地震がいずれもプレート

間地震，つまり津波地震として取り扱われていることから，長期評価が次第

に受容されている状況もあったことは併せうかがわれる。 25 

エ 耐震バックチェック，本件試算後の地震・津波の知見の状況等 
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(ｱ) 前記第５の４(6)イのとおり，平成１８年９月の耐震バックチェックルー

ルの策定に伴い，保安院は，既設発電用原子炉施設の耐震安全性評価のほか，

地震随伴事象としての津波に対する安全性を，評価手法の項目として示し，

電力事業者に対し，上記ルールに基づく原子炉施設の耐震安全性の評価や平

成１８年耐震設計審査指針が示した「残余のリスク」についての最新の知見5 

及び手法に基づく定量的安全評価を指示した。また，原子力安全委員会も必

要に応じて外部専門家からのヒアリングや推進本部からの最新知見の適用に

関する説明の聴取を実施し，最新知見の検討を実施するとしていた。 

  このような状況下で，被告東電や日本原電らの電力会社は，前記第５の４

(7)ア及びイのとおり，平成１９年１１月以降，長期評価をどのように取り扱10 

うかという社内での議論や電力会社間の打合せを行い，この段階では，被告

東電の担当者が，従前，確率論的安全評価の中で取り扱ってきた長期評価を

決定論的安全評価の中で取り扱わざるを得ないと考えているなどと説明し，

また，他の電力会社の担当者らも長期評価を具体的に否定できないといった

意見が多かった。 15 

  また，前記第５の４(7)ウ(ｲ)のとおり，平成２０年２月に，被告東電の担

当者が，今村委員に対し，長期評価を決定論的安全評価に取り込むべきかど

うかを尋ねた際，今村委員が，一応波源として考慮するよう述べて，既往津

波の発生がないために波源モデルとして津波地震について明治三陸地震及び

延宝房総沖地震を用いるよう回答した（ただし，前記第５の５(2)ウ(ｱ)のとおり，20 

同委員は，その後の同年１０月頃には，耐震バックチェックの中で長期評価を取り込む

必要まではないとの意見を述べていた。）。 

(ｲ) この段階では，長期評価を積極的に根拠付けるような実証的なエビデンス

が示されていたわけではないものの，それ自体を否定するような実証的なエ

ビデンスが示されていたわけでもなく，耐震バックチェックの指示がされた25 

当時やその後の実施状況，検討状況等を踏まえて，長期評価を取り込むべき
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かどうかが検討されるべきであったと見る余地がある。 

(ｳ) 他方で，前記第５の５(2)ア(ｳ)～(ｵ)のとおり，被告東電の担当者が佐竹委

員の見解を確認した際，同委員から，長期評価を決定論的安全評価に取り込

むべきかどうかは難しい問題であるとの回答を受けたこと，これも踏まえて，

被告東電は，平成２０年７月３１日，防潮堤設置のコスト・許認可等の問題5 

点に加えて，延宝房総沖地震を波源として用いることの当否，日本原電や東

北電力の対応が異なるなどの電力各社における検討状況などを踏まえて，土

木学会への委託も含めた更なる検討をするとしたものであり，長期評価の受

容度が電力各社においても異なっている状況において，専門学者からの意見

聴取という更なる知見の収集に努めるという判断も，この段階では著しく不10 

合理とまではいえなかったと考えられる。 

オ 平成２１年頃の状況等 

(ｱ) 前記第５の５(1)のとおり，貞観津波に関して文科省の委託の下，特に津波

堆積物に関する詳細な調査が実施されており，平成２０年度までに三陸海岸

や常磐海岸地域までの津波堆積物の調査が実施されてその成果が取りまとめ15 

られている。常磐海岸地域におけるその成果等を見ると，前記第５の５(1)ア

(ｲ)ｃのとおり，平成２０年度の浪江町請戸地区における津波堆積物の調査

の結果から，その地区において発見された津波堆積物が，貞観津波によるも

のであったことが明らかとなり，前記第５の５(1)ア(ｲ)ｄのとおり，常磐海

岸地域南部のいわき地区においては貞観津波以降のものとみられる津波堆積20 

物の検出がされたが，貞観津波の堆積物との特定には至らなかった。 

  また，上記調査では，歴史記録のある貞観津波が福島県常磐海岸地域中部

まで及んでいたことが地質学的にも確認されたが，それぞれの場所での遡上

規模などは更なる調査が必要とされていた。 

  さらに，前記第５の５(1)イのとおり，津波堆積物の調査等から確認できた25 

津波の履歴や浸水範囲等を踏まえて津波シミュレーションを行っているが，
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佐竹論文において示された二つの断層モデル（断層長さ２００ｋｍ，幅１００ｋ

ｍ，すべり量７ｍ）により計算された津波浸水域が，石巻平野～浪江町請戸に

おける津波堆積物の分布をよく説明できたが，同分布の範囲のみから判断さ

れたものであり，それより北側あるいは南側の情報は考慮されておらず，貞

観津波の北限及び南限を決めるためには請戸以南の更なる調査が必要とされ5 

ていた。 

  このように，貞観津波の津波堆積物の調査結果は，いわば実証的エビデン

スの一つと考えられるところ，明らかとなった南限が請戸地区までであり，

福島県沖における波源として直接に考慮できるものではなかった。しかしな

がら，長期評価が示したような，福島県沖の日本海溝寄りでの津波地震の発10 

生を具体的に予見させるものであったと見る余地はあり，このことは，後記

(ｲ)の高橋准教授の指摘や，後記(ｳ)のとおり，平成２０年度のロジックツリ

ー分岐のアンケートにおいて複数の地震学者が貞観津波を踏まえたコメント

を行っていることからもうかがわれる。 

(ｲ) 前記第５の５(2)ウ(ｱ)のとおり，平成２０年１０月～同年１２月に，被告15 

東電は，佐竹委員，高橋准教授，今村委員，阿部名誉教授らの意見を聴取し

ているところ，佐竹委員から佐竹論文の案の提供を受けて，上記(ｱ)の情報に

接したこと，また，高橋准教授から，津波研究者として福島県沖～茨城県沖

に長期評価のような地震津波が発生するとは思えないし，被告東電の立場も

理解できるものの，長期評価があり，津波堆積物という重要な証拠もあって，20 

これまでに分かっている情報を適宜使い，波源モデルを見直す必要性自体は

否定できないことを指摘され，阿部名誉教授からも，長期評価を無視するこ

とも一つであるが，無視するためには積極的な証拠を必要とすることなどの

回答を受けた。すなわち，被告東電は，この段階では，今村委員を除き，長

期評価に加えて貞観津波の津波堆積物の調査結果というエビデンスがあり，25 

それをも踏まえて，長期評価を決定論的安全評価に取り込まないとするなら
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ば，何らかのエビデンスを必要とするとの示唆を受けていた。 

(ｳ) 前記第５の５(4)アのとおり，平成２１年３月までに，再度，長期評価に関

するロジックツリー分岐のアンケートが実施され，その結果が出されている

が，これを見ると，全体としては，分岐①（過去に発生例がある三陸沖及び房総

沖のみで同様の津波地震が発生する。）の重みが「０．４０」，分岐②（活動域内の5 

どこでも津波地震が発生する。北部赤枠内では明治三陸地震の断層モデルを移動させ，

南部赤枠内では延宝房総沖地震の断層モデルを移動させる。）の重みが「０．３５」，

分岐③（活動域内のどこでも明治三陸地震タイプの津波地震が発生し，赤枠全体の中

では明治三陸地震の断層モデルを移動させる。）の重みが「０．２５」となってい

た。このアンケートの結果を見ると，長期評価と全く同趣旨の分岐③の重み10 

自体は低いようにも考えられるが，本来の地震地体構造論を前提としない長

期評価の領域区分，すなわち三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りに津波地震

が発生する可能性としてみると，分岐②及び分岐③の重みが「０．６」とな

り，前記第５の４(2)イの平成１６年のロジックツリー分岐の重み（その際は，

重みが各「０．５」と拮抗していた。）と比較すると，原子力防災の実務担当者と15 

いうべき電力会社関係者らを加えても，どこでも津波地震が起こるという分

岐が重みを増している。特に，専門学者らの重み付けに限れば，分岐①が「０．

３５」，分岐②及び分岐③が「０．６５」となり，より重み付けが増してい

る。この点，平成１６年のロジックツリー分岐のアンケートでは，谷岡准教

授は，分岐①（なお，前記第５の４(2)イの平成１６年のロジックツリー分岐のアンケ20 

ートにおける分岐１①と平成２１年のアンケートにおける分岐①はほぼ同趣旨の質問

であり，同じものと見る。）の重み付けについて「０．７」としていたが，平成

２１年では「０．５」としており，その理由も明治三陸地震の特殊性を示す

が，長期評価の領域区分全体として津波地震の発生可能性を低いものとして

おらず，これを受容していたとみられること，平田直教授も同様で，他にも25 

より安全側の重みを重視したとコメントした地震学者もいるし，松澤委員も
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分岐①を「０．２」としており，不確定性が大きく，過去と同じ場所だけと

はいい切れないが，頻度としては北部の方が高いと思うとコメントしている。

佐竹委員のみが従前と同様の見解である。また，都司委員は，従前「０．５」，

「０．５」としていたが，平成２１年のアンケートでは，分岐①を「０」，

分岐②を「０」，分岐③を「１」と配分し，例えば貞観津波がそうであった5 

と考えられるとして貞観津波の研究成果を考慮しているようなコメントをし

ている。 

  津波工学者の見解を見ても，首藤名誉教授は，分岐①を「０．８」，分岐

②を「０．１」，分岐③を「０．１」と配分し，今村委員は，分岐①を「０．

３」，分岐②を「０．６」，分岐③を「０．１」と配分し，高橋准教授は，10 

分岐①を「０．２」，分岐②を「０．５」，分岐③を「０．３」と配分して

いる。 

  このように，まず地震学者らは，長期評価の領域区分をおおむね受け入れ

（山中佳子准教授のみは，疑問を呈している。），南北の構造の違いを考慮しつつ

も，津波地震の発生の可能性が高いとみていたし，また，津波工学者も，首15 

藤名誉教授を除き，できる限り，安全側に立って，長期評価を受容していた

と見ることができる。 

  しかも，前記第５の５(4)ア(ｳ)のとおり，地震の規模に関する重み付けを

見ると，分岐①～③のいずれについても，既往最大の地震を上回る地震が発

生するという分岐の重み付けが，「０．７５」～「０．８５」となっており，20 

南北の相違を考慮するとしても，少なくとも長期評価の領域区分に従ってそ

のどこでも既往最大の地震を上回る地震が発生するという考え方が，地震の

専門学者や実際に発電用原子炉施設の防災を担うべき電力関係者の間にかな

り有力となっていたといえ，長期評価がかなりの程度受容されていた状況が

うかがわれる。 25 

(ｵ) さらには，前記第５の５(2)エのとおり，耐震バックチェックにおける中間
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報告の内容を審議する地質等合同ＷＧの開催した平成２１年６月や同年７月

の意見交換の際には，前記第５の５(1)の貞観津波の津波堆積物の調査結果等

を踏まえて，産総研に所属する地質等合同ＷＧの委員などから，貞観津波に

関する調査結果に触れられていない理由などを尋ねられており，地震動と直

接に関係するかどうかは格別，保安院においても貞観津波の調査結果も含め5 

て長期評価をどのように取り扱うかの検討が喫緊の課題となっていたことが

うかがわれる。この点，上記中間報告においては，地震動の検討が中心であ

ったとはいえるものの，前記第５の５(2)イのとおり，保安院は，被告東電に

対し，長期評価の取扱いについての検討を指示し，被告東電は，これを踏ま

えて，地震随伴現象としての津波が本件原発に与える影響について検討をし10 

ているのであって，津波も含めてその検討対策は緊喫の課題であったと評価

できる。 

(ｶ) しかも，仮に，明治三陸地震が三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りのどこ

でも起こる，すなわち福島県沖の日本海溝寄りにおいても起こるという長期

評価を津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込むこととなった場合，15 

前記第５の５(2)アのとおり，被告東電は，平成２０年４月１８日までには，

東電設計に委託して行わせていた本件試算の内容を把握し，本件原発の敷地

高Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを最大で５ｍ以上超える津波が襲来することを認識して

いたといえるし，かつ，前記第５の４(5)エの溢水勉強会における検討結果を

踏まえると，確かに，平成１６年に実施されたロジックツリー分岐のアンケ20 

ートの結果を踏まえた津波ハザード解析の精度自体には問題があったとして

も（ハザード解析≒炉心損傷率という精度はそれほど高くないとの指摘もあった。），代

表プラントとされた５号機を対象として，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍで非常用海水ポ

ンプの機能の喪失をもたらし，Ｏ．Ｐ．＋１４ｍでは，上記ポンプの機能喪

失に加えて，Ｔ／Ｂ大物搬入口，Ｓ／Ｂ入口からの津波の流入によりＴ／Ｂ25 

の各エリアが浸水し，ＥＣＣＳ及び非常用ＤＧや，更にはＲＣＩＣが機能を
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喪失する可能性が指摘されていたことからすると，明治三陸地震による津波

波源を想定した場合の本件原発に対する影響の大きさに対する危惧，特に炉

心損傷という，ＩＡＥＡが示していた１炉年あたり約１万分の１回すなわち

１０－４より低く抑えるべきとする事態（前記第５の２(2)イ，前記第５の２(5)参

照）が引き起こされかねないという危惧を抱くには十分であったとはいえる。 5 

(ｷ) 以上のような地震津波の知見の進展状況，特に貞観津波の津波堆積物の調

査結果という実証的なエビデンス（もとより直接的に本件原発の敷地高を超える津

波の襲来を予測させるものではなかったが，これが相応に重視されるべきことは，各地

震学者らが示したコメント等からして明らかである。）に加えて，平成２１年に実施

されたロジックツリー分岐のアンケートの結果に見られる，地震学者や防災10 

実務担当者らの長期評価の受容度等を見る限り，長期評価あるいは長期評価

そのものではなくても，少なくとも延宝房総沖地震以上の津波地震が福島県

沖の日本海溝寄りにおいても発生するとの知見を，津波評価技術に基づく決

定論的安全評価に取り込むべき状況になっていたというべきである。 

(ｸ) このような状況を踏まえると，少なくとも，平成２０年１０月頃までに佐15 

竹論文の提供を受けてその内容を認識するとともに，平成２０年度ロジック

ツリー分岐のアンケートの結果が取りまとめられた平成２１年３月には，津

波評価部会にも複数の担当者が関与し，当然その結果を認識していたはずの

被告東電はもとより，耐震バックチェックの実施中であり，当然，貞観津波

に関する情報や津波評価部会の情報についても被告東電を始めとする電力会20 

社から容易に得られた保安院において，それ以降速やかに，あるいは，遅く

とも地質等合同ＷＧにおける耐震バックチェックの中間報告の審議において

貞観津波に関する言及があった同年７月の後，すなわち平成２１年８月頃ま

でには，津波評価技術に基づく決定論的安全評価に長期評価を取り込むべき

であったということができる。 25 

(5) 長期評価の受容度等に関するまとめと当事者の主張 
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  以上述べたとおり，遅くとも平成２１年８月頃までに津波評価技術に基づく

決定論的安全評価に長期評価を取り込むべきであった，すなわちこれを取り込

んだ想定津波を評価し，これに基づく安全対策を実施すべきであったし，また，

保安院ひいては経済産業大臣は，その実施に当たり，当然，技術基準適合命令

の発令をすべき状況にあったとは一応推認できる。ただ，上記(3)アのとおり，5 

二段階審査方式において，行政庁から相応の資料・根拠に基づく判断の根拠に

関する説明がされた場合には，この推定が覆されると考えられる。そこで，以

下，それ以前における長期評価の公表後，即時にこれを津波評価技術に基づく

決定論的安全評価に取り込むべきであったとする趣旨（原告らは二段階審査方式

を前提としないで，長期評価による予見可能性を主張するとともに，仮に二段階審査方式10 

によるとしても，長期評価の公表後，直ちにこれを決定論的安全評価に取り込むべきであ

ったと主張する。）を指摘する原告らの主張の内容を検討した上で，これを取り込

むべきであったとは認められないとする被告国の根拠・指摘について検討する。 

ア 長期評価に関する原告らの主張 

(ｱ) 原告らは，長期評価について，地震防災対策特別措置法に基づき，国の防15 

災対策の強化に役立てるため，地震に関する調査研究の成果を収集・整理・

分析し，総合的に評価する機関である推進本部が取りまとめたものであり，

その内容は防災対策に直結する「科学的アセスメント」であることから，こ

れをもって即時に規制権限の行使という作為義務を基礎付ける旨主張する。 

しかしながら，既に指摘したとおり，長期評価の法令上の根拠，性格につ20 

いて，その根拠法令である地震防災対策特別措置法には，被告国の行政機関，

地方自治体などのその他の公的機関に対し，これを防災対策に直結させるよ

う義務付けた明示の規定はなく，そのような義務を課す根拠となるべき他の

法令上の根拠規定も見当たらない。この点，改正前炉規法や電気事業法，更

には安全設計審査指針や平成１８年耐震安全設計審査指針などの各指針を見25 

ても，地震防災対策特別措置法に根拠を置く調査研究の結果を踏まえた対策
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を直ちにとるべきことを明示する規定はもとより，例えば，上記(4)イ(ｵ)に

おいて指摘した災害対策基本法に基づく知見の研究成果などについても特に

それに基づく防災対策を義務付けているものではない。これらの知見や災害

対策基本法に基づく防災基本計画などを踏まえて，より高度の安全性が確保

されるべき発電用原子炉の安全対策を検討実施すべきことは当然であるとし5 

ても，その知見の取捨選択に関しては，なお原子力事業者の合理的裁量が認

められるものであるし，さらにはこれを監督すべき規制行政庁である保安院

の合理的裁量が認められるべきである。換言すれば，発電用原子炉における

安全性に関して，特定の科学的知見に依拠してこれに沿った防災対策を直ち

にとることをべきとの法的義務を課すような明示の規定を欠く以上，結局は，10 

既に述べた知見の内容，性質やこれに関する受容度等を考慮して作為義務が

認められるかどうかを吟味すべきであって，原告らが主張する「科学的アセ

スメント」の内容，趣旨も明らかではなく，そのような呼称をもって直ちに

技術基準適合命令を発するという作為義務が基礎付けられるものとはいえな

い。 15 

(ｲ) 次に，原告らは，長期評価が，当時における地震学の知見の到達点を踏ま

えて津波地震を定義し，これに基づき，明治三陸地震，慶長三陸地震及び延

宝房総沖地震の三つの地震を津波地震と分類した上で，三つの津波地震に着

目してその領域を区分したこと，津波地震が巨大な低周波地震であり，低周

波地震が日本海溝寄りのどこでも起きていたことは，先行研究や長期評価の20 

議論の過程からも明らかであること，長期評価の領域区分のうち南北を区別

することには合理性がなく，被告国が主張する付加体の議論も単なる仮説で

あって，谷岡・佐竹論文も科学的根拠を有するものではないことなどを指摘

している。 

(ｳ) この点，確かに，上記三つの地震が津波地震であることは，後記のとおり，25 

被告国が指摘する一部の学者の見解による異論があったにせよ，原子力防災
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における津波評価に直結する津波評価技術はもとより，長期評価や中央防災

会議における北海道ＷＧ報告書などの公的機関による研究などにおいておお

むね承認されていたところである。 

  しかしながら，上記(4)イ(ｶ)において指摘したとおり，そもそも，長期評

価を積極的に信頼すべき旨述べている島崎元部会長も，長期評価の領域区分5 

について全く初めてのものと説明しており，そうであるならば，これまで有

力視されてきた地震地体構造論とは異質なものであって，その領域部分の根

拠としては結局低周波地震の発生の仕方によるが，その見方についても，上

記(4)イ(ｷ)で既に述べたとおり，島崎元部会長は，あくまでも限定された期

間での結果にすぎないと指摘しつつ，気象庁の観測による微小地震の発生状10 

況が南北で異なることを認め，また，都司委員も，日本海溝寄りの北部と南

部で地質構造に違いがある部分もあって，全く同じではないと指摘している。

さらに，谷岡・佐竹論文の共著者である佐竹委員が，上記低周波地震や微小

地震について，南北の領域では南部と比較すると明らかに北部が多いと指摘

していることも踏まえると，やはり低周波地震の発生の仕方等が初めて示さ15 

れた長期評価の領域区分の実証的エビデンスになるとは考え難い面がある。

また，谷岡・佐竹論文を裏付けるかのような深海の地質調査の結果（丙Ｂ１９

の２）も長期評価の公表後に出ている。 

  そうすると，このような長期評価の領域区分を，地震学者や防災実務担当

者等が受容するようになるにはある程度の期間が必要となり（長期評価の策定20 

に関与した地震学者は格別，それ以外の地震学者が直ちにこれを受容したとは考え難い

し，明示的な異論を唱えていたわけではないにしても，佐竹委員もかなり違和感を持っ

ていたことはうかがわれる。），その期間を経ない段階で，いかに一般防災以上

に安全性が要求される原子力防災の観点を考慮するとしても，その公表後，

即時に津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込んで規制権限の行使25 

を義務付ける知見となるとは認め難い。また，南北を区別しないという見解



 

423 

 

も，それが実証的なエビデンスに支えられていたものではなく，既に指摘し

た平成２１年のロジックツリー分岐のアンケートにおける地震学者の見解も，

多くはその相違を容認していたのであって，同様にその根拠となるものとは

いえない。また，上記三つの地震が津波地震であるとの前提に立っても，そ

の波源モデルが確定していたのは明治三陸地震のみであり，他の二つの地震5 

の波源域は特定されておらず，三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りという広

範囲において区切るならばどこかで起きたとはいえるとしても，やはり，こ

れまでの地震地体構造論の見解，特に三陸沖，福島県・茨城県沖，房総沖な

どを分ける見解に照らせば，それを覆す実証的エビデンスが得られているわ

けではない以上，これが地震学者や防災実務担当者らが一般的に受容できる10 

知見であったとは考え難い。 

  以上のとおり，原告らの上記主張は採用できない。 

(ｴ) そして，既に述べた，平成１６年のロジックツリー分岐のアンケート結果

や，中央防災会議，特に北海道ＷＧにおける検討内容などからしても，平成

１６年～平成１８年頃に，長期評価が規制権限の行使を義務付けるような知15 

見，すなわち津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込むべき知見に

なっていたとは考え難い。この点，長期評価を否定するような実証的エビデ

ンスは全く見つかっていないが，他方，これを積極的に肯定するようなエビ

デンスが見つかっていたわけでもない（そのような証拠はなく，原告らもそのよう

な主張はしていない。）。また，実証的なエビデンスを欠いても，地震学者や防20 

災実務担当者らの受容度如何により，そのような知見になると見る余地があ

るとしても，やはり福島県沖の日本海溝寄りにおいても明治三陸地震と同程

度の津波地震が発生するという長期評価はいまだ受容されるに至っておらず，

原告らが平成１８年までの時点において主張する様々な事情を考慮しても，

原告らの主張は採用し難いものというべきである。例えば，原告らは，平成25 

１６年のロジックツリー分岐のアンケートにおいて，長期評価の領域区分が
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既に異論がないものとして受容されていると主張する。しかしながら，既に

述べたとおり，この段階では，いまだ，明治三陸地震が房総沖～日本海溝寄

りの日本海溝寄りの領域のどこでも発生するという長期評価を受け入れるか

どうかについて，地震学者の間でも意見が拮抗に近い状態にあって，地震学

者や防災実務担当者らが長期評価を受容していたと見ることはできないもの5 

というべきである。 

  また，原告らが指摘する平成１８年の溢水勉強会などにおいて示された浸

水に対する本件原発の脆弱性なども，脆弱性そのものに限ればおおむねその

指摘が妥当するが，既に再三述べたとおり，結局は，その脆弱性に対する対

策や本件試算を踏まえた対策が義務付けられるためには，その前提として，10 

本件原発の敷地高であるＯ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の襲来を基礎付ける

科学的知見，すなわち主として長期評価が津波評価技術に基づく決定論的安

全評価に取り込むべき知見となっていたかどうかが問題となるのであり，そ

の前提を欠くままに本件原発の浸水に対する脆弱性を検討する意味はないも

のというべきである。 15 

イ 長期評価等に関する被告国の主張 

(ｱ) 被告国は，長期評価に関して，単に理学上否定できない地震津波に関する

科学（理学）上の知見にすぎず，本件事故時まで一貫して，長期評価は，津波

評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込むべき知見となっていなかった

と主張する。その論拠は多岐にわたるが，要約すると，①津波評価技術の考20 

え方からすれば明治三陸地震の波源モデルを実際に発生した場所とは異なる

福島県沖の領域に設定するためには地震地体構造論の知見を踏まえて，明治

三陸地震が発生した三陸沖の日本海溝寄りの領域と福島県沖の日本海溝寄り

の領域とが地震地体構造上同一の構造であるとの見解が通説的な見解となる

必要があるところ，長期評価の公表時は無論，それ以降本件事故に至るまで25 

の間，上記同一の構造であるとの知見は皆無であり，長期評価の公表以降，



 

425 

 

むしろ上記地震地体構造に関しては，南北において異なるというエビデンス

が示され，これを根拠として，長期評価と異なる見解が複数の地震学者から

提示されるに至っていたこと，同様に，②中央防災会議，溢水勉強会などに

おいても，長期評価は採用されず，耐震バックチェックにおけるＪＮＥＳ，

東北電力の対応を見ても長期評価を取り込んだ上での想定津波の評価を行っ5 

ていないことのほか，③貞観地震に関する知見の進展状況等を見ても，津波

堆積物の調査は発展途上にあり，津波堆積物から過去の津波の浸水域の確定

もできない上，上記地震地体構造論の知見に基づく評価を覆すような事情と

ならないことなどを指摘している。 

  これに加えて，④長期評価が未だ通説的な見解になるに至っていなかった10 

以上，これをリスク情報の一つと捉え，確率論的安全評価の中で考慮してい

たが，これまでに示されていた長期評価のリスク評価すなわち実際に長期評

価に基づき予測される想定津波が本件原発を襲来する確率は，マイアミ論文

（第５の４(4)参照）を始めとする確率論的津波ハザード解析においては，１０

－４炉年を下回り，ＩＡＥＡの尺度やこれまでに被告国が整備してきた安全目15 

標の案などを下回っており，リスク情報としても具体的な対策を立てるべき

状況には至っておらず，このような保安院の判断には合理性があることも指

摘する。 

(ｲ) まず，上記①の被告国の主張を検討すると，確かに，再三指摘したとおり，

長期評価は，三陸沖北部～房総沖の日本海溝寄りという，これまでの地震地20 

体構造論とは異なる領域区分を示したものであり，それが地震学者や防災実

務担当者らの受容するに至るまで一定程度の期間を要するものである。この

点，長期評価を直接に裏付ける実証的エビデンスや新たな科学的知見が本件

事故時までに得られた事実は認められず，その点では，知見それ自体の内容

は，仮説にとどまるものである。しかしながら，他方，長期評価が，行政施25 

策に直結すべき地震に関する研究の責任体制を明らかにし，これを政府とし
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て一元的に推進すべきとの地震防災対策特別措置法に基づき設置された推進

本部の見解であり，少なくとも，他の地震学者の研究等における一見解と同

視することはできないし，長期評価を覆すような実証的なエビデンスもなく，

相応にそれが受容されてきている状況がある限り，津波評価技術に基づく決

定論的安全評価に取り込むべきであったということができる。 5 

(ｳ) 被告国は，明治三陸地震を除く慶長三陸地震及び延宝房総沖地震がいずれ

も津波地震であることについて地震学者から有力な異論があったと主張する。 

しかしながら，既に述べたとおり，上記三つの地震が，日本海溝寄りの領

域において発生した津波地震（プレート間地震）であること又はその可能性が

高いことは，長期評価の海溝型分科会の検討過程からしても明らかである。10 

すなわち，慶長三陸地震については，海溝寄りの津波地震であることを前提

に，波源を千島沖と見るか，三陸沖と見るかといった議論がされており，津

波地震であることは前提とされていたといえ，また，延宝房総沖地震につい

ても，陸寄りの地震ではないかという見解もあるが，十分な討議を経た上で

津波地震である可能性が高いとされたと認められる。 15 

  また，既に述べたとおり，原子力防災における想定津波の評価に直結する

津波評価技術の中でも慶長三陸地震及び延宝房総沖地震は津波地震である可

能性が高いものとして整理されていること，平成１６年のロジックツリー分

岐のアンケートでも慶長三陸地震が津波地震であることは地震学者や防災実

務担当者らの間で相当程度受容されていたこと，その後の北海道ＷＧ報告書20 

の中でも津波地震である可能性が高いとされていることに照らせば，津波防

災対策を検討する上では，これらの地震は，いずれも大きな津波被害をもた

らした津波地震として整理することとなっており，少なくとも公的機関によ

る研究及びこれに基づく防災対策の実務においてコンセンサスが得られてい

た知見と評価でき，これが所与のものとなっていたというべきである。そう25 

すると，長期評価の公表後においても慶長三陸地震や延宝房総沖地震に関す
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る異論があったとしても，それは単なる学者の一意見に過ぎず，これをもっ

てこれらの地震が津波地震であることを否定することはできないし，仮にこ

のような見解の下に保安院が長期評価を津波評価技術に基づく決定論的安全

評価に取り込まなかったのである（そのようなことをうかがわせる証拠はない。）

ならば，それ自体重大な事実誤認であったといわざるを得ない。 5 

  その上で，被告国が指摘する上記①の点について，確かに，長期評価の公

表直後に新たな知見としてこれを即時に地震学者や防災実務担当者らが受容

したとはいえない点において，その指摘は妥当なものであるが，他方，その

後の状況，特に平成２１年３月頃までの状況を見る限り，長期評価が防災対

策における公的見解としてある程度の支持を勝ち得ていた状況を看過するも10 

のといわざるを得ない。なお，被告国は，通説的見解とならない限り，当該

知見を取り込む必要がない旨主張するが，仮に実証的エビデンスが示されず，

あるいは学界等において通説的な見解となるに至っていないとしても，防災

対策に直結すべき知見として，長期評価や中央防災会議などの防災対策に直

接関わるような公的機関やこれに準ずる機関等により収集・整理され，それ15 

がその研究等に係る地震学者やその成果を防災対策に直結させることが期待

される防災実務担当者らのある程度の支持を勝ち得ている状況がある限り，

一般の防災対策に比してより高度の安全性が要求される原子力防災の観点か

らして，これを取り込むべきである。 

  また，地震地体構造論の知見について，前記第５の１(1)ウ(ｴ)のとおり，20 

長期評価の公表後に垣見マップが公表されているところ，確かに，垣見マッ

プは，「東北日本弧」の日本海溝大陸斜面を四つに区分し，その領域ごとの

プレート境界付近の大地震として明治三陸地震や慶長三陸地震（８Ａ２），福

島県東方沖地震（８Ａ３），昭和３８年の房総沖地震（８Ａ４）を示すととも

に，不確実であるものの，延宝房総沖地震もプレート境界付近の地震の可能25 

性があると指摘している。また，北海道ＷＧ報告書も，長期評価の領域区分
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を前提に上記三つの地震がプレート間地震であることを踏まえて防災対策の

検討対象とすべきかどうかを検討し，明治三陸地震及びそれと同様の海溝軸

付近の領域を破壊した可能性が高い慶長三陸地震を防災対策の検討対象とす

る一方，繰り返しの確認ができない延宝房総沖地震について検討対象から外

しているが，それがプレート間地震ではないなどといった指摘をするもので5 

はない。日本海溝等専門調査会は，上記北海道ＷＧでの検討も踏まえて，長

期評価の領域区分を前提に防災の対象として明治三陸地震と慶長三陸地震を

示したものであり，長期評価の領域区分によったものと理解できる。このよ

うに，長期評価を踏まえてその一部を採用している点において，長期評価を

否定するものとはいえず，むしろ一般防災対策の見地から，長期評価を一部10 

取り込む形で絞り込みをしたものと見るべきであり，中央防災会議の対応を

もって長期評価が否定されたということはできない。 

  このように，確かに，長期評価を直接的に裏付ける知見や新たな実証的エ

ビデンスが示されたわけではないが，他方，長期評価を否定するようなエビ

デンスが示されているわけではなく，また，既に述べたとおり，長期評価が15 

次第に地震学者や防災実務担当者らにも浸透し，これに沿った検討が実際に

進められていた状況を踏まえると，長期評価を取り込んだ上での検討が要請

されるようになっていたということができる。 

  加えて，日本海溝の南北の構造の相違についても，確かに，前記第５の７

(3)エのとおり，佐竹委員が，南北のカップリングの相違が津波地震の発生の20 

有無の差につながっているという見解を示し，これは，実際の調査結果によ

って裏付けられ（丙Ｂ１９の２），また，「海溝における未固結の堆積物は三

陸沖にのみ顕著であるため，三陸沖以外においては巨大低周波地震は発生し

ても津波地震には至らないかもしれないこと」を示す論文（丙Ｂ１）もあった

ことは認められる。しかしながら，これらの研究は，南北の構造等の相違が25 

直ちに津波地震の発生の有無を決定するものではなく，現に，同論文におい
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ては，微小地震の震央分布，繰り返し地震の発生割合，三陸沖に発生する低

周波地震の震央分布などの検討に基づき，「津波地震が巨大な低周波地震で

あるならば，三陸沖のみならず福島県沖から茨城県沖にかけても津波地震発

生の可能性がある」ことも示唆されているし，また，前記第５の５(4)イ(ｴ)

の津波評価部会における確率論的津波ハザード解析においても，上記南北の5 

カップリングの強弱は，延宝房総沖地震による津波が明治三陸地震による津

波に比べ小さいことに対応していると指摘されており，そのような津波地震

が起こらないことを示唆するものではない。この点，延宝房総沖地震の波源

が確定できていないとしても，同地震が津波地震であること，また，少なく

とも千葉県～茨城県の沿岸部に津波が襲来したことからして，南部の日本海10 

溝沿いで生じた可能性があること，前記第５の５(4)ウのとおり，第４期津波

評価部会において，延宝房総沖地震の波源モデルを「参考」にしつつ，福島

県沖を含む日本海溝沿いの津波地震に関する新たな波源モデルを構築すると

いう方向で検討が進められることとなったことなどに照らせば，南北の構造

の相違から直ちにこれまで津波地震が発生していない福島県沖の日本海溝寄15 

りにおいて津波地震が発生しないということもできず，むしろ，南北の構造

の相違を踏まえても，津波地震が発生する可能性があるといえ，そのことが

地震学者等において受容されるようになっていた状況がうかがわれる。 

(ｴ) 上記②について，中央防災会議や溢水勉強会後の状況等については，既に

上記(ｳ)において指摘したとおりであり，また，確かに，前記第５の４(7)イ20 

(ｳ)，前記第５の５(2)ア(ｴ)及び(ｵ)のとおり，耐震バックチェックにおける，

津波に関しての長期評価の取扱いは電力各社において統一されていなかった

ことが認められるが，他方，前記第５の４(7)イ(ｲ)～(ｴ)，前記第５の５(5)

エ(ｱ)～(ｴ)のとおり，日本原電は，平成１９年１２月以降，同社が設置する

東海第二原発について長期評価を取り込んだ上での対策工事の検討を開始し，25 

平成２０年５月頃までに具体的な対策工事の内容を検討し，同年８月の同社
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常務会の決定を経て，同年１１月までに対策工事（引き波対策工事，防水扉対策，

防潮シャッター，防潮堰，盛土工事など，工事費合計約２１億円）の費用の支出を決

定し，平成２１年９月までにその施工を完成させた。このように，日本原電

は，津波対策に関し，長期評価を取り込んだ上での対策工事を，現に耐震バ

ックチェックの中で実施していた。このような電力事業者の対応も踏まえる5 

と，長期評価を取り込んだ対策をせざるを得ないという認識がかなり有力と

なっていたこともうかがわれ，また，原子炉の高度の安全性を確保するとい

う見地に照らせば，このような対応が一社でも行われている以上，被告東電

以外にも長期評価を取り込んだ対策をとらないという電力事業者が現に存在

したとしても，その対応の是非についてさらに検討する必要があり，単に東10 

北電力が長期評価を取り込んだ対策をとっていなかったことをもって被告東

電の対応，ひいてはこれを監督すべき保安院の不作為が直ちに正当化される

ものではないというべきである。 

(ｵ) 上記③について，確かに，貞観津波の津波堆積物の調査結果は本件原発の

敷地高を超える津波の襲来を具体的に予見させるものではないが，他方，同15 

津波堆積物の調査は，福島県沿岸部，特に本件原発の付近に津波の襲来を危

惧させるべきものであり，既に述べた平成２１年のロジックツリー分岐のア

ンケートの結果や地質等合同ＷＧにおける指摘などと相まって，長期評価を

津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込むべき必要性を基礎付ける

ものとはなり得る。そうであるならば，むしろ，保安院においてこのような20 

知見や間接的にせよ実証的エビデンスを踏まえた検討が不要であったとする

合理的な理由を示すべきであり，このような理由の説明がない以上，その知

見を取り込むべき必要性があったことを推認させるものである。 

(ｶ) 上記④について，確かに，前記第５の４(2)イ(ｴ)のとおり，平成１６年の

ロジックツリー分岐のアンケートを前提に，津波ハザード曲線を計算した結25 

果として，６号機で，１０ｍを超える確率（年超過率）が１０－４～１０－５／炉



 

431 

 

年となっていたことが認められ，前記第５の４(1)ア，前記第５の４(3)イの

とおり，保安院等で検討されていたリスク情報の活用に当たり，ＣＤＦ（炉心

損傷）について１０－４／炉年程度とされ，これは，前記第５の２(2)イ，前記

第５の２(5)のとおり，既設原子炉に係る「重大な炉心損傷の発生する可能性

が１炉年あたり１０万分の１程度を上回らない」というＩＡＥＡの技術的安5 

全目標と同じと考えられるし，平成２１年のロジックツリー分岐のアンケー

トを前提としても，前記第５の５(4)エのとおり，代表評価位置として選定さ

れた４号機において，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波高さの年超過確率が１

０－４／炉年に近づいているが，これを超える状況にはなっていなかったから，

確率論的津波ハザード解析において，一応安全とされる範囲（炉心損傷に至る10 

可能性として許容される範囲）に収まっていたと見る余地がある。  

  しかしながら，確率論的津波ハザード解析自体が発展途上のものであるし，

保安院の検討もいまだ性能目標案にとどまっていたこと，上記ＩＡＥＡの技

術的安全目標についても，新設炉について１０－５／炉年となっており，現在

の科学的技術水準によるべきとの伊方最高裁判決の判示の趣旨を踏まえると，15 

新設炉に対する安全目標によるべきとも考えられ，リスク情報として十分に

留意していたことには疑問が残る（現に，前記第５の３(2)コのとおり，保安院は，

「確認された知見」に対しては，これに基づき既設プラントの安全評価を行うものとし

ていた。）。 

  加えて，そもそも，前記第５の５(4)イのとおり，確率論的津波ハザード解20 

析に当たり，目的を明確に把握した「事務局」が現状の研究成果のレビュー

に基づき，できるだけ幅のある分岐案を設定し，一定の数の「専門家」にヒ

アリングして最終的な分岐案と重み案を作成する方法によるべきところ，あ

くまでも平成１６年及び平成２１年に実施されたロジックツリー分岐のアン

ケートの結果は参考にすぎない上，特に専門知識を有する地震学者の重み付25 

けなどが適切にされているかどうかが明らかではない（例えば，前記第５の５
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(4)ア(ｲ)のとおり，地震の専門家である都司委員に他の地震学者と同様の４倍の重み付

けをしていない理由など明らかではない。）。そうすると，厳密な意味でのロジッ

クツリーアンケートの結果を踏まえた上記年超過率が適確な値であったかど

うかは明らかではなく，同ロジックツリーアンケートは，定性的に地震学者

及び防災実務担当者らの傾向を知ることができ，長期評価を津波評価技術に5 

基づく決定論的安全評価に取り込むことについて有力な資料となり得るが，

厳密なリスク情報としての定量的な判断，特にそれが確率論的にみて無視で

きる情報であると判断し得るほどの意味を求めることは難しいといわざるを

得ない。むしろ，仮に，地震学者などを適切に選択した場合，原発の安全性

により大きな疑義を生じさせる結果となることが予測され，現に，上記のと10 

おり，平成２１年時点では，４号機において，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津

波高さの年超過確率が１０－４／炉年にかなり近づいており，保安院の性能目

標案や既設原子炉に係るＩＡＥＡの技術的安全目標に抵触するおそれは十分

にあったというべきである。しかも，前記第５の４(5)イ～エの溢水勉強会の

結果や前記第５の５(2)ア(ｷ)のＪＮＥＳの報告においても，津波遡上時の影15 

響として，遡上した津波により海水ポンプが損傷，機能喪失し，海水取水が

不可能となって，更に屋外変電設備，非常用ＤＧなどが影響を受け，外部電

源喪失やＤＧからの非常用電源の供給が不可能となることなどの指摘を踏ま

えると，自然現象であることに由来する不確実性や保守性の観点から一定の

裕度を確保する必要があって，本件敷地を超える津波，特にＯ．Ｐ．＋１５．20 

７ｍという津波が襲来する確率は，原子炉施設に求められる安全裕度からす

ると，それは「≒」との精度が低いものと見るべきではなく，むしろ，同津

波発生の確率「イコール（＝）」炉心損傷の確率と見るべきであったというべ

きである。 

  以上のとおり，長期評価を踏まえた確率論的津波ハザード解析の結果とし25 

て，具体的な対策を立てるべき状況に至っていなかったと直ちにいうことは
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できず，この点に関する被告国の主張もまた採用できない。 

(ｷ) その他，被告国は，これまでの規制権限不行使に係る国賠法１条１項の適

用上の「違法」に関する，複数の最高裁判決を根拠に，具体的な事案におい

て，規制権限の不行使が国賠法上違法となるかの判断をするに当たっては，

事案に応じ，①規制権限を定めた法が保護する利益の内容及び性質，②被害5 

の重大性及び切迫性，③予見可能性，④結果回避可能性，⑤現実に実施され

た措置の合理性，⑥規制権限行使以外の手段による結果回避困難性(被害者に

よる被害回避可能性)，⑦規制権限行使における専門性，裁量性などの諸要素の

全部又は一部を総合的に考慮して，その不行使が著しく合理性を欠くと認め

られるか否かを検討しているところ，本件原発において津波による原子力災10 

害が発生する切迫性は大きいとはいえず，予見可能性の程度は，原子力発電

所の防災対策について何らかの措置を執るべきといえる程度にとどまり，実

際に敷地を超える津波が到来するという切迫性，緊急性は示されていなかっ

たなどと主張する。 

  しかしながら，上記各要素は，被告国も自認するとおり，もとより規制権15 

限の不行使に係る国賠法上の違法を判断する上での考慮要素となるものであ

るが，その全てが認められなければ規制権限の不行使が違法となるというも

のではなく，当該事案の内容とともに上記①の規制権限を定めた法の保護す

る利益の性質等がまず問題とされるべきである。この点，既に述べたとおり，

技術基準適合命令の発令に際しては，原子炉施設の高度の安全性を確保しつ20 

つも，相対的安全性を容認するとの立法判断の下に，多くの専門分野の専門

技術的知見等を踏まえた，確定不可能な将来予測にわたる点に鑑みて，経済

産業大臣の専門的技術的裁量が認められるものであるが，もとより，それは

深刻な原子力災害が万が一にも起こらないようにするとの趣旨をも踏まえた

ものであり，このような見地から津波評価技術に基づく決定論的安全評価が25 

合理的な評価手法として承認されている。そうすると，その中に長期評価を
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取り込まなければならない状況に至った以上，本件原発の敷地高を超える津

波の襲来を所与のもの，つまり実際に起きることを想定した対応をせざるを

得ないと考えられる。加えて，地震や津波という自然現象がいつ発生するか

を特定することはもとより不可能である上，ＩＡＥＡの技術目標である１０

－４／炉年又は１０－５／炉年に抑えられなければならない炉心損傷の事態が5 

発生した場合に起こる被害の重大性は，前記第５の２(2)アのスリーマイル島

原発事故やチェルノブイリ原発事故などからも明らかであって，原発事故に

よる被害の重大性に鑑みれば，必ずしも切迫性という要件を求める必要がな

いともいえる。以上の点に照らすと，切迫性がないことをもって津波評価技

術に基づく決定論的安全評価に取り込まないことが正当化されるとする被告10 

国の主張は採用できない。 

  なお，切迫性を要件とすべきではないことは上記のとおりであるが，被告

国が，前記第５の５(2)ウのとおり，津波評価技術の改訂のために３年程度か

けて長期評価を取り込むかどうかの修正，検討をするとした被告東電の説明

について，首藤名誉教授，佐竹委員，高橋准教授，今村委員らの各地震津波15 

の専門学者が異議を述べておらず，切迫性がなかったと指摘する点について，

念のため検討すると，上記各学者らは地震津波に関する理学上又は工学上の

専門的知見を有する有識者であるが，もとより原子炉施設の安全性に責任を

負うべき立場にはなく，あくまでもそれに必要な知見を提供する立場にある

にすぎない。すなわち，上記責任を負うべきは，第一次的には本件原発を稼20 

働させている被告東電，次いでその安全を監督する立場にある保安院ひいて

は経済産業大臣であって，提供を受けた知見をまさにリスク情報として責任，

管理する立場にある被告国が，その責任，管理する立場にはない学者の意見

をもってその責任がないとか，管理をする切迫性がないと判断することは，

リスク管理の観点からして正当化できないものというべきである。 25 

(ｸ) また，被告国は，仮に津波評価技術に基づく決定論的安全評価に長期評価
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を取り込むべき状況にあったとしても，南北の構造の相違に照らせば，それ

は明治三陸地震の波源ではなく，延宝房総沖地震の波源を用いる可能性もあ

り，現に，津波評価部会においても，あくまでも「参考」であるが，そのよ

うな検討がされていたと主張する。 

しかしながら，上記(4)オ(ｳ)のとおり，平成２１年に実施されたロジック5 

ツリー分岐のアンケートの結果によれば，地震規模に関しては，三陸沖～房

総沖の日本海溝寄りにおいては，既往最大を上回る規模の地震が発生すると

いう重み付けが「０．７５」～「０．８５」を占めていたこと，自然現象で

あることに由来する不確実性や保守性の観点から一定の安全裕度を考えるな

らば，少なくとも上記日本海溝寄りの領域において既往最大といえ，かつ，10 

その波源モデルが確定していた明治三陸地震の波源を用いることが正当であ

り，波源が不確定で，規模も小さい延宝房総沖地震の波源モデルを用いる余

地があるとする被告国の主張は合理性を欠き，採用できない（なお，前記第５

の５(2)アのとおり，明治三陸地震の波源モデルを用いた場合には本件原発の敷地南側

で最大Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ，取水口では最大Ｏ．Ｐ．＋１０．１８２ｍとなり，延宝15 

房総沖地震の波源モデルを用いた場合には本件原発の敷地南側でＯ．Ｐ．＋１３．５５

２ｍ，取水口では最大Ｏ．Ｐ．＋８．７８４ｍとなり，その想定規模が異なるため，最

終的には結果回避可能性に影響するとしても，何らかの対策を命じる状況にあったこと

にはいずれであっても否定できない。）。 

ウ 小括 20 

(ｱ) 以上のとおり，被告国の主張・説明を踏まえても，平成２１年８月頃まで

には，長期評価を津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込むべきで

あったとする判断を覆すには至らず，これを取り込まなかった保安院ひいて

は経済産業大臣の不作為には，その審議，判断の過程における著しい過誤，

欠落があったものと推認せざるを得ない。すなわち，本件試算に基づく津波25 

（以下「本件試算津波」という。）を想定津波として，明治三陸地震の波源モデル
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を用いた場合には本件原発の敷地南側で最大Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ（浸水深５．

７０７ｍ）となり，敷地北側（敷地高Ｏ．Ｐ．＋１３ｍ）においてもＯ．Ｐ．＋１

３．６９５ｍとなり一部浸水すること，取水ポンプ位置（Ｏ．Ｐ．＋４ｍ）に

おける最大津波高さは，５号機におけるＯ．Ｐ．＋１０．１８２ｍ（１～６号

機で，８．３１０～１０．１８２ｍとなる。）であり，その浸水深が６．１８２ｍ5 

となることが示されていたのであり，本件原発の安全性を確保するために，

当然，本件試算津波に対処すべきであったのにその対処をしなかったという

不作為は，その審議，判断の過程における著しい過誤，欠落であったものと

推認せざるを得ない。 

  なお，津波評価技術に基づく決定論的安全評価に明治三陸地震の波源を用10 

いるに当たっては，既往津波ではないために比較対照ができないといった問

題があり，また，佐竹委員は，津波評価技術における波源の設定に関して，

地震地体構造区分を参照し，地震発生状況等のほか，最新の地形・地質学的

知見等を考慮し合理的波源を設定する必要があって，地体構造の同一性等を

根拠付けるデータがないのに別の領域区分における既往の断層モデルを単純15 

に移して数値解析をしても精緻な解析とならず，設計津波の基準に用いるこ

とはできないと述べる（丙Ｂ１００・３頁）。しかしながら，佐竹委員が述べる

ように，津波評価技術策定時の検討の際に，萩原マップでは，日本海溝沿い

の領域に関する最新の知見が反映されていないなどの理由から，合理的と考

えられる詳細区分された位置に津波の発生様式に応じて基準断層モデルの波20 

源位置を設定したこと（丙Ｂ１６・１，２頁），また，前記第５の７(1)キのとお

り，島崎元部会長は，地震空白域において地震津波を想定するときに過去に

起こった地震を調べてその断層モデルを用いることは地震学において極めて

常識的な方法であるし，今回の日本海溝沿いで断層モデルが確定しているの

は明治三陸地震だけであり，明治三陸地震の断層モデルを用いるのは当然の25 

ことであるとしていることからしても，明治三陸地震の波源域を用いた想定
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津波の試算，つまり本件試算津波を想定津波として用いることは十分可能で

あったというべきである。 

(ｲ) なお，保安院が本件試算を認識したのは本件事故直前のようであるが，少

なくとも前記第５の５(2)エの地質等合同ＷＧにおける審議を踏まえて，被告

東電に状況等を確認すれば，当然に，本件試算，平成２０年度のロジックツ5 

リー分岐のアンケートの結果，貞観津波の堆積物の状況等のほか，緊急を要

するものではないとしても，阿部名誉教授，首藤名誉教授，佐竹委員などの

地震津波の専門学者らが長期評価を取り込んだ対策の必要性を述べていたこ

となどを直ちに認識でき，長期評価を津波評価技術に基づく決定論的安全評

価に取り込むことが不可避との判断に至ったはずであり，平成２１年８月頃10 

以降，長期評価を津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込んだ上で

の対策，すなわち本件試算を踏まえた対策を講じるよう求める技術基準適合

命令を発することについて，当然に検討を義務付けられる状態となっていた

というべきである。 

(6) 結果回避可能性及び因果関係 15 

ア 技術基準適合命令の内容と結果回避可能性等の主張，立証責任等 

(ｱ) 上記(3)～(5)において検討したとおり，平成２１年８月頃には直ちに長期

評価を津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取り込んだ上での審査を行

い，技術基準適合命令の発令の有無を検討する義務があったと解すると，本

件試算津波（上記のとおり，本件原発の敷地南側で最大Ｏ．Ｐ．＋１５．７ｍ，同敷20 

地北側でＯ．Ｐ．＋１３．６９５ｍとなり，取水ポンプ位置における津波高さが，１～

６号機で，８．３１０～１０．１８２ｍとなること）を本件原発において対処すべ

き想定津波とした場合には，ドライサイトの維持ができなくなること，その

結果，既に述べた溢水勉強会やＪＮＥＳの評価報告にあるとおり，本件試算

津波の襲来によりＳＢＯひいては炉心損傷につながりかねないことに照らせ25 

ば，必然的に何らかの対策工事を要する結果となる。 
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(ｲ) その対策工事を被告東電に実施させるために，技術基準適合命令の発令が

検討されるべきこととなるが，被告国も自認するとおり，このような技術基

準適合命令に対して事業者である被告東電が行う具体的な対策工事の内容は，

被告東電が選択し決定すべきものである。すなわち，事業者である被告東電

が，本件原発の設備状況等を踏まえ，必要かつ実現可能な対策工事の具体的5 

内容を検討して決定すべきものであり，他方で，技術基準適合命令において，

上記具体的内容を詳細に特定することは事実上不可能であり，実際の対策工

事の前，あるいは同対策工事後の安全確認を行う上での，ある程度，抽象的・

概括的な内容にとどめざるを得ないものと解される。例えば，本件試算津波

の高さや敷地の浸水範囲を想定した上で，必要な「修理」，「改造」等を実施10 

するよう命じ，これに対し，被告東電が，その具体的な対策工事の内容を検

討し，必要な対策工事を行うこととなる。このことは，電気事業法４０条が

「技術基準」に適合するよう命令を発するものとし，ここでいう「技術基準」

が技術基準省令４条１項にほかならず，同規定が定性的な内容しか定めてい

ないことからしても当然であり，本件試算津波を踏まえてその具体的内容を15 

被告東電が検討，決定した上で工事計画を立案してこれを施工し，これらに

ついて，保安院ひいては経済産業大臣がその当否を審査するということにな

ろう。 

(ｳ) そして，既に述べたとおり，長期評価を津波評価技術に基づく決定論的安

全評価に取り込む義務を保安院ひいては経済産業大臣が負うと解する以上，20 

本件試算津波を本件原発の想定津波と考えざるを得ず，本件原発の安全性が

確保されない状態となっていることは，津波評価技術に基づく決定論的安全

評価の手法から当然のことであり，必然的に何らかの対策を命じない限り，

最終的には原子炉の稼働停止といった事態をも念頭に置く結果とすらなりか

ねない。そうすると，事前規制的な発想・見地を前提とすると，技術基準適25 

合命令を発することは当然の流れ（ただ，従前の保安院などの実務に鑑みると，も
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とより行政指導の一環として，被告東電に自主的な対策を促し，これを実施させるとい

うことが実務的な対応であったと考えられる。しかし，現にこのような保安院の行政指

導と被告東電の具体的対策が実施されたわけでもなく，事後的な国賠法上の違法の判断

としては，技術基準適合命令の発令の当否として考えて，安全対策のために技術基準適

合命令の発令以外にはなかったとするものである。）ということになると考えられ5 

る。 

(ｴ) このような手続の流れも踏まえると，技術基準適合命令の発令は不可避で

あり，被告東電が本件試算津波に備えた具体的な対策を講じなければならな

いこともまた明らかである。その際の対策工事の具体的な内容，つまり結果

回避措置の具体的内容については，当然，現に本件原発を稼働させ，かつ，10 

その設備状況等も知悉していた被告東電以上に具体的な検討，対策の実施が

できるような主体は存在しないこと，加えて，既に述べた技術基準適合命令

の発令に係る作為義務の判断に当たり，二段階審査方式によるべきであって，

かつ，「その依拠した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程

等，被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠，資料に基づき15 

主張，立証する必要があり，被告行政庁が右主張，立証を尽くさない場合に

は，被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるも

のというべきである」との伊方最高裁判決の判示を踏まえると，少なくとも，

技術基準適合命令の発令の結果としてとられるべき，具体的な結果回避措置

としての対策工事の具体的内容について，原告らが，①防潮堤，盛土，防潮20 

壁などの本件原発の敷地への浸水防止の措置，②Ｔ／Ｂ，Ｒ／Ｂなどへの浸

水を防止するために，浸水可能性がある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口

等）の防水化・水密化，③高所への代替設備（電気室や配電盤，非常用ＤＧなど）

の新設・移設の各措置を指摘する以上，このような具体的措置の実効性の有

無，程度等，すなわち本件事故の回避可能性の存否に関しては，その不存在25 

に関する，被告らの主張，立証（反証）が尽くされていない限り，当該結果回



 

440 

 

避可能性の存在が事実上推認されることとなるというべきである。この点，

規制権限の不行使の違法を基礎付ける結果回避可能性の存在についての主張，

立証責任を負うべき原告らが，結果回避措置についてある程度具体的に特定

しており，他方，上記のとおり，具体的な回避措置を講じる上での専門的技

術的な知見やそれに必要な資料等が全て被告ら（特に被告東電）にあることに5 

鑑みれば，衡平の見地に照らし，行政庁や事業者の判断の基礎となり得る資

料や実際の検討状況等を踏まえ，十分な主張，立証が尽くされていない限り，

上記の結果回避可能性の推認を行うべきであるし，また，それは，後記の被

告東電の非難可能性を検討する上でも当然の前提となる。 

(ｵ) この点，被告国は，伊方最高裁判決の事案が，実際の設置許可処分に係る10 

判断資料に基づいて規制行政庁がその旨の処分をしたというものであって，

当然にその資料等が規制行政庁に存することを前提とするが，本件は，規制

権限の行使に係る不作為の違法性という被告国の国賠法上の責任の有無等が

問題となっている事案であって，当然その資料なども存在しないこと，国賠

法上の違法すなわち当該公務員の職務上の注意義務違反の内容を構成すべき15 

結果回避可能性について，その違法性を主張する者が主張，立証責任を負う

ことは当然であること，格段に証拠資料の入手が容易となった現代情報化社

会を前提とすると，その資料収集の困難を理由として，立証責任を転換した

り，事実上の推認を働かせたりする余地がないことを主張する。 

しかしながら，前記第５の３(2)コ，前記第５の５(5)イのとおり，保安院20 

は，当然，発電用原子炉の安全性を監督する立場にあって，そのために従前

から電力対応方針などの下，地震関連分野に関する最新の科学的・技術的知

見を収集し，必要なものを原子力施設の耐震安全性評価に反映するなどの耐

震安全性の一層の向上に向けた取組を継続すべく，これらの知見の継続的な

収集及び評価への反映の枠組みを構築しており，都度，必要に応じてこれを25 

公表していたこと，そのためにも地質等合同ＷＧなどのほか，溢水勉強会に
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見られるように電力会社らとも共同で勉強会を開催し，必要な知見の収集に

努めており，当然，これらの資料・知見などを駆使した上で監督実務を行っ

ていたと考えられ，本件のような規制権限の不行使という不作為の違法性が

問題となる事案においても相当程度これに関連した資料を被告国が保有して

いると考えられること，規制権限の不行使の違法の判断であっても，既に述5 

べたとおり，二段階審査方式を前提とする判断すなわち伊方最高裁判決の判

示を参照する以上，主張，立証責任に関する判示のみを別異に解する合理的

理由もないこと，伊方最高裁判決の判示も，設置許可処分の違法性を主張す

る側にその主張，立証責任があることを認めつつも，事実上の推認の手法に

より事実上その転換をしたものであって，国賠法上の規制権限の不行使の違10 

法の判断においても同様の手法をとり得ること，いかに現代社会において情

報化が進んだとはいえ，上記のとおり，知見を収集し，日常的にその監督等

に生かしている行政庁と通常の国民との間には，その専門知識等に歴然とし

た差異があることなどの点に鑑みると，被告国の上記主張は採用できない。 

(ｶ) 以上のとおり，長期評価を，津波評価技術に基づく決定論的安全評価に取15 

り込むべきであるとすれば，経済産業大臣が技術基準適合命令を発し，これ

に基づき被告東電が本件試算津波を想定津波として具体的な対策工事を行う

という流れになるところ，被告国は結果回避措置に係る様々な事情を指摘し

て，本件において被告国が技術基準適合命令を発することは不可能であった

旨主張し，被告東電も本件事故当時の知見等に照らせば，津波対策として原20 

告らが指摘する水密化対策等の結果回避措置をとることは不可能であったと

主張する。また，被告らは，本件津波と本件試算津波はその規模等が大きく

異なり，仮に本件試算津波に基づいて原告らが主張する結果回避措置をとっ

ていたとしても，本件事故を回避することはできなかった旨も主張する。 

これらの主張の趣旨は，被告東電において本件試算津波に基づく結果回避25 

措置では本件津波による浸水を防げなかったというものであり，また，同様
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に被告国において本件試算津波への対策に係る技術基準適合命令を発しても，

本件津波による浸水を防げなかったというものであって，被告東電の注意義

務及び被告国の作為義務の前提となる結果回避可能性の不存在とともに，因

果関係の不存在をいうものと理解できる。この点，確かに，本件試算津波に

係る対策すなわち原告らの主張する結果回避措置をとったとしても，本件事5 

故を回避することができなかったと認められる場合には，少なくとも被告ら

の不作為と本件事故との因果関係が否定されることになり，ひいては結果回

避可能性の不存在により被告国の不作為の違法性が否定されることとなるも

のと解される（作為義務の存否と因果関係の存否は，別個の要件となるが，結局は本

件事故を回避できない場合には，因果関係とともに作為義務の前提となる結果回避可能10 

性がないと解することもでき，両者は実際上重なり合うため，以下，一体のものとして，

結果回避可能性の不存在について論じる。）。 

イ 具体的な結果回避措置と本件事故の回避可能性の有無等 

(ｱ) 既に述べたとおり，原告らは，技術基準適合命令の結果としてされるべき

対策工事の具体的内容について，①防潮堤，盛土，防潮壁などの本件原発の15 

敷地への浸水防止の措置，②Ｔ／Ｂ，Ｒ／Ｂなどへの浸水を防止するために，

浸水可能性がある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口等）の防水化・水密化，

③高所への代替設備（電気室や配電盤，非常用ＤＧなど）の新設・移設の各措置

を指摘するところ，これらの具体的措置を講じても結果回避ができなかった

といえない場合，結果回避可能性を推認することができるもの（なお，上記ア20 

(ｴ)で述べたとおり，作為義務の前提となるべき結果回避可能性が推認されるところ，

同様に，本件事故との因果関係も事実上推認される。）というべきである。 

(ｲ) そこで，検討すると，第一に考えられる抜本的な対策工事としてのドライ

サイトの維持のための防潮堤等の設置については，前記第５の５(2)アのとお

り，被告東電がまとめた検討資料において，沖合の防潮堤の設置，既設防波25 

堤の拡張の組合せを設定したところ，遡上水位を最も低減するケースとして，
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Ｏ．Ｐ．＋４ｍ盤の水位を１～２ｍ程度低減できるが，Ｏ．Ｐ．＋１５ｍの

長大な防潮堤の設置や既設防波堤の約Ｏ．Ｐ．＋２０ｍへの拡張等のコスト，

工期，施工の実現性を考慮しなければならず，その建設費のオーダーとして

は数百億円規模となること，意思決定から防潮堤完成まで約４年間（環境影響

評価が必要な場合には，それに加えて約３年間）を要することが指摘されており，5 

最終的にこれらの対策工事を行うとしても，平成２１年８月頃に技術基準適

合命令が発せられたのでは，本件事故の発生までに上記対策工事が完成しな

いことは明らかであって，防潮堤等の設置では本件事故を回避できなかった

と認められる。 

(ｳ) 次に，建屋の水密化すなわち建屋の浸水口となる箇所の特定とそれに対す10 

る浸水防止措置の実効性等を検討する。 

前記第５の６(2)イ(ｱ)～(ｳ)のとおり，本件津波は本件原発の敷地高を超

えて遡上し，本件原発の主要建屋の周囲を冠水させたところ，Ｒ／Ｂ，Ｔ／

Ｂの各外壁や柱等の構造躯体には本件津波による有意な損傷が確認されてお

らず，同建屋の地上開口部に取り付けられている出入口のドアやシャッター，15 

ＤＧ給気ルーバー，地下のトレンチやダクトに通じるケーブル，配管貫通部

が津波の浸水経路となったと認められる。また，前記第５の５(2)ウ(ｲ)，前

記第５の５(5)ウ(ｱ)，前記第５の６(2)イ(ｴ)のとおり，非常用海水系ポンプ

については，Ｏ．Ｐ．＋６．１ｍを想定した対策を平成２１年１１月には施

工済みであり，本件津波により一部損傷が見られたが，据付場所に自立し，20 

ポンプ本体が流出したものはなく，同躯体の損傷は限定的であった（５号機は

使用できなかったものの，６号機のポンプも稼働できる状態であった。）と認められ

る。 

  また，前記第５の４(5)エのとおり，平成１８年の溢水勉強会における検討

の中でも，津波継続時間を考慮していない仮定とはいえ，Ｏ．Ｐ．＋１４ｍ25 

を超える津波の襲来によりＴ／Ｂ大物搬入口，Ｓ／Ｂ入口からの浸水により
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Ｔ／Ｂの各エリアが被水して電源設備にも津波の影響が及ぶ可能性が指摘さ

れ，かつ，ＥＣＣＳ及び非常用ＤＧに加えて，ＲＣＩＣの機能の喪失が既に

指摘されていた。 

加えて，前記第５の７(5)ウのとおり，今村委員は，本件津波による１～３

号機の浸水経路（大物搬入口，Ｓ／Ｂ入口，ＤＧ給気ルーバー）と，例えば３号機5 

における大物搬入口の先の浸水深がいずれも３０ｃｍ程度にとどまり，３号

機の周辺５ｍの浸水深に対して建物躯体と大物搬入口がある程度の防護機能

を果たしたこと，Ｔ／Ｂ開口部に水密化措置を講じていればある程度建屋内

への浸水を防げた可能性があることは否定できないと述べるとともに，本件

試算津波が設計想定津波として認められる限り，それを用いて水密化を図る10 

こと自体は工学的には相当といえると述べており，その困難性を認めつつも，

対策が全く不可能であったとは述べていない。 

そうすると，建屋への浸水の防止としては，溢水勉強会の検討結果を踏ま

えて，上記開口部やＭ／Ｃ，Ｐ／Ｃなどの非常用電源盤が設置されている箇

所など，浸水が生じる部分を特定し，同部分からの浸水を防止するための措15 

置，より具体的には，前記第５の５(5)エのとおり，日本原電が検討し施工し

た，Ｒ／Ｂ，Ｔ／Ｂの開口部などを対象範囲として，一般扉のパッキン製の

扉への改造，取替え，シャッターのパッキン製シャッター等への改造，取替

え，窓の閉鎖や換気口のガラリの改造，取替えなどを対策工事として検討し，

このような，いわば限定的な水密化の施工を実施することによりある程度の20 

浸水回避が期待できたといえ，また，ＤＧ本体のほか，Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃなど

の電源盤の機能が維持されていたならば，前記第５の６(3)オのとおり，ＤＧ

による給電が維持できた６号機が冷温停止に至っていることに鑑みても，本

件事故は回避できた可能性がある。 

  上記の建屋の水密化のための対策工事は，前記第５の５(5)エのとおり，日25 

本原電が，その検討から対策完了までおおむね１年半程度（平成２０年３月頃
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～平成２１年９月頃）であったことからすると，少なくとも，限定的な水密化

に絞り，それ以外にも実施できた安全対策を講じれば，本件原発の１～３号

機などの電源を確保し，冷温停止に至った可能性，すなわち本件事故を回避

できた可能性があると認められ，それを覆すに足る主張，立証はない。 

(ｴ) 被告らは，本件津波と本件試算津波とが，その元となった地震の規模，そ5 

の遡上方向，浸水深，津波継続時間など全く異なり，本件試算津波を想定し

た対策（暫定的対策，弥縫策を含む。）では本件津波による本件事故を回避でき

なかった旨主張する。 

  この点，確かに，前記第５の６(4)ア及びイのとおり，本件地震とこれに伴

う本件津波は従前の想定をはるかに超えるようなものであったことが，推進10 

本部及び中央防災会議において指摘され，また本件試算津波の元となった明

治三陸地震と，本件津波を発生させた本件地震とは，前記第５の７(1)キ並び

に前記第５の７(2)ウ及びエのとおり，連動型の巨大地震であった本件地震と

津波地震である明治三陸地震との規模の相違も指摘されているが，他方，本

件試算津波であっても，本件津波であっても，本件原発の敷地高を超える津15 

波であるという点では同じ（前記第５の３(3)オ(ｵ)のとおり，平成１８年に公表さ

れた「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」の中でも，津波に

よる建物の大きな被害の発生が予想される地震として，明治三陸地震が示され，スマト

ラ沖地震による漂流物により津波の破壊力が増大することが広く認識されていたとさ

れており，この点を踏まえた，何らかの対応が必要となる。）であり，前記第５の６20 

(2)イの本件津波による本件原発への影響，そのもたらした被害状況等を見る

限り，本件津波の実際の波力や漂流物等を考慮しても，既に述べた建屋の開

口部等の浸水防止措置や止水措置により建屋内の浸水を免れることができた

こと（なお，都司委員は，前記第５の７(2)エ(ｲ)のとおり，陸上を遡上する津波について，

建物に津波の先頭すなわち段波が真正面から急に打ち当たると大きな衝撃を受けるが，25 

他方，建物の後方や側面などでゆっくり水位が上がる場合には水の圧力が徐々に増すだ
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けであり，衝撃はそれほどないとも述べている。），今村委員も，前記第５の７(5)

ウのとおり，従前の波力評価式では，本件津波の波力に耐えることができた

水密扉などの設計ができたかどうかについて疑問を述べつつも，実際の浸水

の状況等から本件事故を回避できた可能性があることも示唆しており，結果

回避可能性がなかったとまで認めることはできない。 5 

  なお，本件津波が１号機及び４号機の大物搬入口（防護扉）のシャッターを

破損させて浸水したことをうかがわせる証拠（丙Ｂ２２６）もあるが，１号機

の防護扉は本件事故時には開放されており，そのため浸水した可能性も否定

できないこと，また，仮に一部の防水扉等が本件津波の波力・漂流物の衝突

力などに耐えられず，結果，浸水が生じたとしても，限定的な水密化の措置10 

でも講じてあれば，その一部（例えば，２号機や３号機など）の電源盤，非常用

ＤＧの機能を維持し，前記第５の６(4)オのとおり，隣接号機からの電源融通

も可能であって（現に５号機と６号機との間ではそのような措置が講じられた。），冷

却機能を維持できた可能性があること（もとより，その趣旨は，当初から一部号機

の冷却機能が失われても構わないということではなく，一応，本件原発各号機に限定的15 

な水密化の措置，いわば弥縫的な措置であっても，このような弥縫策を講じていれば，

その一部の機能が失われたとしても，結果回避がなお不可能ではなかったということを

述べるものである。）からすると，一部号機にＳＢＯが生じたとしても，本件事

故が回避できなかったとまで認めることはできない。 

ウ 技術基準適合命令に係る被告国の主張 20 

(ｱ) 被告国は，上記(1)オのとおり，技術基準適合命令が詳細設計にしか及ばな

いと主張しているが，その趣旨としては，先に述べたことに加えて，敷地高

さを想定される津波の高さ以上のものとして津波の浸入を防ぐという，いわ

ゆるドライサイトコンセプトが基本設計において採用されている以上，ドラ

イサイトコンセプトと矛盾するような詳細設計の変更が許されないという趣25 

旨をいうものと理解できる。そこで，以下，この点を検討する。 



 

447 

 

  前記第２の３(2)，前記第５の６(1)の原子炉施設の安全確保に必要不可欠

な「冷やす機能」の維持にとって，冷却設備に対する受給電態勢の維持がま

た必要不可欠であって，既に述べたとおり，本件事故の主たる原因が津波に

よる電源盤などの被水のためにその機能を喪失（ひいては「冷やす機能」の喪失）

したことからしても，本件原発の浸水に対する脆弱性は明白であるし，前記5 

第５の２(2)エの平成３年溢水事故の教訓，前記第５の４(5)の溢水勉強会等

の成果などからしても，ドライサイトコンセプトを維持するということが津

波を含めた外部溢水・内部溢水に対する最も有効な安全対策の手法の一つで

あることは明らかというべきである。それゆえにドライサイトコンセプトを

維持するために，原子炉施設の敷地を浸水させないための対策を第一義とす10 

ることは合理的な措置ともいえる。 

  しかしながら，ドライサイトコンセプトそれ自体は，もとより「冷やす機

能」を維持する上での手段の一つであり，仮に，これが維持できない事態，

例えば，当初敷地高を超えて浸水しないと考えられていたとしても，その後

の周囲の環境の変化や地震津波に関する知見の進展に伴い，仮に敷地高を超15 

えて浸水するという状況が生じた場合にドライサイトコンセプトの維持以外

の対策を，暫定的な措置まで含めて全く行い得ないと解する根拠は明らかで

はない。仮に，暫定的に水密化などの措置を講じ，その上で防潮堤を立てる

といった対策まで許容しないという趣旨であるならば，津波評価技術に基づ

く決定論的安全評価を前提とする限り，ドライサイトコンセプトを維持でき20 

る状況になる，つまりそのような防潮堤等の設置がされるまで発電用原子炉

の稼働を一切停止（電気事業法４０条の技術基準適合命令の内容としては，一時停止

があり，もとより１～６号機全てを停止させるわけではなく，順次対策工事を施し，対

策工事の間のみ一部原子炉を停止させるなど様々内容が考えられる。）する以外の選

択肢はないということになるが，このような対策をとるためには相当程度の25 

期間（被告国の主張としては少なくとも５年以上ということであり，前記第５の５(2)
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アのとおり，被告東電が検討した際には，防潮堤の完成まで短くても４年程度の期間を

要し，仮に環境影響評価が必要な場合には，その期間を加えて７年と見ていた。）を要

するところ，防潮堤等の完成のために必要な期間中にその稼働を停止しなけ

ればならないかどうかは規制権限の行使における効果裁量の問題（原子炉の安

全性の確保という問題と，稼働停止による被告東電自体の経営に対する影響やさらには5 

電気の供給の確保という政策的な要素等が比較考量され，判断されると考えられる。）

として検討すべき事項となり，稼働をさせつつ，暫定的な対策を講じること

が一切許されないとは解し得ない。また，防潮堤等の完成まで稼働を認めな

いということも効果裁量に基づく判断としてあり得ないことではないと考え

られる（もとより本件訴訟でその点に対する当裁判所の判断が直接必要なわけではな10 

い。）が，仮に何らかの対策を義務付ける段階において，なお全く対策を講じ

ないままにその稼働を認めることは，その裁量権の行使を超えるもの，すな

わち裁量権の逸脱・濫用があったとしか評価できないであろう。津波に限ら

ず敷地に浸水し，かつ，これに対応せざるを得ない事態（決定論的安全評価の

中において当然に想定すべき浸水という事象・シーケンス）が生じたにもかかわら15 

ず，ドライサイトコンセプトを維持するために全く何らの対策をとる必要が

ないとすることは，本末転倒となりかねず，裁量権の問題と理解するとして

もおよそ合理性は認め難い。 

  すなわち，仮に津波評価技術に基づく決定論的安全評価に長期評価を取り

込まなければならず，それゆえに本件試算津波を想定し本件原発に浸水する20 

状況が生じ，これに基づく対策を講じることが義務付けられ，その対策とし

て防潮堤の設置以外の選択肢はとり得ないということであるならば，その完

成までの間は，原発の稼働停止を選択するほかないが，むしろ影響を最小限

にとどめる趣旨から，ドライサイトコンセプトを維持できない期間，つまり

防潮堤等の設置をするまでの期間，暫定的かつ補完的な対策を講じるよう命25 

じることが裁量権の行使として不可能であるとは考えられず，改正前炉規法
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や電気事業法がこのような暫定的な措置等を一切許していないと解すべき理

由はない。 

  そうすると，ドライサイトコンセプトを維持するために，最終的には，抜

本的な対策として，敷地への浸水を防止するための防潮堤・防波堤等の設置

といった措置を講じるべきであるが，その完成までの間，稼働を停止すると5 

いう以外の選択肢が許されない（行政庁としての裁量権の行使の判断としてそれ以

外の選択肢がなく，かつ，原子力事業者である被告東電においても本件原発の稼働を停

止する以外の選択肢がない。）と解する理由もなく，他方，本件原発の敷地への

浸水という事態を想定すべきでありながら，ドライサイトコンセプトの維持

を理由に一切の暫定的な対策をとり得ないと解することも合理性がない。結10 

局，ひとえにドライサイトコンセプトを維持できる状態となるまで稼働を停

止するのか，あるいはその対策を講じる期間中に暫定的な被水防止措置を講

じるのかは行政庁の裁量の問題であるとしても，全く対策を講じないという

ことを許容する理由にはならない。 

  ドライサイトコンセプト維持の合理性をいう被告国の主張の趣旨が，防潮15 

堤等の設置まで稼働を停止するほかないという趣旨であるのか，あるいは防

潮堤等の設置以外の暫定的措置を一切認めないとする趣旨であるのかは明ら

かではないが，前者の趣旨であるならばそれは効果裁量の問題であるが，本

件原発に対して実際にそのような措置を講じたわけでもなく，また，後者の

趣旨であるならば本末転倒というほかなく，いずれにせよドライサイトコン20 

セプトの維持という理由から，作為義務の発生を免れるものではない。 

  以上のとおり，技術基準適合命令の発令により最終的にはドライサイトコ

ンセプトを維持するよう求める（つまり被告東電が防潮堤等を設置するなどの抜本

的な対策工事を施工する。）としても，その間暫定的な対策（例えば，前記第５の５

(5)エにおいて日本原電が施工した，津波の影響の軽減のための盛土工事，防水扉対策，25 

防潮シャッター対策，防潮堰の設置などの対策工事）を命じることが許されないと
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は考えられず，このような内容が技術基準適合命令に含まれるとしても，ド

ライサイトコンセプトという基本設計には違反せず，仮に被告国が主張する

ように，形式上基本設計には技術基準適合命令が及ばないと解しても，そも

そも，基本設計に抵触しないものというべきであって，被告国の主張は採用

できない。 5 

(ｲ) 被告国は，技術基準適合命令の発令が可能であったとしても，同命令にお

ける「技術基準」に適合するかどうかの判断ができないとして，同命令を発

することができなかったと主張する。その例として，建屋等の水密化を挙げ，

被告東電が施工した対策工が「原子炉の安全性を損なうおそれがない」と判

断できるだけの科学的，専門技術的知見が必要となるところ，Ｔ／Ｂ，Ｒ／10 

Ｂ等の開口部，燃料タンク等のそれぞれの箇所に適した工法により水密化処

理がされ，当該水密化処理により完全に想定津波から防護できるといえるだ

けの解析結果等が必要となると主張し，津波の波力や漂流物の衝突力などを

考慮すると，原子力規制委員会が作成した「基準津波及び耐津波設計に係る

審査ガイド」も完全な解析，評価ができないことを前提としたものであり，15 

本件事故後の現在においても原子力施設に汎用的に適用できるものはないと

指摘し，防潮堤等の設置までの暫定的対策ということにおいても水密化を選

択肢としてとり得ないと主張する。 

  しかしながら，既に述べたとおり，それゆえに仮に何らの対策を講じるこ

ともできないということならばそれは本末転倒であるし，また，およそ稼働20 

を停止する以外の選択肢がないということならば，そもそもの相対的安全性

という趣旨からしても全くそぐわないこととなる。長期評価を津波評価技術

に基づく決定論的安全評価に取り込む以上は，本件試算津波を想定津波とし

て本件原発の安全性を考えるほかないのであり，弥縫策を許容するか，ある

いは抜本的な対策をとる（その間稼働を停止する）ことまで求めるかは効果裁量25 

の範囲内の問題であるとしても，本件試算津波を前提とした場合には，少な
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くとも被告東電において全く対策を講じないという選択を被告国として是認

し，何らの命令も発出しないこと（不作為）が裁量権の合理的な行使として許

容できないことは明らかである。 

また，現に，前記第５の４(6)アの耐震指針検討分科会の検討の際にも，津

波による最大水位があった場合にポンプ室のところから水が入ってくるのを5 

防止するため，水密扉を付ける施策をしている発電所があるとの例が示され

ていたのであるし，前記第５の３(1)エ，前記第５の５(5)イのとおり，被告

東電は，津波評価技術に基づく想定津波が海水系ポンプに与える影響を考慮

し，自主対策としてその工事をしているのであって，安全側に近づけるため

の対策工事ができないと解する理由とはならない。加えて，上記技術基準適10 

合命令の発令後に被告東電が具体的な対策工事を検討する際に，例えば，電

気事業法上の工事認可を要する場合にはその旨の認可の申請（そこに具体的に

施工すべき対策工事の内容等が明らかとなっているはずである。）があり，認可した

内容に沿った工事がされているかどうかなどの審査等が可能であり，被告国

の主張，指摘を踏まえても全く対策を命じ得ないと解する理由とはならない。 15 

(ｳ) さらに，被告国が，バックフィットすなわち既設原子炉に対して新たな基

準に適合するような規制までできない（それゆえ，保安院は電力会社の自主的な安

全対策を誘導していた。）と主張する点について，確かに，技術基準省令の附則

は「この省令の公布の日の前日までに施設し，又は施設に着手した原子炉施

設については，なお従前の例による。」と規定し，建築基準法３条２項の既存20 

不適格と同趣旨の規定を置いている。 

  しかしながら，本件は，電気事業法や技術基準省令の改正により従前適法

とされていた規格等が違法となったというものでもないから，いわゆる既存

不適格という問題ではなく，むしろ新たな知見の進展に伴い，詳細設計の変

更を命じ得ることは電気事業法３９条，４０条の趣旨に照らして予定されて25 

いるものというべきである。現に，前記第５の３(2)コのとおり，保安院は，
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長期評価の公表以前から耐震設計に関する新見解に対する対応としては，「新

見解」のうちの「確認された知見」に基づき既設プラントの安全評価を行う

こととしていたのであって，知見の進展の問題と法令の改正による遡及適用

の問題は別個のものと解される。これは，現在の科学技術水準に照らして判

断すべきとの伊方最高裁判決の判示の趣旨にも沿うものである。 5 

  なお，被告国は，改正後炉規法４３条の３の２３において，使用停止処分

等の要件として技術基準に適合しない場合に加えて新たに設置許可処分の基

準に適合しない場合を明示したという，その文言及び趣旨の変更に照らせば，

電気事業法上の技術基準適合命令も上記技術基準に適合しない場合にのみ発

令できると解するのが相当である旨主張する。確かに，改正前炉規法３６条10 

１項は，主務大臣である経済産業大臣について，「原子炉施設の性能が第２９

条第２項の技術上の基準に適合していないと認めるとき」は、原子炉設置者

等に対し，原子炉施設の使用の停止，改造，修理又は移転，原子炉の運転の

方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる旨規定して

いた。しかしながら，炉規法上の使用停止等の命令においてこのような解釈15 

が採用されるとしても，技術基準適合命令の根拠は電気事業法３９条，４０

条にあるところ，同条の規定内容は特段の改正等がされておらず，既に述べ

た同条の趣旨，権限の範囲に照らせば，詳細設計に関する権限は特に変更さ

れていないのであって，炉規法と同様の解釈をとるべき理由もなく，被告国

の主張は採用できない。 20 

エ 被告東電の取り得る結果回避措置に関する被告らの主張 

(ｱ) 被告東電は，建屋及び重要機器（非常用海水系ポンプなど）の完全水密化の技

術は現時点でも実現されておらず，本件事故後の知見を生かして津波の波力

や漂流物の衝突にある程度耐えられるような防水扉等が開発されたのであっ

て，原告らが主張するような水密化対策について，被告東電が実際に具体的25 

な水密化工事を検討立案し実施することは不可能であったと主張する。 
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  この点，確かに，前記第５の５(5)ウのとおり，被告東電内の津波対策ワー

キングの検討状況を見ても，Ｏ．Ｐ．＋１０ｍを超える津波の衝撃力に耐え

られるような非常用海水系電動機の完全水密化（水没時に停止し，水位が引いた

後に運転再開）が課題となるが，そのような実機がなく，研究や実装に向けて

かなりの期間（平成２４年度中の研究完了，平成３０年頃の実装を目指す。）が見込5 

まれていたこと，様々な機器等の濫立などの周囲の状況等に照らして海水ポ

ンプ群を格納する建屋の新設も困難であり，建物によっては電気事業法上の

工事計画認可や建築確認申請が必要となる見込みであったこと， 防波堤か

さ上げ，防潮堤構築，スクリーンポンプ室の強化などの土木関係の津波対策

工についても，効果，コスト，工期といった工事の成立性を検討していくと10 

されるなど，防潮堤の構築などの対策以外に水密化のみで安全対策を施すこ

とはもとより実現可能性がかなり低い上，防潮堤設置などとそれほど変わら

ない相当長期間が見込まれていたことはうかがわれる。 

  しかしながら，そもそも，本件で求められる具体的な対策の内容は，本件

試算に基づく想定津波（本件試算津波）に対応するための暫定的対策（弥縫策）15 

であり，上記検討は，被告らが主張する完全水密化のための実施の具体的検

討内容であることからすれば，本件で求められる暫定的対策の実現可能性や

対策に要する期間を判断する直接的な根拠になるとはいえない。特に，被告

東電における津波対策ワーキングの検討状況を見る限り，ドライサイト維持

のための防潮堤等の設置，非常用海水系ポンプの完全水密化（そのための建屋20 

等の設置を含む。）については，コスト・期間・実現可能性の面，電気事業法

上の工事計画の立案，申請，認可や建築基準法上の建築確認申請，認可など

の規制面などのクリアーすべき課題が多く，およそ１年程度の期間で実現で

きたとは考えられないが，他方，建屋の開口部・貫通部などの水密化につい

て特に困難であるとの指摘がなく，技術的には，パッキンなどの開口部・貫25 

通部の水密化が可能であったこと（丙Ｂ２７・２頁）に照らせば，早期に対応
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できたといえ，完全水密化ができなかったことをもって一切の対策が不可能

であったかのように考えることはできないし，防潮堤の設置以外の措置を被

告東電において選択することがおよそ考えられない状況にあったなどともい

えない。 

(ｲ) また，被告らの主張は，結果的に上記弥縫策により本件事故が回避できた5 

としても，それは，結果論から見た後知恵にすぎず，原子炉の安全対策とい

う見地からはおよそ現実的に採用できないものであり，それゆえに実現可能

性つまり結果回避可能性がないというものであるとも解される。しかし，確

かにそれが結果論であることは否定できないとしても，仮に何らかの措置が

講じられていれば結果を回避できたという関係がある以上，結果回避可能性10 

は認められる（少なくとも，推認できる。）し，被告国が，リスクへの寄与が小

さいことが明らかでない限り放置してはならず，リスクの定量化のための努

力を継続するとともに，定量化が不完全な段階であっても合理的に実行可能

な対策を検討することが必要であって，合理的に実行可能な範囲は，技術の

進展及び評価手法の進歩によって変化するものであると主張するとおり，本15 

件試算津波を想定津波とせざるを得ない状況，つまり所与のものとして決定

論的安全評価に取り込む義務が生じている以上，もはやそのリスクの大小を

いう余地はなく，合理的に実行可能な措置を全て講じるほかない（暫定的な，

いわば合理的な弥縫策すらないということなら，後は稼働停止の選択肢をとるかどうか

となる。）のであって，被告らからこのような弥縫策では本件事故を回避でき20 

なかったとか，あるいは全くの不作為を積極的に許容できる（合理化できる）

ような別の事情が主張，立証されない限り，被告らの主張を採用することは

できない。この点，確かに，前記第５の４(6)ウのとおり，保安院が，新潟県

中越沖地震を踏まえて，そこから得られた知見等を耐震バックチェックに反

映するよう被告東電を含む各電力会社に求め，これに応じて被告東電が，活25 

断層の追加調査等を行い，そのために中間報告書の提出期限を当初の予定よ
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りも延長することなどを余儀なくされるなど，地震対策が喫緊の課題となっ

ていたことは認められるが，他方，既に述べたとおり，本件試算に基づく津

波を所与のものとして決定論的安全評価に取り込む義務が生じている以上，

もはやそのリスクの大小をいう余地はなく，合理的に実行可能な措置を全て

講じるほかない上，そもそも，前記第５の４(5)オのとおり，保安院等が関与5 

した溢水勉強会の中でも，耐震設計審査指針の改訂に伴い，地震随伴現象と

して津波評価を行うから，外部溢水に係る津波の対応は耐震バックチェック

に委ねることとしたことからしても，津波対策を劣後させるべき理由とはな

らないというべきである。 

(ｳ) なお，被告らは，設置者も規制者も，リスクの大きさに基づいてリソース10 

を割くというグレーデッドアプローチの考え方に依拠し，長期評価は規制権

限の行使を正当化するに足りる客観的かつ合理的根拠を伴う科学的知見でな

かったが，万が一これを予見可能性の検討の中に取り込むとしても，蓋然性

が極めて乏しい地震津波であることに変わりはなく，これが直ちに「極めて

まれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波」に該当15 

することにはならないから，他に優先すべき課題 (例えば，新潟県中越沖地震の

発生等により規制要求充足性が喫緊の問題となっていた地震動対策)に優先して取り

組んでいたとしても，グレーデッドアプローチの観点から不合理ではなかっ

たと主張するが，もとより，被告国が自認するとおり，これも長期評価に基

づく本件試算津波を想定津波とするとの前提に立つ限り，すなわち本件試算20 

津波への対策が喫緊の課題となる以上，当然，そのような場合にまでグレー

デッドアプローチの観点からその対策を後回しとすることを正当化できない

から，前提を欠くものとなる。 

オ 結果回避可能性及び因果関係に関する小括 

以上のとおり，被告らの主張を踏まえても，結果回避可能性及び因果関係が25 

なかったと認めることはできず，結果回避可能性及び因果関係の存在が事実上
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推認できる。 

(7) 規制権限不行使の違法性に関する小括 

  以上のとおり，平成２１年８月頃以降，即時に，本件試算津波（明治三陸地震

の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに置いた場合における想定津波）に対する本件

原発の安全性確保のため，被告国（経済産業大臣）は技術基準適合命令を発令す5 

る作為義務を負っていたのにこれを怠っており，このような規制権限の不行使

は，その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められ，

国賠法１条１項の適用上「違法」というべきである。なお，原告らのその余の

主張については判断するまでもないが，技術基準省令３３条４項の独立性の欠

如やＳＡ対策に関する規制権限の不行使の違法を主張する点についても，具体10 

的な事象としての津波の予見可能性を前提とするものと理解でき，このような

具体的な事象としての津波の予見可能性と無関係に規制権限の不行使の違法を

認めるべき理由はなく，認められない。 

４ 被告東電の責任非難の成否（争点４） 

(1) 被告東電の非難可能性等 15 

ア 原告らの主張とその検討 

(ｱ) 原告らは，長期評価公表直後の平成１４年，本件試算を実施した平成２０

年及び津波評価部会において長期評価を取り込むことが決定された平成２２

年の各時点において，被告東電が全く対策を講じなかったことについて，被

告東電には，原発の安全性を最優先に考えなければならない原子力事業者に20 

求められる高度の注意義務の観点に照らして，原賠法３条１項に基づく慰謝

料請求に当たっても，その額を算定するためには被告の故意・過失の態様や

被告の悪質性・非難性を考慮すべきであると主張している。 

(ｲ) この点，慰謝料額の認定は，事実審の裁量に属する事実認定の問題と解さ

れ（最高裁昭和３８年３月２６日第三小法廷判決・最高裁判所裁判集民事６５号２４１25 

頁参照），例えば，傷害事件に係る不法行為に基づく慰謝料額の認定に当たっ
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ては，当事者双方の社会的地位，職業，資産，加害の動機及び態様，被害者

の年齢，学歴等諸般の事情を参酌すべきとしている（最高裁昭和４０年２月５日

第二小法廷判決・最高裁判所裁判集民事７７号３２１頁）ところ，原賠法３条１項

にいう「原子力損害」とは，「核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃

料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用（これらを摂取し，又は吸入す5 

ることにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。）により生じ

た損害」をいう（同法２条２項本文）が，このような原子力損害について，上記

放射線の作用等の直接的な損害に限定されず，その作用等により生じた損害

すなわち相当因果関係のある損害を全て含むものと解すべきである。このこ

とは，原賠法上の賠償責任が民法上の不法行為の特則であって，被害者の救10 

済の観点に照らし，原賠法に基づき原子力事業者が賠償すべき原子力損害の

範囲について，民法における不法行為において加害者が賠償すべき損害の範

囲と異にすべき理由がないことからも根拠付けられる。 

  そうであるならば，「原子力損害」である慰謝料の算定に当たっても，被害

者に生じた現実の損害を賠償するという不法行為に基づく損害賠償制度の枠15 

内の下，被害者に生じた被害の内容・程度，加害者及び被害者の属性，加害

行為の態様等（加害行為すなわち本件事故に至った経緯，本件事故の原因やこれに対

する従前の被告の対策の内容，各種法令等による原子力発電所の安全対策特に津波対策

に関する基準などを踏まえ，本件事故時までに，依拠すべきであった各種の科学的知見

を踏まえて考えられるべき被告の注意義務違反の有無やその違反の態様等）といった20 

諸事情を総合的に考慮して，被害者に生じる精神的苦痛等を参酌して，その

慰謝料の額を認定すべきということができる。その上で，加害行為の態様等

を検討する上で，一般の不法行為における損害賠償責任の発生要件としての

過失すなわち予見可能性を前提とした結果回避義務違反の有無という枠組み

に従って判断することが当然に求められるわけではないが，本件において，25 

慰謝料を特に増額するような加害行為の態様等を判断する上で，当然，被告
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東電に本件事故の予見可能性及び結果回避可能性があることを前提とする注

意義務違反が認められるかどうかがその慰謝料増額事由の有無を判断するに

当たっての中核となるから，まずその点の検討をすべきこととなる。 

イ 被告東電の注意義務違反の有無と増額事由の可否 

(ｱ) 既に述べたとおり，原子力施設の津波からの安全性の評価等に当たっては，5 

津波評価技術に基づく決定論的安全評価によることが合理的であり，当然，

これをベースに被告東電の予見可能性についても検討すべきである。そうす

ると，長期評価を上記決定論的安全評価に取り込み，本件試算津波に基づく

対策が求められるようになった平成２１年８月頃以前においては，被告東電

に慰謝料増額事由としての過失責任を問う余地はなく，原告らが主張するよ10 

うな被告東電による事故隠し，隠ぺいなどの問題があったとしても，それは

本件事故の責任原因とは無関係であって，慰謝料増額の事由となり得ない。 

(ｲ) この点，例えば，前記第５の第５の２(4)ウ及びエのとおり，７省庁手引及

び４省庁報告書の公表に際して，被告東電を始めとする電事連は，①十分な

精度といえない検討結果に基づく想定し得る最大規模の津波の具体的な数値15 

の公表は，社会的に混乱が生じるから避けてほしいこと，②断層モデルの設

定方法には４省庁報告書以外の手法もあるから，検討の一例と位置付けるこ

と，③対象津波の発生確率，施設の重要度に応じて対象津波を設定していく

よう検討してほしいこと，④実際には津波予測手法は十分な精度が得られて

きているから，精度に限界があることを必要以上に強調しないでほしいこと20 

を要望事項としていたが，その内容を見ても，当時の地震や津波の知見やそ

の後の津波評価技術の策定などに照らして，当時としては，無理のない対応

をしており，一見して明白に依拠すべき地震・津波に関する知見がない中で

このような対応をとること自体は，原子力事業者として明らかに誤った対応

であるとか，責任逃れの対応であったとは評価できない。 25 

  また，被告東電を含む電事連は，７省庁手引において，地震地体構造的見
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地から想定される地震津波が取り扱われる等の最近の新しい考え方も示され

ていることから，今後十分に検討し，必要に応じて参考とすることにすると

ともに，津波評価のための新たな指針策定の必要性を認識した上で，通産省

から指摘を受けた合理的な評価が難しい安全裕度やばらつきの議論などのほ

か，水に弱い施設については耐水性を高めるための検討について，電力共通5 

研究の実施により技術的検討をすることとしていた。そのような経緯を踏ま

えて津波評価技術が策定されており，既に述べた策定当時における津波評価

技術の合理性，信頼性等に照らし，同様に，被告東電を始めとする電事連の

その時点での対応に問題があったということはできない。 

  加えて，前記第５の２(4)オのとおり，４省庁報告書の結果も踏まえて，被10 

告東電は，本件原発において，新たな対策を必要としないものと判断してお

り，当時としても，上記通産省の指摘なども踏まえると，それ自体はやや甘

い想定と見る余地もある。しかしながら，前記第５の３(1)イ及びエのとおり，

津波評価技術が公表される前の段階で，被告東電は，これに基づく試算を実

施し，検討を始めていたこと，津波評価技術の策定後にこれに基づく想定津15 

波の試算を行い，その結果も受けて，被告東電は，機能維持対策として，６

号機の非常用ＤＧの海水系ポンプや高圧炉心スプレー用の海水ポンプの電動

機部分の据付け高さをかさ上げするとともに，建屋貫通部等の浸水防止措置

を講じたことに照らせば，合理的な津波評価の手法である津波評価技術に依

拠した検討，対策を実施していたのであり，この段階で，被告東電の対応に20 

問題があったと認めることはできない。 

(ｳ) 前記第５の３(2)ク及びコのとおり，長期評価に対する対応としても，被告

東電の担当者が，佐竹委員の回答を踏まえ，保安院の担当者に対して，長期

評価の津波地震の見解について異論がある中で，過去に日本海溝沿いで発生

した三つの地震を津波地震として取り扱ったことから出されたものである旨，25 

それ以上に具体的な理学的根拠があるものではなく，津波地震のデータも不
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十分で更なる研究・検討が必要なものである旨，それ故に，被告東電として

は決定論の中に取り込めるような話ではなく，今後，確率論に基づく安全対

策の中で取り入れていく方針である旨伝え，保安院の担当者は被告東電の方

針を了承したこと，また，その後に保安院が，原子力施設の耐震安全性の観

点から知見として採用するべきか否かの判断は，個別の評価内容を基に行わ5 

れるべきであり，都度検討するとの方針を採用していたことなどに照らせば，

被告東電の対応は，被告国の方針にも沿ったものであり，既に述べたとおり，

長期評価が平成２１年頃まで必ずしも津波評価技術に基づく決定論的安全評

価に取り込むべき知見となっていたといえない以上，その対応が著しい責任

非難に値するようなものではないものと認められる。 10 

(ｴ) 平成２１年８月頃以降の対応を見ても，確かに，同月頃以降，本件試算津

波を想定津波として具体的な措置を講ずる義務を怠った点において被告東電

には過失が認められるが，他方，そもそも，原賠法３条１項は，被害者の救

済の観点から，「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて

生じたものであるとき」という免責事由が認められない限り，事業者に無過15 

失責任を認めるものであり，少なくとも，その損害の範囲について一般不法

行為に基づく損害賠償責任と何ら異なるところはないから，単なる過失によ

るという態様自体は既に無過失責任の中で評価されており，別途これに基づ

く慰謝料の増額を認める必要性はない。 

  そうすると，単なる過失にとどまらない，例えば，故意と同視できるよう20 

な重過失やこれに匹敵するような著しい過失について慰謝料の増額を認める

余地があるとしても，既に述べたとおり，結果回避可能性自体はそれを否定

すべき事情までの主張立証がないことをもってその推認ができるが，他方，

前記第５の５(2)ウのとおり，被告東電の津波対策ワーキングの中の議論を見

ても，幾つかの対策が並行して検討されているが，必ずしもその実施は容易25 

なものであったといえず，また，被告国の規制権限不行使の違法が認められ
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ることからしても明らかなとおり，行政指導も含めて，保安院などから具体

的な対策をとるよう指示されていた事実もなかったのであって，少なくとも，

慰謝料の増額事由となるような重過失等を基礎付ける事実については特に認

められず，また，その責任原因と離れて被告東電の問題点を検討することも

できず，結局，増額事由は認められない。 5 

(ｵ) 前記第５の６(5)アの被告東電の不正事例についても，このような行為が

あったことは認められるが，本件の津波対策を講じる義務違反とは直接関係

するものではなく，これを考慮することはもとよりできない。また，前記第

５の６(5)イのとおり，市民団体からの津波対策に係る申入れがあったことは

認められるが，その主たる内容は，津波評価技術に基づいて被告が想定して10 

いた，チリ津波級の津波に伴う引き潮，高潮が発生した場合に本件原発の安

全性が確保できないとして，その対策を求めるものにとどまっており，本件

試算津波すなわち長期評価に基づく対策を求めるようなものではなく，上記

市民団体の申入れと本件事故の関連性は乏しいといわざるを得ない。そうす

ると，これらの事情もまた被告東電の悪質性等を基礎付ける事情となるもの15 

ではない。 

(2) 小括 

  以上のとおり，被告東電に慰謝料の増額まで認めるべき非難可能性，悪質性

等は認められない。 

５ 相互保証の成否（争点５） 20 

(1) 国賠法６条の意義等 

  国賠法６条１項は，「この法律は，外国人が被害者である場合には、相互の保

証があるときに限り，これを適用する。」と規定するが，その趣旨は，衡平の見

地から，同法１条１項の適用要件に該当する形で外国人に損害を与えた場合に

当該外国人の本国法において同様の被害を受けた日本人に損害賠償請求権を付25 

与されていることを条件に当該外国人に対する損害賠償責任を負うとするもの
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と解されるから，「相互の保証」とは，我が国の国賠法と全く同一の規定である

ことを求めるものではなく，要件及び効果の点から見て同程度の賠償を受け得

ることをもって足りるものというべきである。 

(2) 韓国 

  証拠（甲Ａ５０１・２～４頁）及び弁論の全趣旨によれば，同国の国賠法は，①5 

公務員が，②職務を執行するについて，③故意又は過失により，④法令に違反

して損害を加えた場合に，その損害賠償の責任が生じる旨定めているところ，

上記④の法令違反には，国民の生命，身体，財産等に関する切迫し重大な危険

状態が発生し又は発生する場合などにおいて，そのような危険状態を排除する

作為義務があるのにこれを怠った不作為が含まれると解され，我が国の国賠法10 

とその要件が実質的に変わらないこと，また，賠償すべき損害の範囲について

も精神的損害（慰謝料）が含まれていること，相互保証主義により日本人であっ

ても，その賠償を受け得ることが認められるから，国賠法６条の「相互の保証」

があるものというべきであり，韓国籍を有する原告らに対しても我が国の国賠

法の適用が認められると解すべきである。 15 

(3) 中国 

  証拠（甲Ａ５０３，丙Ａ１６１）及び弁論の全趣旨によれば，中国の国賠法にお

いては，行政機関，司法機関及び地方政府の機関を含む国家機関及びその職員

が，その職権の行使に当たって，同法規定の類型に該当する公民等の合法な権

利を侵害する行為（違法な拘束による人身の自由の侵害，傷害又は死亡の結果をもたら20 

す違法な行為等や財産に損害を与える違法な行為等）により人身権又は財産権を侵害

されたときは，その侵害の内容ごとに定められた算定方法により算出された金

員の賠償を受けることができ，人身権の侵害であって，その結果が深刻なもの

に限り，慰謝料の請求が可能であると定められていること，外国人についても，

上記中国の国賠法の規定が適用され，その場合，相互保証主義を採用すること，25 

なお，上記中国の国賠法の対象とならない行政行為については，中国法制にお
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いては一般私法の枠内で処理されることが予定され，個別法令で国家賠償責任

及び賠償手続が定められている場合にはそれによるところ，中華人民共和国権

利侵害責任法により国家機関の責任が認められる可能性があり（同法４条１項は，

権利侵害者が上記中国の国賠法による責任を負わなければならない場合でもあって，上記

侵害責任法により権利侵害責任を負うことに影響しない旨規定するから，上記権利侵害者5 

には，上記中国の国賠法上の国家機関を含んでいると解される。），原則として故意・過

失を要件とし，一定の場合には精神的損害賠償を請求できるとしていること，

これらの規定について外国人を除外する規定がないことなどに照らせば，国賠

法６条の「相互の保証」があるものというべきであり，中国籍を有する原告ら

に対しても我が国の国賠法の適用が認められると解すべきである。 10 

(4) 小括 

    以上のとおり，韓国籍を有する原告ら（原告番号２１０１～２１０８の各原告）及

び中国籍を有する原告番号２２８６の原告は，いずれも国賠法６条１項により

同法１条１項の適用を受けられるものというべきである。 

６ 賠償すべき損害及びその額（争点６） 15 

(1) 権利利益の侵害又は損害発生の考え方等 

ア 当事者の主張 

(ｱ) 原告らは，本件事故により原告らの平穏生活権を侵害されたと主張し，そ

れに基づく各原告に共通する（ただし，Ａ～Ｄの各属性により異なるが，属性ごと

で共通する。）精神的苦痛の慰謝料のみを請求し，その時期ごとに，①本件事20 

故直後における大量に放出された放射性物質による健康被害への強い恐怖感

等，それに伴う避難や避難先でのあつれき，家族との別離などによる精神的

苦痛，②避難の継続に伴う周囲とのあつれき，偏見，家族との別離などの精

神的苦痛，本件事故後に再び事故が起きることへの強い不安，放射線被ばく

による健康不安やこれに伴う社会生活上の不利益等に対する精神的苦痛，③25 

本件事故後継続する放射線被ばくに対する健康不安，地域社会力の低下，社
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会生活上の様々な障害，不利益等に対する精神的苦痛に分類できるとして，

その属性ごとの共通被害を主張している。 

(ｲ) これに対し，被告らは，仮に平穏生活権という人格的利益が認められると

しても，原告らの「法律上保護される利益」を侵害したといえるためには，

法益の性質及び侵害の態様に照らして受忍限度を超えるものであったと評価5 

できる場合でなければならず，一般的・平均的な人を基準として，本件事故

発生直後の客観的な状況の下で抱くことが不合理ではないと考えられる相当

程度の不安によって平穏かつ正常な日常生活が相当程度阻害されたと認めら

れる範囲内に限定されるべきである旨（被告東電），人格権や法的保護に値す

る利益への侵害を認めるに当たって客観性が求められ，健康リスクに対する10 

侵害を認めるに当たっては，抽象的な危険では足りず，具体的な危険，すな

わち，客観的（科学的）根拠をもって被害の生じる蓋然性が求められる旨（被

告国）主張し，その上で，中間指針等が認める自主的避難等対象区域であるい

わき市に居住する原告らの被った損害が仮にあるとしても，その額が中間指

針等やこれまでに被告東電が賠償してきた金額を超えるとは認められないと15 

している。 

イ 検討の順序 

そこで，以下，原告らの属性を踏まえ，いわき市に居住していた原告らが

受けたと考えられる被害の内容，程度等を検討し，その内容等に照らし，原

告らの法的利益の侵害又は損害の発生(損害発生等)があったといえるのかど20 

うか，その損害発生等があるとして，相当な慰謝料額が幾らかであるのかを

検討する。 

(2) 放射線被ばくの健康被害の客観的なリスクと損害発生の指標等 

  原告らの被害の内容を検討する上で，重要な指標となるべき放射線被ばくに

よる健康リスクについて，検討する。 25 

ア 低線量の放射線被ばくに関する医学的知見等 
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(ｱ) 前記第５の８(7)イ～エのとおり，低線量の放射線被ばく（ここでは，被ばく

線量が１００ｍＳｖを超えない被ばくとする。）に関する健康リスクのうち発がん

リスクについては，現在の医学的知見を前提とする限り，その影響があるも

のとは認められず，これを生命健康に対する被害と見ることはできない。 

  この点，ＩＣＲＰの平成１９年の勧告は，しきい値なしの線量モデルであ5 

るＬＮＴモデルに依拠しているが，他方，発がんリスクに関して，がんリス

クの推定に用いる疫学的方法はおよそ１００ｍＳｖまでの線量範囲でのがん

のリスクを直接明らかにする力を持たないとの一般合意の下，ＬＮＴモデル

の根拠となる仮説を明確に実証する生物学的，疫学的知見が直ちに得られそ

うになく，このモデルが生物学的真実として受け入れられているというより，10 

被ばくによる不必要なリスクを避けることを目的とした公共政策のための慎

重な判断であると考えられているといった指摘をしており，健康被害の直接

的なリスクがあるということではなく，より安全側に立った放射線防護のあ

り方のモデルとしてＬＮＴモデルを提示しているものというべきである。 

  また，前記第５の８(7)ウ(ｲ)のとおり，ＵＮＳＣＥＡＲは，その報告の中15 

で，疫学研究だけでは１００～２００ｍＧｙ（前記第５の８(7)アのとおり，γ線

に関しては，１ｍＧｙ＝１ｍＳｖと考えられる。）というレベルを大きく下回る場

合の有意なリスク上昇を同定できそうにないと指摘し，ＩＣＲＰの勧告と同

様に，疫学的方法による研究の限界を示している。 

  これらの研究成果や上記国際的な合意を前提に，前記第５の８(7)エ(ｳ)の20 

とおり，被ばくＷＧは，積算被ばく線量が１００ｍＳｖを超える場合に生涯

のがん死亡のリスクが約０．５％増加すると試算されること，また，放射線

防護上，ＬＮＴモデルは重要であるが，他方，この考え方に従ってリスクを

比較した場合，年間２０ｍＳｖ被ばくすると仮定した場合の健康リスクは，

例えば，他の発がん要因（喫煙，肥満，野菜不足等）によるリスクと比べても十25 

分に低い（あくまでも医学的知見として，客観的に，放射線被ばくと他の発がん要因
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との各健康リスクを比較したものと理解できる。）こと，放射線防護措置に伴うリ

スク（避難によるストレス，屋外活動を避けることによる運動不足等）と比べられる

程度であると考えられることを指摘している。この指摘は，現在までの生物

学的・疫学的研究を踏まえた医学的知見に基づくＩＣＲＰの勧告やＵＮＳＣ

ＥＡＲの報告に基づくものであり，医学的に正当なものと評価できる。 5 

(ｲ) また，発がんリスク以外の健康被害のリスクについては，前記第５の８(7)

イ(ｲ)ｃのとおり，低線量被ばくの場合，がん以外の疾患の誘発について疫学

的な方法による証拠は積み上げられているが，他方，低線量における線量反

応の形状における現行の不確実性及びＬＳＳデータに照らして，線量しきい

値がないことと，約０．５Ｓｖの線量しきい値があることの両方に矛盾しな10 

いものであること，このことが，ＩＣＲＰの勧告において示され，１Ｇｙ以

下では過剰なリスクの証拠はほとんど見られなかったとのＵＮＳＣＥＡＲの

結論でもあることに照らせば，低線量被ばくにより発がんリスク以外の健康

リスクがあることについても，現時点では，医学的なエビデンスが得られて

いないものというべきである。このことは，前記第５の８(7)カ(ｲ)などの疫15 

学的研究によってそのリスクが明らかとされていないことからも裏付けられ

る。 

(ｳ) 前記第５の８(7)エ(ｲ)ｃのとおり，放射線感受性が高い子供・胎児への影

響として，被ばくＷＧは，一般に発がんの相対リスクは若年ほど高くなり，

小児期・思春期までは高線量被ばくによる発がんリスクは成人と比較して高20 

いが，低線量被ばくでは年齢層の違いによる発がんリスクの差は明らかでは

なく，放射線による遺伝的影響について，原爆被爆者の子供数万人を対象と

した長期間の追跡調査によっても，現在まで遺伝的影響は検出されていない

と指摘するとともに，チェルノブイリ原発事故における甲状腺被ばくと比較

して，本件事故による小児の甲状腺被ばくは限定的であり，被ばく線量が小25 

さく，発がんリスクは非常に低いと考えられ，小児甲状腺被ばく調査の結果，
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環境放射能汚染レベル，食品汚染レベルの調査などの様々な調査結果によれ

ば，本件事故による環境中の影響によってチェルノブイリ原発事故のような

大量の放射性ヨウ素を摂取したとは考えられないとする。 

この被ばくＷＧの見解については，前記第５の８(7)ウ(ｳ)のとおり，ＵＮ

ＳＣＥＡＲの報告が，甲状腺に関するのう胞，結節，がんの発見率が増加し5 

ているとの福島県県民健康調査の結果（前記第５の８(7)オ）に関して，高い検

出効率によるものと指摘し，本件事故の影響を受けていない青森県，山梨県

及び長崎県における甲状腺検査の結果と福島県における検査結果を比較して

も，のう胞等の発見率は異ならず，発見率の増加が放射線の影響とは考えに

くい（本件事故との有意な相関関係を見出していない趣旨と考えられる。）としてい10 

ることも踏まえると，その医学的正当性は十分に担保されているといえる。 

  また，上記健康調査の結果については，前記第５の８(7)キ(ｲ)の連名意見

等においても，当初から健常者に対して精緻な検査を導入すれば多くの有所

見者が検知されることは予想され，潜伏期等の問題を踏まえるべきであるこ

と，福島県立医科大学の研究においても甲状腺がんと放射線被ばくとの因果15 

関係を示唆する所見が得られていないことが指摘されている。 

(ｴ) このような医学的知見の状況，特にＩＣＲＰの勧告・ＵＮＳＣＥＡＲの報

告に依拠し，被ばくＷＧが，緊急時被ばくにおいてＩＣＲＰの参考レベルで

ある年間２０～１００ｍＳｖの範囲から最下限の年間２０ｍＳｖを基準とし

て選択し，現存被ばくにおいて年間１ｍＳｖを目標として状況改善に取り組20 

むとしており，さらには，これを踏まえて前記第５の８(2)アの原子力安全委

員会における緊急時被ばくにおける年間２０ｍＳｖ，現存被ばくにおける年

間１ｍＳｖの目標が設定され，これを前提に，前記第５の８(2)ア(ｱ)及び(ｵ)

のとおり，文科省の通知において，平成２３年４月に，屋外における毎時３．

８μＳｖの空間線量率（年間で見ると，緊急時被ばくにおける年間２０ｍＳｖとな25 

る。）が基準として示され，同年８月段階では，学校が再開されている地域で
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は既に校庭・園庭において，上記毎時３．８μＳｖ以上の空間線量率が測定

されている学校はなく，年間１ｍＳｖに向けてこれを達成するための取組を

示し，毎時１μＳｖ未満（通学日数年間２００日，１日当たりの平均滞在時間６．

５時間（屋内４．５時間，屋外２時間）とする。）を目安とすることなどを示してい

たのであり，これらの行政の措置はおおむね妥当なものと評価できる。 5 

イ 疫学的研究の評価 

(ｱ) 他方，前記第５の８(7)カのとおり，多くの疫学的研究において，低線量被

ばくとがんの増加の相関関係を示唆するデータが示されている。例えば，Ｌ

ＳＳ集団における統計的に有意な固形がんの増加の示唆等（「閾値」なし），原

子力産業の放射線作業従事者や放射線量モニターを受けた労働者に係る低線10 

量被ばくとがんの増加，内部低線量被ばくを受けたテチャ川流域住民におけ

る全固形がん発生率リスク増加などが示唆されている。 

  また，胎児・小児に関しても，胎児の放射線照射に関する小児がん・白血

病のリスクの増加，ＣＴスキャンによるがん罹患率の上昇，自然γ線の線量

の高い地域における小児白血病のリスクの上昇，バックグラウンド電離放射15 

線による小児のがんのリスクの上昇などが示唆されている。 

(ｲ) しかしながら，ＩＣＲＰの勧告などにもあるとおり，疫学的研究には限界

がある上，前記第５の８(7)キ(ｲ)の連名意見等にあるとおり，交絡因子の適

切な除去，後ろ向きコホートの問題点などが指摘され，上記疫学的研究は，

医学者ではない一般通常人に発がんのリスクを覚えさせるものとして全く無20 

視するということはできないが，他方，低線量被ばくによるがん発生のリス

クの上昇を医学的な観点から客観的に証明するものとはいい難い。これは，

疫学的研究の成果を積極的に承認する崎山医師の見解（前記第５の８(7)キ(ｱ)）

を考慮しても，その結論を左右するものではない。現に，上記(ｱ)の疫学的研

究を詳細にみていくと，一部がんのリスクの上昇率について全て整合的に説25 

明できるものではなく，前記第５の８(7)カ(ｴ)及び(ｹ)のとおり，放射線量の
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増加による白血病の増加について有意差が指摘されていないものとそれが指

摘されているものがあったり，前記第５の８(7)カ(ｵ)のとおり，高い自然放

射線下にあるインドケララ州において地表γ線に対するばく露とがんのリス

クとの間に有意な相関関係を示さなかったケースがあったりするなど，やは

り疫学的研究には限界があるものといわざるを得ない。 5 

(ｳ) また，前記第５の８(7)カ(ｲ)のＬＳＳ集団の研究からは，発がんリスク以

外の健康リスクに関しては，わずかに循環器リスクの疾患は有意に増加した

ことが指摘されているが，それ以外の疾患との関連性は認められておらず，

疫学的研究によっても，発がんリスク以外の健康リスクの上昇は明らかとな

っていない。 10 

(ｴ) このように，疫学的研究には限界がある以上，疫学的研究に依拠して低線

量被ばくに係るがん発生率の上昇を認めることはできないものというべきで

あるし，また，発がん以外の他の健康リスクも客観的には明らかとなってい

ない。 

ウ 放射線被ばくによる健康被害のリスクの考慮要素 15 

(ｱ) 以上の点を踏まえると，低線量被ばくによる健康被害の具体的リスクは見

出しがたく，その有意性を認める多くの疫学的研究があるものの，医学的な

エビデンスにより証明されている状況にあるとはいい難く，低線量被ばくに

よる損害の発生を検討するに当たり，生命身体の損傷を伴う慰謝料の発生は

およそ観念できない。 20 

  しかしながら，既に述べたとおり，被ばくＷＧが，低線量被ばくに係る２

０ｍＳｖという指標を述べ，これを踏まえて，原子力安全員会，文科省など

の各行政機関において，生活パターンや屋内における遮へい効果なども考慮

して，屋外での毎時３．８μＳｖ，屋内での毎時１．５２μＳｖという目標

を設けていることに鑑みると，身体的損傷を伴わない場合であっても，低線25 

量被ばくによる健康被害に懸念を抱く客観的な指標（共通被害を想定）として，
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まず屋外の空間放射線率が毎時３．８μＳｖを超えるかどうかを一応の目安

と考えるべきである（ただし，これを超えることをもって直ちに慰謝料の支払を要す

べき利益侵害・損害の発生が認められるという趣旨ではない。）。 

(ｲ) 他方，子供（ここでは，１８歳以下の者を想定），胎児，妊婦について，上記の

とおり，チェルノブイリ原発事故と異なり，現時点で，本件事故による子供5 

の放射性ヨウ素による甲状腺がんの発生の増加が見込まれる状況にはなく，

被ばくＷＧも，年齢層に応じて低線量被ばくのリスクが高まるかどうかにつ

いては明らかではないと述べている。 

  もっとも，前記第５の８(7)ウのＵＮＳＣＥＡＲの報告では，疫学的研究に

依拠し，推定値の不確かさを十分に認識した上で，若い集団，特に胎児の放10 

射線感受性が高いことを指摘している。また，疫学的研究の多くは，胎児・

小児に限っては，固形がん・白血病のリスクの上昇をいずれも示すものであ

って，後ろ向きコホートや交絡因子を考える必要があるにせよ，インドケラ

ラ州での調査結果に見られるような放射線量の増加によるリスク上昇を否定

する方向の胎児・小児に関する疫学的研究については，本件訴訟において明15 

らかとなっていない。 

  単純に考えても，若年層になるに従って生涯被ばく線量が高くなることは

必然的であり，その点も考慮する必要がある。 

  そこで，子供・胎児ひいては妊婦においては，低線量被ばくによる健康被

害に懸念を抱く客観的な指標としては，前記第５の８(2)ア(ｵ)の文科省の通20 

知をベースに，屋外の空間放射線量率が毎時１μＳｖを超えるかどうかを一

応の目安と考えるべきである（ただし，これを超えることをもって直ちに慰謝料の

支払を要すべき利益侵害・損害の発生が認められるという趣旨ではない。）。 

(ｳ) なお，前記第５の８(3)ウのとおり，追加被ばく線量年間１ｍＳｖ以下を達

成する上での指標として，毎時０．２３μＳｖという指標もあるが，これは，25 

屋内の遮へい効果なども考慮しつつ，１日の全積算線量として設定された指
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標であり，上記(ｱ)，(ｲ)の慰謝料算定の際の参考とすべき指標値は，あくま

でも共通被害における慰謝料の算定という観点から，客観的に見て健康被害

のリスクを抱くことが合理的であるかどうかを検討するものであり，常時屋

外の特定の線量の地点にとどまるものではなく，生活のパターンなどに応じ

ても積算線量が異なり得るものであることも考慮すると，共通被害の指標と5 

しては，ある程度健康被害のリスクを客観的に感じることが合理的なものに

よるべきであり，上記毎時１μＳｖ（子供，胎児，妊婦）又は毎時３．８μＳｖ

（それ以外の成人）を，その指標とすべきである。 

(3) 本件事故直後の，いわき市居住の原告らの被害内容等 

ア 本件事故直後（平成２３年３月及び４月）のいわき市の被害状況等 10 

(ｱ) いわき市の平成２３年（以下この「ア」の項では，平成２３年は省略する。）３

月頃の状況は，以下のとおりである。 

ａ 前記第５の８(1)ア～ウのとおり，本件事故を受けて，原災法に基づく避

難のための立ち退きや屋内退避の指示が発令され，３月１１日及び同月１

２日頃までいわき市は，主として楢葉町や広野町から避難者を受け入れて15 

いたこと，同日に本件原発から半径２０ｋｍ圏内の居住者等に対する避難

指示が発せられるに至り，翌日である同月１３日の新聞報道においても我

が国で初の炉心溶融が起きたとの見方を保安院が示したこと，避難指示に

伴い，浪江町ほか５町の合計６万１６９８人が避難の対象となることなど

が報じられたことが認められる。そして，いわき市においては，同日には，20 

本件原発から半径３０ｋｍ圏内にある久之浜・大久地区住民に対する自主

避難の呼びかけや緊急輸送バスの運行による避難を開始させたことなどか

らして，同市の大部分が避難指示等の対象となってはいないものの，本件

原発により近接し，避難指示等の対象となった楢葉町や広野町から多くの

避難者を受け入れていた状況の中で，いわき市の一部に自主避難が呼びか25 

けられるに至り，本件事故が発生した段階から生じていた避難者の受入れ
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等による社会的混乱は，更に深刻なものとなったと認められる。 

ｂ 前記第５の８(1)ウ及びエのとおり，本件事故直後にはいわき市にある県

合同庁舎における放射線量は毎時０．０９μＳｖであったが，３月１４日

及び同月１５日には同庁舎の放射線量が最大毎時２３．７２μＳｖに上昇

し，その後低下したものの，一時的にせよ，上記(2)のとおり，一般通常人5 

が放射線被ばくによる発がんリスクの不安・恐怖を覚えることが合理的と

考えられる毎時３．８μＳｖを超える状態となった上に，同日以降も毎時

１μＳｖを超えることは複数回あり，子供やその保護者，妊婦などが当然

に上記健康不安を覚えることが合理的と考えられる状況にあった。また，

同日にいわき市が独自の判断で小川町などの一部地区に自主避難を要請す10 

るとともに，全市民に対し，不要不急の外出を控えるようにとのメッセー

ジを発し，その後の原災法に基づくいわき市の一部地域に対する屋内退避

指示後には，全市が屋内退避指示の対象となったという誤報が広まり，物

資の流通が止まり，市内の小売店が閉店となるなどした。以上のように，

放射線被ばくの具体的な危険性が生じたほか，物流などの乱れから，市民15 

生活に相当程度の影響が生じていたことが認められる。 

  この点，新聞報道を見ても，「メルトダウン」，「放射性物質大量放出」

などと，チェルノブイリ原発事故のような，住民の健康に大きな影響を及

ぼす事態が生じかねないことなどを報じていたほか，福島県の発表内容と

して，屋内避難について，いわき市四倉地区だけで見ても約３万人が対象20 

となると報じるなど，本件事故の影響が拡大し，収束が見えない状況にあ

り，当然，いわき市に居住する市民が大きな不安や恐怖を覚えたことは想

像に難くない。 

ｃ このような市民生活の社会的混乱については，前記第５の８(1)オ及びカ

のとおり，３月２０日以降，ガソリンの段階的供給が開始されるようにな25 

り，同月２１日には常磐自動車道の一般車両通行止めが解除され，同月２
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２日には，いわき市によるごみ収集の一部再開，共立病院の外来通常診療

の再開，コンビニエンスストアの一部再開が，同月２５日には，いわき市

内での郵便業務の再開がそれぞれされるなど，市民生活に必要な物流や診

療などの再開の様子もうかがわれ，３月下旬頃にはいわき市内での市民生

活が徐々に回復していた状況もうかがわれる。 5 

  しかしながら，他方，同月１８日にはいわき市が安定ヨウ素剤の配布を

発表し，妊婦及び４０歳未満の市民に対し，安定ヨウ素剤の配布を実際に

開始し，同月２１日の県合同庁舎の放射線量率が，一時，毎時６．００μ

Ｓｖに達し，同月２３日に水道水から１０３Ｂｑの放射性ヨウ素が検出さ

れ（前記第５の８(1)オ(ｱ)ａ，前記第５の８(1)オ(ｲ)ａの厚労省の通知等では，乳幼10 

児用の飲料水としては１００Ｂｑを超えるものを使用しないよう指導し，その旨広報

するよう求めており，また，日本産婦人科学会は，２００Ｂｑ前後の放射性物質を含

む軽度汚染水道水を妊婦が飲用しても，母体，胎児や乳児に問題はないとしていたが，

確定的なことは不明であり，できる限り軽度汚染水道水以外の飲料水を利用できる場

合それによるべきとしていた。），いわき市が乳児の水道水摂取を制限しペッ15 

トボトル水の配布を開始し，乳幼児の保護者や胎児がいる妊婦などを中心

に，放射線被ばくによる健康被害の危惧を抱くことが当然の状況にあった

ことがうかがわれる。それ以降も，前記第５の８(1)キのとおり，３月中は，

上記基準値を超えないものの，いわき市内の複数の浄水場や合同庁舎で採

取した水道水から，断続的であるが，放射性ヨウ素が検出される状況が続20 

いていた。 

  また，前記第５の８(3)イ(ｳ)ａのとおり，同月３１日時点でも，いわき

市内に毎時１μＳｖを超える地点があり，その状況が継続しており，合理

的と考えられる放射線被ばくによる健康被害への不安や恐怖は継続してい

たものと評価できる。 25 

  同月２４日時点では，本件事故の収束に向けた努力がされているものの，
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課題が多いといったことが報じられ，同月２５日時点で，安定停止までに

なお数箇月以上の期間を要するといった見通しのほか，被告国（内閣官房長

官）からの２０～３０ｋｍ圏内の住民に対する自主避難の要請があり，い

わき市では既に独自に圏内の地区住民に対して避難を呼びかけるなど冷静

に受け止めているが，「国は具体的な情報を示し，不安をあおらないでほ5 

しい。」と要請したとも報じられ，情報の混乱などが続いていた状況にあ

ったことが認められる。 

(ｲ) 他方，３月終わり頃又は４月頃以降は，市民生活の混乱状況や放射線被ば

くのリスクに合理的な不安を覚える状況は，徐々に収まっていった状況がう

かがわれる。 10 

ａ 前記第５の８(1)カのとおり，３月２８日以降，いわき市の公立保育所の

半数程度が業務を再開し，新規の施設も含めたいわき市内２８の保育所の

業務開始，大部分の小売店の営業時間を短縮した上での再開，大剣ふ頭の

入港再開による燃料不足の一定程度の解消，いわき市内の約７割の医療機

関の診療再開，津波などの被災地域を除くいわき市内の水道の全面復旧（余15 

震の影響で一時再度断水したが，４月中には再度復旧した。），ごみの収集の全面

再開，小中学校の入学式の実施，市内路線バスの通常運行の開始，ＪＲ常

磐線のいわき駅～高萩駅間の運行再開，その後の四倉駅までの運行再開，

ＪＲ磐越東線の通常運転の再開，いわき市が「緊急時避難準備区域」の対

象とならないことの公表などがあり，また，屋内退避区域においても，同20 

区域内のいわき市役所の久之浜・大久の各支所における本来の場所での業

務が再開されたほか，５月になってからではあるがＪＲ久ノ浜駅までの運

行再開などもあり，４月以降，一定程度市民生活の社会的混乱が収まり，

徐々に日常的な生活状況に戻りつつあったものというべきである。 

ｂ なお，本件原発からの汚染水の海洋流出なども明らかとなったが， 被告25 

東電による本件事故の収束に向けた道筋の公表，屋内退避区域における物
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流の停止やこれによる社会生活上の被害などを受けての新たな区域設定の

検討といった経過を経て，４月２２日，屋内退避指示が解除され，これに

伴い，いわき市は緊急時避難準備区域などの指定を受けることなく，その

時点で，一応，原災法などの法令上の制約を受ける状態が解消された。 

ｃ 放射線被ばくのリスクも，前記第５の８(3)イ(ｱ)ａ，前記第５の８(3)イ5 

(ｲ)ａ，前記第５の８(3)イ(ｳ)ａのとおり，４月になっても，屋内退避区域

となっていた地域を中心に，空間放射線量率が一部毎時１μＳｖを超える

地点もあったが，それらを除いたいわき市全体としてはおおむね毎時１μ

Ｓｖ未満となっていること，前記第５の８(1)キのとおり，４月に入ってか

らは，一部１ｋｇ当たり１００Ｂｑを下回る放射性ヨウ素が検出されるこ10 

とがあったものの，ほぼ不検出であるなど，放射線被ばくのリスクを覚え

ることが合理的な状況も次第に収まっている状況にあったものと認められ

る。 

(ｳ) 以上のとおり，いわき市は，本件事故が発生した３月にはかなり社会的に

混乱した状況となるとともに，一定程度の放射線被ばくによる健康被害の不15 

安，恐怖を抱くことが当然の状況となっていたが，４月以降徐々に回復し，

もとより本件事故の影響が，４月２２日の屋内退避区域の解除により直ちに

完全に解消されたとはいえないが，ある程度社会的混乱が収まり，放射線被

ばくのリスク自体も同様であって，日常生活を回復していく状況にあったも

のと評価できる。 20 

イ いわき市居住者の避難状況等 

(ｱ) 上記の３月及び４月のいわき市内における市民生活の混乱や被害，放射線

被ばくによる健康被害への不安，恐怖などから，相当程度のいわき市の住民

が避難を余儀なくされたことが認められる。 

(ｲ) 前記第５の９(1)イ(ｳ)ａ及びｂのとおり，原賠審が参考にした資料には，25 

①平成２３年３月１５日時点でのいわき地区の自主的避難者数が１万５３３
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７人にも達し（ただし，受入れ人数はこれ以上の１万５６９２人に達する。），直接

避難指示等の対象となった相双地区（１万２２０５人）よりも多いこと，②同

日時点での児童生徒などの子供の避難者を見ても，相双地区に次いで多く，

１１２７人に達し，同年８月３１日時点での子供の避難者数が１１５４人（小

学生９５０人，中学生２０４人）であったこと，③同年３月～同年９月の転入者5 

数（本件事故以外の地震・津波による避難等を含む。）が，いわき市では４４７０

人であるが，他方，転出者数がいわき市では１万０３７１人と，ほぼ相双地

区と同数程度の転出者数であったことが認められ，もとよりその全てではな

いとしても，相当数の市民の転出に本件事故が影響しているものと見られる。

また，年齢別人口推移を見ても，特に相双地区・いわき地区では，平成２３10 

年３月及び４月に限ってみれば，県北地区などと比較しても，１０～１９歳

の年齢層の減少が大きい状況にあった。 

  また，前記第５の８(1)カ(ｵ)，前記第５の９(1)イ(ｳ)ｂのとおり，いわき

市は，「警戒区域」，「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」の指

定を受けることはなかったが，本件原発からの距離が相当近い上，警戒区域15 

等の指定を受けた多くの自治体が存在する相双地区に隣接し，上記原賠審が

参考にした資料からも分かるとおり，いわき地区は相双地区と同じ福島県の

「浜通り」と呼ばれるエリアに分類されていること，福島県からの安定ヨウ

素剤の配備も３月１６日と比較的早い時期にされていることなど，警戒区域

等の指定を受けた市町村を除けば，本件事故の被害，影響を最初に，かつ，20 

最も受ける地域であったと考えられる。 

(ｳ) また，いわき市の避難者の傾向を知るものとして，前記第５の８(5)のアン

ケート調査の結果を指摘できる。 

  ①平成２４年にいわき市が実施したアンケート調査では，回答件数１２６

１件に対し，避難した者が６９８人と回答者の半数以上となり，その避難の25 

期間（終期）は３月中が最も多く（３２６人，避難者の約半数），４月に戻った者
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を含めると，上記避難者の７５％近くに達することが認められる。 

  ②平成２６年にいわき市が実施したアンケート調査では，有効回答者数１

１５６人（うち屋内退避区域の久之浜・大久地区の居住者と回答した者が２３人であ

る。）のうち，本件事故を受けての屋内退避の状況について，半数以上の５３．

９％が屋内退避し，屋内退避区域の久之浜・大久では，８１．８％が屋内退5 

避を実施していること，年齢による差もあり，特に１８歳未満の者や妊婦が

いた世帯は，そうでない場合と比較し，屋内退避したとの回答が多いこと，

本件事故を受けて避難を実施した者について，屋内退避区域以外の地区にお

いて家族の一部が避難した者も含めると，全体の約５６％に達し，屋内退避

区域ではほぼ全世帯の９５．７％が家族全員の避難を実施したと回答してい10 

ること，高校生以下の子供や妊婦がいた世帯の避難実施率が高いこと，避難

の理由としては，本件原発の水素爆発（６５．６％）が多いが，自宅や避難所

にいる不安（４３．３％），家族に子供や妊産婦がいたこと（２５．２％）など

が理由に挙げられている。屋内退避区域ではいわき市による避難の呼びかけ

を理由として挙げている割合が高く，また，避難先は福島県外が７１．１％15 

となっている。他方，避難しなかった者の避難しなかった理由としては，学

校や仕事の都合があったこと（３２．２％），いわき市が自主避難を呼びかけ

ている地域ではなかったこと（２９．０％），避難先の当てがなかったこと（２

５．３％）が多く，高齢者や障がい者などの避難行動が困難な者がいて避難さ

せられなかったこと（２０．４％）も挙げられる。 20 

  ③社会学者の高木准教授による平成２６年のアンケート調査では，６８１

人の回答者のうち，いわき市内の別の場所への避難も含めて全体の約６割が

避難したと回答し，避難期間は２週間～１か月が最も多く（４１．３％），放射

線被ばくの健康影響への不安と市外避難経験との関係について，不安がある

との回答をした者（１２６人）のうち６１．１％が市外に避難し，やや不安が25 

あると回答した者（１９１人）のうち６０．７％が市外に避難したと回答して
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いる。 

  ④原告ら代理人の依頼に基づき，平成２８年にリサーチ会社が実施したア

ンケート調査では，１１５２人の回答者のうち，自主避難を実施したという

回答が最も多く（５５５人，４８．２％），自主避難していない者も，自主避難

を考えたが，様々な事情により選択できなかったと回答していた（３１４人，5 

２７．３％）。自主避難を決断した理由（複数回答可能）について，情報不足等

による被ばくの恐怖，不安が最も多く（５８７人），物資不足（３８１人），子

供や妊婦への被ばく回避（３４３人）などがある。他方，自主避難をしない滞

在者の滞在理由（複数回答可能）としては，移動手段やガソリンがなく避難で

きなかった（２３０人）との回答が最も多く，次いで仕事上の都合等（２０４10 

人），避難先の当てがなかったこと等（１９７人）も理由にあるほか，介護が

必要などの避難弱者がいたこと（１４０人）なども理由にある。避難者の帰還

の時期について，４月１日～４月３０日が２４３人，３月２５日～３月３１

日が１７７人，３月１８日～３月２４日が１０８人であった。いわき市に帰

還した理由（複数回答可能）としては，長期避難の精神的限界（４１３人），同15 

じく金銭的限界（３２５人），仕事の都合（３１１人），避難先の親族等への気

兼ね（３０４人）などである。 

ウ 小括 

  以上のとおり，平成２３年３月及び同年４月のいわき市の状況を見る限り，

本件原発から相当近い距離にあり，かつ，原災法上の避難指示等の対象とな20 

らなかったにせよ，その対象となった相双地区と同じ「浜通り」であり，そ

のため，本件事故に伴い多くの避難者を相双地区から受け入れるなど，相双

地区を除けば，本件事故の影響を最初に，かつ，強く受けるエリアであった

こと，情報不足の中，物流の停止などの社会的経済的な混乱から市民生活が

脅かされたこと，放射線被ばくによる健康被害の危惧を抱くことが合理的な25 

状況にあったこと，以上の点に鑑みると，法令上避難を強いられたわけでは
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ないとしても，事実上避難を強いられる状況にあったというべきである。 

(4) 本件事故から一定期間経過後の放射線被ばくによる健康リスク等 

ア 平成２３年５月以降のいわき市における空間線量の推移等 

(ｱ) 平成２３年５月以降の空間放射線量の推移について，前記第５の８(3)イ

(ｱ)のとおり，同年６月～７月の空間放射線量率の測定の結果及び走行サー5 

ベイによる道路周辺の空間線量率の結果を見ると，いわき市においては，い

ずれも線量率が高い北部で毎時１．９～３．８μＳｖの地点があったが，そ

れ以外の地点では，一部毎時１．０μＳｖ以上の地点もあるものの，おおむ

ね毎時１．０μＳｖ未満であった。 

  それ以降，海や湖沼の沿岸部の水面高さの違い，飛行方向の違い，測定値10 

の欠測箇所の存在により空間線量率が増加又は減少している箇所が確認され

たほか，一部の河川の河口付近等において河川による放射性物質の移行によ

り空間線量率が増加傾向にあると思われる箇所が確認されたものの，全体と

しては，セシウム１３４，１３７の物理的減衰部分９．２％程度の影響等も

あり，空間線量率が１１％程度減少していることが確認された。現に，前記15 

第５の８(2)イ(ｲ)の線量分布図（平成２３年１１月５日換算値）には，川内村や

広野町と接するいわき市の北部付近すなわち屋内退避区域の一部で年間線量

（単位ｍＳｖ）が１０以上２０未満の地域があり，同付近の一部に５以上１０

未満の地域もあったが，それ以南は５未満となっていた。 

(ｲ) 前記第５の８(3)イ(ｲ)のとおり，公園等における空間放射線量の測定結果20 

を見ても，平成２３年６月１６日～同月２１日におけるいわき市内の２７か

所の公園，緑地等の調査地点で毎時１μＳｖを超えた地点はなく，それ以降

の平成２４年４月１０日～同月２４日の同市内２５０か所の公園，緑地等の

調査地点での調査や平成２５年６月１０日～同月２５日の同市内公園，緑地

等２４８か所の調査地点での調査においても毎時１μＳｖを超えることは25 

なく，また，最も高い地点における放射線量を見ても，暫時低減しているこ
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とが認められる。 

(ｳ) さらに，前記第５の８(3)イ(ｳ)のとおり，福島県内の自主的避難等対象区

域の放射線量率を見ると，平成２３年８月以降，いわき市の空間放射線量率

は，福島市及び郡山市のそれよりも，おおむね低い値で推移しており，平成

２４年３月以降，平成２８年３月３１日まで，いわき市の測定地点の線量率5 

が毎時０．１μＳｖを超えることはなく，また，福島市及び郡山市の各測定

地点を上回ることもなかったことが認められる。 

(ｴ) 以上のとおり，いわき市の空間線量率を見る限り，屋内退避区域を除き，

本件事故直後の，しかも特定場所の特定時点を除き，毎時３．８μＳｖをほ

ぼ下回っているし，また多くの地点で毎時１μＳｖを下回っている状況にあ10 

ったことが認められる。特に，平成２４年以降，放射線感受性が高い子供・

妊婦などについても，本件事故による放射線被ばくによる健康被害のリスク

があったものとは認められないし，おおむね先に述べた指標を下回るもので

ある。屋内退避区域においても，平成２３年７月頃までには毎時３．８μＳ

ｖ未満の地域が多くなっており，いわき市の他の地域に比べて放射線量が高15 

いことを考慮するとしても，放射性セシウムなどの物理的減衰も見込まれ，

次第に低減している状況にあるということができる。 

(ｵ) その上，前記第５の８(3)ウのとおり，いわき市は，日常生活環境における

追加被ばく線量を年間１ｍＳｖ未満とすることを目標に，計画的に市内の除

染を進めており，その計画に従って，住宅，道路，農地，森林などの生活圏20 

の除染を進めているほか，子供の遊び場となるような公園なども特に局所的

に線量が高い地点（「特定線源」又は「ホットスポット」）を中心に除染を実施し

ている。また，小中学校の除染も優先的に進められ，除染土の学校等の現場

保管の問題はあったものの，それも仮置場の確保に伴い，次第に解消されて

いる。 25 

(ｶ) このように，平成２３年５月以降のいわき市の空間線量率の推移，状況等
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に照らせば，いわき市内の屋内退避区域以外について放射線被ばくによる健

康リスクはほぼ認められず，屋内退避区域であっても除染が進み，少なくと

も，居住圏や人が通常活動する生活圏エリアでの放射線被ばくによる健康リ

スクが認められる状況にはなく，先に述べた指標（子供・妊婦などについて屋外

の空間放射線量毎時１μＳｖ，その他の成人について同３．８μＳｖ）に照らし，放5 

射線被ばくによる健康リスクを危惧することが合理的であるという状況はお

おむね解消されていたことが認められる。 

イ いわき市における水道水，食品などの内部被ばくのおそれ等 

(ｱ) 前記第５の８(7)エのとおり，被ばくＷＧは，外部被ばくと内部被ばくとの

影響の相違について，結局，臓器に付与される等価線量が同じである限り，10 

そのリスクが同等と評価できるとしている。この点，福島県の状況としては，

前記第５の８(7)オのとおり，ホールボディカウンターによる内部被ばくの検

査が進められ，９万人以上の県民に対する検査の結果，預託実効線量が全て

１ｍＳｖ未満であり，２０ｍＳｖを大きく下回っており，外部被ばくの影響

を考慮するとしても，上記アのような空間放射線量の状況に照らせば，その15 

影響もそれほど大きくはなく，現時点では，放射線被ばくによる具体的な健

康リスクが認められるような状況にはないというべきである。 

(ｲ) 内部被ばくが問題となる水道水について，前記第５の８(1)キのとおり，３

月までは放射性ヨウ素が検出されたが，４月以降，ほぼ不検出であり，水道

水の汚染状況も５月以降，特に健康被害を生じさせるような状況にあったと20 

は認められない。 

  前記第５の８(3)カ(ｱ)のとおり，飲料用井戸水なども，平成２９年２月ま

でに約２０００件の検査が実施されたが，いずれも１ｋｇ当たり２Ｂｑとい

う検出限界値未満であった。 

(ｳ) 食品等の摂取・出荷制限に関し，前記第５の８(3)エ及びオのとおり，平成25 

２３年度以降，農作物，加工食品に関して，福島県の検査に加えて，いわき
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市が独自の検査を実施しており，同年９月～平成２８年１２月のいわき市の

独自検査の結果を見ても，９０％以上の食品等に，本来の一般食品（飲料水，

乳幼児食品を除く。）の基準値１ｋｇ当たり１００Ｂｑ（前記第５の８(3)エ(ｱ)の

とおり，年間１ｍＳｖを超えないように設定された基準であり，飲料水は同１０Ｂｑ，

乳幼児食品等は同５０Ｂｑとなっている。）はもとより，検出下限値（前記第５の5 

８(3)エ(ｳ)のとおり，１ｋｇ当たり１０Ｂｑ又は同２０Ｂｑ）を超えることはなく，

適時に出荷制限や摂取制限の指示も行われている。また，いわき市内の公立

保育園，幼稚園，小・中学校における給食の食材や加工食品について別途検

査が実施されており，いわき市独自の基準値である１ｋｇ当たり２０Ｂｑを

超えることはない状況となっている。 10 

  前記第５の８(3)オのとおり，福島県による海産物の出荷制限などは一部

継続されているが，試験操業も開始され，参加する漁業者数も増加し，その

対象種も順次拡大され，そのいずれも１ｋｇ当たり１００Ｂｑという基準値

を下回っている。 

  以上のとおり，食品等による内部被ばくのリスクが発生する現実的なおそ15 

れがあるとは認められない状況となっている。 

(ｴ) 前記第５の８(7)ウのＵＮＳＣＥＡＲの報告，前記第５の８(7)エの被ばく

ＷＧにおいて，チェルノブイリ原発事故での小児甲状腺がんの増加原因が，

事故直後数箇月の間に，放射性ヨウ素に汚染された牛乳の摂取による選択的

な甲状腺への内部被ばくによるものとされているが，同事故と本件事故との20 

比較において，本件事故による小児の甲状腺被ばくは限定的であり，被ばく

線量は小さく，発がんリスクは非常に低いと考えられると指摘されていると

おりである。いわき市に限ってみても，前記第５の８(7)オ(ｲ)のとおり，１

回目の県民健康調査で福島県全体の「悪性ないし悪性疑い」の判定者（１１３

人）は，全検査実施者（３０万０４７６人）のうちの約０．０４％であり，いわ25 

き市では約０．０５％（検査者数４万９４２９人，悪性等２４人）とほぼ変わらず，
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また，同様に２回目の県民健康調査で，福島県全体の「悪性ないし悪性疑い」

の判定者（５９人）は，全検査実施者（２７万０３７２人）のうちの約０．０２％

であり，いわき市では約０．０１％（検査者数４万５２２８人，悪性等５人）とほ

ぼ変わらず，既に述べたとおり，これらの値は，高い検出効率によるものと

指摘され，かつ，そのことが他県における甲状腺検査の結果や福島県立医科5 

大学の研究からも裏付けられていることなどに照らして，福島県全体で見て

も，いわき市に限って見ても，いずれも本件事故と甲状腺がんの発症状況と

の医学的関連性は否定されている。 

ウ 汚染水の状況等 

(ｱ) 前記第５の８(3)アのとおり，本件事故直後に海洋中に大量の放射性物質10 

が放出され，その影響が出ていることは，前記第５の８(3)オの海産物のモニ

タリング調査の結果からもうかがわれる。しかし，これが直接的な，人，特

にいわき市に居住する原告らに健康被害のリスクを増大させるものではない

ことは既に述べたとおりである。 

(ｲ) また，前記第５の８(3)キのとおり，汚染水の海洋流出などの問題は，人体15 

への影響が低いとされるとはいえ，漏えい事故などもあって，トリチウム水

の処理の問題や完全な問題解消に向けた道筋が付いているとはいい難いもの

の，港湾内のモニタリングの状況等から，ある程度流出が抑えられている状

況も確認でき，被告東電においてその処理に取り組んでいる状況もうかがわ

れること，現時点で，具体的な健康被害を生じさせるような事情もうかがわ20 

れないことから，汚染水の問題は，いわば風評被害以上の被害を与えるもの

ではない。 

エ 小括 

  以上のとおり，屋内退避区域を除き，いわき市において，平成２３年５月

以降，本件事故による直接的な健康リスクに関する被害は認められず，放射25 

線感受性が高い子供，妊婦などを想定しても，そのリスクが高いとまで認め
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られず，健康リスクを危惧することが合理的であるといった状況は認められ

ない。また，屋内退避区域における空間放射線量などを考慮するとしても，

放射線被ばくによる影響が大きいものとは評価できない。 

(5) いわき市の経済，産業等に対する本件事故の継続的な影響等 

ア 人口その他の状況等 5 

  いわき市の全体の人口は，前記第５の８(4)アのとおり，本件事故前の平成

２２年１０月１日時点では３４万２２４９人であり，本件事故後の平成２６

年６月１日時点では３２万６２２４人に減少しているが，平成２７年１０月

１日時点では，３４万９３４４人に増加している。 

イ 経済・産業等の状況等 10 

(ｱ) 既に述べたとおり，本件事故は，３月及び４月のいわき市の社会経済市民

生活などに大きな影響を与え，その経済状況等についても，前記第５の８(2)

エのとおり，需要動向を示す個人消費のうち，大型小売店等販売額は３月及

び４月は前年同月を下回る状況，自動車の新規登録台数は３月から９月まで

前年同月を下回る状況であり，企業の生産活動状況を示す大口電力使用量は15 

３月から１２月まで前年同月をいずれも下回る状況であった。また，有効求

人倍率が前年より上昇する一方，失業者数も増えている状況があった。他方，

大型小売店等販売額は５月以降伸びており，それ以外の自動車の新規登録台

数，新設住宅着工，公共工事等受注額などもおおむね平成２３年１０月頃ま

でには回復又は前年より拡大している傾向が見られ，企業の生産活動の状況20 

を表す大口電力使用量も，前年同月との比較では下回るものの，平成２３年

後半にかけて大幅に回復している（乙Ｃ５２の１・５頁）。この点，いわき市の

経済景気動向について，同年７月以降回復の動きが見られ，同年１０月以降

回復基調が一層強まっていると評価されているとおりである。 

  このような状況を踏まえると，本件事故直後，需要動向，企業動向ともに25 

一時低迷し，もとより平成２３年中に本件事故以前の状態に完全に回復した
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とはいい難いものの，本件事故が与えた深刻な影響・被害が平成２３年中継

続していたとは到底いえず，むしろ全体的な景気動向としてみれば多くの面

で回復傾向にあったと認められる。 

(ｲ) その後の平成２４年も，前記第５の８(4)イのとおり，大口電力使用量は平

成２４年３月から６月を除き前年同月を下回るなど企業の生産活動がやや低5 

迷している部分もあるが，大型小売店等販売額（ただし，同年６月及び同年１０

月を除く。）や自動車の新規登録台数に見られる個人消費，新設住宅着工，公

共投資などは，おおむねいずれも前年を上回っているほか，雇用面でも，完

全な雇用改善とはいえなくても，求人の増加及び失業者数の減少がみられる。

また，平成２５年も，個人消費や公共投資などは前年と同程度又は増加し，10 

求人の増加及び失業者数の減少も継続し，復興需要頼りとの評価もあるが，

経済・景気の動向は悪くない状況であり，本件事故がいわき市全体の経済・

景気に被害を与えているといった状況は認められない。この点，平成２６年

及び平成２７年においても本件事故が同市全体の経済・景気に悪影響を与え

ているという状況は同様に認められない。 15 

(ｳ) 前記第５の８(4)ウのとおり，農林業の状況を見ても，一部農作物の取扱金

額は本件事故前と本件事故後との比較で低下したものもあるが，一部取扱金

額が上昇した品目もあり，もとよりこれらの農作物の取扱金額の低下が本件

事故の影響によることを認めるに足りる的確な証拠があるわけではなく，仮

に何らかの影響があったとしても，その影響が大きいものとは評価できない。20 

林業等については，本件事故直前の平成２２年度と同事故直後の平成２３年

度を比較すると，一時的に生産量が減少したものの，平成２４年度には，木

材，木炭，生しいたけ，なめこなど，徐々にある程度回復し，生しいたけの

生産は大規模施設の稼働により本件事故前よりも生産量が増加しており，本

件事故の影響が仮に何らかの形であったとしても，その影響が大きいものと25 

は評価できない。また，いわき市における食品の出荷制限について，前記第
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５の８(3)エ(ｳ)ｃのとおり，野生のキノコ，原木なめこ，野生のタケノコな

ど出荷制限が続いているものも散見されるが，本件事故直後に出荷制限がさ

れた原乳，原木しいたけ，非結球性葉菜類，結球性葉菜類，アブラナ科花蕾

類，カブは平成２３年５月初旬頃までに出荷制限が解除され，その他の農作

物の出荷制限も順次解除されている状況がうかがわれる。 5 

  前記第５の８(4)エのとおり，工業等について，確かに本件事故直前の平成

２２年度と同事故直後の平成２３年度を比較すると，工業生産量は減少して

いるが，その後徐々に回復している。また，福島県全体の鉱工業も，本件事

故直後に落ち込んでいるが，これは，岩手県や宮城県などの本件事故と直接

関係がない本件地震，本件津波の被災地も同じ状況であり，平成２４年度に10 

は元の水準に回復し，平成２５年度以降の動向も，全国の指数ともそれほど

大きな差がなく，特に本件事故の影響が継続しているような状況もうかがわ

れない。 

  また，前記第５の８(4)オのとおり，いわき市の観光業については，本件事

故直後の平成２３年に観光交流人口が激減し，平成２４年以降相当程度回復15 

しつつあるものの，現時点においても，一部，再開できない観光資源があり，

本件事故の影響が続いている部分もあり，風評被害なども影響もあるとされ

ている。 

(ｴ) なお，いわき市に限定されない福島県産品の主要仕向先である都市圏の消

費者の意識について，前記第５の８(3)ケのとおり，消費者庁が実施したイン20 

ターネットによるアンケートの調査では，食品の産地を気にする理由として，

当初，「放射性物質が含まれていない食品を買いたい」という理由が約２８％

であったが，次第に減少し，最後の調査では約１６％まで減少していること，

同様に福島県産品をためらう人の割合もかなり減少していること，また，放

射性物質が基準値以内であるならばリスクを受け入れられるという回答が半25 

数を超えていること，以上の点から消費者の意識が次第に変化し，風評被害
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も含めて，福島県産品に対する警戒感が薄まっている状況が確認できる。 

ウ 屋内退避区域の状況等 

(ｱ) 前記第５の８(6)のとおり，屋内退避区域が属する小川地区，川前地区，久

之浜・大久地区において，平成２２年と平成２７年の人口を比較すると，川

前地区及び久之浜・大久地区において，人口が１０～１７％程度減少し，小5 

川地区では５％程度の減少にとどまっている。他方，０～１９歳の人口につ

いては，川前地区及び久之浜・大久地区で半数近く減少し，小川地区でも１

５％減少しており，若年層の減少が目立っている。 

  また，平成２２年と平成２７年との比較において，いずれの地区も農家の

戸数が減少し，その減少率は４０～７０％程度であるが，他方，農地面積の10 

減少率は１１～１５％程度の減少にとどまっている。産業人口も減少してい

るが，多くても２０％程度の減少である。 

  平成２２年と平成２６年との比較において，各地区の工業の事業所数及び

従業者数については，川前地区の事業所数を除き，いずれも減少しており，

小川地区及び久之浜・大久地区における製造品出荷額は，４４～４７％程度15 

減少している。 

  平成２２年と平成２７年の比較において，観光業も小川地区の夏井川渓谷

の観光客数が減少している。 

  自動車の交通量は，上記各年の比較において，小川地区では増加し，その

他の地区ではわずかに減少している。 20 

(ｲ) なお，前記第５の８(6)ウのとおり，久之浜・大久地区においては本件津波

による被害もあり，都市計画区域面積のうち約７．４％が浸水区域であり，

被災建物の棟数が約８５０戸（一部損壊～全壊）となっていた。 

(6) 原告らの被害の内容と相当な慰謝料額 

ア 中間指針等の考え方等 25 

(ｱ) 前記第５の９(1)イ(ｱ)及び(ｲ)のとおり，中間指針は，本件事故において，
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原災法に基づく屋内退避区域の指定に伴い，屋内への退避を余儀なくされた

屋内退避者が受けた精神的苦痛（「生命・身体的損害」を伴わないものに限る。）の

うち，少なくとも「屋内退避区域の指定が解除されるまでの間，同区域にお

ける屋内退避を長期間余儀なくされた者が，行動の自由の制限等を余儀なく

され，正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたため5 

に生じた精神的苦痛」を賠償すべきものと認め，また，原災法に基づく，屋

内退避区域などを含めた避難指示等対象区域以外の区域，すなわち法令上の

立ち退きや屋内退避が指示されていない自主的避難等対象区域においても，

①本件事故発生当初の時期に自らの置かれている状況について十分な情報が

ない中で，本件原発の水素爆発の発生などにより大量の放射性物質の放出に10 

よる放射線被ばくへの恐怖や不安を抱き，その危険を回避しようと考えて避

難を選択した場合，②本件事故の発生からしばらく経過した後，生活圏内の

空間放射線量や放射線被ばくによる影響等に関する情報がある程度入手でき

るようになった状況下で，放射線被ばくへの恐怖や不安を抱き，その危険を

回避しようと考えて避難を選択した場合があり，かつ，そのような状況下で15 

避難をせずにそれまでの住居に滞在し続けており，これら避難をしなかった

者が抱き続けたであろう上記の恐怖や不安も無視することはできないものと

して，中間指針追補においては，自主的避難等に係る損害について賠償の対

象としている。 

(ｲ) このような中間指針等が示す屋内退避区域における日常生活の阻害に対す20 

る精神的苦痛はもとより，自主的避難等対象区域であっても，①本件事故発

生当初の時期に，情報がない中で大量の放射線被ばくへの恐怖や不安を抱き，

その危険を回避しようと考えて避難を選択したこと，②本件事故発生から一

定期間経過後，ある程度の情報が入手できるようになった状況下で，放射線

被ばくへの恐怖や不安を抱き，その危険を回避しようと考えて避難を選択し25 

たことを踏まえ，これを法的利益の侵害又は損害発生の基礎と捉えたこと自
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体については，平穏生活利益の侵害との関係で見ても，屋内退避を指示され，

日常的な移動，活動の自由を奪われている点による精神的苦痛はもとより，

原子力発電所における我が国初めてのＩＮＥＳレベル７の事故というその影

響やそれに伴う社会的混乱などとともに，放射線被ばくなどの恐怖，不安に

係る精神的苦痛や避難に伴う精神的苦痛などを踏まえて賠償の対象としたこ5 

とは，一定程度の合理性・客観性を有するものと解すべきである。 

(ｳ) その上で，中間指針等の考え方を踏まえ，前記第５の９(3)ア及びイのとお

り，被告東電はこれと同等又はこれを超える賠償額の支払を行う旨公表し，

これに基づく支払をしている。その内容を整理すると，以下のとおりである。 

ａ 屋内退避区域（避難等対象区域）の居住者 10 

前記第５の９(3)ア(ｴ)，(ｵ)及び(ｷ)のとおり，賠償対象期間を，①本件

事故発生日の平成２３年３月１１日～同年９月３０日，②同年４月２３日

～同年１２月３１日（この期間中妊婦又は１８歳以下の子供であった者で，避難

等対象区域又は自主的避難等対象区域に避難又は滞在していた者に限る。），③平成

２４年１月１日～同年８月３１日（この期間中妊婦又は１８歳以下の子供であ15 

った者で，避難等対象区域又は自主的避難等対象区域に避難又は滞在していた者に限

る。）に区分し，包括慰謝料として，①について一人当たり月額１０万円と

して７か月分の７０万円を，②について一人当たり４０万円を，③につい

て一人当たり８万円を，それぞれ支払う。ＡＤＲ等の個別合意がある場合

を除き，上記①～③の包括慰謝料は併存する（例えば，本件事故発生後，平成20 

２４年８月３１日まで屋内退避区域に居住していた子供は，上記①の７０万円，上記

②の４０万円及び上記③の８万円の合計１１８万円の支払を受けられる。）。 

ｂ 自主的避難等対象区域の居住者 

前記第５の９(3)ア (ｲ)，(ｴ)，(ｵ)及び(ｶ)のとおり，①本件事故発生日

の平成２３年３月１１日～同年１２月末日に妊婦又は１８歳以下の子供25 

であった者について，この期間の包括慰謝料として一人当たり４０万円を，
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②本件事故発生日の同年３月１１日～同年４月２２日までを賠償対象期

間として一人当たり８万円を，③平成２４年１月１日～同年８月末日に妊

婦又は１８歳以下の子供であった者について，この期間の包括慰謝料とし

て一人当たり８万円を，それぞれ支払う。なお，上記①及び②の包括慰謝

料は併存しない（例えば，本件事故発生後，平成２４年８月３１日まで自主的避難5 

等対象区域に居住していた子供は，上記①の４０万円と上記③の８万円の合計４８万

円の支払を受けられるが，上記②の８万円の支払は受けられない。）。 

ｃ 追加的費用の支払について 

慰謝料という名目ではなく，追加的費用という名目で，前記第５の９(3)

ア(ｲ)及び(ｶ)のとおり，自主的避難等対象区域での生活において負担した10 

追加的費用（住居の清掃のための委託費用，生活費増加費用，移動費用など）４万

円を，本件事故当時，１８歳以下の子供又は妊婦であった者で，自主的避

難をした者に対する移動等の追加的費用２０万円を，それぞれ支払うこと

となっている。 

イ 慰謝料算定の基礎とすべき事情とその額 15 

(ｱ) 中間指針等の考え方に一定程度の合理性があることは既に述べたとおりで

あるが，中間指針追補が，前記第５の９(1)イ(ｲ)のとおり，自主的避難等対

象区域の者について，本件事故発生当初の時期の損害を８万円とした根拠に

ついてはこれを明示するものではないが，前記第５の９(1)イ(ｱ)のとおり，

自主的避難等対象区域よりも類型的に被害の程度が重いと考えられる屋内退20 

避区域の者について月額１０万円の慰謝料としたこととのバランスなどがそ

の理由になっているものと考えられる。この点，屋内退避区域における月額

１０万円の慰謝料の根拠については，前記第５の９(1)イ(ｱ)ｃのとおり，精

神的負担の大きさもあるが，身体的侵害を伴わないことに鑑みて自賠責にお

ける慰謝料を勘案しその額を定めているものであり，合理性があるものと認25 

められる。そうすると，自主的避難等対象区域であるいわき市において，月
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額１０万円を下回る金額としたことにはあながち不合理であるとはいえない

面もある。 

(ｲ) しかし，中間指針追補は，自主的避難等対象区域について，前記第５の９

(1)イ(ｲ)のとおり，いわき市について，県北・県中地区の福島市・郡山市と

同様に取り扱うこととしているが，他方，上記(3)アで指摘したとおり，平成5 

２３年３月及び４月，すなわち本件事故発生から屋内退避区域の指定が解除

されるなどするまでの約２か月間のいわき市の状況を見る限り，その混乱の

程度は避難指示等の対象となった本件原発の２０ｋｍ圏内の地域と大きな相

違はなく，法令上の強制力による避難を強いられることはなかったとはいえ，

事実上避難を強いられる状況にあったことは疑いようがない。現に，少なく10 

とも１万５０００人以上のいわき市の住民が避難しており，アンケート調査

でも，おおむね回答者の半数から約６割程度が避難したと回答し，そのこと

から直ちにいわき市の全人口の過半数が避難したとはいえないとしても，相

当程度の人が避難を考えたはず（アンケート調査でも，回答者の相当程度が実際に

避難していなくても，避難を考えた状況がうかがわれるし，また，要介護者を抱えるな15 

どして避難できなかったと回答する者も一定数存在する。）である。このような状況

に照らし，全くの任意で自主的に避難したという表現は明らかに不適当であ

って，事実上避難を強いられたものと評価して差し支えない。 

  特に，上記(3)イで指摘したとおり，避難者の数も相双地区以上に多く，こ

れらの状況は明らかに他の自主的避難等対象区域と一線を画しているといえ20 

ること，相双地区と同じ「浜通り」であり，本件原発との距離からしても，

相双地区といわき市を全く別異に扱うべき理由も見出し難いことが指摘でき

る。 

  しかも，いわき市の空間放射線量を見ても，一時的にせよ，毎時３．８μ

Ｓｖを超えることがあり，また，毎時１μＳｖを超えることはこれ以上にあ25 

って，放射線被ばくによる健康不安を覚えることが，一般通常人の感覚に照
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らして不合理とはいえず，特に子供や妊婦がいる世帯では，避難を当然のよ

うに考えることが合理的な選択であったというべきである。 

  その上で，実際に避難をした者が，必然的に，相双地区の避難者と同様の

立場，すなわち家族との別離，避難先でのあつれきなどに悩まされることに

なることも想像に難くはない。 5 

  また，実際に避難をせずいわき市に滞在した住民らについて，避難をして

も全くおかしくない状況下で，放射線被ばくの合理的不安や社会生活上の混

乱に伴う不便，不自由を強いられ，実際に避難した者と何ら変わりがない精

神的苦痛を受けたものと評価して差し支えない。 

(ｳ) 他方，平成２３年５月以降のいわき市の状況を見ると，屋内退避区域を除10 

き，放射線被ばくによる健康リスクは相当程度下がっており，自主的避難等

対象区域，特に県北の福島市や県中の郡山市と比較しても，いわき市に飛散

した放射性物質の量自体は少なかったと推認されること，社会生活上の混乱

もおおむね収まり，日常的な生活状況が徐々に戻ってきていたものと認めら

れること，いわき市の人口状況，経済状況，産業の状況等を見ても，本件事15 

故の影響（被害）が継続しているとは認められないこと，以上の点に照らせば，

本件事故直後と同様の被害が本年５月以降も継続していたとはいえない。 

(ｴ) 以上を前提に，中間指針等の考え方及び被告東電の賠償金支払の実務のほ

か，既に述べた，自主的避難等対象区域であるいわき市の混乱状況，本件原

発からの距離及び法令に基づく強制避難を余儀なくされた相双地区との地域20 

的同質性（同じ「浜通り」であること）等に鑑みると，いわき市の住民らは相応

の精神的苦痛を被ったと評価できる。 

  もっとも，事実上避難を余儀なくされたにせよ，法令に基づく強制力まで

あったわけではなく，区域内の全住民が避難を余儀なくされた避難指示等を

受けた区域と全く同じと考えることはやはり困難であること，また，避難指25 

示等を受けた区域の住民に対して慰謝料として一人当たり月額１０万円が支



 

493 

 

払われていることや，既に述べたとおり，中間指針追補が本件事故発生当初

の時期の損害として８万円としているが，その賠償の対象となる期間につい

て単に本件事故発生当初の時期としか定めておらず，具体的な賠償の対象と

なるべき期間を明示していないことなども踏まえ本件事故直後のいわき市の

混乱状況等により被った精神的苦痛に対する慰謝料を月額６万円とし，平成5 

２３年３月及び４月の慰謝料額として一人当たり１２万円が認められるべき

である。 

その上で，既に述べたとおり，同年５月以降は，本件事故直後と同様の被

害が継続していたとはいえず，同年３月及び４月と同額の慰謝料を認めるこ

とは相当とはいえないものの，避難をしたいわき市住民である原告らについ10 

ては，当然，避難に伴いその期間中に相応の精神的苦痛を負い，避難終了後

も，徐々に景気動向が回復に向かいつつあったいわき市において，元の生活

に戻るまでにある程度の期間を要したと考えられること，実際に避難をせず

いわき市に滞在した原告らについても，避難をしても全くおかしくない状況

下で，放射線被ばくの不安や社会生活上の混乱に伴う不便，不自由を強いら15 

れ，同様に，平成２３年４月２２日の屋内退避区域の解除により直ちに元の

生活に戻ったとは考え難く，元の生活に戻るまでにある程度の期間を要した

と考えられることから，避難の有無に関係なく，いわき市に居住していた原

告らについて慰謝料の発生を考えるべきであり，その終期としては，被告東

電が，屋内退避区域のいわき市住民に対して，平成２３年９月末までとして，20 

合計７０万円（１０万円×７か月分）の支払をしていることに鑑み，同年５月か

ら同年９月末までの慰謝料として更に１０万円（上記のとおり，直ちに元の生活

に戻ったとはいえないとしても，被害の程度はかなり軽減されていることに鑑み，月額

２万円に低減されるものとして，２万円×５か月分とする。）を，その精神的苦痛に

対する慰謝料として認めるべきである。そうすると，被告東電が中間指針追25 

補に基づいて既に慰謝料８万円の支払をしている点に鑑みて，これを超える
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精神的苦痛に対する損害の発生としては，１４万円とすべきである。 

  なお，追加的費用４万円（妊婦及び子供については，これに加えて２０万円）に

ついては被告東電がそのような費目で支払をしたものであり，仮に実費の立

証がされていないとしても，これを慰謝料の算定の基礎や控除の対象とする

ことは相当ではなく，これを控除する（あるいはこれを超える額を精神的損害の額5 

つまり慰謝料額とする）ことはしない。また，原告らの中には，ＡＤＲ手続によ

って前記８万円を超える賠償を受けている者もいるが，本件原告らは共通損

害に対する賠償を求めていることなどに鑑み，各原告の個別事情に属するＡ

ＤＲ手続に基づく支払についても控除することはしない。 

  以上のとおり，Ｄ原告については，その精神的苦痛に対する慰謝料につい10 

て，既払分８万円を超える部分として，１４万円が相当（ただし，別紙１－１

「原告等目録（第１次原告）」から別紙１－３「原告等目録（第３次原告）」に記載の

共通被害に係る包括慰謝料として，上記８万円を超える額の支払を受けている原告につ

いては，その支払額を超える額でない限り，慰謝料の発生は認められない。）である。 

  なお，原告番号１２５０，同１３９９，同１４２９，同２０７８，同２２15 

１７，同２２３５，同２４５０，同２５３９，同３０５８は，本件事故当時，

１８歳であり，Ｄ原告に分類されているが，中間指針等やそれを踏まえた被

告東電の賠償基準，賠償実務等を踏まえると，これらの原告については下記

(ｵ)に記載するＡ原告と同様の考え方により慰謝料額等を算定することが相

当である。また，原告番号１４７７，同１４９３，同１６５５，同１６８２，20 

同１７６４，同２０９３，同２５０１は，Ｄ原告と分類されているが，証拠

及び弁論の全趣旨に照らすと，本件事故当時，妊婦であったと認められ，被

告東電から包括慰謝料の支払を受けていることから，これらの原告について

は，下記(ｵ)に記載するＣ原告と同様の考え方により慰謝料額等を算定する

ことが相当である。 25 

(ｵ) 次に，Ａ原告及びＣ原告について，既に述べたとおり，被告東電から包括
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慰謝料として４０万円の支払を受けている（一部受けていない原告もいる。）が，

これは，放射線感受性が高く，例えば，空間放射線量についても成人の毎時

３．８μＳｖと同じ指標によるべきではない（毎時１μＳｖ）ことに照らし，

一応妥当な金額と考えられる。 

  もっとも，中間指針追補の考え方や被告東電の賠償実務に照らせば，例え5 

ば，屋内退避区域の子供が避難等対象区域又は自主的避難等対象区域に滞在

していた場合，７０万円の包括慰謝料以外に，別途４０万円の支払を受けて

いるところ，自主的避難等対象区域に居住していた子供については，上記４

０万円の支払しか受けておらず，片手落ちというほかない。この点，中間指

針追補の考え方としては，上記４０万円の中に自主的避難等対象区域の住民10 

に支払うべき慰謝料８万円（本件事故発生当初の時期の損害に対するもの）を含ん

でいたと解することもできるが，他の避難対象等の区域との考え方とこれに

基づく被告東電の賠償実務と，このような自主的避難等対象区域に係る慰謝

料の支払について差異を設けるべき合理的理由は見出しがたく，むしろ，上

記(ｴ)のとおり，自主的避難等対象区域のうちのいわき市について，まず基本15 

となる慰謝料として２２万円を認めた上で，別途，子供や妊婦について追加

的な包括慰謝料４０万円の発生を認めるべきである。 

  そうすると，Ａ原告及びＣ原告については，その精神的苦痛に対する慰謝

料について，既払分４０万円を超える部分（既に述べたのと同様の理由で，４０

万円は全額慰謝料の支払としてされたと認められるから，Ｃ原告について同額を超える20 

部分）として，２２万円が相当である。また，Ａ原告のうち，本件事故時胎児

であり，本件事故後に出生した原告であっても，胎児被ばくによる精神的苦

痛もあり，もとより民法７２１条の法意に照らしても，本件事故時からの慰

謝料の発生を観念できる（前記第５の９(3)ア(ｲ)のとおり，被告東電の賠償実務に

おいても，平成２３年１２月３１日に出生した者まで，子供としている。）。 25 

  なお，前記第５の９(3)アのとおり，被告東電は，平成２４年１月１日～同
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年８月３１日を賠償対象期間として，８万円の包括慰謝料を支払っていると

ころ，上記(4)のとおり，同年以降のいわき市内の空間放射線量，食品などの

内部被ばくのおそれ，県民健康調査の結果等をみる限り，放射線感受性が高

い子供及び妊婦であることを考慮しても，慰謝料を発生させるほどの精神的

苦痛は観念できず，その部分についての損害の発生は認められず，この８万5 

円を受領しているＡ原告及びＣ原告については，これを超える部分について

慰謝料が発生するもの（上記２２万円から８万円の支払を考慮した部分すなわちこ

れを超える１４万円について慰謝料の発生が認められる。なお，上記のとおり，８万円

を超える包括慰謝料の支払を受けた原告については，その支払額を超える部分につき慰

謝料の発生を認める。）と解するのが相当である。 10 

(ｶ) 屋内退避区域（その一部は，上記(5)ウ(ｲ)のとおり，津波被害の影響もある。）に

属していた原告については，上記(3)ア(ｱ)ａのとおり，屋内退避区域とされ

た久之浜・大久地区においては，本件事故直後の段階で，いわき市からの自

主避難の呼びかけがあったこと，上記(3)ア(ｲ)，上記(4)アのとおり，平成２

３年４月以降同年１１月頃までの屋内退避区域付近の空間線量率は，本件原15 

発からの距離もあって，直ちに健康リスクを生じさせるものではない（毎時

３．８μＳｖを下回ること）としても，他のいわき市内よりも高く，子供はもと

より，その保護者などが子供の健康不安を抱くことが一概に不合理ともいえ

ないこと，上記(5)ウのとおり，いわき市内の屋内退避区域は，いわき市の他

のエリアを比較すると，産業・人口などの回復の程度は劣ることなどが指摘20 

される。 

  もっとも，包括慰謝料として７０万円の支払を受け，これと別個に，子供

の場合，別途４０万円又は４８万円の支払を受けていることに鑑み，その賠

償対象期間として，既に賠償を受けた期間の後の平成２３年１０月から同年

１２月の冷温停止（前記第５の８(2)イ）までの３か月として，慰謝料を月額１25 

０万円の２分の１である５万円とし，被告東電から賠償を受けた部分を超え
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る精神的苦痛の慰謝料としては，１５万円が相当（ただし，別紙１－１「原告等

目録（第１次原告）」から別紙１－３「原告等目録（第３次原告）」に記載の共通被害

に係る包括慰謝料として，上記７０万円を超える額の支払を受けている原告については，

その支払額を超える額でない限り，慰謝料の発生は認められない。）というべきであ

る。 5 

(ｷ) これに対し，Ｂ原告（本件事故当時胎児ではなかったが，本件事故後に出生した

原告）について，平成２４年１月以降に放射線被ばくによる健康リスクを抱く

ことへの合理性や本件事故後の社会的混乱が継続していたとは認められず，

損害の発生は認められない。 

  また，本件事故時にいわき市内に居住していなかったと認められる原告番10 

号１３８７（福島市在住），同１３８８（福島市在住。なお，同１３８８は同１３８

７の子であり，本件事故時，胎児であったため，同１３８７に準じて考えることが相当

である。），同２１６２（都内在住），同２１６６～２１６９（郡山市在住），同２

１８８（東白川郡鮫川村在住）及び同３０２７(仙台市在住)については，中間指

針追補及びこれに基づく被告東電の賠償額を超える慰謝料の発生は認められ15 

ない。 

ウ 小括 

以上を踏まえた各原告の認容額は，別紙１－１「原告等目録（第１次原告）」

から同１－３「原告等目録（第３次原告）」の「認容額」欄記載のとおりで

ある。 20 

(7) 当事者の主張の採否等 

ア 原告らの主張 

(ｱ) まず，原告らが指摘する被害のうち，本件事故直後の被害については，そ

の被害による損害の発生等について，確かに，本件事故直後における大量に

放出された放射性物質による健康被害への強い恐怖感等，それに伴う避難や25 

避難先でのあつれき，家族との別離などによる精神的苦痛等があったものと
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認められ，これに基づき，Ａ原告（本件事故当時，１８歳未満であったか，又は本

件事故当時胎児であり本件事故後に出生した原告）及びＤ原告（Ａ原告，Ｂ原告及び

Ｃ原告以外の原告）について，Ａ及びＤの属性に係る各原告が受けた，前記第

５の９(3)イの被告東電からの包括慰謝料（８万円）のうちの４万円を超える

部分の損害の一部請求として，２５万円の支払を求め，Ｃ原告（本件事故当時，5 

妊娠していた原告）について，Ｃの属性に係る各原告が受けた，前記第５の９

(3)イの被告東電からの包括慰謝料（４０万円）のうちの２０万円を超える部

分の損害の一部請求として，更に２５万円すなわち合計５０万円の支払を求

めている。 

  この点，既に述べたとおり，原告らが主張する事情により各原告の法的利10 

益を侵害しこれに対する精神的損害の発生を観念できるが，それが原告らに

共通する最低限の被害であることなどを踏まえると，当裁判所が認定した金

額以上の損害の発生を認めることはできず，その主張は採用できない。また，

Ｄ原告について８万円のうち４万円が精神的苦痛に対する慰謝料の額であり，

その余の４万円が生活費増大などの実費分の支払であると主張する点につい15 

ても，中間指針追補の考え方や被告東電の賠償金の費目等に照らし，８万円

全額を精神的苦痛に対する慰謝料の額として認めるべきであるから，上記原

告の主張も採用できない。 

(ｲ) 次に，原告らが指摘する本件事故の影響の継続について，①本件事故の再

燃のおそれ，②いわき市全体への事故の影響，③低線量被ばくの不安，十分20 

なリスクコミュニケーションの欠如などによる精神的不安などを挙げる。 

ａ まず，本件事故の再燃のおそれについて，前記第５の８(2)イのとおり，

平成２３年１２月２６日に本件原発が冷温停止の状態となっていること，

前記第５の８(3)キ及びクのとおり，汚染水の流出のほか，廃炉作業の全て

が計画したとおりに進んでいるとはいえない状況もうかがわれるにせよ，25 

ある程度の進捗が見られること，もとより本件事故と同様の事故が本件原
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発において今後起こる具体的な可能性を示唆する証拠又は事情も認められ

ず，この点に関する原告らの主張は採用できない。 

ｂ 原告らが，いわき市の自然環境，社会環境，経済活動などが失われたとす

る点について，そもそも，これらの個々の環境利益や経済活動による利益

などは個々の原告に帰属するものではなく，共通被害を想定しても慰謝料5 

の対象となるようなものではないと考えられる上，既に述べたとおり，確

かに一部農産品や海産物の出荷制限，再開できない観光施設などの観光業

への影響などは見られるが，おおむねいわき市全体の社会経済産業の状況

として本件事故の影響が継続しているとは見られず，この点に関する原告

らの主張も採用できない。 10 

ｃ 放射線被ばくに対する不安も，既に述べたとおり，本件事故とチェルノブ

イリ原発事故とは，同じＩＮＥＳレベル７の事故とはいえ，その規模・放

出された放射性物質の量や態様・その後の経過なども異なり，放射性ヨウ

素の胎児・子供への内部被ばくという事態は想定できず，既に述べた県民

健康調査の結果も高い検出効率によるものであって，他県との比較やＵＮ15 

ＳＣＥＡＲの報告などからしても本件事故との医学的関連性は否定されて

おり，本件事故による子供の甲状腺がんの多発というような事態は生じて

いないし，子供やその保護者（妊婦を含む。）が甲状腺がんなどの発症のリ

スクに不安を感じるとしても，それ自体が賠償額の算定となるような合理

的な精神的苦痛ということはできない。それゆえに，この点に関する原告20 

らの主張も採用できない。 

  また，本件事故による放射線被ばくの具体的なリスクがないとしても，

そのことに対する十分なリスクコミュニケーションがなく，これらの精神

的苦痛を無視できないと主張する点についても，既に述べたとおり，賠償

の対象となるべき精神的苦痛であるとまでいえない上，リスクコミュニケ25 

ーションの有無等は本件事故と直接に関連するものではなく，その欠如が
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不安，恐怖，ストレスといった精神的苦痛をもたらしているとしても，本

件事故との条件関係はともかく，相当因果関係を欠くものというべきであ

り，上記原告らの主張も採用できない。 

ｄ 低線量被ばくに関するＬＮＴモデルの考え方や被ばくによる精神的スト

レス・不安などの主張に関しても，既に述べたとおり，慰謝料の発生の基5 

礎となるような合理的・客観的な不安，苦痛と異なり，認められない。 

イ 各原告の供述内容等 

(ｱ) 本人尋問を実施した各原告は，以下のように述べる。 

ａ 複数の原告及びその家族らは，本件事故後，放射線被ばくなどの不安や

物資の不足などから，いわき市内の別の場所，いわき市外の福島県内の別10 

の市町村や県外に避難し，そのうち仕事上の都合などで，自らはいわき市

内にとどまり，家族のみを避難させる者もいた。また，近隣住民や職場の

同僚，その家族の多くが避難していた（原告番号１０６７，同１２８９，同２２

７２，同２３０４等）。本件事故時に妊娠しており，３月１３日に出産した者

は，同月１５日に物資などの不足から退院を余儀なくされ，物資不足や放15 

射線被ばくの恐怖から，やむを得ずに避難した（原告番号１３２６）。 

  避難期間は，これらの原告らのうち１年半以上避難した者や避難中に子

供を転校させた者もいるが，完全に放射線被ばくの不安が払しょくされて

いないにせよ，放射線量の低減やその他の仕事上の都合，学校等の再開等

の理由から，その多くは平成２３年４月末頃までに避難先からいわき市内20 

の自己の住居等に戻った（原告番号１００８，同１０２１，同１０４９，同１０

６７，同１０８１，同１２８９，同１５０６，同２０４１，同２２７２，同２４９７

等）。 

  避難をしなかった原告も物資不足のために自己の生活や勤務先などでの

食料を含む物資の調達に苦労するなどしたほか，本件事故時に妊娠してい25 

たが，結局避難せずに，十分な情報もないままに，放射性物質の混入の危



 

501 

 

険がある給水車の水を飲用していたなどして，胎児被ばくなど，出生後の

子供の状態について大変不安を感じていた（原告番号１０６７，同１０７７，

同２５０１等）。  

ｂ これらの原告の多くは，自らや家族，特に子供，その他学校関係者等に

よる生徒，児童，園児等の成長，健康に不安を感じており，その理由とし5 

て，長期的な放射線被ばくの影響のほか，放射線被ばくを避けるための外

での活動の制限などを挙げる（原告番号１０４９，同１０８１，同３１３３等）。

また，一部の原告又はその家族は，ホールボディカウンターや甲状腺検査

を受け，のう胞などが見つかったり，ヨウ素の摂取が多いなどの指摘を受

けるなどしたが，特に異常があるとの指摘を受けた者は存在せず，屋内退10 

避区域の居住者も同様である（原告番号１０２１，同１０６７，同１６１２）。 

  本件事故時に家族の中に子供を抱えていた母や孫がいた祖父母などの原

告は，子供の食事などに福島県産の食材を用いなかったり，通園通学の際

に生徒，児童，園児らに水筒や弁当などを持たせたり，給食の食材の産地

に気を配ったりしており，園や学校などもそのような対応を求めている（原15 

告番号１０２１，同１０６７，同１０８１，同２４９７，同３１３３等）。 

  また，福島県出身であることについて，子供が成長して何らかの差別な

どを受けるのではないかと危惧を感じる者もいる（原告番号１０２１）。 

  なお，本件事故時に小学６年生であった原告番号１２３３は，当時，事

情がよくわからないまま避難をするよう言われて，卒業式に出られず，友20 

人にも会えず，全く理解できなかったが，現在は，親の心情も理解できる

としている（原告番号１２３３）。 

ｃ 学校などの再開，その後の状況等について，放射線被ばくなどの不安が

払しょくされない中での再開等に疑問などがあったとし，校庭，園庭など

の除染は実施されたが，その汚染土が校庭の別の場所に一時的に埋められ25 

るなど，放射線被ばくの不安や危険が取り除かれていない（原告番号１０８
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１等）。 

ｄ これらの原告らのうち，いわき産を含む福島県産の農産物，海産物など

について嫌気する者が多数いる一方，必ずしも安全と考えているわけでは

ないが，経済的理由や数年単位での時間経過により，次第に購入するよう

になった原告もいる（原告番号１０２１，同１０６７，同１５０６，同２２７２5 

等）。また，多くの者が飲料水を中心に水道水を避けてペットボトルの水な

どを購入している（原告番号２２７２等）。 

  また，自宅周辺や山林などの放射線量を測定し，これが高いために不安

を感じるが，次第に低減してきてしばらくたって測るのをやめたり，本件

事故後，従前行っていた山菜採りや家庭菜園などをやめたものの，本件事10 

故から時間が経過し，再び家庭菜園などを行っているが，結局，放射線被

ばくの不安等と実際の生活の便宜を天秤にかけて生活しているなどと述べ

る（原告番号１６２４，同２２７２，同２３０４等）。 

ｅ 本件事故前から飲食店を営んでいた者は本件事故の影響により客足が戻

らず，また陶芸を営んでいた屋内退避区域の居住原告も売上げが落ちてい15 

ると述べる（原告番号１６１２，同２０４１）。有機農業による農業を営み，自

然食品の専門業者との取引なども本件事故前には行っていたが，本件事故

による風評被害等もあり，被告国の基準値以上に厳しい基準値であっても

首都圏などの顧客には全く売れない状況となり，地元の飲食店などと取引

をしていると述べている（原告番号１２０４）。 20 

  なお，従前からいわき市に住んでいた住民と相双地区の避難者とのあつ

れきなどを述べる者も複数いて，その理由として賠償の不公平などを挙げ

る（原告番号１２８９等）。 

ｆ 屋内退避区域に居住していた原告は，１年半以上避難していたが，平成

２３年５月以降，自宅に戻ることもあったこと，自宅内や自宅周辺の放射25 

線量の測定値が高いこと，しいたけなどから基準値以上の放射性物質が出
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ていることなどを述べる（原告番号１６１２，同２００５）。 

(ｲ) これらの原告らの供述内容は，本件事故直後の平成２３年３月及び同年４

月のいわき市の混乱状況等を裏付けるものである（上記(ｱ)ａ）が，原告らの共

通被害としては，既に述べた慰謝料額（上記２２万円）の算定の基礎として評

価されており，これをもって特に増額等する事情とはならない。また，上記5 

(ｱ)ｂ，ｃの子供の健康状態等や学校等の環境に関する不安について，その心

情としては理解できるものの，共通被害としては，同様に既に述べた限度で

考慮済み（基本となる慰謝料２２万円及び追加的な包括慰謝料４０万円の合計である

上記６２万円の限度）であり，その慰謝料額を左右するものとはならない。 

  また，上記(ｱ)ｄについても，個々人の主観的心情として，もとより嫌気す10 

ること自体があるとしても，これをもって損害賠償の対象となる共通被害と

捉えることはできないし，上記(ｱ)ｅについては，営業損害などの別の費目の

損害であって，慰謝料額の算定の直接的基礎とはならない上，個々に被告東

電から賠償を受けており，仮に賠償額の当否を問題とするのであるならば，

別途請求すべきものである。 15 

  上記(ｱ)ｆの屋内退避区域についても，既に述べたとおり，その慰謝料額（上

記１５万円）の算定の基礎となる共通被害の事情としては既に評価済みである。 

(ｳ) 以上のとおり，各原告本人尋問の結果を踏まえても，既に算定した慰謝料

額を左右するような事情があるとは認められない。 

ウ 被告らの主張 20 

  被告らは，中間指針等おいて定められている賠償基準額を超える損害の発

生について争っているが，既に述べたとおり，基本的に本件事故によるいわ

き市に居住していた原告らの被害は，中間指針等において指摘されていると

ころにおおむね尽きているし，中間指針における自主的避難等対象区域が避

難等対象区域に対する賠償よりも低いものとなることも当然であるが，それ25 

でも既に指摘した，平成２３年３月及び４月におけるいわき市の本件事故に
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対する影響等（社会的混乱及び放射線被ばくのおそれなど）を考慮する限り，当裁

判所が合理的な裁量に基づき認定した額の慰謝料（原則として，屋内退避区域を

除くＡ原告及びＣ原告につき，２２万円，Ｄ原告につき１４万円，屋内退避区域に居住

していたＡ原告及びＤ原告につき１５万円）が相当であり，その限りで被告らの主

張は採用できない。 5 

７ 被告らの連帯責任の成否（争点７） 

(1) 被告国の主張 

  被告国は，本件原発を管理・運営し，その利益を享受しているのは被告東電

であり，本件原発の安全管理は，一次的には被告東電が行うべきものであり，

被告国は，これを後見的・補充的に監督するにとどまること，民法７１９条１10 

項前段の共同不法行為が成立するためには客観的にみて一個の共同行為がある

とみられることが必要と解されるところ，被告国の規制権限の行使は，対象者

の自由な活動に一定の制約を課し，不利益を与えるものであって，対象者に対

し，責任や注意義務を軽減し，免責するという性格のものではなく，両者は次

元を異にする責任であること，被告国と被告東電では安全対策の要否を検討す15 

るために必要な情報の収集やこれを分析する能力に大きな差があり，同じ情報

を把握していたとしても，被告国と被告東電では検討に要する時間を異にする

上，何らかの対策が必要との結論に達したとしても，それから，規制権限の行

使に至るためには，様々な過程を経る必要のあることを挙げて，仮に被告国の

規制権限不行使について，国賠法１条１項の違法が認められるとしても，これ20 

と被告東電の不法行為は，共同不法行為とはならず，単に不法行為が競合して

いるにすぎない旨主張する。 

(2) 検討 

  そこで，検討すると，確かに，国賠法上の規制権限不行使に係る責任と対象

となる事業者の不法行為責任とは法令上の根拠やその要件を異にしており，そ25 

れぞれの不作為や過失行為を共同行為とみなすことは本来できないが，他方，
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本件では，①被告国の規制権限不行使に係る判断基準としても，被告東電の責

任の基礎となるべき注意義務違反の判断基準としても，いずれも津波評価技術

に基づく決定論的安全評価に基づき，同評価手法に従いこれを行うという点で

共通性を有し，その限度で被告国が技術基準適合命令を発するという作為義務

の発生根拠となる事実と被告東電が津波対策を講ずる義務を負うべきその発生5 

根拠となる事実とはかなりの部分で重なり合い，両者の共同を観念できること，

②保安院ひいては経済産業大臣は，国内において設置許可がされている発電用

原子炉に関する規制・監督権限を有し，しかもその対象となる原子炉が限られ

ており，規制の対象が明確であり，規制・監督権限の行使の対象もまた明確で

あること，③発電用原子炉の高度の安全性を担うべき保安院は，そのために，10 

不定期であれ，被告東電を始めとする電力会社から多くの情報や知見を収集し，

耐震バックチェックなどの通じてその監督を行ってきた経緯もあること，以上

の点に照らせば，被告国の技術基準適合命令に係る不作為と被告東電の注意義

務違反行為（なお，原賠法は無過失責任を前提とし，過失を要しないが，被告東電が対

策をとらなかったという不作為の限度でその行為を観念できる。）との間に実質的な共15 

同関係を認め，不真正連帯債務となるものというべきである。 

  他方，被告国が指摘する第一次的には事業者である被告東電が本件原発の安

全性を確保すべきこと，被告東電と被告国との情報格差・能力の相違等がある

ことについて，第一次的には被告東電がその安全性を確保すべきであるとして

も，被告国も自らが設置を許可した本件原発の高度の安全性を確保する責務を20 

負っており，特に本件のように保安院が従前から，耐震バックチェックなどの

様々な場面において，被告東電を始めとする電力会社から多くの情報や知見を

収集してきたのであって，その格差があるとしても，その程度は大きいもので

はなく，このような監督すべき立場の保安院と監督されるべき立場の被告東電

を始めとする電力会社とを実質的に同じものとみなす実態が存在することに照25 

らせば，上記被告国の主張は採用できない。 
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８ 弁済の抗弁の成否（争点８） 

(1) 検討 

ア 前記第５の９(3)イのとおり，被告東電は，自主賠償において，各費目ごと

にその支払をしていること，特に追加的費用について，その内容が実質慰謝

料であることを一応の前提としつつも，例えば，妊婦・子供（本件訴訟のＡ，5 

Ｃ属性の各原告）について，避難をしていた場合に限り，追加的費用として２

０万円の支払をしていること，被告東電が各原告に支払った賠償金について，

各原告が直接被告東電に請求した各費目に応じて支払っていることが認めら

れる（乙Ｄ７）。 

イ そうすると，これらの損害発生とその支払額が損害額であることについて10 

は事実上推認でき，このような推認を覆すに足りる主張及び反証が被告東電

からされない限り，被告東電が支払った額がいわば過払いとなっており，こ

れを原告らが主張する共通被害に係る精神的苦痛に対する慰謝料額に当然に

充当することはできない。この点，いかに被害者救済の観点から被告東電が

各原告の請求に基づいて速やかにこれに対応した額を支払っていることが認15 

められるとしても，そもそも被告東電が全く何の根拠資料もなく支払をして

いた事実が認められるわけではなく，十分な審査検討をしていなかったにせ

よ，一応の裏付資料の提出を各原告に求め，これに基づき，その賠償金の支

払をしていたことが認められる（乙Ａ１６４～乙Ａ１６６）ことからして，被告

東電において，その旨の具体的な反証がない限り，上記推認を覆すことがで20 

きないものというべきである。 

ウ また，被告東電は，平成３１年３月１５日付け被告東電準備書面(22)（令和

元年５月８日第３５回口頭弁論期日で陳述）において，その時点までに訴外で原告

らに支払った包括慰謝料，追加的費用，その他ＡＤＲ手続等における既払金

（ただし，全ての損害費目を明らかにするものではなく，精神的損害に対する慰謝料と25 

して合意された額に関する既払分について主張するものである。）に関する賠償金額
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を明らかにした上で，包括慰謝料及び上記その他ＡＤＲ手続等における既払

金をもって，弁済の抗弁を主張するとしていたが，その後，令和２年３月１

３日付け被告東電準備書面(26)(令和２年３月１６日第４０回口頭弁論期日で陳

述)において，各原告に対する個別の弁済額は追って明らかにするとしつつ，

従前主張していた原告らに対する精神的損害の賠償額のほか，ＡＤＲ手続に5 

よる支払額を含む財産的損害の賠償額(例えば，就労不能損害名目で支払われたも

のなど損害項目全てについて)を加えた合計額をもって，弁済の抗弁を主張する

として，主張を変更した(世帯内の既賠償額の超過分を世帯内で融通・充当すべきと

の主張も新たにされている。)。なお，各原告に対する個別の弁済額が明らかに

されたのは令和２年６月１９日付け被告東電準備書面(28)においてである。 10 

上記のとおり，被告東電が，精神的損害以外の損害，すなわち財産的損害

に対する賠償をもって弁済の抗弁を主張するに至ったのは，本件訴訟の提起

から７年以上が経過した令和２年３月１６日の第４０回口頭弁論期日におい

てである。被告東電は，本件事故後，各原告に生じた財産的損害に対する賠

償を随時（早いものでは平成２３年中から支払がされている。）実施していたことが15 

うかがわれ（乙Ｄ７），被告東電は当然にその状況を把握していたのであるか

ら，本件訴訟の早い段階から財産的損害に対する賠償も含めて弁済の抗弁を

主張し，争点化することが容易であった。それにもかかわらず，いわば本件

訴訟の終結の直前になって，新たな損害費目について弁済の抗弁を主張した

ものであり，被告東電が上記反証をすることも，これを踏まえて，各原告に20 

おいて，その損害発生及び損害額を立証することも，もはや著しい訴訟遅延

を招くものとしか評価できない。したがって，被告東電の上記弁済の抗弁は，

故意に訴訟遅延等を狙ったものであるか，あるいは，明らかに重大な過失に

より時機に後れて提出された防御方法であり，訴訟の完結を遅延させること

が明らかであるといえるため，却下する。 25 

(2) 小括 
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    以上のとおり，被告東電が包括慰謝料として支払った部分は格別，その余の

弁済の抗弁については一切採用できないし，慰謝料の算定の基礎としても考慮

しない。なお，世帯内融通等の主張についても，被告東電が既に支払った金銭

は，いずれも各原告に対して支払われたものであり，各原告に既払金を充当す

べきであって，被告東電の上記主張は失当である。 5 

第７ まとめ 

  以上によれば，①原告らの被告東電に対する主位的請求はいずれも理由がな

く，②原告らの被告国に対する請求及び被告東電に対する予備的請求は主文の

限度で理由があるから当該部分を認容し，その余の部分はいずれも理由がない

から棄却することとし，また，訴訟費用につき民訴法６１条，６４条本文，６10 

５条１項本文を，仮執行宣言につき同法２５９条１項を，被告らから申立ての

あった仮執行免脱宣言につき同条３項を適用し，主文のとおり判決する。 

 

  福島地方裁判所いわき支部 

 15 

         裁判長裁判官  名   島   亨   卓 

 

 

            裁判官  中  嶋  万 紀 子 

 20 

 

            裁判官  小   川   一   希 

 

（別紙１－１ないし１－３，別紙３及び別紙６（本文部分）以外の別紙部分は，い

ずれも掲載省略） 25 


